


「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針

自動車共済の販売・勧誘（普及・推進）にあたって

当組合は、組合員の「相互信頼」「相互扶助」の基本理念に基づいて、組合員
の財産の保全およびその経済的地位の向上を図ることに努めてまいります。

１．当組合は、中小企業等協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費

者契約法、その他関係法令を遵守し、自動車共済・自賠責共済の適正な販売・

勧誘（普及・推進）に努めます。

２．当組合は、ご加入いただく皆様に自動車共済・自賠責共済についての重要

事項を正しくご理解いただけるよう努めます。

３．当組合は、ご加入いただく皆様に共済に関する知識、共済加入の目的、財

産状況等を総合的に勘案し、ご加入いただく皆様の意向と実状に沿った自動

車共済の説明に努めます。

４．当組合は、ご加入いただく皆様のご迷惑となる時間帯、場所、方法での販

売・勧誘（普及・推進）はいたしません。

５．当組合は、契約内容等あらゆるお問い合わせに迅速かつ丁寧な対応に努め

ます。

６．当組合は、共済事故が発生した場合、迅速・適切・丁寧な対応と共済金の

適正な支払に努めます。

７．当組合は、ご加入いただく皆様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に

生かしてまいります。

８．当組合は、ご加入いただく皆様に関する情報を適正に管理し、ご加入いた

だく皆様のプライバシーを守ります。

９．当組合は、上記の「勧誘方針」を遵守するため、健全な組合運営に取り組

むとともに、組合事務局の体制整備や職員研修、代理所研修などにより、販

売・勧誘（普及・推進）にあたる職員等の教育・指導に努めます。

　　　　　　　　東北自動車共済協同組合
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は　じ　め　に
　日頃より、当組合をお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。
　このご契約のしおりは、自動車共済契約の補償内容等の大切なことがらについ
てご説明したものです。詳しくは、普通共済約款や特約条項をご一読いただき、
内容をよくご確認くださるようお願いいたします。
　今後とも、当組合をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

１．ご契約のしおりの構成
　この冊子は次の構成となっております。
　●ご契約にあたって

　共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項について、ご説明をしてい
ます。ご契約前・ご契約時・ご契約後においても共済証書のご契約内容と合
わせてご一読ください。

　●事故が起こった場合の手続き
　事故が起こった場合、共済金のお受取りまでの流れ等をご説明しております。

　●自動車共済普通共済約款・特約条項
　ご契約内容を定めた普通共済約款や特約条項を掲載しております。

マークのご説明

　　共済商品の内容をご理解　   　　　 ご契約者にとって不利益になる事項等
 いただくための事項　　　　　　　  特にご注意いただきたい事項

２．組合加入資格について
　当組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、
その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等と
なっております。　　　　　　　　　　　　　　（定款第９条（組合員の資格））
　自動車共済をご契約いただける方（共済契約者）は、当組合の組合員に限ら
れます。ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利
用することができます。　　　　　　　　　　　　　

（自動車共済規程事業方法書第３条（共済契約者の範囲））

３．出資および員外利用について
　自動車共済をはじめてご契約の場合には、ご契約に際して以下の出資金また
は員外利用料をお払い込みいただきます。
出資金および員外利用料は、ご契約いただくお車の台数に関係ありません。
●組合員資格者の場合：出資金（１口 1,000 円）
●組合員資格者以外の場合：員外利用料

注意喚
起情報

契約
概要
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４．自動車検査証等のご提示について
　当組合では、ご契約者が新たに自動車共済をご契約される場合、またはご契
約のお車を入れ替えられる場合は、ご契約のお車の正確な確認による適正な共
済掛金算出および割引・割増率の適用のため、自動車検査証等のご提示をお願
いしております。
　なお、確認させていただいた書類については写をいただくこととしておりま
すので、あらかじめご了承ください。

５．ご契約者とご契約のお車を主に使用される方が異なる場合
　ご契約者とご契約のお車を主に使用される方（記名被共済者）・お車の所有
者（車両共済をご契約される場合）が異なる場合は、その方にもご契約内容や
この冊子の内容をご説明ください。

６．代理所の業務について
　代理所は、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・
共済掛金等領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
　したがいまして、代理所とご締結いただいて有効に成立したご契約につきま
しては、当組合と直接契約されたものとなります。

７．共済証書の発行について
　ご契約後に共済証書をお送りしますので、共済証書記載のご契約内容につい
て、お申込内容と相違がないか必ずご確認をお願いします。
　万一、共済証書の記載内容に、お申込内容と相違がございましたら、速やか
に代理所または当組合までご連絡ください。
　また、ご契約後１か月を経過しても共済証書が届かない場合は、代理所また
は当組合までご連絡ください。

８．ご不明な点などのお問い合わせ先
　ご不明な点がある場合は、代理所または当組合までご連絡ください。
　また、共済募集において不適切な行為等があった場合や重要な事項について
ご理解いただいていない場合は、恐れ入りますが、当組合までご連絡ください。

●お問い合わせ窓口
東北自動車共済協同組合　お客様相談コーナー　電話番号：0120-78-3261
＜受付時間＞　平日：午前 9 時～午後 5 時

（土日・祝祭日および 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除きます。）

●組合ホームページのご案内
「重要事項説明書」の内容は、当組合のホームページでもご確認いただけます。
ホームページアドレス　https://www.tohokujikyo.jp/
※ご使用の端末や環境によっては一部ご利用いただけない場合があります。
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　共済商品の仕組みやご契約に関する重要な事項につい
て、ご説明をしています。詳しくは、自動車共済普通共済
約款・特約条項をご参照ください。

〇ご契約前には、
　「ご契約前にご確認いただきたいこと」をお読みいた
だき、お申し込みくださいますようお願いいたします。

〇ご契約時には、
「ご契約時にご確認いただきたいこと」をご確認のうえ、
お申し出いただくようお願いいたします。

〇ご契約後には、
　「ご契約後にご確認いただきたいこと」をお読みいた
だき、該当する事項がある場合は、ただちに代理所また
は当組合へご連絡ください。

　ご契約前・ご契約時・ご契約
後においても共済証書のご契約
内容と合わせてご一読ください。

　お分かりになりにくい点がござ
いましたら、お気軽に代理所また
は当組合におたずねください。

ご契約にあたってご契約にあたって



ご
契
約
に
あ
た
っ
て
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ご契約前にご確認いただきたいこと

Ⅰ　自動車に関する共済の仕組み

自動車に関する共済（保険）は、法律で加入が義務付けられた強制共済・保険（自
動車損害賠償責任共済・自動車損害賠償責任保険）と、任意にご加入いただく
任意共済・保険の 2 つに分かれています。
当組合が取り扱う自動車に関する共済は、下記の共済となっています。

強制共済

法律で加入が義務付け
られています。

〈自賠責共済〉
自賠責共済は、自動車事故の被害者救済が目的の共
済であり、補償される範囲は対人事故の損害のみと
なります。
補償額は、被害にあわれた方１名につき、定型・定
額化されています。

・死亡の場合：最高3,000万円
・後遺障害の場合：最高4,000万円
・傷害の場合：最高120万円

任意共済

お客様のご希望により
ご加入いただく共済で
す。

〈自動車共済〉
自動車共済は、対人事故の賠償損害につき、自賠責
共済だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、
自動車自体の損害などは、自賠責共済では補償され
ず自動車共済で補償されます。
※補償内容を十分にご確認のうえ、お申し込みくだ

さい。

補償種類 補償種目

①相手への賠償 対人賠償共済
対物賠償共済

②ご自身と搭乗者
などの補償

人身傷害共済
搭乗者傷害共済

③お車の補償 車両共済

契約
概要



ご
契
約
に
あ
た
っ
て

9

Ⅱ　約款とは

約款とは、ご契約者・被共済者（補償を受けられる方）等と当組合のそれぞれ
の権利・義務など共済契約の内容を定めたもので、「普通共済約款」と「特約条項」
から構成されています。

①基本的な補償内容を定めた条項

普

通

共

済

約

款

賠償責任条項
対人賠償

相手への賠償
対物賠償

人身傷害条項
ご自身とご家族の補償

搭乗者傷害条項

車両条項 お車の補償

②共済契約の成立・終了・管理・事故時の対応などに関する権利・義務を
定めた条項

基本条項

+
特

約

条

項

特約条項は普通共済約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を変更・
追加・削除するもので次の２種類があります。

　　　　　　　　　　の特約 ご契約の内容により必ずセッ
トされる特約

　　　　　　　　　　の特約 お申し出により任意にセット
できる特約

自動セット

オプション

契約
概要
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Ⅲ　用語のご説明

この冊子で使用している用語を説明しています。

あ行

一家の支柱
被共済者が属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている方で、物的・精
神的にもその方が欠けることによって、その家族の生活が著しく困難になる方をい
います。

運転者として運転中
運転者本人が自ら運転席に着席してお車の各種装置を操作し、発進、速度および進
行方向の維持または変更、停止等お車の走行について必要な措置を取っている間を
いい、駐車または停車中を含みません。
たとえば、交通渋滞、信号待ち等のために運転者として運転席に座りながら停止し
ている間は、お車の走行について必要な措置を取っている間と考えられるため、停
車には含まれず運転に含みます。

か行

解除
ご契約者または当組合からの意思表示によって、共済期間の中途でご契約を終了さ
せることをいいます。なお、ご契約者からの意思表示による解除のことを解約とも
いいます。

解約日
共済期間の中途でご契約を解約された日をいいます。

既経過期間
共済期間中、共済期間の初日から変更日、解約日または解除日までの既に経過した
期間をいいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関連用語：未経過期間）

危険物
「道路運送車両の保安基準（運輸省令）」に定める高圧ガス、火薬類、危険物、可燃
物または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物または劇物をいいます。

家族
記名被共済者の配偶者、記名被共済者またはその配偶者の同居の親族および別居の
未婚のお子さまをいいます。「未婚のお子さま」とは、これまでに一度も法律上の婚
姻歴がないお子さまをいいます。
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記名被共済者
ご契約のお車を主に使用される方で、共済契約申込書および共済証書等の記名被共
済者欄に記載されている方をいいます。

「主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・
使用している方（ご契約のお車の貸与権、使用許諾権等を持つ方）をいいます。ご
契約のお車を使用される方が複数おられる場合は、任意に１名を選択します。
なお、共済契約申込書等の記名被共済者欄が空欄の場合は、ご契約者本人を記名被
共済者として設定されたものとみなします。

急激かつ偶然な外来の事故
突発的な予知されない出来事に伴う外部からの作用をいいます。

競技・曲技　
競技とは、ロードレース（山岳ラリー、タイムラリー）やサーキットレース等をいい、
これらに出場するための練習を含みます。また、曲技とは、サーカス、スタントカー
等をいい、これらのための練習を含みます。

共済掛金
ご契約いただいた共済契約の内容に応じて、ご契約者にお払い込みいただく金銭の
ことをいいます。

共済期間
ご契約いただいた共済契約で補償の対象となるご契約期間をいいます。

共済金
自動車事故等により損害または傷害が生じた場合に、当組合が被共済者または共済
金請求権者にお支払いする金銭（補償額）をいいます。

共済金額
共済契約で共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合がお支払いする共済
金の限度額（補償限度額）をいいます。
自動車共済約款においては、共済証書記載の共済金額をいいます。

共済金請求権者
当組合に、共済金の支払いを請求することができる方をいいます。

共済証書
ご契約いただいた内容を証明するために、当組合が作成しご契約者に交付する書面
をいいます。

協定共済価額
ご契約者または車両共済の被共済者と当組合がご契約のお車の価額として共済契約
締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途
車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自
動車の市場販売価格相当額により定めます。
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契約者
ご契約の当事者として、共済契約の締結や共済掛金のお払い込みなど共済契約上の
さまざまな権利・義務を持たれる方で、共済証書などの共済契約者欄に記載されて
いる方をいいます。

契約のお車
共済契約の補償の対象となるお車で、共済証書に記載の自動車（被共済自動車）を
いいます。

原動機付自転車（原付バイクともいいます。） 
道路運送車両法で定める「原動機付自転車」をいいます。原動機の総排気量が
125cc 以下または定格出力が 1.00 キロワット以下の二輪車や原動機の総排気量が
50cc 以下または定格出力が 0.6 キロワット以下の側車付二輪または三輪以上の車両
をいいます。

告知義務
ご契約時に、代理所または当組合に対し、告知事項について知っている事実を告げ、
また、正しい事実を告げなければならないという、ご契約者または記名被共済者（車
両共済の被共済者を含みます。）の義務のことをいいます。
また、告知事項とは、共済契約申込書等に★や☆のマークが付された事項のことを
いいます。

さ行

自家用８車種
用途車種が次に該当する自動車をいいます。
①自家用普通乗用車、②自家用小型乗用車、③自家用軽四輪乗用車、
④自家用小型貨物車、⑤自家用軽四輪貨物車、⑥自家用普通貨物車（最大積載量 0.5
トン以下）、⑦自家用普通貨物車（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）、⑧特種用途
自動車（キャンピング車）

市場販売価格相当額
ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度
検査年月で、同じ損耗度（走行距離、メンテナンスなど、使用の状態が同程度であ
ること。）の自動車を、自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額
をいいます。（消費税を含みます。）
ただし、税金、自賠責共済掛金・保険料、登録などに伴う費用等は含みません。

失効
ご契約いただいた内容の全部または一部についての効力を、将来に向かって失うこ
とをいいます。

自動車取扱業者
次の①から⑧までのいずれかの業を営む方をいい、これらの者の使用人およびこれ
らの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の
機関を含みます。
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①自動車修理業、②駐車場業、③給油業、④洗車業、⑤自動車販売業、⑥陸送業、
⑦運転代行業、⑧①から⑦まで以外の自動車を取り扱う業

初回共済掛金
年間共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、第１回目にお払い込みいただ
く分割共済掛金をいいます。
なお、共済掛金を一括してお払い込みいただく場合は、共済掛金の総額をいいます。

所有者（車両所有者）
ご契約のお車を所有されている方で、共済契約申込書および共済証書等の車両所有
者欄に記載されている方をいいます。車両所有者は、原則としてご契約のお車の自
動車検査証の所有者欄に記載されている方となります。
なお、共済契約申込書の車両所有者欄が空欄の場合は、ご契約者本人を車両所有者
とみなします。

親族
６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族のことをいいます。

正規の乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保でき
る構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。

全損
お車を修理できない場合、または修理費が共済金額以上となる場合をいいます。

損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
事故が発生した際に二次的な被害発生が具体的に想定されるような状況で、その二
次的な被害の発生および拡大を防止するための費用をいいます。なお、損害の発生
および拡大の防止の行為が現実に効果をもたらしたかどうかは問いません。たとえ
ば、事故により崖から転落しそうな状態のご契約のお車をクレーン移動した際の費
用は、二次的な被害が切迫していることからこれにあたります。

た行

台風・洪水または高潮
基本的には以下の気象学上の定義によりますが、具体的には気象庁の発表に基づく
ものをいいます。
・台風とは、北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧区域

内の最大風速がおよそ毎秒17メートル（34ノット、風力8）以上のものをいいます。
・洪水とは、河川の水位や流量が異常に増大することにより、平常の河道から河川

敷内に水があふれること、および砂堤または堤防からの溢水が起こり河川敷の外
側に水があふれることをいいます。集中豪雨等による窪地への溜水、下水溝から
の溢水、小川の小規模な氾濫等は洪水に該当しません。

・高潮とは、台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降下による海面の吸い上げ効果
と風による海水の吹き寄せ効果のため、海面が異常に上昇する現象をいいます。
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通知義務
ご契約後や共済期間の中途にご契約の内容に変更が生じた場合は、その事実・変更
内容を遅滞なく代理所または当組合に伝えなければならないという、ご契約者およ
び被共済者の義務のことをいいます。
また、通知事項とは、共済契約申込書等に☆のマークが付された事項のことをいい
ます。

同居
生活の本拠地として同一家屋に居住している状態をいい、同一生計や扶養関係の有
無または住民票記載の有無は問いません。
同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれ
をも独立して具備したものをいいます。ただし、台所等の生活用設備を有さない「は
なれ」、「勉強部屋」等は同一家屋として取り扱います。

【別居として取り扱う例】
・マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合（賃貸・区分所有の別を

問いません。） 
・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合（同一生計の有無は問いません。）
・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の居住空間の区分が明確な場

合
・単身赴任の場合
・就学のために下宿しているお子さま（住民票記載の有無は問いません。）

搭乗中
自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内（隔壁などにより通行できない
ように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中のことをいいます。

特約（特約条項）
普通共済約款の内容を補充・変更・削除・追加する内容を定めたものをいい、ご契
約の内容により必ずセットされるもの（自動セット）とご希望により任意にセット
できるもの（オプション）があります。

な行

ノンフリート契約
１契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が 9 台以下の契約をいいます。

は行

配偶者
婚姻の相手方をいい、内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
・内縁の相手方とは、 婚姻の届出をしていないため、 法律上の夫婦と認められない

ものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
・同性パートナーとは、 戸籍上の性別が同一であるために、 法律上の夫婦と認めら
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れないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいま
す。

※内縁の相手方および同性パートナーは婚姻の意志（同性パートナーの場合は、パー
トナー関係を将来にわたり継続する意志）を持ち、同居により婚姻関係に準じた
生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。

払込期日
共済掛金のお払い込みの期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払い込み
いただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります。

判決による遅延損害金
訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日ま
での期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。

被共済者
共済契約により補償の対象となる方をいいます。

付属品
自動車に定着（ボルト、ナット、ネジ（チョウネジを含む。）等で固定されており、
工具等を使わなければ容易に取りはずせない状態をいいます。）または装備（自動車
の機能を充分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。）
されているものをいいます。
なお、車室内でのみ使用することを目的としてご契約のお車に固定されているカー
ナビゲーションシステム、ＥＴＣ車載器、ドライブレコーダーは、固定の方法がボ
ルトなど以外であっても付属品として取り扱います。

【付属品として取り扱うものの例】
・自動車に定着されているステレオ、カーナビゲーションシステムなど
・自動車に装備されているスペアタイヤ（１本）、標準工具など
・法令等により自動車に定着または装備されている消火器、座席ベルトなど
・オイル類のうち、潤滑油、バッテリーの電解液など

【付属品として取り扱わないものの例】
・燃料／ガソリン、軽油、プロパンガス（ＬＰＧ）など
・法令等により自動車に定着または装備することを禁止されているもの、エアース

ポイラー（法令に違反するもの）、オーバーフェンダー（標準装備、運輸支局の
許可を得たものを除きます。）など

・通常装飾品とみなされる、マスコット類、クッション、花ビン、膝掛など
・その他の自動車用品／洗車用品、ボディーカバーなど

普通共済約款
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。

フリート契約
１共済契約者が所有し、かつ、使用する自動車の総契約台数が 10 台以上の契約を
いいます。
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分割共済掛金
年間共済掛金を分割してお払い込みいただく場合の、１回分の共済掛金をいいます。

変更日
共済期間の中途で、共済契約申込書に記載した内容を変更する日をいいます。

ま行

未経過期間
共済期間中、変更日、解約日または解除日から共済期間の末日までの期間をいいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（関連用語：既経過期間）

無効
共済契約のすべての効力が、共済契約締結の時から生じなかったものとして取り扱
うことをいいます。

無免許運転（法令に定められた運転資格を持たない状態）
次のいずれかに該当する方がお車を運転されている状態をいいます。
・道路交通法など法令に定められた運転免許を持たない方
　ただし、運転免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または

運転免許証不携帯の場合を除きます。
・運転免許の効力の一時停止処分を受けている方
・運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している方

免責
共済金をお支払いする事故において、ご契約者などの故意や戦争、地震、噴火、津
波による事故によって生じた損害など、特定の事情が生じたときに、例外的に共済
金をお支払いしないことをいいます。

免責金額
共済金をお支払いする事故が生じた場合に、当組合が支払共済金の計算にあたって
損害の額から差し引く金額をいい、被共済者の自己負担額をいいます。

や行

用途車種
用途車種の区分は、登録番号標、車両番号標または標識番号標上の分類番号、色等
に基づき当組合が定めた区分をいいます。
用途とは、自家用または営業用（事業用）の自動車の使用形態の区分をいい、車種
とは普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。

（注）ダンプ装置がある場合などは、自動車検査証などの記載内容と同一であると
は限りません。
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Ⅳ　補償内容
補償内容の詳細は、自動車共済約款によりご確認ください。
なお、以下の補償種目の条項・特約とともに、これらに共通して適用される「基
本条項」（P121）もあわせてご確認ください。

相手への賠償

❶ 対人賠償共済（普通共済約款 １ 賠償責任条項）　
　　　　

契約
概要

注意喚
起情報 　　　　　

（1）共済金をお支払いする場合

ご契約のお車を運転中等の事故により他人を
死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場
合に、共済金をお支払いします。

　　　　　

（2）被共済者

次の①～⑤のいずれかに該当する方が被共済者となります。
①　記名被共済者
②　ご契約のお車を使用または管理中の次のア～ウのいずれかの方
　ア．記名被共済者の配偶者
　イ．記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
　ウ．記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③　記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方
　　ただし、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理

している間を除きます。
④　①～③のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、①～③までのい

ずれにも該当しないその方の親権者、 その他の法定の監督義務者および監督義務
者に代わって責任無能力者を監督する方（注）。 ただし、 その責任無能力者に関
する事故に限ります。

（注）責任無能力者の親族に限ります。
⑤　記名被共済者の使用者
　　ただし、記名被共済者がご契約のお車をその使用者（注）の業務に使用してい

る場合に限ります。
（注）請負契約、 委託契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使

用者に準ずる地位にある方を含みます。

一例 : 歩行者をはねた
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（3）お支払いする共済金

共済金の種類 お支払方法

①対人賠償共済金

他人を死傷させたことにより損害賠償責任を負った場
合に、自賠責共済等により支払われるべき金額を超え
る損害賠償責任の額について、被害者１名につき、共
済証書記載の対人賠償共済の共済金額を限度としてお
支払いします。

②費用
（P42：費用のご説明）

ご契約者または被共済者が実際に負担された次の費用に
ついて、対人賠償共済金とあわせてお支払いします。

示談交渉費用・争訟費用

対人賠償共済金 ＝ 損害賠償
責任の額 ＋

・損害防止費用
・権利保全行使費用
・緊急措置費用

－ 自賠責共済等
で支払われる金額

ご注意
自賠責共済等の加入義務がない自動車※（構内のみで使用する自動車等） の場
合も、自賠責共済等で支払われる金額に相当する額は差し引いてお支払いしま
すので、自賠責共済等をご契約いただくことをおすすめします。

※農耕作業用自動車を除きます。

事故被害者の先取特権（さきどりとっけん）について
保険法の定めにより、賠償事故においては、被害者の損害に対して損害賠償
金が優先的に支払われることになります。
●当組合に対し、被共済者からの対人賠償共済金請求と被害者からの損害賠

償金請求のいずれもあった場合には、被害者へ優先して損害賠償金をお支
払いします。

●当組合に対し、被共済者からの対人賠償共済金請求があった場合は、被害
者からの承諾が得られた場合になります。

（4）共済金をお支払いできない主な場合（免責事由等）

①　次のア～オのいずれかの方が死傷されたことによって生じた損害
ア．記名被共済者
イ．ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま
ウ．被共済者の父母、配偶者またはお子さま
エ．被共済者の業務（家事を除きます。以下同じとします。）に従事中の従業員
オ．被共済者の使用者の業務に従事中の他の従業員（被共済者がご契約のお車を

その使用者の業務に使用している場合に限ります。）。ただし、ご契約のお車の
所有者および記名被共済者が個人の場合は、記名被共済者が被った損害につい
ては補償されます。
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②　ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
③　台風、洪水または高潮によって生じた損害
④　地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生

じた損害
⑤　③④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生

じた損害
⑥　ご契約のお車を競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）

のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場
所において使用中に生じた損害

⑦　被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害

❷ 対物賠償共済（普通共済約款 １ 賠償責任条項） 契約
概要

注意喚
起情報

（1）共済金をお支払いする場合

ご契約のお車を運転中等の事故により、
他人の財物（自動車・積荷、家屋・家財、
店舗・商品等）に損害を与えた場合や、 
ご契約のお車を運転中に誤って線路に立
ち入ったことなどにより電車等を運行不
能にさせた場合は、法律上の損害賠償責
任の額について、 1 回の事故につき、 共済金額を限度に共済金をお支払いします。

（2）被共済者

次の①～⑤のいずれかに該当する方が被共済者となります。
①　記名被共済者
②　ご契約のお車を使用または管理中の次のア～ウのいずれかの方
　ア．記名被共済者の配偶者
　イ．記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
　ウ．記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
③　記名被共済者の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方
　　ただし、自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理

している間を除きます。
④　①～③のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、①～③までのい

ずれにも該当しないその方の親権者、 その他の法定の監督義務者および監督義務
者に代わって責任無能力者を監督する方（注）。 ただし、その責任無能力者に関
する事故に限ります。

（注）責任無能力者の親族に限ります。
⑤　記名被共済者の使用者
　　ただし、記名被共済者がご契約のお車をその使用者（注）の業務に使用してい

る場合に限ります。
（注）請負契約、委託契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使

用者に準ずる地位にある方を含みます。

一例：他人の車を壊した
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（3）お支払いする共済金

共済金の種類 お支払方法

①対物賠償共済金

他人の財物に損害を与えたことにより損害賠償責任を
負った場合に、損害賠償責任の額から免責金額を差し
引いた額について、１回の事故につき共済証書記載の
対物賠償共済の共済金額を限度としてお支払いします。

②費用
（P42：費用のご説明）

ご契約者または被共済者が実際に負担された次の費用に
ついて、対物賠償共済金とあわせてお支払いします。

示談交渉費用・争訟費用

対物賠償
共済金 ＝ 損害賠償

責任の額 ＋

・損害防止費用
・権利保全行使費用
・緊急措置費用
・落下物取片づけ費用
・原因者負担費用

－

被共済者が
代位取得す
るものがあ
る場合※は、
その価額 

－
共済証書
記載の

免責金額

※被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより、代位取得するものが
ある場合

ご注意
次の対物賠償事故については、対物賠償共済金額が10億円を超える場合（「無制
限」の場合を含みます。）であっても、お支払いする対物賠償共済金の額は１回
の事故につき10億円を限度とします。

①　ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に積載されている危険
物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故

②　航空機の滅失、破損または汚損

（4）共済金をお支払いできない主な場合（免責事由等）

①　次のア～ウのいずれかの方が所有、使用または管理する物に生じた損害
ア．記名被共済者
イ．ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま
ウ．被共済者またはその父母、配偶者またはお子さま

②　ご契約者、記名被共済者、被共済者の故意によって生じた損害
③　台風、洪水または高潮によって生じた損害
④　地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じ

た損害
⑤　③④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じ

た損害
⑥　ご契約のお車を競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）

のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場所
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において使用中に生じた損害
⑦　被共済者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害

（5）免責金額

対物賠償共済では、免責金額を設定する場合があります。なお、ご契約のお車の用
途車種によりご選択いただく免責金額に制限があります。
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ご自身と搭乗者などの補償

❸ 人身傷害共済（普通共済約款　２　人身傷害条項） 契約
概要

注意喚
起情報

（1）共済金をお支払いする場合

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故によ
り、死傷された場合に生じる逸失利益や治療
費などについて、 1 回の事故につき被共済者
1 名ごとに、 共済金額を限度に共済金をお支
払いします。

●ご契約タイプ
人身傷害共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、次の２つのタイプか
らお選びいただけます。

○：共済金をお支払いします　×：共済金をお支払いできません

共済金をお支払いする事故

ご契約タイプ

ご契約のお車
に搭乗中の方 記名被共済者およびそのご家族（注3）

ご契約のお車に
搭乗中の事故 

他の自動車（注4）
に搭乗中の事故

歩行中および自転
車などを運転中の
自動車事故（注6）

基本補償
（ご契約車搭乗中のみ） ○ 　　 ×（注5） ×

車外事故補償（注1）（注2） ○ ○ ○

（注1） 車外事故補償は、「（8）人身傷害車外事故特約」をセットする場合をいいます。
（注2） 記名被共済者またはそのご家族が、車外事故補償タイプと補償内容が同様の共済・保

険契約を他にご契約されている場合は、補償が重複することがありますのでご注意く
ださい。

（注3）「記名被共済者およびそのご家族」とは、後記（2）被共済者－車外事故補償（P23）
の被共済者の方をいいます。

（注4）「他の自動車」には、次の自動車は含みません。
①ご契約のお車以外の記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有また

は常時使用する自動車
②記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、自ら所有または常時使用

する自動車（運転中に限ります。）
③ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車
④ご契約のお車以外の自動車検査証に「事業用」と記載された自動車（運転中に限ります。）

（注5） 記名被共済者が個人の場合または記名被共済者が法人で個人被共済者を設定している
場合は、 他車運転特約または他車運転特約（二輪・原付）により補償の対象となる場合
があります。ただし、 「他の自動車」 が次の自動車で運転中の場合に限ります。
・ご契約のお車が自家用８車種の場合は、 自家用８車種の自動車
・ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は二輪自動車・原動機付自転車

（注6）「歩行中の自動車事故」には、自動車以外の交通乗用具（自転車・電車・航空機など）
との接触事故は含みません。

　　また、「自転車などを運転中の自動車事故」には、自動車以外の交通事故および単独事
故は含みません。

一例：同乗中の家族がケガ
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（2）被共済者

ご契約タイプ別に、次のいずれかに該当する方が被共済者となります。

ご契約タイプ 被　共　済　者

基本補償
ご契約車（　　　　　）搭乗中のみ

ご契約のお車の正規の乗車
装置または当該装置のある
室内に搭乗中の方

①　ご契約のお車の保有者
②　ご契約のお車の運転者
（注）①または②の方がご契約のお車

の運行に起因する事故により身体
に傷害を被り、かつそれによって
これらの方に生じた損害について
自動車損害賠償保障法第３条に基
づく損害賠償請求権が発生しない
場合に限ります。

車外事故補償

①　記名被共済者
②　記名被共済者の配偶者
③　記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま

ただし、以下の方は、被共済者になりません。
●自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗している方
●業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方

（3）お支払いする共済金

①　人身傷害共済金
被共済者が死傷された場合に、 治療費、休業損害、 精神的損害、逸失利益、将来の
介護料、 葬儀費等の損害について、 被共済者の過失分を含め、 被共済者 1 名につき、 
共済金額を限度としてお支払いします。
（注１）当組合が定める重度の後遺障害が発生し､ 介護が必要と認められる場合で、 共済証書記

載の共済金額が無制限以外のときは、 共済金額の２倍の金額を限度に共済金をお支払いし
ます。

（注２）総損害額の決定は、 当組合の自動車共済約款に記載された基準 「普通共済約款<別紙> 
人身傷害条項損害額基準」（P151）に従い当組合で行わせていただきます。

（注３）相手からの賠償金や労働者災害補償制度による給付等、 被共済者の損害を補償するため
に支払われる額については､ 原則として損害額からその額を差し引いて共済金をお支払い
します。

（注４） ケガの治療を受ける際は、健康保険などの公的制度をご利用ください。

入院・通院
された場合

治療費な
どの実費 + 休業損害

働けない間の収入 + 精神的
損害 など

後遺障害が
生じた場合

治療費な
どの実費 +

逸失利益
労働能力を喪失したこと
により失った将来の収入

+ 精神的
損害 + 将来の

介護料 など

死亡された
場合

治療費な
どの実費 +

逸失利益
死亡されたことにより失っ
た将来の収入

+ 精神的
損害 + 葬儀

費用 など
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②　費用
実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用について、 人身傷害共済金とあ
わせてお支払いします。

③　入通院定額給付金
入通院日数が 5 日以上となった場合は、 入通院定額給付金として 10 万円をお支払
いします。

（注） 「（9）人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約」をセットされた場合は、共済金を
お支払いできません。

（4）共済金額

事故による損害に対して、被共済者の過失分も含めて共済金額を限度に共済金をお
支払いします。共済金額は、補償を受けられる方の年齢、収入、ご家族の構成等を
お考えのうえ、下表を参考に適切な共済金額をお決めください。

参考   年齢別の平均的な損害額目安

年齢 被扶養者 死亡され
た場合

重度後遺障害
の場合 年齢 被扶養者 死亡され

た場合
重度後遺障害
の場合

20歳 なし 6,000万円 １億4,000万円 50歳 あり 7,000万円 １億1,000万円

30歳 あり 8,000万円 １億4,000万円 60歳 あり 5,000万円 8,500万円

40歳 あり 8,000万円 １億3,000万円 70歳 あり 2,500万円 3,500万円

※ 表は有職者（ただし、70 歳を除きます。）の平均的な損害額です。実際の損害額は収入やご
家族の構成などにより異なります。

※ 上表例における重度後遺障害とは、普通共済約款〈別表１〉後遺障害等級表（P142）の表
１の第１級の後遺障害が生じた場合をいいます。

（5）共済金をお支払いできない主な場合（免責事由等）

①　被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
②　無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響

を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
③　被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得な

いで自動車に搭乗中に、その本人に生じた損害
④　被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
⑤　被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた損害
⑥　共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害について

その方の受け取るべき金額部分
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⑦　治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害
⑧　地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生

じた損害
⑨　⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じ

た損害
⑩　ご契約のお車またはご契約のお車以外の自動車を競技もしくは曲技（競技また

は曲技のための練習を含みます。）のために使用すること、またはご契約のお車
を競技もしくは曲技を目的とする場所において使用中に生じた損害　

⑪　被共済者が、被共済者の使用者の業務のために、被共済者の使用者が所有する
ご契約のお車以外の自動車を運転中に、その本人に生じた損害

⑫　被共済者が、ご契約のお車以外の記名被共済者、その配偶者、それらの方の同
居の親族が所有または常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害

⑬　記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが、ご契約のお車以外
の自ら所有または常時使用する自動車を運転中に生じた損害

⑭　被共済者が、ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車に搭乗中に生じ
た損害、ご契約のお車以外の事業用自動車（注）を運転されている場合に生じた損
害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

（注）自動車検査証の用途欄に「事業用」と記載された自動車をいいます。

❹ 搭乗者傷害共済（普通共済約款 ３ 搭乗者傷害条項） 契約
概要

注意喚
起情報

（1）共済金をお支払いする場合

ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故
により死傷された場合に、１回の事故に
つき被共済者１名ごとに、共済金額を限
度に共済金をお支払いします。

（2）被共済者

ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方となります。
ただし、以下の方は、被共済者になりません。

●ご契約のお車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗している方
●業務として自動車を受託している自動車取扱業者の方

一例：ご契約のお車に搭乗中の事故でケガ
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（3）お支払いする共済金

被共済者の状態 お支払いする共済金の種類

被共済者が負傷され
た場合

①医療共済金〈一時金払〉
事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者が入院ま
たは通院された場合に、次の金額をお支払いします。（注１）
・入院または通院した日数が、５日未満の場合
　一律１万円
・入院または通院した日数が、５日以上の場合

傷害の程度に応じ、「普通共済約款〈別表２〉医療共済
金支払額基準」（P147）に定める額

被共済者に後遺障害
が生じた場合

②後遺障害共済金
事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に後遺
障害が生じた場合に、その傷害の程度（注）に応じて、共済
金額の４％～100％をお支払いします。

（注）「普通共済約款〈別表１〉後遺障害等級表」（P142）に定め
る支払割合を適用します。

③重度後遺障害特別共済金
事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に重度
後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、
②後遺障害共済金とは別に共済金額の10％をお支払いし
ます。

（100万円限度）

④重度後遺障害介護費用共済金
事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者に重度
後遺障害が生じ、介護を必要とすると認められる場合に、
②後遺障害共済金とは別に②後遺障害共済金の50％をお
支払いします。

（500万円限度）

被共済者が死亡され
た場合

⑤死亡共済金
事故日からその日を含めて180日以内に、被共済者が死亡
された場合に、共済金額の全額をお支払いします。

（注1）「（11）搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約」をセットした場合は、上記①医療共
済金を２倍にしてお支払いします。
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（4）共済金をお支払いできない主な場合（免責事由等）

①　被共済者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた傷害
②　無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響

を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
③　被共済者が、ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得な

いでご契約のお車に搭乗中に、その本人に生じた傷害
④　被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
⑤　被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
⑥　共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害について

その方の受け取るべき金額部分
⑦　治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による傷害
⑧　地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生

じた傷害
⑨　⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じ

た傷害
⑩　ご契約のお車を競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）

のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場
所において使用中に生じた傷害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など
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お車の補償

❺ 車両共済（普通共済約款　４ 車両条項）

（1）共済金をお支払いする場合

衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車
に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。

●ご契約タイプ
車両共済で共済金のお支払い対象となる事故の範囲は、２つのタイプからお選びい
ただけます。

ご契約タイプ 補 償 内 容

一般車両

衝突、接触、火災、爆発、盗難、いたずら、飛
来中・落下中の他物との衝突、あて逃げ、墜落、
転覆等の偶然な事故によりご契約のお車に損害
が生じた場合に共済金額を限度に共済金をお支
払いします。

車対車危険限定（注）

ご契約のお車以外の自動車または動物との衝突・
接触事故および火災・爆発、盗難、台風、たつ巻、 
いたずら等によりご契約のお車に損害が生じた
場合に限り、 共済金をお支払いします。

（注） 車対車危険限定は、「（21）車対車事故・危険限定特約」をセットした場合をいいます。

ご契約タイプと補償範囲
○：共済金をお支払いします　×：共済金をお支払いできません

事故例

ご契約タイプ

他の自動車
との

衝突・接触
火災・爆発 台風・たつ巻

洪水・高潮 盗難 いたずら
落書き

地震・噴火
津波

一般車両 ○ ○ ○ ○（注１） ○ ×
車対車危険限定 ○ ○ ○ ○（注１） ○ ×

事故例

ご契約タイプ

飛来中・
落下中の他
物との衝突

あて逃げ 自転車との
衝突・接触

電柱・ガード
レール等との
接触・衝突

墜落・転覆 動物との
衝突（注２）

一般車両 ○ ○ ○ ○ ○ ○
車対車危険限定 ○ ○ × × × ○

（注１）ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、「（22） 二輪・原付盗難対象
外特約」が自動セットされますので、盗難に対しては共済金をお支払いできません。

（注２）人を除きます。

契約
概要

注意喚
起情報
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（2）被共済者

ご契約のお車の所有者となります。

（3）お支払いする共済金

共済金の種類 お支払方法

①車両共済金

ご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額（修理費等）から免責
金額を差し引いた額について、共済証書記載の車両共済金額を限度
としてお支払いします。
ただし、全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。

車両共済金 ＝ 損害額
（修理費等） － 共済証書記載の

車両共済免責金額

（注）車両共済金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を車両共済金額
とみなして共済金をお支払いします。

②費用

被共済者が実際に負担された下記の費用について、車両共済金と別
にお支払いします。
ただし、応急処置費用、運搬費用および引取費用については、　　
１回の事故につき合計で15万円を限度とします。

（注）応急処置費用および運搬費用については、ロードアシスタンス特約の
共済金、引取費用については、ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
の引取費用共済金をお支払いする場合はお支払いできません。

損害防止費用・権利保全行使費用・応急処置費用運搬費用・
引取費用・共同海損分担費用

③全損時
　諸費用共済金

ご契約のお車が全損となる場合に、次の共済金をお支払いしま
す。（20万円限度）　　

全損時諸費用共済金
（注２）

＝ 共済証書記載の
車両共済金額 × 10％

（注 1）「（20） 車両全損時諸費用対象外特約」をセットされた場合は、本共
済金をお支払いできません。

（注 2）全損時諸費用共済金が 10 万円に満たない場合は、一律 10 万円と
します。

（注 3）「（19） 車両全損時諸費用倍額払特約」をセットした場合は、全損時
諸費用共済金２倍にしてお支払いします。

（注 4）「（17） 車両新価特約」または「（18）車両超過修理費用特約」をセッ
トされ、同特約から再取得時諸費用共済金をお支払いする場合には、本
共済金をお支払いできません。
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（4）共済金額と免責金額

ご契約のお車の用途車種により、共済金額の定め方が異なります。
車両共済金額は、 「自動車共済車両標準価格表等」 により、 ご契約時における
市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を共済金
額としてお決めいただきます。
免責金額には、定額方式と増額方式（２回目以降の事故に適用される免責金
額を１回目の事故より高い金額で設定する方式）があります。
ご契約のお車の用途車種、 ご契約内容によりご選択いただく免責金額に制限
があります。

（5）共済金をお支払いできない主な場合（免責事由等）

①　ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方などの故意または重大な過
失によって生じた損害

②　無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響
を受けた状態での運転によって生じた損害

③　地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生
じた損害

④　③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じ
た損害

⑤　差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑥　詐欺または横領によって生じた損害
⑦　ご契約のお車を競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）

のために使用すること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を目的とする場
所において使用中に生じた損害

⑧　ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によっ
て生じた損害

⑨　故障損害
⑩　ご契約のお車から取り外された部分品や付属品の損害
⑪　ご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害
⑫　タイヤの単独損害（ご契約のお車の火災、盗難によりタイヤに生じた損害は除

きます。） 
⑬　法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害等
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無過失事故に関する特則
次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは、当組合と締
結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定において、ノーカ
ウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されて
いる場合は、次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。

①　相手自動車の 「追突｣、 「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐
停車中のご契約のお車への衝突・接触」 による事故において、ご契約のお車
の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合

②　相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、 ご契約のお車の運転者お
よび所有者に過失がなかったことが確定した場合

③　自動運転中に偶然な事故（＊）が発生した場合
＊道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、

ご契約のお車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除
きます。

④　ご契約のお車の欠陥・ 第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝
突・接触事故が発生し、かつ、 ご契約のお車の運転者および所有者に過失が
なかったことが確定した場合

（注1）①、② については、 次の条件をいずれも満たす事故に限ります。
・「相手自動車」 および 「その運転者または所有者」 が確認された事故
・車両共済金（＊）のみをお支払いする事故。なお、 車両積載動産特約の共済金のみを

お支払いする場合は除きます。
（注2）③、④については、ご契約のお車の火災、爆発、盗難、台風、 たつ巻、 洪水、 落書 

いたずら、物の飛来・落下などの事故により、 ご契約のお車に損害が生じ､ 車両共済
金（＊）のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。

（注3）フリート契約B方式の場合は、ご契約者ごとにこの特則を対象外とすることができ
ます。（（40）無過失事故に関する特則の対象外特約 P268）

　＊車両共済金には、（17）車両新価特約、（18）車両超過修理費用特約、（19）車両全損
時諸費用倍額払特約により支払われる共済金も含みます。
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❻ 各種特約 契約
概要

注意喚
起情報

特約の概要を記載しております。特約には、次の２種類があります。
詳細は、それぞれの特約によりご確認ください。

必ずセットされる特約 ご希望によりセット
できる特約

記名被共済者またはそのご家族がこれらの特約をセットした
共済契約をすでにご契約の場合は、同じ特約をセットすると
補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容
を十分にご確認ください。

相
手
へ
の
賠
償
に
関
わ
る
特
約

（4） 対物超過修理費用特約        　 P172

対物賠償共済を適応したご契約にセットできます。

対物賠償共済において共済金のお支払い対象となる事故により相手自動車に損害
が生じ、その修理費がその自動車の時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差
額を負担するときに、その差額分の修理費に過失割合を乗じた額を共済金として
お支払いします。相手自動車１台あたり50万円を限度とします。
ただし、相手自動車が事故日の翌日から６か月以内に修理される場合に限ります。

（5） レンタカーの対物賠償特約 　　P174

レンタカーで対物賠償共済を適用したご契約に自動セットされます。

レンタカーの借受人が、記名被共済者（レンタカー業者）の財物に損害を与えた場
合に負担する損害賠償責任の額について、対物賠償共済で共済金をお支払いします。

（6） 被害者救済費用特約       P174

対人賠償共済または対物賠償共済を適用したご契約に自動セットされ
ます。

ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等により人身事故または物損事
故が発生した場合で、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定し
たときに、被害者を救済するための費用をお支払いします。

（注）人身事故の場合は対人賠償共済の共済金額を限度とし、物損事故の場合は対物賠償
共済の共済金額を限度とします。

自動セット オプション
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（7） 心神喪失等による事故の被害者救済費用特約　　　　　　 　P181

ご契約のお車の使用に起因して、他人を死傷させた場合、 他人の財物に損害を与
えた場合または誤って線路へ立ち入ってしまったことなどが原因で電車等を運行
不能にさせた場合で、 ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、その
運転者に法律上の損害賠償責任がなかったと当組合が認めるときに、 被害者を救
済するための費用をお支払いします。

（注）人身事故の場合は対人賠償共済の共済金額を限度とし､ 物損事故の場合は対物賠
償共済の共済金額を限度とします。

※ 対人賠償共済または対物賠償共済をセットしたご契約に自動セットされます。

（8） 人身傷害車外事故特約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P188

人身傷害共済で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」だけで
なく、「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中などの車外に
おける自動車事故」についても共済金をお支払いします。

（注1）他の自動車には、記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有
または主として使用される自動車を含まない等、一定の条件があります。

（注2）この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行
中の飛来中・落下中の他物との衝突等となります。

（注3）この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被共済者は、記名
被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまに限り
ます。

（注4）記名被共済者が 「個人」 のご契約にセットできます。なお、記名被共済者が「法
人」の場合は、 個人被共済者を設定しているご契約に限りセットすることができま
す。

（10） バスの人身傷害共済金支払特約 　P190

ご契約のお車の用途車種がバスの場合で、人身傷害共済を適用したご契
約に自動セットされます。

人身傷害共済の共済金額として１事故限度額を設定していただきます。
ただし、被共済者ごとにお支払いすべき共済金の合計額が１事故限度額を超える
場合は、被共済者ごとの共済金の被共済者全員の共済金の合計額に対する割合を、　
１事故限度額に乗じて被共済者ごとの共済金の額を決定します。

（11） 搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約 　P191

搭乗者傷害共済を適用したご契約にセットできます。

搭乗者傷害共済の医療共済金（一時金払）の額を２倍にしてお支払いします。
（注）人身傷害を適用したご契約の場合は、 「（9）人身傷害共済の入通院定額給付金対象

外特約」をセットされたご契約に限り、この特約をセットできます。
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（12） バスの搭乗者傷害共済金支払特約 　P191

ご契約のお車の用途車種がバスの場合で、搭乗者傷害共済を適用したご
契約に自動セットされます。

搭乗者傷害共済の共済金額として１事故限度額を設定していただきます。
ただし、被共済者ごとにお支払いすべき共済金の合計額が１事故限度額を超える
場合は、被共済者ごとの共済金の被共済者全員の共済金の合計額に対する割合を、　
１事故限度額に乗じて被共済者ごとの共済金の額を決定します。

（13） 無共済車傷害特約 　　　　　P193

無共済車との事故により、傷害を被り、死亡された場合または後遺障害が生じ
た場合で、 相手の方から十分な補償が得られないときに、 その損害額などにつ
いて共済金をお支払いします。 （注1）

また、 実際に負担された損害防止費用、 権利保全行使費用について、無共済車
傷害共済金とあわせてお支払いします。

（注1）相手の方が負担すべき損害賠償額について人身傷害共済により共済金が支払われ
る場合は、この特約の共済金を重ねてお支払いしません。すでに人身傷害共済か
ら共済金が支払われている場合は、その額を差し引いてお支払いします。

（注2）共済金額は、被共済者1名につき、 対人賠償共済の共済金額と同額とします。
（注3）記名被共済者が「法人」の場合 （個人被共済者を設定している場合を除きます。）は、

「（14）無共済車傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約」が自動セットされます
ので、ご契約のお車に搭乗中の事故に限り共済金をお支払いします。

※対人賠償共済に自動セットされます。

（15） 自損事故傷害特約　　　　 　　P200

対人賠償共済に自動セットされます。ただし、人身傷害共済をご契約
の場合、本特約はセットされません。

自賠責共済等からお支払いを受けることができない事故により、ご契約のお車の
保有者、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合に本特約により次
の共済金をお支払いします。
●死亡共済金

死亡された場合に、1,500万円をお支払いします。
●後遺障害共済金

後遺障害が生じた場合に障害の程度に応じて50万円～ 2,000万円をお支払いし
ます。

●介護費用共済金
所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められる場合に、200万円をお支
払いします。

●医療共済金
入通院された場合に、治療が必要と認められない程度に治った日までの日数に
応じて、入院日数１日につき6,000円、通院日数１日につき4,000円をお支払い
します。ただし、100万円を限度とします。
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（21） 車対車事故・危険限定特約　 　　　 　　　　　　　　  　P212

二輪、原付、A種工作車および農耕作業用自動車を除くお車で、車両共
済を適用したご契約にセットできます。

ご契約の車両共済においてお支払い対象となる事故の範囲を限定し、ご契約のお
車以外の自動車または動物との衝突・接触事故および火災、爆発、盗難、台風、 
たつ巻、洪水、高潮、いたずら等によりご契約のお車に損害が生じた場合に限り、 
共済金をお支払いします。

（17） 車両新価特約　　 　　P206

ご契約のお車の用途車種が自家用８車種で車両共済を適用したご契約の
場合、ご契約の満期日がご契約のお車の初度登録年月または初度検査年
月から73か月以内の場合に限り、セットできます。

車両共済金のお支払い対象となる事故によりご契約のお車に大きな損害（注1）が
生じ、お車の買替または修理をされる場合に、次の共済金（代替車買替費用等）
をお支払いします。ただし、事故日の翌日から90日以内に、代替のお車を取得ま
たはご契約のお車を修理される場合に限り共済金をお支払いします。
●共済金
①　お車の買替をされる場合

代替車買替費用（車両本体価格＋付属品＋消費税）について、新車共済金額を
限度としてお支払いします。

②　ご契約のお車を修理される場合
新車共済金額を限度として、修理費用をお支払いします。

③　お車の買替およびご契約のお車を修理されない場合または盗難（注2）の場合
車両共済の共済金額を限度として、共済金をお支払いします。

●再取得時諸費用共済金（注3）
代替のお車を取得される場合（ただし、盗難されたお車が発見されない場合を
除きます。）は、新車共済金額の20％（40万円限度）または20万円のいずれか
高い額をお支払いします。

（注1）「大きな損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・損害額（修理費等）が新車共済金額の50％以上となる場合（お車の内外装、外

板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。）
・修理費が車両共済の共済金額以上となる場合
・お車の損傷を修理できない場合

（注2）盗難の場合は、お車が発見されない場合を除きます。
（注3）再取得時諸費用共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払

いできません。
（注4）「（18）車両超過修理費用特約」、「（19）車両全損時諸費用倍額払特約」または「（20）

車両全損時諸費用対象外特約」を適用したご契約には、本特約をセットできません。
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（18） 車両超過修理費用特約       　　P210

車両共済金のお支払い対象となる事故によりご契約のお車に損害が生じた場合
で、その修理費が車両共済の協定共済価額を上回るときに、その超過する修理費
について、 50万円を限度に共済金をお支払いします。

（注1）事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車の損傷を修理される場合に限ります。
（注2）この特約により共済金をお支払いする場合は、 車両全損時諸費用共済金はお支払

いできません。
（注3）この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限りセットできます。

・車両共済をセットした二輪自動車・原動機付自転車・A種工作車・B種工作車など一
部の自動車以外のご契約であること

・共済期間の末日の属する月がご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月から
25か月を超えている場合であること

・「（17）車両新価特約」 をセットしたご契約でないこと

（19） 車両全損時諸費用倍額払特約    　　P211

車両全損時諸費用特約を適用したご契約にセットできます。
車両全損時諸費用共済金をお支払いする場合に、共済金の額を２倍にしてお支払
いします。

（注1）「（32）他車運転特約」、「（33）他車運転特約（二輪・原付）」、「（34）臨時代替自動車特約」
および「（60）被共済自動車の入替自動補償特約」によりお支払いする場合を除きます。

（注2）「（17）車両新価特約」を適用したご契約には、本特約をセットできません。

（26） ロードアシスタンス特約          　P216

すべてのご契約に自動セットされます。
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生する
運搬費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に共済金をお支払いします。（注1）

（注1）この特約により、当組合指定の専用デスクにご連絡いただき「自動車共済ロード
サービス」をご利用いただけます。

　　　詳細は、ロードアシスタンス利用規定（P322）をご確認ください。
（注2）フリート契約の場合は、ご契約者ごとにこの特約を対象外とすることができます。　　　　　　　　　　　　　

（（27）ロードアシスタンス対象外特約 P220）

（28） ロードアシスタンス超過費用特約         　P221

ご契約のお車が大型自動車等（注1）で、ロードアシスタンス特約を適
用したご契約にセットできます。

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となったことにより発生
する運搬費用および応急処置費用に対し、ロードアシスタンス特約の共済金と合わ
せて100万円を限度に共済金をお支払いします。

（注1） 大型自動車等とは、用途車種が次に該当する自動車をいいます。
・自家用普通貨物車（最大積載量２トン超）
・営業用普通貨物車（最大積載量２トン以下・２トン超）
・自家用バス、営業用バス
・小型ダンプカー、普通ダンプカー（最大積載量２トン以下・２トン超）
・砂利類運送用普通貨物車

（注2）ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる場合に限ります。
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（29） ロードアシスタンス宿泊移動費用特約          　P221

ロードアシスタンス特約を適用したご契約にセットできます。

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつ、レッカー
けん引された場合（注1）に次の宿泊・移動・引取費用をお支払いします。
●宿泊費用共済金
宿泊せざるを得なかったために事故現場の最寄りのホテル等に臨時に宿泊する場
合に、被共済者が負担された一泊分の費用（飲食費用は除きます。）について、
被共済者１名あたり１万円を限度としてお支払いします。
●移動費用共済金

事故現場からご自宅または出発地もしくは当面の目的地へ移動するために、被
共済者が負担された交通費について、被共済者１名あたり２万円を限度として
お支払いします。ただし、タクシー、レンタカーを利用された場合は、１事故
１台に対し２万円を限度としてお支払いします。

●引取費用共済金
修理工場などへご契約のお車を引き取るために要した往路１名分の交通費につ
いて、１事故に対し15万円を限度としてお支払いします。
（注1）ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。
　　　詳細は、ロードアシスタンス利用規定（P322）をご確認ください。

（30）代車費用特約                  　　　　　　　　　　　　　　　 　　P225

ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、 かつ、 レッカー
けん引された場合（注1）または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に修
理などでご契約のお車を使用できない期間など所定の支払対象期間（注2）のレン
タカー費用（注3）を1日あたり共済金日額を限度にお支払いします。

（注1）ロードアシスタンス特約の運搬費用のお支払いの対象となる場合に限ります。
（注2）お支払いの対象となる期間は、 「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」 か

つ 「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15日」を限度とします。 ただし、 
「（31）代車費用の補償日数に関する特約」 をセットすることにより、お支払いの対
象期間を事故の場合に限り、30日に延長することができます。

（注3）当組合の指定するレンタカー事業者等のレンタカーを代車として借りるために実
際に負担した費用について、 当組合が必要かつ妥当と認める場合に限ります。

（注4）ロードアシスタンス特約をセットした自家用8車種のご契約にセットできます。 
ただし、レンタカー・教習用自動車は除きます。

（22） 二輪・原付盗難対象外特約 　　P213

ご契約のお車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車で、車両
共済を適用したご契約に自動セットされます。

ご契約のお車の盗難による損害については、車両共済の共済金をお支払いできませ
ん。
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（23） 機械装着車「車両損害」特約 　　P213

ご契約のお車の用途車種が特種用途自動車（キャンピング車以外）で、
車両共済を適用した精密機械を装着したお車のご契約に自動セットさ
れます。

ご契約のお車に定着または装備された付属機械装置にお車の他の部分と同時に損害
が生じた場合、または火災・盗難による損害が生じた場合に限り、付属機械装置の
価額が車両共済の共済金額に含まれていることを条件に共済金をお支払いします。

（24） 特殊車「車両」補償範囲特約 　　P214

ご契約のお車が工作用自動車、農耕作業用自動車、消防自動車、タン
ク車、ふん尿車等で、車両共済を適用したご契約に自動セットされます。

ご契約のお車に装着された部分品・機械装置について、お車の他の部分と同時に
損害が生じた場合、または火災・盗難による損害が生じた場合に限り車両共済金
をお支払いします。
また、お車の積載付属品等（タンク車の場合にはホースを含みます。）については、
車両共済のお支払い対象になりません。

（25） 工作用自動車ブーム対象外特約 　　P215

ご契約のお車が、ブームがある工作用自動車で、車両共済を適用した
ご契約にセットできます。

車両共済において、ブーム部分をご契約のお車から除外してお引き受けします。

そ
の
他
の
補
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な
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（32） 他車運転特約 　　P231

記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが､ 
友人・知人等から臨時に借りた自動車（注1）を運転中（注2）に生じた事故につい
て、臨時に借りた自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に
従い、 共済金（注3）（注4）をお支払いします。

（注1）自家用8車種の場合に限ります。 また、記名被共済者（個人被共済者を設定して
いる場合は、 個人被共済者） 、その配偶者、これらの方の同居の親族が所有または常
時使用される自動車および別居の未婚のお子さまが所有または常時使用される自動
車を自ら運転中の場合を除きます。

（注2）駐車または停車中を除きます。
（注3）対人賠償共済、 対物賠償共済、 人身傷害共済、「（7）被害者救済費用特約」、「（8）

心神喪失等による事故の被害者救済費用特約」、 「（13）無共済車傷害特約」、「（15）
自損事故傷害特約」 および 「（39）臨時費用特約」 でお支払いする共済金となります。

（注4）臨時に借りた自動車を壊したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任に
ついては、ご契約の対物賠償共済金額を限度に共済金をお支払いします。 ただし、 
ご契約のお車の車両共済のご契約条件で共済金をお支払いできる場合に限ります。

（注5）臨時に借りた自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができま
す。

（注6）この特約により共済金をお支払いした場合は、 次契約の等級および事故有係数適
用期間の決定における事故件数のカウントは、 ご契約のお車を運転中の事故の場合
と同様になります。

※ ご契約のお車の用途車種が自家用8車種のご契約で、 記名被共済者が個人の場合 （記
名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合を含みます。） に自動
セットされます。

自動セット

自動セット

自動セット
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（33） 他車運転特約（二輪・原付） 　　P236

記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、 
友人・知人等から臨時に借りたバイク（注1）を運転中（注2）に生じた事故につい
て、臨時に借りたバイクをご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に
従い、 共済金（注3）をお支払いします。

（注1）二輪自動車・原動機付自転車の場合に限ります。また、記名被共済者（個人被共
済者を設定している場合は、 個人被共済者）、その配偶者、これらの方の同居の親族
が所有または常時使用されるバイクおよび別居の未婚のお子さまが所有または常時
使用されるバイクを自ら運転中の場合を除きます。

（注2）駐車または停車中を除きます。
（注3）対人賠償共済、 対物賠償共済、 人身傷害共済、 「（7）被害者救済費用特約」、「（8）

心神喪失等による事故の被害者救済費用特約」、「（13）無共済車傷害特約」、「（15）
自損事故傷害特約」 および「（39）臨時費用特約」でお支払いする共済金となります。

（注4）臨時に借りた自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることができま
す。

（注5）この特約により共済金をお支払いした場合は、 次契約の等級および事故有係数適
用期間の決定における事故件数のカウントは、 ご契約のお車を運転中の事故の場合
と同様になります。

※ ご契約のお車の用途車種が二輪自動車および原動機付自転車のご契約で、記名被共
済者が個人の場合（記名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合
を含みます。）に自動セットされます。

（34）  臨時代替自動車特約 　P240

ご契約のお車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できな
い間に、代替として記名被共済者が臨時に借りた代替自動車（注1）を使用中に生じた
事故について、 代替自動車をご契約のお車とみなしてご契約のお車のご契約条件に従
い、 共済金（注2）（注3）をお支払いします。

（注1）臨時に借りた代替自動車には、記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の
ご親族および別居の未婚のお子さま、 または記名被共済者の役員・使用人が所有す
る自動車を除きます。

（注2）対人賠償共済、 対物賠償共済、 人身傷害共済、 搭乗者傷害共済、「（7）被害者救済
費用特約」、「（8）心神喪失等による事故の被害者救済費用特約」、「（13）無共済車
傷害特約」、 「（15） 自損事故傷害特約」 および「（39）臨時費用特約」でお支払いす
る共済金となります。

（注3）臨時に借りた代替自動車を壊したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責
任については、ご契約の対物賠償共済金額を限度に共済金をお支払します。 ただし、 
ご契約のお車の車両共済のご契約条件で共済金をお支払いできる場合に限ります。

（注4）臨時に借りた代替自動車の共済契約等に優先して共済金をお支払いすることがで
きます。

（注5）この特約により共済金をお支払いした場合は、次契約の等級および事故有係数適
用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合
と同様になります。

※ 記名被共済者が法人のご契約、記名被共済者が個人でご契約のお車の用途車種が 「自
家用8車種、 二輪自動車および原動機付自転車以外」のご契約に自動セットされます。 
ただし、記名被共済者が法人の場合で個人被共済者を設定している場合を除きます。

自動セット
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（35） 原付バイク特約（人身傷害タイプ）   　P244

ノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用８車種で、記
名被共済者が個人の場合にセットできます。

記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、
125㏄以下の原動機付自転車（臨時に借りた原動機付自転車を含みます。）を運
転中の事故について、ご契約のお車のご契約条件に従い、対人賠償共済金、対
物賠償共済金、人身傷害共済金をお支払いします。

（36） 原付バイク特約（自損傷害タイプ）   　P247

ノンフリート契約で、ご契約のお車の用途車種が自家用８車種で、記
名被共済者が個人の場合にセットできます。

記名被共済者、その配偶者、これらの方の同居の親族・別居の未婚のお子さまが、
125㏄以下の原動機付自転車（臨時に借りた原動機付自転車を含みます。）を運
転中の事故について、ご契約のお車のご契約条件に従い、対人賠償共済金、対
物賠償共済金、自損事故共済金をお支払いします。

（37） 車両積載動産特約   　P249

盗難や衝突・接触等の偶然な事故によりご契約のお車に損害が生じ、 その事故に
よってご契約のお車の車内・トランク等に積載※された動産に生じた損害に対し
て共済金額を限度に共済金をお支払いします。 ただし、車両積載動産の盗難の
場合は、 ご契約のお車が盗難された場合に限り、 ご契約のお車の部分品や付属品
のみの盗難は除きます。

※ 自家用８車種にセットできます。ただし一部のお車（レンタカー・教習用自動車）は
除きます。

※ 収容または車室外積載装置に固定もしくは収納された動産とします。

（38） 弁護士費用特約     P257

自動車事故により被共済者が死傷された場合や財物に損害を受けた場合で、相手
方に対し法律上の損害賠償請求を行うために弁護士費用や法律相談・書類作成費
用などを負担される場合に、 次の共済金をお支払いします。
●被害事故弁護士費用共済金

1事故、 被共済者1名につき、300万円を限度
●被害事故法律相談・書類作成費用共済金

1事故、 被共済者1名につき、10万円を限度
（注1）記名被共済者が「個人」の場合は、業務に使用する財物については､ 自動車の被

害事故および積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
（注2）記名被共済者が 「法人」 の場合は、 財物についてはご契約のお車の被害事故および

積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
（注3）お支払いの対象となる共済金は、 約款に定められた基準に従い、あらかじめ当組

合の同意を得て支出された費用に限ります。
（注4）弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出に

より、 あらかじめ当組合の承認を得ることが必要となります。

オプション
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治療日数 支払割合
180 日を超えたとき 100 分の 60
90 日を超えたとき 100 分の 40
30 日を超えたとき 100 分の 20
14 日を超えたとき 100 分の 10
3 日を超えたとき 100 分の 2

そ
の
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約

（39） 臨時費用特約　　　　 P266

すべてのご契約にセットできます。

対人賠償事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被共済者
が被害者の見舞い等のために臨時に支出した費用に対して、次の金額を限度に臨
時費用共済金をお支払いします。

（1） 被害者が死亡した場合
　　共済証書記載の共済金額

（2）被害者に「普通共済約款〈別表１〉後遺障害等級表」（P142）の表１の第１
級および第２級または表２の第１級から第３級のいずれかの後遺障害が生じた
場合
　共済証書記載の共済金額

（3）被害者が３日を超える医師の治療を
要した場合には、治療日数に応じ、共
済証書記載の共済金額に右の支払割合
を乗じた額

なお、被害者が死亡した場合および後遺障害等級表の表1の第1級および第2級ま
たは表2の第1級から第3級のいずれかの後遺障害が生じた場合には15万円、治療
日数が14日を超えた場合は3万円、治療日数が3日を超えた場合は１万円を見舞金
等に必要とした額とみなしてお支払いします。

お
手
続
き
に
関
わ
る
特
約

（60） 被共済自動車の入替自動補償特約 　P313

「（63）全車両一括特約」がセットされた契約以外のご契約に自動セットされ
ます。

ご契約のお車を廃車、譲渡または返還され、新たに取得した自動車と入替をされ
る場合であって、所定の条件を満たすときは、新たな自動車の取得日の翌日から
30日以内に書面による入替手続をお取りいただくことにより、取得日から当組合
が承認するまでの期間について、新たな自動車をご契約のお車とみなして補償し
ます。

（61） 継続契約の取扱いに関する特約      P315

ノンフリート契約に自動セットされます。

ご契約の満期時に継続手続を失念した場合であって、所定の条件を満たすときは、
満期日の翌日から30日以内に継続手続をお取りいただくことにより、継続前のご
契約と同一の条件で継続されたものとみなして補償します。

（63） 全車両一括特約           　　P318

フリート契約にセットできます。

ご契約者が所有・使用される10台以上のすべてのお車を一括してご契約いただく
契約方式です。

オプション

自動セット

自動セット

オプション



ご
契
約
に
あ
た
っ
て

42

❼ 共済掛金の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
契約
概要

共済金額は、補償ごとに金額を設定いただくものと、あらかじめ金額が設定されて
いるものがあります。ご契約の共済金額は申込書等をご確認ください。申込書等に
共済金額の記載がない特約については、普通共済約款や特約条項をご参照くださ
い。

❽ 補償の重複に関するご注意　　　　　　　　　　　　　
注意喚
起情報

以下の特約をご契約される場合で、記名被共済者またはそのご家族がすでに他の共
済・保険でこれらと同種の共済商品等をご契約の場合は、補償が重複する場合があ
ります。ご契約者・記名被共済者のご意向に合わせてご契約内容の見直しをご検討
ください。
補償が重複した場合は、対象となる事故についてはどちらのご契約からでも補償さ
れますが、共済金が重ねて支払われることはありませんのでご注意ください。

１．人身傷害車外事故特約
歩行中等の補償が重複する場合があります。
・ご契約のうち、いずれのご契約も共済金額が「無制限以外」の場合は、それ

ぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額となりま
す。

２．原付バイク特約
対人賠償共済、対物賠償共済、（「人身傷害タイプ」の場合は人身傷害共済）の補
償が重複する場合があります。
・ご契約のうち、いずれのご契約も共済金額が「無制限以外」の場合は、それ

ぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額となりま
す。

３．弁護士費用特約
記名被共済者が個人の場合は、補償が重複する場合があります。
・共済金額は「１回の事故につき補償を受けられる方１名ごとに 300 万円」で、

それぞれのご契約の共済金額を合算した額がお支払いする共済金の上限額とな
ります。

❾ 自動車共済ロードサービス　　　　　　　　　　　
ロードアシスタンス特約がセットされたご契約では、自動車共済ロードサービスを
ご利用いただけます。
ご利用の際は、自動車共済ロードサービス専用デスクへご連絡ください。

（専用デスク）0120 － 80 － 6324
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１．緊急サポートサービス
ご契約のお車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッ
カーけん引または応急処置を行いその費用をお支払いします。

レッカー
けん引

走行不能となった地からご利用者の指
定する修理工場等までレッカーけん引
を行います。

（注）電気自動車、燃料電池自動車等の充
電または燃料補給が可能な場所までの
レッカーけん引を含みます。

1 回の事故につき
合計で15万円限度

ただし、ロードアシ
スタンス超過費用特
約がセットされた場
合は、

合計で100万円限度

応急処置

走行不能となった地で、30 分程度で対応
可能な応急の処置を行います。
・バッテリーの点検
・鍵開け（インロック開錠）
・脱輪時の路面への引上げ
・パンク時のスペアタイヤ交換 など

（注)バッテリージャンピングは、共済期間
中３回までのご利用に限ります。

２．宿泊移動サポートサービス
ご契約のお車がレッカーけん引されたことにより、臨時に代替交通機関にて移動
や宿泊せざるを得なくなった場合に、次の費用をお支払いします。

※ (29) ロードアシスタンス宿泊移動費用特約をセットされている場合に限ります。

宿泊移動サポート

次のアまたはイのいずれかに該当する場合にお支払いします。
ア．出発地、自宅または当面の目的地への移動が困難となる

こと。
イ．地理的、物理的な条件により、走行不能となった地の最

寄りのホテル等、有償の宿泊施設に宿泊せざるを得ないこ
と。
①　宿泊費用１名につき１万円限度（１泊分に限ります。）
②　移動費用１名につき２万円限度（合理的な経路および

方法によるものに限ります。）

引取サポート

ご契約のお車がレッカーけん引され、修理工場等にて修理が完
了した後、ご契約のお車を引き取るために要した往路１名分の
交通費（レンタカー代を除きます。）について、１事故 15 万円
を限度にお支払いします。
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３．付帯サポートサービス

燃料切れ時の給油
サービス

ご契約のお車が燃料切れにより自力で走行できない場合に、最大
10リットルまで無料で提供します。

（注１）ガソリンまたは軽油の燃料切れに限ります。
（注２）共済期間中１回のご利用に限ります。
（注３）ロードアシスタンス超過費用特約がセットされた場合は、最大20

リットルまでになります。

スタック等引き出し
サービス

ご契約のお車が雪道または路面凍結により走行困難な状態になっ
た場合に、引き出しサービスを行います。

（注）雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タイヤチェーンを装着して
いる場合に限ります。

鍵紛失時の鍵開け
サービス

ご契約のお車で外出中に鍵を紛失した場合に、鍵開けサービスを行
います。

（注）30分程度で対応可能な応急の処置に限ります。

(注) 事前に自動車共済ロードサービス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でＪＡＦ・業者などを
手配された場合はサービスの対象外となりますので、ご注意ください。

４．ＪＡＦ会員優遇サービス
お客さまがＪＡＦ会員の場合は、自動車共済ロードサービスに加えてＪＡＦの
サービスが受けられます。
この場合、応急処置の際の部品代・消耗品代を、7,000 円限度に当組合が費用負
担します。ただし、共済期間中 1 回のご利用に限ります。

(注) 事前に自動車共済ロードサービス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でＪＡＦ・業者など
を手配された場合はサービスの対象外となりますので、ご注意ください。

５．ロードサービスの対象とならない主な場合
①　ご利用者の故意または重大な過失による事故、故障またはトラブル
②　無免許運転、酒気帯び運転など法令に違反している場合
③　違法改造車、車検切れ、廃車目的のお車の場合
④　ご契約のお車が自宅駐車場または同等と判断できる場所にある場合の燃料切

れや鍵の紛失
⑤　事故、故障またはトラブルに起因しない車両搬送
⑥　チェーン脱着作業
⑦　修理工場から他の場所へのレッカーけん引　　　　　　　　　　　　　 など

＊走行不能とは
事故または故障により自動車が動かなくなった状態のほか、走行可能でも道路交通法、
道路運送車両法、道路運送車両の保安基準などの法令等で運転を禁止されている状態

（夜間でライトが点灯しない、雨天でワイパーが作動しないなど）も含みます。

ご利用にあたってのご注意
●気象状態や交通事情などによってはロードサービス業者の現場到着に時間がかかる

場合があります。また、一部離島やロードサービス業者の立ち入りが困難な場所は、
対応できない場合があります。

●ロードサービスの内容の超過または対象外の作業が発生した場合、その作業の超過
分についてはご利用者のご負担となります。
＊自動車共済ロードサービスは、当組合提携会社「株式会社プライムアシスタンス」により提供

しています。
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６．緊急電話サポート
自動車共済ロードサービスの対象とならない場合（ロードアシスタンス特約を
セットされていない場合を含みます。）は、ご契約のお車の事故、故障またはト
ラブル時に、次の電話サポートを行います。

①　事故、故障またはトラブル時のアドバイス
②　電話による出張応急修理の出動手配・トラブル車両搬送の有料手配

※詳しくは、代理所または当組合におたずねください。

クイックナビ［電話不要のロードサービス］
クイックナビはお客さまがオペレーターを介さずスマートフォンの操作のみでロー
ドサービスを手配するシステムです。
※ロードサービス窓口の電話がつながりにくい場合でも手配できます。

ご利用時の注意
以下のケースは、クイックナビの対象となりません。
◦高速道路（本線上）で発生したトラブル　
◦フィーチャーフォン（ガラケー）をご利用のお客さま／ SMS 受信ができない
　お客さま
※その他の諸条件により、ロードサービス窓口からお客さまへ電話発信のうえ
　詳細を確認させていただく場合があります。



ご
契
約
に
あ
た
っ
て

46

契約
概要

注意喚
起情報

Ⅴ　運転者の範囲
　　（「Ⅰ．運転者の範囲に関わる特約」（P168）をセットした契約の取り扱い）

運転者の範囲に関わる特約をセットすることにより、補償の対象となる運転者の範
囲を限定することができます。ご契約のお車を運転される方の範囲にあわせて、補
償の対象となる運転者の範囲を設定してください。
運転者の範囲に関わる特約をセットできる共済契約は、ノンフリート契約で、ご契
約のお車の用途車種が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、二輪自動車または原
動機付自転車の場合に限ります。

　　○：セットできます　×：セットできません

ご契約の別
特約

ご契約のお車の
用途車種

ノンフリート契約
フリート

契約記名被共済者

法人 個人

（１）運転者年齢条件特約

・自家用乗用車
　（普通・小型・軽四輪）
・二輪自動車
・原動機付自転車

（注）

○ ○

×

（２）運転者本人・本人
　　　配偶者限定特約

自家用乗用車
　（普通・小型・軽四輪）

（注）
× ○

（注） ご契約のお車がレンタカーおよび教習車の場合はセットできません。

（1）運転者年齢条件特約をセットした場合
（（1）運転者年齢条件特約　P168）

運転者年齢条件をセットした場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約のお車を
運転中の事故に限り、共済金をお支払いします。運転者年齢条件を満たさない方は、
原則として共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
ご契約の 「記名被共済者」 が個人または法人の別により、年齢条件の対象となる方
が異なります。運転される方全員の年齢をご確認のうえ、最も若い方の年齢に合わ
せて年齢条件を設定してください。

【運転者年齢条件の区分】

年齢条件区分 ２１歳以上補償　２６歳以上補償　　
３０歳以上補償　３５歳以上補償

（注）ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、「21歳以上補償」に限り選択できます。
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【運転者の年齢条件が適用される方】
記名被共済者が個人の場合 記名被共済者が法人の場合

① 記名被共済者

運転される方全員

② 記名被共済者の配偶者
③ ①②の同居の親族
④ ①～③のいずれかの方の業務（注）に従事

中の使用人
⑤ お車の所有者が法人の場合で記名被共済

者がその法人の役員であるとき、その法人
の業務に従事中の使用人

 （注）家事を除きます。

（2）運転者本人限定特約、運転者本人・配偶者限定特約をセットした場合

（（2）運転者本人限定特約　P169）
（（3）運転者本人・配偶者限定特約　P170）

運転者本人・配偶者限定をセットした場合は、運転者が記名被共済者およびその配
偶者の場合に限り、共済金をお支払いします。

【運転者年齢条件と運転者本人限定特約、運転者本人・配偶者限定特約
が適用される方】

○：共済金をお支払いします　×：共済金をお支払いできません

運 転 者 の 範 囲

①
記名被
共済者

②
記名被共済
者の配偶者

③
①②の同
居の親族

④
①～③のいずれ
かの方の業務に
従事中の使用人

⑤
①②の別居の
未婚のお子さ

ま

⑥
①～⑤

以外の方

運転者限定
なし ○ ○ ○ ○ ○ ○

本人限定 ○ × × × × ×

本人・配偶者
限定 ○ ○ × × × ×

運転者
年齢条件 年齢条件を適用します 年齢条件を

適用しません
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Ⅵ　共済掛金の決定と各種割引・割増制度

以下の共済掛金の決定方法や割引・割増の適用にあたっては、それぞれ一定の適
用条件があります。詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。

❶ 共済掛金の決定
共済掛金は、ご契約の別（ノンフリート、フリート）（注）、ご契約のお車の用途車種、
共済金額、適用される割引・割増等によって決定されます。
なお、実際の共済掛金につきましては、共済契約申込書にてご確認ください。

（注）所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下のご契約者の場合は「ノンフリート契約」、
10台以上のご契約者の場合は「フリート契約」としてご契約いただきます。

　　 なお、フリート契約の場合は、ご契約者が自らを記名被共済者として当組合で契約する
共済期間１年のご契約のお車の合計台数をいいます。

（1）等級・事故有係数適用期間

過去の共済事故歴などに応じてご契約ごとに等級および事故有係数適用期間が設定
され、それにより共済掛金は割引または割増になります。
詳しくは「Ⅵ - ２．ノンフリート等級別割引・割増率制度」（P49）をご確認ください。

（2）各種割引

共済掛金の割引の内容につきましては、「Ⅵ - ３．フリート契約制度」（P55）、「Ⅵ - ４．
各種割引制度」（P57）、「Ⅵ - ５．団体制度」（P60）をご確認ください。

（3）型式別掛金区分制度

自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）の共済掛金は、対人賠償共済・対物賠償共済・
人身傷害共済・搭乗者傷害共済・車両共済の補償種目ごとに「掛金区分（自家用普通・
小型乗用車は、１～ 17区分）、（自家用軽四輪乗用車は、１～７区分）」により細分
化され、自動車の型式ごとに過去の事故実績を反映する制度となっています。
この掛金区分は、毎年１回見直しを行っています。
なお、補償内容や等級・事故有係数適用期間による割引・割増率が前年と同一の場
合でも掛金区分の変更に伴い、共済掛金は前年のご契約と異なる場合があります。

（4）記名被共済者年齢区分

記名被共済者が個人で、運転者の年齢条件が「21歳以上補償・26歳以上補償・30
歳以上補償・35歳以上補償」の条件でご契約された場合は、共済期間の初日にお
ける記名被共済者の年齢（「74歳以下」「75歳以上」）に応じた年齢区分を設けてい
ます。

（注）共済期間の中途で記名被共済者を別の方に変更する場合は、「変更日時点における新記名
被共済者の年齢」による年齢区分を適用します。
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❷ ノンフリート等級別割引・割増率制度
１等級～ 20等級の区分、事故有係数適用期間により共済掛金が割引・割増される「ノ
ンフリート等級別割引・割増率制度」を採用しています。
ご契約がノンフリート契約の場合はノンフリート等級による割引・割増率が適用
されます。
（注１）継続前のご契約に適用されている等級・共済事故の有無および事故発生時の損害に関

する事項などについては、共済組合・保険会社などの間で確認させていただいております。
　　　 なお、共済事故は未払事故および未請求事故を含みます。

（注２）ノンフリート等級別割引・割増率制度や割引・割増率は将来変更になる場合があります。

【ノンフリート等級別割引・割増率表】
●前契約がある場合　　　　　　　　　　　　●前契約がない場合

等級 割引・割増率
無事故係数 事故有係数

20 63 ％ 51 ％

割引

19 57 ％ 50 ％
18 56 ％ 46 ％
17 55 ％ 44 ％
16 54 ％ 32 ％
15 53 ％ 28 ％
14 52 ％ 25 ％
13 51 ％ 24 ％
12 50 ％ 22 ％
11 48 ％ 20 ％
10 46 ％ 19 ％
9 44 ％ 18 ％
8 38 ％ 15 ％

7 （F） 27 ％ 14 ％
6 （F） 13 ％

5  2 ％
4  7 ％
3 38 ％ 割増2 63 ％
1 108 ％

事故有係数適用期間
「事故有係数適用期間」とは、事故があった場合に「事故有係数」を適用する期
間（共済期間の初日における残り適用年数）を示すものとして、ご契約ごとに
設定する値をいいます。

「事故有係数適用期間」は、「３等級ダウン事故」１件につき３年、「１等級ダウ
ン事故」１件につき１年となり、年数は積算されます。（上限６年、下限は０年
となります。）
ご契約後１年間経過するごとに、翌年のご契約に適用される「事故有係数適用
期間」が１年減算されます。

「事故有係数適用期間」が「０年」の場合は「無事故係数」を適用し、「１年～６年」
の場合は「事故有係数」を適用します。
なお、「事故有係数適用期間」は「事故有期間」と表示していることがあります。

等級 割引・
割増率

初めての
ご契約 6（S） 3 ％ 割増

複数所有 
新規

（注）
7（S） 38 ％ 割引

（注）複数所有新規契約の適用条件について
　　  は、所定の条件があります。（P47）

契約
概要
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（1）新たにご契約される場合の等級および事故有係数適用期間（前契約がない場合）

①　ノンフリート等級
初めてご契約される場合の等級は、６（S） 等級が適用され、前表の「ノンフリート
等級別割引・割増率表：前契約がない場合」（P46） の割引・割増率が適用されます。

②　事故有係数適用期間
事故有係数適用期間は「０年」となります。

複数所有新規
ノンフリート契約者が２台目以降のお車をご契約のお車としてご契約いただく場
合で、新たなご契約の共済期間の初日時点で他の自動車のご契約があり、次の適
用条件をすべて満たす場合は、７（S） 等級でご契約いただくことができ、前表の「ノ
ンフリート等級別割引・割増率表：前契約がない場合」の割引・割増率が適用さ
れます。事故有係数適用期間は０年となります。

●新たなご契約に前契約に該当する契約が存在しないこと
●新たなご契約の記名被共済者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、か

つ、個人であること
（1）記名被共済者
（2）記名被共済者の配偶者
（3）記名被共済者または配偶者の同居の親族

●新たなご契約のお車の所有者が他の自動車のご契約の次のいずれかであり、か
つ、個人であること

（1）お車の所有者
（2）記名被共済者
（3）記名被共済者の配偶者
（4）記名被共済者または配偶者の同居の親族

●他の自動車のご契約の等級が 11 ～ 20 等級であること
●他の自動車と新たなご契約の用途車種が自家用８車種であること

（注1）他の自動車のご契約が当組合以外であっても、ご利用いただけます。ご利用に際しては、
他の自動車のご契約の共済証書・保険証券を確認させていただきます。他の自動車のご契
約が当組合以外の契約で、かつ、共済期間・保険期間が１年を超える場合は、お取り扱い
が異なります。詳しくは、代理所または当組合までおたずねください。

（注2）他の自動車のご契約に適用されている等級が11等級以上であれば、ご契約に適用される
「事故有係数適用期間」の年数（０または１～６の別）および係数（「無事故係数」または「事
故有係数」の別）は関係ありません。

（注3）フリート契約は「他の自動車のご契約」に含めません。
（注4）新たなご契約のお車がレンタカーおよび教習車の場合は除きます。
（注5）所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および１年以上を期間とする賃貸借

契約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取り扱います。

（2）継続してご契約される場合の等級および事故有係数適用期間（前契約がある場合）

※他社から当組合へご契約を移行される場合を含みます。
①　等級

継続前のご契約に適用されている等級に対して、１年間共済事故がなかった場合は
「１」を加え、３等級ダウン事故があった場合は事故件数１件につき「３」を引き、
１等級ダウン事故があった場合は、事故件数１件につき「１」を引き、それぞれ継
続後のご契約に適用される等級を決定します。
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②　事故有係数適用期間
継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて、次のとおり取り扱います。
ただし、６年を上限とし、０年を下限とします。
（1）継続前のご契約の事故有係数適用期間が１～６年の場合は、継続前のご契約

の事故有係数適用期間に対して「１年」を引いた後に、３等級ダウン事故１件
につき「３」を、１等級ダウン事故１件につき「１」を加えます。

（2）継続前のご契約の事故有係数適用期間が「０年」の場合は、継続前のご契約
の事故有係数適用期間に対して３等級ダウン事故１件につき「３」を、１等級
ダウン事故１件につき「１」を加えます。

（注）継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、新たなご契約の共
済期間の初日を含めて過去１３か月以内に共済責任を有していた「継続前のご契約より前
のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約に
も事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、新たなご契約の事故有
係数適用期間を決定します。

③　共済期間が１年未満の短期契約（注）を継続してご契約される場合
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一
になります。
ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級および事
故有係数適用期間が適用されます。

（注）ご契約が解約または解除となり、共済期間が１年未満となったものを含みます。

事故発生と等級・事故有係数適用期間の適用例

（例１）  20等級で３等級ダウン事故が１件起った場合

当年度ご契約 １年後 ２年後 ３年後 ４年後

無事故係数
事故有係数〔 〕適 用 期 間

20等級
63％割引
（0年）

20等級
63％割引
（0年）

事故有係数
事故有係数〔 〕適 用 期 間

17等級
44％割引
（3年）

18等級
46％割引
（2年）

19等級
50％割引
（1年）

 （例２） 20等級で１等級ダウン事故が１件、翌年（１年後）に再び１等級ダウン事故が
           １件起った場合

当年度ご契約 １年後 ２年後 ３年後 ４年後

無事故係数
事故有係数〔 〕適 用 期 間

20等級
63％割引
（0年）

19等級
57％割引
（0年）

20等級
63％割引
（0年）

事故有係数
事故有係数〔 〕適 用 期 間

19等級
50％割引
（1年）

18等級
46％割引
（1年）

事故

事故

事故
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（3）事故件数の数え方

継続前のご契約で事故があった場合は、次の事故内容と件数に応じて等級および事
故有係数適用期間を決定します。

①　ノーカウント事故
　「下記のいずれかのみの事故」または「下記の事故の組み合わせの事故」をい
います。
これらの場合は事故件数として数えません。（ ノーカウント）

次の補償種目または特約もしくは費用に係る事故をいいます。
（ｱ）　無共済車傷害特約　　　　　　　   　（ｺ）　代車費用特約（代車費用の補償日数に
（ｲ）　人身傷害共済　　　　　　　　　　 　　　関する特約をセットした場合を含みます。）
（ｳ）　搭乗者傷害共済　　　　　　　　　　　　　　（ｻ）　普通共済約款基本条項の「無過失
（ｴ）　車両共済の費用　　　　　　　　　　     事故に関する特則」の定めにより

　　（応急処置費用・運搬費用・引取費用）　  車両共済金を支払わなかったもの
（ｵ）　被害者救済費用特約　　　　　　　　　  として取り扱う事故 （注）
（ｶ）　心神喪失による事故の被害者救済費用特約　（ｼ）　原付バイク特約（人身傷害タイプ）
（ｷ）　ロードアシスタンス特約　　　　　　　（ｽ）　原付バイク特約（自損傷害タイプ）
（ｸ）　ロードアシスタンス超過費用特約　　　（ｾ）　弁護士費用特約
（ｹ）　ロードアシスタンス宿泊移動費用特約　（ｿ）　臨時費用特約
（注）「（17）車両新価特約」または「（18）車両超過修理費用特約」により共済金をお支払いす

る場合も上記取扱いに準じます。

②　１等級ダウン事故
　「車両共済事故（注1）のみ」または「車両共済事故（注1）および①ノーカウン
ト事故の組み合わせのみの事故」で、事故の原因が次の（ｱ）～（ｷ）のいずれかに
該当する事故をいいます。

〈事故の原因〉
（ｱ）火災または爆発（ご契約のお車と飛来中または落下中以外の他物との衝突・

接触によって生じた火災・爆発、またはご契約のお車の転覆・墜落によって
生じた火災・爆発を除きます。）

（ｲ）盗難
（ｳ）騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
（ｴ）台風、たつ巻、洪水または高潮
（ｵ）落書、いたずらなどのご契約のお車に対する直接の人為的行為（次のいず

れかに該当する損害を除きます。）
ａ．ご契約のお車の運行によるもの
ｂ．ご契約のお車と他の自動車との衝突または接触によるもの
ｃ．被共済者の行為によるもの
ｄ．ご契約のお車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によっ

て生じたもの
（ｶ）飛来中または落下中の他物との衝突
（ｷ）（ｱ）～（ｶ）のほか、偶然な事故によって生じた損害（ご契約のお車の他物

との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落を除きます。）
（注1）車両共済事故には、 「（17）車両新価特約」、 「（18）車両超過修理費用特約」または 「（19）

車両全損時諸費用倍額払特約」に係る事故を含みます。
（注2）「（37）車両積載動産特約」により当該共済金のみを支払う場合は、 1等級ダウン事故とし

て取り扱います。
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③　３等級ダウン事故
　「３等級ダウン事故」とは、「①ノーカウント事故」および「②１等級ダウン事故」
以外の事故をいいます。

④　共済事故の範囲
　　次の（ｱ）、（ｲ）、（ｳ）は、共済事故として取り扱います。

（ｱ）共済金支払いのあった事故
（ｲ）共済金の請求がなされていて、未払いとなっている事故（「未払事故」とい

います。）
（ｳ）事故通知があって、共済金の請求がなされていない事故（「未請求事故」と

いいます。） 

（4）お車を譲渡された場合の等級および事故有係数適用期間

ご契約のお車の譲渡等に伴い、共済契約上の権利・義務を譲渡された場合等は、ご
契約に適用されていた等級および事故有係数適用期間は原則として譲渡人には継承
されません。
ただし、下記の場合等は、等級および事故有係数適用期間の継承します。

①　記名被共済者の変更が配偶者間、記名被共済者またはその配偶者の同居の親
族間の変更の場合

②　記名被共済者について、①以外の変更があった場合で、その変更がお車の譲
渡以外の理由による場合。ただし、適用される等級が1 ～ 5等級、または事故
有係数適用期間が１～６年であるご契約に限ります。

③　個人事業主の方が法人を新設される場合、または法人を解散し個人事業主と
なられる場合で、記名被共済者を個人事業主・法人間で変更される場合。

　　ただし、事業の内容が同一であり、お車の変更がない、または「（5）お車
の入替をされた場合の等級および事故有係数適用期間」の条件を満たす場合に
限ります。

※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。

（5）お車の入替をされた場合の等級および事故有係数適用期間

ご契約のお車の入替をされる場合は、次の条件をすべて満たすときにのみ、入替前
のお車に適用されていた等級および事故有係数適用期間を継承することができま
す。

①　入替後のお車の所有者が下記の方であること。
ア．入替前のお車の所有者（注）
イ．入替前の記名被共済者
ウ．入替前の記名被共済者の配偶者
エ．入替前の記名被共済者またはその配偶者の同居の親族

②　入替後のお車が新たに取得または１年以上を期間とする貸借契約により借り
入れたお車または①に該当する方がすでに所有しているお車であること。

③　入替前のお車と入替後のお車が同一の用途車種（「〈別表３〉被共済自動車の
入替ができる用途車種区分表」（P148）に記載の用途車種を含みます。）であ
ること。
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（注）所有権留保条項付売買契約における自動車の買主、および１年以上を期間とする貸借契
約により借り入れたリースカーの借主も、自動車の所有者とみなして取り扱います。

（6）継続前の等級を継承できなくなる場合

次の場合は、原則として継続前のご契約の等級を継承できません。

①　記名被共済者を「配偶者・記名被共済者または配偶者の同居の親族」以外の
方へ変更される場合

②　ご契約のお車を、記名被共済者または配偶者の別居の未婚のお子さまが所有
する自動車など車両入替できない条件のお車に変更される場合

③　継続前のご契約の満期日（または解約日）の翌日から７日以内に継続されな
い場合

④　継続前のご契約が解除された場合

（注）上記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご
契約があり、ご契約の等級が１～５等級または事故有係数適用期間が１～６年とな
る場合は、その等級または事故有係数適用期間を継承することがあります。

（7）ご契約締結後の等級および事故有係数適用期間の訂正

次の場合は、継続手続きがなされた後であっても等級および事故有係数適用期間を
訂正いたします。
なお、訂正後の等級および事故有係数適用期間により割引・割増率が変更となる場
合は、追加共済掛金の請求または共済掛金の返還をいたしますので、あらかじめご
了承ください。

①　継続前のご契約において、事故として共済事故件数に算入した「未払事故」
または「未請求事故」が、結果的に共済金の支払対象事故でないことが確定し
た場合

　（事故件数として数えない場合の等級および事故有係数適用期間に訂正しま
す。） 

②　継続前のご契約において発生した事故のうち、当組合にその通知がなされて
いなかった事故について、通知および共済金請求を受けた場合

　（その事故を継続前のご契約の事故として取り扱い、等級および事故有係数適
用期間を訂正します。）

③　継続前のご契約が解約または解除（注）された場合

（注）ご契約が解除された場合は、７等級以上の等級を継承することができません。新
たなご契約を締結した後に、その前契約が解除された場合も同様です。

※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。
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❸  フリート契約制度

フリート契約とは１契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が 10 台以上の場
合に適用される契約をいい、フリート割引・割増が適用されます。
また、自動車共済では、フリート契約のご契約方法には、Ａ方式（包括方式）とＢ
方式（個別方式）があり、ご契約時、ご契約者にいずれかの方式をご選択いただき
ます。

自動車１台ごとに、ノンフリート等級別割引・割増率制度（P49）により決定され
る係数（割引・割増率）が適用されます。

自動車１台ごとに、フリート割引・割増率制度により決定される割引・割増率が適
用されます。

①　10 台到達日に全車両一括特約をセットせずにご契約する場合
成績計算期間（掛金率審査日の６か月前の過去１年間をいいます。）内の損害率に
応じて当組合が定めるご契約者ごとの割引・割増率を適用します。

Ａ期間に適用する割引・割増率 Ｂ期間に適用する割引・割増率

Ａ方式
（包括方式）

成績計算期間ａの損害率に応じて、
Ａ の 期 間（R8年4月1日 ～ R9年3月
31日）中に締結いただくご契約に適
用する割引・割増率を決めます。

成績計算期間ｂの損害率に応じ
て、 Ｂ の 期 間（R9年4月1日 ～
R10年3月31日）中に締結いた
だくご契約に適用する割引・割
増率を決めます。

Ｂ方式
（個別方式）

成績計算期間に係らず、ご契約ごとに、共済期間中の事故の有無およ
び事故の種類に応じて、ノンフリート等級別割引・割増率制度（P49）
を適用します。
※前契約がない新規でのご契約の締結に際しては、「フリート新規契約等級」を

適用します。

②　10 台到達日に全車両一括特約をセットしてご契約する場合
成績計算期間（掛金率審査日の６か月前の過去１年間をいいます。ただし、第１回
掛金率審査日の場合は、過去６か月間となります。）の損害率に応じて当組合が定
めるご契約者ごとの割引・割増率を適用します。

（1）10台到達日から第1回掛金率審査日の前日までの期間

（2）第1回掛金率審査日以後、毎年の掛金率審査日から次回掛金率審査日までの期間

BA

成績計算期間 a

10台到達日
Ｒ6年10月1日

成績計算期間
の末日

Ｒ7年9月30日

第1回掛金率
審査日

Ｒ8年4月1日

成績計算期間
の末日

Ｒ8年9月30日

第2回掛金率
審査日

Ｒ9年4月1日

成績計算期間 b

契約
概要
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（3）フリート新規契約等級の決定

Ａ期間に適用する割引・割増率 Ｂ期間に適用する割引・割増率

Ａ方式
（包括方式）

成績計算期間ａの損害率に応じて、
Ａの期間（R7年10月1日～ R8年9月
30日）中に締結いただくご契約に適
用する割引・割増率を決めます。

成績計算期間ｂの損害率に応じ
て、Ｂの期間（R8年10月1日～
R9年9月30日） 中に締結いただ
くご契約に適用する割引・割増
率を決めます。

Ｂ方式
（個別方式）

成績計算期間に係らず、ご契約ごとに共済期間中の事故の有無および
事故の種類に応じて、ノンフリート等級別割引・割増率制度（P49）
を適用します。
※前契約がない新規でのご契約の締結に際しては、「フリート新規契約等級」を

適用します。

成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されているノンフリート等級別係数
を基にフリート新規契約平均割引・割増率を読替等級表によりノンフリート等級に
読み替え、前契約のない新契約に適用します。
なお、事故有係数適用期間は「0 年」となります。
※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。

フリート契約には、フリート多数割引「10％」が適用できます。

フリート契約方式の変更は、Ｂ方式（個別方式）からＡ方式（包括方式）への変更
に限られます。

（注）一旦、Ａ方式（包括方式）でご契約いただいた後、Ａ方式からＢ方式（個別方式）への
変更はできません。

BA

成績計算期間 a

10台到達日
R6年10月1日

成績計算期間
の末日

R7年3月31日

第1回掛金率
審査日

R7年10月1日

成績計算期間
の末日

R8年3月31日

第2回掛金率
審査日

R8年10月1日

成績計算期間 b

（5）フリート契約方式の変更　〈Ａ方式、Ｂ方式間の変更〉

（4）フリート多数割引
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❹ 各種割引制度

【自動車の装備等に関連する割引】
○：割引を適用できます。　×：割引を適用できません。

割引

ご契約のお車の用途車種

（1）
新車
割引

（2）
ＡＳＶ
割引

（3）
福祉車両

割引

（4）
エコカー

割引

（5）
構内専用

電気自動車割引
自家用乗用車

（普通・小型・軽四輪） ○ ○ ○ ○ ×

自家用小型貨物車 × × ○ × ×

自家用軽四輪貨物車 × × ○ × ×

自家用普通貨物車
（最大積載量0.5ｔ超2t以下）
（最大積載量0.5ｔ以下）

× × ○ × ×

特種用途自動車（キャンピン
グ車） × × ○ × ×

バス × × ○ × ×

二輪自動車・原動機付自転車 × × ○ × ×

構内専用電気自動車 × × × × ○

上記以外の用途車種 × × ○ × ×

【各種割引とご契約のお車の台数に関連する割引・割増等】
○：割引を適用できます。×：割引を適用できません。

ご契約の別

割引・割増

ご契約のお車の台数
９台以下

ノンフリート契約
１０台以上

フリート契約

1 ～ 4台 5 ～ 9台 Ａ方式
（包括方式）

Ｂ方式
（個別方式）

ノンフリート等級別割引・割増 ○ ○ × ○
フリート割引・割増 × × ○ ×
ノンフリート多数割引 × ○ × ×
フリート多数割引 × × ○ ○
団体割引１ ○ ○ × ×
団体割引２ ○ ○ × ○

（注1） フリート多数割引は、フリート契約制度により適用します。
（注2） ノンフリート多数割引またはフリート多数割引と団体割引１は、重ねて適用できません。
（注3） フリート割引・割増と団体割引２は、重ねて適用できません。

契約
概要
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ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、初
度登録年月または初度検査年月から共済期間の初日が属する年月までの経過月数が
下表の期間である場合に適用できます。

車種
初度登録
からの

経過月数
等級

対物
賠償
共済

対人
賠償
共済

人身傷害
・搭乗者
傷害共済

車両
共済

自家用
普通乗用車
小型乗用車

25か月
以内

6（S）等級 （注1） 34％ 32％ 41％ 31％
上記以外 7％ 11％ 17％ 8％

26～49
か月

6（S）等級（注1） 30％ 12％ 35％ 22％
上記以外 4％ 4％ 16％ 6％

自家用
軽四輪
乗用車

25か月
以内

6（S）等級（注1） 32％ 28％ 42％ 27％
上記以外 5％ 9％ 18％ 2％

26～49
か月

6（S）等級（注1） 18％ 14％ 21％ 16％
上記以外 2％ 4％ 15％ 2％

（注1）6（S）等級の場合は、 事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、 事故有係数適用期間が0年
以外の場合は、 「上記以外」 の割引を適用します。

（注2）フリート割引・割増率が適用されている場合は、 「上記以外」の割引を適用します。
（注3）次のいずれかに該当する自動車等については、 新車割引を適用できません。

（ｱ） 型式不明車、 並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車
（ｲ） 登録番号標のない構内専用車、 外務省登録自動車、 臨時運行許可番号標または回送運行

許可番号標を使用する自動車

（2）ＡＳＶ割引

ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次
の条件をすべて満たす自動車である場合に適用できます。
ア．一定のＡＥＢ（衝突被害軽減ブレーキ）装置（注１）を装備した自動車
イ．共済期間の初日が、型式が発売された年度に３を加算した年の 12 月末までの

自動車
（注1）ＡＥＢ装置とは、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げ

るために自動でかけるブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）をいいます。
（注2）型式ごとに事故実績を反映した掛金区分（P48）を適用する一部の改造車などの自動車

には、この割引は適用できません。
（注3）ＡＥＢ装置の有無について、共済制度の適正な運営のため、契約締結後、一般財団法人

自動車検査登録情報協会等に確認を行います。

割引率 　９％

（1）新車割引
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（3）福祉車両割引

ご契約のお車が、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用品及
びその修理」に規定された、消費税が非課税対象となる次のいずれかの自動車であ
る場合に適用できます。
ア．運転補助装置を装備する自動車
イ．車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車

（注1）福祉車両割引の適用に際しては、お車が福祉車両であることがわかる確認資料（自動車
検査証、注文書、納品書、領収書またはカタログ等の写）をご提出いただきます。

（注2）福祉車両割引とエコカー割引が重複する場合は、「福祉車両割引」を優先して適用します。

割引率 　３％

（4）エコカー割引

ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車で、次
の条件をすべて満たす場合に適用できます。
ア．「電気自動車（注1）」、「ハイブリッド自動車（注2）」または「圧縮天然ガス自動

車（CNG車）（注3）」のいずれかである自動車
イ．初度登録年月（軽自動車の場合は、初度検査年月）から共済契約の始期年月（共済

期間の初日が属する年月をいいます。）までの経過月数が 13 か月以内である自動車
（注1）電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車（自動車検査証などの「燃

料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車）をいいます。なお、燃料電池自動車を含みま
す。

（注2）内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または蓄圧機に蓄えられた圧力を動力源とし
て用いるものであり、かつ、自動車検査証等にハイブリッド自動車であることが記載され
ている自動車をいいます。

（注3）内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ、自動車検査証などの
「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます。

（注4）エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合は「構内専用電気自動車割引」を、
エコカー割引と福祉車両割引が重複する場合は「福祉車両割引」を優先して適用します。

（注5）次のいずれかに該当する自動車等については、エコカー割引を適用できません。
（ｱ）型式不明車、並行輸入車等初度登録年月が不明確な自動車
（ｲ）登録番号標のない構内専用車、外務省登録自動車、臨時運行許可番号標または回送運

行許可番号標を使用する自動車

割引率 　３％

（5）構内専用電気自動車割引

ご契約のお車が、次のいずれかの自動車である場合に適用できます。
ア．構内専用のみで使用される電気自動車で、使用する場所が建物内、施設内、お

よび敷地内に限定されている自動車
イ．最高速度が時速 20 キロメートル以下である自動車

（注1）「構内」とは、道路運送車両法第２条第６項にいう「道路」以外の場所をいいます。
（注2）構内専用電気自動車割引の適用に際しては、必ずカタログ等をご提出いただき、「電気自

動車であること」および「最高速度が時速20キロメートル以下であること」を確認させて
いただきます。
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（注3）エコカー割引と構内専用電気自動車割引が重複する場合は、「構内専用電気自動車割引」
を優先して適用します。

割引率 　30％

（6）ノンフリート多数割引

当組合において、所有権を有し、かつ、自ら使用されるお車の総契約台数が５台以
上９台以下のご契約者で、ご契約者が所有し、かつ、自ら使用されるすべての用途
車種のお車に適用できます。

（注1）ノンフリート多数割引の適用に際しては、事前に当組合でのノンフリート多数割引適用
契約者としてご登録いただく必要があります。

（注2）ご契約者の従業員、ご家族または役員が個人として所有・使用されているお車は、ノン
フリート多数割引の対象となりません。

（注3）団体割引１と重ねて適用することはできません。

割引率 　５％

❺ 団体制度
団体制度には、「集団団体」と「従業員団体」があります。いずれの団体も、お取
り扱いには所定の条件がありますので、詳しくは代理所または当組合へおたずね
ください。

（1）集団団体と従業員団体

ご契約者、記名被共済者、対象自動車が次表の条件に該当するときのみ、集団団体
および従業員団体の適用ができます。
なお、ご契約後に次表に該当しなくなった場合は、代理所または当組合までご連絡
ください。

集団団体 従業員団体

対
象
と
な
る
団
体

協同組合等の団体とし、次の条件１～３のすべて
を満たしていること。
１．同一の共通目的を持つ方のみによって組織さ

れた集団であること。
２．集団の構成員が常時明確に把握されており、

代表者が定められていること。
３．自動車共済加入のみを目的として組織されて

いないこと。

次の１または２のいずれ
かの団体
１．会社等の企業体
２．官公署

契約
概要
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ご
契
約
者

集団（協同組合等）に所属し、当該集団を構成す
る次の１～４のいずれかに該当すること。
１．集団
２．集団の役員および従業員
３．集団の構成員
４．集団を構成する集団の構成員（集団の構成員

の役員および従業員を含みます。） 

企業体または官公署に勤
務し、その企業体または
官公署から毎月給与の支
払を受けている方（注1）（企
業体または官公署が共済
加入を認めた退職者を含
みます。）に限ります。

記
名
被
共
済
者

　次のいずれかに該当する方
①　ご契約者
②　ご契約者の配偶者
③　①または②の方の同居の親族（①または②

の方の別居の扶養親を含みます。）
④　ご契約者の役員・従業員
⑤　ご契約者の組合員（ご契約者が企業組合で

ある場合）

次のいずれかに該当する方
①　ご契約者
②　ご契約者の配偶者
③　①または②の方の同

居の親族 （①または②
の方の別居の扶養親族
を含みます。）

対
象
自
動
車

次のいずれかに該当する方が所有するすべての
用途車種の自動車。（注2）
①　ご契約者
②　ご契約者の配偶者
③　①または②の方の同居の親族（①または②

の方の別居の扶養親族 を含みます。）
④　ご契約者の役員・従業員
⑤　ご契約者の組合員（ご契約者が企業組合で

ある場合）

次のいずれかに該当する
方が所有するすべての用
途車種の自動車（注2）
①　ご契約者
②　ご契約者の配偶者
③　①または②の方の同

居の親族（①または②
の方の別居の扶養親族
を含みます。）

集
金
契
約

共
済
掛
金

集金契約がある場合は、集団扱契約でのお取り扱
いとなります。

集金契約がある場合は、
団体扱契約でのお取り扱
いとなります。

（注１）団体に引き続き雇用される期間が１年未満である方（アルバイト・臨時雇）は除きます。
（注２）「所有する自動車」には、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または１年

以上を期間とする貸借契約により有償で借入れた自動車を含みます。

ご注意
集団や団体のご契約者の範囲を満たさない方は対象となりませんので、ご注意く
ださい。
また、集団扱契約・団体扱契約でご契約の場合に、次の理由で特約が失効するこ
とがあります。この場合、残りの共済掛金を一括してお払い込みいただくことに
なります。
　・退職等により給与の支払いを受けられなくなったとき
　・共済掛金集金契約を解除されたとき

※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。

（2）団体割引

団体割引には、「契約台数による割引」と「共済成績による割引」の 2 種類があります。
※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。
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Ⅶ　共済掛金の払込方法

❶ 共済掛金の払込方法

共済掛金の払込方法は、ご契約と同時に全額をお払い込みいただく一括払と、複数
の回数に分けてお払い込みいただく分割払があります。
また、共済掛金をご契約者ご指定の金融機関の預貯金口座からお払い込みいただく
口座振替があります。
ご契約者が勤務または所属する団体等を通じて、共済掛金を集金する団体扱や集団
扱もありますが、これらの取り扱いには一定の条件があります。

【払込期日】
（ｱ）共済契約ごとに払込期日を決定します。口座振替による方法でお払い込みの

場合は、所定の振替日が払込期日となります。（振替日は毎月 27 日です。）
（注）払込期日が金融機関の休業日に該当し、共済掛金の払い込みがその休業日の翌営業

日に行われた場合は、払込期日に払い込みがあったものとみなします。
（ｲ）分割払の場合、２回目以後の分割共済掛金の払込期日は、以後、毎月の払込

期日になります。

　　（（45）共済掛金分割払特約　P280）
共済掛金の分割払は、下記の回数に分割してお払い込みいただくことができます。
なお、便利な口座振替方式をお選びいただくことができます。
１．分割払の場合の共済掛金は、一括払に比べて 5％または 10％の割増になります。
２．初回共済掛金（第１回目の分割共済掛金）は、ご契約と同時にお払い込みくだ

さい。
３．第 2 回目以降の分割共済掛金は、共済証書に記載されている毎月所定の払込期

日までにお払い込みください。
　　口座振替払の場合は、所定の振替日にご指定の口座より振替となります。

※当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

○：ご利用できます×：ご利用できません

お払込方法 分割共済掛金のお払込方法

分割回数 お払込回数
口座振替 集金

ご利用 掛金割増 ご利用 掛金割増

 5 分割  5 回 × ― ○ 5％

10 分割 10 回 ○ 5％ × ―

12 分割 11 回 × ― ○ 10％

※ご指定預貯金口座の残高不足にご注意ください。

契約
概要

注意喚
起情報

（1）共済掛金の分割払
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（2）大口共済掛金分割払

当　月 翌　月

共済期間の
初　日

第 2 回分割掛金
の口座振替

共済期間の初日までに
手続き

契約締結時にお払い込み

　　（（47）大口共済掛金分割払特約　P283）

次の条件をすべて満たすご契約の場合は、大口共済掛金分割払をご利用いただけます。
ただし、「１共済契約者が所有・使用されるお車」等の一定の条件を満たすお車を
当組合と２台以上ご契約の場合は、３および５の条件は除きます。
大口共済掛金分割払では、分割割増なしで、「口座振替払」または「集金」のいず
れかをご利用いただけます。
１．団体扱契約および集団扱契約のご契約でないこと。
２．共済期間の初日が同一であること。
３．年間適用共済掛金の総額が、10 万円以上であること。
４．分割回数が 12 回以下であること。
５．１回あたりのお払い込みいただく共済掛金の額が5万円以上であること。ただし、

共済掛金の総額が 30 万円以上の場合を除きます。

ご契約のお申込手続きと初回共済掛金のお払い込み

【「初回共済掛金口座振替に関する特約」をセットしていない場合】

【「初回共済掛金の口座振替に関する特約」の場合（初回共済掛金の当月払）】

❷ 共済掛金の不払い時の取扱い
共済掛金は、共済証書記載の払込期日までにお払い込みください。払込方法によ
り払込猶予期間（注）がありますが、その猶予期限を過ぎても所定の共済掛金のお
払い込みがない場合は、事故が発生しても共済金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に共済掛金をお払い込みいただけない場合は、ご契約を解
除させていただくことがあります。

（注）共済掛金の払込期日の属する月の翌月末までの期間をいいます。「払込期日」については、
「１．共済掛金の払込方法」（P62）をご参照ください。

当　月 翌　月

共済期間の
初　日

初回共済掛金の
口座振替

第 2 回分割掛金
の口座振替

前月末までに手続き

注意喚
起情報
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当　月 翌　月 翌々月

共済掛金の
お払い込みなし

払込猶予期日

（当月・翌月の２か月分を請求）
共済掛金のお払い込みなし

払込期日 払込期日

振替不能振替不能

事故

【【払込猶予とご契約の解除（口座振替：分割払の場合）】

当月に払い込むべき共済掛金のお払い込みが翌月末まで
になかった場合は、当月の払込期日の翌日以降に発生し
た事故に対しては、原則として共済金をお支払いできま
せん。
なお、初回共済掛金のお払い込みがない場合は、ご契約
期間の初日から共済金をお支払いできません。

（注1）団体扱契約、集団扱契約などは上記と取り扱いが異なります。詳しい内容につきまし
ては代理所または当組合におたずねください。

（注2）当組合がご契約を解除した場合は、７等級～ 20等級の継承ができなくなりますので、
ご注意ください。

（注3）預金残高が請求した共済掛金の総額に満たない場合は、共済掛金のお引き落しができ
ないことがあります。

（注4）詳しくは「Ⅵ．共済掛金の払込みに関わる特約」（P274）をご参照ください。
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ご契約時にご確認いただきたいこと

Ⅰ　告知義務と告知事項

（普通共済約款　５ 基本条項　第４条（告知義務）P122）

ご契約者または記名被共済者には、ご契約締結時に、当組合がおたずねする共済契
約に関する重要な事項について、事実を正確にお申し出いただく義務（告知義務と
いいます。）があります。
告知事項は、共済契約申込書に★または☆の印が付けられた箇所となっています。
★または☆の印の箇所については、当組合からおたずねいたしますので、正しく事
実をお答えいただきますようお願いいたします。

ご注意
１．ご契約の際には、共済契約申込書の記載事項が事実と相違していないか、

再度十分にご確認をお願いいたします。
２．ご契約時に、ご契約者または記名被共済者が、告知事項について、故意または

重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた
場合（告知義務違反といいます。）は、当組合はご契約を解除することがあります。

３．当組合は、ご契約を解除するときには書面をもってご契約者に通知いたします。
４．ご契約時に、ご契約者または記名被共済者に告知義務違反があり、事故が

生じた場合、共済金をお支払いできない場合があります。

告　知　事　項
ア．記名被共済者のご住所、氏名、生年月日、法人・個人の別
イ．ご契約のお車の用途車種、車名、型式、初度登録年月または初度検査年月、

登録番号、車台番号、車両所有者
ウ．ご契約のお車のエコカー、福祉車両、ＡＥＢ装置装備車（注）、レンタカー、

教習車の該当の有無
エ．ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数
オ．前契約の共済組合・保険会社名、証書番号・証券番号、事故の有無・件数、

等級および事故有係数適用期間
カ．過去 1 年間における他の共済組合・保険会社からの解除の有無
キ．他の共済契約・保険契約の有無、複数所有新規契約の適応条件を満した他契

約の有無
（注）ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車でＡＳＶ割引適用期間中の場合に限

ります。

【告知事項をお申し出いただくにあたって、特にご注意いただきたい事項】

記名被共済者は対人賠償共済・対物賠償共済や人身傷害共済等の補償の対象となる方の
範囲を決定するための重要な事項となります。ご契約のお車を主に使用される方（注）

（1）記名被共済者・生年月日
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を記名被共済者とし、共済契約申込書の記名被共済者欄にご記入ください。
また、記名被共済者の生年月日もお知らせください。記名被共済者の年齢によって、
共済掛金が異なる場合があります。

（注） 「ご契約のお車を主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、
自由に支配・使用している方をいいます。　　　       　　（用語 記名被共済者 P11）

（2）ご契約のお車

ご契約のお車の用途車種、型式、登録番号などについては、自動車検査証等でご確
認ください。ご契約のお車の用途車種、型式などにより共済掛金が異なります。
また、ご契約のお車の初度登録年月または初度検査年月をご確認ください。

（3）車両所有者

車両所有者は、車両共済の補償の対象となる方であり、車両共済金を受け取る方と
なります。ご契約のお車の所有者は、正確にお申し出ください。
自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方の氏
名または名称を共済契約申込書の「車両所有者名」欄にご記入ください。

（4）装置・装備等と割引・割増等

ご契約のお車がエコカー、福祉車両、ＡＥＢ装置（注）を装備した自動車およびレ
ンタカー・教習車の対象となる自動車かどうかご確認ください。

（注） ＡＥＢ装置とは、自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下
げるために自動でかけるブレーキ（衝突被害軽減ブレーキ）をいいます。

（5）総契約台数

ご契約者が所有し、かつ使用するお車の総契約台数によりノンフリート契約または
フリート契約として取り扱います。共済掛金やご契約条件が異なりますので、ご契
約時には正確な総契約台数をお申し出ください。

（6）前契約の有無、事故の有無・件数

共済期間の初日から過去 13 か月以内に自動車共済契約等 （注） が締結されていた場
合やその共済期間中に事故があった場合は、正確にお申し出ください。
等級および事故有係数適用期間を決定するための重要な要素となります。

（注）当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。

（7）他の現存契約の有無

ご契約のお車を同一とする他の現存契約 （注） があるかご確認ください。他の現存契
約がある場合は、当組合にて共済契約のお引き受けはできません。

（注）当組合以外の他の共済組合の自動車共済契約、保険会社の自動車保険契約を含みます。
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Ⅱ　その他重要な事項

❶ 責任開始と終了

ご契約の共済期間は１年間です。また、１年未満の短期契約も可能です。
共済責任は、共済期間の初日の午後４時（共済契約申込書の「共済期間」欄に、こ
れと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に始まり、共済責任の終了は、
満期日の午後４時です。
共済掛金は、共済掛金の払い込みが猶予される場合を除いて、ご契約の締結と同時
にお払い込みください。

ご注意
共済期間が始まった後であっても、代理所または当組合が共済掛金を領収する
前に生じた損害または傷害に対しては共済金をお支払いできません。

❷ 共済契約申込書上の表示
「共済契約申込書」上においては、「セットされる特約」を略称にて表示しています。
表示された補償内容をお申し込み（○印または記入、共済金額を記入）された場合は、
下表の「セットされる特約」欄に記載の特約がセットされたご契約となります。

共済契約申込書上の表示
セットされる特約 参照ページ

補償種目 補償または特約の名称

対人賠償 自損事故対象外 （16）自損事故傷害対象外特約 205

対物賠償 超過修理費用 （４）対物超過修理費用特約 172

人身傷害
車外事故 （８）人身傷害車外事故特約 188

定額給付金対象外 （９）人身傷害共済の入通院定額給
　　 付金対象外特約 190

搭乗者傷害 医療共済金倍額払 （11）搭乗者傷害共済の医療共済金　
　　　倍額払特約 191

車　両

車対車危険限定 （21）車対車事故・危険限定特約 212

車両新価特約 （17）車両新価特約 206

車両超過修理費用 （18）車両超過修理費用特約 210

全損諸費用倍額払 （19）車両全損時諸費用倍額払特約 211

全損時対象外 （20）車両全損時諸費用対象外特約 211

契約
概要

注意喚
起情報
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共済契約申込書上の表示
セットされる特約 参照ページ

補償種目 補償または特約の名称

その他特約

代車費用 （31）代車費用の補修日数に関する
　　　特約 230

宿泊移動費用 （29）ロードアシスタンス宿泊移動
　　　費用特約 221

ＲＡ対象外 （27）ロードアシスタンス対象外特約 220

ＲＡ超過費用 （28）ロードアシスタンス超過費用
　　　特約 221

臨時費用 （39）臨時費用特約 266

弁護士費用 （38）弁護士費用特約 257

原付バイク
（35）原付バイク特約（人身傷害タイプ） 244

（36）原付バイク特約（自損傷害タイプ） 247

自損事故対象外 （16）自損事故傷害対象外特約 205

車両積載動産 （37）車両積載動産特約 249

無過失対象外 （40）無過失事故に関する特則の対
　　　象外特約 268

割引・割増 全車両一括 （63）全車両一括特約 318

❸ 共済掛金等領収証および共済証書の交付
共済掛金をお払い込みいただくと、原則として　当組
合所定の共済掛金等領収証を発行いたしますので、お
確かめください。
（注）口座振替により共済掛金をお払い込みいただいた場合

は、共済掛金等領収証の発行はいたしませんので、お手
元の預金通帳でご確認ください。

また、ご契約締結後１か月を経過しても共済証書が届
かない場合は、代理所または当組合までご連絡ください。

❹ クーリングオフ
自動車共済契約はすべて、共済期間が１年以下のため、クーリングオフの対象とな
りませんので、ご契約の際には十分にご注意くださいますようお願いいたします。
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 ご契約後にご確認いただきたいこと

Ⅰ　通知義務と通知事項

（普通共済約款　５ 基本条項　第５条（通知義務）P123）

ご契約者または記名被共済者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡
いただく義務（通知義務といいます。）があります。
通知事項は、共済契約申込書に☆の印が付けられた箇所となっていますので、変更
の通知漏れがないように十分ご注意ください。
通知事項の変更について、遅滞なくご連絡をいただいた場合は、その変更の事実が
発生した日からご契約内容を変更（注1）します。
遅滞なくご連絡いただけなかった場合、または、お手続き（注2）いただけなかった
場合は、ご契約を解除し、事故の際に共済金のお支払いができないことがあります
のでご注意ください。

（注 1）ご契約内容の変更に伴い、共済掛金が追加または返還となる場合があります。
（注 2）変更手続き書類のご提出および追加共済掛金のお払い込みなどが完了していない場合

を含みます。

ご注意
ご通知や追加共済掛金のお払い込みがないまま事故が発生した場合は、ご契約
が解除されたり、共済金をお支払いできないことがありますので、ご注意くだ
さい。

主　な　通　知　事　項

ア．記名被共済者の法人・個人の別（注1）
イ．ご契約のお車の用途車種（注1）、登録番号
ウ．ご契約のお車のエコカー、福祉車両、ＡＥＢ装置装備車（注2）、レンタカー、

教習車の該当の有無
エ．前契約の事故の有無・件数、等級および事故有係数適用期間
オ．他の共済契約・保険契約の有無

（注1）ご契約のお車の用途車種や記名被共済者の法人・個人の別が変更になった場合な
どにおいて、一部の特約について引受範囲から外れ、その特約をセットできなくな
る場合があります。

（注2）ご契約のお車が自家用普通・小型・軽四輪乗用車でＡＳＶ割引適用期間中の場合
に限ります。

自動セット
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Ⅱ　通知事項以外の変更

ご契約後や共済期間の中途で次のような通知事項以外の変更を行う場合は、あらか
じめ代理所または当組合までご連絡ください。
なお、ご契約条件の変更手続き前（注1）に発生した事故については、共済金をお支
払いできない場合や、変更前のご契約条件が適用される場合がありますのでご注意
ください。

（注1）ご契約条件の変更手続きに伴い追加共済掛金が必要となる場合は、追加共済掛金をお
払い込みいただく前を含みます。

（注2）ご契約条件の変更日は、お申し出以後の日になりますのでご注意ください。

変　更　内　容

ア．ご契約者または記名被共済者の住所、氏名（名称）が変更となる場合
イ．次の理由などにより運転者を限定する特約の種類や運転者年齢条件が変更と

なる場合
・ご家族の転勤やご結婚などにより運転者の範囲が変更になる場合
・運転者を限定する特約により限定した範囲外の方または運転者年齢条件を満た

さない方がご契約のお車を運転される場合
・ご契約のお車を運転される最も若い方が誕生日を迎えられた場合
ウ．買い替えなどにより、ご契約のお車が変更となる場合
エ．ご契約のお車を譲渡する場合
オ．共済金額の増額や特約をセットするなど、ご契約条件の変更を希望する場合
カ．車両共済の適用がある場合で、自動車の改造、付属品の装着・取り外しなど

によりご契約のお車の価額が変わる場合
キ．ご契約者が自ら所有し、かつ使用されるお車の総契約台数が10台以上となる場合

【通知事項以外の変更を行う場合に、特にご注意いただきたい事項】

（1）記名被共済者の変更

記名被共済者を変更する場合は、変更後の記名被共済者の生年月日を確認させてい
ただきます。運転者年齢条件特約や運転者を限定する特約をセットされている場合
は、補償される運転者の範囲を変更する必要があるかご確認ください。
また、補償によっては、被共済者の範囲が変わる場合もありますので、あわせてご
確認ください。詳細は、「Ⅴ 運転者の範囲（P46）」をご参照ください。

（2）ご契約のお車を運転される方の範囲の変更

新たに運転者の範囲を限定する場合またはご契約時に限定した運転者の範囲を変更
する場合は、必ず運転者の年齢条件についてもご確認ください。
補償の対象となる運転者の範囲内であっても、年齢条件を満たさない方が運転中の
事故は、原則として補償されませんので、ご注意ください。詳細は、「Ⅴ 運転者の
範囲（P46）」をご参照ください。
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もしも、運転者範囲の変更のお申し出をお忘れの場合

運転免許資格取得に対する自動補償
（（1）運転者年齢条件特約　第３条　P169）

運転者年齢条件特約により当組合が共済金をお支払いできない事故が発生した場
合でも、次の①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、そ
の事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみ
なして補償します。
①　事故発生時において、ご契約のお車（注1）を運転されていた方が、ご契約の

お車を運転することができる運転免許（注2）を新たに取得した方（以下「新規
運転免許取得者」といいます。）であること。

②　事故発生日が、①の新規運転免許取得者の免許取得日（注3）の翌日から起算
して30 日以内の日であること。

③　①の新規運転免許取得者の免許取得日（注3）の翌日から起算して30 日以内
に、ご契約者が書面により当組合に対し運転者年齢条件の変更等の承認請求を
行い、当組合がこの承認請求を受領すること。（注4）

（注1） 「（32）他車運転特約」、「（33）他車運転特約（二輪・原付）に定める他の自動車を
含みます。

（注2）道路交通法（昭和35年法律第105号）第84条第１項に定める運転免許をいい、仮運
転免許を除きます。

（注3）新規運転免許取得者の運転免許証に記載されている免許取得日をいいます。
（注4）免許取得日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。

　　※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。

（3）ご契約のお車を譲渡される場合

共済期間の中途で、ご契約のお車を譲渡された場合においても、契約上の権利・
義務はお車の譲受人には移転しません。
共済契約上の権利・義務もあわせて譲受人へ譲渡される場合は、あらかじめ代理
所または当組合へご連絡のうえ、所定の手続きをおとりください。
手続きをおとりになるまでの間に生じた損害または傷害については、共済金をお
支払いできませんのでご注意ください。

（4）ご契約のお車の入替について

ご契約のお車を入れ替えされる場合は、あらかじめ代理所または当組合までご連絡
ください。
次の条件をすべて満たす場合に、ご契約のお車との入替が可能です。この場合、入
替後のお車をご契約のお車と同一であるとみなして等級および事故有係数適用期間
を継承します。
お手続きが行われるまでの間は、入替後のお車に事故が発生した場合であっても、
原則として共済金をお支払いできませんのでご注意ください。。

自動セット
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【お車の入替ができる条件】

条　　件

入替後のお車の
所有者

入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被共済
者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること

入替後の
お車

ご契約者が新たに取得したお車であること、または入替前のお車
が廃車・譲渡・返還された場合において入替後のお車の所有者が
すでに所有しているお車であること

入替後の
お車の

用途車種

ご契約のお車と同一の用途車種（「〈別表３〉被共済自動車の入替
ができる用途車種区分表」（Ｐ148）に定める用途車種を含みます。）
の自動車であること

※詳しくは、代理所または当組合におたずねください。

もしも、お車の入替のお申し出をお忘れの場合

（（60）被共済自動車の入替自動補償特約　P313）

共済契約締結日以後に新たに自動車を取得し、廃車、譲渡等されたご契約のお車と
入替をする場合で、所定の条件を満たすときは、新たに自動車を取得した日の翌日
から30日以内に入替の手続きを行うことにより、取得日から入替の承認までの期間
は新たに取得した自動車をご契約のお車と同様に補償します。（注１）
なお、取得日の翌日から31日目の日以後、満期日の翌日から30日目の日までの間に
入替の手続きを行う場合には、取得日から入替の承認までの期間において、ご契約
のお車に適用している対人賠償共済、対物賠償共済、対物超過修理費用特約、被害
者救済費用特約および心神喪失等による事故の被害者救済費用特約の共済金のみが

お支払いの対象となります。

（注１）補償内容は、入替前の自動車の契約条件により定まります。
　　　　たとえば、入替前の自動車のご契約に車両共済をセットしていない場合は、車両共

済の共済金をお支払いできませんのでご注意ください。
（注２）廃車・譲渡・返還されたご契約のお車について生じた損害または傷害については、

共済金をお支払いできません。
（注３）ご契約のお車の入替手続きにより追加共済掛金が発生する場合は、その追加共済掛

金をお払い込みいただく必要があります。
（注４）お車の入替につきましては、前記「(4)ご契約のお車の入替について」をご参照くだ

さい。

自動セット
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Ⅲ　ご契約の解約

ご契約を解約される場合は、代理所または当組合にご連絡いただき、書面でのお手
続きが必要です。
解約日はお申し出以後の日（注）となります。当組合の定める計算方法に従い算出
した共済掛金を返還または請求する場合があります。
計算方法は、共済期間、払込方法、その他特約のセット有無等によって異なります。

（注）ご契約のお車を廃車した場合なども、廃車した日ではなくお申し出日以降になります。

【解約返還共済掛金計算方法】

１．月割計算
　共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、既経過
期間（注1）に対応する「月割短期掛金率」（下表）を乗じて算出した共済掛金を
差し引いた額とします。
　なお、解約返還共済掛金（注2）に10円未満の端数が生じたときは、これを四
捨五入します。

（注1）既経過期間とは、共済期間の初日から解約日までのすでに経過した期間のことをいい
ます。

（注2）算出した額が「マイナス」となる場合は徴収します。

【月割短期掛金率】

既経過期間 月割短期掛金率 既経過期間 月割短期掛金率 既経過期間 月割短期掛金率
1か月まで 1/12 5か月まで 5/12 9か月まで 9/12
2か月まで 2/12 6か月まで 6/12 10か月まで 10/12
3か月まで 3/12 7か月まで 7/12 11か月まで 11/12
4か月まで 4/12 8か月まで 8/12 12か月まで 12/12

（注1） 既経過期間について、１か月に満たない日数がある場合は、これを１か月とします。
（注2） 月割短期掛金率に小数点以下第５位未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。

２．日割計算
　共済契約が解約された日の契約条件に基づく年間適用共済掛金から、未経過
期間（注1）に対し「日割」（注2）をもって算出した額とします。
　なお、解約返還共済掛金に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入
します。

（注1）未経過期間とは、解約日から共済期間の末日までの残りの期間のことをいいます。
（注2）平年、閏年の別を問わず、１年を365日とする日割計算とします。
（注3）日割計算に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入します。

契約
概要

注意喚
起情報
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【解約される際に、特にご注意いただきたい事項】

１．口座振替契約の場合
お払い込みいただくべき共済掛金の未払込分がある場合は、解約日以後に共済掛
金が引き落としされることがあります。一旦、口座振替を行い、当組合にて口座
振替を確認したのちに返還すべき共済掛金は返還させていただきます。
なお、この共済掛金が引き落としできない場合は、解約日または解約日より前の
日付に遡ってご契約を解除することがあります。
この場合、７等級以上の等級が次のご契約へ継承できなくなりますので、ご注意
ください。

２．ご家族で複数の自動車共済契約等を契約されている場合
解約されるご契約に次の補償・特約がセットされており、契約されている他の自
動車共済契約等にこの補償・特約をセットされていない場合は、補償が受けられ
なくなりますので、ご確認ください。

人身傷害車外事故特約、原付バイク特約、弁護士費用特約

３．満期日前に解約し、新たにご契約される場合
補償内容や共済掛金が変更になる場合や、新たなご契約の等級の進行が、解約し
ない場合と比べて不利になる場合があります。

　　　※詳しくは、代理所または当組合へおたずねください。
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Ⅳ　その他のご注意事項

❶ ご契約の中断制度
共済期間の末日または中途でご契約のお車を廃車された等の理由により、ご契約を
一時的に中断した場合は、中断証明書の発行をお申し出いただき、所定の条件を満
たすことにより、新たなご契約に中断制度をご利用いただけます。
中断後に新たにご契約いただく際に、中断前のご契約に適用されていた等級および
事故有係数適用期間を基に、所定の方法により決定した等級および事故有係数適用
期間を適用することができます。ただし、新たなご契約についても一定の条件があ
りますので、詳しくは代理所または当組合へおたずねください。

ご契約のお車を長期間手
放す等のため、一時的に
ご契約を中断する場合

【中断特則（国内）】

記名被共済者の海外渡
航により一時的にご契
約を中断する場合

【中断特則（海外）】

記名被共済者が妊娠さ
れ、一時的にご契約を
中断する場合

（妊娠による契約中断）

中
断
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
条
件

共
通
条
件

①　中断証明書の発行を中断日（ご契約の満期日または解約日）の翌日から原
則13 か月以内に代理所または当組合へお申し出いただくこと。

②　中断後の新契約の等級が７等級～ 20等級までの等級（注1）であること。
（注1） 「無事故係数」・「事故有係数」の別、「事故有係数適用期間」の年数（０または１～６の別）

は関係ありません。
（注2） ご契約が解除された場合は、中断証明書を発行することはできません。

各
中
断
別
の
条
件

ご契約のお車を廃車、譲
渡または車検満了日に継続
検査を受けず車検切れとな
り、しばらく自動車を使用
しないためご契約を解約ま
たは満期時に継続されない
こと。

記名被共済者が長期間
海外渡航され、ご契約
のお車をしばらく使用
しないため、ご契約を
解約または満期時に継
続されないこと。

記名被共済者が妊娠さ
れ、ご契約のお車（二
輪自動車または原動機
付自転車）をしばらく
使用しないため、ご契
約を解約または満期時
に継続されないこと。

中断制度
で等級を
継承でき
るご契約

中断日の翌日から10年以
内に締結されるご契約

出 国 日 が 中 断 日 の6か
月前の日以後の場合で、　
記名被共済者の出国日
の翌日から10 年以内、
かつ、帰国日の翌日か
ら１年以内に締結され
るご契約

中断日の翌日から10年
以内に締結されるご契
約

中断証明
書発行ご
請求時に
必要な書
類

廃車・譲渡および車検切れ
の事実が確認できる書類

（自動車検査証等の写）な
ど

旧契約の共済証書（写）
など

ご契約の解約日または
満期日までに妊娠され
た事実が確認できる母
子健康手帳の写など
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❷ 共済金お支払い後の共済金額

共済期間中、共済金のお支払いが何回あっても共済金額は減額されず、ご契約は満
期日まで有効です。

❸ ご契約者が死亡されたとき
ご契約者が死亡された場合は、共済契約上の権利・義務はご契約者の死亡時の法定
相続人に移転します。
ご契約者が死亡された場合は、ただちに代理所または当組合へご連絡ください。

ご注意
共済契約にノンフリート等級別割引・割増率制度が適用されている場合は、等級

（事故有係数適用期間を含みます。）が継承いただけない場合がありますので、ご
注意ください。

ご契約者死亡時における出資のお取り扱い
個人のご契約者（組合員）が死亡された場合は、出資者名を法定相続人の方へ変
更するなど所定の手続きを行う必要があります。
変更手続きについては、代理所または当組合へおたずねください。

注意喚
起情報

注意喚
起情報
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 その他　ご注意いただきたいこと

❶ 個人情報のお取り扱い
当組合は、本契約に関する個人情報を、共済契約引受・共済金支払の判断、本契約
の履行、付帯サービスの提供、他の共済商品・各種サービスの案内・提供、アンケー
トの実施等を行うために利用するほか、次の①～③まで、その他業務上必要とする
範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）につきましては、法令
により限定された目的以外の目的に利用しません。

①　当組合が、上記業務のために業務委託先（代理所を含みます。）、医療機関、
共済金の請求・支払に関する関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提
供を受けることがあります。

②　当組合が、保険・共済制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保
険協会、他の共済組合・保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれら
の者から提供を受けることがあります。

③　当組合が、再共済契約の締結や再共済金等の受領のために、全国自動車共済
協同組合連合会等に提供を行うこと（全国自動車共済協同組合連合会から他の
再保険会社等への提供を含みます。）があります。

❷ 共済掛金率の改定
自動車共済の収支状況により、共済掛金率の見直しを行う場合があります。共済期
間中に共済掛金率の改定や割引・割増率の新設・改定などを行った場合でも共済期
間の初日時点における共済掛金率を適用いたしますので、共済掛金は変更いたしま
せん。
また、これらの改定は予告なく実施することがありますので、あらかじめご了承く
ださい。

❸ 重大事由による共済契約の解除
（普通共済約款 ５ 基本条項第１３条（重大事由による解除）P126）

次の事由が生じた場合は、ご契約を解除することがあります。また、この場合、共
済金をお支払いできないことがあります。

①　ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が当組合に共済金を支払
わせることを目的として損害または事故を生じさせたことまたは生じさせよう
とした場合。

②　共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為が
あった場合または詐欺行為を行おうとした場合。

③　ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他
の反社会的勢力に該当すると認められた場合。

注意喚
起情報

注意喚
起情報

注意喚
起情報
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④　上記①～③のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、
共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせた場合。

❹ 信用リスクについて

①　東北自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同
組合連合会」と再共済契約を結ぶことにより、リスクの分散体制をとっています。　　　　

（https://www.zenjikyo.or.jp 全国自動車共済協同組合連合会ホームページ）

②　東北自動車共済協同組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできな
かったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する
場合があります。

（自動車共済規程　事業方法書第23条（共済金の削減または共済掛金の追徴））

注意喚
起情報

ご契約の変更やお車の入替などの場合には……

連絡先：ご契約の代理所または下記までご連絡ください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  パ　パ        ム ジ コ

0120-88-6250
受付時間：365日24時間
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契約概要のご説明
ご契約に際し、特にご確認いただきたい事項を「契約概要」
に記載しております。
ご契約される前に必ずこの「契約概要のご説明」をお読み
いただき、お申込みくださるようお願いいたします。
詳しくは、自動車共済約款をご参照ください。また、
お分かりになりにくい点がございましたら、お気軽に
共済代理所または当組合におたずねください。

事故が起こった場合の手続き
事故が起こった場合の手続きやご注意いただきたい事項を記載し

ています。
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Ⅰ　万一、事故にあわれたら

（1）負傷者の救護

事故が発生した場合は、まず負傷者の救護措置を行ってください。
１．被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置など状況に合わせて行ってく

ださい。
２．他の自動車の妨げにならないよう路上の危険防止を行い、損害の発生と拡大の防

止に努めてください。

（2）警察へのご連絡

事故が発生した際には、必ずもよりの警察へ連絡し事故の届出をしてください。
１．自動車事故による共済金請求にあたっては、当組合に提出できない相当な理由が

ある場合を除いて、原則として自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明
書」が必要となります。

２．交通事故証明書は事故発生時に警察への届出がありませんと発行されませんので、
事故が起こった場合には必ず警察へ事故の届出を行ってください。

３．人身事故の場合には、必ず「人身事故扱いの交通事故証明書」が必要となります
ので、警察への届出の際に必ず人身事故である旨お申し出ください。

（3）事故状況と相手の方の連絡先確認

事故の状況と相手の方の連絡先を正確にご確認ください。
なお、目撃者がいる場合は、その方の連絡先もあわせてご確認ください。

ご注意
【その場では示談をしないでください。】

相手方から損害賠償請求を受け、請求の全部または一部を承認する場合は、必
ず事前に当組合にご相談ください。当組合の承認を得ないで、補償を受けられ
る方ご自身が相手方と示談をされた場合は、共済金の一部または全部をお支払
いできないことがあります。

（4）当組合へご連絡

ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方は、事故発生後ただちに、お電
話等で、代理所または当組合に対し事故が発生したことをお知らせください。

（１） ご契約者名・運転者名
（２） ご契約の証書番号
（３） 事故車の登録番号
（４） 事故が発生した日時

注意喚
起情報
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（５） 事故が発生した場所
（６） 事故の状況
（７） 損害の程度
（８） 相手方の住所・氏名・連絡先
（９） 目撃者の住所・氏名・連絡先
（10） 届出の警察署名・担当警察官の氏名
（11） けがの程度・病院名
（12） 車の損傷箇所・損傷程度、修理工場
（13） 損害賠償の請求を受けた場合はその内容

お願い
ご契約の共済契約のほかに共済契約または保険契約がある場合は、ご契約の有
無およびその内容についても当組合にご連絡ください。

※他の共済契約等からすでに共済金等の支払いを受けた場合は、その事実を含みます。

万一の事故の場合には……

連絡先：事故受付専用フリーダイヤル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24時間        ム ジ コ

0120-24-6250
受付時間：365日24時間　いつでも、全国どこからでも通話料無料でご利用いただけます。
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Ⅱ　必ず、当組合にご相談いただきたいこと

下記の場合には、事前に必ず当組合へご相談ください。

（1）事故にあったお車を修理されるとき

修理に着手される前に、必ず当組合の承認を得てください。
なお、部品（バンパー等）の損傷等で補修が可能な場合は、原則として補修してい
ただきます。（樹脂製バンパーは軽度の損傷であれば、補修してお使いいただくこ
とができます。） 
当組合が承認する前に修理に着手された場合、また、補修可能な場合に部品交換に
よる修理をされたときは、共済金の一部または全額をお支払いできないことがあり
ます。

（2）被害者と示談される場合

被害者から損害賠償の請求を受けられた場合は、示談をする前に必ず当組合にご相
談ください。当組合の承認を得る前に被害者と示談をされた場合は、共済金の一部
または全額をお支払いできないことがあります。
事故を起こされた方および被害者の方の同意がある場合は、当組合が相手方との示
談交渉をお引き受けします。この場合は、事故を起こされた方に当組合担当者と同
行・同席をお願いすることがあります。

（3）損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、提起された場合

必ず、当組合に遅滞なくご連絡のうえ、ご相談ください。ご連絡がない場合は、
共済金の一部または全額をお支払いできないことがあります。
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Ⅲ　事故解決にむけて

対人賠償事故・対物賠償事故の場合で、被共済者のお申し出があり、かつ、被害者の同
意が得られたときは、当組合は原則として被共済者のために示談交渉をお引き受けいた
します。この場合は、当組合の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。

ご注意
次の場合は、当組合は被害者との示談交渉を行う
ことができませんので、ご注意ください。なお、
その場合でも、被害者との示談交渉等の円満な解
決に向けたご相談に応じます。

【主なもの】
１．共済金をお支払いすることができない事故（対人・対物）
２．損害賠償額が明らかに自賠責共済等の支払金額内でおさまる場合（対人）
３．損害賠償額が明らかに対物賠償共済の免責金額内でおさまる事故（対物）
４．損害賠償額が明らかに共済金額を超える場合（対人・対物）
５．ご契約のお車に自賠責共済等のご契約がない場合（対人）
６．正当な理由がなく被共済者が当組合の求めに対しご協力いただけない場合　
　　（対人・対物）
７．被害者が当組合と直接、折衝することに同意されない場合（対人・対物）

　　※詳しくは、当組合へおたずねください。

事故の損害を加害者と被害者が公平に分担するため
に、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の
程度に応じて、加害者の損害賠償額を減額します。
これを「過失相殺」といいます。
※過失割合の詳細については、当組合までおたずねください。

【迅速な事故解決に向けてのお願い】
１．対人賠償事故または対物賠償事故が発生した場合は、被害者に対するお見

舞い、お詫び、死亡事故の場合には葬儀参列等、できる限り被害者に対して
誠意を尽くすことが円満な解決に向けて何よりも必要です。

２．損害状況や事故状況の確認についてご協力をお願いいたします。

（1）当組合による事故解決

（2）過失割合について

過失

事故
過失
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Ⅳ　共済金のご請求にあたって

（1）共済金の請求権と時効

当組合に対する共済金の請求権は、共済金請求権の発生時の翌日から起算して３年
を経過しますと、時効によって消滅します。 
また、事故被害者など損害賠償請求権者が当組合に対し有する損害賠償額の請求権
も、一定期間を経過しますと時効となりますのでご注意ください。
※詳しくは、当組合へおたずねください。

種目 被共済者の状態 共済金 共済金請求権が発生する時

対
物
賠
償
共
済

対
人
賠
償
共
済

●対人賠償共済金
●対物賠償共済金

被共済者が損害賠償請求権者に対し
て負担する法律上の損害賠償責任の
額について、被共済者と損害賠償請
求権者との間で、判決が確定した時
または裁判上の和解、調停もしくは
書面による合意が成立した時

人
身
傷
害
共
済

被共済者が死亡さ
れた場合 ●人身傷害共済金 被共済者が死亡された時

被共済者に後遺障
害が生じた場合 ●人身傷害共済金 被共済者に後遺障害が生じた時

被共済者が負傷さ
れた場合 ●人身傷害共済金 被共済者が治療を要しなくなった時

搭
乗
者
傷
害
共
済

被共済者が死亡さ
れた場合 ●死亡共済金 被共済者が死亡された時

被共済者に後遺障
害が生じた場合

●後遺障害共済金
●重度後遺障害特

別共済金
●重度後遺障害介

護費用共済金

被共済者に後遺障害が生じた時ま
たは事故発生日からその日を含め
て180日を経過した時のいずれか
早い時

被共済者が負傷さ
れた場合

●医療共済金
＜一時金払＞

被共済者が治療を要しなくなった
時、事故の発生の日からその日を
含めて180日以内の治療日数が５
日となった時、または事故の発生
の日からその日を含めて180日を
経過した時のいずれか早い時

共
済

車
両 ●車両共済金 ご契約のお車に損害が生じた時
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（2）共済金のご請求時にご提出いただく書類等

自動車事故による共済金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センター
の発行する交通事故証明書（人身事故の場合は、人身事故扱いの交通事故証明書）
が必要となります。この交通事故証明書は事故発生時に警察への届出がないと発行
されませんので、事故が起こった場合は速やかに事故の届出を行ってください。
なお、警察への届出がお済みの場合は、共済金の請求時に必要となる交通事故証明
書は当組合にて取り付けします。
また、共済金をご請求いただく場合は、交通事故証明書および共済金請求書に加え
普通共済約款に定める書類のほか、次の書類をご提出いただくなど、所定のお手続
きが必要となります。

必要となる書類 必要書類の例

①　被共済者または共済の対象であることが確
認できる書類

戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、
住民票　　　 　　　　 　など

②　事故日時・事故原因および事故状況等が確
認できる書類 事故状況説明書　　　　　など

③　共済の対象の価額、共済契約者または被共済
者が被った損害の範囲や額および当組合が支払
うべき共済金の額を算出するために必要な書類

他の共済契約等の共済金支払
内容を記載した支払内訳書                   

など

④　傷害の程度を証明する書類 レントゲン写真・ＭＲＩ画像、
診断書　                       など

⑤　公の機関や関係先などへの調査のために必
要な書類

個人情報の取扱いに関する同
意書、医療機関用同意書

　など

⑥　共済契約者または被共済者が負担した費用
が確認できる書類

各種費用特約の費用負担を立
証する書類　　　　        など

※詳しくは、当組合へおたずねください。

（3）共済金のお支払時期

当組合は、共済金請求権者からの共済金請求が完了した日（請求完了日）から、30
日以内に共済金支払に必要な調査を終えて、共済金をお支払いします。
ただし、共済金をお支払いするために、詳しい事故の原因、発生状況、事故と損害・
傷害との関係、損害・傷害の状況、共済契約の有効性等の確認のため、特別な調査
や照会が不可欠と判断される場合には、確認に必要な事項およびその確認を終える
時期を通知し、お支払いまでの期間を延長する場合があります。

（4）賠償責任共済の被害者に対する先取特権

対人賠償共済・対物賠償共済において、所定の要件を満たす場合は、被害者（損害
賠償請求権者）には、他の債権者に優先して、当組合に対して損害賠償額を請求す
ることができる権利（先取特権）があります。
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（5）共済金の代理請求人制度

重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被共済者または損害賠償請求権
者に共済金または損害賠償額を請求できない事情がある場合は、これらの方の親
族のうち一定の条件を満たす方（注）が代理人として、共済金または損害賠償額
を請求できることがあります。詳しくは、当組合におたずねください。

（注）補償を受けられる方の配偶者、配偶者がいらっしゃらない場合は３親等内の親族にな
ります。ただし、同居または生計を共にしている場合に限ります。内縁の相手方および
同性パートナーは含みません。
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Ⅴ　お客さまからの苦情等・ご相談窓口

当組合では、お客さまが安心して自動車共済をご利用いただき、より満足いただけ
るサービスをご提供するため、ご相談および苦情等の受付窓口を開設していますの
で、お気軽にお申し出ください。
（注）　「相談・苦情等」とは、相談・苦情・紛争のいずれかに該当するものおよびそれらに準

ずるものをいいます。

１． お客さまからの相談・苦情等については、本部・支部・支所・サービスセンター
で受け付けます。

２．相談・苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受け付け、お客さまから
のお申し出内容・事情等を充分お聞きすること等により、当該相談・苦情等にか
かる事情・事実関係を調査します。

３．相談・苦情等については、公正、迅速、誠実に対応するとともに、その対応に
ついて、必要に応じて組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。

４．受け付けた相談・苦情等については、解決がはかられたものを含め事案の管理・
整理を行い、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

　《相談・苦情等受付・対応体制》〈令和６年10月1日現在〉
　当組合は、下記のような態勢でお客さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済制度
や各種サービスの開発・改善に努めています。

相談や苦情の場合には……

連絡先：「お客様相談コーナー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ナ  ヤ   ミ         プ ロ イチバン

0120-78-3261
受付時間：午前9時～午後5時（土日・祝日および12月29日～1月3日を除く）
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Ⅵ　中立の第三者機関による示談斡旋制度

お客さま相談室を通じ、お客さまからのご相談・苦情等については当組合が対応い
たしますが、お客さまに納得のいくような解決ができず、お客さまから外部の中立
的な第三者の紛争解決機関を利用して解決を図りたいと、当組合にお申し出いただ
いた場合は、苦情等のお申出内容により、以下の紛争処理機関をご紹介させていた
だくとともに、その標準的な手続きの概要等について情報を提供いたします。

１．一般社団法人　日本共済協会　共済相談所

日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業
務を行います。
ただし、自動車事故の賠償に関わる苦情等については受け付けておりません。

一般社団法人　日本共済協会
（ホームページ）https://www.jcia.or.jp/
（電話番号）  03 － 5368 － 5757
（受付時間）午前９時～午後５時
（土日・祝日および年末年始休業）

※日本共済協会に関する詳細は、同協会のホームページでご確認ください。

２．一般財団法人  自賠責保険・共済紛争処理機構

共済金のお支払いに関して万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中
立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理
大臣の監督を受ける「自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。
この機関は、自賠責共済の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対し
て調停を行います。

一般財団法人  自賠責保険・共済紛争処理機構
（ホームページ）https://www.jibai-adr.or.jp/
（電話番号）0120 － 159 － 700 
（受付時間）午前９時～ 12時・午後１時～５時
（土日・祝日および年末年始休業）

※自賠責保険・共済紛争処理機構に関する詳細は、同機構のホームページでご確認くだ
さい。
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３．公益財団法人  日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、
専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っております。

公益財団法人　日弁連交通事故相談センター
（ホームページ）https://n-tacc.or.jp/
（電話番号）0120－078325 
（受付時間）午前10時～午後７時
（土日・祝日および年末年始休業）

※もよりの日弁連交通事故相談センターの相談所の所在については、同センターのホー
ムページでご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。

４．公益財団法人　交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、
被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を行っております。

公益財団法人　交通事故紛争処理センター
（ホームページ）https://www.jcstad.or.jp/
（電話番号）03－3346－1756
（受付時間）午前９時～ 12時・午後１時～５時
（土日・祝日および年末年始休業）

※もよりの交通事故紛争処理センターの所在については、同センターのホームページで
ご確認いただくか、同センター本部までご照会ください。
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自動車共済
普通共済約款

ご契約内容を定めた普通共済約款・特約条項を掲載
しております。
ご一読いただき 、ご契約内容をご確認くださいます
ようお願いいたします。
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－ 1 －

自動車共済普通共済約款

１　賠償責任条項　　２　人身傷害条項　　３　搭乗者傷害条項
４　車両条項　　５　基本条項

■　普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義

　普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定

義がある場合は、その定義によります。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

医 学 的 他 覚 所 見
　理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

医 師 　被共済者以外の医師をいいます。

運 行 不 能

　正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することに
つき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注）のみに起因するも
のを除きます。
（注）特定の者への伝達を含みます。

回 収 金
　第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをい
います。

危 険 物

　次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。
①　道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条（用

語の定義）に定める高圧ガス、火薬類または危険物
②　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通

省告示第619号）第２条（定義）に定める可燃物
③　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条（定義）に

定める毒物または劇物

軌 道 上 を 走 行 す
る 陸 上 の 乗 用 具

　汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、い
す付リフト、ガイドウェイバス(注）をいいます。ただし、ジェットコース
ター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用される
もの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含み
ません。
（注）専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用

軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸
上の乗用具として取り扱います。

記 名 被 共 済 者 　共済証書記載の被共済者をいいます。

共 済 期 間 　共済証書記載の共済期間をいいます。

後 遺 障 害

　治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注）に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のい
ずれかに該当するものに限ります。

①　別表１に掲げる後遺障害
②　別表１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障

害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの
（注）被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに

足りる医学的他覚所見のないものを含みません。



93

ී
௨
ڞ
ࡁ
約


－ 1 －

自動車共済普通共済約款

１　賠償責任条項　　２　人身傷害条項　　３　搭乗者傷害条項
４　車両条項　　５　基本条項

■　普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義

　普通共済約款および特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定

義がある場合は、その定義によります。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

医 学 的 他 覚 所 見
　理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

医 師 　被共済者以外の医師をいいます。

運 行 不 能

　正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することに
つき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注）のみに起因するも
のを除きます。
（注）特定の者への伝達を含みます。

回 収 金
　第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをい
います。

危 険 物

　次の①から③までのいずれかに該当する物をいいます。
①　道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条（用

語の定義）に定める高圧ガス、火薬類または危険物
②　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通

省告示第619号）第２条（定義）に定める可燃物
③　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条（定義）に

定める毒物または劇物

軌 道 上 を 走 行 す
る 陸 上 の 乗 用 具

　汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、い
す付リフト、ガイドウェイバス(注）をいいます。ただし、ジェットコース
ター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用される
もの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含み
ません。
（注）専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用

軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸
上の乗用具として取り扱います。

記 名 被 共 済 者 　共済証書記載の被共済者をいいます。

共 済 期 間 　共済証書記載の共済期間をいいます。

後 遺 障 害

　治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害(注）に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、次の①または②のい
ずれかに該当するものに限ります。

①　別表１に掲げる後遺障害
②　別表１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、身体の障

害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認められるもの
（注）被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに

足りる医学的他覚所見のないものを含みません。

－ 2 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

航 空 機

　飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機（モーター

ハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）、ジャイロ

プレーンをいいます。

故 障 損 害
　偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害または機械的損害をい

います。

自 家 用 ８ 車 種

　用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用

車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車（最大

積載量0.5トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量0.5トン超２トン以

下）または特種用途自動車（キャンピング車）のいずれかである自動車

をいいます。

自 動 車
　道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条（定義）第２項に定

める自動車および同条第３項に定める原動機付自転車をいいます。

自 動 車 取 扱 業 者

　自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、

運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの

者の使用人およびこれらの者が法人である場合はその役員を含みます。

指 定 金 融 機 関
　当組合が共済掛金の口座振替の取扱いを指定している金融機関等をい

います。

自 賠 責 共 済 等
　自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）に基づく責任共済また

は責任保険をいいます。

所 有 権 留 保 条
項 付 売 買 契 約

　自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動

車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動

車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の

売買契約をいいます。

親 族 　６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。

正 規 の 乗 車 装 置

　乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車

を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令

第67号）に定める乗車装置をいいます。

走 行 不 能
　自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をい

います。

創 傷 感 染 症 　丹
たんどく

毒、淋
り ん ぱ

巴腺
せんえん

炎、敗
はいけつしょう

血症、破
はしょうふう

傷風等をいいます。

治 療 　医師による治療をいいます。

治 療 日 数

　入院した日数または通院した日数(注１）をいいます。ただし、臓器の移

植に関する法律（平成９年法律第104号）第６条（臓器の摘出）の規定

によって、同条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判

定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同

法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付とし

てされたものとみなされる処置(注２）であるときは、その処置日数を含み

ます。



94

ී
௨
ڞ
ࡁ
約


－ 3 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

治 療 日 数

ʢ注１）通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表５に掲
げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシー
ネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装
着日数について、通院したものとみなします。

ʢ注２）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適
用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含
みます。

通 院
　治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診
により、治療を受けることをいいます。

月 割 短 期 掛 金 率
　普通共済約款別表４「月割短期掛金率表」に定める月割短期掛金率を
いいます。

入 院
　治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい
ます。

配 偶 者

　婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注１）および同性パートナー(注２）を
含みます。ただし、 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意
思（同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する
意思）をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限
り、配偶者に含みます。
ʢ注１）婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められない

ものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいいます。
ʢ注２）戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められな

いものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある
者をいいます。

被 共 済 自 動 車 　共済証書記載の自動車をいいます。

被 共 済 自 動 車 の 価 額

　被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注）

で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ʢ注）被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車であ

る場合は、初度検査年月をいいます。

被共済自動車の所有者

　次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている

場合は、その買主
②　被共済自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されて

いる場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者

被 共 済 者 　共済の補償を受けることができる者をいいます。

普 通 共 済 約 款 　この自動車共済普通共済約款をいいます。

暴 動
　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に
おいて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を
いいます。

未 婚 　これまでに婚姻歴がないことをいいます。
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－ 3 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

治 療 日 数

ʢ注１）通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表５に掲
げる部位を固定するために医師の指示によりギプス、ギプスシー
ネ、ギプスシャーレまたはシーネを常時装着したときは、その装
着日数について、通院したものとみなします。

ʢ注２）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適
用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含
みます。

通 院
　治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診
により、治療を受けることをいいます。

月 割 短 期 掛 金 率
　普通共済約款別表４「月割短期掛金率表」に定める月割短期掛金率を
いいます。

入 院
　治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい
ます。

配 偶 者

　婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注１）および同性パートナー(注２）を
含みます。ただし、 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意
思（同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する
意思）をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限
り、配偶者に含みます。
ʢ注１）婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められない

ものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいいます。
ʢ注２）戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められな

いものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある
者をいいます。

被 共 済 自 動 車 　共済証書記載の自動車をいいます。

被 共 済 自 動 車 の 価 額

　被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注）

で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ʢ注）被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車であ

る場合は、初度検査年月をいいます。

被共済自動車の所有者

　次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている

場合は、その買主
②　被共済自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されて

いる場合は、その借主
③　①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者

被 共 済 者 　共済の補償を受けることができる者をいいます。

普 通 共 済 約 款 　この自動車共済普通共済約款をいいます。

暴 動
　群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に
おいて著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を
いいます。

未 婚 　これまでに婚姻歴がないことをいいます。

－ 4 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

໔  金 額
。にあたって損害の額からࠩしҾく金額をいいますࢉܭ共済金のࢧ　
໔金額は、被共済者のࣗݾ負担となります。

 һ 　理ࣄ、取締または法ਓのۀをࣥ行するその他の機ؔをいいます。

用 途 車 छ

　用途とは、ࣗՈ用またはӦۀ用（ۀࣄ用）のࣗ動車の使用ܗ態の۠
をいい、車छとは、普通乗用車、খܕ乗用車、খܕ՟物車等のࣗ動車の
छ類の۠をいいます。なお、用途車छの۠は、ొ൪号ඪ、車両൪
号ඪまたはඪࣝ൪号ඪ上の類൪号、৭等に基ͮき定めた、ࣗՈ用普通
乗用車、ࣗՈ用খܕ乗用車、ࣗՈ用ܰྠ࢛乗用車、ೋྠࣗ動車、ݪ動機
付ࣗస車等の۠をいいます。

レ ン タ カ ー
　道路運送法（昭和26年法律第1�3号）第�0条（༗ঈିし）第１項に
基ͮきۀとして༗ঈでିしすことのڐ可をडけたࣗՈ用ࣗ動車をいい
ます。

࿑ ಇ 者 ࡂ 害 ิ ঈ ੍ 度

　次の①からᶇまでのいずれかの法律に基ͮくࡂ害ิঈ੍度または法令
によって定められたۀ上のࡂ害をิঈする他のࡂ害ิঈ੍度をいいま
す。

①　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ保険法（昭和 22 年法律第 50 号）
②　国Ոެһࡂ害ิঈ法（昭和 26 年法律第 191 号）
害ิঈにؔする法律（昭和ࡂのࡋ　③ 35 年法律第 100 号）
ᶆ　地ํެһࡂ害ิঈ法（昭和 42 年法律第 121 号）
ᶇ　ެཱ学ߍの学ߍ医、学ࣃߍՊ医及び学ߍ薬ࡎ師のެࡂ害ิঈに

ؔする法律（昭和 32 年法律第 143 号）
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１ɽ賠償責任条項

■　用語の定義

　　このഛ償条項において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

自 ഛ  共 済 等 に よ っ
て ࢧ  わ れ る 金 額

　被共済自動車に自ഛ共済等の契約がక݁されていない場合は、自ഛ
共済等によってࢧわれる金額に相当する金額をいいます。

ର ਓ 事 ނ
　被共済自動車の所有、用または管理にىҼしてଞਓの生໋または
ମを害することをいいます。

ର 物 事 ނ
　被共済自動車の所有、用または管理にىҼしてଞਓのࡒ物を໓ࣦ、
ഁ損もしくはԚ損すること、またはيಓ上を行する上の乗用۩をӡ
行ෆにすることをいいます。

ୈ１条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵର人賠償）

ᾇ　当合は、ରਓ事ނにより、被共済者が法律上の損害ഛ償をෛ୲することによって被る損害にର

して、このഛ償条項およびجຊ条項にैい、共済金をࢧいます。

ᾈ　当合は、１ճのରਓ事ނによるᾇの損害の額が自ഛ共済等によってࢧわれる金額をաする場

合に限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵର賠償）

　当合は、ର物事ނにより、被共済者が法律上の損害ഛ償をෛ୲することによって被る損害にର

して、このഛ償条項およびجຊ条項にैい、共済金をࢧいます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　ର人ɾର賠償共通）

ᾇ　当合は、次の①からᶋまでのいずれかに該当する事༝によって生じた損害にରしては、共済金をࢧ

いまͤん。

①　共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނ意

②　記名被共済者以外の被共済者のނ意

③　ઓ૪、外国のྗ行、ֵ໋、権ୣऔ、内ཚ、装ཚそのଞこれらにྨࣅの事มまたは暴動

ᶆ　地もしくはՐまたはこれらによる

ᶇ　෩、ߑਫまたはߴை

ᶈ　֩೩ྉ物質(注２）もしくは֩೩ྉ物質(注２）によってԚછされた物(注̏）の์ࣹ性、രൃ性そのଞ有害な

ಛ性の࡞用またはこれらのಛ性にىҼする事ނ

ᶉ　ᶈにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹԚછ

ᶊ　③からᶉまでのいずれかの事༝にਵして生じた事ނまたはこれらに͏டংのࠞཚにͮجいて生

じた事ނ

ᶋ　被共済自動車をٕڝもしくはٕۂ(注̐）のために用すること、または被共済自動車をٕڝもしくは

。用(注̑）することを行͏ことをతとする場所においてٕۂ
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１ɽ賠償責任条項

■　用語の定義

　　このഛ償条項において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

自 ഛ  共 済 等 に よ っ
て ࢧ  わ れ る 金 額

　被共済自動車に自ഛ共済等の契約がక݁されていない場合は、自ഛ
共済等によってࢧわれる金額に相当する金額をいいます。

ର ਓ 事 ނ
　被共済自動車の所有、用または管理にىҼしてଞਓの生໋または
ମを害することをいいます。

ର 物 事 ނ
　被共済自動車の所有、用または管理にىҼしてଞਓのࡒ物を໓ࣦ、
ഁ損もしくはԚ損すること、またはيಓ上を行する上の乗用۩をӡ
行ෆにすることをいいます。

ୈ１条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵର人賠償）

ᾇ　当合は、ରਓ事ނにより、被共済者が法律上の損害ഛ償をෛ୲することによって被る損害にର

して、このഛ償条項およびجຊ条項にैい、共済金をࢧいます。

ᾈ　当合は、１ճのରਓ事ނによるᾇの損害の額が自ഛ共済等によってࢧわれる金額をաする場

合に限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵର賠償）

　当合は、ର物事ނにより、被共済者が法律上の損害ഛ償をෛ୲することによって被る損害にର

して、このഛ償条項およびجຊ条項にैい、共済金をࢧいます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　ର人ɾର賠償共通）

ᾇ　当合は、次の①からᶋまでのいずれかに該当する事༝によって生じた損害にରしては、共済金をࢧ

いまͤん。

①　共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނ意

②　記名被共済者以外の被共済者のނ意

③　ઓ૪、外国のྗ行、ֵ໋、権ୣऔ、内ཚ、装ཚそのଞこれらにྨࣅの事มまたは暴動

ᶆ　地もしくはՐまたはこれらによる

ᶇ　෩、ߑਫまたはߴை

ᶈ　֩೩ྉ物質(注２）もしくは֩೩ྉ物質(注２）によってԚછされた物(注̏）の์ࣹ性、രൃ性そのଞ有害な

ಛ性の࡞用またはこれらのಛ性にىҼする事ނ

ᶉ　ᶈにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹԚછ

ᶊ　③からᶉまでのいずれかの事༝にਵして生じた事ނまたはこれらに͏டংのࠞཚにͮجいて生

じた事ނ

ᶋ　被共済自動車をٕڝもしくはٕۂ(注̐）のために用すること、または被共済自動車をٕڝもしくは

。用(注̑）することを行͏ことをతとする場所においてٕۂ

－ 6 －

⑵　当組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって

加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。

（注１）共済契約者または記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。

（注２）使用済燃料を含みます。

（注３）原子核分裂生成物を含みます。

（注４）競技または曲技のための練習を含みます。

（注５）救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　ର人賠償）

⑴　当組合は、対人事故により次の①から⑤までのいずれかに該当する者の生命または身体が害された場

合は、それによって被共済者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。

①　記名被共済者

②　被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子

③　被共済者の父母、配偶者または子

④　被共済者の業務(注）に従事中の使用人

⑤　被共済者の使用者の業務(注）に従事中の他の使用人。ただし、被共済者が被共済自動車をその使用

者の業務(注）に使用している場合に限ります。

⑵　⑴の⑤の規定にかかわらず、当組合は、被共済自動車の所有者および記名被共済者が個人である場合

は、記名被共済者がその使用者の業務(注）に被共済自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注）

に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被共済者が法律上の損害賠償責任を

負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払います。

（注）家事を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３　ର賠償）

　　当組合は、対物事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する

財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、

使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済

者が被る損害に対しては、共済金を支払いません。

①　記名被共済者

②　被共済自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子

③　被共済者またはその父母、配偶者もしくは子

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғʵର人ɾର賠償共通）

　　この賠償責任条項における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　被共済自動車を使用または管理中の次のアからウまでのいずれかに該当する者

ア．記名被共済者の配偶者
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イ．記名被共済者またはその配偶者の同居の親族

ウ．記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子

③　記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務

として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。

④　①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該

当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監

督する者(注１）。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。

⑤　記名被共済者の使用者(注２）。ただし、記名被共済者が被共済自動車をその使用者(注２）の業務に使用

している場合に限ります。

（注１）その責任無能力者の親族に限ります。

（注２）請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位

にある者を含みます。

ୈ̓条（ݸผద用）

⑴　この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。

⑵　⑴の規定によって、第14条（支払共済金の計算－対人賠償）⑴および第15条（支払共済金の計算－

対物賠償）⑴に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。

ୈ̔条（߹によるԉॿʵର人ɾର賠償共通）

　　被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当組合は、被共済者

の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限

度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行

います。

ୈ̕条（߹によるղܾʵର人賠償）

⑴　被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について

合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を

受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、

被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注）を行います。

⑵　⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。

⑶　当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。

①　被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が対人賠償の共済金額お

よび自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合

②　損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合

③　被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合

④　正当な理由がなく被共済者が⑵に規定する協力を拒んだ場合

（注）弁護士の選任を含みます。
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イ．記名被共済者またはその配偶者の同居の親族

ウ．記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子

③　記名被共済者の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務

として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。

④　①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、①から③までのいずれにも該

当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監

督する者(注１）。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。

⑤　記名被共済者の使用者(注２）。ただし、記名被共済者が被共済自動車をその使用者(注２）の業務に使用

している場合に限ります。

（注１）その責任無能力者の親族に限ります。

（注２）請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被共済者の使用者に準ずる地位

にある者を含みます。

ୈ̓条（ݸผద用）

⑴　この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。

⑵　⑴の規定によって、第14条（支払共済金の計算－対人賠償）⑴および第15条（支払共済金の計算－

対物賠償）⑴に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。

ୈ̔条（߹によるԉॿʵର人ɾର賠償共通）

　　被共済者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当組合は、被共済者

の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限

度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行

います。

ୈ̕条（߹によるղܾʵର人賠償）

⑴　被共済者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当組合と解決条件について

合意している場合または当組合が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を

受けた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当組合の費用により、

被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注）を行います。

⑵　⑴の場合は、被共済者は当組合の求めに応じ、その遂行について当組合に協力しなければなりません。

⑶　当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定を適用しません。

①　被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が対人賠償の共済金額お

よび自賠責共済等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合

②　損害賠償請求権者が当組合と直接、折衝することに同意しない場合

③　被共済自動車に自賠責共済等の契約が締結されていない場合

④　正当な理由がなく被共済者が⑵に規定する協力を拒んだ場合

（注）弁護士の選任を含みます。

－ � －

第10条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）

⑴　対人事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責任がൃ生した場合は、損害賠償ݖٻ者は、

当組合が被共済者に対して支払責任を負͏限において、当組合に対してᾉに定める損害賠償ֹの支払

をٻすることができます。

⑵　当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償ݖٻ者に対してᾉに定める損

害賠償ֹを支払います。ただし、当組合がこの賠償責任条項およびجຊ条項に従い被共済者に対して支

払͏き共済金のֹ(注）を限とします。

①　被共済者が損害賠償ݖٻ者に対して負担する法律上の損害賠償責任のֹにͭいて、被共済者と損

害賠償ݖٻ者との間で、ܾが֬定した場合またはࡋ上のղもしくはௐఀが成ཱした場合

②　被共済者が損害賠償ݖٻ者に対して負担する法律上の損害賠償責任のֹにͭいて、被共済者と損

害賠償ݖٻ者との間で、ॻ໘による合ҙが成ཱした場合

③　損害賠償ݖٻ者が被共済者に対する損害賠償ݖٻを行使しͳいことを被共済者に対してॻ໘で

ঝした場合

④　ᾉに定める損害賠償ֹが対人賠償の共済金ֹ(注）を͑ることが໌らかにͳった場合

⑤　法律上の損害賠償責任を負担すきすての被共済者にͭいて、次のアまたはΠのいずれかに該当

する事༝があった場合

ア．被共済者またはその法定૬ଓ人の破࢈または生ࢮ不໌

Π．被共済者がࢮし、かͭ、その法定૬ଓ人がいͳいこと。

ᾉ　લ条およびこの条の損害賠償ֹとは、次のࣜࢉによりࢉग़したֹをいいます。

損害賠償ֹ ʹ
被共済者が損害賠償ٻ
者に対して負担する法ݖ
律上の損害賠償責任のֹ

－
自賠責共済等に
よって支払われ
る金ֹ

－
被共済者が損害賠償
に支ط者に対してݖٻ
払った損害賠償金のֹ

ᾊ　損害賠償ݖٻ者の損害賠償ֹのٻが被共済者の共済金のٻと競合した場合は、当組合は、損害

賠償ݖٻ者に対して༏ઌして損害賠償ֹを支払います。

ᾋ　⑵の規定にͮجき当組合が損害賠償ݖٻ者に対して損害賠償ֹの支払を行った場合は、その金ֹの

限において当組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみͳし

ます。

（注）同Ұ事故にͭきطに当組合が支払った共済金または損害賠償ֹがある場合は、そのશֹをࠩし

Ҿいたֹとします。

第11条（当組合による解決－対物賠償）

⑴　被共済者が対物事故にかかわる損害賠償のٻをडけ、かͭ、被共済者が当組合とղܾ条݅にͭいて

合ҙしている場合または当組合が損害賠償ݖٻ者から次条の規定にͮجく損害賠償ֹの支払のٻを

डけた場合は、当組合は、当組合が被共済者に対して支払責任を負͏限において、当組合のඅ用によ

り、被共済者の同ҙをಘて、被共済者のために、ંি、ࣔஊまたはௐఀもしくはૌুのखଓき(注１）を行

います。
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ᾈ　ᾇのંি、示ஊまたはௐఀもしくは訴ুのखଓきには、被共済ࣗ動車にੜじた損害の被共済ࣗ動車の

所༗者および被共済者から相खํへのٻにؔするものは含みません。

ᾉ　ᾇの場合は、被共済者は当合のٻめに応じ、その行について当合にྗڠしなけれなりません。

ᾊ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、ᾇのن定をద用しません。

①　１回のର物ނࣄにつき、被共済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額がର物ഛঈの共済金額を

໌らかにえる場合(注２）

②　損害ഛঈݖٻ者が当合と、ંিすることに同ҙしない場合

③　正当な理༝がなく被共済者がᾉにن定するྗڠをڋんだ場合

ᶆ　共済証書に໔金額の記載がある場合は、１回のର物ނࣄにつき、被共済者が負担する法律上の損

害ഛঈの૯額が共済証書記載の໔金額を໌らかにԼ回る場合

（注１）ห࢜ޢのબを含みます。

（注２）第15条（ࢧ共済金のࢉܭ－ର物ഛঈ）ᾉの①から③までのいずれかに該当するର物ނࣄで、

かつ、ର物ഛঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、ର物ഛঈの共済金額にかかΘらず、被共

済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額が10ԯԁを໌らかにえる場合とします。

第12条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）

ᾇ　ର物ނࣄによって被共済者の負担する法律上の損害ഛঈがൃੜした場合は、損害ഛঈݖٻ者は、

当合が被共済者にରしてࢧを負う限度において、当合にରしてᾉに定める損害ഛঈ額のࢧ

をٻすることができます。

ᾈ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合に、損害ഛঈݖٻ者にରしてᾉに定める損

害ഛঈ額をࢧいます。ただし、１回のର物ނࣄにつき当合がこのഛঈ条項および基ຊ条項にै

い被共済者にରしてࢧうϕき共済金の額(注１）を限度とします。

①　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額について、被共済者と損

害ഛঈݖٻ者との間で、ܾが֬定した場合またはࡋ上の和ղもしくはௐఀが成ཱした場合

②　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額について、被共済者と損

害ഛঈݖٻ者との間で、書໘による合ҙが成ཱした場合

③　損害ഛঈݖٻ者が被共済者にରする損害ഛঈݖٻを行使しないことを被共済者にରして書໘で

ঝした場合

ᶆ　法律上の損害ഛঈを負担すべきすべての被共済者について、次のΞまたはイのいずれかに該当

するࣄ༝があった場合

Ξɽ被共済者またはその法定相ଓਓのഁ࢈またはੜࢮ不໌

イɽ被共済者がࢮし、かつ、その法定相ଓਓがいないこと。

ᾉ　લ条およびこの条の損害ഛঈ額とは、次のࣜࢉによりࢉग़した額をいいます。

損害ഛঈ額 ʹ
被共済者が損害ഛঈݖٻ者に
ରして負担する法律上の損害ഛ
ঈの額

－
次の①または②のいずれか
高い額

①　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして既にࢧった損害ഛঈ金の額
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ᾈ　ᾇのંি、示ஊまたはௐఀもしくは訴ুのखଓきには、被共済ࣗ動車にੜじた損害の被共済ࣗ動車の

所༗者および被共済者から相खํへのٻにؔするものは含みません。

ᾉ　ᾇの場合は、被共済者は当合のٻめに応じ、その行について当合にྗڠしなけれなりません。

ᾊ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、ᾇのن定をద用しません。

①　１回のର物ނࣄにつき、被共済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額がର物ഛঈの共済金額を

໌らかにえる場合(注２）

②　損害ഛঈݖٻ者が当合と、ંিすることに同ҙしない場合

③　正当な理༝がなく被共済者がᾉにن定するྗڠをڋんだ場合

ᶆ　共済証書に໔金額の記載がある場合は、１回のର物ނࣄにつき、被共済者が負担する法律上の損

害ഛঈの૯額が共済証書記載の໔金額を໌らかにԼ回る場合

（注１）ห࢜ޢのબを含みます。

（注２）第15条（ࢧ共済金のࢉܭ－ର物ഛঈ）ᾉの①から③までのいずれかに該当するର物ނࣄで、

かつ、ର物ഛঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、ର物ഛঈの共済金額にかかΘらず、被共

済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額が10ԯԁを໌らかにえる場合とします。

第12条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）

ᾇ　ର物ނࣄによって被共済者の負担する法律上の損害ഛঈがൃੜした場合は、損害ഛঈݖٻ者は、

当合が被共済者にରしてࢧを負う限度において、当合にରしてᾉに定める損害ഛঈ額のࢧ

をٻすることができます。

ᾈ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合に、損害ഛঈݖٻ者にରしてᾉに定める損

害ഛঈ額をࢧいます。ただし、１回のର物ނࣄにつき当合がこのഛঈ条項および基ຊ条項にै

い被共済者にରしてࢧうϕき共済金の額(注１）を限度とします。

①　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額について、被共済者と損

害ഛঈݖٻ者との間で、ܾが֬定した場合またはࡋ上の和ղもしくはௐఀが成ཱした場合

②　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額について、被共済者と損

害ഛঈݖٻ者との間で、書໘による合ҙが成ཱした場合

③　損害ഛঈݖٻ者が被共済者にରする損害ഛঈݖٻを行使しないことを被共済者にରして書໘で

ঝした場合

ᶆ　法律上の損害ഛঈを負担すべきすべての被共済者について、次のΞまたはイのいずれかに該当

するࣄ༝があった場合

Ξɽ被共済者またはその法定相ଓਓのഁ࢈またはੜࢮ不໌

イɽ被共済者がࢮし、かつ、その法定相ଓਓがいないこと。

ᾉ　લ条およびこの条の損害ഛঈ額とは、次のࣜࢉによりࢉग़した額をいいます。

損害ഛঈ額 ʹ
被共済者が損害ഛঈݖٻ者に
ରして負担する法律上の損害ഛ
ঈの額

－
次の①または②のいずれか
高い額

①　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして既にࢧった損害ഛঈ金の額

－ 10 －

②　共済証書に໔金額の記載がある場合は、その໔金額

ᾊ　損害ഛঈݖٻ者の損害ഛঈ額のٻが被共済者の共済金のٻとڝ合した場合は、当合は、損害

ഛঈݖٻ者にରして༏ઌして損害ഛঈ額をࢧいます。

ᾋ　ᾈまたはᾍのن定に基ͮき当合が損害ഛঈݖٻ者にରして損害ഛঈ額のࢧを行った場合は、そ

の金額の限度において当合が被共済者に、その被共済者の被る損害にରして、共済金をࢧったもの

とみなします。

ᾌ　１回のର物ނࣄにつき、被共済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額(注２）がର物ഛঈの共済金

額(注̏）をえると認められる࣌(注̐）以後、損害ഛঈݖٻ者はᾇのن定によるݖٻを行使することは

できず、また、当合は、ᾈのن定にかかΘらず損害ഛঈ額をࢧいません。ただし、次の①から③ま

でのいずれかに該当する場合を除きます。

①　ᾈのᶆにن定する࣮ࣄがあった場合

②　損害ഛঈݖٻ者が被共済者にରして、ର物ނࣄにかかΘる損害ഛঈのٻを行う場合において、

いずれの被共済者またはその法定相ଓਓともંিすることができないと認められる場合

③　当合への損害ഛঈ額のٻについて、すべての損害ഛঈݖٻ者と被共済者との間で、書໘によ

る合ҙが成ཱした場合

ᾍ　ᾌの②または③のいずれかに該当する場合は、ᾈのن定にかかΘらず、当合は、損害ഛঈݖٻ者

にରして、損害ഛঈ額をࢧいます。ただし、１回のର物ނࣄにつき当合がこのഛঈ条項および

基ຊ条項にैい被共済者にରしてࢧうべき共済金の額(注１）を限度とします。

ʢ１ʣ同一ނࣄにつき既に当合がࢧった共済金または損害ഛঈ額がある場合は、そのશ額をࠩ

しҾいた額とします。

ʢ̎ʣ同一ނࣄにつき既に当合がࢧった共済金または損害ഛঈ額がある場合は、そのશ額を含

みます。

ʢ̏ʣ共済証書に໔金額の記載がある場合は、その額との合ܭ額とします。

ʢ̐ʣ第15条（ࢧ共済金のࢉܭ－ର物ഛঈ）ᾉの①から③までのいずれかに該当するର物ނࣄで、

かつ、ର物ഛঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、ର物ഛঈの共済金額(注̏）にかかΘらず、被

共済者が負担する法律上の損害ഛঈの૯額(注２）が10ԯԁを໌らかにえると認められる࣌と

します。

ୈ��ʢඅ༻ʵରਓɾରഛঈڞ௨ʣ

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①からᶉまでのඅ用(注１）は、これを損害の一部とみなしま

す。

අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰　

①　 損 害  ࢭ අ 用

　基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場合の取扱い）

ᾇの①にن定する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹ

であったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓ

きをするためにཁしたඅ用
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අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰　

③　 ۓ ٸ ા 置 අ 用

　共済ނࣄのݪ因となるべきۮવなނࣄがൃੜした場合において、損害

のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹと認められるखஈをߨ

じた後に法律上のഛঈのないことが໌したときは、そのखஈをߨ

じたことによってཁしたඅ用のうͪ、応ٸख当、ޢ送、療、治療、

ા置のためにཁしたඅ用およびあらかじめ当合の書໘にٸۓその他ޢ

よる同ҙをಘてࢧग़したඅ用

ᶆ　མԼ物取ยͮけඅ用
注２）がམԼした)࢈によって被共済ࣗ動車にੵ載していた動ނࣄવなۮ　
ことに起因して、མԼ物を取りยͮけるために被共済者が負担したඅ用
のうͪ、あらかじめ当合の同ҙをಘてࢧग़した取ยͮけඅ用

ᶇ　 ݪ 因 者 負 担 අ 用

　共済ނࣄのݪ因となるべきۮવなނࣄがൃੜした場合で、ࣦ火ノ
χؔスル法律（໌治32年法律第40号）のద用により被共済者に法律上の
損害ഛঈがੜじないときにおいて、被共済者が道路法（昭和27年法
律第1�0号）第5�条（ݪ因者負担金）のݪ因者負担金としてࢧग़したඅ用

ᶈ　 示 ஊ 交 ব අ 用

　ରਓނࣄまたはର物ނࣄにؔして被共済者の行うંিまたは示ஊにつ
いて被共済者が当合の同ҙをಘてࢧग़したඅ用および第̕条（当合
によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾈまたは第11条（当合によるղܾ－ର物ഛঈ）
ᾉのن定により被共済者が当合にྗڠするためにཁしたඅ用

ᶉ 　૪ ু අ 用

　損害ഛঈにؔする૪ুについて、被共済者が当合の書໘による同ҙ
をಘてࢧग़した訴ুඅ用、ห࢜ޢ報ु、ࡋ、和ղもしくはௐఀにཁし
たඅ用またはその他ݖརの保શもしくは行使にඞཁなखଓきをするため
にཁしたඅ用

（注１）収ೖのࣦを含みません。

（注２）法令等でੵ載がࢭېされている動࢈または法令等でࢭېされているํ法でੵ載されていた動

。を除きます࢈

第1�条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ－対ਓ賠償）

ᾇ　１回のରਓނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ੜ໋または身体を害された者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
被共済者が損害ഛঈݖٻ
者にରして負担する法律上
の損害ഛঈの額

ʴ
લ条①から③まで
のඅ用

－
ࣗഛ共済等によって
Θれる金額ࢧ

ᾈ　当合は、ᾇに定める共済金の΄か、次の①および②の額の合ܭ額をࢧいます。

①　લ条ᶈおよびᶉのඅ用

②　第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾇのن定に基ͮく訴ুまたは被共済者が当合の書໘によ

る同ҙをಘて行った訴ুのܾによるԆ損害金

第1�条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ－対物賠償）

ᾇ　１回のର物ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ର物ഛঈの共済金額を限度とします。



103

ී
௨
ڞ
ࡁ
約


－ 11 －

අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰　

③　 ۓ ٸ ા 置 අ 用

　共済ނࣄのݪ因となるべきۮવなނࣄがൃੜした場合において、損害

のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹと認められるखஈをߨ

じた後に法律上のഛঈのないことが໌したときは、そのखஈをߨ

じたことによってཁしたඅ用のうͪ、応ٸख当、ޢ送、療、治療、

ા置のためにཁしたඅ用およびあらかじめ当合の書໘にٸۓその他ޢ

よる同ҙをಘてࢧग़したඅ用

ᶆ　མԼ物取ยͮけඅ用
注２）がམԼした)࢈によって被共済ࣗ動車にੵ載していた動ނࣄવなۮ　
ことに起因して、མԼ物を取りยͮけるために被共済者が負担したඅ用
のうͪ、あらかじめ当合の同ҙをಘてࢧग़した取ยͮけඅ用

ᶇ　 ݪ 因 者 負 担 අ 用

　共済ނࣄのݪ因となるべきۮવなނࣄがൃੜした場合で、ࣦ火ノ
χؔスル法律（໌治32年法律第40号）のద用により被共済者に法律上の
損害ഛঈがੜじないときにおいて、被共済者が道路法（昭和27年法
律第1�0号）第5�条（ݪ因者負担金）のݪ因者負担金としてࢧग़したඅ用

ᶈ　 示 ஊ 交 ব අ 用

　ରਓނࣄまたはର物ނࣄにؔして被共済者の行うંিまたは示ஊにつ
いて被共済者が当合の同ҙをಘてࢧग़したඅ用および第̕条（当合
によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾈまたは第11条（当合によるղܾ－ର物ഛঈ）
ᾉのن定により被共済者が当合にྗڠするためにཁしたඅ用

ᶉ 　૪ ু අ 用

　損害ഛঈにؔする૪ুについて、被共済者が当合の書໘による同ҙ
をಘてࢧग़した訴ুඅ用、ห࢜ޢ報ु、ࡋ、和ղもしくはௐఀにཁし
たඅ用またはその他ݖརの保શもしくは行使にඞཁなखଓきをするため
にཁしたඅ用

（注１）収ೖのࣦを含みません。

（注２）法令等でੵ載がࢭېされている動࢈または法令等でࢭېされているํ法でੵ載されていた動

。を除きます࢈

第1�条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ－対ਓ賠償）

ᾇ　１回のରਓނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ੜ໋または身体を害された者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
被共済者が損害ഛঈݖٻ
者にରして負担する法律上
の損害ഛঈの額

ʴ
લ条①から③まで
のඅ用

－
ࣗഛ共済等によって
Θれる金額ࢧ

ᾈ　当合は、ᾇに定める共済金の΄か、次の①および②の額の合ܭ額をࢧいます。

①　લ条ᶈおよびᶉのඅ用

②　第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾇのن定に基ͮく訴ুまたは被共済者が当合の書໘によ

る同ҙをಘて行った訴ুのܾによるԆ損害金

第1�条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ－対物賠償）

ᾇ　１回のର物ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ର物ഛঈの共済金額を限度とします。

－ 12 －

共済金の額 ʹ

被共済者が損害
ഛঈݖٻ者に
ରして負担する
法律上の損害ഛ
ঈの額

ʴ

第13条（අ用
－ରਓɾର物
ഛঈ共通）①
からᶇまでの
අ用

－

被共済者が損害ഛঈٻ
者にରして損害ഛঈ金ݖ
をࢧったことにより
Ґ取ಘするものがある場
合は、そのՁ額

－

共済証書に໔
金額の記載
が あ る 場 合
は、その໔
金額

ᾈ　当合は、ᾇに定める共済金の΄か、次の①および②の額の合ܭ額をࢧいます。

①　第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）ᶈおよびᶉのඅ用

②　第11条（当合によるղܾ－ର物ഛঈ）ᾇのن定に基ͮく訴ুまたは被共済者が当合の書໘に

よる同ҙをಘて行った訴ুのܾによるԆ損害金

ᾉ　ᾇただし書のن定にかかΘらず、次の①から③までのいずれかに該当するର物ނࣄで、かつ、ର物ഛ

ঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、当合のࢧうର物ഛঈの共済金の額は10ԯԁを限度としま

す。

①　被共済ࣗ動車にੵ載されている危険物の火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因するର物ނࣄ

②　被共済ࣗ動車が被けんҾࣗ動車をけんҾதにൃੜした、被けんҾࣗ動車にੵ載されている危険物の

火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因するର物ނࣄ

機の໓ࣦ、ഁ損またはԚ損ۭߤ　③

第1�条（Ծ͓ۚよͼڙୗۚのି͚－対人ɾ対物賠償ڞ௨）

ᾇ　第̔条（当合によるԉॿ－ରਓɾର物ഛঈ共通）、第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾇまた

は第11条（当合によるղܾ－ର物ഛঈ）ᾇのن定により当合が被共済者のためにԉॿまたはղܾ

にあたる場合は、当合は、次の①および②に定める金額のൣғで、Ծॲ໋令に基ͮくԾ金をແ

རଉで被共済者にିし付け、また、Ծࠩԡえを໔れるためのڙୗ金もしくは上訴のときのԾࣥ行を໔れ

るためのڙୗ金を当合の名においてڙୗし、またはڙୗ金に付されると同のརଉで被共済者にିし

付けます。

①　ରਓނࣄについては、ੜ໋または身体を害された者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額(注１）

②　ର物ނࣄについては、１回のނࣄにつき、ର物ഛঈの共済金額。ただし、લ条ᾉの①から③までの

いずれかに該当するର物ނࣄで、かつ、ର物ഛঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、ର物ഛঈの

共済金額にかかΘらず10ԯԁとします。ʢ注２）

ᾈ　ᾇにより当合がڙୗ金をିし付ける場合は、被共済者は、当合のためにڙୗ金(注̏）の取ݖٻ

の上に࣭ݖを設定するものとします。

ᾉ　ᾇのି付けまたは当合の名によるڙୗが行Θれている間においては、第10条（損害ഛঈݖٻ者

のݖٻ－ରਓഛঈ）ᾈただし書、第12条（損害ഛঈݖٻ者のݖٻ－ର物ഛঈ）ᾈただ

し書、同条ᾍただし書、第14条（ࢧ共済金のࢉܭ－ରਓഛঈ）ᾇただし書およびલ条ᾇただし書の

。った共済金とみなしてద用しますࢧୗ金(注̏）を既にڙ定は、そのି付金(注̏）またはن

ᾊ　ᾇのڙୗ金(注̏）が第三者にؐ付された場合は、そのؐ付されたڙୗ金(注̏）の限度で、ᾇの当合の名

によるڙୗ金(注̏）またはି付金(注̏）が共済金としてࢧΘれたものとみなします。

ᾋ　基ຊ条項第22条（共済金のٻ）のن定により当合の共済金ࢧ義がൃੜした場合は、ᾇのԾ
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払金に関するି金(注̏）が共済金として支払われたものとみなします。

（注１）同Ұ事故につきطに当組合が支払った共済金または第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権

－対人賠償）の損害賠償額がある場合は、そのશ額をࠩしҾいた額とします。

（注２）同Ұ事故につきطに当組合が支払った共済金または第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権

－対物賠償）の損害賠償額がある場合は、そのશ額をࠩしҾいた額とします。

（注̏）རଉを含みます。

第1�条（ઌऔಛ権－対ਓɾ対物賠償ڞ௨）

⑴　対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求

権(注１）についてઌ取ಛ権を༗します。

⑵　当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。

①　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をしたޙに、当組合から被共済者に支払う場

合(注２）

②　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、被共済者のࢦਤにより、当組合

から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

③　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、損害賠償請求権者が⑴のઌ取ಛ

権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、当組合が被共済者に共済金を支

払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注̏）

⑶　共済金請求権(注１）は、損害賠償請求権者Ҏ֎の第ࡾ者にৡすることはできません。また、共済金請

求権(注１）を࣭権のతとし、または⑵の③の場合を除いてࠩしԡさえることはできません。ただし、⑵

の①または④の規定により被共済者が当組合に対して共済金の請求を行うことができる場合を除きま

す。

（注１）第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の費用に対する共済金請求権を除きます。

（注２）被共済者が賠償した金額を限度とします。

（注̏）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

第1�条（損害賠償請求権者の権རͱඃࡁڞ者の権རのௐ）

　共済金額(注）がલ条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共

済者が第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の規定により当組合に対して請求することができる共済

金の合計額にෆする場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払にઌཱって損害賠償請求権者

に対する共済金の支払を行うものとします。

（注）第15条（支払共済金の計算－対物賠償）⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、

かつ、対物賠償の共済金額が1�ԯԁを超える場合は、対物賠償の共済金額にかかわらず1�ԯԁと

します。
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払金に関するି金(注̏）が共済金として支払われたものとみなします。

（注１）同Ұ事故につきطに当組合が支払った共済金または第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権

－対人賠償）の損害賠償額がある場合は、そのશ額をࠩしҾいた額とします。

（注２）同Ұ事故につきطに当組合が支払った共済金または第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権

－対物賠償）の損害賠償額がある場合は、そのશ額をࠩしҾいた額とします。

（注̏）རଉを含みます。

第1�条（ઌऔಛ権－対ਓɾ対物賠償ڞ௨）

⑴　対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求

権(注１）についてઌ取ಛ権を༗します。

⑵　当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。

①　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をしたޙに、当組合から被共済者に支払う場

合(注２）

②　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、被共済者のࢦਤにより、当組合

から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

③　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、損害賠償請求権者が⑴のઌ取ಛ

権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④　被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をするલに、当組合が被共済者に共済金を支

払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注̏）

⑶　共済金請求権(注１）は、損害賠償請求権者Ҏ֎の第ࡾ者にৡすることはできません。また、共済金請

求権(注１）を࣭権のతとし、または⑵の③の場合を除いてࠩしԡさえることはできません。ただし、⑵

の①または④の規定により被共済者が当組合に対して共済金の請求を行うことができる場合を除きま

す。

（注１）第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の費用に対する共済金請求権を除きます。

（注２）被共済者が賠償した金額を限度とします。

（注̏）損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

第1�条（損害賠償請求権者の権རͱඃࡁڞ者の権རのௐ）

　共済金額(注）がલ条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共

済者が第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の規定により当組合に対して請求することができる共済

金の合計額にෆする場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払にઌཱって損害賠償請求権者

に対する共済金の支払を行うものとします。

（注）第15条（支払共済金の計算－対物賠償）⑶の①から③までのいずれかに該当する対物事故で、

かつ、対物賠償の共済金額が1�ԯԁを超える場合は、対物賠償の共済金額にかかわらず1�ԯԁと

します。

－ 14 －

２ɹਓই߲

■　用語の定義

　このਓ身ই害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

共 済 金  ٻ ݖ 者

　ਓ身ই害ނࣄによって損害を被った次の①または②のいずれかに該当
する者をいいます。

①　被共済者(注）

②　被共済者の、ۮ者またはࢠ
（注）被共済者がࢮした場合は、その法定相ଓਓとします。

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ࣗഛ共済等によって
ࢧ  Θ れ る 金 額

　ࣗഛ共済等がない場合またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律
第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄによりࢧΘれる金額がある
場合は、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額に相当する金額をいいま
す。

ਓ 身 ই 害 ࣄ ނ

　被共済者が次の①または②のいずれかに該当するܹٸかつۮવな外来
のނࣄにより身体にই害を被ることをいいます。

①　被共済ࣗ動車の運行に起因するނࣄ
②　被共済ࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、

火ࡂ、രൃまたは被共済ࣗ動車のམԼ

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等

　ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して他ਓのੜ໋または身体を害
することにより、法律上の損害ഛঈを負担することによって被る損
害にରして共済金または保険金をࢧう共済ܖ約または保険ܖ約でࣗഛ
共済等以外のものをいいます。

ഛ ঈ 義  者
　ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して被共済者のੜ໋または身体
を害することにより、被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが被
る損害にରして法律上の損害ഛঈを負担する者をいいます。

ୈ１条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、次の①および②のن定にैい、共済金またはೖ通Ӄ定額څ付金をࢧいます。

①　当合は、ਓ身ই害ނࣄにより、そのの݁果として被共済者またはその、ۮ者もしくは

ࢧ者に共済金をݖٻが被る損害(注）にରして、このਓ身ই害条項および基ຊ条項にैい、共済金ࢠ

います。

②　当合は、①の共済金のࢧରとなる場合で、ই害のの݁果として被共済者が治療をཁし、

その治療が̑以上となったときは、①の共済金の΄か、このਓ身ই害条項および基ຊ条項にै

い、被共済者にೖ通Ӄ定額څ付金をࢧいます。ただし、̑目のೖӃまたは通Ӄのがਓ身ই害ࣄ

。のൃੜのからそのを含めて1�0以の場合に限りますނ

ᾈ　このਓ身ই害条項におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による障

害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
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のを含みません。

（注）この損害の額は、第̒条（損害額のܾ定）に定める損害の額をいいます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた損害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が被共済ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車に

乗தにੜじた損害

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじた損害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじた損害

ᾈ　損害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症による損害にରしては、共済

金をࢧいません。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶆ　③にن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶇ　①からᶆまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶈ　被共済者が被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̏）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をڝ

ٕもしくはٕۂを行うことを目的とする場所において使用(注̐）すること。

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。
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のを含みません。

（注）この損害の額は、第̒条（損害額のܾ定）に定める損害の額をいいます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた損害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が被共済ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車に

乗தにੜじた損害

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじた損害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじた損害

ᾈ　損害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症による損害にରしては、共済

金をࢧいません。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶆ　③にن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶇ　①からᶆまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶈ　被共済者が被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̏）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をڝ

ٕもしくはٕۂを行うことを目的とする場所において使用(注̐）すること。

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

－ 16 －

ୈ４条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このਓ身ই害条項における被共済者は、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ(注１）

に乗தの者とします。

ᾈ　ᾇにن定する者の΄か、次の①または②のいずれかに該当する者をこのਓ身ই害条項における被共済

者とします。ただし、これらの者が被共済ࣗ動車の運行に起因するނࣄによりその身体にই害を被り、

かつ、それによってこれらの者にੜじた損害についてࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）

第̏条（ࣗ動車損害ഛঈ）に基ͮく損害ഛঈݖٻがൃੜしない場合に限ります。

①　被共済ࣗ動車の保༗者(注２）

②　被共済ࣗ動車の運స者(注̏）

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法で被共済ࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）第２条（定義）第̏項に定める保༗者をい

います。

（注３）ࣗ動車損害ഛঈ保障法第２条（定義）第̐項に定める運స者をいいます。

ୈ５条（ݸผద用）

　　このਓ身ই害条項のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̒条（ଛ害ֹのܾ定）

ᾇ　損害額は、被共済者が次の①から③までいずれかに該当した場合に、その۠͝とに、それぞれ別

額とします。ただし、ഛঈ義者がࣗܭग़した金額の合ࢉに定めるਓ身ই害条項損害額基準にैいࢴ

動車ʢ注１）の運行に起因して被共済者のੜ໋または身体を害した場合は、次の①から③までの۠͝との、

それぞれ別ࢴに定めるਓ身ই害条項損害額基準にैいࢉग़した金額とࣗഛ共済等によってࢧΘれる

金額ʢ注２）のいずれか高い金額の合ܭ額とします。

۠　　　 被 共 済 者 の 状 態 等

①　ই　　　　　　 害 　治療がඞཁと認められる状態であること。

②　 後 　 遺 　 障 　 害
　後遺障害がੜじたこと。ただし、同一ނࣄにより被共済者がࢮした
場合を除きます。

　　　　ࢮ　③ 　　 。したことࢮ　

ᾈ　既に後遺障害のある被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被ったことによって、同一部

Ґについて後遺障害の程度をՃ重した場合は、次のࣜࢉにより損害額をܾ定します。

損　害　額 ʹ
別表１にैいܾ定したՃ重後の
後遺障害の等ڃに応じた損害額

－
別表１にैいܾ定した既に
あった後遺障害の等ڃに応
じた損害額

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定にかかΘらず、ഛঈ義者があり、かつ、ഛঈ義者が負担すべき法律上の損害
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ഛঈの額をܾ定するにあたって、ܾまたはࡋ上の和ղ(注̏）においてᾇおよびᾈのن定によりܾ

定される損害額をえる損害額(注̐）が認められた場合に限り、ഛঈ義者が負担すべき法律上の損害ഛ

ঈの額をܾ定するにあたって認められた損害額(注̐）をこのਓ身ই害条項における損害額とみなしま

す。ただし、その損害額(注̐）がࣾձ通೦上ଥ当であると認められる場合に限ります。

（注１）ʮ普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義ʯのن定にかかΘらず、ࣗ動車損害ഛঈ

保障法（昭和30年法律第97号）第２条（定義）第１項に定めるࣗ動車とします。

（注２）ࣗഛ共済等がない場合またはࣗ動車損害ഛঈ保障法に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄによ

りࢧΘれる金額がある場合は、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額に相当する金額としま

す。

（注３）ຽࣄ訴ু法（平成̔年法律第109号）に定める訴えఏ起લの和ղを含みません。

（注４）訴ুඅ用、ห࢜ޢ報ुその他ݖརの保શもしくは行使にඞཁなखଓきをするためにཁしたඅ

用またはԆ損害金が含まれている場合は、その金額をࠩしҾいた額とします。

ୈ̓条（අ用）

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①および②のඅ用(注）は、これを損害の一部とみなします。

අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰

① 　損 害  ࢭ අ 用
　基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場合の取扱い）
ᾇの①にن定する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹ
であったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓ
きをするために当合の書໘による同ҙをಘてࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

ୈ̔条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

ᾇ　１回のਓ身ই害ނࣄにつき当合のࢧう第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①の共済金の額は、被

共済者１名につき、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。

共済金の額 ʹ
第̒条（損害額のܾ
定）のن定によりܾ
定される損害額

ʴ
લ条のඅ用の
合ܭ額

－
次の①からᶈまで
の合ܭ額

①　ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障

Θれた金額ࢧ付がܾ定しまたはڅによって既にۀࣄ

②　ରਓഛঈ共済等によってഛঈ義者が第１条ᾇの①の損害について損害ഛঈを負担することに

よって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

ᶆ　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ੍度によって既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた金額(注１）

ᶇ　第̒条のن定によりܾ定される損害額およびલ条のඅ用のうͪ、ഛঈ義者以外の第三者が負担す

べき額で共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘした額

ᶈ　①からᶇまでの΄か、第１条ᾇの①の損害をิঈするためにࢧΘれるその他のڅ付で、共済金
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ഛঈの額をܾ定するにあたって、ܾまたはࡋ上の和ղ(注̏）においてᾇおよびᾈのن定によりܾ

定される損害額をえる損害額(注̐）が認められた場合に限り、ഛঈ義者が負担すべき法律上の損害ഛ

ঈの額をܾ定するにあたって認められた損害額(注̐）をこのਓ身ই害条項における損害額とみなしま

す。ただし、その損害額(注̐）がࣾձ通೦上ଥ当であると認められる場合に限ります。

（注１）ʮ普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義ʯのن定にかかΘらず、ࣗ動車損害ഛঈ

保障法（昭和30年法律第97号）第２条（定義）第１項に定めるࣗ動車とします。

（注２）ࣗഛ共済等がない場合またはࣗ動車損害ഛঈ保障法に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄによ

りࢧΘれる金額がある場合は、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額に相当する金額としま

す。

（注３）ຽࣄ訴ু法（平成̔年法律第109号）に定める訴えఏ起લの和ղを含みません。

（注４）訴ুඅ用、ห࢜ޢ報ुその他ݖརの保શもしくは行使にඞཁなखଓきをするためにཁしたඅ

用またはԆ損害金が含まれている場合は、その金額をࠩしҾいた額とします。

ୈ̓条（අ用）

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①および②のඅ用(注）は、これを損害の一部とみなします。

අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰

① 　損 害  ࢭ අ 用
　基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場合の取扱い）
ᾇの①にن定する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹ
であったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓ
きをするために当合の書໘による同ҙをಘてࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

ୈ̔条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

ᾇ　１回のਓ身ই害ނࣄにつき当合のࢧう第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①の共済金の額は、被

共済者１名につき、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。

共済金の額 ʹ
第̒条（損害額のܾ
定）のن定によりܾ
定される損害額

ʴ
લ条のඅ用の
合ܭ額

－
次の①からᶈまで
の合ܭ額

①　ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障

Θれた金額ࢧ付がܾ定しまたはڅによって既にۀࣄ

②　ରਓഛঈ共済等によってഛঈ義者が第１条ᾇの①の損害について損害ഛঈを負担することに

よって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

ᶆ　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ੍度によって既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた金額(注１）

ᶇ　第̒条のن定によりܾ定される損害額およびલ条のඅ用のうͪ、ഛঈ義者以外の第三者が負担す

べき額で共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘした額

ᶈ　①からᶇまでの΄か、第１条ᾇの①の損害をิঈするためにࢧΘれるその他のڅ付で、共済金

－ 1� －

（付の額またはそのධՁ額(注２څ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘしたݖٻ

ᾈ　ᾇの場合において、１回のނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、被共済者１名につき、共済金額

を限度とします。ただし、第̒条（損害額のܾ定）ᾇの②に該当する場合で、別表１にैいܾ定した後

遺障害の等ڃが第１ڃもしくは第２ڃである後遺障害または同表第̏ڃ③もしくはᶆに掲げる後遺障害

がൃੜし、かつ、հޢがඞཁと認められる場合で、共済金額がແ੍限以外のときは、共済金額の２ഒの

金額を限度とします。

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定にかかΘらず、第̒条（損害額のܾ定）ᾉのن定をద用する場合は、１回のނࣄに

つき当合のࢧう共済金の額は、被共済者１名につき、次の①または②のいずれかい金額を限度と

します。

①　ᾈにن定する限度額

②　第̒条ᾇおよびᾈのن定によりܾ定される損害額およびલ条のඅ用の合ܭ額

（注１）࿑ಇ者ࡂ害ิঈ保険法（昭和22年法律第50号）に定めるࣾձ復ؼଅਐ等ۀࣄに基ͮく特別ࢧ

。金を除きますڅ

（注２）共済金等のڅ付が定額であるその他のই害共済等の共済金等を除きます。

第̕条（ೖ௨Ӄఆֹڅۚ）

　１回のਓ身ই害ނࣄにつき当合のࢧう第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②のೖ通Ӄ定額څ付金

の額は、被共済者１名につき10ສԁとします。

第1�条（طʹଘ͍ͨͯ͠ࡏମのো害·ͨ࣬පのӨڹ）

ᾇ　当合は、次の①または②のいずれかのӨڹにより、第１条（共済金をࢧう場合）のই害が重大と

なった場合は、そのӨڹがなかったときに相当する金額をࢧいます。

①　被共済者が第１条のই害を被った࣌既にଘࡏしていた身体の障害または࣬පのӨڹ

②　被共済者が第１条のই害を被った後にそのݪ因となったނࣄとؔなくൃੜしたই害または࣬පの

Өڹ

ᾈ　正当な理༝がなく被共済者が治療をଵったことまたは共済ܖ約者もしくは共済金もしくはೖ通Ӄ定額

のই害が重（う場合ࢧ共済金を）付金をडけ取るべき者が治療をさせなかったことにより、第１条څ

大となった場合も、ᾇと同༷のํ法でࢧいます。

第11条（ܖࡁڞ者ɺඃࡁڞ者·ͨۚࡁڞ請求権者のٛ）

ᾇ　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①の損害を被った

場合、ഛঈ義者があるときは、共済金ݖٻ者はഛঈ義者にରしてなく書໘によって損害ഛঈ

のٻを行い、かつ、次の①からᶇまでのࣄ項を書໘によって当合に通しなけれなりません。

①　ഛঈ義者のॅ所、ࢯ名または名শおよび被共済者とのؔ

②　ഛঈ義者の損害にରして共済金または保険金をࢧうରਓഛঈ共済等の༗ແおよびその༰

③　ഛঈ義者にରして書໘によって行った損害ഛঈٻの༰

ᶆ　共済金ݖٻ者が第１条ᾇの①の損害にରして、ഛঈ義者、ࣗഛ共済等もしくはରਓഛঈ共済

等の共済者もしくは保険者またはഛঈ義者以外の第三者から既に取ಘした損害ഛঈ金または損害ഛ

ঈ額がある場合は、その額
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ᶇ　ਓ身ই害ނࣄのݪ因となった被共済ࣗ動車以外のࣗ動車がある場合は、そのࣗ動車の所༗者のॅ所、

名または名শおよび被共済者とのؔࢯ

ᾈ　ᾇの΄か、共済金ݖٻ者は、当合が特にඞཁとする書類または証ڌとなるものをٻめた場合は、

なく、これをఏग़し、また、当合が行う損害またはই害のௐ査にྗڠしなけれなりません。

ᾉ　当合は、共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾇまたはᾈの義をଵった場合は、それによって当

合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾊ　共済ܖ約者または被共済者は、ਓ身ই害ނࣄの場合において、ই害の治療をडけるにࡍしては、ެ的

੍度(注）のར用等によりඅ用のܰݮにめなけれなりません。

ᾋ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者は、損害ഛঈにかかΘるׂ合等について、ഛঈ義者にରして

ҙࢥ表示を行う場合またはഛঈ義者と合ҙする場合は、あらかじめ当合のঝ認をಘなけれなりま

せん。

ᾌ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾋのن定にҧした場合は、当合は、共済ܖ

約者または共済金ݖٻ者のҙࢥ表示または合ҙがなけれഛঈ義者に損害ഛঈのٻを行うことに

よって取ಘできたと認められる額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾍ　当合は、ഛঈ義者または第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①の損害をิঈするために共済金、

保険金その他のڅ付を行う者がある場合、ඞཁと認めたときは、これらの者にରし、共済金、保険金そ

の他のڅ付の༗ແ、༰および額についてরձを行い、または当合のࢧ共済金について通するこ

とがあります。

（注）݈߁保険等をいいます。

第1�条（当組合のࢦఆ͢るҩ࡞͕ࢣͨ͠அॻのཁ求）

ᾇ　当合は、基ຊ条項第25条（当合のࢦ定する医師が࡞成したஅ書等のཁٻ）による΄か、治療

期間が１年をえる場合は、ਓ身ই害ނࣄのൃੜのଐする݄のຖ年の応当݄に、被共済者にରし当

合のࢦ定する医師のஅ書のఏग़をٻめることができます。

ᾈ　ᾇのஅのためにཁしたඅ用(注）は、当合が負担します。

（注）収ೖのࣦを含みません。
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ᶇ　ਓ身ই害ނࣄのݪ因となった被共済ࣗ動車以外のࣗ動車がある場合は、そのࣗ動車の所༗者のॅ所、

名または名শおよび被共済者とのؔࢯ

ᾈ　ᾇの΄か、共済金ݖٻ者は、当合が特にඞཁとする書類または証ڌとなるものをٻめた場合は、

なく、これをఏग़し、また、当合が行う損害またはই害のௐ査にྗڠしなけれなりません。

ᾉ　当合は、共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾇまたはᾈの義をଵった場合は、それによって当

合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾊ　共済ܖ約者または被共済者は、ਓ身ই害ނࣄの場合において、ই害の治療をडけるにࡍしては、ެ的

੍度(注）のར用等によりඅ用のܰݮにめなけれなりません。

ᾋ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者は、損害ഛঈにかかΘるׂ合等について、ഛঈ義者にରして

ҙࢥ表示を行う場合またはഛঈ義者と合ҙする場合は、あらかじめ当合のঝ認をಘなけれなりま

せん。

ᾌ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾋのن定にҧした場合は、当合は、共済ܖ

約者または共済金ݖٻ者のҙࢥ表示または合ҙがなけれഛঈ義者に損害ഛঈのٻを行うことに

よって取ಘできたと認められる額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾍ　当合は、ഛঈ義者または第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①の損害をิঈするために共済金、

保険金その他のڅ付を行う者がある場合、ඞཁと認めたときは、これらの者にରし、共済金、保険金そ

の他のڅ付の༗ແ、༰および額についてরձを行い、または当合のࢧ共済金について通するこ

とがあります。

（注）݈߁保険等をいいます。

第1�条（当組合のࢦఆ͢るҩ࡞͕ࢣͨ͠அॻのཁ求）

ᾇ　当合は、基ຊ条項第25条（当合のࢦ定する医師が࡞成したஅ書等のཁٻ）による΄か、治療

期間が１年をえる場合は、ਓ身ই害ނࣄのൃੜのଐする݄のຖ年の応当݄に、被共済者にରし当

合のࢦ定する医師のஅ書のఏग़をٻめることができます。

ᾈ　ᾇのஅのためにཁしたඅ用(注）は、当合が負担します。

（注）収ೖのࣦを含みません。

－ 20 －

３　搭乗者傷害条項

■　用語の定義

　　この乗者ই害条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

共 済 金
共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害ࢮ　
հޢඅ用共済金および医療共済金をいいます。

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。　

ୈ１条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当するܹٸかつۮવな外来のނࣄにより身体に

ই害を被った場合は、この乗者ই害条項および基ຊ条項にैい、共済金をࢧいます。

①　被共済ࣗ動車の運行に起因するނࣄ

②　被共済ࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、火ࡂ、രൃまたは被共済ࣗ動車

のམԼ

ᾈ　この乗者ই害条項におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による

障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない

ものを含みません。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当するই害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじたই害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじたই害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が被共済ࣗ動車の使用について正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車に

乗தにੜじたই害

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじたই害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじたই害

ᾈ　ই害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症にରしては、共済金をࢧい

ません。
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ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじたই害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶆ　③にن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶇ　①からᶆのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜじたނࣄ

ᶈ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̏）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̐）することٕۂ

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この乗者ই害条項における被共済者は、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ

ʢ注）に乗தの者とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法で被共済ࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ５条（ݸผద用）

　　この乗者ই害条項のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̒条（ࢮ共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以にࢮした場合は、共済金額のશ額をࢮ共済金として被共済

者の法定相ଓਓにࢧいます。

ᾈ　ᾇの被共済者の法定相ଓਓが２名以上である場合は、当合は、法定相ଓのׂ合によりᾇのࢮ共

済金を被共済者の法定相ଓਓにࢧいます。

ୈ̓条（ޙҨো害共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以に別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺障害がੜじた

場合は、次のࣜࢉによりࢉग़した額を後遺障害共済金として被共済者にࢧいます。

後遺障害共済金の額 ʹ 共 済 金 額 ʷ
別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺
障害に該当する等ڃにରする共済金ࢧׂ合
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ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじたই害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶆ　③にن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶇ　①からᶆのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜじたނࣄ

ᶈ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̏）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̐）することٕۂ

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この乗者ই害条項における被共済者は、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ

ʢ注）に乗தの者とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法で被共済ࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ５条（ݸผద用）

　　この乗者ই害条項のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̒条（ࢮ共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以にࢮした場合は、共済金額のશ額をࢮ共済金として被共済

者の法定相ଓਓにࢧいます。

ᾈ　ᾇの被共済者の法定相ଓਓが２名以上である場合は、当合は、法定相ଓのׂ合によりᾇのࢮ共

済金を被共済者の法定相ଓਓにࢧいます。

ୈ̓条（ޙҨো害共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以に別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺障害がੜじた

場合は、次のࣜࢉによりࢉग़した額を後遺障害共済金として被共済者にࢧいます。

後遺障害共済金の額 ʹ 共 済 金 額 ʷ
別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺
障害に該当する等ڃにରする共済金ࢧׂ合

－ 22 －

ᾈ　被共済者がނࣄのൃੜのからそのを含めて1�0をえてなお治療をཁする状態にある場合は、

まれる後遺障害ࠐのൃੜのからそのを含めて1�1目における医師のஅに基ͮき、ൃੜの見ނࣄ

の程度を認定して、ᾇのとおりࢉग़した額を後遺障害共済金としてࢧいます。

ୈ̔条（ॏޙҨো害特ผ共済ۚおよびॏޙҨো害հޢඅ用共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以に別表１の表１または別表１の表２の第１ڃもしくは第２ڃま

たは別表１の表２の第̏ڃ③もしくはᶆに掲げる後遺障害がੜじ、かつ、հޢをඞཁとすると認められ

る場合は、次のࣜࢉによりࢉग़した額を重度後遺障害特別共済金として被共済者にࢧいます。ただし、

100ສԁを限度とします。

重 度 後 遺 障 害
特 別 共 済 金 の 額

ʹ 共 済 金 額 ʷ 10ˋ

ᾈ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ނࣄの

ൃੜのからそのを含めて1�0以にᾇにن定する後遺障害がੜじ、かつ、հޢをඞཁとすると認

められる場合は、次のࣜࢉによりࢉग़した額を重度後遺障害հޢඅ用共済金として被共済者にࢧいま

す。ただし、500ສԁを限度とします。

重 度 後 遺 障 害
հ ޢ අ 用
共 済 金 の 額

ʹ 共 済 金 額 ʷ
別表１の表１または別表１の表２
に掲げる後遺障害に該当する等ڃ
にରする共済金ࢧׂ合

ʷ 50ˋ

ᾉ　被共済者がނࣄのൃੜのからそのを含めて1�0をえてなお治療をཁする状態にある場合は、ࣄ

まれる後遺障害の程ࠐのൃੜのからそのを含めて1�1目における医師のஅに基ͮき、ൃੜの見ނ

度およびհޢのཁ൱を認定して、ᾇおよびᾈのとおりࢉग़した額を重度後遺障害特別共済金および重度

後遺障害հޢඅ用共済金としてࢧいます。

ୈ̕条（ҩྍ共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被り、そのの݁果として、ੜ׆機

能またはۀ能ྗの໓ࣦまたはݮগをきたし、かつ、治療をཁした場合は、次の①または②にن定する

額を医療共済金として被共済者にࢧいます。

༝　　ࣄ　　　　ࢧ 医 療 共 済 金

①　治療のためにපӃまたは療所にೖӃまたは通Ӄした治
療の合ܭが̑以上（注）の場合
（注）̑目のೖӃまたは通Ӄのがނࣄのൃੜのからそ

のを含めて1�0以の場合に限ります。

　被共済者が被ったই害の༰に
応じ、別表２に定める金額

②　①以外で、ൃނࣄੜのからそのを含めて 1�0 以
に治療のためにපӃまたは療所にೖӃまたは通Ӄした
場合

１ສԁ

ᾈ　ᾇの①の場合において、別表２の֤項目に該当しないই害であっても、֤項目に相当すると認められ

るものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する項目に該当したものとみなします。
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ᾉ　ᾇの①の場合において、同一ނࣄにより被ったই害が別表２のෳの項目に該当する場合は、当合

は、それぞれの項目によりࢧΘれるべき共済金のうͪ、࠷も高い金額を医療共済金としてࢧいます。

ᾊ　被共済者が医療共済金のࢧをडけられるই害を被り、ᾇの①にن定する治療の合ܭが̑以上

となるલに、さらに医療共済金のࢧをडけられるই害を被った場合は、当合は、第11条（既にଘ

定にかかΘらず、それぞれのই害について他のই害ن等）ᾇのڹしていた身体の障害または࣬පのӨࡏ

がないものとしてࢉग़したࢧうべき共済金の額のうͪ、高いํの額を医療共済金としてࢧいます。

ただし、既にᾇの②による医療共済金をࢧった場合を除きます。

第10条（ࢧۚࡁڞのڝ合）

　　当合は、ࢮ共済金をࢧう場合において、１回のނࣄにつき、被共済者にରし既にࢧった後遺

障害共済金があるときは、共済金額から既にࢧった後遺障害共済金の額をࠩしҾいて、その残額をࢧ

います。

第11条（طにଘ͍ͨͯ͠ࡏମのো害·ͨ࣬පのӨڹ）

ᾇ　被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被った࣌既にଘࡏしていた身体の障害もしくは࣬

පのӨڹにより、または同条のই害を被った後にそのݪ因となったނࣄとؔなくൃੜしたই害もしく

は࣬පのӨڹにより同条のই害が重大となった場合は、当合は、そのӨڹがなかったときに相当する

金額をࢧいます。

ᾈ　正当な理༝がなく被共済者が治療をଵったこと、または共済ܖ約者もしくは共済金をडけ取るべき者

が治療をさせなかったことにより第１条（共済金をࢧう場合）のই害が重大となった場合も、ᾇと同

༷のํ法でࢧいます。

第1�条（当組合のݶֹ）

ᾇ　１回のނࣄにつき当合がࢧうべきࢮ共済金および後遺障害共済金の額は、第̒条（ࢮ共済金

のࢧ）、第̓条（後遺障害共済金のࢧ）、第10条（ࢧ共済金のڝ合）およびલ条のن定による額とし、

かつ、共済金額を限度とします。

ᾈ　当合は、次の①および②の共済金の合ܭ額が共済金額をえる場合であっても、重度後遺障害特別

共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金をࢧいます。

①　ᾇにن定するࢮ共済金および後遺障害共済金

②　第̔条（重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金のࢧ）ならびにલ条のن定

による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定する共済金の΄か、１回のނࣄにつき、第̕条（医療共済金のࢧ）お

よびલ条のن定による医療共済金をࢧいます。



115

ී
௨
ڞ
ࡁ
約


－ 23 －

ᾉ　ᾇの①の場合において、同一ނࣄにより被ったই害が別表２のෳの項目に該当する場合は、当合

は、それぞれの項目によりࢧΘれるべき共済金のうͪ、࠷も高い金額を医療共済金としてࢧいます。

ᾊ　被共済者が医療共済金のࢧをडけられるই害を被り、ᾇの①にن定する治療の合ܭが̑以上

となるલに、さらに医療共済金のࢧをडけられるই害を被った場合は、当合は、第11条（既にଘ

定にかかΘらず、それぞれのই害について他のই害ن等）ᾇのڹしていた身体の障害または࣬පのӨࡏ

がないものとしてࢉग़したࢧうべき共済金の額のうͪ、高いํの額を医療共済金としてࢧいます。

ただし、既にᾇの②による医療共済金をࢧった場合を除きます。

第10条（ࢧۚࡁڞのڝ合）

　　当合は、ࢮ共済金をࢧう場合において、１回のނࣄにつき、被共済者にରし既にࢧった後遺

障害共済金があるときは、共済金額から既にࢧった後遺障害共済金の額をࠩしҾいて、その残額をࢧ

います。

第11条（طにଘ͍ͨͯ͠ࡏମのো害·ͨ࣬පのӨڹ）

ᾇ　被共済者が第１条（共済金をࢧう場合）のই害を被った࣌既にଘࡏしていた身体の障害もしくは࣬

පのӨڹにより、または同条のই害を被った後にそのݪ因となったނࣄとؔなくൃੜしたই害もしく

は࣬පのӨڹにより同条のই害が重大となった場合は、当合は、そのӨڹがなかったときに相当する

金額をࢧいます。

ᾈ　正当な理༝がなく被共済者が治療をଵったこと、または共済ܖ約者もしくは共済金をडけ取るべき者

が治療をさせなかったことにより第１条（共済金をࢧう場合）のই害が重大となった場合も、ᾇと同

༷のํ法でࢧいます。

第1�条（当組合のݶֹ）

ᾇ　１回のނࣄにつき当合がࢧうべきࢮ共済金および後遺障害共済金の額は、第̒条（ࢮ共済金

のࢧ）、第̓条（後遺障害共済金のࢧ）、第10条（ࢧ共済金のڝ合）およびલ条のن定による額とし、

かつ、共済金額を限度とします。

ᾈ　当合は、次の①および②の共済金の合ܭ額が共済金額をえる場合であっても、重度後遺障害特別

共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金をࢧいます。

①　ᾇにن定するࢮ共済金および後遺障害共済金

②　第̔条（重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金のࢧ）ならびにલ条のن定

による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定する共済金の΄か、１回のނࣄにつき、第̕条（医療共済金のࢧ）お

よびલ条のن定による医療共済金をࢧいます。

－ �� －

̐ɽंɹ྆ɹɹ߲

˙ɹ༻ޠのఆٛ

　　この車྆条項において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

Ω ャ Ϧ Ξ
　自動車のࠜもしくはトϥϯΫ上にઃ置されたখ型・গྔのՙ物をੵ
載・ӡൖするための装置をいいます。

共 済 価 額
　被共済自動車に損害が生じた地および時における被共済自動車と同一車
種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ڠ 定 共 済 価 額

　共済契約者または被共済者と当合が被共済自動車の価額として共済契
約క݁の時にڠ定した価額をいい、共済契約క݁の時における被共済自動
車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検
査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めるものとし
ます。

全 損
　被共済自動車の損傷をम理することができない場合(注）、またはୈ̔条
（म理අ）のम理අがڠ定共済価額以上となる場合をいいます。
（注）被共済自動車が౪難にあいൃݟされなかった場合を含みます。

装 備
　自動車のػをेにൃشさͤるために備として備えつけられている
状態または法ྩにैい被共済自動車に備えつけられている状態をいいま
す。

損 害 額 　当合が共済金をࢧ͏き損害の額をいいます。

定 着
　Ϙϧト、ナοト、Ͷじ等で固定されており、۩等を用しなければ༰
қにऔりはずͤない状態をいいます。

付 ଐ 

　自動車に定着または装備されている物および車ࣨ内でのみ用するこ
とをతとして被共済自動車に固定されている自動車用ిࢠ式ߤ法装置

（ΧーナϏήーシϣϯシスςϜ）、有ྉಓ࿏自動ྉ金ऩ受シスςϜの用にڙ
する車載ث（̩̘̚車載ث）、υϥΠϒレίーμーそのଞこれらに準ずる
物をいいます。ただし、次の①からᶆまでの物は含みまͤん。

①　೩ྉ、ϘσーΧόーおよびચ車用
②　法ྩにより自動車に定着または装備することをࢭېされている物
③　通常装০とみなされる物
ᶆ　付ଐػց装置(注）の͏ち共済証書に໌記されていない物
（注）医療Ӹ車、検査ଌ定車、ిݯ車、์ૹத継車等自動車検査証記

載の用途がಛ種用途である自動車に定着または装備されているਫ਼ີػ
ց装置をいいます。

�第１条（ۚࡁڞΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、次の①および②のن定にैい、共済金または車྆全損時ॾඅ用共済金をࢧいます。

①　当合は、次のΞまたはΠのいずれかに該当する事༝によって被共済自動車に生じた損害にରして、

この車྆条項およびجຊ条項にैい、被共済者に共済金をࢧいます。
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Ξɽ被共済自動車の౪難

ΠɽΞ以外のিಥ、৮、མ、స෴、物のඈ来、物のམ下、Րࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、ߴைそのଞ

偶વな事ނ。ただし、被共済自動車の所ࡏが֬認できない事ނであって、かつ、そのݪҼが໌ら

かでない事ނをআきます。

②　当合は、①の共済金のࢧରとなる場合で、その共済金をࢧ͏き損害が全損であるときは、

この車྆条項およびجຊ条項にैい、①の共済金の΄か、被共済者に車྆全損時ॾඅ用共済金をࢧ

います。

ᾈ　ᾇの①の被共済自動車の౪難によって生じた損害には、被共済自動車の一部または全部が౪難にあっ

た場合の΄か、被共済自動車の車ࣨ内・トϥϯΫ内にऩ༰またはΩャϦΞに固定されている動࢈の౪難

にって被共済自動車に生じた損害を含みます。

ᾉ　被共済自動車には、その付ଐを含みます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶋまでのいずれかに該当する事༝によって生じた損害にରしては、共済金をࢧ

いまͤん。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނ意または重大なաࣦ

Ξɽ共済契約者、被共済者または共済金を受けऔるき者(注１）

Πɽ所有権留保条項付売買契約にͮجく被共済自動車の買主または１年以上を期間とする貸借契約に

（く被共済自動車の借主(注１ͮج

ɽΞおよびΠにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびΠにن定する者のۀにै事தの用ਓ

ΦɽΞおよびΠにن定する者の、配偶者またはࢠ。ただし、被共済者または共済金を受けऔる

き者に共済金をऔಘさͤるతであった場合に限ります。

②　ઓ૪、外国のྗ行、ֵ໋、権ୣऔ、内ཚ、装ཚそのଞこれらにྨࣅの事มまたは暴動

③　地もしくはՐまたはこれらによる

ᶆ　֩೩ྉ物質(注２）もしくは֩೩ྉ物質(注２）によってԚછされた物(注̏）の์ࣹ性、രൃ性そのଞ有害な

ಛ性の࡞用またはこれらのಛ性にىҼする事ނ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹԚછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかの事༝にਵして生じた事ނまたはこれらに͏டংのࠞཚにͮجいて生

じた事ނ

ᶉ　ࠩԡえ、ऩ用、ऩ、ഁյなͲ国またはެ共団ମのެ権ྗの行。ただし、ফまたはආ難に必要

な処置として行われた場合をআきます。

ᶊ　ٗまたはԣྖ

ᶋ　被共済自動車をٕڝもしくはٕۂ(注̐）のために用すること、または被共済自動車をٕڝもしくは

。用(注̑）することを行͏ことをతとする場所においてٕۂ

（注１）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）用済೩ྉを含みます。
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Ξɽ被共済自動車の౪難

ΠɽΞ以外のিಥ、৮、མ、స෴、物のඈ来、物のམ下、Րࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、ߴைそのଞ

偶વな事ނ。ただし、被共済自動車の所ࡏが֬認できない事ނであって、かつ、そのݪҼが໌ら

かでない事ނをআきます。

②　当合は、①の共済金のࢧରとなる場合で、その共済金をࢧ͏き損害が全損であるときは、

この車྆条項およびجຊ条項にैい、①の共済金の΄か、被共済者に車྆全損時ॾඅ用共済金をࢧ

います。

ᾈ　ᾇの①の被共済自動車の౪難によって生じた損害には、被共済自動車の一部または全部が౪難にあっ

た場合の΄か、被共済自動車の車ࣨ内・トϥϯΫ内にऩ༰またはΩャϦΞに固定されている動࢈の౪難

にって被共済自動車に生じた損害を含みます。

ᾉ　被共済自動車には、その付ଐを含みます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶋまでのいずれかに該当する事༝によって生じた損害にରしては、共済金をࢧ

いまͤん。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނ意または重大なաࣦ

Ξɽ共済契約者、被共済者または共済金を受けऔるき者(注１）

Πɽ所有権留保条項付売買契約にͮجく被共済自動車の買主または１年以上を期間とする貸借契約に

（く被共済自動車の借主(注１ͮج

ɽΞおよびΠにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびΠにن定する者のۀにै事தの用ਓ

ΦɽΞおよびΠにن定する者の、配偶者またはࢠ。ただし、被共済者または共済金を受けऔる

き者に共済金をऔಘさͤるతであった場合に限ります。

②　ઓ૪、外国のྗ行、ֵ໋、権ୣऔ、内ཚ、装ཚそのଞこれらにྨࣅの事มまたは暴動

③　地もしくはՐまたはこれらによる

ᶆ　֩೩ྉ物質(注２）もしくは֩೩ྉ物質(注２）によってԚછされた物(注̏）の์ࣹ性、രൃ性そのଞ有害な

ಛ性の࡞用またはこれらのಛ性にىҼする事ނ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹԚછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかの事༝にਵして生じた事ނまたはこれらに͏டংのࠞཚにͮجいて生

じた事ނ

ᶉ　ࠩԡえ、ऩ用、ऩ、ഁյなͲ国またはެ共団ମのެ権ྗの行。ただし、ফまたはආ難に必要

な処置として行われた場合をআきます。

ᶊ　ٗまたはԣྖ

ᶋ　被共済自動車をٕڝもしくはٕۂ(注̐）のために用すること、または被共済自動車をٕڝもしくは

。用(注̑）することを行͏ことをతとする場所においてٕۂ

（注１）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）用済೩ྉを含みます。

－ 26 －

（注３）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注４）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済ࣗ動車にଘࡏする欠ؕ、ຎ໓、しΐく、さびその他ࣗવのফ

障損害ނ　②

③　被共済ࣗ動車から取りはずされて車上にない部または付ଐにੜじた損害。ただし、被共済ࣗ

動車から取りはずされて車上にない被共済ࣗ動車のݤの౪(注１）により、被共済者が第̔条（म理අ）

ᾈにن定するम理අを負担したことによって被った損害を除きます。

ᶆ　付ଐのうͪ被共済ࣗ動車に定ணされていない物にੜじた損害。ただし、被共済ࣗ動車の他の部

と同࣌に損害を被った場合または火ࡂによって損害がੜじた場合を除きます。

ᶇ　タイϠ(注２）にੜじた損害。ただし、被共済ࣗ動車の他の部と同࣌に損害を被った場合または火ࡂ

もしくは౪によって損害がੜじた場合を除きます。

ᶈ　法令等によりࢭېされているվを行った部および付ଐにੜじた損害

（注１）ฆࣦを除きます。

（注２）νϡーブを含みます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する者が法令に定められた運స֨ࢿを࣋たないで被

共済ࣗ動車を運సしている場合、道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）

第１項に定めるञ気をଳびた状態もしくはこれに相当する状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合また

はຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬保

等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹにより正

常な運సができないおそれがある状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害にରしては、共

済金をࢧいません。

①　共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者(注）

②　所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮく被共済ࣗ動車のങओまたは１年以上を期間とするିआܖ約に基

ͮく被共済ࣗ動車のआओ(注）

③　①および②にن定する者の法定理ਓ

ᶆ　①および②にن定する者のۀにैࣄதの使用ਓ

ᶇ　①および②にن定する者の、ۮ者またはࢠ

（注）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

ୈ５条（ඃ共済者のൣғ）

　　この車両条項における被共済者は、被共済ࣗ動車を所༗する者とします。

ୈ̒条（共済ֹۚのઃ定）

ᾇ　この車両条項においては、ڠ定共済Ձ額を共済金額として定めるものとします。
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⑵　共済契約者または被共済者は、被共済自動車の協定共済Ձ額を定めるにࡍし、当組合が被共済自動車

のՁ額をධՁするためにඞཁとೝめてরձした事項について、当組合に事࣮を正確に͛ࠂなければなり

ません。

第̓条（損害ֹのܾఆ）

　　損害額は、次の①および②に定めるとおりとします。

۠　　　 損　　　　害　　　　額

①　被共済自動車の損ইをम理する
ことができない場合ʢ注）

協定共済Ձ額

②　①Ҏ֎の場合

次の算ࣜにより算ग़した額

損害額 ʹ
次条に規定
するम理費

－
म理にってੜじた
ଘ物がある場合は、そ
のՁ額

（注）被共済自動車が౪にあいൃݟされなかった場合を含みます。

第̔条（मཧඅ）

⑴　この車྆条項におけるम理費とは、損害がੜじた地および࣌において、被共済自動車を事故ൃੜ直લ

のঢ়ଶに෮چするためにඞཁなम理費をいいます。この場合、被共済自動車の෮چにࡍして、当組合が、

෦のิमがՄ能であり、かつ、その෦のަによるम理費がิमによるम理費を超えるとೝめ

たときは、その෦のम理費はิमによるम理費とします。

⑵　次の①または②のいずれかに該当する事由により、被共済自動車のݤおよびそのৣҰࣜをަするた

めにཁした費用は、⑴に規定するम理費に含めます。

①　被共済自動車のυΞ、τϥϯΫ等のいずれかのৣに損害がੜじたこと。

②　被共済自動車のݤが౪(注）されたこと。

（注）ฆࣦを除きます。

第̕条（අ༻）

　共済契約者または被共済者が支ग़した次の①からᶈまでの費用(注１）は、これを損害のҰ෦とみなしま

す。

費用の名শ 費 　 用 　 の 　 内 　 容

①　損 害  ࢭ 費 用
　基ຊ条項第��条（事故ൃੜ࣌の義務および義務ҧの場合の取扱い）
⑴の①に規定する損害のൃੜおよび֦େのࢭのためにඞཁまたは༗ӹ
であった費用

②　権རอશ行使費用
　基ຊ条項第��条⑴のᶈに規定する権རのอશまたは行使にඞཁな手続
きをするためにཁした費用

③　応 ٸ ॲ ஔ 費 用

　共済金の支払対となる事故により被共済自動車が行ෆ能となった
場合に、その行ෆ能となった地において被共済自動車を自力で行で
きるঢ়ଶに෮چするためにཁした応ٸのॲஔの費用。ただし、当組合が
ඞཁとೝめるॲஔのためにੜじる費用に限ります。
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⑵　共済契約者または被共済者は、被共済自動車の協定共済Ձ額を定めるにࡍし、当組合が被共済自動車

のՁ額をධՁするためにඞཁとೝめてরձした事項について、当組合に事࣮を正確に͛ࠂなければなり

ません。

第̓条（損害ֹのܾఆ）

　　損害額は、次の①および②に定めるとおりとします。

۠　　　 損　　　　害　　　　額

①　被共済自動車の損ইをम理する
ことができない場合ʢ注）

協定共済Ձ額

②　①Ҏ֎の場合

次の算ࣜにより算ग़した額

損害額 ʹ
次条に規定
するम理費

－
म理にってੜじた
ଘ物がある場合は、そ
のՁ額

（注）被共済自動車が౪にあいൃݟされなかった場合を含みます。

第̔条（मཧඅ）

⑴　この車྆条項におけるम理費とは、損害がੜじた地および࣌において、被共済自動車を事故ൃੜ直લ

のঢ়ଶに෮چするためにඞཁなम理費をいいます。この場合、被共済自動車の෮چにࡍして、当組合が、

෦のิमがՄ能であり、かつ、その෦のަによるम理費がิमによるम理費を超えるとೝめ

たときは、その෦のम理費はิमによるम理費とします。

⑵　次の①または②のいずれかに該当する事由により、被共済自動車のݤおよびそのৣҰࣜをަするた

めにཁした費用は、⑴に規定するम理費に含めます。

①　被共済自動車のυΞ、τϥϯΫ等のいずれかのৣに損害がੜじたこと。

②　被共済自動車のݤが౪(注）されたこと。

（注）ฆࣦを除きます。

第̕条（අ༻）

　共済契約者または被共済者が支ग़した次の①からᶈまでの費用(注１）は、これを損害のҰ෦とみなしま

す。

費用の名শ 費 　 用 　 の 　 内 　 容

①　損 害  ࢭ 費 用
　基ຊ条項第��条（事故ൃੜ࣌の義務および義務ҧの場合の取扱い）
⑴の①に規定する損害のൃੜおよび֦େのࢭのためにඞཁまたは༗ӹ
であった費用

②　権རอશ行使費用
　基ຊ条項第��条⑴のᶈに規定する権རのอશまたは行使にඞཁな手続
きをするためにཁした費用

③　応 ٸ ॲ ஔ 費 用

　共済金の支払対となる事故により被共済自動車が行ෆ能となった
場合に、その行ෆ能となった地において被共済自動車を自力で行で
きるঢ়ଶに෮چするためにཁした応ٸのॲஔの費用。ただし、当組合が
ඞཁとೝめるॲஔのためにੜじる費用に限ります。

－ 2� －

අ用の名শ අ 　 用 　 の 　  　 ༰

ᶆ 　運 ൖ අ 用

　共済金のࢧରとなるނࣄにより被共済ࣗ動車が走行不能となった
場合に、その走行不能となった地から被共済者のࢦ定するम理場また
は当合がࢦ定する場所まで、陸送車等により被共済ࣗ動車を運ൖする
ためにཁしたඅ用(注２）。ただし、被共済ࣗ動車のम理等を行う場所とし
てࣾձ通೦上ଥ当と認められる場所まで被共済ࣗ動車を運ൖするために
ੜじるඅ用に限ります。

ᶇ 　Ҿ 取 අ 用

　次のΞまたはイのいずれかのҾ取අ用。ただし、被共済ࣗ動車のҾ取
場所としてࣾձ通೦上ଥ当と認められる場所において被共済ࣗ動車をҾ
き取るためにੜじるඅ用に限ります。

Ξɽ共済金のࢧରとなるނࣄにより被共済ࣗ動車が走行不能となっ
た場合に、म理場等において被共済ࣗ動車の損ইのम理がྃし
た後、被共済ࣗ動車をҾき取るためにཁしたඅ用

イɽ౪にあった被共済ࣗ動車をҾき取るためにཁしたඅ用のうͪ、
③もしくはᶆまたはΞ以外のඅ用

ᶈ　共同ւ損担අ用
　ધഫによって輸送されている間にੜじた共同ւ損にରする被共済ࣗ動
車の担額

（注１）収ೖのࣦを含みません。なお、③およびᶆのඅ用に付ਵしてൃੜしたݱ場ਗ਼のඅ用を被

共済者が負担した場合は、そのඅ用を含みます。

（注２）当合がඞཁと認めた場合は、運ൖա程で被共済ࣗ動車を一࣌的に保するためにཁしたඅ

用を含みます。

第1�条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ）

ᾇ　１回のނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次の①および②にن定するとおりとします。

被共済ࣗ動車の損害の状態 共済金の額

①　શ損の場合 定共済Ձ額ڠ

②　①以外の場合

次のࣜࢉによりࢉग़した額

共済金
の額

ʹ
第̓条（損害額の
ܾ定）②の損害額

－
共済証書記載の
໔金額(注）

ᾈ　当合は、ᾇにن定する共済金の΄か、લ条のඅ用の合ܭ額を共済金として被共済者にࢧいます。

ただし、同条③からᶇまでのඅ用の合ܭ額は、１回のނࣄにつき、15ສԁを限度とします。

ᾉ　当合は、ᾈのن定によってࢧうべき共済金とᾇの共済金の合ܭ額がڠ定共済Ձ額をえる場合で

あっても、ᾈの共済金をࢧいます。

ᾊ　第̓条（損害額のܾ定）の損害額およびલ条のඅ用のうͪ、回収金がある場合は、当合は次のࣜࢉ

によりࢉग़された額を共済金としてࢧいます。ただし、②の額を限度とします。

共済金の額 ʹ 次の①または②のいずれか高い額 － 回収金の額

①　第̓条の損害額およびલ条のඅ用のう࣮ͪࡍにൃੜした額の合ܭ額
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②　ᾇからᾉまでにن定する共済金の額の合ܭ額

ᾋ　ᾊにおける損害額は、共済Ձ額またはڠ定共済Ձ額のいずれか高い額を限度とします。

（注）当合がࢧを負うނࣄのൃੜの࣌のॱによって定めます。なお、共済期間தに、基ຊ条

項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のن定がద用されるނࣄまたは第̕条（අ用）③からᶇま

でのඅ用のみをࢧうނࣄが既にൃੜしている場合は、そのނࣄはނࣄのൃੜ回に含めないも

のとします。

第11条（ं྆શ損࣌ॾඅ༻ۚࡁڞ）

　　１回のނࣄにつき当合がࢧう第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②の車両શ損࣌ॾඅ用共済金の

額は、ڠ定共済Ձ額の10ˋに相当する額または10ສԁのいずれか高い額とします。ただし、20ສԁを

限度とします。

第12条（ڠఆࡁڞՁֹ͕ࡁڞՁֹΛஶ͑͘͠Δ߹）

　　ʮ用語の定義ʯにن定するʮڠ定共済Ձ額ʯおよび第̒条（共済金額の設定）のن定にかかΘらず、

定共済Ձ額および共ڠ定共済Ձ額および共済金額が共済Ձ額をஶしくえる場合は、その共済Ձ額をڠ

済金額とします。

第1�条（ݱ物ʹΑΔࢧ）

　　当合は、被共済ࣗ動車の損害のશ部または一部にରして、म理またはの交付をもって共済金の

。にえることができますࢧ

第1�条（ඃ害物ʹ͍ͭͯの߹の権ར）

ᾇ　当合がશ損として共済金をࢧった場合は、当合は、被共済ࣗ動車について被共済者が༗する所

༗ݖその他の物ݖを取ಘします。ただし、ࢧった共済金の額(注１）がڠ定共済Ձ額に達しない場合は、

当合は、ࢧった共済金の額(注１）のڠ定共済Ձ額にରするׂ合によってそのݖརを取ಘします。

ᾈ　被共済ࣗ動車の部または付ଐが౪にあった場合に、当合がその損害にରして共済金をࢧ

ったときは、当合は、ࢧった共済金の額(注１）の損害額(注２）にରするׂ合によって、その౪にあっ

た物について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖを取ಘします。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合において、当合がそのݖརを取ಘしないࢫのҙࢥを表示して共済金をࢧったと

きは、被共済ࣗ動車またはその部もしくは付ଐについて被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは

当合にҠసしません。

（注１）第̕条（අ用）のඅ用および第11条（車両શ損࣌ॾඅ用共済金）の車両શ損࣌ॾඅ用共済金

を除いた共済金の額とします。

（注２）第̕条のඅ用を除いた損害の額とします。

第1�条（౪ࣗಈंのฦؐ）

　　当合が第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のΞにن定する被共済ࣗ動車の౪によってੜじた損

害にରして共済金および車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧったのཌから起ࢉして60以に被共済

ࣗ動車がൃ見された場合は、被共済者は、既にडけ取った共済金および車両શ損࣌ॾඅ用共済金を当

合にいして、そのฦؐをडけることができます。この場合は、ൃ見されるまでの間に被共済ࣗ動車

にੜじた損害にରして共済金または車両શ損࣌ॾඅ用共済金をٻすることができます。
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②　ᾇからᾉまでにن定する共済金の額の合ܭ額

ᾋ　ᾊにおける損害額は、共済Ձ額またはڠ定共済Ձ額のいずれか高い額を限度とします。

（注）当合がࢧを負うނࣄのൃੜの࣌のॱによって定めます。なお、共済期間தに、基ຊ条

項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のن定がద用されるނࣄまたは第̕条（අ用）③からᶇま

でのඅ用のみをࢧうނࣄが既にൃੜしている場合は、そのނࣄはނࣄのൃੜ回に含めないも

のとします。

第11条（ं྆શ損࣌ॾඅ༻ۚࡁڞ）

　　１回のނࣄにつき当合がࢧう第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②の車両શ損࣌ॾඅ用共済金の

額は、ڠ定共済Ձ額の10ˋに相当する額または10ສԁのいずれか高い額とします。ただし、20ສԁを

限度とします。

第12条（ڠఆࡁڞՁֹ͕ࡁڞՁֹΛஶ͑͘͠Δ߹）

　　ʮ用語の定義ʯにن定するʮڠ定共済Ձ額ʯおよび第̒条（共済金額の設定）のن定にかかΘらず、

定共済Ձ額および共ڠ定共済Ձ額および共済金額が共済Ձ額をஶしくえる場合は、その共済Ձ額をڠ

済金額とします。

第1�条（ݱ物ʹΑΔࢧ）

　　当合は、被共済ࣗ動車の損害のશ部または一部にରして、म理またはの交付をもって共済金の

。にえることができますࢧ

第1�条（ඃ害物ʹ͍ͭͯの߹の権ར）

ᾇ　当合がશ損として共済金をࢧった場合は、当合は、被共済ࣗ動車について被共済者が༗する所

༗ݖその他の物ݖを取ಘします。ただし、ࢧった共済金の額(注１）がڠ定共済Ձ額に達しない場合は、

当合は、ࢧった共済金の額(注１）のڠ定共済Ձ額にରするׂ合によってそのݖརを取ಘします。

ᾈ　被共済ࣗ動車の部または付ଐが౪にあった場合に、当合がその損害にରして共済金をࢧ

ったときは、当合は、ࢧった共済金の額(注１）の損害額(注２）にରするׂ合によって、その౪にあっ

た物について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖを取ಘします。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合において、当合がそのݖརを取ಘしないࢫのҙࢥを表示して共済金をࢧったと

きは、被共済ࣗ動車またはその部もしくは付ଐについて被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは

当合にҠసしません。

（注１）第̕条（අ用）のඅ用および第11条（車両શ損࣌ॾඅ用共済金）の車両શ損࣌ॾඅ用共済金

を除いた共済金の額とします。

（注２）第̕条のඅ用を除いた損害の額とします。

第1�条（౪ࣗಈंのฦؐ）

　　当合が第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のΞにن定する被共済ࣗ動車の౪によってੜじた損

害にରして共済金および車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧったのཌから起ࢉして60以に被共済

ࣗ動車がൃ見された場合は、被共済者は、既にडけ取った共済金および車両શ損࣌ॾඅ用共済金を当

合にいして、そのฦؐをडけることができます。この場合は、ൃ見されるまでの間に被共済ࣗ動車

にੜじた損害にରして共済金または車両શ損࣌ॾඅ用共済金をٻすることができます。

－ 30 －
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■　用語の定義

　この基ຊ条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

相 ख ࣗ 動 車 　その所༗者が被共済ࣗ動車の所༗者と異なるࣗ動車をいいます。

危 険
　共済ܖ約の締݁にࡍし、その共済ܖ約によりてんิすることとされる
損害またはই害のൃੜの可能ੑをいいます。

危 険 ૿ Ճ
　告ࣄ項についての危険が高くなり、この共済ܖ約で定められている
共済ֻ金がその危険をࢉܭの基ૅとしてࢉग़される共済ֻ金にରして不
足する状態になることをいいます。

共 済 金
　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、乗者ই害条項または車両条項の共済
金をいいます。

車 ର 車 ࣄ ނ 　被共済ࣗ動車と相खࣗ動車とのিಥまたは৮をいいます。

告  ࣄ 項
　危険にؔする重ཁなࣄ項のうͪ、共済ܖ約ਃࠐ書の記載ࣄ項とするこ
とによって当合が告をٻめたもの(注）をいいます。
（注）他の共済ܖ約等にؔするࣄ項を含みます。

ࣗ 動 運 行 装 置
　道路運送車両法（昭和26年法律第1�5号）第41条（ࣗ動車の装置）に
定めるࣗ動運行装置をいいます。

ࣗ 動 車 の ৽ ن 取 ಘ

　被共済ࣗ動車と同一の用途車छ(注１）のࣗ動車を৽たに取ಘ(注２）し、ま
たは１年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれることをいいます。
（注１）別表̏に掲げる用途車छをいいます。
（注２）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮくߪೖを含みます。

ࣦ 効 。以ࣦ߱うことをいいます࣌約のશ部または一部の効ྗを、そのܖ　

所 ༗ ࣗ 動 車

　次の①からᶆまでのいずれかに該当する者が所༗(注１）するࣗ動車(注２）

をいいます。
①　被共済ࣗ動車の所༗者
②　記名被共済者
③　記名被共済者のۮ者
ᶆ　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの
（注１）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮくߪೖおよび１年以上を期間

とするିआܖ約によるआೖれを含みます。
（注２）被共済ࣗ動車および৽ن取ಘࣗ動車を除き、別表̏に記載の被

共済ࣗ動車と同一の用途車छのࣗ動車に限ります。

৽ ن 取 ಘ ࣗ 動 車
　৽たに取ಘ(注）し、またはआりೖれたࣗ動車をいいます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮくߪೖを含みます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　この共済ܖ約のશ部または一部にରしてࢧが同じである他の共
済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

被 共 済 者
　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、乗者ই害条項または車両条項におけ
る被共済者をいいます。
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－ 31 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ

　損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいい、次の①からᶆまでのٻঈݖおよ
びݖٻを含みます。

①　共同不法行ҝ等の場合における࿈ଳ࠴者相ޓ間のٻঈݖ
②　ࣗഛ共済等にରするݖٻ
③　ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和 30 年法律第 97 号）に基ͮくࣗ動車

損害ഛঈ保障ۀࣄにରするݖٻ
ᶆ　②または③の΄か、ਓ身ই害条項にる損害について、そのิঈ

にあてるべき共済金、保険金その他の金મのݖٻ

ແ 効
　共済ܖ約のすべての効ྗが共済ܖ約締݁࣌からੜじなかったものとし
て取扱うことをいいます。

ୈ１条（共済責任のظ࢝およびऴظ）

ᾇ　当合の共済は、共済期間のॳのޕ後̐࣌(注）に࢝まり、共済期間ののޕ後̐࣌にऴΘり

ます。

ᾈ　ᾇのࠁ࣌は、ຊ国のඪ準࣌によるものとします。

（注）共済証書にこれと異なるࠁ࣌が記載されている場合は、そのࠁ࣌とします。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この普通共済約款に付ଳされた特約のن定により定めた共済ֻ金のํࠐ法にैい、

この共済ܖ約の共済ֻ金をいࠐまなけれなりません。ただし、この普通共済約款に付ଳされた特約

のن定により共済ֻ金のํࠐ法を定めなかった場合には、共済ֻ金は、共済ܖ約の締݁と同࣌にその

શ額をいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済期間が࢝まった後でも、共済ܖ約者が共済ֻ金のࠐみをଵった場合は、この普通共済約款に付

ଳされた特約で別に定める場合を除き、当合は、共済期間のॳから共済ֻ金ྖ収までの間にੜじた

。いませんࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނࣄ

ୈ３条（共済責任のおよͿҬ）

　　当合は、被共済ࣗ動車がຊ国(注）にある間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしてのみ共

済金をࢧいます。

（注）ຊ国外におけるຊધഫを含みます。

ୈ４条（ࠂ義）

ᾇ　共済ܖ約者または記名被共済者(注１）になる者は、共済ܖ約締݁のࡍ、告ࣄ項について、当合にࣄ

࣮を正֬に告げなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約締݁のࡍ、共済ܖ約者または記名被共済者(注１）が告ࣄ項についてނҙまたは重大なաࣦに

よって࣮ࣄを告げなかった場合または࣮ࣄと異なることを告げた場合は、当合は、共済ܖ約者にରす

る書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾉ　ᾈのن定は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合はద用しません。

①　ᾈの࣮ࣄがなくなった場合
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－ 31 －

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ

　損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいい、次の①からᶆまでのٻঈݖおよ
びݖٻを含みます。

①　共同不法行ҝ等の場合における࿈ଳ࠴者相ޓ間のٻঈݖ
②　ࣗഛ共済等にରするݖٻ
③　ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和 30 年法律第 97 号）に基ͮくࣗ動車

損害ഛঈ保障ۀࣄにରするݖٻ
ᶆ　②または③の΄か、ਓ身ই害条項にる損害について、そのิঈ

にあてるべき共済金、保険金その他の金મのݖٻ

ແ 効
　共済ܖ約のすべての効ྗが共済ܖ約締݁࣌からੜじなかったものとし
て取扱うことをいいます。

ୈ１条（共済責任のظ࢝およびऴظ）

ᾇ　当合の共済は、共済期間のॳのޕ後̐࣌(注）に࢝まり、共済期間ののޕ後̐࣌にऴΘり

ます。

ᾈ　ᾇのࠁ࣌は、ຊ国のඪ準࣌によるものとします。

（注）共済証書にこれと異なるࠁ࣌が記載されている場合は、そのࠁ࣌とします。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この普通共済約款に付ଳされた特約のن定により定めた共済ֻ金のํࠐ法にैい、

この共済ܖ約の共済ֻ金をいࠐまなけれなりません。ただし、この普通共済約款に付ଳされた特約

のن定により共済ֻ金のํࠐ法を定めなかった場合には、共済ֻ金は、共済ܖ約の締݁と同࣌にその

શ額をいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済期間が࢝まった後でも、共済ܖ約者が共済ֻ金のࠐみをଵった場合は、この普通共済約款に付

ଳされた特約で別に定める場合を除き、当合は、共済期間のॳから共済ֻ金ྖ収までの間にੜじた

。いませんࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނࣄ

ୈ３条（共済責任のおよͿҬ）

　　当合は、被共済ࣗ動車がຊ国(注）にある間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしてのみ共

済金をࢧいます。

（注）ຊ国外におけるຊધഫを含みます。

ୈ４条（ࠂ義）

ᾇ　共済ܖ約者または記名被共済者(注１）になる者は、共済ܖ約締݁のࡍ、告ࣄ項について、当合にࣄ

࣮を正֬に告げなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約締݁のࡍ、共済ܖ約者または記名被共済者(注１）が告ࣄ項についてނҙまたは重大なաࣦに

よって࣮ࣄを告げなかった場合または࣮ࣄと異なることを告げた場合は、当合は、共済ܖ約者にରす

る書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾉ　ᾈのن定は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合はద用しません。

①　ᾈの࣮ࣄがなくなった場合

－ 32 －

②　当合が共済ܖ約締݁のࡍ、ᾈにن定する࣮ࣄをっていた場合またはաࣦによってこれをらな

かった場合(注２）

③　共済ܖ約者または記名被共済者(注１）が当合が共済金をࢧうべきނࣄのൃੜલに、告ࣄ項につ

いて書໘をもってగ正を当合にਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合。なお、当合がగ正のਃ

ग़をडけた場合において、そのగ正をਃしग़た࣮ࣄが共済ܖ約締݁のࡍに当合に告げられていたと

しても、当合が共済ܖ約を締݁していたと認めるときに限り、これをঝ認するものとします。

ᶆ　当合がᾈのن定によるղ除のݪ因があることをった࣌のཌから起ࢉして１か݄を経աした場

合または共済ܖ約締݁の࣌のཌから起ࢉして̑年を経աした場合

ᾊ　ᾈのن定によるղ除が損害またはই害のൃੜした後になされた場合であっても、第14条（共済ܖ約

ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、当合は、共済金をࢧいません。この場合において、既に共済金

をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐをٻすることができます。

ᾋ　ᾊのن定は、ᾈにن定する࣮ࣄに基ͮかずにൃੜしたނࣄによる損害またはই害についてはద用しま

せん。

（注１）車両条項においては、被共済者とします。

（注２）当合のために共済ܖ約の締݁の理を行う者が࣮ࣄを告げることをげた場合または࣮ࣄ

を告げないこともしくは࣮ࣄと異なることを告げることをקめた場合を含みます。

第５条（通知義務）

ᾇ　共済ܖ約締݁の後、次の①から③までのいずれかに該当する࣮ࣄがൃੜした場合は、共済ܖ約者また

は被共済者は、なく、そのࢫを当合に通しなけれなりません。ただし、その࣮ࣄがなくなっ

た場合は、当合への通はඞཁありません。

①　被共済ࣗ動車の用途車छまたはొ൪号(注１）をมߋしたこと。

②　この共済ܖ約の共済ֻ金をܾ定するための共済ྺނࣄ等の条݅にมߋをੜじさせる࣮ࣄがൃੜした

こと。

③　①および②の΄か、告ࣄ項の༰にมߋをੜじさせる࣮ࣄ(注２）がൃੜしたこと。

ᾈ　ᾇの࣮ࣄのൃੜによって危険૿Ճがੜじた場合において、共済ܖ約者または被共済者がނҙまたは重

大なաࣦによってなくᾇのن定による通をしなかったときは、当合は、共済ܖ約者にରする書

໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾉ　ᾈのن定は、当合がᾈのن定によるղ除のݪ因があることをった࣌のཌから起ࢉして１か݄を

経աした場合または危険૿Ճがੜじた࣌のཌから起ࢉして̑年を経աした場合はద用しません。

ᾊ　ᾈのن定によるղ除が損害またはই害のൃੜした後になされた場合であっても、第14条（共済ܖ約

ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、ղ除にる危険૿Ճがੜじた࣌からղ除がなされた࣌までにൃੜし

たނࣄによる損害またはই害にରしては、当合は、共済金をࢧいません。この場合において、既に

共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐをٻすることができます。

ᾋ　ᾊのن定は、その危険૿Ճをもたらしたࣄ༝に基ͮかずにൃੜしたނࣄによる損害またはই害につい

てはద用しません。

ᾌ　ᾈのن定にかかΘらず、ᾇの࣮ࣄのൃੜによって危険૿Ճがੜじ、この共済ܖ約のҾडൣғ(注̏）を
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えることとなった場合は、当組合は、共済契約者に対するॻ໘による௨をもって、この共済契約を解

除することができます。

ᾍ　ᾌの規定による解除が損害またはই害のൃੜしたޙになされた場合であっても、第14条（共済契約

解除のޮ力）の規定にかかわらず、解除にるݥة増Ճがੜじた࣌から解除がなされた࣌までにൃੜし

た事故による損害またはই害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、طに

共済金を支払っていたときは、当組合は、そのฦؐを請求することができます。

ᾎ　共済契約締結のޙ、共済契約ਃࠐॻ等または共済ূॻに記ࡌされた等ڃにมߋをੜじさせる事࣮がൃ

ੜした場合は、共済契約者または被共済者は、なく、そのࢫを当組合に௨しなければなりません。

（注１）車྆൪߸およびඪࣝ൪߸を含みます。

（注２）ࠂ事項のうͪ、共済契約締結のࡍに当組合がަするॻ໘等においてこの条の適用がある

事項として定めたものに関する事࣮に限ります。

（注３）共済ֻ金を増額することにより共済契約をܧ続することができるൣғとして共済契約締結の

。に当組合がަするॻ໘等において定めたものをいいますࡍ

ୈ̒条（共済ܖ約者のॅॴมߋ）

　　共済契約者が共済ূॻ記ࡌのॅॴまたは௨ઌをมߋした場合は、共済契約者は、なく、そのࢫ

を当組合に௨しなければなりません。

ୈ̓条（ඃ共済ࣗಈ車のৡ·ͨฦؐ）

⑴　被共済自動車がৡ(注１）された場合であっても、この共済契約に適用されるී௨共済約およびಛ約

に関する権རおよび義務は、ৡ受人(注２）にҠసしません。ただし、共済契約者がこの共済契約に適用さ

れるී௨共済約およびಛ約に関する権རおよび義務を被共済自動車のৡ受人にৡするࢫをॻ໘によ

り当組合に௨し、承ೝの請求を行った場合において、当組合がこれを承ೝしたときは、ৡ受人(注２）に

Ҡసします。

⑵　当組合は、被共済自動車がৡ(注１）されたޙ(注̏）に、被共済自動車についてੜじた事故による損害ま

たはই害に対しては、共済金を支払いません。

（注１）ॴ༗権ཹอ条項ചങ契約に基づくങओまたはିआ契約に基づくआओを共済契約者または記

名被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車のฦؐを含みます。

（注２）ॴ༗権ཹอ条項ചങ契約に基づくചओおよびିआ契約に基づくିओを含みます。

（注３）⑴ただしॻのॻ໘を受ྖしたޙを除きます。

ୈ̔条（ඃ共済ࣗಈ車のೖସ）

⑴　次の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者がॻ໘によりそのࢫを当組合に௨し、৽

規取得自動車またはॴ༗自動車と被共済自動車のೖସの承ೝの請求を行った場合において、当組合がこ

れを承ೝしたときは、৽規取得自動車またはॴ༗自動車について、この共済契約を適用します。

①　次のΞからΤまでのいずれかに該当する者が自動車の৽規取得をした場合。

Ξ．被共済自動車のॴ༗者

イ．記名被共済者

ウ．記名被共済者の配偶者
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えることとなった場合は、当組合は、共済契約者に対するॻ໘による௨をもって、この共済契約を解

除することができます。

ᾍ　ᾌの規定による解除が損害またはই害のൃੜしたޙになされた場合であっても、第14条（共済契約

解除のޮ力）の規定にかかわらず、解除にるݥة増Ճがੜじた࣌から解除がなされた࣌までにൃੜし

た事故による損害またはই害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、طに

共済金を支払っていたときは、当組合は、そのฦؐを請求することができます。

ᾎ　共済契約締結のޙ、共済契約ਃࠐॻ等または共済ূॻに記ࡌされた等ڃにมߋをੜじさせる事࣮がൃ

ੜした場合は、共済契約者または被共済者は、なく、そのࢫを当組合に௨しなければなりません。

（注１）車྆൪߸およびඪࣝ൪߸を含みます。

（注２）ࠂ事項のうͪ、共済契約締結のࡍに当組合がަするॻ໘等においてこの条の適用がある

事項として定めたものに関する事࣮に限ります。

（注３）共済ֻ金を増額することにより共済契約をܧ続することができるൣғとして共済契約締結の

。に当組合がަするॻ໘等において定めたものをいいますࡍ

ୈ̒条（共済ܖ約者のॅॴมߋ）

　　共済契約者が共済ূॻ記ࡌのॅॴまたは௨ઌをมߋした場合は、共済契約者は、なく、そのࢫ

を当組合に௨しなければなりません。

ୈ̓条（ඃ共済ࣗಈ車のৡ·ͨฦؐ）

⑴　被共済自動車がৡ(注１）された場合であっても、この共済契約に適用されるී௨共済約およびಛ約

に関する権རおよび義務は、ৡ受人(注２）にҠసしません。ただし、共済契約者がこの共済契約に適用さ

れるී௨共済約およびಛ約に関する権རおよび義務を被共済自動車のৡ受人にৡするࢫをॻ໘によ

り当組合に௨し、承ೝの請求を行った場合において、当組合がこれを承ೝしたときは、ৡ受人(注２）に

Ҡసします。

⑵　当組合は、被共済自動車がৡ(注１）されたޙ(注̏）に、被共済自動車についてੜじた事故による損害ま

たはই害に対しては、共済金を支払いません。

（注１）ॴ༗権ཹอ条項ചങ契約に基づくങओまたはିआ契約に基づくआओを共済契約者または記

名被共済者とする共済契約が締結されている場合の被共済自動車のฦؐを含みます。

（注２）ॴ༗権ཹอ条項ചങ契約に基づくചओおよびିआ契約に基づくିओを含みます。

（注３）⑴ただしॻのॻ໘を受ྖしたޙを除きます。

ୈ̔条（ඃ共済ࣗಈ車のೖସ）

⑴　次の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者がॻ໘によりそのࢫを当組合に௨し、৽

規取得自動車またはॴ༗自動車と被共済自動車のೖସの承ೝの請求を行った場合において、当組合がこ

れを承ೝしたときは、৽規取得自動車またはॴ༗自動車について、この共済契約を適用します。

①　次のΞからΤまでのいずれかに該当する者が自動車の৽規取得をした場合。

Ξ．被共済自動車のॴ༗者

イ．記名被共済者

ウ．記名被共済者の配偶者

－ 3� －

Τɽ記名被共済者またはその配偶者の同居の

②　被共済自動車のഇ車等(注１）。ただし、①のΞからΤまでのいずれかに該当する者の所有自動車があ

る場合に限ります。

ᾈ　ᾇの被共済自動車の所有者とは、「普通共済約款およびಛ約条項に共通する用語の定義」のن定にか

かわらず、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。

①　被共済自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主

②　被共済自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、被共済自動車を所有する者

ᾉ　当合は、自動車の৽نऔಘまたは被共済自動車のഇ車等(注１）があったޙ(注２）に、৽نऔಘ自動車ま

たは所有自動車について生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。

（注１）被共済自動車がഇ車、ৡまたはฦؐされた場合をいいます。

（注２）ᾇの書໘を受ྖしたޙをআきます。

第̕条（ڠఆࡁڞՁֹ͓Αͼֹۚࡁڞのมߋ·ͨௐ）

ᾇ　共済契約క݁のޙ、被共済自動車のվ、付ଐの装着等によって被共済自動車の価額が著しく૿Ճ

した場合は、共済契約者または車྆条項の被共済者は、なく、書໘をもってそのࢫを当合に通

し、ঝ認のٻを行わなければなりまͤん。

ᾈ　共済契約క݁のޙ、被共済自動車のվ、付ଐのऔりはずし等によって被共済自動車の価額が著し

くݮগした場合は、共済契約者または車྆条項の被共済者は、当合にରする通をもって、車྆条項

のڠ定共済価額および共済金額について、ݮগޙの被共済自動車の価額にࢸるまでのݮ額をٻするこ

とができます。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合、当合と共済契約者または車྆条項の被共済者は、将来にかって、それͧれ下

表に定めるมޙߋの額に、車྆条項のڠ定共済価額および共済金額をมߋするものとします。

区　　　 ม　ޙ　ߋ　の　額

①　ᾇ　の　場　合
次のࢉ式によりࢉ出した額

共済証書記載のڠ定共済価額 ʴ ᾇの事༝によって૿Ճした価額

②　ᾈ　の　場　合
次のࢉ式によりࢉ出した額

共済証書記載のڠ定共済価額 ʴ ᾈの事༝によってݮগした価額

ᾊ　લ条ᾇの①または②のいずれかに該当する場合において、共済契約者が書໘により被共済自動車の入

ସのঝ認のٻを行い、当合がこれをঝ認するときは、車྆条項ୈ̒条（共済金額のઃ定）のن定に

よりその入ସର自動車の価額を定め、ڠ定共済価額および共済金額をมߋするものとします。

第1�条（ܖࡁڞのແޮ）

ᾇ　共済契約者が共済金をෆ法にऔಘするతまたはୈࡾ者に共済金をෆ法にऔಘさͤるతをもってక

݁した共済契約は、ແޮとします。

ᾈ　ᾇのن定によりແޮとなる場合において、طに共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐを
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ٻすることができます。

第11条（ܖࡁڞのऔফ͠）

ᾇ　共済ܖ約者または被共済者のٗまたはڧഭによって当合が共済ܖ約を締݁した場合は、当合は、

共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約を取りফすことができます。

ᾈ　損害またはই害がൃੜした後にᾇのن定による取ফしが行Θれた場合において、既に共済金をࢧっ

ていたときは、当合は、そのฦؐをٻすることができます。

第1�条（ܖࡁڞの解আ）

ᾇ　当合は、第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇまたは第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇのن

定によりঝ認のٻがあった場合において、これをঝ認しなかったときは、共済ܖ約者にରする書໘に

よる通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。ただし、被共済ࣗ動車がഇ車、ৡまた

はฦؐされた場合に限ります。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者が第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇま

たはᾈのいずれかのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったとき(注）は、共済ܖ約者にରする書໘による通を

もって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾉ　共済ܖ約者は、当合にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾊ　ᾇに基ͮく当合のղ除ݖは、その通をडけたからそのを含めて30以に行使しなけれ

ফ໓します。

（注）当合が共済ܖ約者にରしてՃ共済ֻ金のٻを行ったにもかかΘらず、相当の期間にそ

のࠐみがなかった場合に限ります。

第1�条（ॏେࣄ༝による解আ）

ᾇ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当するࣄ༝がある場合は、共済ܖ約者にରする書໘によ

る通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

①　共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者が当合にこの共済ܖ約に基ͮく共済金をࢧ

Θせることを目的として損害またはই害をੜじさせ、またはੜじさせようとしたこと。

②　被共済者または共済金をडけ取るべき者が、この共済ܖ約に基ͮく共済金のٻについて、ٗを

行い、または行おうとしたこと。

③　共済ܖ約者、記名被共済者または車両条項の被共済者が次のΞからΦまでのいずれかに該当するこ

と。

Ξɽࣾձ的ྗ(注１）に該当すると認められること。

イɽࣾձ的ྗ(注１）にରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩する等のؔ༩をしていると認めら

れること。

ウɽࣾձ的ྗ(注１）を不当にར用していると認められること。

Τɽ法ਓである場合において、ࣾձ的ྗ(注１）がその法ਓの経Ӧをࢧし、またはその法ਓの経Ӧ

に࣮࣭的にؔ༩していると認められること。

Φɽその他ࣾձ的ྗ(注１）とࣾձ的にඇされるべきؔを༗していると認められること。

ᶆ　①から③までに掲げるものの΄か、共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者が①から

③までのࣄ༝がある場合と同程度に当合のこれらの者にରする৴པを損ない、この共済ܖ約のଘଓ
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ٻすることができます。

第11条（ܖࡁڞのऔফ͠）

ᾇ　共済ܖ約者または被共済者のٗまたはڧഭによって当合が共済ܖ約を締݁した場合は、当合は、

共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約を取りফすことができます。

ᾈ　損害またはই害がൃੜした後にᾇのن定による取ফしが行Θれた場合において、既に共済金をࢧっ

ていたときは、当合は、そのฦؐをٻすることができます。

第1�条（ܖࡁڞの解আ）

ᾇ　当合は、第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇまたは第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇのن

定によりঝ認のٻがあった場合において、これをঝ認しなかったときは、共済ܖ約者にରする書໘に

よる通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。ただし、被共済ࣗ動車がഇ車、ৡまた

はฦؐされた場合に限ります。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者が第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇま

たはᾈのいずれかのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったとき(注）は、共済ܖ約者にରする書໘による通を

もって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾉ　共済ܖ約者は、当合にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

ᾊ　ᾇに基ͮく当合のղ除ݖは、その通をडけたからそのを含めて30以に行使しなけれ

ফ໓します。

（注）当合が共済ܖ約者にରしてՃ共済ֻ金のٻを行ったにもかかΘらず、相当の期間にそ

のࠐみがなかった場合に限ります。

第1�条（ॏେࣄ༝による解আ）

ᾇ　当合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当するࣄ༝がある場合は、共済ܖ約者にରする書໘によ

る通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

①　共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者が当合にこの共済ܖ約に基ͮく共済金をࢧ

Θせることを目的として損害またはই害をੜじさせ、またはੜじさせようとしたこと。

②　被共済者または共済金をडけ取るべき者が、この共済ܖ約に基ͮく共済金のٻについて、ٗを

行い、または行おうとしたこと。

③　共済ܖ約者、記名被共済者または車両条項の被共済者が次のΞからΦまでのいずれかに該当するこ

と。

Ξɽࣾձ的ྗ(注１）に該当すると認められること。

イɽࣾձ的ྗ(注１）にରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩する等のؔ༩をしていると認めら

れること。

ウɽࣾձ的ྗ(注１）を不当にར用していると認められること。

Τɽ法ਓである場合において、ࣾձ的ྗ(注１）がその法ਓの経Ӧをࢧし、またはその法ਓの経Ӧ

に࣮࣭的にؔ༩していると認められること。

Φɽその他ࣾձ的ྗ(注１）とࣾձ的にඇされるべきؔを༗していると認められること。

ᶆ　①から③までに掲げるものの΄か、共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者が①から

③までのࣄ༝がある場合と同程度に当合のこれらの者にରする৴པを損ない、この共済ܖ約のଘଓ

－ 36 －

をࠔとする重大なࣄ༝をੜじさせたこと。

ᾈ　当合は、次の①または②のいずれかに該当するࣄ༝がある場合は、共済ܖ約者にରする書໘による

通をもって、この共済ܖ約のその被共済者にる部をղ除することができます。

①　被共済者(注２）がᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当すること。

②　ਓ身ই害条項または乗者ই害条項における被共済者にੜじた損害(注̏）またはই害にରしてࢧう

べき共済金をडけ取るべき者がᾇの③のΞからウまでまたはΦのいずれかに該当すること。

ᾉ　ᾇまたはᾈのن定によるղ除が損害またはই害のൃੜした後になされた場合であっても、次条のن定

にかかΘらず、ᾇの①からᶆまでのいずれかのࣄ༝またはᾈの①もしくは②のいずれかのࣄ༝がੜじた

ࢧによる損害またはই害にରしては、当合は、共済金をނࣄまでにൃੜした࣌からղ除がなされた࣌

いません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐをٻするこ

とができます。

ᾊ　共済ܖ約者または記名被共済者がᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当することによりᾇのن定に

よるղ除がなされた場合は、ᾉのن定は、次の①または②の損害についてはద用しません。

①　ഛঈ条項に基ͮく共済金をࢧうべき損害(注̐）

②　車両条項に基ͮき共済金をࢧうべき損害のうͪ、ᾇの③のΞからΦまでのいずれにも該当しない

被共済者にੜじた損害

ᾋ　車両条項の被共済者がᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当することによりᾇのن定によるղ除が

なされた場合、またはᾈのن定によるղ除がなされた場合は、ᾉのن定は、次の①または②の損害また

はই害についてはద用しません。

①　ᾊの①および②の損害(注̐）

②　ਓ身ই害条項または乗者ই害条項に基ͮき共済金をࢧうべき損害またはই害のうͪ、ᾇの③の

ΞからウまでまたはΦのいずれにも該当しない被共済者にੜじた損害(注̑）またはই害。ただし、その

損害(注̑）またはই害にରしてࢧう共済金をडけ取るべき者がᾇの③のΞからウまでまたはΦのいず

れかに該当する場合は、その者のडけ取るべき金額に限り、ᾉのن定をద用するものとします。

（注１）ྗஂ、ྗஂһ（ྗஂһでなくなったから̑年を経աしない者を含みます。）、ྗஂ

準ߏ成һ、ྗஂؔۀاその他のࣾձ的ྗをいいます。

（注２）ഛঈ条項、ਓ身ই害条項または乗者ই害条項における被共済者であって、記名被共済

者または車両条項の被共済者以外の者に限ります。

（注̏）被共済者の、ۮ者またはࢠにੜじた損害を含みます。

（注̐）ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定するඅ用のうͪ、ᾇの③のΞから

Φまでのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなすඅ用を除きます。

（注̑）ᾇの③のΞからウまでまたはΦのいずれにも該当しない被共済者について、その、ۮ

者またはࢠにੜじた損害を含みます。

第1�条（ܖࡁڞղআのޮྗ）

　共済ܖ約のղ除は、将来にかってのみその効ྗをੜじます。

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ·ͨ請求－ࠂٛɾ௨ٛの߹）

ᾇ　第̐条（告義）ᾇにより告げられた༰が࣮ࣄと異なる場合(注１）において、共済ֻ金をมߋする
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ඞཁがあるときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした共済ֻ金

をฦؐまたはٻします。

ᾈ　危険૿Ճがੜじた場合または危険がݮগした場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがあるときは、

当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、危険の૿Ճまたは危険のݮ

গがੜじた࣌以後の期間(注２）にରする共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾉ　ᾇまたはᾈのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、第12条（共済ܖ約のղ除）ᾈのن

定によりこの共済ܖ約をղ除できるときは、当合は、共済金をࢧいません(注̏）。ただし、危険૿Ճ

がੜじた場合において、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害について

は共済金をࢧいます。

ᾊ　当合が第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇまたは第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇのいず

れかのن定によるঝ認をする場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがあるときは、当合は、มߋલ

の共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରする共済ֻ金をฦؐまたは

。しますٻ

ᾋ　ᾊのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済金をࢧいません。

ᾌ　ᾇ、ᾈおよびᾊの΄か、共済ܖ約締݁の後、共済ܖ約者が書໘により共済ܖ約の条݅のมߋを当合

に通し、ঝ認のٻを行い、当合がこれをঝ認する場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがある

ときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରす

る共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾍ　ᾌのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済ܖ約条݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、この普通共済約款および被共済ࣗ動車につい

てద用される特約にैい、共済金をࢧいます。

（注１）その࣮ࣄを当合がった場合であって、共済ܖ約者、記名被共済者または車両条項の被共

済者からその通がないときを含みます。

（注２）共済ܖ約者または被共済者のਃग़に基ͮく、危険の૿Ճまたは危険のݮগがੜじた࣌以後の

期間をいいます。

（注̏）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ·ͨ請求－ڠఆࡁڞՁֹ͓Αͼֹۚࡁڞのมߋ·ͨௐの߹）

ᾇ　第̕条（ڠ定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）ᾉのن定により共済ܖ約条݅をมߋする場

合は、当合は、共済ܖ約条݅をมߋするલの共済ֻ金と共済ܖ約条݅をมߋした後の共済ֻ金とのࠩ

に基ͮきࢉܭした共済ֻ金をฦؐし、またはՃ共済ֻ金をٻできます。

ᾈ　ᾇのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

ڠ）による損害にରしては、第̕条ނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）ᾇのٻがなかったものとして、この普通共済約款およ

び被共済ࣗ動車についてద用される特約にैい、共済金をࢧいます。
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ඞཁがあるときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした共済ֻ金

をฦؐまたはٻします。

ᾈ　危険૿Ճがੜじた場合または危険がݮগした場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがあるときは、

当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、危険の૿Ճまたは危険のݮ

গがੜじた࣌以後の期間(注２）にରする共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾉ　ᾇまたはᾈのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、第12条（共済ܖ約のղ除）ᾈのن

定によりこの共済ܖ約をղ除できるときは、当合は、共済金をࢧいません(注̏）。ただし、危険૿Ճ

がੜじた場合において、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害について

は共済金をࢧいます。

ᾊ　当合が第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇまたは第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇのいず

れかのن定によるঝ認をする場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがあるときは、当合は、มߋલ

の共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରする共済ֻ金をฦؐまたは

。しますٻ

ᾋ　ᾊのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済金をࢧいません。

ᾌ　ᾇ、ᾈおよびᾊの΄か、共済ܖ約締݁の後、共済ܖ約者が書໘により共済ܖ約の条݅のมߋを当合

に通し、ঝ認のٻを行い、当合がこれをঝ認する場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがある

ときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରす

る共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾍ　ᾌのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済ܖ約条݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、この普通共済約款および被共済ࣗ動車につい

てద用される特約にैい、共済金をࢧいます。

（注１）その࣮ࣄを当合がった場合であって、共済ܖ約者、記名被共済者または車両条項の被共

済者からその通がないときを含みます。

（注２）共済ܖ約者または被共済者のਃग़に基ͮく、危険の૿Ճまたは危険のݮগがੜじた࣌以後の

期間をいいます。

（注̏）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ·ͨ請求－ڠఆࡁڞՁֹ͓Αͼֹۚࡁڞのมߋ·ͨௐの߹）

ᾇ　第̕条（ڠ定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）ᾉのن定により共済ܖ約条݅をมߋする場

合は、当合は、共済ܖ約条݅をมߋするલの共済ֻ金と共済ܖ約条݅をมߋした後の共済ֻ金とのࠩ

に基ͮきࢉܭした共済ֻ金をฦؐし、またはՃ共済ֻ金をٻできます。

ᾈ　ᾇのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

ڠ）による損害にରしては、第̕条ނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）ᾇのٻがなかったものとして、この普通共済約款およ

び被共済ࣗ動車についてద用される特約にैい、共済金をࢧいます。

－ 3� －

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ－ແޮ·ࣦͨޮの合）

ᾇ　第10条（共済ܖ約のແ効）のن定により共済ܖ約がແ効となる場合は、当合は、共済ֻ金をฦؐ

しません。

ᾈ　共済ܖ約がࣦ効となる場合は、当合は、ະ経ա期間にରしׂをもってࢉܭした共済ֻ金をฦؐし

ます。

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ－औফ͠の合）

　第11条（共済ܖ約の取ফし）のن定により当合が共済ܖ約を取りফした場合は、当合は、共済

ֻ金をฦؐしません。

第1�条（ֻۚࡁڞのฦؐ－解আの合）

ᾇ　第̐条（告義）ᾈ、第̑条（通義）ᾈ、同条ᾌ、第12条（共済ܖ約のղ除）ᾇ、同条ᾈま

たは第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、当合は、

ະ経ա期間にରしׂをもってࢉܭした共済ֻ金をฦؐします。

ᾈ　第12条（共済ܖ約のղ除）ᾉのن定により共済ܖ約者が共済ܖ約をղ除した場合は、当合の定め

るとこΖにより、ׂ݄期ֻ金またはׂのいずれかによりࢉܭした、ະ経ա期間にରする共済ֻ金

をฦؐします。

第�0条（ൃނࣄੜ࣌の͓ٛよͼٛҧの合のऔѻ͍）

ᾇ　共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者は、ނࣄがൃੜしたことをった場合は、Լ表

の義をཤ行しなけれなりません。この場合において、正当な理༝࣌ੜൃނࣄཝの①からᶌまでのࠨ

がなくこれらのن定にҧした場合の取扱いは、Լ表ӈཝのとおりとします。

の義࣌ੜൃނࣄ 義ҧの場合の取扱い

①　損害のൃੜおよび֦大のࢭにめ、または運స者
その他の者にରしても損害のൃੜおよび֦大のࢭに
めさせること。

　ൃੜまたは֦大をࢭすることができ
たと認められる損害の額をࠩしҾいて共
済金をࢧいます。

の֓ཁをͪに当ނࣄ場所および、࣌ੜのൃނࣄ　②
合に通すること。

記の義をଵったことによって当ࠨ　
合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金
をࢧいます。③　次のΞからΤまでのࣄ項をなく、書໘等により

当合に通すること。
Ξɽނࣄの状گ、被害者のॅ所およびࢯ名または名শ
イɽ被共済ࣗ動車がࣗ動運行装置をඋえている場合は、

その装置の࡞動状گ
ウɽൃނࣄੜの࣌、場所またはނࣄの状گについて

証ਓとなる者がある場合は、その者のॅ所およびࢯ
名または名শ

Τɽ損害ഛঈのٻをडけた場合は、その༰

ᶆ　被共済ࣗ動車または被共済ࣗ動車のݤの౪(注１）が
あった場合は、なくܯにಧけग़ること。

ᶇ　被共済ࣗ動車をम理する場合は、म理場のબ定を
含め、あらかじめ当合のঝ認をಘること。ただし、
ඞཁな応ٸのԾख当を行う場合を除きます。
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事故ൃ生࣌のٛ務 ٛ務ҧの場合のऔѻい

ᶈ　他人に損害賠償のٻ(注２）をすることができる場合
は、そのݖརのอશまたは行使にඞཁͳखଓきをする
こと。

　他人に損害賠償のٻ(注２）をすること
によってऔಘすることができたとೝめら
れるֹをࠩしҾいて共済金を支払いま
す。

ᶉ　損害賠償のٻ(注２）をडけ、そのશ෦またはҰ෦を
ঝೝする場合は、あらかじめ当組合のঝೝをಘるこ
と。ただし、被害者に対するԠ急ख当またはޢૹその
他ۓ急ાஔを行͏場合を除きます。

　損害賠償責任がͳいとೝめられるֹを
ࠩしҾいて共済金を支払います。

ᶊ　損害賠償のٻ(注２）にͭいてのૌুをఏىし、また
はఏىされた場合は、ͳく当組合に௨するこ
と。

記のٛ務をଵったことによって当組ࠨ　
合が被った損害のֹをࠩしҾいて共済金
を支払います。

ᶋ　他の共済契約等の有ແおよび༰(注̏）にͭいて、
ͳく当組合に௨すること。

ᶌ　①からᶋまでの΄か、次のアおよびΠのことをཤ行
すること。
ア．当組合が特にඞཁとするॻྨまたはূڌとͳるも

のをٻめた場合は、ͳくこれをఏग़すること。
Π．当組合が損害またはই害のௐࠪのために、ாそ

の他のॻྨもしくはূڌのӾཡ、またはඞཁͳઆ໌
をٻめた場合は、これにԠじ、ඞཁͳূ໌をٻめた
場合は、これにྗڠすること。

⑵　共済契約者、被共済者または共済金をडけऔるき者がਖ਼当ͳ理༝がͳく⑴の③、④もしくはᶌのॻ

ྨに事࣮とҟͳる記ࡌをし、またはそのॻྨもしくはূڌをِし、もしくはมした場合は、当組合

は、それによって当組合が被った損害のֹをࠩしҾいて共済金を支払います。

（注１）ฆ失を除きます。

（注２）共同不法行ҝ等の場合における࿈ଳ࠴務者૬ޓ間のٻ償を含みます。

（注̏）طに他の共済契約等から共済金またはอݥ金の支払をडけた場合は、その事࣮を含みます。

第21条（ଞのܖࡁڞ͕͋Δ߹のۚࡁڞのࢧֹ）

⑴　他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払͏き共済金のֹを支払

います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、次の①から⑤までの共済金にͭいては、他の共済契約等により༏ઌして共済

金もしくはอݥ金が支払われる場合またはطに共済金もしくはอݥ金が支払われている場合は、当組合

は、それͧれԼදに定めるֹに対してのみ共済金を支払います。

共済金のछྨ 共済金の支払対とͳるֹ

①　賠償責任条項にる共済金
②　人身ই害条項にる共済金。た

だし、④を除きます。
③　車྆条項にる共済金。ただし、

⑤を除きます。

　次のࣜࢉによりࢉग़したֹ

損害ֹおよび
අ用ʢ注１）

ʴ
他の共済契約等の共済金または
อݥ金のֹの合ֹܭ
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事故ൃ生࣌のٛ務 ٛ務ҧの場合のऔѻい

ᶈ　他人に損害賠償のٻ(注２）をすることができる場合
は、そのݖརのอશまたは行使にඞཁͳखଓきをする
こと。

　他人に損害賠償のٻ(注２）をすること
によってऔಘすることができたとೝめら
れるֹをࠩしҾいて共済金を支払いま
す。

ᶉ　損害賠償のٻ(注２）をडけ、そのશ෦またはҰ෦を
ঝೝする場合は、あらかじめ当組合のঝೝをಘるこ
と。ただし、被害者に対するԠ急ख当またはޢૹその
他ۓ急ાஔを行͏場合を除きます。

　損害賠償責任がͳいとೝめられるֹを
ࠩしҾいて共済金を支払います。

ᶊ　損害賠償のٻ(注２）にͭいてのૌুをఏىし、また
はఏىされた場合は、ͳく当組合に௨するこ
と。

記のٛ務をଵったことによって当組ࠨ　
合が被った損害のֹをࠩしҾいて共済金
を支払います。

ᶋ　他の共済契約等の有ແおよび༰(注̏）にͭいて、
ͳく当組合に௨すること。

ᶌ　①からᶋまでの΄か、次のアおよびΠのことをཤ行
すること。
ア．当組合が特にඞཁとするॻྨまたはূڌとͳるも

のをٻめた場合は、ͳくこれをఏग़すること。
Π．当組合が損害またはই害のௐࠪのために、ாそ

の他のॻྨもしくはূڌのӾཡ、またはඞཁͳઆ໌
をٻめた場合は、これにԠじ、ඞཁͳূ໌をٻめた
場合は、これにྗڠすること。

⑵　共済契約者、被共済者または共済金をडけऔるき者がਖ਼当ͳ理༝がͳく⑴の③、④もしくはᶌのॻ

ྨに事࣮とҟͳる記ࡌをし、またはそのॻྨもしくはূڌをِし、もしくはมした場合は、当組合

は、それによって当組合が被った損害のֹをࠩしҾいて共済金を支払います。

（注１）ฆ失を除きます。

（注２）共同不法行ҝ等の場合における࿈ଳ࠴務者૬ޓ間のٻ償を含みます。

（注̏）طに他の共済契約等から共済金またはอݥ金の支払をडけた場合は、その事࣮を含みます。

第21条（ଞのܖࡁڞ͕͋Δ߹のۚࡁڞのࢧֹ）

⑴　他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払͏き共済金のֹを支払

います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、次の①から⑤までの共済金にͭいては、他の共済契約等により༏ઌして共済

金もしくはอݥ金が支払われる場合またはطに共済金もしくはอݥ金が支払われている場合は、当組合

は、それͧれԼදに定めるֹに対してのみ共済金を支払います。

共済金のछྨ 共済金の支払対とͳるֹ

①　賠償責任条項にる共済金
②　人身ই害条項にる共済金。た

だし、④を除きます。
③　車྆条項にる共済金。ただし、

⑤を除きます。

　次のࣜࢉによりࢉग़したֹ

損害ֹおよび
අ用ʢ注１）

ʴ
他の共済契約等の共済金または
อݥ金のֹの合ֹܭ

－ 40 －

共済金のछ類 共済金のࢧରとなる額

ᶆ　ਓ身ই害条項第１条（共済金を
う場合）ᾇの②のೖ通Ӄ定額ࢧ
付金څ

ᶇ　車両条項第１条（共済金をࢧ
う場合）ᾇの②の車両શ損࣌ॾඅ
用共済金

　次のࣜࢉによりࢉग़した額

それぞれの共済ܖ約または保険ܖ約
において、他の共済ܖ約または保険
ࢧग़したࢉ約がないものとしてܖ
うべき共済金または保険金のうͪ࠷
も高い額     

－

他の共済ܖ
約等(注２）の
共済金また
は保険金の
額の合ܭ額

ᾉ　ᾈの②の損害額は、ਓ身ই害条項第̒条（損害額のܾ定）のن定によりܾ定される損害額とします。

ᾊ　ᾈの③の損害額は、車両条項のʮ用語の定義ʯに定める共済Ձ額または同条項のʮ用語の定義ʯおよ

び同条項第12条（ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額のいずれか高

い額を限度とします。

（注１）それぞれの共済ܖ約または保険ܖ約において損害額およびඅ用が異なる場合は、そのうͪ࠷

も高い額とし、また、それぞれの共済ܖ約または保険ܖ約に໔金額のద用がある場合は、その

うͪ࠷もい໔金額をࠩしҾいた額とします。

（注２）ᾈのᶆの共済金の場合は、ࣗ動車共済ܖ約またはࣗ動車保険ܖ約に限ります。

第22条（ۚࡁڞの請求）

ᾇ　当合にରする共済金ݖٻは、次の①からᶆまでの࣌から、それぞれൃੜし、これを行使すること

ができるものとします。

①　ഛঈ条項にる共済金のٻにؔしては、被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律

上の損害ഛঈの額について、被共済者と損害ഛঈݖٻ者との間で、ܾが֬定した࣌またはࡋ

上の和ղ、ௐఀもしくは書໘による合ҙが成ཱした࣌

②　ਓ身ই害条項にる共済金のٻにؔしては、次のΞからウまでの࣌

Ξɽ被共済者がࢮした場合は、そのࢮした࣌

イɽ被共済者に後遺障害がੜじた場合は、その後遺障害がੜじた࣌

ウɽ被共済者がই害を被った場合は、被共済者が治療がඞཁと認められない程度に治った࣌

③　乗者ই害条項にる共済金のٻにؔしては、次のΞからウまでの࣌

Ξɽࢮ共済金については、被共済者がࢮした࣌

イɽ後遺障害共済金、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金については、被共

済者に後遺障害がੜじた࣌またはނࣄのൃੜのからそのを含めて1�0を経աした࣌のいずれ

かૣい࣌

ウɽ医療共済金については、被共済者が治療がඞཁと認められない程度に治ったނࣄ、࣌のൃੜの

からそのを含めて1�0以の治療が̑となった࣌またはނࣄのൃੜのからそのを含

めて1�0を経աした࣌のいずれかૣい࣌

ᶆ　車両条項にる共済金のٻにؔしては、損害ൃੜの࣌

ᾈ　被共済者または共済金ݖٻ者が共済金のࢧをٻする場合は、次の①からᶌまでの書類または証

（証໌書(注１ނࣄめるものを当合にఏग़しなけれなりません。ただし、②の交通ٻのうͪ、当合がڌ
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については、ఏग़できない相当な理༝がある場合は、そのఏग़を省ུすることができます。

①　共済金のٻ書

②　ެの機ؔがൃ行する交通ނࣄ証໌書(注１）

③　౪による損害の場合は、所ܯॺの証໌書またはこれにΘるべき書類

ᶆ　ࢮにؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、ࢮஅ書(注２）、ҳࣦརӹのࢉ定の基ૅとなる

収ೖの額を示す書類およびށ੶౽ຊ

ᶇ　後遺障害にؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、後遺障害அ書およびҳࣦརӹのࢉ定の基

ૅとなる収ೖを示す書類

ᶈ　ই害にؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、அ書、治療等にཁしたඅ用のྖ収書およびٳ

損害の額を示す書類ۀ

ᶉ　ഛঈ条項にる共済金のٻにؔしては、被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律

上の損害ഛঈの額を示す示ஊ書および損害ഛঈ金のࢧまたは損害ഛঈݖٻ者のঝがあった

ことを示す書類

ᶊ　ഛঈ条項におけるର物ނࣄのうͪ他ਓのࡒ物の໓ࣦ、ഁ損もしくはԚ損にる共済金または車

両条項にる共済金のٻにؔしては、被害がੜじた物のՁ額を֬認できる書類、म理等にཁするඅ

用の見ੵ書(注̏）および被害がੜじた物のࣸਅまたは画像σータ

ᶋ　ഛঈ条項におけるର物ނࣄのうͪ軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にる共済金の

を֬認でき࣮ࣄにؔしては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害がൃੜしたٻ

る書類およびその損害の額を֬認できる書類

ᶌ　その他当合が第24条（共済金のࢧ࣌期）ᾇにن定するඞཁなࣄ項の֬認を行うために欠くこ

とのできない書類または証ڌとして、この共済ܖ約に付ଳされた特約のن定または共済ܖ約締݁のࡍ

に当合が交付する書໘等において定めたもの

ᾉ　被共済者に共済金をٻできないࣄ情がある場合で、かつ、共済金のࢧをडけるべき被共済者の

理ਓがいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがそのࣄ情を示す書類をもってそのࢫを

当合にਃしग़て、当合のঝ認をಘたうえで、被共済者の理ਓとして共済金をٻすることができ

ます。

①　被共済者と同ډまたはੜܭを共にするۮ者(注̐）

②　①にن定する者がいない場合または①にن定する者に共済金をٻすることができないࣄ情がある

場合は、被共済者と同ډまたはੜܭを共にする̏等の(注̑）

③　①および②にن定する者がいない場合または①および②にن定する者に共済金をٻすることがで

きないࣄ情がある場合は、①以外のۮ者(注̐）または②以外の̏等の(注̑）

ᾊ　ᾉのن定による被共済者の理ਓからの共済金のٻにରして、当合が共済金をࢧった後に、重

ෳして共済金のٻをडけた場合であっても、当合は、共済金をࢧいません。

ᾋ　当合は、ނࣄの༰、損害の額、ই害の程度、ࣗ動運行装置の࡞動状گ等に応じ、共済ܖ約者、被

共済者または共済金をडけ取るべき者にରして、ᾈに掲げるもの以外の書類もしくは証ڌのఏग़または

当合が行うௐ査へのྗڠをٻめることがあります。この場合は、当合がٻめた書類または証ڌを
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については、ఏग़できない相当な理༝がある場合は、そのఏग़を省ུすることができます。

①　共済金のٻ書

②　ެの機ؔがൃ行する交通ނࣄ証໌書(注１）

③　౪による損害の場合は、所ܯॺの証໌書またはこれにΘるべき書類

ᶆ　ࢮにؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、ࢮஅ書(注２）、ҳࣦརӹのࢉ定の基ૅとなる

収ೖの額を示す書類およびށ੶౽ຊ

ᶇ　後遺障害にؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、後遺障害அ書およびҳࣦརӹのࢉ定の基

ૅとなる収ೖを示す書類

ᶈ　ই害にؔしてࢧΘれる共済金のٻにؔしては、அ書、治療等にཁしたඅ用のྖ収書およびٳ

損害の額を示す書類ۀ

ᶉ　ഛঈ条項にる共済金のٻにؔしては、被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律

上の損害ഛঈの額を示す示ஊ書および損害ഛঈ金のࢧまたは損害ഛঈݖٻ者のঝがあった

ことを示す書類

ᶊ　ഛঈ条項におけるର物ނࣄのうͪ他ਓのࡒ物の໓ࣦ、ഁ損もしくはԚ損にる共済金または車

両条項にる共済金のٻにؔしては、被害がੜじた物のՁ額を֬認できる書類、म理等にཁするඅ

用の見ੵ書(注̏）および被害がੜじた物のࣸਅまたは画像σータ

ᶋ　ഛঈ条項におけるର物ނࣄのうͪ軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能にる共済金の

を֬認でき࣮ࣄにؔしては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害がൃੜしたٻ

る書類およびその損害の額を֬認できる書類

ᶌ　その他当合が第24条（共済金のࢧ࣌期）ᾇにن定するඞཁなࣄ項の֬認を行うために欠くこ

とのできない書類または証ڌとして、この共済ܖ約に付ଳされた特約のن定または共済ܖ約締݁のࡍ

に当合が交付する書໘等において定めたもの

ᾉ　被共済者に共済金をٻできないࣄ情がある場合で、かつ、共済金のࢧをडけるべき被共済者の

理ਓがいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがそのࣄ情を示す書類をもってそのࢫを

当合にਃしग़て、当合のঝ認をಘたうえで、被共済者の理ਓとして共済金をٻすることができ

ます。

①　被共済者と同ډまたはੜܭを共にするۮ者(注̐）

②　①にن定する者がいない場合または①にن定する者に共済金をٻすることができないࣄ情がある

場合は、被共済者と同ډまたはੜܭを共にする̏等の(注̑）

③　①および②にن定する者がいない場合または①および②にن定する者に共済金をٻすることがで

きないࣄ情がある場合は、①以外のۮ者(注̐）または②以外の̏等の(注̑）

ᾊ　ᾉのن定による被共済者の理ਓからの共済金のٻにରして、当合が共済金をࢧった後に、重

ෳして共済金のٻをडけた場合であっても、当合は、共済金をࢧいません。

ᾋ　当合は、ނࣄの༰、損害の額、ই害の程度、ࣗ動運行装置の࡞動状گ等に応じ、共済ܖ約者、被

共済者または共済金をडけ取るべき者にରして、ᾈに掲げるもの以外の書類もしくは証ڌのఏग़または

当合が行うௐ査へのྗڠをٻめることがあります。この場合は、当合がٻめた書類または証ڌを

－ 42 －

やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

⑹　人身傷害条項の共済金の請求は、被共済者ごとに共済金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由

して行うものとします。

⑺　共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合ま

たは⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もし

くは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払いま

す。

（注１）人の死傷を伴う事故または被共済自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊

を伴う事故の場合に限ります。

（注２）死体検案書を含みます。

（注̏）既に支払がなされた場合は、その領収書とします。

（注̐）「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の配偶者

に限ります。

（注̑）「普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義」の規定にかかわらず、法律上の親族に

限ります。

第2�条（ແաࣦނࣄʹؔ͢Δಛଇ）

⑴　当組合は、次の①から③までに規定する事故については、この共済契約に適用する普通共済約款車両

条項の免責金額の決定および当組合と締結される次契約に適用するノンフリート等級の決定にあたっ

て、その事故がなかったものとして取り扱います。

①　次のアおよびイに規定する条件をいずれも満たす車対車事故。ただし、車両条項、車両新価特約、

車両超過修理費用特約および車両全損時諸費用倍額払特約の共済金のみが支払われる事故に限りま

す。

ア．次の(ｱ)または(ｲ)のいずれかの場合に該当すること。

(ｱ)　当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のａからｄまでのいずれかに該当

し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理してい

た者に過失がなかったと認めた場合

ａ　相手自動車が被共済自動車に追突した事故

ｂ　対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に

衝突または接触した事故

ｃ　信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注１）に

従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注２）に従い進行した被共済自動車に衝突または

接触した事故

ｄ　相手自動車が駐車または停車中(注̏）の被共済自動車に衝突または接触した事故

(ｲ)　その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理

していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注̐）により確定した場合

イ．車対車事故の相手自動車について、次の(ｱ)および(ｲ)の事項がいずれも確認されること。
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(ｱ)　登録番号、車両番号、標識番号または車台番号

(ｲ)　車対車事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称

②　①以外の、被共済自動車の自動運行装置の作動中に生じた偶然な事故のうち、道路交通法（昭和

35年法律第105号）第71条の４の２（自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等）の

規定に基づき、運転者に同法第71条（運転者の遵守事項）第５号の５の規定が適用されていない間

に生じた事故。ただし、被共済自動車の自動運行装置について、被共済自動車の製造者の取扱説明書

等で示す取扱いと異なる使用をしている間に生じた事故を除きます。

③　①および②以外の、次のアからウまでに規定する条件をいずれも満たす被共済自動車と他物との衝

突もしくは接触または被共済自動車の転覆もしくは墜落

ア．被共済自動車に存在した欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる

事象または動作が被共済自動車に生じたことにより事故が発生したこと。

イ．被共済自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたこ

とが、次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかにより明らかであること。

(ｱ)　リコール等(注̑）

(ｲ)　警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査

(ｳ)　(ｱ)または(ｲ)と同等のその他の客観的な事実

ウ．被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上

の和解(注̐）により確定したこと、または当組合が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照ら

した結果として、被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったと当組合

が認めること。

⑵　⑴の②および③の規定は、次の①から⑦までのいずれかに該当する損害により車両条項、車両新価特

約、車両超過修理費用特約および車両全損時諸費用倍額払特約の共済金のみが支払われる事故について

は適用しません。

①　被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した

場合の損害

②　盗難によって生じた損害

③　騒擾
じょう

または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害

④　台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害

⑤　落書、いたずら等の被共済自動車に対する直接の人為的行為によって生じた損害。ただし、次のア

からエまでのいずれかに該当する損害を除きます。

ア．被共済自動車の運行に起因して生じた損害

イ．被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害

ウ．車両条項の被共済者の行為によって生じた損害

エ．被共済自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らか

である損害

⑥　飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故によ

る損害を除きます。
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(ｱ)　登録番号、車両番号、標識番号または車台番号

(ｲ)　車対車事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称

②　①以外の、被共済自動車の自動運行装置の作動中に生じた偶然な事故のうち、道路交通法（昭和

35年法律第105号）第71条の４の２（自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等）の

規定に基づき、運転者に同法第71条（運転者の遵守事項）第５号の５の規定が適用されていない間

に生じた事故。ただし、被共済自動車の自動運行装置について、被共済自動車の製造者の取扱説明書

等で示す取扱いと異なる使用をしている間に生じた事故を除きます。

③　①および②以外の、次のアからウまでに規定する条件をいずれも満たす被共済自動車と他物との衝

突もしくは接触または被共済自動車の転覆もしくは墜落

ア．被共済自動車に存在した欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる

事象または動作が被共済自動車に生じたことにより事故が発生したこと。

イ．被共済自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたこ

とが、次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかにより明らかであること。

(ｱ)　リコール等(注̑）

(ｲ)　警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査

(ｳ)　(ｱ)または(ｲ)と同等のその他の客観的な事実

ウ．被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上

の和解(注̐）により確定したこと、または当組合が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照ら

した結果として、被共済自動車の所有者および被共済自動車の運転者に過失がなかったと当組合

が認めること。

⑵　⑴の②および③の規定は、次の①から⑦までのいずれかに該当する損害により車両条項、車両新価特

約、車両超過修理費用特約および車両全損時諸費用倍額払特約の共済金のみが支払われる事故について

は適用しません。

①　被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した

場合の損害

②　盗難によって生じた損害

③　騒擾
じょう

または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害

④　台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害

⑤　落書、いたずら等の被共済自動車に対する直接の人為的行為によって生じた損害。ただし、次のア

からエまでのいずれかに該当する損害を除きます。

ア．被共済自動車の運行に起因して生じた損害

イ．被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害

ウ．車両条項の被共済者の行為によって生じた損害

エ．被共済自動車を滅失、破損または汚損する意図がなくなされた行為によって生じたことが明らか

である損害

⑥　飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故によ

る損害を除きます。

－ 44 －

ᶉ　①からᶈまでの΄か、ۮવなނࣄによってੜじた損害。ただし、被共済ࣗ動車と他物とのিಥもしく

は৮によってੜじた損害または被共済ࣗ動車のస෴もしくはམによってੜじた損害を除きます。

ᾉ　被共済者は、ᾇの①のن定に基ͮき共済金のࢧをٻする場合、લ条ᾈただし書の交通ނࣄ証໌書

をఏग़できない相当の理༝があるときは、交通ނࣄ証໌書にえて次の①から③までの書類または証ڌ

を当合にఏग़しなけれなりません。

①　被共済ࣗ動車と相खࣗ動車とのিಥまたは৮の࣮ࣄを証໌する書類であって、その相खࣗ動車の

の運స者または所༗者のॅ所の記載および記名ԡҹもしくはॺ名のあるもの࣌ੜൃނࣄ

②　被共済ࣗ動車の損ই部Ґのࣸਅまたは画像σータ

③　相खࣗ動車のিಥまたは৮の部Ґを示すࣸਅ、画像σータまたはࢿྉ

ᾊ　被共済者は、ᾇの②のن定に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、当合がൃނࣄੜ࣌における被

共済ࣗ動車のࣗ動運行装置の࡞動状گを֬認するためにඞཁと認めた情報を当合に書໘等により通

しなけれなりません。

ᾋ　被共済者は、ᾇの③のن定に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、当合の定めるނࣄ報告書を当

合にఏग़しなけれなりません。

ᾌ　ᾇのن定は、フリートܖ約̖ํࣜ（แׅํࣜ）のܖ約についてはద用しません。

（注１）৭の౮火の໓を除きます。

（注２）੨৭の౮火のҹを含みます。

（注̏）ܧଓ的にఀࢭしている場合に限ります。

（注̐）ຽࣄ訴ু法（平成�年法律第109号）に定める訴えఏ起લの和ղを含みません。

（注̑）道路運送車両法（昭和26年法律第1�5号）第63条の２（վળા置のק告等）または第63条の

̏（վળા置のಧग़等）に基ͮき࣮施されるվળા置等をいいます。

第2�条（ۚࡁڞのࢧظ࣌）

ᾇ　当合は、ྃٻ(注１）からそのを含めて30以に、当合が共済金をࢧうためにඞཁな

次の①からᶇまでのࣄ項の֬認をऴえ、共済金をࢧいます。

①　共済金のࢧࣄ༝ൃੜの༗ແの֬認にඞཁなࣄ項として、ނࣄのݪ因、ൃނࣄੜの状گ、損害また

はই害ൃੜの༗ແおよび被共済者に該当する࣮ࣄ

②　共済金がࢧΘれないࣄ༝の༗ແの֬認にඞཁなࣄ項として、共済金がࢧΘれないࣄ༝としてこ

の共済ܖ約において定めるࣄ༝に該当する࣮ࣄの༗ແ

③　共済金をࢉग़するための֬認にඞཁなࣄ項として、損害の額(注２）またはই害の程度、ނࣄと損害ま

たはই害とのؔ、治療の経աおよび༰

ᶆ　共済ܖ約の効ྗの༗ແの֬認にඞཁなࣄ項として、この共済ܖ約において定めるղ除、ແ効、ࣦ効

または取ফしのࣄ༝に該当する࣮ࣄの༗ແ

ᶇ　①からᶆまでの΄か、他の共済ܖ約等の༗ແおよび༰、損害について被共済者または共済金をड

け取るべき者が༗する損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴および既に取ಘしたものの༗ແおよび༰等、当

合がࢧうべき共済金の額を֬定するために֬認がඞཁなࣄ項

ᾈ　ᾇの֬認を行うため、次の①からᶇまでに掲げる特別なরձまたはௐ査が不可欠な場合は、ᾇのن定
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にかかわらず、当組合は、請求ྃ(注１）からそのを含めてそれぞれԼදに定めるԆޙの(注̏）

をܦաするまでに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確ೝがඞཁな事項およびそ

の確ೝをऴえるべきظ࣌を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して௨するものとします。

ಛ 別 な র ձ ま た は 調 ࠪ Ԇޙの

①　⑴の①から④までの事項を確ೝするための、ݕ、ܯ、ফその他のެの
（関によるࠪまたは調ࠪの結Ռのরձ(注̐ػ

1��

②　⑴の①から④までの事項を確ೝするための、ҩྍػ関、ػࠪݕ関その他のઐ
ػ関によるஅ、ؑ定等の結Ռのরձ

 ��

③　⑴の③の事項のうͪ、ޙҨো害の内容およびそのఔ度を確ೝするための、ҩ
関による৹ࠪ等の結ՌのরձػるઐҨো害のೝ定にޙ、関によるஅػྍ

1��

地Ҭにおけるࡂ害の被ࡂ助法（ত��法律第11�߸）が適用されたٹ害ࡂ　④
⑴の①から⑤までの事項の確ೝのための調ࠪ

 ��

⑤　⑴の①から⑤までの事項の確ೝをຊࠃ内において行うための代ସతな手ஈ
がない場合のຊࠃ֎における調ࠪ

1��

⑶　⑴および⑵に͛ܝるඞཁな事項の確ೝにࡍし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者

が正当な理由がなくその確ೝを͛、またはこれに応じなかった場合(注̑）は、これにより確ೝがԆし

たظ間については、⑴または⑵のظ間に算ೖしないものとします。

（注１）被共済者または共済金を受け取るべき者が第��条（共済金の請求）⑵および⑶の規定による

手続きをྃしたをいいます。

（注２）車྆条項に規定する共済Ձ額を含みます。

（注̏）ෳに該当する場合は、そのうͪ࠷のとします。

（注̐）弁護士法（ত�4法律第��5߸）に基づくরձその他法ྩに基づくরձを行うඞཁがある

場合を含みます。

（注̑）ඞཁな協力を行わなかった場合を含みます。

第2�条（߹のࢦఆ͢Δҩ࡞͕ࢣͨ͠அॻのཁ求）

⑴　当組合は、人ই害または者ই害に関して、第��条（事故ൃੜ࣌の義務および義務ҧの場合

の取扱い）⑴の②もしくは③のいずれかの規定による௨または第��条（共済金の請求）の規定によ

る請求を受けた場合は、ই害のఔ度のೝ定その他共済金の支払にあたりඞཁな限度において、共済契約

者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し、当組合のࢦ定するҩࢣが࡞した被共済者のஅ

ॻまたはࢮମݕҊॻのఏग़を求めることができます。

⑵　⑴の規定による被共済者のஅॻまたはࢮମݕҊॻのఏग़にあたり、அまたはࢮମのݕҊ(注１）のた

めにཁした費用(注２）は、当組合が負担します。

（注１）ࢮମについて、ࢮの事࣮をҩֶతに確ೝすることをいいます。

（注２）ऩೖのࣦを含みません。

第2�条（損害賠償ֹの請求͓Αͼࢧ）

⑴　損害賠償請求権者が賠償責任条項第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）または同条
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にかかわらず、当組合は、請求ྃ(注１）からそのを含めてそれぞれԼදに定めるԆޙの(注̏）

をܦաするまでに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確ೝがඞཁな事項およびそ

の確ೝをऴえるべきظ࣌を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して௨するものとします。

ಛ 別 な র ձ ま た は 調 ࠪ Ԇޙの

①　⑴の①から④までの事項を確ೝするための、ݕ、ܯ、ফその他のެの
（関によるࠪまたは調ࠪの結Ռのরձ(注̐ػ

1��

②　⑴の①から④までの事項を確ೝするための、ҩྍػ関、ػࠪݕ関その他のઐ
ػ関によるஅ、ؑ定等の結Ռのরձ

 ��

③　⑴の③の事項のうͪ、ޙҨো害の内容およびそのఔ度を確ೝするための、ҩ
関による৹ࠪ等の結ՌのরձػるઐҨো害のೝ定にޙ、関によるஅػྍ

1��

地Ҭにおけるࡂ害の被ࡂ助法（ত��法律第11�߸）が適用されたٹ害ࡂ　④
⑴の①から⑤までの事項の確ೝのための調ࠪ

 ��

⑤　⑴の①から⑤までの事項の確ೝをຊࠃ内において行うための代ସతな手ஈ
がない場合のຊࠃ֎における調ࠪ

1��

⑶　⑴および⑵に͛ܝるඞཁな事項の確ೝにࡍし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者

が正当な理由がなくその確ೝを͛、またはこれに応じなかった場合(注̑）は、これにより確ೝがԆし

たظ間については、⑴または⑵のظ間に算ೖしないものとします。

（注１）被共済者または共済金を受け取るべき者が第��条（共済金の請求）⑵および⑶の規定による

手続きをྃしたをいいます。

（注２）車྆条項に規定する共済Ձ額を含みます。

（注̏）ෳに該当する場合は、そのうͪ࠷のとします。

（注̐）弁護士法（ত�4法律第��5߸）に基づくরձその他法ྩに基づくরձを行うඞཁがある

場合を含みます。

（注̑）ඞཁな協力を行わなかった場合を含みます。

第2�条（߹のࢦఆ͢Δҩ࡞͕ࢣͨ͠அॻのཁ求）

⑴　当組合は、人ই害または者ই害に関して、第��条（事故ൃੜ࣌の義務および義務ҧの場合

の取扱い）⑴の②もしくは③のいずれかの規定による௨または第��条（共済金の請求）の規定によ

る請求を受けた場合は、ই害のఔ度のೝ定その他共済金の支払にあたりඞཁな限度において、共済契約

者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し、当組合のࢦ定するҩࢣが࡞した被共済者のஅ

ॻまたはࢮମݕҊॻのఏग़を求めることができます。

⑵　⑴の規定による被共済者のஅॻまたはࢮମݕҊॻのఏग़にあたり、அまたはࢮମのݕҊ(注１）のた

めにཁした費用(注２）は、当組合が負担します。

（注１）ࢮମについて、ࢮの事࣮をҩֶతに確ೝすることをいいます。

（注２）ऩೖのࣦを含みません。

第2�条（損害賠償ֹの請求͓Αͼࢧ）

⑴　損害賠償請求権者が賠償責任条項第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権－対人賠償）または同条

－ 46 －

項第12条（損害ഛঈݖٻ者のݖٻ－ର物ഛঈ）のن定により損害ഛঈ額のࢧをٻする場

合は、次の①からᶊまでの書類または証ڌのうͪ、当合がٻめるものを当合にఏग़しなけれなり

ません。ただし、②の交通ނࣄ証໌書(注１）については、ఏग़できない相当な理༝がある場合は、そのఏ

ग़を省ུすることができます。

①　損害ഛঈ額のٻ書

②　ެの機ؔがൃ行する交通ނࣄ証໌書(注１）

定の基ૅとなる収ೖのࢉஅ書(注２）、ҳࣦརӹのࢮ、にؔしてはٻにؔする損害ഛঈ額のࢮ　③

額を示す書類およびށ੶౽ຊ

ᶆ　後遺障害にؔする損害ഛঈ額のٻにؔしては、後遺障害அ書およびҳࣦརӹのࢉ定の基ૅとな

る収ೖの額を示す書類

ᶇ　ই害にؔする損害ഛঈ額のٻにؔしては、அ書、治療等にཁしたඅ用のྖ収書およびۀٳ損害

の額を示す書類

ᶈ　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額を示す示ஊ書

ᶉ　被害がੜじた物のՁ額を֬認できる書類、म理等にཁするඅ用の見ੵ書(注̏）および被害がੜじた物

のࣸਅまたは画像σータ

ᶊ　その他当合がᾌにن定するඞཁなࣄ項の֬認を行うために欠くことのできない書類または証ڌと

して共済ܖ約締݁のࡍに当合が交付する書໘等において定めたもの

ᾈ　損害ഛঈݖٻ者に損害ഛঈ額をٻできないࣄ情がある場合で、かつ、損害ഛঈ額のࢧをडける

べき損害ഛঈݖٻ者の理ਓがいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがそのࣄ情を

示す書類をもってそのࢫを当合にਃしग़て、当合のঝ認をಘたうえで、損害ഛঈݖٻ者の理ਓ

として損害ഛঈ額をٻすることができます。

①　損害ഛঈݖٻ者と同ډまたはੜܭを共にするۮ者(注̐）

②　①にن定する者がいない場合または①にن定する者に損害ഛঈ額をٻすることができないࣄ情が

ある場合は、損害ഛঈݖٻ者と同ډまたはੜܭを共にする̏等の(注̑）

③　①および②にن定する者がいない場合または①および②にن定する者に損害ഛঈ額をٻすること

ができないࣄ情がある場合は、①以外のۮ者(注̐）または②以外の̏等の(注̑）

ᾉ　ᾈのن定による損害ഛঈݖٻ者の理ਓからの損害ഛঈ額のٻにରして、当合が損害ഛঈ額を

った場合は、その金額の限度において当合が被共済者に、その被共済者の被る損害にରして、共ࢧ

済金をࢧったものとみなします。

ᾊ　当合は、ނࣄの༰、損害の額、ࣗ動運行装置の࡞動状گ等に応じ、損害ഛঈݖٻ者にରして、

ᾇに掲げるもの以外の書類もしくは証ڌのఏग़または当合が行うௐ査へのྗڠをٻめることがありま

す。この場合は、当合がٻめた書類または証ڌをかにఏग़し、ඞཁなྗڠをしなけれなりません。

ᾋ　損害ഛঈݖٻ者が正当な理༝がなくᾊのن定にҧした場合またはᾇ、ᾈもしくはᾊの書類に࣮ࣄ

と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証ڌをِし、もしくはมした場合は、当合は、そ

れによって当合が被った損害の額をࠩしҾいて損害ഛঈ額をࢧいます。

ᾌ　当合は、ഛঈ条項第10条（損害ഛঈݖٻ者のݖٻ－ରਓഛঈ）ᾈの①からᶇまでの
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いずれかに該当する場合または同条項第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）⑵の①か

ら④までのいずれかもしくはᾌの①から③までのいずれかに該当する場合は、請求ྃ(注６）からその

を含めて��Ҏ内に、当組合が損害賠償額を支払うためにඞཁな次の①から⑤までの事項の確ೝを

ऴえ、損害賠償額を支払います。

①　損害賠償額の支払事由ൃੜの༗無の確ೝにඞཁな事項として、事故のݪҼ、事故ൃੜのঢ়گ、損害

ൃੜの༗無および被共済者に該当する事࣮

②　損害賠償額が支払われない事由の༗無の確ೝにඞཁな事項として、損害賠償額が支払われない事由

としてこの共済契約において定める事由に該当する事࣮の༗無

③　損害賠償額を算ग़するための確ೝにඞཁな事項として、損害の額(注７）、事故と損害との関ྍ࣏、

のܦաおよび内容

④　共済契約のޮ力の༗無の確ೝにඞཁな事項として、この共済契約において定める解除、無ޮ、ࣦޮ

または取ফしの事由に該当する事࣮の༗無

⑤　①から④までの΄か、他の共済契約等の༗無および内容、損害について被共済者が༗する損害賠償

請求権その他の࠴権およびطに取得したものの༗無および内容等、当組合が支払うべき損害賠償額を

確定するために確ೝがඞཁな事項

ᾍ　ᾌの確ೝを行うため、次の①から⑤までに͛ܝるಛ別なরձまたは調ࠪがෆՄܽな場合は、ᾌの規定

にかかわらず、当組合は、請求ྃ(注６）からそのを含めてそれぞれԼදに定めるԆޙの(注８）

をܦաするまでに、損害賠償額を支払います。この場合において、当組合は、確ೝがඞཁな事項およ

びその確ೝをऴえるべきظ࣌を損害賠償請求権者に対して௨するものとします。

ಛ 別 な র ձ ま た は 調 ࠪ Ԇޙの

①　ᾌの①から④までの事項を確ೝするための、ݕ、ܯ、ফその他のެの
（関によるࠪまたは調ࠪの結Ռのরձ(注９ػ

1��

②　ᾌの①から④までの事項を確ೝするための、ҩྍػ関、ػࠪݕ関その他のઐ
ػ関によるஅ、ؑ定等の結Ռのরձ

 ��

③　ᾌの③の事項のうͪ、ޙҨো害の内容およびそのఔ度を確ೝするための、ҩ
関による৹ࠪ等の結ՌのরձػるઐҨো害のೝ定にޙ、関によるஅػྍ

1��

地Ҭにおけるࡂ害の被ࡂ助法（ত��法律第11�߸）が適用されたٹ害ࡂ　④
ᾌの①から⑤までの事項の確ೝのための調ࠪ

 ��

⑤　ᾌの①から⑤までの事項の確ೝをຊࠃ内において行うための代ସతな手ஈ
がない場合のຊࠃ֎における調ࠪ

1��

ᾎ　ᾌおよびᾍに͛ܝるඞཁな事項の確ೝにࡍし、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確ೝを͛、

またはこれに応じなかった場合(注10）は、これにより調ࠪがԆしたظ間については、ᾌまたはᾍのظ間

に算ೖしないものとします。

（注１）人のࢮইをう事故または被共済自動車と他の自動車との衝ಥもしくは接৮による物の損յ

をう事故の場合に限ります。

（注２）ࢮମݕҊॻを含みます。
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いずれかに該当する場合または同条項第1�条（損害賠償請求権者の直接請求権－対物賠償）⑵の①か

ら④までのいずれかもしくはᾌの①から③までのいずれかに該当する場合は、請求ྃ(注６）からその

を含めて��Ҏ内に、当組合が損害賠償額を支払うためにඞཁな次の①から⑤までの事項の確ೝを

ऴえ、損害賠償額を支払います。

①　損害賠償額の支払事由ൃੜの༗無の確ೝにඞཁな事項として、事故のݪҼ、事故ൃੜのঢ়گ、損害

ൃੜの༗無および被共済者に該当する事࣮

②　損害賠償額が支払われない事由の༗無の確ೝにඞཁな事項として、損害賠償額が支払われない事由

としてこの共済契約において定める事由に該当する事࣮の༗無

③　損害賠償額を算ग़するための確ೝにඞཁな事項として、損害の額(注７）、事故と損害との関ྍ࣏、

のܦաおよび内容

④　共済契約のޮ力の༗無の確ೝにඞཁな事項として、この共済契約において定める解除、無ޮ、ࣦޮ

または取ফしの事由に該当する事࣮の༗無

⑤　①から④までの΄か、他の共済契約等の༗無および内容、損害について被共済者が༗する損害賠償

請求権その他の࠴権およびطに取得したものの༗無および内容等、当組合が支払うべき損害賠償額を

確定するために確ೝがඞཁな事項

ᾍ　ᾌの確ೝを行うため、次の①から⑤までに͛ܝるಛ別なরձまたは調ࠪがෆՄܽな場合は、ᾌの規定

にかかわらず、当組合は、請求ྃ(注６）からそのを含めてそれぞれԼදに定めるԆޙの(注８）

をܦաするまでに、損害賠償額を支払います。この場合において、当組合は、確ೝがඞཁな事項およ

びその確ೝをऴえるべきظ࣌を損害賠償請求権者に対して௨するものとします。

ಛ 別 な র ձ ま た は 調 ࠪ Ԇޙの

①　ᾌの①から④までの事項を確ೝするための、ݕ、ܯ、ফその他のެの
（関によるࠪまたは調ࠪの結Ռのরձ(注９ػ

1��

②　ᾌの①から④までの事項を確ೝするための、ҩྍػ関、ػࠪݕ関その他のઐ
ػ関によるஅ、ؑ定等の結Ռのরձ

 ��

③　ᾌの③の事項のうͪ、ޙҨো害の内容およびそのఔ度を確ೝするための、ҩ
関による৹ࠪ等の結ՌのরձػるઐҨো害のೝ定にޙ、関によるஅػྍ

1��

地Ҭにおけるࡂ害の被ࡂ助法（ত��法律第11�߸）が適用されたٹ害ࡂ　④
ᾌの①から⑤までの事項の確ೝのための調ࠪ

 ��

⑤　ᾌの①から⑤までの事項の確ೝをຊࠃ内において行うための代ସతな手ஈ
がない場合のຊࠃ֎における調ࠪ

1��

ᾎ　ᾌおよびᾍに͛ܝるඞཁな事項の確ೝにࡍし、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確ೝを͛、

またはこれに応じなかった場合(注10）は、これにより調ࠪがԆしたظ間については、ᾌまたはᾍのظ間

に算ೖしないものとします。

（注１）人のࢮইをう事故または被共済自動車と他の自動車との衝ಥもしくは接৮による物の損յ

をう事故の場合に限ります。

（注２）ࢮମݕҊॻを含みます。

－ 4� －

（注̏）既にࢧがなされた場合は、そのྖ収書とします。

（注̐）ʮ普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義ʯのن定にかかΘらず、法律上のۮ者

に限ります。

（注̑）ʮ普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義ʯのن定にかかΘらず、法律上のに

限ります。

（注̒）損害ഛঈݖٻ者がᾇおよびᾈのن定によるखଓきをྃしたをいいます。

（注̓）車両条項にن定する共済Ձ額を含みます。

（注̔）ෳに該当する場合は、そのうͪ࠷のとします。

（注̕）ห࢜ޢ法（昭和24年法律第205号）に基ͮくরձその他法令に基ͮくরձを行うඞཁがある

場合を含みます。

（注1�）ඞཁなྗڠを行Θなかった場合を含みます。

第2�条（ޮ࣌）

　　共済金ݖٻは、第22条（共済金のٻ）ᾇにن定する共済金ൃݖٻੜの࣌のཌから起ࢉして

̏年を経աした場合は、࣌効によってফ໓します。

第2�条（損害賠償ֹ請求権のݶظߦ）

　　ഛঈ条項第10条（損害ഛঈݖٻ者のݖٻ－ରਓഛঈ）および同条項第12条（損害ഛঈ

ݖٻ者のݖٻ－ର物ഛঈ）のن定によるݖٻは、次の①または②のいずれかに該当する場合

は、これを行使することはできません。

①　被共済者が損害ഛঈݖٻ者にରして負担する法律上の損害ഛঈの額について、被共済者と損

害ഛঈݖٻ者との間で、ܾが֬定し、またはࡋ上の和ղ、ௐఀもしくは書໘による合ҙが成ཱ

した࣌のཌから起ࢉして̏年を経աした場合

②　損害ഛঈݖٻ者の被共済者にରする損害ഛঈݖٻが࣌効によってফ໓した場合

第2�条（Ґ）

ᾇ　損害がੜじたことにより被共済者または共済金ݖٻ者が被共済者等ݖ࠴を取ಘした場合において、

当合がその損害にରして共済金をࢧったときは、その被共済者等ݖ࠴はԼ表の①または②のいずれ

かの額を限度として当合にҠసします。

۠　　　 Ҡసするݖ࠴の限度額

①　当合が損害額およびඅ用のશ
額を共済金としてࢧった場合

　次のΞまたはイのいずれかい額
Ξɽࠨ記のࢧった共済金の額
イɽ被共済者または共済金ݖٻ者が取ಘした被共済者等࠴

のશ額ݖ

②　当合が損害額およびඅ用の一
部を共済金としてࢧった場合

　次のΞまたはイのいずれかい額
Ξɽࠨ記のࢧった共済金の額
イɽ次のࣜࢉによりࢉग़した額

被共済者または共済金
者が取ಘした被共済ݖٻ
者等ݖ࠴の額

－
損害額およびඅ用のう
ͪ共済金がࢧΘれて
いない額
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ᾈ　ᾇの場合において、当合にҠసせずに被共済者または共済金ݖٻ者がҾきଓき༗する被共済者等

。よりも༏ઌしてห済されるものとしますݖ࠴は、当合にҠసした被共済者等ݖ࠴

ᾉ　ᾇの場合において、共済金ݖٻ者が取ಘした被共済者等ݖ࠴がਓ身ই害条項にる損害にؔするも

のであるときは、次の①および②に定めるとこΖにより取り扱います。

①　ᾇのن定にかかΘらず、ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②のೖ通Ӄ定額څ付金に

ついては、その被共済者等ݖ࠴はҠసしません。

②　ᾇの損害額は、ਓ身ই害条項第̒条（損害額のܾ定）のن定によりܾ定される損害額とします。

ᾊ　ᾇの場合において、被共済者または共済金をडけ取るべき者が取ಘした被共済者等ݖ࠴が車両損害に

ؔするものであるときは、次の①および②に定めるとこΖにより取り扱います。

①　ᾇの損害額は、車両条項のʮ用語の定義ʯに定める共済Ձ額または同条項のʮ用語の定義ʯおよび

同条項第12条（ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額のいずれか高

い額を限度とします。

②　当合は、正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者にରしては、ᾇのن定によ

りҠసした被共済者等ݖ࠴を行使しません。ただし、次のΞからΦまでのいずれかに該当する損害に

ରしては、当合はそのݖརを行使することができます。

Ξɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者のނҙまたは重大なաࣦによってੜ

じた損害

イɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者が法令に定められた運స֨ࢿを࣋た

ないで被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじた損害

ウɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者が道路交通法（昭和35年法律第105

号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳびた状態またはこれに相当する状態

で被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじた損害

Τɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者がຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、

γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法

律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹにより、正常な運సができないお

それがある状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Φɽࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてडୗした被共済ࣗ動車を使用または理している間にੜじた損害

ᾋ　乗者ই害条項にؔしては、当合が共済金をࢧった場合であっても、被共済者またはその法定相

ଓਓがそのই害について第三者にରして༗する被共済者等ݖ࠴は、当合にҠసしません。

ᾌ　被共済者または共済金ݖٻ者は、ᾇのن定によりҠసした被共済者等ݖ࠴を当合が行使するにあ

たって、当合がඞཁとする書類または証ڌとなるもののఏग़等をٻめた場合は、なくこれをఏग़

し、当合が行う損害のௐ査にྗڠしなけれなりません。この場合において、当合にྗڠするため

にඞཁなඅ用は、当合の負担とします。

第�0条（ܖࡁڞ者のมߋ）

ᾇ　共済ܖ約締݁の後、共済ܖ約者は、当合のঝ認をಘて、この共済ܖ約にద用される普通共済約款お

よび特約にؔするݖརおよび義を第三者にҠసさせることができます。ただし、共済ܖ約者がこのݖ
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ᾈ　ᾇの場合において、当合にҠసせずに被共済者または共済金ݖٻ者がҾきଓき༗する被共済者等

。よりも༏ઌしてห済されるものとしますݖ࠴は、当合にҠసした被共済者等ݖ࠴

ᾉ　ᾇの場合において、共済金ݖٻ者が取ಘした被共済者等ݖ࠴がਓ身ই害条項にる損害にؔするも

のであるときは、次の①および②に定めるとこΖにより取り扱います。

①　ᾇのن定にかかΘらず、ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②のೖ通Ӄ定額څ付金に

ついては、その被共済者等ݖ࠴はҠసしません。

②　ᾇの損害額は、ਓ身ই害条項第̒条（損害額のܾ定）のن定によりܾ定される損害額とします。

ᾊ　ᾇの場合において、被共済者または共済金をडけ取るべき者が取ಘした被共済者等ݖ࠴が車両損害に

ؔするものであるときは、次の①および②に定めるとこΖにより取り扱います。

①　ᾇの損害額は、車両条項のʮ用語の定義ʯに定める共済Ձ額または同条項のʮ用語の定義ʯおよび

同条項第12条（ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額のいずれか高

い額を限度とします。

②　当合は、正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者にରしては、ᾇのن定によ

りҠసした被共済者等ݖ࠴を行使しません。ただし、次のΞからΦまでのいずれかに該当する損害に

ରしては、当合はそのݖརを行使することができます。

Ξɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者のނҙまたは重大なաࣦによってੜ

じた損害

イɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者が法令に定められた運స֨ࢿを࣋た

ないで被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじた損害

ウɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者が道路交通法（昭和35年法律第105

号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳびた状態またはこれに相当する状態

で被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじた損害

Τɽ正当なݖརにより被共済ࣗ動車を使用または理していた者がຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、

γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法

律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹにより、正常な運సができないお

それがある状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Φɽࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてडୗした被共済ࣗ動車を使用または理している間にੜじた損害

ᾋ　乗者ই害条項にؔしては、当合が共済金をࢧった場合であっても、被共済者またはその法定相

ଓਓがそのই害について第三者にରして༗する被共済者等ݖ࠴は、当合にҠసしません。

ᾌ　被共済者または共済金ݖٻ者は、ᾇのن定によりҠసした被共済者等ݖ࠴を当合が行使するにあ

たって、当合がඞཁとする書類または証ڌとなるもののఏग़等をٻめた場合は、なくこれをఏग़

し、当合が行う損害のௐ査にྗڠしなけれなりません。この場合において、当合にྗڠするため

にඞཁなඅ用は、当合の負担とします。

第�0条（ܖࡁڞ者のมߋ）

ᾇ　共済ܖ約締݁の後、共済ܖ約者は、当合のঝ認をಘて、この共済ܖ約にద用される普通共済約款お

よび特約にؔするݖརおよび義を第三者にҠసさせることができます。ただし、共済ܖ約者がこのݖ

－ �� －

རおよび義を被共済自動車のৡ受ਓ(注）にҠసさͤる場合は、ୈ̓条（被共済自動車のৡまたはฦؐ）

ᾇのن定によるものとします。

ᾈ　ᾇのن定によるҠసを行͏場合は、共済契約者は、書໘によりそのࢫを当合にਃし出て、ঝ認の

。を行わなければなりまͤんٻ

ᾉ　共済契約క݁のޙ、共済契約者がࢮした場合は、そのࢮした共済契約者のࢮ時の法定相続ਓに

この共済契約に適用される普通共済約款およびಛ約条項に関する権རおよび義がҠసするものとしま

す。

（注）所有権留保条項付売買契約にͮجく売主および貸借契約にͮجく貸主を含みます。

第�1条（ܖࡁڞ者·ͨۚࡁڞΛड͚औる͖者͕ෳの合のऔѻ͍）

ᾇ　この共済契約について、共済契約者または共済金を受けऔるき者が̎名以上である場合は、当合

は、表者１名を定めることをٻめることができます。この場合において、表者は、ଞの共済契約者

または共済金を受けऔるき者を理するものとします。

ᾈ　ᾇの表者が定まらない場合またはその所ࡏが໌らかでない場合は、共済契約者または共済金を受け

औるき者のதの１名にରして行͏当合の行ҝは、ଞの共済契約者または共済金を受けऔるき者に

ରしてもޮྗを有するものとします。

ᾉ　共済契約者が̎名以上である場合は、各共済契約者は࿈ଳしてこの共済契約に適用される普通共済約

款およびಛ約に関する義をෛ͏ものとします。

第��条（ۚࡁڞのݮ·ֻͨۚࡁڞの）

　当合は、異常ࡂ害そのଞの事༝により損ࣦ金を生じ、かつ、その損ࣦ金を܁ӽ༨金およびॾੵཱ

金をもって補͏ことができなかったときは、૯ձのܾٞをܦて、共済金のݮまたは共済掛金の

をすることができるものとします。

第��条（ૌুのఏى）

　この共済契約に関するૌুについては、日ຊ国内におけるࡋ所にఏىするものとします。

第��条（४ڌ๏）

　この約款にن定のない事項については、日ຊ国の法ྩに準ڌします。
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　この表は、人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。

ද１ɽհޢΛཁするޙҨো害

等級 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第１級
①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する

もの
②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

100％

第２級
①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要する

もの
②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

89％

注１　各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認めら
れるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当
したものとみなします。

注２　既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害の程度が加重された場合は、
加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級
に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。

ද２ɽ１Ҏ֎のޙҨো害

等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第１級

①　両眼が失明したもの
②　咀

そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの
③　両上肢をひじ関節以上で失ったもの
④　両上肢の用を全廃したもの
⑤　両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥　両下肢の用を全廃したもの

100％

第２級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの

②　両眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの
③　両上肢を手関節以上で失ったもの
④　両下肢を足関節以上で失ったもの

89％

第３級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの
②　咀

そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの
③　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服する

ことができないもの
④　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することがで

きないもの
⑤　両手の手指の全部を失ったもの

78％
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　この表は、人身傷害条項および搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。

ද１ɽհޢΛཁするޙҨো害

等級 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第１級
①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する

もの
②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

100％

第２級
①　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要する

もの
②　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

89％

注１　各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認めら
れるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当
したものとみなします。

注２　既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害の程度が加重された場合は、
加重後の後遺障害に該当する等級に対応する損害額から、既にあった後遺障害に該当する等級
に対応する損害額を差し引いた額を損害額とします。

ද２ɽ１Ҏ֎のޙҨো害

等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第１級

①　両眼が失明したもの
②　咀

そ

しゃくおよび言語の機能を廃したもの
③　両上肢をひじ関節以上で失ったもの
④　両上肢の用を全廃したもの
⑤　両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥　両下肢の用を全廃したもの

100％

第２級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの

②　両眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの
③　両上肢を手関節以上で失ったもの
④　両下肢を足関節以上で失ったもの

89％

第３級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの
②　咀

そ

しゃくまたは言語の機能を廃したもの
③　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服する

ことができないもの
④　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することがで

きないもの
⑤　両手の手指の全部を失ったもの

78％

－ 52 －

等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第̐級

①　両眼の矯
きょう

正視力が0.06以下になったもの 
②　咀

そ

しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 
③　両ࣖのௌ力を全く失ったもの 
④　１上肢をひじ関節以上で失ったもの 
⑤　１下肢をひざ関節以上で失ったもの 
⑥　両手の手指の全部の用を廃したもの
ᶉ　両足をϦεϑϥϯ関節以上で失ったもの

69％

第̑級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの
②　神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、ಛにܰқな労務以

֎の労務に服することができないもの 
③　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、ಛにܰқな労務以֎の労務

に服することができないもの
④　１上肢を手関節以上で失ったもの 
⑤　１下肢を足関節以上で失ったもの
⑥　１上肢の用を全廃したもの
ᶉ　１下肢の用を全廃したもの
ᶊ　両足の足指の全部を失ったもの

59％

第̒級

①　両眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの

②　咀
そ

しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 
③　両ࣖのௌ力がࣖにしな͚れେをղすることができない程度に

なったもの
④　１ࣖのௌ力を全く失い、他ࣖのௌ力が�0ηϯνϝʔτϧ以上のڑ

ではී通のをղすることができない程度になったもの

⑤　
㆛き

பに著しいมܗまたはӡಈ障害を残すもの
⑥　１上肢の３େ関節தの２関節の用を廃したもの
ᶉ　１下肢の３େ関節தの２関節の用を廃したもの
ᶊ　１手の̑の手指またはお指をؚみ̐の手指を失ったもの

50％

第̓級

①　１眼が失明し、他眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの
②　両ࣖのௌ力が�0ηϯνϝʔτϧ以上のڑではී通のをղす

ることができない程度になったもの 
③　１ࣖのௌ力を全く失い、他ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී

通のをղすることができない程度になったもの
④　神経系統の機能または精神に障害を残し、ܰқな労務以֎の労務に

服することができないもの
⑤　胸腹部臓器の機能に障害を残し、ܰқな労務以֎の労務に服するこ

とができないもの
⑥　１手のお指をؚみ３の手指を失ったものまたはお指以֎の̐の

手指を失ったもの
ᶉ　１手の̑の手指またはお指をؚみ̐の手指の用を廃したもの
ᶊ　１足をϦεϑϥϯ関節以上で失ったもの
ᶋ　１上肢にِ関節を残し、著しいӡಈ障害を残すもの
ᶌ　１下肢にِ関節を残し、著しいӡಈ障害を残すもの
ᶍ　両足の足指の全部の用を廃したもの
ᶎ　֎

ㆼう

に著しいृঢ়を残すもの
ᶏ　両ଆのᛅ

㆓う

ؙを失ったもの

�2％
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等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第̔級

①　１眼が失明し、または１眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの
②　

㆛き

பにӡಈ障害を残すもの 
③　１手のお指をؚみ２の手指を失ったものまたはお指以֎の３の

手指を失ったもの
④　１手のお指をؚみ３の手指の用を廃したものまたはお指以֎の

̐の手指の用を廃したもの 
⑤　１下肢を̑ηϯνϝʔτϧ以上ॖしたもの
⑥　１上肢の３େ関節தの１関節の用を廃したもの
ᶉ　１下肢の３େ関節தの１関節の用を廃したもの
ᶊ　１上肢にِ関節を残すもの
ᶋ　１下肢にِ関節を残すもの
ᶌ　１足の足指の全部を失ったもの

��％

第̕級

①　両眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの
②　１眼の矯

きょう

正視力が0.06以下になったもの
③　両眼に、視ࡥڱまたは視มঢ়を残すもの
④　両眼のまͿたに著しいܽ損を残すもの
⑤　ඓをܽ損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑥　咀

そ

しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
ᶉ　両ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղすることが

できない程度になったもの
ᶊ　１ࣖのௌ力がࣖにしな͚れେをղすることができない程度に

なり、他ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղするこ
とがࠔである程度になったもの

ᶋ　１ࣖのௌ力を全く失ったもの
ᶌ　神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務

が相当な程度に੍ݶされるもの
ᶍ　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な

程度に੍ݶされるもの
ᶎ　１手のお指またはお指以֎の２の手指を失ったもの 
ᶏ　１手のお指をؚみ２の手指またはお指以֎の３の手指の用を廃

したもの
ᶐ　１足の第１の足指をؚみ２以上の足指を失ったもの
ᶑ　１足の足指の全部の用を廃したもの
ᶒ　֎

ㆼう

に相当程度のृঢ়を残すもの
ᶓ　ੜ৩器に著しい障害を残すもの

26％

第10級

①　１眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの
②　正໘をݟた場合にෳ視のঢ়を残すもの
③　咀

そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
Պิ௲ࣃ以上に対しࣃ�1　④

ㆦㆤ

を加͑たもの
⑤　両ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղすることが

である程度になったものࠔ
⑥　１ࣖのௌ力がࣖにしな͚れେをղすることができない程度に

なったもの
ᶉ　１手のお指またはお指以֎の２の手指の用を廃したもの
ᶊ　１下肢を３ηϯνϝʔτϧ以上ॖしたもの
ᶋ　１足の第１の足指または他の̐の足指を失ったもの
ᶌ　１上肢の３େ関節தの１関節の機能に著しい障害を残すもの
ᶍ　１下肢の３େ関節தの１関節の機能に著しい障害を残すもの

20％
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等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第̔級

①　１眼が失明し、または１眼の矯
きょう

正視力が0.02以下になったもの
②　

㆛き

பにӡಈ障害を残すもの 
③　１手のお指をؚみ２の手指を失ったものまたはお指以֎の３の

手指を失ったもの
④　１手のお指をؚみ３の手指の用を廃したものまたはお指以֎の

̐の手指の用を廃したもの 
⑤　１下肢を̑ηϯνϝʔτϧ以上ॖしたもの
⑥　１上肢の３େ関節தの１関節の用を廃したもの
ᶉ　１下肢の３େ関節தの１関節の用を廃したもの
ᶊ　１上肢にِ関節を残すもの
ᶋ　１下肢にِ関節を残すもの
ᶌ　１足の足指の全部を失ったもの

��％

第̕級

①　両眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの
②　１眼の矯

きょう

正視力が0.06以下になったもの
③　両眼に、視ࡥڱまたは視มঢ়を残すもの
④　両眼のまͿたに著しいܽ損を残すもの
⑤　ඓをܽ損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑥　咀

そ

しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
ᶉ　両ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղすることが

できない程度になったもの
ᶊ　１ࣖのௌ力がࣖにしな͚れେをղすることができない程度に

なり、他ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղするこ
とがࠔである程度になったもの

ᶋ　１ࣖのௌ力を全く失ったもの
ᶌ　神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務

が相当な程度に੍ݶされるもの
ᶍ　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な

程度に੍ݶされるもの
ᶎ　１手のお指またはお指以֎の２の手指を失ったもの 
ᶏ　１手のお指をؚみ２の手指またはお指以֎の３の手指の用を廃

したもの
ᶐ　１足の第１の足指をؚみ２以上の足指を失ったもの
ᶑ　１足の足指の全部の用を廃したもの
ᶒ　֎

ㆼう

に相当程度のृঢ়を残すもの
ᶓ　ੜ৩器に著しい障害を残すもの

26％

第10級

①　１眼の矯
きょう

正視力が0.1以下になったもの
②　正໘をݟた場合にෳ視のঢ়を残すもの
③　咀

そ

しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
Պิ௲ࣃ以上に対しࣃ�1　④

ㆦㆤ

を加͑たもの
⑤　両ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではී通のをղすることが

である程度になったものࠔ
⑥　１ࣖのௌ力がࣖにしな͚れେをղすることができない程度に

なったもの
ᶉ　１手のお指またはお指以֎の２の手指の用を廃したもの
ᶊ　１下肢を３ηϯνϝʔτϧ以上ॖしたもの
ᶋ　１足の第１の足指または他の̐の足指を失ったもの
ᶌ　１上肢の３େ関節தの１関節の機能に著しい障害を残すもの
ᶍ　１下肢の３େ関節தの１関節の機能に著しい障害を残すもの

20％

－ 5� －

等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第11級

①　両眼の眼ٿに著しいௐ節機能障害またはӡಈ障害を残すもの
②　両眼のまͿたに著しいӡಈ障害を残すもの
③　１眼のまͿたに著しいܽ損を残すもの
Պิ௲ࣃ以上に対しࣃ10　④

ㆦㆤ

を加͑たもの
⑤　両ࣖのௌ力が１ϝʔτϧ以上のڑではখをղすることができな

い程度になったもの
⑥　１ࣖのௌ力が�0ηϯνϝʔτϧ以上のڑではී通のをղす

ることができない程度になったもの
ᶉ　

㆛き

பにมܗを残すもの
ᶊ　１手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
ᶋ　１足の第１の足指をؚみ２以上の足指の用を廃したもの
ᶌ　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務のߦに相当な程度の支障が

あるもの

15％

第12級

①　１眼の眼ٿに著しいௐ節機能障害またはӡಈ障害を残すもの
②　１眼のまͿたに著しいӡಈ障害を残すもの
Պิ௲ࣃ以上に対しࣃ̓　③

ㆦㆤ

を加͑たもの
④　１ࣖの֪ࣖのେ部をܽ損したもの
を残すܗに著しいมࠎ൫ࠎまたはࠎΜこ͏͚、ࠎΖく、ࠎ胸、ࠎ　⑤

もの
⑥　１上肢の３େ関節தの１関節の機能に障害を残すもの
ᶉ　１下肢の３େ関節தの１関節の機能に障害を残すもの
ᶊ　

ㆡょうㆉ㇓㆓ㆤ

を残すものܗにมࠎ
ᶋ　１手のこ指を失ったもの
ᶌ　１手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
ᶍ　１足の第２の足指を失ったもの、第２の足指をؚみ２の足指を失っ

たものまたは第３の足指以下の３の足指を失ったもの
ᶎ　１足の第１の足指または他の̐の足指の用を廃したもの
ᶏ　ہ部にݻؤな神経ঢ়を残すもの
ᶐ　֎

ㆼう

にृঢ়を残すもの

10％

第1�級

①　１眼の矯
きょう

正視力が0.6以下になったもの
②　正໘以֎をݟた場合にෳ視のঢ়を残すもの
③　１眼に、視ࡥڱまたは視มঢ়を残すもの
④　両眼のまͿたの一部にܽ損を残し、またはまつ͛は͛を残すもの
Պิ௲ࣃ以上に対しࣃ̑　⑤

ㆦㆤ

を加͑たもの
⑥　１手のこ指の用を廃したもの
ᶉ　１手のお指の指ࠎの一部を失ったもの　
ᶊ　１下肢を１ηϯνϝʔτϧ以上ॖしたもの
ᶋ　１足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの
ᶌ　１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指をؚみ２の足指の

用を廃したものまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの
ᶍ  胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

̓％
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等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第14級

①　１眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
②　３歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
③　１耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの
④　上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤　下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥　１手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦　１手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができな

くなったもの
⑧　１足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの
⑨　局部に神経症状を残すもの

４％

注１　視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯
きょう

正視力を測定
するものとします。

注２　手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい
ます。

注３　手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間
関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいいます。

注４　足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注５　足指の用を廃したものとは、第１の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失っ

たものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節（第１の足指にあっては指節間関節）に著しい運動
障害を残すものをいいます。

注６　各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものに
ついては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。

注７　後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、下記に掲げる場
合においては等級を次のとおり繰り上げます。

①　第13級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を１級繰り上げます。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する損害額または共済金支払額の合計額が繰上げ後の後遺障害の
損害額または共済金支払額を下回るときは前記合計額を採用します。

②　第８級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を２級繰り上げます。
③　第５級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を３級繰り上げます。

注８　既に後遺障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた
損害額または共済金支払額から既存の障害に応じた損害額または共済金支払額を差し引いて算出します。

注９　関節などの説明図
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等級 後　  　遺　  　障  　　害 搭乗者傷害条項
共済金支払割合

第14級

①　１眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
②　３歯以上に対し歯科補綴

てつ

を加えたもの
③　１耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができな

い程度になったもの
④　上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤　下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥　１手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦　１手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができな

くなったもの
⑧　１足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの
⑨　局部に神経症状を残すもの

４％

注１　視力の測定は、万国式試視力表によるものとします。屈折異状のあるものについては、矯
きょう

正視力を測定
するものとします。

注２　手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい
ます。

注３　手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間
関節（おや指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいいます。

注４　足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
注５　足指の用を廃したものとは、第１の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失っ

たものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節（第１の足指にあっては指節間関節）に著しい運動
障害を残すものをいいます。

注６　各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものに
ついては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。

注７　後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、下記に掲げる場
合においては等級を次のとおり繰り上げます。

①　第13級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を１級繰り上げます。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する損害額または共済金支払額の合計額が繰上げ後の後遺障害の
損害額または共済金支払額を下回るときは前記合計額を採用します。

②　第８級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を２級繰り上げます。
③　第５級以上に該当する後遺障害が２以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を３級繰り上げます。

注８　既に後遺障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた
損害額または共済金支払額から既存の障害に応じた損害額または共済金支払額を差し引いて算出します。

注９　関節などの説明図

－ 5� －

ʪผද２ʫ
ҩ ྍ ڞ ࡁ ۚ ࢧ  ֹ ج ४

被 共 済 者 が 被 っ た ই 害 ҩྍ共済金の額

①　②からᶊまでҎ֎のই害 1� ສԁ

էを除く෦位のӓࣃ折またはࠎ　②

�� ສԁ③　؟を除く෦位のਆܦ損ইまたはਆܦஅ྾

④　ᡲ、ےまたはᯰଳのஅ྾

⑤　上ࢶまたはԼࢶのܽ損またはஅ

5� ສԁᶈ　؟のਆܦ損ইもしくはਆܦஅ྾またはٿ؟のഁ྾もしくは損ই

ᶉ　ڳ෦またはෲ෦のଁثのഁ྾または損ই

ᶊ　࠳ই、࠳等の損ই、಄֖内݂ज(注）、ᰍ損ইまたは
損ই

1�� ສԁ

（注）಄֖内ग़݂を含みます。
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被 共 済 自 動 車 入 替 対 象 自 動 車

自 家 用 普 通 乗 用 車
自 家 用 小 型 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車
特 種 用 途 自 動 車

（キャンピング車）

自 家 用 普 通 乗 用 車
自 家 用 小 型 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車
特 種 用 途 自 動 車

（キャンピング車）

営 業 用 乗 用 車 Ａ
営 業 用 乗 用 車 Ｂ

営 業 用 乗 用 車 Ａ
営 業 用 乗 用 車 Ｂ

営 業 用 乗 用 車 Ｃ 営 業 用 乗 用 車 Ｃ

営 業 用 乗 用 車 Ｄ 営 業 用 乗 用 車 Ｄ

自 家 用 バ ス 自 家 用 バ ス

営 業 用 バ ス 営 業 用 バ ス

二 輪 自 動 車 二 輪 自 動 車

原 動 機 付 自 転 車 原 動 機 付 自 転 車

自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 2 トン超）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車

自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 2 トン超）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車

営 業 用 軽 四 輪 貨 物 車
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン超）
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン以下）
営 業 用 小 型 貨 物 車

営 業 用 軽 四 輪 貨 物 車
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン超）
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン以下）
営 業 用 小 型 貨 物 車

砂 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 車
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン超）
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン以下）
小 型 ダ ン プ カ ー

砂 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 車
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン超）
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン以下）
小 型 ダ ン プ カ ー

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付以外）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付以外）

Ｂ 種 工 作 車 Ｂ 種 工 作 車

特 種 用 途 自 動 車
（キャンピング車以外）

特 種 用 途 自 動 車
（キャンピング車以外）

農 耕 作 業 用 自 動 車 農 耕 作 業 用 自 動 車

注１　営業用乗用車Ａとは、東京都の特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠
を有するハイヤーをいいます。

注２　営業用乗用車Ｂとは、営業用乗用車Ａと使用の本拠を同じくするタクシー（個人タクシーを除きます。）
をいいます。

注３　営業用乗用車Ｃとは、営業用乗用車Ａおよび営業用乗用車Ｂ以外の営業用乗用車（個人タクシーを除く。）
をいいます。

注４　営業用乗用車Ｄとは、個人タクシーをいいます。
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被 共 済 自 動 車 入 替 対 象 自 動 車

自 家 用 普 通 乗 用 車
自 家 用 小 型 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車
特 種 用 途 自 動 車

（キャンピング車）

自 家 用 普 通 乗 用 車
自 家 用 小 型 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 乗 用 車
自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車
特 種 用 途 自 動 車

（キャンピング車）

営 業 用 乗 用 車 Ａ
営 業 用 乗 用 車 Ｂ

営 業 用 乗 用 車 Ａ
営 業 用 乗 用 車 Ｂ

営 業 用 乗 用 車 Ｃ 営 業 用 乗 用 車 Ｃ

営 業 用 乗 用 車 Ｄ 営 業 用 乗 用 車 Ｄ

自 家 用 バ ス 自 家 用 バ ス

営 業 用 バ ス 営 業 用 バ ス

二 輪 自 動 車 二 輪 自 動 車

原 動 機 付 自 転 車 原 動 機 付 自 転 車

自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 2 トン超）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車

自 家 用 軽 四 輪 貨 物 車
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 2 トン超）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン超 2 トン以下）
自 家 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量 0.5 トン以下）
自 家 用 小 型 貨 物 車

営 業 用 軽 四 輪 貨 物 車
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン超）
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン以下）
営 業 用 小 型 貨 物 車

営 業 用 軽 四 輪 貨 物 車
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン超）
営 業 用 普 通 貨 物 車

（最大積載量２トン以下）
営 業 用 小 型 貨 物 車

砂 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 車
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン超）
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン以下）
小 型 ダ ン プ カ ー

砂 利 類 運 送 用 普 通 貨 物 車
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン超）
普 通 型 ダ ン プ カ ー

（最大積載量２トン以下）
小 型 ダ ン プ カ ー

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付以外）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付）

Ａ 種 工 作 車
（クレーン・ショベル付以外）

Ｂ 種 工 作 車 Ｂ 種 工 作 車

特 種 用 途 自 動 車
（キャンピング車以外）

特 種 用 途 自 動 車
（キャンピング車以外）

農 耕 作 業 用 自 動 車 農 耕 作 業 用 自 動 車

注１　営業用乗用車Ａとは、東京都の特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠
を有するハイヤーをいいます。

注２　営業用乗用車Ｂとは、営業用乗用車Ａと使用の本拠を同じくするタクシー（個人タクシーを除きます。）
をいいます。

注３　営業用乗用車Ｃとは、営業用乗用車Ａおよび営業用乗用車Ｂ以外の営業用乗用車（個人タクシーを除く。）
をいいます。

注４　営業用乗用車Ｄとは、個人タクシーをいいます。

－ 5� －

ʪผද̐ʫ

݄ ׂ  ظ ֻ ۚ  ද

間ظաܦ間または未ظաܦط ֻׂ݄ظ金

̍か݄まで 1�1�

̎か݄まで ��1�

̏か݄まで ��1�

̐か݄まで 4�1�

̑か݄まで 5�1�

̒か݄まで ��1�

̓か݄まで 7�1�

̔か݄まで ��1�

̕か݄まで ��1�

1�か݄まで 1��1�

11か݄まで 11�1�

1�か݄まで 1��1�

（注１）ܦطաظ間または未ܦաظ間について、̍か݄にຬたないがある場合は、
これを̍か݄とします。

（注２）ֻׂ݄ظ金にখҎԼ第̑位未ຬのがੜじた場合は、これをޒࣺ࢛
ೖします。
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－ 59 －

ʪผද５ʫ

Ϊϓεのৗ࣌ணによΓ通ӃΛͨ͠のͱΈͳす෦Ґ

１．長管骨(注１）または脊柱

２．長管骨(注１）に接続する上肢または下肢の３大関節部分

３．ろく骨または胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注２）を固定した場合に限ります。

４．顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。

（注１）上肢の上
じょうわんこつ

腕骨、橈
とうこつ

骨および尺
しゃっこつ

骨ならびに下肢の大
だいたいこつ

腿骨、脛骨および腓
ひ こ つ

骨をいいます。

（注２）ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子（シーネ、スプリント）固定、

創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注３）、線副子等(注４）およびハローベストをいいます。

（注３）下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期

間が診断書上明確な場合に限ります。

（注４）上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
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－ 59 －

ʪผද５ʫ

Ϊϓεのৗ࣌ணによΓ通ӃΛͨ͠のͱΈͳす෦Ґ

１．長管骨(注１）または脊柱

２．長管骨(注１）に接続する上肢または下肢の３大関節部分

３．ろく骨または胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注２）を固定した場合に限ります。

４．顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。

（注１）上肢の上
じょうわんこつ

腕骨、橈
とうこつ

骨および尺
しゃっこつ

骨ならびに下肢の大
だいたいこつ

腿骨、脛骨および腓
ひ こ つ

骨をいいます。

（注２）ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子（シーネ、スプリント）固定、

創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(注３）、線副子等(注４）およびハローベストをいいます。

（注３）下腿骨骨折後に装着したものについて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期

間が診断書上明確な場合に限ります。

（注４）上下顎を一体的に固定した場合に限ります。

－ 60 －

ʪผ　ࢴʫ
人 身 傷 害 条 項 損 害 額 基 準

ୈ１　傷害によるଛ害
　　傷害による損害は、被共済者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。

　　なお、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第104号）第６条（臓器の摘出）の規定によって、同

条第４項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場

合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付として

されたものとみなされる処置(注）であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。

（注）医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として

されたものとみなされる処置を含みます。

１．積極損害

　⑴　治療関係費

　　①　応急手当費

　　　　応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。

　　②　診察料

　　　　必要かつ妥当な実費とします。

　　③　入院料

　原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の

態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。

　　④　投薬料、手術料、処置料等

　　　　必要かつ妥当な実費とします。

　　⑤　通院費、転院費、入・退院費

　必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされ

る場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。

　　⑥　看護料

　原則として医師がその療養上看護が必要と認めた場合に限り、アおよびイに定めるとおりとしま

す。

　　　ア．厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合

　　　　　厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の料金。なお、食費を含みます。

　　　イ．近親者等が看護した場合

　　　　　次の(ｱ)から(ｳ)までに定めるとおりとします。

　(ｱ)　入院看護をした場合は、１日につき4,200円とします。

　(ｲ) 　医師の指示により入院看護に代えて自宅看護をした場合は、１日につき2,100円とします。

(ｳ)　12歳以下の子供または歩行困難な者の通院に付き添った場合は、１日につき2,100円とし

ます。
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－ 61 －

　　ᶉ　ೖӃதのॾࡶඅ

　ྍཆにඞ要のあるॾのߪೖඅまたは使用ྉ、ҩࢣの指ࣔによりઁऔしたӫཆのߪೖඅ、

通৴අ等とし、ೖӃ１につき1100ԁとします。

　　ᶊ　ॊಓ෮等のඅ用

　໔ڐを༗するॊಓ෮ࢣ、あΜまɾϚοαʔδɾ指ѹࢣ、はりࢣ、きΎ͏ࢣ等がࢪ͏ߦज़අ用は、

ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　　ᶋ　ٛ肢等のඅ用

。のΞまたはΠにఆめるとおりとします࣍　

Ξɽ傷害をඃった݁Ռ、ҩࢣが身体の機能をิするためにඞ要と認めたٛ肢、ࣃՊิ௲
ㆦㆤ

、ٛ眼、

眼ڸ、ίϯλΫτϨϯζ、ิௌ器、দ༿等の用۩の੍࡞等にඞ要かつଥ当な࣮අとします。

ΠɽΞに͛ܝる用۩を使用していた者が、傷害にいその用۩のमસまたは࠶ௐୡをඞ要とするに

。った場合は、そのඞ要かつଥ当な࣮අとしますࢸ

　　ᶌ　அॻ等のඅ用

　　　　ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　　ᶍ　ϩϘοτεʔπาߦӡಈॲஔ等අ用

　　　　ҩࢣの指ࣔにより͏ߦϩϘοτεʔπาߦӡಈॲஔ等にかかるඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　ᾈ　その他のඅ用

　　　ᾇ以֎の損害については、ࣾձ通೦上ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

損害ۀٳ．̎

　ड傷により、ඃ共済者ຊ人の労ಇの対Ձとしてಘているऩೖがݮগした場合、ݮऩ額に応じて支払͏

ものとし、ݪଇとして、࣍のࢉఆํ๏によります。

　　なお、ඃ共済者がॴଐまたはۈ務するۀا等の損害は対となりまͤΜ。

　ᾇ　༗৬者の場合

100ऩ額が6ݮఆํ๏によります。たͩし、１あたりのࢉの①から④までの࣍　ԁを͑る場合で

あっても、その額のཱূがࠔな場合は、１につき6100ԁとします。

　なお、ۀٳ損害の対となるは、࣮ۀٳをج४とし、ඃ共済者の傷害のଶ༷、ྍ࣏等

をצҊし、ؒظྍ࣏のൣғでܾఆします。

༩ॴಘ者څ　①　　

事故લ３か݄ؒの݄ྫڅ༩等
ʷ 損害の対となるۀٳ

90

Ξɽ事故લ３か݄ؒの݄ྫڅ༩等は、事故લのݯઘऩථにࡌهされたऩ額をૅجとして、

額によܭの合څおよび加څ༩のຊڅ損害ূ明ॻにお͚る３か݄ؒの݄ྫۀٳした࡞用ओがޏ

りܾఆします。たͩし、ೖࣾ当݄等ब労ؒظがい者がड傷した場合は、ޏ用ܖॻ等のཱূࢿ

ྉにͮجきܾఆします。

Πɽ݄ྫڅ༩等の一部が支څされている場合は、上ه金額からۀٳ損害の対となるに対応す
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－ 61 －

　　ᶉ　ೖӃதのॾࡶඅ

　ྍཆにඞ要のあるॾのߪೖඅまたは使用ྉ、ҩࢣの指ࣔによりઁऔしたӫཆのߪೖඅ、

通৴අ等とし、ೖӃ１につき1100ԁとします。

　　ᶊ　ॊಓ෮等のඅ用

　໔ڐを༗するॊಓ෮ࢣ、あΜまɾϚοαʔδɾ指ѹࢣ、はりࢣ、きΎ͏ࢣ等がࢪ͏ߦज़අ用は、

ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　　ᶋ　ٛ肢等のඅ用

。のΞまたはΠにఆめるとおりとします࣍　

Ξɽ傷害をඃった݁Ռ、ҩࢣが身体の機能をิするためにඞ要と認めたٛ肢、ࣃՊิ௲
ㆦㆤ

、ٛ眼、

眼ڸ、ίϯλΫτϨϯζ、ิௌ器、দ༿等の用۩の੍࡞等にඞ要かつଥ当な࣮අとします。

ΠɽΞに͛ܝる用۩を使用していた者が、傷害にいその用۩のमસまたは࠶ௐୡをඞ要とするに

。った場合は、そのඞ要かつଥ当な࣮අとしますࢸ

　　ᶌ　அॻ等のඅ用

　　　　ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　　ᶍ　ϩϘοτεʔπาߦӡಈॲஔ等අ用

　　　　ҩࢣの指ࣔにより͏ߦϩϘοτεʔπาߦӡಈॲஔ等にかかるඞ要かつଥ当な࣮අとします。

　ᾈ　その他のඅ用

　　　ᾇ以֎の損害については、ࣾձ通೦上ඞ要かつଥ当な࣮අとします。

損害ۀٳ．̎

　ड傷により、ඃ共済者ຊ人の労ಇの対Ձとしてಘているऩೖがݮগした場合、ݮऩ額に応じて支払͏

ものとし、ݪଇとして、࣍のࢉఆํ๏によります。

　　なお、ඃ共済者がॴଐまたはۈ務するۀا等の損害は対となりまͤΜ。

　ᾇ　༗৬者の場合

100ऩ額が6ݮఆํ๏によります。たͩし、１あたりのࢉの①から④までの࣍　ԁを͑る場合で

あっても、その額のཱূがࠔな場合は、１につき6100ԁとします。

　なお、ۀٳ損害の対となるは、࣮ۀٳをج४とし、ඃ共済者の傷害のଶ༷、ྍ࣏等

をצҊし、ؒظྍ࣏のൣғでܾఆします。

༩ॴಘ者څ　①　　

事故લ３か݄ؒの݄ྫڅ༩等
ʷ 損害の対となるۀٳ

90

Ξɽ事故લ３か݄ؒの݄ྫڅ༩等は、事故લのݯઘऩථにࡌهされたऩ額をૅجとして、

額によܭの合څおよび加څ༩のຊڅ損害ূ明ॻにお͚る３か݄ؒの݄ྫۀٳした࡞用ओがޏ

りܾఆします。たͩし、ೖࣾ当݄等ब労ؒظがい者がड傷した場合は、ޏ用ܖॻ等のཱূࢿ

ྉにͮجきܾఆします。

Πɽ݄ྫڅ༩等の一部が支څされている場合は、上ه金額からۀٳ損害の対となるに対応す

－ 62 －

る期間に対して現に支給された金額を差し引きます。

ウ．賞与等について、実際に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。

エ．役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被共済者本人の労働の対価とみ

なされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。

　　②　商工鉱業者、農林漁業者等事業所得者または家族従業者

（事故前１か年間の収入額－必要経費）×寄与率
× 休業損害の対象となる日数

365日

ア．事業所得者とは、原則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。

イ．事故前１か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証

明書等の公的な税務資料により、被共済者本人について確認された額とします。ただし、事業開

始年度等のため、事故前１か年間の収入額および必要経費を確認できる公的な税務資料による確

認が困難な場合は、収入額および必要経費を証明するその他の資料に基づき、付表Ⅰに定める年

齢別平均給与額等を基礎として決定します。

ウ．寄与率は、被共済者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上さ

れている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。

エ．代替労力を利用した場合は、被共済者本人に収入の減少があったものとみなし、被共済者本人

の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。

　　③　自由業者

事故前１か年間の固定給を除く収入額－必要経費
× 休業損害の対象となる日数

365日

ア．自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロス

ポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業その他これに準ずる者を

いいます。

イ．事故前１か年間の収入額、必要経費および代替労力については、「②　商工鉱業者、農林漁業

者等事業所得者または家族従業者」に準じます。

　　④　アルバイトまたはパートタイマー

「①　給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法

で休業損害の対象となる日数を算出します。

事故前３か月間の就労日数
× 休業した期間の延べ日数

90日

　⑵　家事従事者の場合

　実際に家事に従事できなかった日数に対し、１日につき6,100円とします。

なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、治療日数とし、被共済者の傷害の態様等を勘案し

て治療期間の範囲内で決定します。

⑶　金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法（昭和25年法律第144号）

の被保護者等、実際に労働の対価としての収入のない者は、支払の対象となりません。
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̏．ਫ਼ਆత損害

　対象日数１日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。

対象日数は、入院は実日数とし、通院は下表の各期間区分ごとの総日数ʢ注１）から実入院日数を差し引

いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注２）の２倍を上限として決定します。ただし、下表の各期間

区分ごとの対象日数に次の割合を乗じて計算します。

期 　 間 　 区 　 分 割　合

事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 100％

事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間  75％

事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間  45％

事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間  25％

事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間  15％

　また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、下表の金額を加えます。

妊 　 娠 　 期 　 間 金　額

第３月（満11週）以内 30 万円

第４月（満12週）以上第６月（満23週）以内 50 万円

第７月（満24週）以上 80 万円

（注１）治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終

日までの日数をいいます。

（注２）通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表５に掲げる部位を固定するために医

師の指示によりギプス等(注３）を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものと

みなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注３）の装着により固定し

ている旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注３）装着に関する

記載がなされている場合に限ります。

（注３）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレー

スおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものに

ついて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。

ୈ２　ޙҨো害によるଛ害

　後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、

後遺障害の等級は別表１によります。

１．ҳࣦརӹ

　後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損

失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
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̏．ਫ਼ਆత損害

　対象日数１日につき、入院は8,600円、通院は4,300円とします。

対象日数は、入院は実日数とし、通院は下表の各期間区分ごとの総日数ʢ注１）から実入院日数を差し引

いた日数の範囲内で、実際に通院した日数(注２）の２倍を上限として決定します。ただし、下表の各期間

区分ごとの対象日数に次の割合を乗じて計算します。

期 　 間 　 区 　 分 割　合

事故の発生の日からその日を含めて90日以内の期間 100％

事故の発生の日からその日を含めて90日超180日以内の期間  75％

事故の発生の日からその日を含めて180日超270日以内の期間  45％

事故の発生の日からその日を含めて270日超390日以内の期間  25％

事故の発生の日からその日を含めて390日超の期間  15％

　また、妊婦が胎児を死産、流産または人工流産した場合は、下表の金額を加えます。

妊 　 娠 　 期 　 間 金　額

第３月（満11週）以内 30 万円

第４月（満12週）以上第６月（満23週）以内 50 万円

第７月（満24週）以上 80 万円

（注１）治療最終日が属する期間区分においては、その期間区分の初日からその日を含めて治療最終

日までの日数をいいます。

（注２）通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った別表５に掲げる部位を固定するために医

師の指示によりギプス等(注３）を常時装着したときは、その装着日数について、通院したものと

みなします。ただし、診断書に骨折等の傷害を被った部位をギプス等(注３）の装着により固定し

ている旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(注３）装着に関する

記載がなされている場合に限ります。

（注３）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレー

スおよび三内式シーネをいいます。ただし、PTBブレースは、下腿骨骨折後に装着したものに

ついて、骨癒合にいたるまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。

ୈ２　ޙҨো害によるଛ害

　後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、

後遺障害の等級は別表１によります。

１．ҳࣦརӹ

　後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損

失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。

－ �4 －

収　ೖ　額 ʷ ࿑ಇ力失 ʷ
࿑ಇ力失ؒظに対Ԡする
ライϓχοπ

　なお、「収ೖ額」、「࿑ಇ力失」、「࿑ಇ力失ؒظ」および「ライϓχοπ」は、次のと

おりとします。

①　収ೖ額

　被共済者۠ผに次のとおりとします。なお、表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩額は、特ஈのஅりが

ないか͗り、被共済者の状ݻ定時のྸに対Ԡするฏڅۉ༩額とします。

ア．Ո事従事者Ҏ֎の有৬者

実収ೖ額ݱ　

　ただし、次のとおりとします。

(ｱ)　ݱ実収ೖ額とは、事故લ̍かؒまたはޙҨো害確定લ̍かؒに࿑ಇの対価としてಘた収

ೖ額のいずれかߴい額をいい、事故લまたはޙҨো害確定લの確定ਃࠂ書、ࢢொଜによる

՝੫証໌書等のެతな੫ࢿྉにより確認された額とします。

　　なお、څ༩所ಘ者の定ୀ৬等の事由によりݱ実収ೖ額がݮগする֖વੑがߴい場合は、৬

。として決定しますૅج༩額等をڅۉ実収ೖ額は表ᶗに定めるྸผฏݱのޙ

(ｲ)　ୀ৬̍ޙを経過していない失ۀ者については、「ݱ実収ೖ額」を「ୀ৬લ̍ؒの収ೖ額」

とಡみସ͑て適用します。ただし、定ୀ৬者等をআきます。

(ř)　ब࿑してؒもないएの有৬者で、ݱ実収ೖ額のཱ証がՄな者については、কདྷの収ೖ額

૿Ճの֖વੑをྀߟし、表ᶗに定める全ྸฏڅۉ༩額とすることができます。

　　ただし、࿑ಇ力失ؒظのظ࢝からऴظにࢸるまでの被共済者のྸに対Ԡする表ᶗに定

めるྸผฏڅۉ༩額がいずれも全ྸฏڅۉ༩額をԼճる場合をআきます。

(Ś)　ݱ実収ೖ額が表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩額をԼճる場合で、࿑ಇ力失ؒظ中の֤

のকདྷの収ೖ額(注）のうͪಉ時点の被共済者のྸに対Ԡするྸผฏڅۉ༩額を上ճる֖વੑ

がߴいものがあるときは、ݱ実収ೖ額にସ͑てྸผฏڅۉ༩額とします。

　　ただし、(ř)の規定により、収ೖ額を全ྸฏڅۉ༩額とする場合をআきます。

(ś)　次のいずれかに該当する場合は「表ᶗに定めるࡀ��ฏڅۉ༩額」または「表ᶗに定める

ྸผฏڅۉ༩額の��ˋ」のいずれかߴい額とします。

ａ　ݱ実収ೖ額について、(ｱ)に定めるެతな੫ࢿྉによるཱ証がࠔな場合

ｂ　ݱ実収ೖ額が「表ᶗに定めるࡀ��ฏڅۉ༩額」または「表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩

額の��ˋ」のいずれかߴい額をԼճる場合

　　イ．Ո事従事者

　　　　表ᶗに定める全ྸฏڅۉ༩額

　　．༮ࣇ、ࣇಐ、生ెまたはֶ生

　　　　表ᶗに定める全ྸฏڅۉ༩額

　　Τ．アからまでҎ֎のेಇくҙࢥと力を有しているແ৬者

　　　　次のいずれかߴい額
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(ｱ)　付දᶗに定める1�歳平ۉ給༩額

(ｲ)　付දᶗに定める年ྸผ平ۉ給༩額の�0ˋ

　②　労働ྗࣦ

　付දᶘに定める各等ڃにର応する労働ྗࣦを上限として、労働ྗにӨڹを༩えるো害の෦

Ґ・ఔ、被共済者の年ྸ・職業、ݱ実のݮऩ額、কདྷのऩ入の֖વੑ等をצҊし、損害ഛঈにおけ

る判ྫಈ等にؑみܾ定します。

③　労働ྗࣦؒظ

　付දᶙに定める年ྸผब労可年を上限として、労働ྗにӨڹを༩えるো害の෦Ґ・ఔ、被

共済者の年ྸ・職業、ݱ実のݮऩ額等をצҊし、損害ഛঈにおける判ྫಈ等にؑみܾ定します。

④　ϥイϓχοπ係

　付දᶚによります。

（注）労働のରՁとしてকདྷಘかりしऩ入額をいいます。

̎．ਫ਼ਆత損害

　　後Ҩো害等ڃผに下දの金額を基४とします。

後Ҩো害等ڃ
、ۮ者または子の
いͣれかがいる場合　　

記以外ࠨ

第１ڃ 1,��0ສ円 1,6�0ສ円

第̎ڃ 1,�00ສ円 1,2�0ສ円

第̏ڃ 1,�00ສ円 1,000ສ円

第４ڃ �00ສ円

第̑ڃ �00ສ円

第６ڃ 600ສ円

第̓ڃ �00ສ円

第̔ڃ 400ສ円

第９ڃ �00ສ円

第10ڃ 200ສ円

第11ڃ 1�0ສ円

第12ڃ 100ສ円

第1ڃ�  �0ສ円

第14ڃ  40ສ円
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(ｱ)　付දᶗに定める1�歳平ۉ給༩額

(ｲ)　付දᶗに定める年ྸผ平ۉ給༩額の�0ˋ

　②　労働ྗࣦ

　付දᶘに定める各等ڃにର応する労働ྗࣦを上限として、労働ྗにӨڹを༩えるো害の෦

Ґ・ఔ、被共済者の年ྸ・職業、ݱ実のݮऩ額、কདྷのऩ入の֖વੑ等をצҊし、損害ഛঈにおけ

る判ྫಈ等にؑみܾ定します。

③　労働ྗࣦؒظ

　付දᶙに定める年ྸผब労可年を上限として、労働ྗにӨڹを༩えるো害の෦Ґ・ఔ、被

共済者の年ྸ・職業、ݱ実のݮऩ額等をצҊし、損害ഛঈにおける判ྫಈ等にؑみܾ定します。

④　ϥイϓχοπ係

　付දᶚによります。

（注）労働のରՁとしてকདྷಘかりしऩ入額をいいます。

̎．ਫ਼ਆత損害

　　後Ҩো害等ڃผに下දの金額を基४とします。

後Ҩো害等ڃ
、ۮ者または子の
いͣれかがいる場合　　

記以外ࠨ

第１ڃ 1,��0ສ円 1,6�0ສ円

第̎ڃ 1,�00ສ円 1,2�0ສ円

第̏ڃ 1,�00ສ円 1,000ສ円

第４ڃ �00ສ円

第̑ڃ �00ສ円

第６ڃ 600ສ円

第̓ڃ �00ສ円

第̔ڃ 400ສ円

第９ڃ �00ສ円

第10ڃ 200ສ円

第11ڃ 1�0ສ円

第12ڃ 100ສ円

第1ڃ�  �0ສ円

第14ڃ  40ສ円

－ 66 －

３．将来の介護料

　কདྷの介護料は、後Ҩো害のঢ়ݻ定後に生じる介護料およびॾࡶ費とし、原則として、次のࣜࢉに

よりࢉܭします。

介護料およびॾࡶ費 ʷ 12 ʷ
介護ؒظにର応する
ϥイϓχοπ係

　なお、「介護料およびॾࡶ費」、「介護ؒظ」および「ϥイϓχοπ係」は、次のとおりとします。

　⑴　介護料およびॾࡶ費

　　①　ผද１のද１の第１ڃに֘当する後Ҩো害の場合

　　　　１か݄につき1�ສ円とします。

②　ผද１のද１の第̎ڃ、ผද１のද̎の第１ڃ、第̎ڃまたは第̏ڃᾉもしくはᾊに֘当する後

Ҩো害で、かつ、ਅに介護を要すると認められる場合

　　　　１か݄につき���ສ円とします。

　ᾈ　介護ؒظおよびϥイϓχοπ係

　　①　介護ؒظ

　ো害の態様、ػճ෮の可ੑ、医師の診அ等をצҊし、付දᶛに定める平ۉ༨໋のൣғでܾ

定します。

　　②　ϥイϓχοπ係

　　　　付දᶚによります。

４．その他の損害

　　１から̏まで以外の後Ҩো害による損害は、次のいͣれかに֘当する費用とします。

⑴　あらかじめ当合の同ҙをಘてࢧ出した次の費用。ただし、ނࣄと相当ҼՌ関係のあるൣғで、

ࣾձ通೦上必要かつ妥当な実費とします。なお、被共済者にそれͧれ下දに定める後Ҩো害がൃ生し

た場合に限ります。

　　①　自ಈ車վ費用

費 用 の  ༰ ରとなる後Ҩো害

　被共済者が用する自ಈ車１に次の置
をऔり付けるための費用

ア．自ಈ車のӡ転置に関して、被共済者
の後Ҩো害によるࢧোをܰݮするための
手ಈӡ転置、ಈӡ転置等

イ．被共済者が自ಈ車にするࡍの被共
済者または介ॿ者が行͏ಈ࡞をܰݮする
ためのճ転ࣜ࠲੮、車Ҝ子ݻ定置、電
ಈϦϑτ等

　次のいͣれかに֘当する後Ҩো害
(ｱ)  ผද１にैいܾ定した後Ҩো害の等ڃ

が第１ڃから第̏ڃまでのいͣれかであ
る後Ҩো害

(ｲ)  後Ҩো害の෦Ґが上ࢶ(注１）、下ࢶ(注２）

または体װ(注３）であり、かつ、同දにै
いܾ定した後Ҩো害の等ڃが第４ڃから
第14ڃまでのいͣれかである後Ҩো害。
ただし、同ද第14ڃ④または⑤に͛ܝる
後Ҩো害をআきます。
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վඅ用ډॅ　②　

අ 用 の  ༰ ରとなる後遺障害

　被共済者のհޢを行うためにඞཁかつ༗ӹ
な、被共済者のॅډの用にڙするॅ（注４）１
をվするためのඅ用ݢ

　次のいずれかに該当する後遺障害
Ξɽ別表１にैいܾ定した後遺障害の等ڃ

が第１ڃまたは第２ڃのいずれかである
後遺障害

イɽ同表第̏ڃ③またはᶆに掲げる後遺障
害

ᾈ　ᾇ以外のඅ用については、将来ࢧग़されるඅ用を含み、ނࣄと相当因果ؔのあるൣғで、ࣾձ

通೦上ඞཁかつଥ当な࣮අとします。なお、将来ࢧग़されるඅ用のࢉग़にあたっては、付表ᶚに定め

るライプχッπによりத間རଉを߇除します。

（注１）खを含みます。

（注２）足を含みます。

（注３）ப、ࠎڳ、ࠎ、Ζくࠎ、けんこうࠎ、ࠎ൫ࠎおよびڳෲ部ଁثをいいます。

（注４）ෑ地を含みます。

ୈ３　ࢮによるଛ害
ނࣄによる損害は、ّඅ、ҳࣦརӹ、ਫ਼神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一ࢮ　

で後遺障害による損害にରして共済金のࢧをडけている場合は、既に共済金のࢧをडけた後遺障害

による損害の額を߇除します。

１．ّඅ
　　100ສԁとします。

̎．ҳࣦརӹ
ᾇ　ࢮによりੜじたಘべかりし経済的རӹの損ࣦをいい、ݪଇとして、次のࣜࢉによりࢉܭします。

（ 収ೖ額 － ੜ׆අ ）ʷ
ब࿑可能年にର応する
ライプχッπ

　なお、ʮ収ೖ額ʯ、ʮੜ׆අʯ、ʮब࿑可能年ʯおよびʮライプχッπʯは、次のとおりとします。

　　①　収ೖ額

　被共済者۠別に次のとおりとします。

　なお、付表ᶗに定める年ྸ別平څۉ༩額は、特ஈのஅりがないか͗り、被共済者のࢮした࣌の

年ྸにର応する平څۉ༩額とします。

　　　ΞɽՈࣄैࣄ者以外の༗৬者

収ೖ額࣮ݱ　　　　　

　　　　　ただし、次のとおりとします。
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վඅ用ډॅ　②　

අ 用 の  ༰ ରとなる後遺障害

　被共済者のհޢを行うためにඞཁかつ༗ӹ
な、被共済者のॅډの用にڙするॅ（注４）１
をվするためのඅ用ݢ

　次のいずれかに該当する後遺障害
Ξɽ別表１にैいܾ定した後遺障害の等ڃ

が第１ڃまたは第２ڃのいずれかである
後遺障害

イɽ同表第̏ڃ③またはᶆに掲げる後遺障
害

ᾈ　ᾇ以外のඅ用については、将来ࢧग़されるඅ用を含み、ނࣄと相当因果ؔのあるൣғで、ࣾձ

通೦上ඞཁかつଥ当な࣮අとします。なお、将来ࢧग़されるඅ用のࢉग़にあたっては、付表ᶚに定め

るライプχッπによりத間རଉを߇除します。

（注１）खを含みます。

（注２）足を含みます。

（注３）ப、ࠎڳ、ࠎ、Ζくࠎ、けんこうࠎ、ࠎ൫ࠎおよびڳෲ部ଁثをいいます。

（注４）ෑ地を含みます。

ୈ３　ࢮによるଛ害
ނࣄによる損害は、ّඅ、ҳࣦརӹ、ਫ਼神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一ࢮ　

で後遺障害による損害にରして共済金のࢧをडけている場合は、既に共済金のࢧをडけた後遺障害

による損害の額を߇除します。

１．ّඅ
　　100ສԁとします。

̎．ҳࣦརӹ
ᾇ　ࢮによりੜじたಘべかりし経済的རӹの損ࣦをいい、ݪଇとして、次のࣜࢉによりࢉܭします。

（ 収ೖ額 － ੜ׆අ ）ʷ
ब࿑可能年にର応する
ライプχッπ

　なお、ʮ収ೖ額ʯ、ʮੜ׆අʯ、ʮब࿑可能年ʯおよびʮライプχッπʯは、次のとおりとします。

　　①　収ೖ額

　被共済者۠別に次のとおりとします。

　なお、付表ᶗに定める年ྸ別平څۉ༩額は、特ஈのஅりがないか͗り、被共済者のࢮした࣌の

年ྸにର応する平څۉ༩額とします。

　　　ΞɽՈࣄैࣄ者以外の༗৬者

収ೖ額࣮ݱ　　　　　

　　　　　ただし、次のとおりとします。

－ �� －

(ｱ)　ݱ実収ೖ額とは、事故લ̍かؒに࿑ಇの対価としてಘた収ೖ額をいい、事故લの確定ਃ

。ྉにより確認された額としますࢿொଜによる՝੫証໌書等のެతな੫ࢢ書またはࠂ

　　なお、څ༩所ಘ者の定ୀ৬等の事由によりݱ実収ೖ額がݮগする֖વੑがߴい場合は、

৬ޙのݱ実収ೖ額は表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩額等をૅجとして決定します。

(ｲ)　ୀ৬̍ޙを経過していない失ۀ者については、「ݱ実収ೖ額」を「ୀ৬લ̍ؒの収ೖ額」

とಡみସ͑て適用します。ただし、定ୀ৬者等をআきます。

(ř)　ब࿑してؒもないएの有৬者で、ݱ実収ೖ額のཱ証がՄな者については、কདྷの収ೖ額

૿Ճの֖વੑをྀߟし、全ྸฏڅۉ༩額とすることができます。

　　ただし、࿑ಇ力失ؒظのظ࢝からऴظにࢸるまでの被共済者のྸに対Ԡするྸผฏ

。༩額をԼճる場合をআきますڅۉ༩額がいずれも全ྸฏڅۉ

(Ś)　ݱ実収ೖ額が表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩額をԼճる場合で、死した時からब࿑Մ

を経過するまでの֤のকདྷの収ೖ額(注１）のうͪಉ時点の被共済者のྸに対Ԡするྸผ

ฏڅۉ༩額を上ճる֖વੑがߴいものがあるときは、ݱ実収ೖ額にସ͑てྸผฏڅۉ༩額と

します。

　　ただし、(ř)の規定により、収ೖ額を全ྸฏڅۉ༩額とする場合をআきます。

(ś)　次のいずれかに該当する場合は「表ᶗに定めるࡀ��ฏڅۉ༩額」または「表ᶗに定め

るྸผฏڅۉ༩額の��ˋ」のいずれかߴい額とします。

ａ　ݱ実収ೖ額について、(ｱ)に定めるެతな੫ࢿྉによるཱ証がࠔな場合

ｂ　ݱ実収ೖ額が「表ᶗに定めるࡀ��ฏڅۉ༩額」または「表ᶗに定めるྸผฏڅۉ

༩額の��ˋ」のいずれかߴい額をԼճる場合

　　　イ．Ո事従事者

　　　　　表ᶗに定める全ྸฏڅۉ༩額

　　　．༮ࣇ、ࣇಐ、生ెまたはֶ生

　　　　　表ᶗに定める全ྸฏڅۉ༩額

　　　Τ．アからまでҎ֎のेಇくҙࢥと力を有しているແ৬者

　　　　　次のいずれかߴい額

(ｱ)　表ᶗに定めるࡀ��ฏڅۉ༩額

(ｲ)　表ᶗに定めるྸผฏڅۉ༩額の��ˋ

　　ᶄ　生׆費

　　　　被ැཆ者の人にԠ͡、収ೖ額に対するԼ表のׂ合とします。

　　　　なお、被ැཆ者とは、被共済者に実ࡍにැཆされていた者をいいます。

被 ැ ཆ 者 の 人  ׂ　　　　合

被ැཆ者がない場合 ��ˋ

̍人 4�ˋ

̎人 ��ˋ

̏人Ҏ上 ��ˋ
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　　③　就労Մ能年数

　　　　付表ᶙによります。

　　④　ϥイプχοツ数

　　　　付表ᶙによります。

⑵　被共済者が年金等のड給者(注２）である場合は、ᾇの額にՃえて、次の算ࣜにより算出された額をՃ

えるものとします。

（ 年金等の額 － 生活費 ）×（ の年齢にお͚る࣌ࢮ
平均༨໋年数に対Ԡす
るϥイプχοツ数

－
の年齢にお͚る࣌ࢮ
就労Մ能年数に対Ԡす
るϥイプχοツ数 ）

　なお、「生活費」、「平均༨໋年数に対Ԡするϥイプχοツ数」および「就労Մ能年数に対Ԡす

るϥイプχοツ数」は、次のとおりとします。

　　①　生活費

　　　　ᾇ②に定めるとこΖによります。

　　②　平均༨໋年数に対Ԡするϥイプχοツ数

　　　　付表ᶚおよび付表ᶛによります。

　　③　就労Մ能年数に対Ԡするϥイプχοツ数

　　　　付表ᶙによります。

（注１）労働の対価としてকདྷ得べかりし収入額をいいます。

（注２）֤छ年金および恩給制度の͏ͪ原則としてड給者本人によるڌ出ੑのある年金等を実際にड

給していた者をいい、ແڌ出ੑのࢱ年金Ҩ族年金は含みません。

３．ਫ਼ਆత損害

　　被共済者۠分別にԼ表に定める金額を基準とします。

被　共　済　者　۠　分 金　額

ᾇ　被共済者が一家の支பである場合 2,000ສ円

⑵　被共済者が一家の支பでない場合で65ࡀҎ上のとき。 1,500ສ円

⑶　被共済者が一家の支பでない場合で65ࡀະຬのとき。 1,600ສ円

４．その他の損害

　１かΒ３までҎ外のࢮによる損害は、事故と૬当ҼՌؔのある範囲内で、ࣾձ௨೦上必要かつ妥

当な実費とします。



161

ී
௨
ڞ
ࡁ
約


－ 69 －

　　③　就労Մ能年数

　　　　付表ᶙによります。

　　④　ϥイプχοツ数

　　　　付表ᶙによります。

⑵　被共済者が年金等のड給者(注２）である場合は、ᾇの額にՃえて、次の算ࣜにより算出された額をՃ

えるものとします。

（ 年金等の額 － 生活費 ）×（ の年齢にお͚る࣌ࢮ
平均༨໋年数に対Ԡす
るϥイプχοツ数

－
の年齢にお͚る࣌ࢮ
就労Մ能年数に対Ԡす
るϥイプχοツ数 ）

　なお、「生活費」、「平均༨໋年数に対Ԡするϥイプχοツ数」および「就労Մ能年数に対Ԡす

るϥイプχοツ数」は、次のとおりとします。

　　①　生活費

　　　　ᾇ②に定めるとこΖによります。

　　②　平均༨໋年数に対Ԡするϥイプχοツ数

　　　　付表ᶚおよび付表ᶛによります。

　　③　就労Մ能年数に対Ԡするϥイプχοツ数

　　　　付表ᶙによります。

（注１）労働の対価としてকདྷ得べかりし収入額をいいます。

（注２）֤छ年金および恩給制度の͏ͪ原則としてड給者本人によるڌ出ੑのある年金等を実際にड

給していた者をいい、ແڌ出ੑのࢱ年金Ҩ族年金は含みません。

３．ਫ਼ਆత損害

　　被共済者۠分別にԼ表に定める金額を基準とします。

被　共　済　者　۠　分 金　額

ᾇ　被共済者が一家の支பである場合 2,000ສ円

⑵　被共済者が一家の支பでない場合で65ࡀҎ上のとき。 1,500ສ円

⑶　被共済者が一家の支பでない場合で65ࡀະຬのとき。 1,600ສ円

４．その他の損害

　１かΒ３までҎ外のࢮによる損害は、事故と૬当ҼՌؔのある範囲内で、ࣾձ௨೦上必要かつ妥

当な実費とします。

－ 70 －

දⅠ   ྸผฏڅۉ༩ֹද（ฏֹ݄ۉ）

年　　齢 男　　子 女　　子

歳 円 円

全年齢平均給与額 409,100 298,400

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

193,200

211,400

229,600

247,900

266,100

277,100

288,000

298,900

309,800

320,700

330,500

340,200

350,000

359,700

369,500

377,900

386,300

394,600

403,000

411,400

418,800

426,200

433,500

440,900

448,300

454,100

460,000

465,900

171,100

188,800

206,500

224,200

241,900

249,600

257,200

264,900

272,600

280,300

283,000

285,700

288,400

291,200

293,900

296,600

299,300

302,100

304,800

307,500

310,100

312,600

315,100

317,700

320,200

321,500

322,700

324,000

年　　齢 男　　子 女　　子

歳 円 円

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 ～

471,700

477,600

480,400

483,300

486,100

489,000

491,900

490,100

488,400

486,600

484,800

483,100

458,000

432,900

407,800

382,700

357,600

345,000

332,300

319,700

307,000

294,300

292,300

290,200

288,200

286,100

284,100

282,000

325,300

326,500

326,600

326,800

326,900

327,100

327,200

325,900

324,600

323,300

322,000

320,700

309,200

297,700

286,300

274,800

263,300

257,400

251,600

245,700

239,800

233,900

234,400

234,800

235,200

235,600

236,100

236,500
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දⅡ   　　࿑ ಇ  ྗ  ࣦ  ද

ڃҨোޙ ࿑ಇྗࣦ ڃҨোޙ ࿑ಇྗࣦ

ୈ　１　ڃ
ୈ　２　ڃ
ୈ　３　ڃ
ୈ　４　ڃ
ୈ　̑　ڃ
ୈ　̒　ڃ
ୈ　̓　ڃ

�00 � �00
�00 � �00
�00 � �00
 �2 � �00
 7� � �00
 �7 � �00
 5� � �00

ୈ　̔　ڃ
ୈ　̕　ڃ
ୈ　�0　ڃ
ୈ　��　ڃ
ୈ　�2　ڃ
ୈ　��　ڃ
ୈ　��　ڃ

�5 � �00
 �5 � �00
 27 � �00
 20 � �00
 �� � �00
  � � �00
  5 � �00

දⅢ 　　ྸผब࿑Մ͓ΑͼϥΠϓχοπද

ᾇɹ1ࡀ�ະຬの者ʹద༻͢Δද

ྸ
༮ࣇ、ֶੜまたはेಇくҙࢥとྗを有ͯ͠いるແ৬ऀ 有　　৬　　ऀ

ब࿑Մ ϥイプχοπ ब࿑Մ ϥイプχοπ

ࡀ  

0 �� ��.��0 �7 2�.7��

� �� �5.�2� �� 2�.5�5

2 �� �5.��2 �5 2�.�5�

� �� ��.��� �� 2�.�0�

� �� ��.��0 �� 2�.�5�

5 �� �7.��5 �2 2�.000

� �� �7.��� �� 27.��0

7 �� ��.�2� �0 27.�7�

� �� ��.�7� 5� 27.50�

� �� ��.5�5 5� 27.���

�0 �� 20.��� 57 27.�5�

�� �� 20.7�5 5� 2�.��5

�2 �� 2�.�57 55 2�.77�

�� �� 2�.��� 5� 2�.57�

�� �� 22.�5� 5� 2�.�75

�5 �� 2�.��� 52 2�.���

�� �� 2�.0�� 5� 25.�5�

�7 �� 2�.75� 50 25.7�0
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දⅡ   　　࿑ ಇ  ྗ  ࣦ  ද

ڃҨোޙ ࿑ಇྗࣦ ڃҨোޙ ࿑ಇྗࣦ

ୈ　１　ڃ
ୈ　２　ڃ
ୈ　３　ڃ
ୈ　４　ڃ
ୈ　̑　ڃ
ୈ　̒　ڃ
ୈ　̓　ڃ

�00 � �00
�00 � �00
�00 � �00
 �2 � �00
 7� � �00
 �7 � �00
 5� � �00

ୈ　̔　ڃ
ୈ　̕　ڃ
ୈ　�0　ڃ
ୈ　��　ڃ
ୈ　�2　ڃ
ୈ　��　ڃ
ୈ　��　ڃ

�5 � �00
 �5 � �00
 27 � �00
 20 � �00
 �� � �00
  � � �00
  5 � �00

දⅢ 　　ྸผब࿑Մ͓ΑͼϥΠϓχοπද

ᾇɹ1ࡀ�ະຬの者ʹద༻͢Δද

ྸ
༮ࣇ、ֶੜまたはेಇくҙࢥとྗを有ͯ͠いるແ৬ऀ 有　　৬　　ऀ

ब࿑Մ ϥイプχοπ ब࿑Մ ϥイプχοπ

ࡀ  

0 �� ��.��0 �7 2�.7��

� �� �5.�2� �� 2�.5�5

2 �� �5.��2 �5 2�.�5�

� �� ��.��� �� 2�.�0�

� �� ��.��0 �� 2�.�5�

5 �� �7.��5 �2 2�.000

� �� �7.��� �� 27.��0

7 �� ��.�2� �0 27.�7�

� �� ��.�7� 5� 27.50�

� �� ��.5�5 5� 27.���

�0 �� 20.��� 57 27.�5�

�� �� 20.7�5 5� 2�.��5

�2 �� 2�.�57 55 2�.77�

�� �� 2�.��� 5� 2�.57�

�� �� 22.�5� 5� 2�.�75

�5 �� 2�.��� 52 2�.���

�� �� 2�.0�� 5� 25.�5�

�7 �� 2�.75� 50 25.7�0

－ 72 －

ᾈɹ1ࡀ�Ҏ্の者ʹద༻͢Δද
年 齢 就労可能年数

ライプニッツ係数
年 齢 就労可能年数

ライプニッツ係数
歳 年 歳 年

18 49 25.502 58 13 10.635
19 48 25.267 59 13 10.635
20 47 25.025 60 12  9.954
21 46 24.775 61 12  9.954
22 45 24.519 62 11  9.253
23 44 24.254 63 11  9.253
24 43 23.982 64 11  9.253
25 42 23.701 65 10  8.530
26 41 23.412 66 10  8.530
27 40 23.115 67 9  7.786
28 39 22.808 68 9  7.786
29 38 22.492 69 9  7.786
30 37 22.167 70 8  7.020
31 36 21.832 71 8  7.020
32 35 21.487 72 8  7.020
33 34 21.132 73 7  6.230
34 33 20.766 74 7  6.230
35 32 20.389 75 7  6.230
36 31 20.000 76 6  5.417
37 30 19.600 77 6  5.417
38 29 19.188 78 6  5.417
39 28 18.764 79 5  4.580
40 27 18.327 80 5  4.580
41 26 17.877 81 5  4.580
42 25 17.413 82 4  3.717
43 24 16.936 83 4  3.717
44 23 16.444 84 4  3.717
45 22 15.937 85 4  3.717
46 21 15.415 86 3  2.829
47 20 14.877 87 3  2.829
48 19 14.324 88 3  2.829
49 18 13.754 89 3  2.829
50 17 13.166 90 3  2.829
51 16 12.561 91 2  1.913
52 16 12.561 92 2  1.913
53 15 11.938 93 2  1.913
54 15 11.938 94 2  1.913
55 14 11.296 95 2  1.913
56 14 11.296 96 2  1.913
57 14 11.296 97 2  1.913

98 2  1.913
99 2  1.913

100 2  1.913
101 2  1.913

102～ 1  0.971
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付表Ⅳ   　ラ イ プ ニ ッ ツ 係 数 表

ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数 ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数 ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数

1  0.971 31 20.000 61 27.840

2  1.913 32 20.389 62 28.000

3  2.829 33 20.766 63 28.156

4  3.717 34 21.132 64 28.306

5  4.580 35 21.487 65 28.453

6  5.417 36 21.832 66 28.595

7  6.230 37 22.167 67 28.733

8  7.020 38 22.492 68 28.867

9  7.786 39 22.808 69 28.997

10  8.530 40 23.115 70 29.123

11  9.253 41 23.412 71 29.246

12  9.954 42 23.701 72 29.365

13 10.635 43 23.982 73 29.481

14 11.296 44 24.254 74 29.593

15 11.938 45 24.519 75 29.702

16 12.561 46 24.775 76 29.808

17 13.166 47 25.025 77 29.910

18 13.754 48 25.267 78 30.010

19 14.324 49 25.502 79 30.107

20 14.877 50 25.730 80 30.201

21 15.415 51 25.951 81 30.292

22 15.937 52 26.166 82 30.381

23 16.444 53 26.375 83 30.467

24 16.936 54 26.578 84 30.550

25 17.413 55 26.774 85 30.631

26 17.877 56 26.965 86 30.710

27 18.327 57 27.151 87 30.786

28 18.764 58 27.331 88 30.860

29 19.188 59 27.506 89 30.932

30 19.600 60 27.676 90 31.002

（注）༮ࣇɺ18歳ະຬͷֶੜ·ͨेಇ͘ҙࢥͱ能ྗΛ༗͍ͯ͠Δແ৬ऀͷޙҨোʹΑΔҳࣦར
ӹΛࢉఆ͢Δ߹ʹɺ労ಇ能ྗࣦؒظͷऴ18͕ظ歳Λ͑Δͱ͖ͷ係数ɺऴظ·Ͱͷ年数ʹ
ରԠ͢Δ係数͔Β就労ͷظ࢝ͱΈͳ͢18歳·Ͱͷ年数ʹରԠ͢Δ係数Λࠩ͠Ҿ͍ͯࢉग़͠·͢ɻ
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付表Ⅳ   　ラ イ プ ニ ッ ツ 係 数 表

ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数 ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数 ʢ年ʣؒظ ライプニッツ係数

1  0.971 31 20.000 61 27.840

2  1.913 32 20.389 62 28.000

3  2.829 33 20.766 63 28.156

4  3.717 34 21.132 64 28.306

5  4.580 35 21.487 65 28.453

6  5.417 36 21.832 66 28.595

7  6.230 37 22.167 67 28.733

8  7.020 38 22.492 68 28.867

9  7.786 39 22.808 69 28.997

10  8.530 40 23.115 70 29.123

11  9.253 41 23.412 71 29.246

12  9.954 42 23.701 72 29.365

13 10.635 43 23.982 73 29.481

14 11.296 44 24.254 74 29.593

15 11.938 45 24.519 75 29.702

16 12.561 46 24.775 76 29.808

17 13.166 47 25.025 77 29.910

18 13.754 48 25.267 78 30.010

19 14.324 49 25.502 79 30.107

20 14.877 50 25.730 80 30.201

21 15.415 51 25.951 81 30.292

22 15.937 52 26.166 82 30.381

23 16.444 53 26.375 83 30.467

24 16.936 54 26.578 84 30.550

25 17.413 55 26.774 85 30.631

26 17.877 56 26.965 86 30.710

27 18.327 57 27.151 87 30.786

28 18.764 58 27.331 88 30.860

29 19.188 59 27.506 89 30.932

30 19.600 60 27.676 90 31.002

（注）༮ࣇɺ18歳ະຬͷֶੜ·ͨेಇ͘ҙࢥͱ能ྗΛ༗͍ͯ͠Δແ৬ऀͷޙҨোʹΑΔҳࣦར
ӹΛࢉఆ͢Δ߹ʹɺ労ಇ能ྗࣦؒظͷऴ18͕ظ歳Λ͑Δͱ͖ͷ係数ɺऴظ·Ͱͷ年数ʹ
ରԠ͢Δ係数͔Β就労ͷظ࢝ͱΈͳ͢18歳·Ͱͷ年数ʹରԠ͢Δ係数Λࠩ͠Ҿ͍ͯࢉग़͠·͢ɻ

－ 74 －

付表Ⅴ 　　　　　第 22 回生命表による平均余命
（単位：年）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳

男 80 79 78 77 76 75 74 74 73 72

女 86 86 85 84 83 82 81 80 79 78

10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳

男 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62

女 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68

20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳

男 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52

女 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳

男 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42

女 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48

40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳

男 41 40 39 38 37 37 36 35 34 33

女 47 46 45 44 43 42 41 40 39 39

50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳

男 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24

女 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳

男 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16

女 28 27 26 26 25 24 23 22 21 20

70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳

男 15 14 14 13 12 12 11 10 10 9

女 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12

80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳

男 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4

女 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6

90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳

男 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

女 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2

100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳 109歳

男 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

女 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

110歳 111歳 112歳 113歳 114歳 115歳

男 1 1 1 － － －

女 1 1 1 1 1 1
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特　　約　　条　　項

Ⅰ．運転者の範囲に関わる特約

ʢ１ʣӡసऀྸ条݅ಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

運 స ໔ ڐ
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第�4条（運స໔ڐ）第１項に定
める運స໔ڐをいいます。ただし、Ծ運స໔ڐを除きます。

共 済 期 間
　共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間のத途で付ଳさ
れた場合は、ܖ約༰มߋґཔ書記載のมߋから共済期間のまで
をいいます。

৽ ن 運 స ໔ ڐ 取 ಘ 者
　被共済ࣗ動車を運సすることができる運స໔ڐを৽たに取ಘした者を
いいます。ただし、運స໔ڐの取ಘྺがある者を含みません。

໔ ڐ 取 ಘ  　運స໔ڐ証に記載されている໔ڐの年݄をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छが次の①からᶇまでのいずれかに該当し、かつ、共済証書に運

స者年ྸ条݅を限定するࢫ記載されている場合にద用されます。

①　ࣗՈ用普通乗用車

②　ࣗՈ用খܕ乗用車

③　ࣗՈ用ܰྠ࢛乗用車

ᶆ　ೋྠࣗ動車

ᶇ　ݪ動機付ࣗస車

ୈ２条（ӡస者ྸ条݅に֘͠ͳ͍者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

ᾇ　記名被共済者がݸਓである場合は、当合は、この特約により、次の①からᶇまでのいずれかに該当

する者のうͪ、共済証書記載の運స者年ྸ条݅に該当しない者が被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじ

たނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　①から③までのいずれかに該当する者のۀ(注）にैࣄதの使用ਓ

ᶇ　被共済ࣗ動車の所༗者が法ਓである場合で、記名被共済者がその法ਓのһとなっているときは、

その法ਓのۀにैࣄதの使用ਓ

ᾈ　記名被共済者が法ਓである場合は、当合は、この特約により、共済証書記載の運స者年ྸ条݅に該
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特　　約　　条　　項

Ⅰ．運転者の範囲に関わる特約

ʢ１ʣӡసऀྸ条݅ಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

運 స ໔ ڐ
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第�4条（運స໔ڐ）第１項に定
める運స໔ڐをいいます。ただし、Ծ運స໔ڐを除きます。

共 済 期 間
　共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間のத途で付ଳさ
れた場合は、ܖ約༰มߋґཔ書記載のมߋから共済期間のまで
をいいます。

৽ ن 運 స ໔ ڐ 取 ಘ 者
　被共済ࣗ動車を運సすることができる運స໔ڐを৽たに取ಘした者を
いいます。ただし、運స໔ڐの取ಘྺがある者を含みません。

໔ ڐ 取 ಘ  　運స໔ڐ証に記載されている໔ڐの年݄をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छが次の①からᶇまでのいずれかに該当し、かつ、共済証書に運

స者年ྸ条݅を限定するࢫ記載されている場合にద用されます。

①　ࣗՈ用普通乗用車

②　ࣗՈ用খܕ乗用車

③　ࣗՈ用ܰྠ࢛乗用車

ᶆ　ೋྠࣗ動車

ᶇ　ݪ動機付ࣗస車

ୈ２条（ӡస者ྸ条݅に֘͠ͳ͍者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

ᾇ　記名被共済者がݸਓである場合は、当合は、この特約により、次の①からᶇまでのいずれかに該当

する者のうͪ、共済証書記載の運స者年ྸ条݅に該当しない者が被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじ

たނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　①から③までのいずれかに該当する者のۀ(注）にैࣄதの使用ਓ

ᶇ　被共済ࣗ動車の所༗者が法ਓである場合で、記名被共済者がその法ਓのһとなっているときは、

その法ਓのۀにैࣄதの使用ਓ

ᾈ　記名被共済者が法ਓである場合は、当合は、この特約により、共済証書記載の運స者年ྸ条݅に該

－ 7� －

当しない者が被共済ࣗ動車を運సしている間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金を

、による損害またはই害にରしてはނࣄいません。ただし、次の①または②のいずれかに該当するࢧ

このن定をద用しません。

①　被共済ࣗ動車が౪にあった࣌からൃ見されるまでの間にその被共済ࣗ動車についてੜじたނࣄ

②　ࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてडୗした被共済ࣗ動車を使用または理している間にその被共済ࣗ動

車についてੜじた普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）にن定するର

ਓނࣄおよび同条項第２条（共済金をࢧう場合－ର物ഛঈ）にن定するର物ނࣄ

（注）Ոࣄを除きます。

ୈ３条（ӡస໔֨ࢿڐऔಘにରするࣗಈิ償）

ᾇ　લ条ᾇのن定により当合にࢧがൃੜしないނࣄがੜじた場合であっても、次の①から③まで

の条݅をいずれもຬたしているときは、当合は、そのނࣄによりੜじた損害にରしては、当合が③

のٻをঝ認していたものとみなして普通共済約款ഛঈ条項および基ຊ条項(注１）をద用します。

取ڐ運స໔نにおいて、被共済ࣗ動車または他のࣗ動車ʢ注２）を運సしていた者が৽࣌ੜのൃނࣄ　①

ಘ者であること。

して30以のであるこࢉ取ಘのཌから起ڐ取ಘ者の໔ڐ運స໔نੜのが①の৽ൃނࣄ　②

と。

③　①の৽ن運స໔ڐ取ಘ者の໔ڐ取ಘのཌから起ࢉして30以に、共済ܖ約者が書໘により

運స者年ྸ条݅のมߋまたはこの特約の除のঝ認のٻを行い、当合がこれをडྖすること。

ᾈ　当合は、ᾇの場合を、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通

義等の場合）ᾌのঝ認をする場合とみなして、໔ڐ取ಘ以後の期間(注３）にରし、Ճ共済ֻ金を

ٻします。

ᾉ　当合は、共済ܖ約者がᾈのՃ共済ֻ金のࠐみをଵった場合は、ᾇのن定をద用しません。

（注１）付ଳされた他の特約のうͪ、被共済者が損害ഛঈを負担することによって被る損害にର

して共済金をࢧう場合にద用される特約を含みます。

（注２）他車運స特約のʮ用語の定義ʯにن定するʮ他のࣗ動車ʯおよび他車運స特約（ೋྠɾݪ付）

にن定するʮ他のࣗ動車ʯをいいます。

（注３）໔ڐ取ಘが共済期間のॳ以લである場合は、共済期間とします。

ʢ̎ʣӡసऀຊ人ݶఆಛ

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छが次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に被

共済ࣗ動車について運సする者を記名被共済者に限定するࢫ記載されている場合にద用されます。

①　ࣗՈ用普通乗用車

②　ࣗՈ用খܕ乗用車
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③　自家用軽四輪乗用車

ୈ２条（໊هඃ共済者Ҏ֎の者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

　当合は、このಛ約により、記名被共済者以外の者が被共済自動車をӡసしている間に生じた事ނに

よる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、次の①または②のいずれかに該当す

る事ނによる損害または傷害にରしては、このن定を適用しまͤん。

①　被共済自動車が౪難にあった時からൃݟされるまでの間にその被共済自動車について生じた事ނ

②　自動車औѻۀ者がۀとして受ୗした被共済自動車を用または管理している間にその被共済自動

車について生じた普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾇにن定する

ରਓ事ނおよび同条項ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ର物ഛ償）にن定するର物事ނ

ʢ̏ʣӡసऀຊ人ɾݶऀۮఆಛ

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 期 間
　共済証書記載の共済期間をいい、このಛ約が共済期間のத途で付ଳさ
れた場合は、契約内༰มߋґཔ書記載のมߋ日から共済期間の日まで
をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に被

共済自動車についてӡసする者を記名被共済者およびその配偶者に限定するࢫ記載されている場合に適

用されます。

①　自家用普通乗用車

②　自家用খ型乗用車

③　自家用軽四輪乗用車

ୈ２条（ݶ定ӡస者Ҏ֎の者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

ᾇ　当合は、このಛ約により、記名被共済者およびその配偶者以外の者が被共済自動車をӡసしている

間に生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、次の①または②の

いずれかに該当する事ނによる損害または傷害にରしては、このن定を適用しまͤん。

①　被共済自動車が౪難にあった時からൃݟされるまでの間にその被共済自動車について生じた事ނ

②　自動車औѻۀ者がۀとして受ୗした被共済自動車を用または管理している間にその被共済自動

車について生じた普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾇにن定する

ରਓ事ނおよび同条項ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ର物ഛ償）にن定するର物事ނ

ᾈ　当合は、લ条の配偶者にՃえ、共済期間初日時の配偶者(注１）を記名被共済者の配偶者とみなして、

ᾇのن定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時の配偶者(注１）
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③　自家用軽四輪乗用車

ୈ２条（໊هඃ共済者Ҏ֎の者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

　当合は、このಛ約により、記名被共済者以外の者が被共済自動車をӡసしている間に生じた事ނに

よる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、次の①または②のいずれかに該当す

る事ނによる損害または傷害にରしては、このن定を適用しまͤん。

①　被共済自動車が౪難にあった時からൃݟされるまでの間にその被共済自動車について生じた事ނ

②　自動車औѻۀ者がۀとして受ୗした被共済自動車を用または管理している間にその被共済自動

車について生じた普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾇにن定する

ରਓ事ނおよび同条項ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ର物ഛ償）にن定するର物事ނ

ʢ̏ʣӡసऀຊ人ɾݶऀۮఆಛ

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 期 間
　共済証書記載の共済期間をいい、このಛ約が共済期間のத途で付ଳさ
れた場合は、契約内༰มߋґཔ書記載のมߋ日から共済期間の日まで
をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に被

共済自動車についてӡసする者を記名被共済者およびその配偶者に限定するࢫ記載されている場合に適

用されます。

①　自家用普通乗用車

②　自家用খ型乗用車

③　自家用軽四輪乗用車

ୈ２条（ݶ定ӡస者Ҏ֎の者͕ӡస͍ͯ͠るؒにੜͨ͡ނࣄのऔѻ͍）

ᾇ　当合は、このಛ約により、記名被共済者およびその配偶者以外の者が被共済自動車をӡసしている

間に生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、次の①または②の

いずれかに該当する事ނによる損害または傷害にରしては、このن定を適用しまͤん。

①　被共済自動車が౪難にあった時からൃݟされるまでの間にその被共済自動車について生じた事ނ

②　自動車औѻۀ者がۀとして受ୗした被共済自動車を用または管理している間にその被共済自動

車について生じた普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾇにن定する

ରਓ事ނおよび同条項ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ର物ഛ償）にن定するର物事ނ

ᾈ　当合は、લ条の配偶者にՃえ、共済期間初日時の配偶者(注１）を記名被共済者の配偶者とみなして、

ᾇのن定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時の配偶者(注１）

－ �� －

であることを当組合が֬ೝできるެతࢿ料等のఏग़があった場合に限ります。

ᾉ　当組合は、⑵の規定をద用する場合は、共済ظ間ॳ࣌の配偶者(注１）が記名被共済者の配偶者でͳ

くͳった事࣮のൃ生Ҏޙのظ間に対し、加共済ֻ金をٻします。

ᾊ　ᾉにおいて、共済契約者または記名被共済者は、事࣮のൃ生(注２）にͭいて、当組合がその事࣮を֬

ೝできるެతࢿ料等のఏग़を行わͳけれͳりません。ࢿ料のఏग़がͳい場合またはఏग़されたࢿ料に

よって事࣮のൃ生(注２）が特定できͳい場合は、当組合は、共済ظ間のॳҎޙのظ間に対し、加共

済ֻ金をٻします。

ᾋ　当組合は、共済契約者がᾉおよびᾊの加共済ֻ金の払ࠐみをଵった場合は、⑵の規定をద用しませ

ん。

（注１）共済ظ間ॳ࣌で記名被共済者の配偶者に該当していた者をいいます。

（注２）共済ظ間ॳ࣌の配偶者が記名被共済者の配偶者でͳくͳった事࣮のൃ生をいいます。
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Ⅱ．相手への賠償などに関わる特約

ʢ̐ʣରաमཧඅ༻ಛ

■　用語の定義

　　このಛ約において使用される用ޠの定義は、次のとおりとします。

用　　　　ޠ 定 　 　 　 　 　 　 　 義

૬ 手 自 動 車
　対物事故によって໓ࣦ、ഁ損またはԚ損した他人の自動車をいい、ݪ
動ػ自స車を含みます。

૬ 手 自 動 車 の Ձ 額
　損害がੜじた地および࣌における、૬手自動車と同Ұ車छ、同ࣜで
同じ損度の自動車のࢢ場ൢചՁ֨૬当額をいいます。

૬手自動車の車྆共済等

　૬手自動車について適用される共済契約またはอݥ契約で、衝ಥ、接৮、
མ、స෴、物のඈདྷ、物のམԼ、Րࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、ߴைその
他偶વな事故によって૬手自動車にੜじた損害および૬手自動車の౪
によってੜじた損害に対して共済金またはอݥ金を支払うものをいいま
す。

૬ 手 自 動 車 の म 理 費

　損害がੜじた地および࣌において、૬手自動車を事故ൃੜ直લのঢ়ଶ
に෮چするためにඞཁなम理費をいいます。ただし、૬手自動車に損害
がੜじたのཌからى算して̒か݄Ҏ内に૬手自動車の損ইをम理す
ることによってඞཁとなるम理費に限ります。

対 物 事 故
　ී௨共済約賠償責任条項およびଳされた他のಛ約の規定によりී
௨共済約賠償責任条項第̎条（共済金を支払う場合－対物賠償）の共
済金の支払対となる事故をいいます。

対 物 超 ա म 理 費 用

　૬手自動車のम理費が૬手自動車のՁ額を上ճるとೝめられる場合に

おける૬手自動車のम理費から૬手自動車のՁ額をࠩしҾいた額をいい

ます。

他 の 共 済 契 約 等
　第̑条（支払共済金の計算）の対物超աम理費用と支払責任のൃੜཁ

件を同じくする他の共済契約またはอݥ契約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に対物賠償共済の適用があり、かつ、共済ূॻにこのಛ約を適用するࢫ記

。されている場合に適用されますࡌ

ୈ２条（ରաमཧඅ用）

　当組合は、被共済者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によっ

て໓ࣦ、ഁ損またはԚ損した他人のࡒ物が自動車であり、かつ、当組合が૬手自動車の損害の調ࠪを

行った結Ռ、૬手自動車のम理費が૬手自動車のՁ額を上ճるとೝめられるときは、ී௨共済約賠償

責任条項第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の費用の΄か、被共済者が負担する対物超աम理費用は、

これを損害のҰ෦とみなします。

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　このಛ約における被共済者は、ී௨共済約賠償責任条項第̒条（被共済者のൣғ－対人ɾ対物賠償
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Ⅱ．相手への賠償などに関わる特約

ʢ̐ʣରաमཧඅ༻ಛ

■　用語の定義

　　このಛ約において使用される用ޠの定義は、次のとおりとします。

用　　　　ޠ 定 　 　 　 　 　 　 　 義

૬ 手 自 動 車
　対物事故によって໓ࣦ、ഁ損またはԚ損した他人の自動車をいい、ݪ
動ػ自స車を含みます。

૬ 手 自 動 車 の Ձ 額
　損害がੜじた地および࣌における、૬手自動車と同Ұ車छ、同ࣜで
同じ損度の自動車のࢢ場ൢചՁ֨૬当額をいいます。

૬手自動車の車྆共済等

　૬手自動車について適用される共済契約またはอݥ契約で、衝ಥ、接৮、
མ、స෴、物のඈདྷ、物のམԼ、Րࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、ߴைその
他偶વな事故によって૬手自動車にੜじた損害および૬手自動車の౪
によってੜじた損害に対して共済金またはอݥ金を支払うものをいいま
す。

૬ 手 自 動 車 の म 理 費

　損害がੜじた地および࣌において、૬手自動車を事故ൃੜ直લのঢ়ଶ
に෮چするためにඞཁなम理費をいいます。ただし、૬手自動車に損害
がੜじたのཌからى算して̒か݄Ҏ内に૬手自動車の損ইをम理す
ることによってඞཁとなるम理費に限ります。

対 物 事 故
　ී௨共済約賠償責任条項およびଳされた他のಛ約の規定によりී
௨共済約賠償責任条項第̎条（共済金を支払う場合－対物賠償）の共
済金の支払対となる事故をいいます。

対 物 超 ա म 理 費 用

　૬手自動車のम理費が૬手自動車のՁ額を上ճるとೝめられる場合に

おける૬手自動車のम理費から૬手自動車のՁ額をࠩしҾいた額をいい

ます。

他 の 共 済 契 約 等
　第̑条（支払共済金の計算）の対物超աम理費用と支払責任のൃੜཁ

件を同じくする他の共済契約またはอݥ契約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に対物賠償共済の適用があり、かつ、共済ূॻにこのಛ約を適用するࢫ記

。されている場合に適用されますࡌ

ୈ２条（ରաमཧඅ用）

　当組合は、被共済者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によっ

て໓ࣦ、ഁ損またはԚ損した他人のࡒ物が自動車であり、かつ、当組合が૬手自動車の損害の調ࠪを

行った結Ռ、૬手自動車のम理費が૬手自動車のՁ額を上ճるとೝめられるときは、ී௨共済約賠償

責任条項第1�条（費用－対人ɾ対物賠償共௨）の費用の΄か、被共済者が負担する対物超աम理費用は、

これを損害のҰ෦とみなします。

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　このಛ約における被共済者は、ී௨共済約賠償責任条項第̒条（被共済者のൣғ－対人ɾ対物賠償

－ �2 －

共通）にن定する者とします。

ୈ４条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。ただし、これによって、次条にن

定する当合のࢧうべき共済金の限度額が૿額されるものではありません。

ୈ５条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第15条（ࢧ共済金のࢉܭ－ର物ഛঈ）の共済金がࢧΘれ

る場合は、同条にن定する共済金の΄か、第２条（ର物աम理අ用）のର物աम理අ用をࢧいま

す。ただし、１回のର物ނࣄによりର物աम理අ用がੜじた相खࣗ動車１につき、次のࣜࢉにより

。ग़した額とします。ただし、相खࣗ動車１につき50ສԁを限度としますࢉ

ର物աम理
අ用の額

ʹ ର物աम理අ用 ʷ

相खࣗ動車のՁ額について被共済者が
負担する法律上の損害ഛঈの額

相खࣗ動車のՁ額

ୈ̒条（૬खࣗಈ車の車両共済͕͋る߹のऔѻ͍）

　相खࣗ動車にੜじた損害にରして相खࣗ動車の車両共済等によって共済金または保険金がࢧΘれる

場合であって、次の①の額が②の額をえるときは、当合は、ର物աम理අ用からそのա額をࠩ

しҾいた額をର物աम理අ用とみなしてલ条のن定をద用します。この場合において、既に次の①の

額が②の額をえる額にରしてର物աम理අ用をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることがで

きます。

①　相खࣗ動車の車両共済等によって相खࣗ動車のम理අにରしてࢧΘれる共済金または保険金の

額。ただし、相खࣗ動車のम理අのうͪ、相खࣗ動車の所༗者以外の者が負担すべき金額で相खࣗ動

車の所༗者のために既に回収されたものがある場合において、それにより共済金または保険金の額が

ࠩしҾかれるときは、その額をࠩしҾかないものとしてࢉग़した共済金または保険金の額とします。

②　相खࣗ動車のՁ額

ୈ̓条（ଞの共済ܖ約͕͋る߹の共済ۚのࢧֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべきର物աम理අ用をࢧ

います。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は次のࣜࢉによりࢉग़

した額にରしてのみର物աम理අ用をࢧいます。

ର物աम理
අ用の額

ʹ
それぞれの共済ܖ約または保険ܖ約において、他の
共済ܖ約または保険ܖ約がないものとしてࢉग़した
も高い額࠷うべきର物աम理අ用のうͪࢧ

－
相他の共済ܖ約等の
共済金または保険金
の額の合ܭ額

ୈ̔条（共済ۚのٻ）

ᾇ　当合にରする共済金ݖٻは、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾇの①にن定する

ܾが֬定した࣌またはࡋ上の和ղ、ௐఀもしくは書໘による合ҙが成ཱした࣌からൃੜし、これを

行使することができるものとします。
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ᾈ　第２条（ର物աम理අ用）のର物աम理අ用のٻは、記名被共済者を経༝して行うものとします。

ୈ̕条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾊの② 　車両条項 　ର物աम理අ用特約

ʢ̑ʣϨϯλΧʔのରഛঈಛ

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車がレンタカーであり、かつ、記名被共済者がレンタカーۀ者である場合に

ద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、この特約により、普通共済約款ഛঈ条項第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏　

ର物ഛঈ）①のن定にかかΘらず、記名被共済者の所༗、使用または理するࡒ物が໓ࣦ、ഁ損または

Ԛ損された場合は、それにより被共済ࣗ動車のआडਓである被共済者(注）が法律上の損害ഛঈを負

担することまたは被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定める被害者ٹ済අ用を負担することによっ

て被る損害にରして共済金をࢧいます。

（注）記名被共済者の使用ਓおよび記名被共済者が法ਓである場合は、そのһを除きます。

ʢ̒ʣඃ害ऀࡁٹඅ༻ಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ਓ 身 ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の使用または理தにੜじたۮવなނࣄにより他ਓのੜ
໋または身体を害することをいいます。

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等
　他ਓのੜ໋または身体を害することにより、法律上の損害ഛঈを
負担することによって被る損害にରして共済金または保険金をࢧう共
済ܖ約または保険ܖ約でࣗഛ共済等以外のものをいいます。
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ᾈ　第２条（ର物աम理අ用）のର物աम理අ用のٻは、記名被共済者を経༝して行うものとします。

ୈ̕条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾊの② 　車両条項 　ର物աम理අ用特約

ʢ̑ʣϨϯλΧʔのରഛঈಛ

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車がレンタカーであり、かつ、記名被共済者がレンタカーۀ者である場合に

ద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、この特約により、普通共済約款ഛঈ条項第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏　

ର物ഛঈ）①のن定にかかΘらず、記名被共済者の所༗、使用または理するࡒ物が໓ࣦ、ഁ損または

Ԛ損された場合は、それにより被共済ࣗ動車のआडਓである被共済者(注）が法律上の損害ഛঈを負

担することまたは被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定める被害者ٹ済අ用を負担することによっ

て被る損害にରして共済金をࢧいます。

（注）記名被共済者の使用ਓおよび記名被共済者が法ਓである場合は、そのһを除きます。

ʢ̒ʣඃ害ऀࡁٹඅ༻ಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ਓ 身 ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の使用または理தにੜじたۮવなނࣄにより他ਓのੜ
໋または身体を害することをいいます。

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等
　他ਓのੜ໋または身体を害することにより、法律上の損害ഛঈを
負担することによって被る損害にରして共済金または保険金をࢧう共
済ܖ約または保険ܖ約でࣗഛ共済等以外のものをいいます。

－ �� －

用　　　　ޠ 定 　 　 　 　 　 　 　 ٛ

対 物 賠 償 共 済 等

　他人の財物を滅失、破損または汚損すること、または軌道上を走行す
る陸上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害に対して共済金またはอݥ金を支払͏共
済契約またはอݥ契約をいいます。

賠 償 ٛ 務 者 　被害者等に対し、法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。

被 害 者

　人身事故により生命もしくは身体を害された者または物損事故により
所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者、その財物を使用もし
くは管理していた者もしくは軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能
にされた者をいいます。

被 害 者 救 済 අ 用

　人身事故または物損事故がൃ生した場合で、当組合のঝೝをಘて被共
済者がҕ任したห࢜ޢにより、被害者等との間で次の①および②の事項
にͭいてॻ໘による合ҙが成ཱし֬定したときにおいて、その合ҙにج
ͮき被共済者が支ग़するඅ用をいいます。

①　人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害のֹ(注１）

を被共済者が負担すること。
②　被害者等に生じた損害にͭいて被害者等が賠償ٛ務者に対する損

害賠償ݖٻを有する場合は、被共済者が負担するֹを限として、
その損害賠償ݖٻを被共済者がऔಘすること。

（注１）賠償ٛ務者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合(注２）

に、その賠償ٛ務者が支払͏き損害賠償金のֹをࢉग़するため
にࢉ定される損害のֹとして、当組合のೝめるֹをいいます。

（注２）賠償ٛ務者がଘࡏしͳい場合を含みます。

被 害 者 等

　次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。
①　被害者。ただし、被害者がࢮした場合は、その法定૬ଓ人とし

ます。
②　人身事故により生命または身体を害された者の父母、配偶者また

は子

物 損 事 故
　被共済自動車の使用または管理中に生じた偶વͳ事故により他人の財
物を滅失、破損もしくは汚損すること、または軌道上を走行する陸上の
乗用具を運行不能にすることをいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済契約にී௨共済約賠償責任条項のద用がある場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当組合は、次の①から③までの条݅をいずれもຬたす場合は、被共済者が被害者救済අ用を負担する

ことによって被る損害に対して、この特約に従い、被共済者に共済金を支払います。

①　被共済自動車にଘࡏしたܽؕ第三者による不ਖ਼アΫηε等にىҼして、ຊདྷの༷とはҟͳる事

または動࡞が被共済自動車に生じたことにより人身事故または物損事故がൃ生したこと。

②　被共済自動車に生じたຊདྷの༷とはҟͳる事または動࡞の原Ҽとͳる事࣮がଘࡏしていたこと

が、次のアからウまでのいずれかにより໌らかであること。
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Ξɽリコール等(注１）

イɽܯ、検、ফその他のެの機ؔによる査またはௐ査

ウɽΞまたはイと同等のその他の؍٬的な࣮ࣄ

③　被共済者に法律上の損害ഛঈがなかったことがܾもしくはࡋ上の和ղ(注２）により֬定した

こと、または当合がނࣄ状گのௐ査を行い、法令およびྫ等にরらした݁果として、被共済者に

法律上の損害ഛঈがなかったと当合が認めること。

（注１）道路運送車両法（昭和26年法律第1�5号）第63条の２（վળા置のק告等）または第63条

の̏（վળા置のಧग़等）に基ͮき࣮施されるվળા置等をいいます。

（注２）ຽࣄ訴ু法（平成�年法律第109号）に定める訴えఏ起લの和ղを含みません。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　人身ɾଛނࣄ共通）

　当合は、次の①からᶊまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　共済ܖ約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނҙ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　෩、ߑਫまたは高ை

ᶇ　֩燃ྉ物࣭(注２）もしくは֩燃ྉ物࣭(注２）によってԚછされた物(注３）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶈ　ᶇにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶉ　②からᶈまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶊ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注４）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̑）することٕۂ

（注１）共済ܖ約者または記名被共済者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）使用済燃ྉを含みます。

（注３）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注４）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　人身ނࣄ）

ᾇ　当合は、ਓ身ނࣄにより次の①からᶇまでのいずれかに該当する者のੜ໋または身体が害された場

合は、それによって被共済者が被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　被共済ࣗ動車を運సதの者またはその、ۮ者もしくはࢠ

③　被共済者の、ۮ者またはࢠ

ᶆ　被共済者のۀ(注）にैࣄதの使用ਓ

ᶇ　被共済者の使用者のۀ(注）にैࣄதの他の使用ਓ。ただし、被共済者が被共済ࣗ動車をその使用
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Ξɽリコール等(注１）

イɽܯ、検、ফその他のެの機ؔによる査またはௐ査

ウɽΞまたはイと同等のその他の؍٬的な࣮ࣄ

③　被共済者に法律上の損害ഛঈがなかったことがܾもしくはࡋ上の和ղ(注２）により֬定した

こと、または当合がނࣄ状گのௐ査を行い、法令およびྫ等にরらした݁果として、被共済者に

法律上の損害ഛঈがなかったと当合が認めること。

（注１）道路運送車両法（昭和26年法律第1�5号）第63条の２（վળા置のק告等）または第63条

の̏（վળા置のಧग़等）に基ͮき࣮施されるվળા置等をいいます。

（注２）ຽࣄ訴ু法（平成�年法律第109号）に定める訴えఏ起લの和ղを含みません。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　人身ɾଛނࣄ共通）

　当合は、次の①からᶊまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　共済ܖ約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނҙ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　෩、ߑਫまたは高ை

ᶇ　֩燃ྉ物࣭(注２）もしくは֩燃ྉ物࣭(注２）によってԚછされた物(注３）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶈ　ᶇにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶉ　②からᶈまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶊ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注４）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̑）することٕۂ

（注１）共済ܖ約者または記名被共済者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）使用済燃ྉを含みます。

（注３）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注４）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　人身ނࣄ）

ᾇ　当合は、ਓ身ނࣄにより次の①からᶇまでのいずれかに該当する者のੜ໋または身体が害された場

合は、それによって被共済者が被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　被共済ࣗ動車を運సதの者またはその、ۮ者もしくはࢠ

③　被共済者の、ۮ者またはࢠ

ᶆ　被共済者のۀ(注）にैࣄதの使用ਓ

ᶇ　被共済者の使用者のۀ(注）にैࣄதの他の使用ਓ。ただし、被共済者が被共済ࣗ動車をその使用

－ �6 －

者のۀ(注）に使用している場合に限ります。

ᾈ　当合は、被共済ࣗ動車の所༗者および記名被共済者がݸਓである場合は、ᾇのᶇのن定にかかΘら

ず、記名被共済者がその使用者のۀ(注）に被共済ࣗ動車を使用しているときに、同じ使用者のۀ(注）

にैࣄதの他の使用ਓのੜ໋または身体を害することにより、記名被共済者が被害者ٹ済අ用を負担す

ることによって被る損害にରして共済金をࢧいます。

（注）Ոࣄを除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３　ଛނࣄ）

　当合は、物損ނࣄにより次の①から③までのいずれかに該当する者の所༗、使用もしくは理する

、物が໓ࣦ、ഁ損もしくはԚ損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所༗ࡒ

使用もしくは理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによって被共済

者が被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　被共済ࣗ動車を運సதの者またはその、ۮ者もしくはࢠ

③　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠ

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

　この特約における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する被共済ࣗ動車の運స者

Ξɽ記名被共済者

イɽ記名被共済者のۮ者

ウɽ記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

Τɽ記名被共済者またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

Φɽ記名被共済者のঝをಘて被共済ࣗ動車を運సதの者。ただし、ࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてड

ୗした被共済ࣗ動車を使用または理している間を除きます。

②　被共済ࣗ動車の所༗者。ただし、被共済ࣗ動車に運స者がいない状態でਓ身ނࣄまたは物損ނࣄが

ੜじた場合に限ります。

ୈ̓条（ݸผద用）

ᾇ　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。ただし、第̏条（共済金をࢧΘ

ない場合－その１　ਓ身ɾ物損ނࣄ共通）①のن定を除きます。

ᾈ　ᾇのن定によって、第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）にن定する当合のࢧうべき共済金の限度額の

額が૿額されるものではなく、また、重ෳしてࢧΘれるものではありません。

ୈ̔条（߹によるԉॿ）

　被共済者がਓ身ނࣄまたは物損ނࣄにかかΘる被害者ٹ済අ用を負担する場合は、当合は、被共済

者がࢧう被害者ٹ済අ用の額を֬定するため、当合が被共済者にରしてࢧを負う限度におい

て、被共済者または当合のঝ認をಘて被共済者がҕしたห࢜ޢの行うௐ査またはંিについてྗڠ

またはԉॿを行います。
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第９条（費　用）

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①から③までのඅ用(注）は、これを損害の一部とみなしま

す。

අ用の名শ අ　用　の　　༰

①　損 害  ࢭ අ 用
　普通共済約款基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場
合の取扱い）ᾇの①にن定する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞ
ཁまたは༗ӹであったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　普通共済約款基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使
にඞཁなखଓきをするためにཁしたඅ用

③　ௐ 査 ં ি අ 用
　ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄにؔして被共済者または当合のঝ認をಘて
被共済者がҕしたห࢜ޢの行うௐ査またはંিについて、被共済者が
当合の同ҙをಘてࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

第10条（支払共済金の計算）

ᾇ　１回のਓ身ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ੜ໋または身体を害された者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
ਓ身ނࣄにおいて被共
済者が負担する被害者
済අ用の額ٹ

ʴ લ条のඅ用の合ܭ額 －
次の①からᶉま
での額の合ܭ額

①　ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障

Θれた金額ࢧ付がܾ定しまたはڅによって被害者等に既にۀࣄ

②　ରਓഛঈ共済等によってഛঈ義者が被害者等にରする法律上の損害ഛঈを負担することに

よって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

③　被害者等がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

ᶆ　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ੍度によって被害者等に既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた金額(注１）

ᶇ　ഛঈ義者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘし

た額

ᶈ　被害者等にੜじた損害の額(注２）のうͪ、被害者のաࣦによりੜじた損害の額

ᶉ　①からᶇまでの΄か、被害者等にੜじた損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他の

付によってڅを被害者等が༗している場合で、これらの共済金、保険金その他のݖٻ付にରするڅ

（Θれた額がᶈの額を上回るときは、そのա額(注３ࢧ

ᾈ　１回の物損ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ର物ഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ

物損ނࣄにおい
て被共済者が負
担する被害者ٹ
済අ用の額

ʴ
લ条のඅ用
の合ܭ額

－
次の①からᶇま
での額の合ܭ額

－

共済証書にର物ഛঈ
共済の໔金額の記
載がある場合は、そ
の໔金額
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第９条（費　用）

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①から③までのඅ用(注）は、これを損害の一部とみなしま

す。

අ用の名শ අ　用　の　　༰

①　損 害  ࢭ අ 用
　普通共済約款基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場
合の取扱い）ᾇの①にن定する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞ
ཁまたは༗ӹであったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　普通共済約款基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使
にඞཁなखଓきをするためにཁしたඅ用

③　ௐ 査 ં ি අ 用
　ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄにؔして被共済者または当合のঝ認をಘて
被共済者がҕしたห࢜ޢの行うௐ査またはંিについて、被共済者が
当合の同ҙをಘてࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

第10条（支払共済金の計算）

ᾇ　１回のਓ身ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ੜ໋または身体を害された者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
ਓ身ނࣄにおいて被共
済者が負担する被害者
済අ用の額ٹ

ʴ લ条のඅ用の合ܭ額 －
次の①からᶉま
での額の合ܭ額

①　ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障

Θれた金額ࢧ付がܾ定しまたはڅによって被害者等に既にۀࣄ

②　ରਓഛঈ共済等によってഛঈ義者が被害者等にରする法律上の損害ഛঈを負担することに

よって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

③　被害者等がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

ᶆ　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ੍度によって被害者等に既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた金額(注１）

ᶇ　ഛঈ義者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘし

た額

ᶈ　被害者等にੜじた損害の額(注２）のうͪ、被害者のաࣦによりੜじた損害の額

ᶉ　①からᶇまでの΄か、被害者等にੜじた損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他の

付によってڅを被害者等が༗している場合で、これらの共済金、保険金その他のݖٻ付にରするڅ

（Θれた額がᶈの額を上回るときは、そのա額(注３ࢧ

ᾈ　１回の物損ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ର物ഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ

物損ނࣄにおい
て被共済者が負
担する被害者ٹ
済අ用の額

ʴ
લ条のඅ用
の合ܭ額

－
次の①からᶇま
での額の合ܭ額

－

共済証書にର物ഛঈ
共済の໔金額の記
載がある場合は、そ
の໔金額

－ �� －

①　ର物ഛঈ共済等によってഛঈ義者が被害者等にରする法律上の損害ഛঈを負担することに

よって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

②　被害者等がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

③　ഛঈ義者以外の第三者が負担すべき額で被害者等が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘし

た額

ᶆ　被害者等にੜじた損害の額(注２）のうͪ、被害者のաࣦによりੜじた損害の額

ᶇ　①から③までの΄か、被害者等にੜじた損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他の

付によってڅを被害者等が༗している場合で、これらの共済金、保険金その他のݖٻ付にରするڅ

Θれた額がᶆの額を上回るときは、そのա額ࢧ

ᾉ　ᾈただし書のن定にかかΘらず、次の①から③までのいずれかに該当する物損ނࣄで、かつ、ର物ഛ

ঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、当合のࢧうର物ഛঈの共済金の額は10ԯԁを限度としま

す。

①　被共済ࣗ動車にੵ載されている危険物の火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因する物損ނࣄ

②　被共済ࣗ動車が被けんҾࣗ動車をけんҾதにൃੜした、被けんҾࣗ動車にੵ載されている危険物の

火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因する物損ނࣄ

機の໓ࣦ、ഁ損またはԚ損ۭߤ　③

（注̍）ࣾձ復ؼଅਐ等ۀࣄに基ͮく特別څࢧ金を除きます。

（注̎）ഛঈ義者が被害者等にੜじた損害をഛঈするとした場合(注４）に、そのഛঈ義者がࢧう

べき損害ഛঈ金の額をࢉग़するためにࢉ定される損害の額として、当合の認める額をいい

ます。

（注̏）共済金等のڅ付が定額であるその他のই害共済等の共済金等を除きます。

（注̐）ഛঈ義者がଘࡏしない場合を含みます。

第11条（ൃނࣄੜ࣌のٛ）

ᾇ　共済ܖ約者または被共済者は、ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄがൃੜしたことをった場合は、当合の定

めるނࣄ報告書を当合にఏग़しなけれなりません。

ᾈ　第２条（共済金をࢧう場合）①から③までのいずれにも該当し、被共済者が被害者ٹ済අ用を負担

する場合で、ഛঈ義者となるべき者がଘࡏするときは、共済ܖ約者または被共済者は、被害者等およ

びഛঈ義者にରして、次の①および②のࣄ項を書໘により通し、その通書໘を当合にఏग़しな

けれなりません。

①　被害者ٹ済අ用がഛঈ義者となるべき者にΘって被害者等にରしてࢧうඅ用であること。

②　被害者等が༗する損害ഛঈݖٻを被共済者が負担する被害者ٹ済අ用の額を限度として被共済者

が取ಘすること。

ᾉ　共済ܖ約者または被共済者が、正当な理༝がなくᾇおよびᾈの義をଵった場合は、当合は、ᾇお

よびᾈのن定にҧしたことによって当合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

第1�条（共済金のٻ）

ᾇ　当合にରする共済金ݖٻは、被共済者が負担する被害者ٹ済අ用の額が被害者等との間の合ҙに

より֬定した࣌からൃੜし、これを行使することができるものとします。
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ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、ʮ用語の定義ʯのʮ被害者ٹ済අ用ʯ

に定める被害者等との間の合ҙおよび被害者ٹ済අ用の༁を示す書類を、普通共済約款基ຊ条項第

22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれなりません。

第1�条（͜のಛのෆద༻）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する者

が、被害者等にੜじた損害にରして法律上の損害ഛঈを負担する場合は、この特約のن定をద用し

ません。

ᾈ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）ᶇにن定するݪ因者負

担අ用について、同条項のن定によりର物ഛঈ共済金をࢧうべき損害にରしては、この特約のن定を

ద用しません。

第1�条（ී௨ࡁڞのҰ෦ෆద༻）

　当合は、第̕条（අ用）①のඅ用をࢧうべき損害にରしては、この特約による共済金を༏ઌして

。定をద用しませんنい、普通共済約款ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）③のࢧ

第1�条（४༻نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款および付ଳされた

他の特約のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ共
済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、
乗者ই害条項または車両条項

　被害者ٹ済අ用特約

②　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者ʯ

③　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者等ݖ࠴ʯ

①　共同不法行ҝ等の場合におけ
る࿈ଳ࠴者相ޓ間のٻঈݖ

②　ࣗഛ共済等にରするݖٻ
③　ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和

30年法律第97号）に基ͮくࣗ
動車損害ഛঈ保障ۀࣄにରする
ݖٻ

ᶆ　②または③の΄か、ਓ身ই害
条項にる損害について、その
ิঈにあてるべき共済金、保険
金その他の金મのݖٻ

　被共済者が被害者ٹ済අ用特約
のʮ用語の定義ʯに定める被害者
、済අ用を負担したことによりٹ
被害者等から被共済者にҠసし
た、ഛঈ義者にରする損害ഛঈ
ݖٻ

ᶆ　普通共済約款基ຊ条
項第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの②

　車両条項 　被害者ٹ済අ用特約

ᶇ　普通共済約款基ຊ条
項第13条(注２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

　被害者ٹ済අ用特約
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ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、ʮ用語の定義ʯのʮ被害者ٹ済අ用ʯ

に定める被害者等との間の合ҙおよび被害者ٹ済අ用の༁を示す書類を、普通共済約款基ຊ条項第

22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれなりません。

第1�条（͜のಛのෆద༻）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する者

が、被害者等にੜじた損害にରして法律上の損害ഛঈを負担する場合は、この特約のن定をద用し

ません。

ᾈ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）ᶇにن定するݪ因者負

担අ用について、同条項のن定によりର物ഛঈ共済金をࢧうべき損害にରしては、この特約のن定を

ద用しません。

第1�条（ී௨ࡁڞのҰ෦ෆద༻）

　当合は、第̕条（අ用）①のඅ用をࢧうべき損害にରしては、この特約による共済金を༏ઌして

。定をద用しませんنい、普通共済約款ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）③のࢧ

第1�条（४༻نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款および付ଳされた

他の特約のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ共
済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、
乗者ই害条項または車両条項

　被害者ٹ済අ用特約

②　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者ʯ

③　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者等ݖ࠴ʯ

①　共同不法行ҝ等の場合におけ
る࿈ଳ࠴者相ޓ間のٻঈݖ

②　ࣗഛ共済等にରするݖٻ
③　ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和

30年法律第97号）に基ͮくࣗ
動車損害ഛঈ保障ۀࣄにରする
ݖٻ

ᶆ　②または③の΄か、ਓ身ই害
条項にる損害について、その
ิঈにあてるべき共済金、保険
金その他の金મのݖٻ

　被共済者が被害者ٹ済අ用特約
のʮ用語の定義ʯに定める被害者
、済අ用を負担したことによりٹ
被害者等から被共済者にҠసし
た、ഛঈ義者にରする損害ഛঈ
ݖٻ

ᶆ　普通共済約款基ຊ条
項第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの②

　車両条項 　被害者ٹ済අ用特約

ᶇ　普通共済約款基ຊ条
項第13条(注２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

　被害者ٹ済අ用特約

－ 90 －

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

ᶈ　普通共済約款基ຊ条
項第21条（他の共済ܖ
約等がある場合の共済
金のࢧ額）ᾈの①

　ഛঈ条項 　被害者ٹ済අ用特約

ᶉ　ର物աम理අ用特
約ʮ用語の定義ʯのʮର
物ނࣄʯ

　普通共済約款ഛঈ条項およ
び付ଳされた他の特約のن定によ
り普通共済約款ഛঈ条項第２
条（共済金をࢧう場合－ର物ഛ
ঈ）の共済金のࢧରとなるࣄ
ނ

　被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の
定義ʯに定める物損ނࣄで、同特
約第２条（共済金をࢧう場合）
の共済金のࢧରとなるނࣄ

ᶊ　ର物աम理අ用特
約第̏条（被共済者の
ൣғ）

　普通共済約款ഛঈ条項第̒
条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物
ഛঈ共通）

　被害者ٹ済අ用特約第̒条（被
共済者のൣғ）

ᶋ　ର物աम理අ用特
約第̑条（ࢧ共済金
のࢉܭ）

　普通共済約款ഛঈ条項第
15条（ࢧ共済金のࢉܭ－ର物
ഛঈ）

　被害者ٹ済අ用特約第10条（ࢧ
共済金のࢉܭ）ᾈ

ᶌ　ର物աम理අ用特
約第̑条のࣜࢉ

　相खࣗ動車のՁ額について被共
済者が負担する法律上の損害ഛঈ
の額

　相खࣗ動車のՁ額から相खࣗ動
車のՁ額のうͪ被害者ٹ済අ用特
約のʮ用語の定義ʯに定める被害
者のաࣦによってੜじた損害の額
をࠩしҾいた額

ᶍ　ର物աम理අ用特
約第̔条（共済金の
（ٻ

　普通共済約款基ຊ条項第22条
（共済金のٻ）ᾇの①にن定す
るܾが֬定した࣌またはࡋ上
の和ղ、ௐఀもしくは書໘による
合ҙが成ཱした࣌

　被害者ٹ済අ用特約第12条（共
済金のٻ）ᾇにن定する被共済
者が負担する被害者ٹ済අ用の額
が被害者等との間の合ҙにより֬
定した࣌

ʢ̓ʣ৺ਆࣦʹΑΔނࣄのඃ害ऀࡁٹඅ༻ಛ

˙ɹ༻ޠͷఆ義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ਓ 身 ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の使用தにੜじたۮવなނࣄにより他ਓのੜ໋または身
体を害することをいいます。

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等
　他ਓのੜ໋または身体を害することにより、法律上の損害ഛঈを
負担することによって被る損害にରして共済金または保険金をࢧう共
済ܖ約または保険ܖ約でࣗഛ共済等以外のものをいいます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ର 物 ഛ ঈ 共 済 等

　他ਓのࡒ物を໓ࣦ、ഁ損またはԚ損すること、または軌道上を走行す
る陸上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害ഛঈを
負担することによって被る損害にରして共済金または保険金をࢧう共
済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ഛ ঈ 義  者
　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが被る損害にかかΘる法
律上の損害ഛঈを負担する者をいいます。

物 損 ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の使用தにੜじたۮવなނࣄにより他ਓのࡒ物を໓ࣦ、
ഁ損もしくはԚ損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運
行不能にすることをいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

 この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ഛঈ条項のద用がある場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄについて、法令およびྫ等にরらして検౼した݁果、ຽ法（໌

治29年法律第�9号）第713条（能ྗ）のద用により、当合が被共済ࣗ動車の運స者(注１）に法律

上の損害ഛঈがなかったと認める場合に、ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄにより被共済者またはその、

ۮ者もしくはࢠが被る損害(注２）にରして、この特約にैい、被共済者に共済金をࢧいます。

ᾈ　ᾇのن定は、ਓ身ނࣄおよび物損͝ނࣄとにద用します。

（注１）記名被共済者のঝをಘないで被共済ࣗ動車を運సதの者およびۀとして被共済ࣗ動車を

डୗしているࣗ動車取扱ۀ者は含みません。

（注２）第̕条（損害額のܾ定）にن定する損害の額をいいます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　人身ɾଛނࣄ共通）

ᾇ　当合は、次の①からᶊまでのいずれかに該当するࣄ༝によってൃੜした損害にରしては、共済金を

。いませんࢧ

①　共済ܖ約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނҙ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　෩、ߑਫまたは高ை

ᶇ　֩燃ྉ物࣭(注２）もしくは֩燃ྉ物࣭(注２）によってԚછされた物(注３）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶈ　ᶇにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶉ　②からᶈまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してൃੜしたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいて

ൃੜしたނࣄ

ᶊ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注４）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ର 物 ഛ ঈ 共 済 等

　他ਓのࡒ物を໓ࣦ、ഁ損またはԚ損すること、または軌道上を走行す
る陸上の乗用具を運行不能にすることにより、法律上の損害ഛঈを
負担することによって被る損害にରして共済金または保険金をࢧう共
済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ഛ ঈ 義  者
　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが被る損害にかかΘる法
律上の損害ഛঈを負担する者をいいます。

物 損 ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の使用தにੜじたۮવなނࣄにより他ਓのࡒ物を໓ࣦ、
ഁ損もしくはԚ損すること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運
行不能にすることをいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

 この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ഛঈ条項のద用がある場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄについて、法令およびྫ等にরらして検౼した݁果、ຽ法（໌

治29年法律第�9号）第713条（能ྗ）のద用により、当合が被共済ࣗ動車の運స者(注１）に法律

上の損害ഛঈがなかったと認める場合に、ਓ身ނࣄまたは物損ނࣄにより被共済者またはその、

ۮ者もしくはࢠが被る損害(注２）にରして、この特約にैい、被共済者に共済金をࢧいます。

ᾈ　ᾇのن定は、ਓ身ނࣄおよび物損͝ނࣄとにద用します。

（注１）記名被共済者のঝをಘないで被共済ࣗ動車を運సதの者およびۀとして被共済ࣗ動車を

डୗしているࣗ動車取扱ۀ者は含みません。

（注２）第̕条（損害額のܾ定）にن定する損害の額をいいます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　人身ɾଛނࣄ共通）

ᾇ　当合は、次の①からᶊまでのいずれかに該当するࣄ༝によってൃੜした損害にରしては、共済金を

。いませんࢧ

①　共済ܖ約者、記名被共済者またはこれらの者の法定理ਓ(注１）のނҙ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　෩、ߑਫまたは高ை

ᶇ　֩燃ྉ物࣭(注２）もしくは֩燃ྉ物࣭(注２）によってԚછされた物(注３）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶈ　ᶇにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶉ　②からᶈまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してൃੜしたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいて

ൃੜしたނࣄ

ᶊ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注４）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは
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。を行うことを目的とする場所において使用(注̑）することٕۂ

ᾈ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた損害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態でࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が、ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでࣗ動車に乗தにੜ

じた損害。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝをಘており、かつ、被共済者が

その者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝がある場合を除きます。

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじた損害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじた損害

ᾉ　損害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってൃੜした場合は、当合は、その者

のडけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾊ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症による損害にରしては、共済

金をࢧいません。

（注１）共済ܖ約者または記名被共済者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）使用済燃ྉを含みます。

（注３）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注４）ٕڝɾٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　人身ނࣄ）

　当合は、ਓ身ނࣄにより次の①からᶇまでのいずれかに該当する者のੜ໋または身体が害された場

合は、それによってそのຊਓが被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　記名被共済者

②　被共済ࣗ動車を運సதの者またはそのۮ者

③　被共済ࣗ動車を運సதの者のまたはࢠ。ただし、被共済ࣗ動車を運సதの者またはそのۮ者

と同ډしている場合に限ります。

ᶆ　被共済ࣗ動車を運సதの者のۀ(注）にैࣄதの使用ਓ

ᶇ　被共済ࣗ動車を運సதの者の使用者のۀ(注）にैࣄதの他の使用ਓ。ただし、被共済ࣗ動車を運

సதの者が被共済ࣗ動車をその使用者のۀ(注）に使用している場合に限ります。

（注）Ոࣄを除きます。
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ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３　ଛނࣄ）

⑴　当組合は、物損事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財

物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使

用または管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによってその滅失、

破損もしくは汚損した財物を所有する者または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった者が

被る損害に対しては、共済金を支払いません。

①　記名被共済者

②　被共済自動車を運転中の者またはその配偶者

③　被共済自動車を運転中の者の父母または子。ただし、被共済自動車を運転中の者またはその配偶者

と同居している場合に限ります。

⑵　当組合は、次の①および②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。

①　財物に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗

②　故障損害

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

⑴　この特約における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。

①　人身事故により死傷した者

②　物損事故により所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者または軌道上を走行する陸上の乗

用具が運行不能になった者

⑵　⑴の①の被共済者の胎内にある胎児が、人身事故により、その出生後に、身体に傷害を被ることによっ

て損害を被った場合は、⑴の①の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。

ୈ̓条（ݸผద用）

⑴　この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。

⑵　⑴の規定によって、第10条（支払共済金の計算）⑵に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額

が増額されるものではなく、また、重複して支払われるものではありません。

ୈ̔条（共済ۚݖٻ者）

　この特約における共済金請求権者は、人身事故または物損事故によって損害を被った次の①および②

のいずれかに該当する者とします。

①　被共済者。ただし、人身事故により被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。

②　人身事故の場合は、被共済者の父母、配偶者または子

ୈ̕条（ଛ害ֹのܾ定）

⑴　当組合が共済金を支払うべき損害の額は、被共済自動車の運転者が被共済者またはその父母、配偶者

もしくは子に発生した損害を賠償するとした場合に、その被共済自動車の運転者が支払うべき損害賠償

金の額として、当組合の認める額とします。

⑵　⑴の損害の額は、次の①または②の手続きによって決定します。

①　当組合と共済金請求権者との間の協議

②　①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または

調停
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ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３　ଛނࣄ）

⑴　当組合は、物損事故により次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財

物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次の①から③までのいずれかに該当する者の所有、使

用または管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能にされた場合は、それによってその滅失、

破損もしくは汚損した財物を所有する者または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった者が

被る損害に対しては、共済金を支払いません。

①　記名被共済者

②　被共済自動車を運転中の者またはその配偶者

③　被共済自動車を運転中の者の父母または子。ただし、被共済自動車を運転中の者またはその配偶者

と同居している場合に限ります。

⑵　当組合は、次の①および②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。

①　財物に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗

②　故障損害

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

⑴　この特約における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者とします。

①　人身事故により死傷した者

②　物損事故により所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者または軌道上を走行する陸上の乗

用具が運行不能になった者

⑵　⑴の①の被共済者の胎内にある胎児が、人身事故により、その出生後に、身体に傷害を被ることによっ

て損害を被った場合は、⑴の①の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。

ୈ̓条（ݸผద用）

⑴　この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。

⑵　⑴の規定によって、第10条（支払共済金の計算）⑵に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額

が増額されるものではなく、また、重複して支払われるものではありません。

ୈ̔条（共済ۚݖٻ者）

　この特約における共済金請求権者は、人身事故または物損事故によって損害を被った次の①および②

のいずれかに該当する者とします。

①　被共済者。ただし、人身事故により被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。

②　人身事故の場合は、被共済者の父母、配偶者または子

ୈ̕条（ଛ害ֹのܾ定）

⑴　当組合が共済金を支払うべき損害の額は、被共済自動車の運転者が被共済者またはその父母、配偶者

もしくは子に発生した損害を賠償するとした場合に、その被共済自動車の運転者が支払うべき損害賠償

金の額として、当組合の認める額とします。

⑵　⑴の損害の額は、次の①または②の手続きによって決定します。

①　当組合と共済金請求権者との間の協議

②　①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または

調停
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第10条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ）

ᾇ　１回のਓ身ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

被共済者１名につき、それぞれରਓഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
લ条のن定によりܾ定される
損害の額

－ 次の①からᶈまでの額の合ܭ額

①　ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障

Θれた金額ࢧ付がܾ定しまたはڅ者に既にݖٻによって共済金ۀࣄ

②　ରਓഛঈ共済等によってഛঈ義者が共済金ݖٻ者にରする法律上の損害ഛঈを負担するこ

とによって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

ᶆ　࿑ಇ者ࡂ害ิঈ੍度によって共済金ݖٻ者に既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた金額(注１）

ᶇ　ഛঈ義者以外の第三者から共済金ݖٻ者にൃੜした損害にରするิঈを既に取ಘしている場合

は、その取ಘした額

ᶈ　①からᶇまでの΄か、共済金をࢧうべき損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他

のڅ付で、共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘしたڅ付の額またはそのධՁ

額(注２）

ᾈ　１回の物損ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただし、

ର物ഛঈの共済金額を限度とします。

共済金の額 ʹ
લ条のن定によりܾ定さ
れる損害の額

－
次の①から
ᶆまでの額
の合ܭ額

－
共済証書にର物ഛঈ共済
の໔金額の記載がある
場合は、その໔金額

①　ର物ഛঈ共済等によってഛঈ義者が共済金ݖٻ者にରする法律上の損害ഛঈを負担するこ

とによって被る損害にରして既にڅ付がܾ定しまたはࢧΘれた共済金もしくは保険金の額

②　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額

③　ഛঈ義者以外の第三者から共済金ݖٻ者にൃੜした損害にରするิঈを既に取ಘしている場合

は、その取ಘした額

ᶆ　①から③までの΄か、共済金をࢧうべき損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他

のڅ付で、共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘしたڅ付の額またはそのධՁ

額

ᾉ　ᾈただし書のن定にかかΘらず、次の①から③までのいずれかに該当する物損ނࣄで、かつ、ର物ഛ

ঈの共済金額が10ԯԁをえる場合は、当合のࢧうର物ഛঈの共済金の額は10ԯԁを限度としま

す。

①　被共済ࣗ動車にੵ載されている危険物の火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因する物損ނࣄ

②　被共済ࣗ動車が被けんҾࣗ動車をけんҾதにൃੜした、被けんҾࣗ動車にੵ載されている危険物の

火ࡂ、രൃまたは࿙えいに起因する物損ނࣄ

機の໓ࣦ、ഁ損またはԚ損ۭߤ　③
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ᾊ　１ճの物損事ނにつき被共済者が̎名以上いる場合は、次のࢉ式により被共済者͝との当合のࢧ

͏共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 ͝ と
の 共 済 金 の 額

ʹ
ᾈおよびᾉのن定によ
りࢉ出した共済金の額

ʷ
被共済者͝との損害の額ʢ注３）

被共済者͝との損害の額ʢ注３）の合ܭ額

（注̍）ࣾձ෮ؼଅਐ等事ۀにͮجくಛ別ࢧ給金をআきます。

（注̎）共済金等の給付が定額であるそのଞの傷害共済等の共済金等をআきます。

（注̏）損害の額からᾈの①からᶆまでの額をࠩしҾいた額とします。

第11条（ൃނࣄੜ࣌のٛ）

ᾇ　共済金ٻ権者は、当合が必要とする書ྨまたは証ڌとなるものをٻめた場合には、なく、こ

れをఏ出し、また当合が行͏損害のௐ査にྗڠしなければなりまͤん。

ᾈ　被共済者は、ਓ事ނによる傷害の治療を受けるࡍは、݈߁保ݥ等のެత੍度のར用によりඅ用の軽

。にめなければなりまͤんݮ

ᾉ　共済金ٻ権者が、ਖ਼当な理༝がなくᾇの義をଵった場合またはᾇの書ྨに事実と異なる記載をし、

もしくはその書ྨもしくは証ڌをِしもしくはมした場合は、当合は、それによって当合が被っ

た損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾊ　当合は、ഛ償義者またはୈ̎条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの損害を補償するために共済金、保ݥ

金そのଞの給付を行͏者がある場合、必要と認めたときは、これらの者にରし、共済金、保ݥ金そのଞ

の給付の有ແおよび額(注）についてরձを行い、または当合がࢧ͏共済金について通することが

あります。

（注）共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済または生໋共済等の共済金、保ݥ金そのଞ

の給付をআきます。

第1�条（ଞの共済ܖ͕͋Δ߹の共済金の支払ֹ）

ᾇ　ଞの共済契約等がある場合において、それͧれのࢧ額(注１）の合ܭ額が損害の額(注２）以下のとき

は、当合は、この共済契約のࢧ額ʢ注１）を共済金の額とします。

ᾈ　ଞの共済契約等がある場合において、それͧれのࢧ額(注１）の合ܭ額が損害の額(注２）をえると

きは、当合は、次の①または②にن定する額を共済金の額とします。

区　　 ࢧ  共 済 金 の 額

①　ଞの共済契約等から共済金ま
たは保ݥ金がࢧわれていない
場合

　この共済契約のࢧ額(注１）

②　ଞの共済契約等から共済金ま
たは保ݥ金がࢧわれた場合

　損害の額(注２）から、ଞの共済契約等からࢧわれた共済金ま
たは保ݥ金の合ܭ額をࠩしҾいた額。ただし、この共済契約
のࢧ額(注１）を限度とします。

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定は、ਓ事ނに関する共済金と物損事ނに関する共済金とに区して適用します。

（注̍）ଞの共済契約等がないものとしてࢉ出したࢧ͏き共済金または保ݥ金の額をいいます。

（注̎）໔金額の適用がある場合は、その͏ち࠷もい໔金額をࠩしҾいた額とします。



187

ಛ

約



߲

－ �� －

ᾊ　１ճの物損事ނにつき被共済者が̎名以上いる場合は、次のࢉ式により被共済者͝との当合のࢧ

͏共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 ͝ と
の 共 済 金 の 額

ʹ
ᾈおよびᾉのن定によ
りࢉ出した共済金の額

ʷ
被共済者͝との損害の額ʢ注３）

被共済者͝との損害の額ʢ注３）の合ܭ額

（注̍）ࣾձ෮ؼଅਐ等事ۀにͮجくಛ別ࢧ給金をআきます。

（注̎）共済金等の給付が定額であるそのଞの傷害共済等の共済金等をআきます。

（注̏）損害の額からᾈの①からᶆまでの額をࠩしҾいた額とします。

第11条（ൃނࣄੜ࣌のٛ）

ᾇ　共済金ٻ権者は、当合が必要とする書ྨまたは証ڌとなるものをٻめた場合には、なく、こ

れをఏ出し、また当合が行͏損害のௐ査にྗڠしなければなりまͤん。

ᾈ　被共済者は、ਓ事ނによる傷害の治療を受けるࡍは、݈߁保ݥ等のެత੍度のར用によりඅ用の軽

。にめなければなりまͤんݮ

ᾉ　共済金ٻ権者が、ਖ਼当な理༝がなくᾇの義をଵった場合またはᾇの書ྨに事実と異なる記載をし、

もしくはその書ྨもしくは証ڌをِしもしくはมした場合は、当合は、それによって当合が被っ

た損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ᾊ　当合は、ഛ償義者またはୈ̎条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの損害を補償するために共済金、保ݥ

金そのଞの給付を行͏者がある場合、必要と認めたときは、これらの者にରし、共済金、保ݥ金そのଞ

の給付の有ແおよび額(注）についてরձを行い、または当合がࢧ͏共済金について通することが

あります。

（注）共済金額および共済金日額等が定額である傷害共済または生໋共済等の共済金、保ݥ金そのଞ

の給付をআきます。

第1�条（ଞの共済ܖ͕͋Δ߹の共済金の支払ֹ）

ᾇ　ଞの共済契約等がある場合において、それͧれのࢧ額(注１）の合ܭ額が損害の額(注２）以下のとき

は、当合は、この共済契約のࢧ額ʢ注１）を共済金の額とします。

ᾈ　ଞの共済契約等がある場合において、それͧれのࢧ額(注１）の合ܭ額が損害の額(注２）をえると

きは、当合は、次の①または②にن定する額を共済金の額とします。

区　　 ࢧ  共 済 金 の 額

①　ଞの共済契約等から共済金ま
たは保ݥ金がࢧわれていない
場合

　この共済契約のࢧ額(注１）

②　ଞの共済契約等から共済金ま
たは保ݥ金がࢧわれた場合

　損害の額(注２）から、ଞの共済契約等からࢧわれた共済金ま
たは保ݥ金の合ܭ額をࠩしҾいた額。ただし、この共済契約
のࢧ額(注１）を限度とします。

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定は、ਓ事ނに関する共済金と物損事ނに関する共済金とに区して適用します。

（注̍）ଞの共済契約等がないものとしてࢉ出したࢧ͏き共済金または保ݥ金の額をいいます。

（注̎）໔金額の適用がある場合は、その͏ち࠷もい໔金額をࠩしҾいた額とします。

－ 96 －

第1�条（ۚࡁڞの請求）

ᾇ　当合にରする共済金ݖٻは、次の①および②の࣌からそれぞれൃੜし、これを行使することがで

きるものとします。

①　ਓ身ނࣄにؔする共済金のٻにؔしては、次のΞからウまでの࣌

۠　　 共済金ݖٻのൃੜ࣌期

Ξɽ被共済者がࢮした場合 　被共済者がࢮした࣌

イɽΞ以外の場合で、被共済者に
後遺障害がൃੜしたとき。

　被共済者に後遺障害がൃੜした࣌

ウɽΞまたはイ以外の場合で、被
共済者がই害を被ったとき。

　被共済者が治療をཁしなくなった࣌

②　物損ނࣄにؔする共済金のٻにؔしては、損害ൃੜの࣌

ᾈ　共済金のٻは、共済金ݖٻ者શһからҕをडけた表者を経༝して行うものとします。

第1�条（͜のಛのෆద༻）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する者

が、被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠにൃੜした損害にରして法律上の損害ഛঈを負担

する場合は、この特約のن定をద用しません。

ᾈ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第13条（අ用－ରਓɾର物ഛঈ共通）ᶇにن定するݪ因者負

担අ用について、同条項のن定によりର物ഛঈ共済金をࢧうべき損害にରしては、この特約のن定を

ద用しません。

第1�条（४༻نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの①

　ഛঈ条項 　৺神ࣦ等によるނࣄの被害者
済අ用特約ٹ

②　第13条(注２） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項における被共
済者

　被共済ࣗ動車の運స者

③　第13条(注４） 　ഛঈ条項第13条（අ用－
ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する
අ用

　৺神ࣦ等によるނࣄの被害者
ࢧ済අ用特約に基ͮき共済金をٹ
うべき損害

　被共済者 　被共済ࣗ動車の運స者
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ᶙ．ࣗ͝ɾऀなどのิ償に関わる特約

ʢ̔ʣ人身傷害ं֎ނࣄಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の ࣗ 動 車 　被共済ࣗ動車以外のࣗ動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、共済証書にこの特約を

ద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、この特約により、次の①および②のن定にैい、共済金またはೖ通Ӄ定額څ付金をࢧい

ます。　

①　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن

定にかかΘらず、被共済者がຊ国(注１）でൃੜした次のΞまたはイのいずれかに該当するܹٸかつ

によってその身体にই害を被った場合は、そのの݁果として被共済者またはそނࣄવな外来のۮ

の、ۮ者もしくはࢠが被る損害にରして、普通共済約款ਓ身ই害条項および基ຊ条項にैい、

普通共済約款ਓ身ই害条項のʮ用語の定義ʯに定める共済金ݖٻ者に共済金をࢧいます。

Ξɽࣗ動車の運行に起因するނࣄ

イɽࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、火ࡂ、രൃまたはࣗ動車のམԼ。た

だし、被共済者がそのࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨʢ注２）に乗தである場

合に限ります。

②　当合は、この特約により、①のن定により共済金のࢧରとなる場合についても、ই害の

の݁果として被共済者が治療をཁし、その治療が̑以上となったときは、①の共済金の΄か、

被共済者に普通共済約款ਓ身ই害条項第１条ᾇの②のೖ通Ӄ定額څ付金をࢧいます。ただし、̑

目のೖӃまたは通Ӄのがނࣄのൃੜのからそのを含めて1�0以の場合に限ります。

ᾈ　この特約におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による障害および

被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み

ません。

（注１）ຊ国外におけるຊધഫを含みます。

（注２）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹）

　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第２条（共済金をࢧΘない場合－その１）

および第̏条（共済金をࢧΘない場合－その２）にن定する場合の΄か、次の①からᶆまでのいずれ
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ᶙ．ࣗ͝ɾऀなどのิ償に関わる特約

ʢ̔ʣ人身傷害ं֎ނࣄಛ

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の ࣗ 動 車 　被共済ࣗ動車以外のࣗ動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、共済証書にこの特約を

ద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、この特約により、次の①および②のن定にैい、共済金またはೖ通Ӄ定額څ付金をࢧい

ます。　

①　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن

定にかかΘらず、被共済者がຊ国(注１）でൃੜした次のΞまたはイのいずれかに該当するܹٸかつ

によってその身体にই害を被った場合は、そのの݁果として被共済者またはそނࣄવな外来のۮ

の、ۮ者もしくはࢠが被る損害にରして、普通共済約款ਓ身ই害条項および基ຊ条項にैい、

普通共済約款ਓ身ই害条項のʮ用語の定義ʯに定める共済金ݖٻ者に共済金をࢧいます。

Ξɽࣗ動車の運行に起因するނࣄ

イɽࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、火ࡂ、രൃまたはࣗ動車のམԼ。た

だし、被共済者がそのࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨʢ注２）に乗தである場

合に限ります。

②　当合は、この特約により、①のن定により共済金のࢧରとなる場合についても、ই害の

の݁果として被共済者が治療をཁし、その治療が̑以上となったときは、①の共済金の΄か、

被共済者に普通共済約款ਓ身ই害条項第１条ᾇの②のೖ通Ӄ定額څ付金をࢧいます。ただし、̑

目のೖӃまたは通Ӄのがނࣄのൃੜのからそのを含めて1�0以の場合に限ります。

ᾈ　この特約におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による障害および

被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み

ません。

（注１）ຊ国外におけるຊધഫを含みます。

（注２）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹）

　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第２条（共済金をࢧΘない場合－その１）

および第̏条（共済金をࢧΘない場合－その２）にن定する場合の΄か、次の①からᶆまでのいずれ

－ 9� －

かに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で他のࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

②　被共済者が、他のࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでそのࣗ動車に

乗தにੜじた損害。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝをಘており、かつ、被

共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝がある場合を除きます。

③　次のΞからΦまでのいずれかに該当する場合にੜじた損害

Ξɽ被共済者が、被共済者の使用者のۀ(注２）のために、その使用者の所༗(注１）する他のࣗ動車を運

సしている場合

イɽ被共済者が、次条ᾇの①から③までのいずれかに該当する者が所༗(注１）または常࣌使用する他の

ࣗ動車に乗している場合

ウɽ記名被共済者(注３）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠがࣗら所༗(注１）または常࣌使用する他のࣗ

動車を運సしている場合

Τɽ他のࣗ動車の用途車छがೋྠࣗ動車またはݪ動機付ࣗస車であるものに被共済者が乗している

場合

Φɽ被共済者が、ࣗ動車検査証にۀࣄ用と記載されている他のࣗ動車を運సしている場合

ᶆ　被共済者が他のࣗ動車にٕڝもしくはٕۂ(注４）のために乗தまたはٕڝもしくはٕۂ(注４）を行う

ことを目的とする場所において乗த(注̑）にੜじた損害。

（注１）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によるߪೖ、および１年以上を期間とするିआܖ約によるआೖれ

を含みます。

（注２）Ոࣄを除きます。

（注３）記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載がある場合は、

。ਓ被共済者としますݸ

（注４）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために乗している場合を除きます。

ୈ４条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第̐条（被共済者のൣғ）にن定する者の΄

か、次の①からᶆまでのいずれかに該当する者については、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその

装置のあるࣨ(注１）に乗していない場合であっても、普通共済約款ਓ身ই害条項における被共済者と

します。

①　記名被共済者(注２）

②　記名被共済者(注２）のۮ者
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③　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法でࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとしてࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載がある場合は、

。ਓ被共済者としますݸ

ୈ５条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̒条（ॏେࣄ༝によるղআの特ଇ）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）のن定தʮਓ身

ই害条項ʯとあるのをʮਓ身ই害車外ނࣄ特約ʯとಡみସえるものとします。

（９）人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、共済証書にこの特約を

ద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（普通共済約款のҰ෦ෆద用）

　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②および

この共済ܖ約にਓ身ই害車外ނࣄ特約が付ଳされている場合は、同特約第２条（共済金をࢧう場合）

ᾇの②のن定にかかΘらず、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条ᾇの②のن定をద用しません。

（10）バスの人身傷害共済金支払特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、被共済ࣗ動車の用途車

छがࣗՈ用バスまたはӦۀ用バスの場合にద用されます。

ୈ２条（߹の責任ݶֹ）

ᾇ　当合がࢧうべき共済金(注１）の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき１ނࣄ共済金額(注２）を

限度とします。

ᾈ　普通共済約款ਓ身ই害条項第̔条（ࢧ共済金のࢉܭ）のن定による被共済者１名͝との共済金の合

う共済金の額をܾࢧにより被共済者１名͝とにࣜࢉ共済金額(注２）をえる場合は、次のނࣄ額が１ܭ

定します。



191

ಛ

約



߲

－ 99 －

③　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法でࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとしてࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載がある場合は、

。ਓ被共済者としますݸ

ୈ５条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̒条（ॏେࣄ༝によるղআの特ଇ）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）のن定தʮਓ身

ই害条項ʯとあるのをʮਓ身ই害車外ނࣄ特約ʯとಡみସえるものとします。

（９）人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、共済証書にこの特約を

ద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（普通共済約款のҰ෦ෆద用）

　当合は、この特約により、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②および

この共済ܖ約にਓ身ই害車外ނࣄ特約が付ଳされている場合は、同特約第２条（共済金をࢧう場合）

ᾇの②のن定にかかΘらず、普通共済約款ਓ身ই害条項第１条ᾇの②のن定をద用しません。

（10）バスの人身傷害共済金支払特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ਓ身ই害条項のద用があり、かつ、被共済ࣗ動車の用途車

छがࣗՈ用バスまたはӦۀ用バスの場合にద用されます。

ୈ２条（߹の責任ݶֹ）

ᾇ　当合がࢧうべき共済金(注１）の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき１ނࣄ共済金額(注２）を

限度とします。

ᾈ　普通共済約款ਓ身ই害条項第̔条（ࢧ共済金のࢉܭ）のن定による被共済者１名͝との共済金の合

う共済金の額をܾࢧにより被共済者１名͝とにࣜࢉ共済金額(注２）をえる場合は、次のނࣄ額が１ܭ

定します。

－ ��� －

共済金の額 ʹ
１事ނ

共済金額(注２） ʷ
被共済者１名͝との共済金の額

被共済者１名͝との共済金の合ܭ額

（注１）普通共済約款ਓ傷害条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）の共済金をいいます。

（注２）共済証書記載の１事ނ共済金額をいいます。

ୈ３条（共済ۚのٻ）

　　共済金のٻは、共済契約者をܦ༝して行͏ものとします。

（11）搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款乗者傷害条項の適用があり、かつ、共済証書にこのಛ約

を適用するࢫ記載されている場合に適用されます。

ୈ２条（ҩྍ共済ۚの特ଇ）

　当合は、このಛ約により、普通共済約款乗者傷害条項ୈ̕条（医療共済金のࢧ）ᾇにن定する

医療共済金の額の̎ഒの金額を同条ᾇの医療共済金の額とします。

（12）バスの搭乗者傷害共済金支払特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

１ 　事 ނ 共 済 金 額 　共済証書記載の１事ނ共済金額をいいます。

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ޙ Ҩ ো 害 共 済 金
　普通共済約款乗者傷害条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）の共済金
におけるޙҨো害共済金をいいます。

ࢮ  共 済 金
　普通共済約款乗者傷害条項ୈ１条の共済金におけるࢮ共済金をい
います。

通 院 共 済 金
　乗者傷害共済の医療共済金（日数）ಛ約ୈ̎条（医療共済金のࢧ
）ᾇの②に係る医療共済金をいいます。

入 院 共 済 金
　乗者傷害共済の医療共済金（日数）ಛ約ୈ̎条ᾇの①に係る医療
共済金をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款乗者傷害条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途
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車छがࣗՈ用バスまたはӦۀ用バスの場合にద用されます。

ୈ２条（߹の責任ݶֹʵࢮ共済ۚ·ͨޙҨো害共済ۚ）

ᾇ　当合のࢧうべきࢮ共済金および後遺障害共済金の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき、

。共済金額を限度としますނࣄ１

ᾈ　普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾇのن定による被共済者１名͝との

ࢉ共済金額をえる場合は、この特約により、次のނࣄ額が１ܭ共済金および後遺障害共済金の合ࢮ

ࣜにより被共済者１名͝とにࢧうࢮ共済金または後遺障害共済金の額をܾ定します。

被共済者１名͝とにࢧう
共済金または後遺障害ࢮ
共済金の額 

ʹ 共済金額ނࣄ１ ʷ

被共済者１名͝とのࢮ共済金または
後遺障害共済金の額

被共済者１名͝とのࢮ共済金および
後遺障害共済金の合ܭ額

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定するࢮ共済金および後遺障害共済金の૯額と普通共済約款乗者ই害

条項第̔条（重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金のࢧ）および同条項第11

条（既にଘࡏしていた身体の障害または࣬පのӨڹ等）のن定による重度後遺障害特別共済金および重

度後遺障害հޢඅ用共済金との合ܭ額が１ނࣄ共済金額をえる場合であっても、重度後遺障害特別共

済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金をࢧいます。

ୈ３条（߹の責任ݶֹʵҩྍ共済ۚ）

ᾇ　当合のࢧうべき医療共済金（注）の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき、次のࣜࢉにより

。限度額ʯを限度としますނࣄग़したʮ医療共済金１ࢉ

医 療 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʹ 100ສԁ ʷ
共済金額ނࣄ１

被共済者１名͝との共済金額

ᾈ　普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾉのن定による被共済者１名͝との

医療共済金の合ܭ額が共済証書記載の医療共済金１ނࣄ共済金額をえる場合は、この特約により、次

のࣜࢉにより被共済者１名͝とにࢧう医療共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 １ 名 ͝ と に
う医療共済金の額ࢧ

ʹ
医 療 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʷ
被共済者１名͝との医療共済金の額

被共済者１名͝との医療共済金の合ܭ額

（注）普通共済約款乗者ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）の共済金における医療共済金とし

ます。

ୈ４条（߹の責任ݶֹʵೖӃ共済ۚおよび通Ӄ共済ۚ）

ᾇ　この共済ܖ約に乗者ই害共済の医療共済金（）特約がద用されている場合は、લ条のن定に

かかΘらず、当合のࢧうべき医療共済金（注）のうͪ、ೖӃ共済金の૯額は、この特約により、１回

のނࣄにつき、次のࣜࢉによりࢉग़したʮೖӃ共済金１ނࣄ限度額ʯを限度とします。

ೖ Ӄ 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʹ
共済証書記載のೖӃ
共済金額の1�0
に相当する額

ʷ
共済金額ނࣄ１

被共済者１名͝との共済金額
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車छがࣗՈ用バスまたはӦۀ用バスの場合にద用されます。

ୈ２条（߹の責任ݶֹʵࢮ共済ۚ·ͨޙҨো害共済ۚ）

ᾇ　当合のࢧうべきࢮ共済金および後遺障害共済金の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき、

。共済金額を限度としますނࣄ１

ᾈ　普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾇのن定による被共済者１名͝との

ࢉ共済金額をえる場合は、この特約により、次のނࣄ額が１ܭ共済金および後遺障害共済金の合ࢮ

ࣜにより被共済者１名͝とにࢧうࢮ共済金または後遺障害共済金の額をܾ定します。

被共済者１名͝とにࢧう
共済金または後遺障害ࢮ
共済金の額 

ʹ 共済金額ނࣄ１ ʷ

被共済者１名͝とのࢮ共済金または
後遺障害共済金の額

被共済者１名͝とのࢮ共済金および
後遺障害共済金の合ܭ額

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定するࢮ共済金および後遺障害共済金の૯額と普通共済約款乗者ই害

条項第̔条（重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金のࢧ）および同条項第11

条（既にଘࡏしていた身体の障害または࣬පのӨڹ等）のن定による重度後遺障害特別共済金および重

度後遺障害հޢඅ用共済金との合ܭ額が１ނࣄ共済金額をえる場合であっても、重度後遺障害特別共

済金および重度後遺障害հޢඅ用共済金をࢧいます。

ୈ３条（߹の責任ݶֹʵҩྍ共済ۚ）

ᾇ　当合のࢧうべき医療共済金（注）の૯額は、この特約により、１回のނࣄにつき、次のࣜࢉにより

。限度額ʯを限度としますނࣄग़したʮ医療共済金１ࢉ

医 療 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʹ 100ສԁ ʷ
共済金額ނࣄ１

被共済者１名͝との共済金額

ᾈ　普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾉのن定による被共済者１名͝との

医療共済金の合ܭ額が共済証書記載の医療共済金１ނࣄ共済金額をえる場合は、この特約により、次

のࣜࢉにより被共済者１名͝とにࢧう医療共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 １ 名 ͝ と に
う医療共済金の額ࢧ

ʹ
医 療 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʷ
被共済者１名͝との医療共済金の額

被共済者１名͝との医療共済金の合ܭ額

（注）普通共済約款乗者ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）の共済金における医療共済金とし

ます。

ୈ４条（߹の責任ݶֹʵೖӃ共済ۚおよび通Ӄ共済ۚ）

ᾇ　この共済ܖ約に乗者ই害共済の医療共済金（）特約がద用されている場合は、લ条のن定に

かかΘらず、当合のࢧうべき医療共済金（注）のうͪ、ೖӃ共済金の૯額は、この特約により、１回

のނࣄにつき、次のࣜࢉによりࢉग़したʮೖӃ共済金１ނࣄ限度額ʯを限度とします。

ೖ Ӄ 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʹ
共済証書記載のೖӃ
共済金額の1�0
に相当する額

ʷ
共済金額ނࣄ１

被共済者１名͝との共済金額

－ 102 －

ᾈ　ᾇの場合で、普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾉのن定による被共済

者１名͝との医療共済金(注）のうͪ、ೖӃ共済金の合ܭ額がೖӃ共済金１ނࣄ限度額をえるときは、

この特約により、次のࣜࢉにより被共済者１名͝とにࢧうೖӃ共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 １ 名 ͝ と に
うೖӃ共済金の額ࢧ

ʹ
ೖ Ӄ 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʷ
被共済者１名͝とのೖӃ共済金の額

被共済者１名͝とのೖӃ共済金の合ܭ額

ᾉ　この共済ܖ約に乗者ই害共済の医療共済金（）特約がద用されている場合は、લ条のن定に

かかΘらず、当合のࢧうべき医療共済金(注）のうͪ、通Ӄ共済金の૯額は、この特約により、１回

のނࣄにつき、次のࣜࢉによりࢉग़したʮ通Ӄ共済金１ނࣄ限度額ʯを限度とします。

通 Ӄ 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʹ
共済証書記載の通Ӄ
共済金額の1�0
に相当する額

ʷ
共済金額ނࣄ１

被共済者１名͝との共済金額

ᾊ　ᾉの場合で、普通共済約款乗者ই害条項第12条（当合の限度額等）ᾉのن定による被共済

者１名͝との医療共済金(注）のうͪ、通Ӄ共済金の合ܭ額が通Ӄ共済金１ނࣄ限度額をえるときは、

この特約により、次のࣜࢉにより被共済者１名͝とにࢧう通Ӄ共済金の額をܾ定します。

被 共 済 者 １ 名 ͝ と に
う通Ӄ共済金の額ࢧ

ʹ
通 Ӄ 共 済 金
限度額ނࣄ１

ʷ
被共済者１名͝との通Ӄ共済金の額

被共済者１名͝との通Ӄ共済金の合ܭ額

（注）乗者ই害共済の医療共済金（）特約第２条（医療共済金のࢧ）ᾇにن定する医療共

済金とします。

ୈ５条（共済ۚのٻ）

約者ܖは、共済ٻ共済金、後遺障害共済金、医療共済金(注）、ೖӃ共済金および通Ӄ共済金のࢮ　

を経༝して行うものとします。

（注）普通共済約款乗者ই害条項第１条（共済金をࢧう場合）の共済金における医療共済金とし

ます。

（13）無共済車傷害特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

相 ख ࣗ 動 車

　被共済ࣗ動車以外のࣗ動車であって被共済者のੜ໋または身体を害し
たࣗ動車をいいます。ただし、被共済者が所༗するࣗ動車(注）および
ຊ国外にあるࣗ動車を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上

を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。

共 済 金 額 共済証書記載の共済金額をいいます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金  ٻ ݖ 者

　ແ共済車ނࣄによって損害を被った次の①または②のいずれかに該当
する者をいいます。
①　被共済者(注）

②　被共済者の、ۮ者またはࢠ
（注）被共済者がࢮした場合は、その法定相ଓਓとします。

ࣗഛ共済等によって
ࢧ  Θ れ る 金 額

　ࣗഛ共済等がない場合またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律
第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄによりࢧΘれる金額がある
場合は、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額に相当する金額をいいま
す。

損 害 額 　当合が共済金をࢧうべき損害の額をいいます。

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等

　ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、他ਓのੜ໋または身体を
害することにより、法律上の損害ഛঈを負担することによって被る
損害にରして共済金または保険金をࢧう共済ܖ約または保険ܖ約でࣗ
ഛ共済等以外のものをいいます。

ഛ ঈ 義  者

　ແ共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、被共済者のੜ໋ま
たは身体を害することにより、被共済者またはその、ۮ者もしく
はࢠが被る損害にରして法律上の損害ഛঈを負担する者をいいま
す。

ແ 共 済 ࣗ 動 車

ᾇ　相खࣗ動車で、次の①から③までのいずれかの場合に該当すると認
められるࣗ動車をいいます。
①　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等がない場合
②　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等によって、被共済

者またはその、ۮ者もしくはࢠが被る損害について、法律上
の損害ഛঈを負担する者が、そのを負担することによって
被る損害にରして共済金または保険金のࢧをશくडけることがで
きない場合

③　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等の共済金額または
保険金額が共済金額に達しない場合

ᾈ　相खࣗ動車が໌らかでないと認められる場合は、そのࣗ動車をແ共
済ࣗ動車とみなします。

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定にかかΘらず、相खࣗ動車が２以上ある場合は、
それぞれの相खࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等の共済金額
または保険金額の合ܭ額(注）が共済金額に達しないと認められるときに
限り、それぞれの相खࣗ動車をແ共済ࣗ動車とみなします。
（注）ᾇの①および②ならびにᾈに該当する相खࣗ動車については、共

済金額または保険金額がないものとしてࢉܭします。

ແ 共 済 車 ࣄ ނ

　ແ共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、被共済者のੜ໋が
害されること、または身体が害されそのの݁果として普通共済約款
別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺障害(注）もしくは身体の障
害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注）が
ੜじることをいいます。
（注）被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに

足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金  ٻ ݖ 者

　ແ共済車ނࣄによって損害を被った次の①または②のいずれかに該当
する者をいいます。
①　被共済者(注）

②　被共済者の、ۮ者またはࢠ
（注）被共済者がࢮした場合は、その法定相ଓਓとします。

ࣗഛ共済等によって
ࢧ  Θ れ る 金 額

　ࣗഛ共済等がない場合またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律
第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄによりࢧΘれる金額がある
場合は、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額に相当する金額をいいま
す。

損 害 額 　当合が共済金をࢧうべき損害の額をいいます。

ର ਓ ഛ ঈ 共 済 等

　ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、他ਓのੜ໋または身体を
害することにより、法律上の損害ഛঈを負担することによって被る
損害にରして共済金または保険金をࢧう共済ܖ約または保険ܖ約でࣗ
ഛ共済等以外のものをいいます。

ഛ ঈ 義  者

　ແ共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、被共済者のੜ໋ま
たは身体を害することにより、被共済者またはその、ۮ者もしく
はࢠが被る損害にରして法律上の損害ഛঈを負担する者をいいま
す。

ແ 共 済 ࣗ 動 車

ᾇ　相खࣗ動車で、次の①から③までのいずれかの場合に該当すると認
められるࣗ動車をいいます。
①　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等がない場合
②　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等によって、被共済

者またはその、ۮ者もしくはࢠが被る損害について、法律上
の損害ഛঈを負担する者が、そのを負担することによって
被る損害にରして共済金または保険金のࢧをશくडけることがで
きない場合

③　そのࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等の共済金額または
保険金額が共済金額に達しない場合

ᾈ　相खࣗ動車が໌らかでないと認められる場合は、そのࣗ動車をແ共
済ࣗ動車とみなします。

ᾉ　ᾇおよびᾈのن定にかかΘらず、相खࣗ動車が２以上ある場合は、
それぞれの相खࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等の共済金額
または保険金額の合ܭ額(注）が共済金額に達しないと認められるときに
限り、それぞれの相खࣗ動車をແ共済ࣗ動車とみなします。
（注）ᾇの①および②ならびにᾈに該当する相खࣗ動車については、共

済金額または保険金額がないものとしてࢉܭします。

ແ 共 済 車 ࣄ ނ

　ແ共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、被共済者のੜ໋が
害されること、または身体が害されそのの݁果として普通共済約款
別表１の表１または別表１の表２に掲げる後遺障害(注）もしくは身体の障
害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注）が
ੜじることをいいます。
（注）被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに

足りる医学的他覚所見のないものを含みません。

－ 104 －

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）の

ద用がある場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、次の①または②のいずれかに該当する場合において、ແ共済車ނࣄによって被共済者また

はその、ۮ者もしくはࢠが被る損害(注１）にରして、ഛঈ義者があるときに限り、この特約にै

い、共済金ݖٻ者に共済金をࢧいます。

①　普通共済約款ਓ身ই害条項による共済金がࢧΘれない場合

②　普通共済約款ਓ身ই害条項によりࢧΘれるべき共済金の額が、この特約によりࢧΘれるべき共

済金の額およびࣗഛ共済等によってࢧΘれるべき金額の合ܭ額をԼ回る場合

ᾈ　当合は、１回のແ共済車ނࣄによるᾇの損害の額が次の①および②の合ܭ額をաする場合に限り、

そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

①　ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額

②　ରਓഛঈ共済等によって、ഛঈ義者がᾇの損害について損害ഛঈを負担することによって被

る損害にରして共済金または保険金のࢧをडけることができる場合は、そのରਓഛঈ共済等の共済

金額または保険金額(注２）

ᾉ　ᾇの②の場合は、当合は、普通共済約款ਓ身ই害条項による共済金をࢧΘず、既にࢧっていた

ときはその額をこの特約によりࢧΘれる共済金からࠩしҾきます。

（注１）この損害の額は第̔条（損害額のܾ定）にن定する損害額をいいます。

（注２）ରਓഛঈ共済等が２以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合ܭ額とします。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた損害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態でࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が、ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでࣗ動車に乗தにੜ

じた損害。ただし、そのࣗ動車が被共済ࣗ動車以外のࣗ動車であって、被共済者が正当なݖརを༗す

る者以外の者のঝをಘており、かつ、被共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたこ

とに合理的な理༝がある場合を除きます。

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじた損害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじた損害
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ᾈ　損害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症による損害にରしては、共済

金をࢧいません。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶉまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　෩、ߑਫまたは高ை

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　①からᶇまでのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜじたނࣄ

ᶉ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注３）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注４）することٕۂ

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

ᾇ　当合は、次の①から③までのいずれかに該当する者がഛঈ義者である場合は、共済金をࢧいま

せん。ただし、これらの者以外にഛঈ義者がある場合を除きます。

①　被共済者の、ۮ者またはࢠ

②　被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者のۀ(注１）にैࣄしている場合に限ります。

③　被共済者の使用者のۀ(注１）にແ共済ࣗ動車を使用している他の使用ਓ。ただし、被共済者がその

使用者のۀ(注１）にैࣄしている場合に限ります。

ᾈ　当合は、被共済者の、ۮ者またはࢠの運సするແ共済ࣗ動車によって被共済者のੜ໋または

身体が害された場合は、共済金をࢧいません。ただし、ແ共済ࣗ動車が２以上ある場合で、これらの

者またはᾇの②もしくは③にن定する者以外の者が運సする他のແ共済ࣗ動車があるときを除きます。

ᾉ　被共済ࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等によって、被共済者またはその、ۮ者もしく

はࢠが被る損害について法律上の損害ഛঈを負担する者が、そのを負担することによって被る

損害にରして共済金または保険金のࢧをडけることができる場合(注２）は、当合は、共済金をࢧい

ません。

ᾊ　当合は、被共済者が被共済ࣗ動車以外のࣗ動車にٕڝもしくはٕۂ(注３）のために乗தまたはٕڝ

もしくはٕۂ(注３）を行うことを目的とする場所において乗த(注４）にੜじた損害にରしては、共済金を

。いませんࢧ
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ᾈ　損害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症による損害にରしては、共済

金をࢧいません。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶉまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　෩、ߑਫまたは高ை

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　①からᶇまでのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜじたނࣄ

ᶉ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注３）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注４）することٕۂ

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

ᾇ　当合は、次の①から③までのいずれかに該当する者がഛঈ義者である場合は、共済金をࢧいま

せん。ただし、これらの者以外にഛঈ義者がある場合を除きます。

①　被共済者の、ۮ者またはࢠ

②　被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者のۀ(注１）にैࣄしている場合に限ります。

③　被共済者の使用者のۀ(注１）にແ共済ࣗ動車を使用している他の使用ਓ。ただし、被共済者がその

使用者のۀ(注１）にैࣄしている場合に限ります。

ᾈ　当合は、被共済者の、ۮ者またはࢠの運సするແ共済ࣗ動車によって被共済者のੜ໋または

身体が害された場合は、共済金をࢧいません。ただし、ແ共済ࣗ動車が２以上ある場合で、これらの

者またはᾇの②もしくは③にن定する者以外の者が運సする他のແ共済ࣗ動車があるときを除きます。

ᾉ　被共済ࣗ動車についてద用されるରਓഛঈ共済等によって、被共済者またはその、ۮ者もしく

はࢠが被る損害について法律上の損害ഛঈを負担する者が、そのを負担することによって被る

損害にରして共済金または保険金のࢧをडけることができる場合(注２）は、当合は、共済金をࢧい

ません。

ᾊ　当合は、被共済者が被共済ࣗ動車以外のࣗ動車にٕڝもしくはٕۂ(注３）のために乗தまたはٕڝ

もしくはٕۂ(注３）を行うことを目的とする場所において乗த(注４）にੜじた損害にରしては、共済金を

。いませんࢧ
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（注１）Ոࣄを除きます。

（注２）共済金ݖٻ者がରਓഛঈ共済等によって損害ഛঈ額のࢧをडけることができる場合

を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために乗している場合を除きます。

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この特約における被共済者は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者(注１）

②　記名被共済者(注１）のۮ者

③　記名被共済者(注１）またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　記名被共済者(注１）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᶇ　①からᶆまで以外の者で、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨʢ注２）に乗

தの者

ᾈ　ᾇの被共済者のにあるࣇがແ共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、そのग़ੜ後に、

ੜ໋が害されること、または身体が害され、そのの݁果として普通共済約款別表１の表１または別

表１の表２に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められ

る後遺障害がੜじることによって損害を被った場合は、ᾇのن定のద用において、既にੜまれていたも

のとみなします。

ᾉ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法でࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注１）記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載がある場合は、

。ਓ被共済者としますݸ

（注２）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ̓条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

ୈ̔条（ଛ害ֹのܾ定）

ᾇ　損害額は、ഛঈ義者が被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが被った損害にରして法律上負

担すべきものと認められる損害ഛঈの額によって定めます。

ᾈ　ᾇの損害額は、共済金ݖٻ者とഛঈ義者との間で損害ഛঈの額が定められているといないと

にかかΘらず、次の①または②のखଓきによってܾ定します。

①　当合と共済金ݖٻ者との間のٞڠ

②　①のٞڠが成ཱしない場合は、当合と共済金ݖٻ者との間における訴ু、ࡋ上の和ղまたは

ௐఀ

ୈ̕条（අ　用）

　共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次の①および②のඅ用(注）は、これを損害の一部とみなします。

①　普通共済約款基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場合の取扱い）ᾇの①にن定
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する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹであったඅ用

②　普通共済約款基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓきをするため

にࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

第10条（支払共済金の計算）

　１回のແ共済車ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただ

し、共済金額から次の②の額をࠩしҾいた額を限度とします。

共済金の額 ʹ
第̔条（損害額のܾ定）
のن定によりܾ定される
損害額

ʴ
લ条のඅ用
の 合 ܭ 額

－
次の①からᶇ
までの合ܭ額

①　ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額

②　ରਓഛঈ共済等によって、ഛঈ義者が第２条（共済金をࢧう場合）ᾇの損害について損害ഛঈ

を負担することによって被る損害にରして、共済金または保険金のࢧをडけることができる場

合は、そのରਓഛঈ共済等の共済金額または保険金額(注１）

③　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額。ただし、ഛঈ義者が、その損害

ഛঈ金のશ部または一部にରして、ࣗഛ共済等またはରਓഛঈ共済等によって共済金または保険金

のࢧをडけている場合は、そのࢧをडけた額をࠩしҾいた額とします。

ᶆ　第̔条のن定によりܾ定される損害額およびલ条のඅ用のうͪ、ഛঈ義者以外の第三者が負担す

べき額で共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘした額

ᶇ　①からᶆまでの΄か、第２条ᾇの損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他のڅ付で、

共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘしたڅ付の額またはそのධՁ額(注２）

（注̍）ରਓഛঈ共済等が２以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合ܭ額とします。

（注̎）共済金等のڅ付が定額であるその他のই害共済等の共済金等を除きます。

第11条（共済金ऀݖٻのٛ）

ᾇ　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが第２条（共済金をࢧう場合）ᾇの損害を被った場合

は、共済金ݖٻ者は、ഛঈ義者にରしてなく書໘によって損害ഛঈのٻを行い、かつ、次の

①からᶆまでのࣄ項を書໘によって当合に通しなけれなりません。

①　ഛঈ義者のॅ所およびࢯ名または名শ

②　ഛঈ義者の損害にରして共済金または保険金をࢧうରਓഛঈ共済等の༗ແおよびその༰

③　ഛঈ義者にରして書໘によって行った損害ഛঈٻの༰

ᶆ　共済金ݖٻ者が第２条ᾇの損害にରしてഛঈ義者、ࣗഛ共済等もしくはରਓഛঈ共済等の共

済者もしくは保険者またはഛঈ義者以外の第三者から既に取ಘした損害ഛঈ金または損害ഛঈ額が

ある場合は、その額

ᾈ　当合は、共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾇのن定にҧした場合またはᾇの書໘に࣮ࣄと異な

る記載をした場合は、それによって当合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

第1�条（共済金のٻ）

　当合にରする共済金ݖٻは、被共済者がࢮした࣌または被共済者に後遺障害がੜじた࣌からൃ
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する損害のൃੜおよび֦大のࢭのためにඞཁまたは༗ӹであったඅ用

②　普通共済約款基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓきをするため

にࢧग़したඅ用

（注）収ೖのࣦを含みません。

第10条（支払共済金の計算）

　１回のແ共済車ނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。ただ

し、共済金額から次の②の額をࠩしҾいた額を限度とします。

共済金の額 ʹ
第̔条（損害額のܾ定）
のن定によりܾ定される
損害額

ʴ
લ条のඅ用
の 合 ܭ 額

－
次の①からᶇ
までの合ܭ額

①　ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額

②　ରਓഛঈ共済等によって、ഛঈ義者が第２条（共済金をࢧう場合）ᾇの損害について損害ഛঈ

を負担することによって被る損害にରして、共済金または保険金のࢧをडけることができる場

合は、そのରਓഛঈ共済等の共済金額または保険金額(注１）

③　共済金ݖٻ者がഛঈ義者から既に取ಘした損害ഛঈ金の額。ただし、ഛঈ義者が、その損害

ഛঈ金のશ部または一部にରして、ࣗഛ共済等またはରਓഛঈ共済等によって共済金または保険金

のࢧをडけている場合は、そのࢧをडけた額をࠩしҾいた額とします。

ᶆ　第̔条のن定によりܾ定される損害額およびલ条のඅ用のうͪ、ഛঈ義者以外の第三者が負担す

べき額で共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘした額

ᶇ　①からᶆまでの΄か、第２条ᾇの損害をิঈするためにࢧΘれる共済金、保険金その他のڅ付で、

共済金ݖٻ者が既に取ಘしたものがある場合は、その取ಘしたڅ付の額またはそのධՁ額(注２）

（注̍）ରਓഛঈ共済等が２以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合ܭ額とします。

（注̎）共済金等のڅ付が定額であるその他のই害共済等の共済金等を除きます。

第11条（共済金ऀݖٻのٛ）

ᾇ　被共済者またはその、ۮ者もしくはࢠが第２条（共済金をࢧう場合）ᾇの損害を被った場合

は、共済金ݖٻ者は、ഛঈ義者にରしてなく書໘によって損害ഛঈのٻを行い、かつ、次の

①からᶆまでのࣄ項を書໘によって当合に通しなけれなりません。

①　ഛঈ義者のॅ所およびࢯ名または名শ

②　ഛঈ義者の損害にରして共済金または保険金をࢧうରਓഛঈ共済等の༗ແおよびその༰

③　ഛঈ義者にରして書໘によって行った損害ഛঈٻの༰

ᶆ　共済金ݖٻ者が第２条ᾇの損害にରしてഛঈ義者、ࣗഛ共済等もしくはରਓഛঈ共済等の共

済者もしくは保険者またはഛঈ義者以外の第三者から既に取ಘした損害ഛঈ金または損害ഛঈ額が

ある場合は、その額

ᾈ　当合は、共済金ݖٻ者が正当な理༝がなくᾇのن定にҧした場合またはᾇの書໘に࣮ࣄと異な

る記載をした場合は、それによって当合が被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

第1�条（共済金のٻ）

　当合にରする共済金ݖٻは、被共済者がࢮした࣌または被共済者に後遺障害がੜじた࣌からൃ

－ 10� －

ੜし、これを行使することができるものとします。

第1�条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　第２条（共済ֻ金の
ํࠐ法）ᾈ

　共済金 　ແ共済車ই害特約の共済金　

②　第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）

　ਓ身ই害条項または乗者ই害
条項

　ແ共済車ই害特約

③　第21条（他の共済ܖ
約等がある場合の共済
金のࢧ額）ᾈ

　ഛঈ条項 　ແ共済車ই害特約

ᶆ　第22条（共済金の
ᾈ（ٻ

　共済金 　ແ共済車ই害特約の共済金

ᶇ　第22条ᾌ 　ਓ身ই害条項の共済金 　ແ共済車ই害特約の共済金

ᶈ　第25条（当合のࢦ
定する医師が࡞成した
அ書等のཁٻ）ᾇ

　ਓ身ই害または乗者ই害 　ແ共済車ই害特約

ᶉ　第27条（࣌効） 第22条（共済金のٻ）ᾇ 　ແ共済車ই害特約第12条（共
済金のٻ）

ᶊ　第29条（Ґ）ᾉ 　ਓ身ই害条項 　ແ共済車ই害特約

　次の①および② 　次の②

ᶋ　第29条ᾉの② 　ਓ身ই害条項第̒条（損害額の
ܾ定）

　ແ共済車ই害特約第̔条（損害
額のܾ定）

（1�）ແ共済ं傷害のඃ共済ࣗಈं搭乗தのΈิঈ特約

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にແ共済車ই害特約のద用があり、かつ、記名被共済者が法ਓであり、共

済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載がない場合にద用されます。

第̎条（ඃ共済ऀのൣғ）

　当合は、この特約により、ແ共済車ই害特約第̒条（被共済者のൣғ）ᾇのن定にかかΘらず、被

共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ(注１）に乗த(注２）の者を被共済者として、同特

約にैい、共済金をࢧいます。

（注̍）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注̎）ۃめて異常かつ危険なํ法で乗している場合を除きます。
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（1�）ࣗଛނࣄ傷害特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金
අ用共済金および医療共済金をいޢ共済金、後遺障害共済金、հࢮ　
います。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）の

ద用があり、かつ、普通共済約款ਓ身ই害条項のద用がない場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当するܹٸかつۮવな外来のނࣄにより身体に

ই害を被り、かつ、それによってその被共済者にੜじた損害にରしてࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30

年法律第97号）第̏条（ࣗ動車損害ഛঈ）に基ͮく損害ഛঈݖٻがൃੜしない場合は、そのই

害にରして、この特約にैい、共済金をࢧいます。

①　被共済ࣗ動車の運行に起因するނࣄ

②　被共済ࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、火ࡂ、രൃまたは被共済ࣗ動車

のམԼ。ただし、被共済者が被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ(注）に乗த

である場合に限ります。

ᾈ　この特約におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による障害および

被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み

ません。

（注）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当するই害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじたই害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじたই害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が、被共済ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車
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（1�）ࣗଛނࣄ傷害特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金
අ用共済金および医療共済金をいޢ共済金、後遺障害共済金、հࢮ　
います。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）の

ద用があり、かつ、普通共済約款ਓ身ই害条項のద用がない場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当するܹٸかつۮવな外来のނࣄにより身体に

ই害を被り、かつ、それによってその被共済者にੜじた損害にରしてࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30

年法律第97号）第̏条（ࣗ動車損害ഛঈ）に基ͮく損害ഛঈݖٻがൃੜしない場合は、そのই

害にରして、この特約にैい、共済金をࢧいます。

①　被共済ࣗ動車の運行に起因するނࣄ

②　被共済ࣗ動車の運行தの、ඈ来தもしくはམԼதの他物とのিಥ、火ࡂ、രൃまたは被共済ࣗ動車

のམԼ。ただし、被共済者が被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ(注）に乗த

である場合に限ります。

ᾈ　この特約におけるই害には、ガスத毒を含み、また、ࣹ、ࣹまたはਫ਼神的ি動による障害および

被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み

ません。

（注）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

ᾇ　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当するই害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじたই害

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじたই害

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が、被共済ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車
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に乗தにੜじたই害

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってੜじたই害

ᶇ　被共済者の࣬ױ、࣬පまたは৺神ࣦによってੜじたই害

ᾈ　ই害が共済金をडけ取るべき者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合は、当合は、その者の

डけ取るべき金額については、共済金をࢧいません。

ᾉ　当合は、治療がඞཁと認められない程度のඍইに起因するইײછ症にରしては、共済金をࢧい

ません。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶈまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじたই害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶆ　③にن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶇ　①からᶆまでのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜじたނࣄ

ᶈ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注３）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注４）することٕۂ

（注１）使用済燃ྉを含みます。

（注２）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注４）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ５条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この特約における被共済者は、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。

①　被共済ࣗ動車の保༗者(注１）

②　被共済ࣗ動車の運స者(注２）

③　①および②以外の者で、被共済ࣗ動車の正نの乗車装置またはその装置のあるࣨ(注３）に乗தの

者

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

めて異常かつ危険なํ法で被共済ࣗ動車に乗தの者ۃ　①

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　②

（注１）ࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）第２条（定義）第̏項に定める保༗者をい

います。

（注２）ࣗ動車損害ഛঈ保障法第２条（定義）第̐項に定める運స者をいいます。

（注３）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

ୈ̒条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。
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第̓条（ࢮ共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとしてࢮした

場合は、1,500ສ円をࢮ共済金として被共済者の法定૬ଓ人に支払います。

⑵　ᾇの被共済者の法定૬ଓ人が໊̎Ҏ上である場合は、当合は、法定૬ଓ分の割合によりᾇのࢮ共

済金を被共済者の法定૬ଓ人に支払います。

第̔条（ޙҨো共済金の支払）

　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、ී௨共

済別表１の表１または別表１の表̎に͛ܝるޙҨো害が生じた場合は、この特の別表の֤等ڃに

定める金額をޙҨো害共済金として被共済者に支払います。

第９条（հޢ費用共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、次の①

および②にن定する݅をいずれもຬたしている場合は、200ສ円をհ護費用共済金として被共済者に

支払います。

①　この特の別表の̎の第１ڃもしくは第̎ڃに͛ܝる金額の支払ΘれるべきޙҨো害またはී௨共

済別表１の表̎の第３ڃ③もしくは④に͛ܝるޙҨো害が生じること。

②　հ護を必要とすると認めΒれること。

⑵　当合は、ᾇのن定にかかΘΒず、被共済者が事故のൃ生の日かΒその日を含めて30日Ҏ内にࢮ

した場合は、հ護費用共済金を支払いません。

第10条（ҩྍ共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、生活ػ

能または業務能力の໓ࣦまたは減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、被共済者が治療が必要と認

めΒれないఔ度に治った日までの治療日数に対し、次の①および②の金額を医療共済金として被共済者

に支払います。ただし、１ճの事故につき、被共済者１໊͝とに100ສ円をݶ度とします。

۠　　　分 医療共済金の額

①　入Ӄした治療日数 その入Ӄ日数１日につき6,000円

②　௨Ӄした治療日数(注） その௨Ӄ日数１日につき4,000円

⑵　被共済者が医療共済金の支払をड͚Βれる期間தにさΒに医療共済金の支払をड͚Βれる傷害を被っ

た場合においても、当合は、ॏෳして医療共済金を支払いません。

（注）ᾇの①に֘当する日数を除きます。

第11条（支払共済金のڝ߹）

　当合は、ࢮ共済金を支払͏場合において、１ճの事故につき、被共済者に対しطに支払ったޙҨ

ো害共済金があるときは、1,500ສ円かΒطに支払ったޙҨো害共済金の額を差し引いた額がある場

合にݶり、その額を支払います。

第1�条（طʹଘ͍ͨͯ͠ࡏମのো·ͨ࣬පのӨڹ）

ᾇ　被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被ったときطにଘࡏしていたମのো害もしくは
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第̓条（ࢮ共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとしてࢮした

場合は、1,500ສ円をࢮ共済金として被共済者の法定૬ଓ人に支払います。

⑵　ᾇの被共済者の法定૬ଓ人が໊̎Ҏ上である場合は、当合は、法定૬ଓ分の割合によりᾇのࢮ共

済金を被共済者の法定૬ଓ人に支払います。

第̔条（ޙҨো共済金の支払）

　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、ී௨共

済別表１の表１または別表１の表̎に͛ܝるޙҨো害が生じた場合は、この特の別表の֤等ڃに

定める金額をޙҨো害共済金として被共済者に支払います。

第９条（հޢ費用共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、次の①

および②にن定する݅をいずれもຬたしている場合は、200ສ円をհ護費用共済金として被共済者に

支払います。

①　この特の別表の̎の第１ڃもしくは第̎ڃに͛ܝる金額の支払ΘれるべきޙҨো害またはී௨共

済別表１の表̎の第３ڃ③もしくは④に͛ܝるޙҨো害が生じること。

②　հ護を必要とすると認めΒれること。

⑵　当合は、ᾇのن定にかかΘΒず、被共済者が事故のൃ生の日かΒその日を含めて30日Ҏ内にࢮ

した場合は、հ護費用共済金を支払いません。

第10条（ҩྍ共済金の支払）

ᾇ　当合は、被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被り、そのの݁Ռとして、生活ػ

能または業務能力の໓ࣦまたは減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、被共済者が治療が必要と認

めΒれないఔ度に治った日までの治療日数に対し、次の①および②の金額を医療共済金として被共済者

に支払います。ただし、１ճの事故につき、被共済者１໊͝とに100ສ円をݶ度とします。

۠　　　分 医療共済金の額

①　入Ӄした治療日数 その入Ӄ日数１日につき6,000円

②　௨Ӄした治療日数(注） その௨Ӄ日数１日につき4,000円

⑵　被共済者が医療共済金の支払をड͚Βれる期間தにさΒに医療共済金の支払をड͚Βれる傷害を被っ

た場合においても、当合は、ॏෳして医療共済金を支払いません。

（注）ᾇの①に֘当する日数を除きます。

第11条（支払共済金のڝ߹）

　当合は、ࢮ共済金を支払͏場合において、１ճの事故につき、被共済者に対しطに支払ったޙҨ

ো害共済金があるときは、1,500ສ円かΒطに支払ったޙҨো害共済金の額を差し引いた額がある場

合にݶり、その額を支払います。

第1�条（طʹଘ͍ͨͯ͠ࡏମのো·ͨ࣬පのӨڹ）

ᾇ　被共済者が第̎（共済金を支払͏場合）の傷害を被ったときطにଘࡏしていたମのো害もしくは
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࣬පのӨڹにより、または同の傷害を被ったޙにその原Ҽとなった事故とؔなくൃ生した傷害もし

くは࣬පのӨڹにより同の傷害がॏେとなった場合は、当合は、そのӨڹがなかったときに૬当す

る金額を支払います。

⑵　ਖ਼当な理由がなく被共済者が治療をଵり、または共済ܖ者もしくは共済金をड͚औるべき者が治療

をさせなかったために第̎（共済金を支払͏場合）の傷害がॏେとなった場合も、ᾇと同様の方法で

支払います。

第1�条（当組合のݶֹ）

ᾇ　１ճの事故につき、被共済者１໊に対し当合が支払͏べきࢮ共済金の額は、第̓（ࢮ共済金

の支払）および第11（支払共済金のڝ合）のن定による額とし、かつ、1,500ສ円をݶ度とします。

⑵　１ճの事故につき、被共済者１໊に対し当合が支払͏べきޙҨো害共済金の額は、第̔（ޙҨো

害共済金の支払）および前のن定による額とし、かつ、2,000ສ円をݶ度とします。

⑶　当合は、ᾇおよび⑵にن定するࢮ共済金またはޙҨো害共済金の΄か、１ճの事故につき、被共

済者１໊に対し第̕（հ護費用共済金の支払）および前のن定によるհ護費用共済金なΒびに第

10（医療共済金の支払）および前のن定による医療共済金を支払います。

第1�条（ଞのܖࡁڞ͕͋る合のۚࡁڞのࢧֹ）

ᾇ　他の共済ܖ等がある場合であっても、当合は、この特により支払͏べき共済金の額を支払います。

⑵　ᾇのن定にかかΘΒず、他の共済ܖ等により༏ઌして共済金もしくは保険金が支払Θれる場合また

はطに共済金もしくは保険金が支払Θれている場合は、当合は次の算ࣜにより算出した額に対しての

み共済金を支払います。

共済金の額 ʹ
それͧれの共済ܖまたは保険ܖにおいて、他の
共済ܖまたは保険ܖがないものとして算出した
支払͏べき共済金または保険金の͏ͪ࠷もߴい額

－
他の共済ܖ等の
共済金または保険
金の額の合計額

⑶　ᾇおよび⑵のن定は、次の①および②の共済金の۠分͝とに、それͧれ֤別に適用するものとします。

Ҩো害共済金もしくはհ護費用共済金ޙ共済金またはࢮ　①

②　医療共済金

第1�条（ۚࡁڞの請求）

　当合に対する共済金ݖٻは、次の①かΒ④までの࣌かΒそれͧれൃ生し、これをߦすることが

できるものとします。

۠　　　分 共 済 金  ٻ ݖ ൃ 生 の ࣌

① ࢮ　  共 済 金 　被共済者がࢮした࣌

②　 ޙ Ҩ ো 害 共 済 金 　被共済者にޙҨো害が生じた࣌

③　հ 護 費 用 共 済 金
　被共済者にޙҨো害が生じた࣌。ただし、事故のൃ生の日かΒ
その日を含めて30日を経աした࣌Ҏޙとします。

④ 　医 療 共 済 金
　次のアまたはイのいずれかૣい࣌
　ア．被共済者が治療が必要と認めΒれないఔ度に治った࣌
　イ．事故のൃ生の日かΒその日を含めて160日を経աした࣌
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第16条（準用規定）

　この特にن定しない事߲については、この特のझࢫにしないݶり、この共済ܖのී௨共済

定をن基本߲の定を準用します。この場合において、ී௨共済نおよび付ଳされた他の特の

Լ表のとおりಡみ替えるものとします。

ಡみ替えるن定 ಡ 　 替 　 前 ಡ 　 替 　 ޙ

①　ී௨共済基本
「߲用ޠの定ٛ」の「共

済金」

　ഛঈ߲、人傷害߲、
者傷害߲またはं߲྆

　自損事故傷害特

②　ී௨共済基本
「߲用ޠの定ٛ」の「被

共済者」

③　第̎（共済ֻ金の
払ࠐ方法）⑵

　共済金 　自損事故傷害特の共済金

④　第13（ॏେ事由に
よるղ除）

　人傷害߲または者傷害
߲

　自損事故傷害特

ᶇ　第22（共済金の
⑵（ٻ

　共済金 　自損事故傷害特の共済金

ᶈ　第25（当合のࢦ
定する医ࢣが࡞した
அ書等の要ٻ）ᾇ

　人傷害または者傷害　 　自損事故傷害特

ᶉ　第2�（ޮ࣌） 　第22（共済金のٻ）ᾇ 　自損事故傷害特第15（共
済金のٻ）

ᶊ　第29（代Ґ）ᾋ 　者傷害߲ 　自損事故傷害特

〈別表〉    後遺障害等級別共済金支払額表

１．介護を要する後遺障害

第１ڃ 2,000ສ円 第̎ڃ 1,500ສ円

２．１以外の後遺障害

第１ڃ 1,500ສ円 第̔ڃ 4�0ສ円

第̎ڃ 1,295ສ円 第̕ڃ 365ສ円

第３ڃ 1,110ສ円 第10ڃ 2�0ສ円

第̐ڃ 960ສ円 第11ڃ 210ສ円

第̑ڃ �25ສ円 第12ڃ 145ສ円

第̒ڃ �00ສ円 第13ڃ 95ສ円

第̓ڃ 5�5ສ円 第14ڃ 50ສ円
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ᶉ　第2�（ޮ࣌） 　第22（共済金のٻ）ᾇ 　自損事故傷害特第15（共
済金のٻ）

ᶊ　第29（代Ґ）ᾋ 　者傷害߲ 　自損事故傷害特

〈別表〉    後遺障害等級別共済金支払額表

１．介護を要する後遺障害

第１ڃ 2,000ສ円 第̎ڃ 1,500ສ円

２．１以外の後遺障害

第１ڃ 1,500ສ円 第̔ڃ 4�0ສ円

第̎ڃ 1,295ສ円 第̕ڃ 365ສ円

第３ڃ 1,110ສ円 第10ڃ 2�0ສ円

第̐ڃ 960ສ円 第11ڃ 210ສ円
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第̓ڃ 5�5ສ円 第14ڃ 50ສ円
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（1�）ࣗଛނࣄ傷害ର֎特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済契約に自損事故傷害特約が付帯され、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨

記載されている場合に適用されます。

ୈ２条（ࣗଛނࣄ傷害特約のෆద用）

　当組合は、この特約により、自損事故傷害特約の規定を適用しません。
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ᶚ．ࣗ͝のࣗಈंのิ償に関わる特約

（1�）車྆৽Ձ特約

˙ɹ༻ޠͷఆ義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ೖ ସ ର  ࣗ 動 車
　普通共済約款基ຊ条項第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇにن定する৽
。取ಘࣗ動車または所༗ࣗ動車をいいますن

ڠ 定 共 済 Ձ 額
　普通共済約款車両条項のʮ用語の定義ʯおよび同条項第12条（ڠ定共
済Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額をいいま
す。

࠶ 取 ಘ

　次の①からᶆまでのいずれかに該当する者が被共済ࣗ動車のସとし
て使用するࣗ動車を৽たに取ಘすることをいい、所༗ཹݖ保条項付ചങ
。ೖを含みますߪ約に基ͮくܖ

①　被共済ࣗ動車の所༗者
②　記名被共済者
③　記名被共済者のۮ者
ᶆ　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

࠶ 取 ಘ අ 用
にཁしたそのࣗ動車の車両ຊ体Ձ֨および付ࡍ取ಘを行うために࣮࠶　
ଐのՁ֨ならびにそれらに՝されるফඅ੫および地ํফඅ੫の合ܭ額
をいい、その他の੫、ొॾඅ用、ローン金རを含みません。

म 理 අ
　普通共済約款車両条項第̔条（म理අ）にن定するम理අをいいま
す。

所 ༗ 者

　ʮ普通共済約款および特約条項に共通する用語の定義ʯのن定にかか
Θらず、次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。

①　ࣗ動車が所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりചങされている場合は、
そのങओ

②　①以外の場合は、ࣗ動車を所༗する者

৽ 車 共 済 金 額 　共済証書記載の৽車共済金額をいいます。

৽ 車 の ࢢ 場
ൢ ച Ձ ֨ 相 当 額

　当合が別に定めるʮࣗ動車共済車両ඪ準Ձ֨表ʯ等に記載されたॳ
度ొまたはॳ度検査後１年ະຬの次の①または②のいずれかのࣗ動車
のՁ֨をいいます。

①　被共済ࣗ動車と同一の用途車छ、車名、ࣜܕおよび༷のࣗ動車
の記載がある場合は、そのࣗ動車。

②　①以外の場合は、被共済ࣗ動車と同等Ϋラスのࣗ動車。

શ 損 　普通共済約款車両条項のʮ用語の定義ʯに定めるશ損をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇとࢧの
ൃੜཁ݅を同じくする他の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。
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ᶚ．ࣗ͝のࣗಈंのิ償に関わる特約

（1�）車྆৽Ձ特約
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他 の 共 済 ܖ 約 等
　普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇとࢧの
ൃੜཁ݅を同じくする他の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

－ 116 －

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

被 共 済 者
　普通共済約款車両条項第̑条（被共済者のൣғ）にن定する被共済者
をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項のద用があり、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用

̔車छである場合で、共済期間ののଐする݄が被共済ࣗ動車のॳ度ొ年݄またはॳ度検査年݄の

ཌ݄から起ࢉして73か݄以であり、かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときに

ద用されます。

ୈ２条（͜の特約Λద用͠ͳ͍߹）

　当合は、被共済ࣗ動車が౪されたことによってੜじた損害にରしては、この特約のن定をద用し

ません。ただし、被共済ࣗ動車がൃ見された場合で、ൃ見されるまでの間に被共済ࣗ動車に損害がੜじ

たときを除きます。

ୈ３条（৽車共済ֹۚ）

ᾇ　当合と共済ܖ約者または被共済者は、共済ܖ約締݁の࣌における被共済ࣗ動車と同一の用途車छɾ

車名ɾࣜܕɾ༷の৽車のࢢ場ൢചՁ֨相当額を被共済ࣗ動車の৽車共済金額として定めるものとしま

す。

ᾈ　共済ܖ約者または被共済者は、被共済ࣗ動車の৽車共済金額を定めるࡍ、当合が被共済ࣗ動車の৽

車共済金額をධՁするためにඞཁと認めてরձしたࣄ項について、当合に࣮ࣄを正֬に告げなけれ

なりません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇの①または②のいずれかに該当する場合に、

共済ܖ約者が書໘により被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻを行い、当合がこれをঝ認するときにおい

て、共済期間ののଐする݄が、ೖସରࣗ動車のॳ度ొ年݄またはॳ度検査年݄のཌ݄から起ࢉ

して73か݄以であるときは、৽車共済金額を、ᾇおよびᾈのن定により定めたೖସରࣗ動車の৽

車共済金額にมߋするものとします。

ᾊ　ᾉの場合において、共済期間ののଐする݄が、ೖସରࣗ動車のॳ度ొ年݄またはॳ度検査年

݄のཌ݄から起ࢉして73か݄をえているときは、当合は、この特約のن定をద用しません。

ᾋ　当合は、ᾉおよびᾊの場合を、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告

義ɾ通義等の場合）ᾊまたはᾋの場合とみなして、同条のن定にैい、共済ֻ金をฦؐし、また

はՃ共済ֻ金をٻします。

ୈ４条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

ᾇ　当合は、この特約により、次の①からᶇまでのいずれかに該当する場合で、ނࣄのൃੜののཌ

から起ࢉして90以にそれぞれԼ表の࠶取ಘまたは被共済ࣗ動車の損ইのम理を行ったときは、普

通共済約款車両条項第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）ᾇのن定にかかΘらず、１回のނࣄにつき当合の

。う共済金の額は、それぞれԼ表に定める額としますࢧ
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۠　　　　 共　済　金　の　額

①　શ損の場合で、࠶取ಘを行ったとき。 　次のΞまたはイのいずれか高い額。ただし、共

済証書記載の৽車共済金額を限度とします。

　Ξɽ࠶取ಘඅ用

　イɽڠ定共済Ձ額

②　શ損の場合で、म理を行ったとき。 　म理අ。ただし、共済証書記載の৽車共済金額

を限度とします。

③　①および②以外の場合で、म理අが৽車共

済金額の50ˋ以上ʢ注１）となり、かつ、࠶取

ಘを行ったとき。

　次のΞまたはイのいずれか高い額。ただし、共

済証書記載の৽車共済金額を限度とします。

　Ξɽ࠶取ಘඅ用

　イɽम理අ

ᶆ　被共済ࣗ動車の損ইをम理することができ

ない場合で࠶取ಘを行Θなかったとき、また

はम理අがڠ定共済Ձ額以上となる場合で࠶

取ಘまたはम理を行Θなかったとき。

（定共済Ձ額(注２ڠ　

ᶇ　①からᶆまで以外の場合。 　普通共済約款車両条項第̓条（損害額のܾ定）

②の損害額から共済証書記載の໔金額(注４）をࠩ

しҾいた額。ただし、ڠ定共済Ձ額(注２）を限度と

します。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、࠶取ಘまたはम理にࡍしてΉをಘないࣄ情がある場合は、その期間につき、

これをมߋすることができます。

ᾉ　共済ܖ約者または被共済者は、ᾇの࠶取ಘもしくはम理を行った場合は、なく、書໘等をもって

そのࢫを当合に通しなけれなりません。

（注１）被共済ࣗ動車の外装ɾ外൘部以外の部にஶしい損ইがੜじた場合に限ります。

（注２）ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額(注３）をஶしくえる場合は、その共済Ձ額(注３）をڠ定共済Ձ額およ

び共済金額とします。

（注３）被共済ࣗ動車に損害がੜじた地および࣌における被共済ࣗ動車と同一車छ、同年ࣜで同じ損

度のࣗ動車のࢢ場ൢചՁ֨相当額をいいます。

（注４）当合が共済金をࢧうނࣄのൃੜのॱによって定めます。

ୈ５条（࠶औಘ࣌ॾඅ用共済ۚのࢧ）

ᾇ　લ条ᾇの①または③のいずれかに該当する場合は、当合は、৽車共済金額の20ˋに相当する額ま

たは20ສԁのいずれか高い額を࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金として被共済者にࢧいます。ただし、40ສԁ

を限度とします。

ᾈ　当合は、ᾇのن定によってࢧうべき࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金とલ条ᾇの共済金の合ܭ額が৽車共済

金額をえる場合であっても、࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金をࢧいます。

ᾉ　当合は、この特約の共済金がࢧΘれる場合は、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場

合）ᾇの②にن定する車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧいません。
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۠　　　　 共　済　金　の　額

①　શ損の場合で、࠶取ಘを行ったとき。 　次のΞまたはイのいずれか高い額。ただし、共

済証書記載の৽車共済金額を限度とします。

　Ξɽ࠶取ಘඅ用

　イɽڠ定共済Ձ額

②　શ損の場合で、म理を行ったとき。 　म理අ。ただし、共済証書記載の৽車共済金額

を限度とします。

③　①および②以外の場合で、म理අが৽車共

済金額の50ˋ以上ʢ注１）となり、かつ、࠶取

ಘを行ったとき。

　次のΞまたはイのいずれか高い額。ただし、共

済証書記載の৽車共済金額を限度とします。

　Ξɽ࠶取ಘඅ用

　イɽम理අ

ᶆ　被共済ࣗ動車の損ইをम理することができ

ない場合で࠶取ಘを行Θなかったとき、また

はम理අがڠ定共済Ձ額以上となる場合で࠶

取ಘまたはम理を行Θなかったとき。

（定共済Ձ額(注２ڠ　

ᶇ　①からᶆまで以外の場合。 　普通共済約款車両条項第̓条（損害額のܾ定）

②の損害額から共済証書記載の໔金額(注４）をࠩ

しҾいた額。ただし、ڠ定共済Ձ額(注２）を限度と

します。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、࠶取ಘまたはम理にࡍしてΉをಘないࣄ情がある場合は、その期間につき、

これをมߋすることができます。

ᾉ　共済ܖ約者または被共済者は、ᾇの࠶取ಘもしくはम理を行った場合は、なく、書໘等をもって

そのࢫを当合に通しなけれなりません。

（注１）被共済ࣗ動車の外装ɾ外൘部以外の部にஶしい損ইがੜじた場合に限ります。

（注２）ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額(注３）をஶしくえる場合は、その共済Ձ額(注３）をڠ定共済Ձ額およ

び共済金額とします。

（注３）被共済ࣗ動車に損害がੜじた地および࣌における被共済ࣗ動車と同一車छ、同年ࣜで同じ損

度のࣗ動車のࢢ場ൢചՁ֨相当額をいいます。

（注４）当合が共済金をࢧうނࣄのൃੜのॱによって定めます。

ୈ５条（࠶औಘ࣌ॾඅ用共済ۚのࢧ）

ᾇ　લ条ᾇの①または③のいずれかに該当する場合は、当合は、৽車共済金額の20ˋに相当する額ま

たは20ສԁのいずれか高い額を࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金として被共済者にࢧいます。ただし、40ສԁ

を限度とします。

ᾈ　当合は、ᾇのن定によってࢧうべき࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金とલ条ᾇの共済金の合ܭ額が৽車共済

金額をえる場合であっても、࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金をࢧいます。

ᾉ　当合は、この特約の共済金がࢧΘれる場合は、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場

合）ᾇの②にن定する車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧいません。

－ 11� －

第̒条（৽ं共済金ֹ͕৽ंのࢢൢചՁ֨૬ֹΛஶ͑͘͠Δ߹）

 　ʮ用語の定義ʯに定める৽車共済金額および第̏条（৽車共済金額）のن定にかかΘらず、৽車共済

金額が৽車のࢢ場ൢചՁ֨相当額をஶしくえる場合は、その৽車のࢢ場ൢചՁ֨相当額を৽車共済金

額とします。

第̓条（ඃʹ͍ͭͯの߹のݖར）

ᾇ　普通共済約款車両条項第14条（被害物についての当合のݖར）ᾇのن定にかかΘらず、第̐条（ࢧ

共済金のࢉܭ）ᾇの①または③のいずれかのن定により当合が共済金をࢧった場合は、当合は、

被共済ࣗ動車について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖを取ಘします。ただし、ࢧった共済金の

額(注）がڠ定共済Ձ額に達しない場合には、当合は、ࢧった共済金の額(注）のڠ定共済Ձ額にରする

ׂ合によってそのݖརを取ಘします。

ᾈ　ᾇの場合において、当合がそのݖརを取ಘしないࢫのҙࢥを表示して共済金をࢧったときは、被

共済ࣗ動車について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは当合にҠసしません。

（注）第̑条（࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金のࢧ）の࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金を除いた共済金の額とします。

第̔条（ଞの共済ܖ͕͋Δ߹の共済金の支払ֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべき共済金または࠶取ಘ࣌

ॾඅ用共済金の額をࢧいます。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は、第̐条（ࢧ共済

金のࢉܭ）の共済金と第̑条（࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金のࢧ）の࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金とに۠して、そ

れぞれ֤別に次のࣜࢉによりࢉग़した額にରしてのみ共済金または࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金をࢧいます。

共済金または
ॾඅ࣌取ಘ࠶
用共済金の額

ʹ
それぞれの共済ܖ約または保険ܖ約において、
他の共済ܖ約等がないものとしてࢉग़したࢧ
うべき共済金または保険金のうͪ࠷も高い額

－
他の共済ܖ約等の共済
金または保険金の額の
合ܭ額

第９条（共済金のٻ）

　被共済者がこの特約に基ͮき共済金または࠶取ಘ࣌ॾඅ用共済金のࢧをٻする場合は、次の①ま

たは②のいずれかの書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌ

として当合にఏग़しなけれなりません。

的書類؍取ಘඅ用を証໌する٬࠶付および、࣮ࣄ取ಘを行った場合は、その࠶　①

②　被共済ࣗ動車の損ইのम理を行った場合は、その࣮ࣄおよび付を証໌する؍٬的書類

第10条（͜のಛのෆద用）

　当合は、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約のద用においては、この特約のن定をద用しません。

第11条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。
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（1�）車྆աमཧඅ༻特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ڠ 定 共 済 Ձ 額
　普通共済約款車両条項のʮ用語の定義ʯおよび同条項第12条（ڠ定共済
Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項のద用がある場合で、共済期間ののଐする݄

が、被共済ࣗ動車のॳ度ొ年݄またはॳ度検査年݄のཌ݄から起ࢉして25か݄をえており、かつ、

共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。

ୈ２条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

ᾇ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第̔条（म理අ）にن定するम理අがڠ定共済Ձ

額以上となる場合であって、ނࣄのൃੜののཌから起ࢉして̒か݄以に被共済ࣗ動車の損ইがम

理されたときは、同条項第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）ᾇのن定にかかΘらず、１回のނࣄにつき当

合のࢧう共済金の額は、同条項第̓条（損害額のܾ定）②の損害額とします。ただし、ڠ定共済Ձ額

に50ສԁをՃえた額を限度とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、म理にࡍしてΉをಘないࣄ情がある場合は、あらかじめ当合のঝ認をಘ

て、म理の期間をมߋすることができます。

ᾉ　当合は、ᾇのن定により共済金をࢧう場合は、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場

合）ᾇの②にن定する車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧいません。

ୈ３条（ඃ害に͍ͭͯの߹のݖར）

　普通共済約款車両条項14条（被害物についての当合のݖར）ᾇのن定にかかΘらず、当合がલ

条ᾇのن定により共済金をࢧった場合は、被共済ࣗ動車またはその部もしくは付ଐについて被

共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは当合にҠసしません。

ୈ４条（共済ۚのٻ）

　被共済者がこの特約に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、म理の࣮ࣄおよび付を証໌する؍٬

的書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏ

ग़しなけれなりません。

ୈ５条（ଞの特約ͱのؔ）

　当合は、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約のن定にかかΘらず、同特約のʮ用語の定義ʯに定める

ೖସࣗ動車についてੜじた損害にରしては、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約第̏条（車両共済の特ଇ）

②にن定するʮೖସࣗ動車取ಘの࣌におけるೖସࣗ動車のՁ額ʯをڠ定共済Ձ額とみなしてこの特約を

ద用します。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約に定めのないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約
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（1�）車྆աमཧඅ༻特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ڠ 定 共 済 Ձ 額
　普通共済約款車両条項のʮ用語の定義ʯおよび同条項第12条（ڠ定共済
Ձ額が共済Ձ額をஶしくえる場合）に定めるڠ定共済Ձ額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項のద用がある場合で、共済期間ののଐする݄

が、被共済ࣗ動車のॳ度ొ年݄またはॳ度検査年݄のཌ݄から起ࢉして25か݄をえており、かつ、

共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。

ୈ２条（ࢧ共済ۚのࢉܭ）

ᾇ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第̔条（म理අ）にن定するम理අがڠ定共済Ձ

額以上となる場合であって、ނࣄのൃੜののཌから起ࢉして̒か݄以に被共済ࣗ動車の損ইがम

理されたときは、同条項第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）ᾇのن定にかかΘらず、１回のނࣄにつき当

合のࢧう共済金の額は、同条項第̓条（損害額のܾ定）②の損害額とします。ただし、ڠ定共済Ձ額

に50ສԁをՃえた額を限度とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、म理にࡍしてΉをಘないࣄ情がある場合は、あらかじめ当合のঝ認をಘ

て、म理の期間をมߋすることができます。

ᾉ　当合は、ᾇのن定により共済金をࢧう場合は、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場

合）ᾇの②にن定する車両શ損࣌ॾඅ用共済金をࢧいません。

ୈ３条（ඃ害に͍ͭͯの߹のݖར）

　普通共済約款車両条項14条（被害物についての当合のݖར）ᾇのن定にかかΘらず、当合がલ

条ᾇのن定により共済金をࢧった場合は、被共済ࣗ動車またはその部もしくは付ଐについて被

共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは当合にҠసしません。

ୈ４条（共済ۚのٻ）

　被共済者がこの特約に基ͮき共済金のࢧをٻする場合は、म理の࣮ࣄおよび付を証໌する؍٬

的書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏ

ग़しなけれなりません。

ୈ５条（ଞの特約ͱのؔ）

　当合は、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約のن定にかかΘらず、同特約のʮ用語の定義ʯに定める

ೖସࣗ動車についてੜじた損害にରしては、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約第̏条（車両共済の特ଇ）

②にن定するʮೖସࣗ動車取ಘの࣌におけるೖସࣗ動車のՁ額ʯをڠ定共済Ձ額とみなしてこの特約を

ద用します。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約に定めのないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約
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款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款のن定をԼ表のと

おりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　車両条項第10条（ࢧ
共済金のࢉܭ）ᾉ

　定共済Ձ額ڠ　 定共済Ձ額に50ສԁをՃえڠ　
た額

②　車両条項第10条ᾋ

③　基ຊ条項第21条（他
の共済ܖ約等がある場
合の共済金のࢧ額）
ᾊ

　同条項のʮ用語の定義ʯおよび
同条項第12条（ڠ定共済Ձ額が
共済Ձ額をஶしくえる場合）に
定めるڠ定共済Ձ額

ᶆ　基ຊ条項第29条（
Ґ）ᾊの①

（1�）車྆શଛ࣌ॾඅ༻ഒֹ特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②のద用があ

り、かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（車両શଛ࣌ॾඅ用共済ۚの特ଇ）

　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第11条（車両શ損࣌ॾඅ用共済金）にن定する

車両શ損࣌ॾඅ用共済金の額の２ഒの金額を同条の車両શ損࣌ॾඅ用共済金の額とします。

ୈ３条（͜の特約のෆద用）

　当合は、被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約のద用においては、この特約のن定をద用しません。

ୈ４条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

（��）車྆શଛ࣌ॾඅ༻ର֎特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項がద用され、かつ、共済証書にこの特約をద用す

るࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（普通共済約款のҰ෦ෆద用）

　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの②のن定をద

用しません。
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■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ଞ の 自 動 車 　被共済自動車以外の自動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款車྆条項の適用があり、かつ、共済証書にこのಛ約を適用

するࢫ記載されている場合に適用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、このಛ約により、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇのن定にかかわ

らず、被共済自動車に生じた次の①からᶋまでのいずれかに該当する損害に限り、普通共済約款車྆条

項、جຊ条項および付ଳされたଞのಛ約にैい、共済金をࢧいます。

①　被共済自動車とଞの自動車とのিಥまたは৮によって生じた損害

②　被共済自動車と動物（注）とのিಥまたは৮によって生じた損害

③　被共済自動車にՐࡂもしくはരൃが生じた場合またはଞ物のരൃによって被共済自動車が被രした

場合の損害

ᶆ　౪難によって生じた損害

ᶇ　૽じΐ͏または࿑ಇ૪ٞに͏暴ྗ行ҝまたはഁյ行ҝによって生じた損害

ᶈ　෩、たつߑ、רਫまたはߴைによって生じた損害

ᶉ　མ書、いたずら等の被共済自動車にରするのਓҝత行ҝによって生じた損害。ただし、次のΞ

からΤまでのいずれかに該当する損害をআきます。

Ξɽ被共済自動車のӡ行にىҼして生じた損害

Πɽ被共済自動車とଞの自動車とのিಥまたは৮によって生じた損害

ɽ普通共済約款車྆条項の被共済者の行ҝによって生じた損害

Τɽ被共済自動車を໓ࣦ、ഁ損またはԚ損する意ਤがなくなされた行ҝによって生じたことが໌らか

である損害

ᶊ　ඈ来தまたはམ下தのଞ物とのিಥによって生じた損害。ただし、そのিಥの݁Ռ生じた事ނによ

る損害をআきます。

ᶋ　①からᶊまでの΄か、偶વな事ނによって生じた損害。ただし、被共済自動車とଞ物とのিಥもし

くは৮によって生じた損害または被共済自動車のస෴もしくはམによって生じた損害をআきま

す。

（注）ਓをআきます。

ୈ３条（අ　用）

　当合は、このಛ約の適用においては、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの①
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（�1）車ର車ނࣄɾݶݥةఆ特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ଞ の 自 動 車 　被共済自動車以外の自動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款車྆条項の適用があり、かつ、共済証書にこのಛ約を適用

するࢫ記載されている場合に適用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、このಛ約により、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇのن定にかかわ

らず、被共済自動車に生じた次の①からᶋまでのいずれかに該当する損害に限り、普通共済約款車྆条

項、جຊ条項および付ଳされたଞのಛ約にैい、共済金をࢧいます。

①　被共済自動車とଞの自動車とのিಥまたは৮によって生じた損害

②　被共済自動車と動物（注）とのিಥまたは৮によって生じた損害

③　被共済自動車にՐࡂもしくはരൃが生じた場合またはଞ物のരൃによって被共済自動車が被രした

場合の損害

ᶆ　౪難によって生じた損害

ᶇ　૽じΐ͏または࿑ಇ૪ٞに͏暴ྗ行ҝまたはഁյ行ҝによって生じた損害

ᶈ　෩、たつߑ、רਫまたはߴைによって生じた損害

ᶉ　མ書、いたずら等の被共済自動車にରするのਓҝత行ҝによって生じた損害。ただし、次のΞ

からΤまでのいずれかに該当する損害をআきます。

Ξɽ被共済自動車のӡ行にىҼして生じた損害

Πɽ被共済自動車とଞの自動車とのিಥまたは৮によって生じた損害

ɽ普通共済約款車྆条項の被共済者の行ҝによって生じた損害

Τɽ被共済自動車を໓ࣦ、ഁ損またはԚ損する意ਤがなくなされた行ҝによって生じたことが໌らか

である損害

ᶊ　ඈ来தまたはམ下தのଞ物とのিಥによって生じた損害。ただし、そのিಥの݁Ռ生じた事ނによ

る損害をআきます。

ᶋ　①からᶊまでの΄か、偶વな事ނによって生じた損害。ただし、被共済自動車とଞ物とのিಥもし

くは৮によって生じた損害または被共済自動車のస෴もしくはམによって生じた損害をআきま

す。

（注）ਓをআきます。

ୈ３条（අ　用）

　当合は、このಛ約の適用においては、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの①

－ ��� －

のن定にかかわらず、同条項ୈ̕条（අ用）ᶇのΠおよびᶈにن定するඅ用にରしては、共済金をࢧ

いまͤん。

（��）ೋྠɾݪ౪ର֎特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款車྆条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が

ೋ輪自動車またはݪ動ػ付自స車の場合に適用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹）

ᾇ　当合は、このಛ約により、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの①のن定にか

かわらず、被共済自動車について౪難によって生じた損害にରしては、共済金をࢧいまͤん。

ᾈ　ᾇの被共済自動車について౪難によって生じた損害には、次の①および②に掲げる損害を含みます。

①　被共済自動車がൃݟされるまでの間に生じた損害

②　普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾈにن定する損害

ցண車ʮ車྆ଛ害ʯ特約ػ（�3）

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

装 備
　自動車のػをेにൃشさͤるために備として備えつけられてい
る状態または法ྩにैい自動車に備えつけられている状態をいいます。

定 着
　Ϙϧト、ナοト、Ͷじ等で固定されており、۩等を用しなければ
༰қにऔりはずͤない状態をいいます。

付 ଐ ػ ց 装 置
　医療Ӹ車、検査ଌ定車、ిݯ車、์ૹத継車等自動車検査証記載の
用途がಛ種用途である自動車に定着または装備されているਫ਼ີػց装置
をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約に普通共済約款車྆条項の適用があり、かつ、付ଐػց装置が被共済自動

車に定着または装備されている場合で、その価額が共済金額に含まれているときに適用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、このಛ約により、普通共済約款車྆条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合）ᾇの①のن定にか

かわらず、付ଐػց装置については、被共済自動車のଞの部と同時に損害を被った場合または౪難も

しくはՐࡂによって損害が生じた場合に限り、損害にରして共済金をࢧいます。



214

ಛ

約



߲

－ 123 －

ᾈ　当合は、付ଐ機ց装置にੜじた損害と被共済ࣗ動車の他の部にੜじた損害にରしては、それぞれ

֤別に普通共済約款車両条項第̓条（損害額のܾ定）および第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）のن定をద用し、

損害にରして共済金をࢧいます。ただし、付ଐ機ց装置の損害にରしては、共済証書記載の໔金額

をࠩしҾきません。

ୈ３条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

（��）特घ車ʮ車྆ʯิঈൣғ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 ࡞ 用 ࣗ 動 車

の用途をもつࣗ走ࣜの車両をいۀ࡞等のߞ、ࣄ土、ࣄஙݐ　
い、֤छΫレーン車、ύϫーγϣϕル、フΥーΫリフト、γϣϕルロー
μー、ブルドーβー、コンΫリートϛΩαートラッΫ、ߞ運機、トラΫ
ター等をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項のద用があり、かつ、被共済ࣗ動車が࡞用ࣗ動

車である場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن定にか

かΘらず、被共済ࣗ動車の次の①および②の物については、被共済ࣗ動車の他の部と同࣌に損害を被っ

た場合または౪もしくは火ࡂによって損害がੜじた場合に限り、損害にରして共済金をࢧいます。

①　Ωϟタϐラ、ഉ土൘(注１）、バケット(注２）、フΥーΫ、ローラ等ۀ࡞において常࣌地する部

②　リーμ(注３）、ドロップϋンϚ、σィーθルϋンϚ、ΞースΦーガ(注４）、バイブロϋンϚ(注̑）その他

これらに類ࣅの機能を༗する物であって、被共済ࣗ動車に装ணされている部および機ց装置また

は使用の目的により交装ணする部および機ց装置

ᾈ　被共済ࣗ動車がۀ࡞ߞ用ࣗ動車の場合は、当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１

条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن定にかかΘらず、被共済ࣗ動車のঅ、ロータリー、αイドロータ

リー、タイϠ、リϠカー、トレーラー等使用の目的により交装ணする部(注̒）については、車体(注̓）

と同࣌に損害を被った場合または౪もしくは火ࡂによって損害がੜじた場合に限り、損害にରして共

済金をࢧいます。

ᾉ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾉのن定にかかΘ
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ᾈ　当合は、付ଐ機ց装置にੜじた損害と被共済ࣗ動車の他の部にੜじた損害にରしては、それぞれ

֤別に普通共済約款車両条項第̓条（損害額のܾ定）および第10条（ࢧ共済金のࢉܭ）のن定をద用し、

損害にରして共済金をࢧいます。ただし、付ଐ機ց装置の損害にରしては、共済証書記載の໔金額

をࠩしҾきません。

ୈ３条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

（��）特घ車ʮ車྆ʯิঈൣғ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 ࡞ 用 ࣗ 動 車

の用途をもつࣗ走ࣜの車両をいۀ࡞等のߞ、ࣄ土、ࣄஙݐ　
い、֤छΫレーン車、ύϫーγϣϕル、フΥーΫリフト、γϣϕルロー
μー、ブルドーβー、コンΫリートϛΩαートラッΫ、ߞ運機、トラΫ
ター等をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款車両条項のద用があり、かつ、被共済ࣗ動車が࡞用ࣗ動

車である場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن定にか

かΘらず、被共済ࣗ動車の次の①および②の物については、被共済ࣗ動車の他の部と同࣌に損害を被っ

た場合または౪もしくは火ࡂによって損害がੜじた場合に限り、損害にରして共済金をࢧいます。

①　Ωϟタϐラ、ഉ土൘(注１）、バケット(注２）、フΥーΫ、ローラ等ۀ࡞において常࣌地する部

②　リーμ(注３）、ドロップϋンϚ、σィーθルϋンϚ、ΞースΦーガ(注４）、バイブロϋンϚ(注̑）その他

これらに類ࣅの機能を༗する物であって、被共済ࣗ動車に装ணされている部および機ց装置また

は使用の目的により交装ணする部および機ց装置

ᾈ　被共済ࣗ動車がۀ࡞ߞ用ࣗ動車の場合は、当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１

条（共済金をࢧう場合）ᾇの①のن定にかかΘらず、被共済ࣗ動車のঅ、ロータリー、αイドロータ

リー、タイϠ、リϠカー、トレーラー等使用の目的により交装ணする部(注̒）については、車体(注̓）

と同࣌に損害を被った場合または౪もしくは火ࡂによって損害がੜじた場合に限り、損害にରして共

済金をࢧいます。

ᾉ　当合は、この特約により、普通共済約款車両条項第１条（共済金をࢧう場合）ᾉのن定にかかΘ

－ 1�4 －

らͣ、次の①から③までにن定するは、ඃ共済ࣗ動ंにؚめまͤΜ。

①　ඃ共済ࣗ動ंが࡞用ࣗ動ंの場合は、ඃ共済ࣗ動ंからऔりはͣして用いるίーυ、ϫΠϠ、ϗー

ε、νΣΠϯ、υϦル等のੵࡌଐ

②　ඃ共済ࣗ動ंがফࣗ動ंの場合は、ඃ共済ࣗ動ंからऔりはͣして用いるٵਫ、ϗーε、

ఐ
ㆯ ㆗ ㆔

、トϏ、ි、ࢠ
ㆎㆠ㇄㇊

૦、ਖ
ㆡ㇊ㆮ㆞き

আ、ਖ
ㆡ㇊ㆮ㆞き㇈うㆉ㆔

আ用、分解手ೖ用ಓ۩等のੵࡌଐ

③　ඃ共済ࣗ動ंがλϯΫं、;Μं等の場合は、ඃ共済ࣗ動ंにଐするϗーε

（注１）ΧοςΟϯάΤοδおよͼΤϯυϏοトをؚみます。

（注２）つめ、πーε、ϙΠϯトおよͼαΠυΧολをؚみます。

（注３）εςーおよͼϑϩϯトϒϥέοトをؚみます。

（注４）Ϟーλをؚみます。

（注５）νϟοΫをؚみます。

（注̒）部分のଳ部をؚみます。

（注̓）ݪ動ػ定ண部分をいいます。

ಈंϒʔϜର֎特約ࣗ༺࡞（�2）

■　用語の定義

　このಛにおいて用される用ޠの定ٛは、次のとおりとします。

用　　　　ޠ 定 　 　 　 　 　 　 　 ٛ

 ࡞ 用 ࣗ 動 ं

の用్をもつࣗ式のं྆をいۀ࡞等のߞ事、事、ஙݐ　
い、各छΫϨーϯं、ύϫーγϣϕル、ϑΥーΫϦϑト、γϣϕルϩー
μー、ϒルυーβー、ίϯΫϦートϛΩαートϥοΫ、ߞ運ػ、トϥΫ
λー等をいいます。

 උ
　ࣗ動ंのػをे分にൃشさͤるためにඋとしてඋえつ͚られてい
る状ଶまたは๏ྩにैい、ඃ共済ࣗ動ंにඋえつ͚られている状ଶをい
います。

定 ண
　Ϙルト、φοト、Ͷじ等でݻ定されており、۩等を用しな͚れ
༰қにऔりはͣͤない状ଶをいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛは、この共済ܖにී௨共済྆ं条項のద用があり、ඃ共済ࣗ動ंが࡞用ࣗ動ंであ

る場合、かつ、共済ূॻにこのಛをద用するࢫ記ࡌされているときにద用されます。

ୈ２条（ϒʔϜ෦のิ償ର֎）

ᾇ　当合は、このಛにより、ී௨共済྆ं条項第１条（共済金を支払͏場合）ᾉのن定にかかΘ

らͣ、ඃ共済ࣗ動ंのϒーϜ部分については、ඃ共済ࣗ動ंにؚめまͤΜ。

ᾈ　ᾇのϒーϜ部分とは、次の①およͼ②のをいいます。

①　ϒーϜ(注）ならͼに伸ॖγϦϯμ、၆ڼγϦϯμ、ϫΠϠϩーϓ、ϑοΫ等ϒーϜ(注）とػ上一体
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をなしている部およびブーϜ(注）の機能上ඞཁである部

②　①にن定する物に定ணまたは装උされている次のΞからΦまでの物

Ξɽ使用の目的により交装ணする部および機ց装置

イɽ安શ装置およびܯ報装置

ウɽ࡞動༉および༉ࢷ類

Τɽઢ、およびϗース類

Φɽその他定ணまたは装උされている物

（注）ジブを含みます。

（2�）ϩʔυΞγスλϯス特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）ᾇとࢧのൃੜཁ݅を同じくする
他の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、すべての共済ܖ約にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、被共済ࣗ動車が走行不能となったことに伴い、被共済者が応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用を

負担することによって被る損害にରして、この特約にैい、ロードΞγスタンスඅ用共済金を被共済者

にࢧいます。ただし、被共済ࣗ動車についてੜじたۮવなࣄ༝に起因して、被共済ࣗ動車が走行

不能となった場合に限ります。

ᾈ　この特約において、応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用とは、次の①または②のいずれかに該当するඅ用(注１）

をいいます。

අ用の名শ අ　用　の　　༰

①　 応 ٸ ॲ 置 අ 用
　被共済ࣗ動車が走行不能となった地において被共済ࣗ動車をࣗྗで走
行できる状態に復چするためにཁした応ٸのॲ置のඅ用。ただし、当
合がඞཁと認めるॲ置のためにੜじるඅ用に限ります。

②　 運 ൖ අ 用

　被共済ࣗ動車が走行不能となった地から被共済者のࢦ定するम理場
または当合がࢦ定する場所まで、陸送車等により被共済ࣗ動車を運ൖ
するためにཁしたඅ用(注２）。ただし、被共済ࣗ動車のम理等を行う場所
としてࣾձ通೦上ଥ当と認められる場所まで被共済ࣗ動車を運ൖするた
めにੜじるඅ用に限ります。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、そのためにཁしたඅ用

は、応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用に含みません。
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をなしている部およびブーϜ(注）の機能上ඞཁである部

②　①にن定する物に定ணまたは装උされている次のΞからΦまでの物

Ξɽ使用の目的により交装ணする部および機ց装置

イɽ安શ装置およびܯ報装置

ウɽ࡞動༉および༉ࢷ類

Τɽઢ、およびϗース類

Φɽその他定ணまたは装උされている物

（注）ジブを含みます。

（2�）ϩʔυΞγスλϯス特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）ᾇとࢧのൃੜཁ݅を同じくする
他の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、すべての共済ܖ約にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、被共済ࣗ動車が走行不能となったことに伴い、被共済者が応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用を

負担することによって被る損害にରして、この特約にैい、ロードΞγスタンスඅ用共済金を被共済者

にࢧいます。ただし、被共済ࣗ動車についてੜじたۮવなࣄ༝に起因して、被共済ࣗ動車が走行

不能となった場合に限ります。

ᾈ　この特約において、応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用とは、次の①または②のいずれかに該当するඅ用(注１）

をいいます。

අ用の名শ අ　用　の　　༰

①　 応 ٸ ॲ 置 අ 用
　被共済ࣗ動車が走行不能となった地において被共済ࣗ動車をࣗྗで走
行できる状態に復چするためにཁした応ٸのॲ置のඅ用。ただし、当
合がඞཁと認めるॲ置のためにੜじるඅ用に限ります。

②　 運 ൖ අ 用

　被共済ࣗ動車が走行不能となった地から被共済者のࢦ定するम理場
または当合がࢦ定する場所まで、陸送車等により被共済ࣗ動車を運ൖ
するためにཁしたඅ用(注２）。ただし、被共済ࣗ動車のम理等を行う場所
としてࣾձ通೦上ଥ当と認められる場所まで被共済ࣗ動車を運ൖするた
めにੜじるඅ用に限ります。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、そのためにཁしたඅ用

は、応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用に含みません。

－ 126 －

①　次のΞまたはイのいずれかに該当する期間にᾈの①の応ٸのॲ置またはᾈの②の運ൖが行Θれた場

合

Ξɽ共済期間がຬྃした࣌以後の期間

イɽ被共済ࣗ動車のࣗ動車検査証に記載された༗効期間のຬྃするのཌ以後の期間。ただし、被

共済ࣗ動車が道路運送車両法（昭和26年法律第1�5号）第5�条（ࣗ動車の検査及びࣗ動車検査証）

第１項のࣗ動車である場合に限ります。

②　記名被共済者または被共済者がࣗら被共済ࣗ動車にରしてᾈの①の応ٸのॲ置またはᾈの②の運ൖ

を行ったとき。

（注１）付ਵしてൃੜしたݱ場ਗ਼のඅ用を被共済者が負担した場合は、そのඅ用を含みます。

（注２）当合がඞཁと認めた場合は、運ൖա程で被共済ࣗ動車を一࣌的に保するためにཁしたඅ

用を含みます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶑまでのいずれかに該当するࣄ༝によって被共済者が被った損害にରしては、

ロードΞγスタンスඅ用共済金をࢧいません。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނҙまたは重大なաࣦ。ただし、Φにن定する者につ

いては、被共済者または共済金をडけ取るべき者に共済金を取ಘさせる目的であった場合に限ります。

Ξɽ共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者ʢ注１）

イɽ被共済ࣗ動車の所༗者(注２）

ウɽΞおよびイにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびイにن定する者のۀにैࣄதの使用ਓ

ΦɽΞおよびイにن定する者の、ۮ者またはࢠ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注３）もしくは֩燃ྉ物࣭(注３）によってԚછされた物(注４）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶉ　ࠩԡえ、収用、収、ഁյなͲ国またはެ共ஂ体のެྗݖの行使。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲ置として行Θれた場合を除きます。

ᶊ　ٗまたはԣྖ

ᶋ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̑）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̒）することٕۂ

ᶌ　被共済ࣗ動車を次のΞからΤまでのいずれかに該当する路໘等において使用すること。ただし、被

共済ࣗ動車に走行不能ののݪ因となるべき損害がੜじていない場合に限ります。

Ξɽੵઇのある路໘またはౚ݁した路໘



218

ಛ

約



߲

－ 1�� －

Πɽ߱Ӎ、߱ઇ、༥ઇ等による一࣌తなਫたまり、͵かるみ

ɽబ
㇏ㆠㆡ

Τɽ࠭、࣪、পその他これらにྨするೈऑな൫

ᶍ　ඃ共済ࣗ動ंの౪(注̓）

ᶎ　ඃ共済ࣗ動ंのݤのฆ失

ᶏ　ඃ共済ࣗ動ंの೩ྉれ。ただし、ඃ共済ࣗ動ंがిࣗؾ動ंである場合のిれおよͼこれに

ྨする೩ྉれ(注̔）をআきます。

ᶐ　Τϯδϯのվ、ंߴのมߋ等、๏ྩ等によりࢭېされているվまたはࣗ動ंۀ者が認めて

いないվ

ᶑ　ࣗ動ंۀ者のऔѻ説明ॻ等にࣔされているऔѻいと異なる用または༷のݶ度をえるࠅ

にىҼする故障

（注１）これらの者が๏ਓである場合は、そのһをؚみます。

（注２）ඃ共済ࣗ動ंのॴ༗者が๏ਓである場合は、そのһをؚみます。

（注３）用済೩ྉをؚみます。

（注４）֩ࢠݪ分྾ੜをؚみます。

（注５）ٕڝまたはٕۂのための࿅शをؚみます。

（注̒）ٸٹ、ফ、事故ॲཧ、補म、ਗ਼等のために用している場合をআきます。

（注̓）ඃ共済ࣗ動ंのॴࡏが֬認できない場合であって、かつ、そのݪҼが明らかでないときをؚみ、

ඃ共済ࣗ動ंの部分またはଐのみの౪をআきます。

（注̔）೩ྉిࣗ動ं、ѹॖఱવΨεࣗ動ं、ӷԽੴ༉Ψεࣗ動ं等の、ॴ定の場ॴ以外での補څ

がࠔな೩ྉのみによりߦするࣗ動ंにお͚る೩ྉれをいいます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、前条①のΞからΦまでのいͣれかに該当する者が次の①から③までのいͣれかの状ଶでඃ

共済ࣗ動ंを運సしている場合にඃ共済ࣗ動ंがߦෆとなったことによってੜじた損害に対して

は、ϩーυΞγελϯεඅ用共済金を支払いまͤΜ。

①　๏ྩに定められた運స֨ࢿを࣋たない状ଶ

②　ಓ࿏ަ௨๏（ত35๏第1�5߸）第�5条（ञؾଳͼ運స等のࢭې）第１項に定めるञؾをଳ

ͼた状ଶまたはこれに相当する状ଶ

③　ຑༀ、大ຑ、あΜ、֮ͤいࡎ、γϯφー、ʮҩༀ、ҩྍثػ等の࣭、༗ޮੑٴͼ҆全ੑの֬

อ等に関する๏ʯ（ত35๏第145߸）第２条（定ٛ）第15項に定める指定ༀ等のӨڹによ

り正ৗな運సができないおそれがある状ଶ

ୈ５条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るඃ共済者は、次の①から③までのいͣれかに該当する者とします。

①　記໊ඃ共済者

②　ඃ共済ࣗ動ंのॴ༗者

③　ඃ共済ࣗ動ंの正نの乗ंஔまたはそのஔのあるࣨ(注１）に搭乗中の者(注２）
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Πɽ߱Ӎ、߱ઇ、༥ઇ等による一࣌తなਫたまり、͵かるみ

ɽబ
㇏ㆠㆡ

Τɽ࠭、࣪、পその他これらにྨするೈऑな൫

ᶍ　ඃ共済ࣗ動ंの౪(注̓）

ᶎ　ඃ共済ࣗ動ंのݤのฆ失

ᶏ　ඃ共済ࣗ動ंの೩ྉれ。ただし、ඃ共済ࣗ動ंがిࣗؾ動ंである場合のిれおよͼこれに

ྨする೩ྉれ(注̔）をআきます。

ᶐ　Τϯδϯのվ、ंߴのมߋ等、๏ྩ等によりࢭېされているվまたはࣗ動ंۀ者が認めて

いないվ

ᶑ　ࣗ動ंۀ者のऔѻ説明ॻ等にࣔされているऔѻいと異なる用または༷のݶ度をえるࠅ

にىҼする故障

（注１）これらの者が๏ਓである場合は、そのһをؚみます。

（注２）ඃ共済ࣗ動ंのॴ༗者が๏ਓである場合は、そのһをؚみます。

（注３）用済೩ྉをؚみます。

（注４）֩ࢠݪ分྾ੜをؚみます。

（注５）ٕڝまたはٕۂのための࿅शをؚみます。

（注̒）ٸٹ、ফ、事故ॲཧ、補म、ਗ਼等のために用している場合をআきます。

（注̓）ඃ共済ࣗ動ंのॴࡏが֬認できない場合であって、かつ、そのݪҼが明らかでないときをؚみ、

ඃ共済ࣗ動ंの部分またはଐのみの౪をআきます。

（注̔）೩ྉిࣗ動ं、ѹॖఱવΨεࣗ動ं、ӷԽੴ༉Ψεࣗ動ं等の、ॴ定の場ॴ以外での補څ

がࠔな೩ྉのみによりߦするࣗ動ंにお͚る೩ྉれをいいます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、前条①のΞからΦまでのいͣれかに該当する者が次の①から③までのいͣれかの状ଶでඃ

共済ࣗ動ंを運సしている場合にඃ共済ࣗ動ंがߦෆとなったことによってੜじた損害に対して

は、ϩーυΞγελϯεඅ用共済金を支払いまͤΜ。

①　๏ྩに定められた運స֨ࢿを࣋たない状ଶ

②　ಓ࿏ަ௨๏（ত35๏第1�5߸）第�5条（ञؾଳͼ運స等のࢭې）第１項に定めるञؾをଳ

ͼた状ଶまたはこれに相当する状ଶ

③　ຑༀ、大ຑ、あΜ、֮ͤいࡎ、γϯφー、ʮҩༀ、ҩྍثػ等の࣭、༗ޮੑٴͼ҆全ੑの֬

อ等に関する๏ʯ（ত35๏第145߸）第２条（定ٛ）第15項に定める指定ༀ等のӨڹによ

り正ৗな運సができないおそれがある状ଶ

ୈ５条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るඃ共済者は、次の①から③までのいͣれかに該当する者とします。

①　記໊ඃ共済者

②　ඃ共済ࣗ動ंのॴ༗者

③　ඃ共済ࣗ動ंの正نの乗ंஔまたはそのஔのあるࣨ(注１）に搭乗中の者(注２）

－ 12� －

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①から③までのいずれかに該当する者は被共済者に含みません。

①　被共済ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで被共済ࣗ動車に乗தの

者(注２）

めて異常かつ危険なํ法で被共済ࣗ動車に乗தの者ۃ　②

者ۀとして被共済ࣗ動車をडୗしているࣗ動車取扱ۀ　③

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）一࣌的に被共済ࣗ動車かられている者を含みます。

ୈ̒条（ϩʔυΞγελϯεඅ用共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被共済者が負担した応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用の額を、ロードΞγスタンスඅ用共済金

としてࢧいます。ただし、１回のނࣄにつき15ສԁを限度とします。

ᾈ　応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用のうͪ、回収金がある場合は、当合は࣮ࡍにൃੜした応ٸॲ置අ用ま

たは運ൖඅ用の額から回収金の額をࠩしҾいてロードΞγスタンスඅ用共済金をࢧいます。

ᾉ　当合は、応ٸॲ置අ用のうͪ、バッテリージϟンϐンά(注）にؔするඅ用の額にるロードΞγス

タンスඅ用共済金のࢧいは、共済期間において̏回を限度とし、̐回目以߱については、ロードΞγ

スタンスඅ用共済金をࢧいません。

（注）バッテリー上がりのࡍに、ケーブルをつないでΤンジンをスタートさせることをいいます。

ୈ̓条（ଞの共済ܖ約͕͋る߹の共済ۚのࢧֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべきロードΞγスタンスඅ

用共済金の額をࢧいます。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は次のࣜࢉによりࢉग़

した額にରしてのみロードΞγスタンスඅ用共済金をࢧいます。

ロードΞγスタンス
අ用共済金の額

ʹ
ॲ置ٸにൃੜした応ࡍ࣮
අ用または運ൖඅ用の額

－
他の共済ܖ約等の共済金
または保険金の額の合ܭ額

ୈ̔条（ݱによるࢧ）

　当合は、被共済者の損害のશ部または一部にରして、被共済者の同ҙをಘて、被共済ࣗ動車にରす

る応ٸのॲ置、陸送車等による被共済ࣗ動車の運ൖ等、ロードΞγスタンスඅ用共済金のࢧと同等の

αーϏスのఏڙをもって、共済金のࢧにえることができます。

ୈ̕条（共済ۚのٻ）

ᾇ　当合にରするロードΞγスタンスඅ用共済金のݖٻは、被共済者が応ٸॲ置අ用または運ൖඅ用

を負担した࣌からൃੜし、これを行使することができるものとします。ただし、લ条のن定をద用する

場合は、被共済ࣗ動車が走行不能となった࣌とします。

ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮきロードΞγスタンスඅ用共済金のࢧをٻする場合は、被共済ࣗ動車

にରする応ٸのॲ置または陸送車等による被共済ࣗ動車の運ൖの࣮ࣄ、付およびඅ用を証໌する؍٬

的書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏ



220

ಛ

約



߲

－ 129 －

ग़しなけれなりません。ただし、લ条のن定をద用する場合を除きます。

第10条（͜のಛのෆద用）

　当合は、他車運స特約、他車運స特約（ೋྠɾݪ付）、臨࣌ସࣗ動車特約、ݪ付バイΫ特約（ਓ

身ই害タイプ）およびݪ付バイΫ特約（ࣗ損ই害タイプ）のద用においては、この特約のن定をద用し

ません。

第11条（ී௨共済͓ΑͼଞのಛのҰ෦ෆద用）

ᾇ　当合は、この特約によりロードΞγスタンスඅ用共済金がࢧΘれる場合は、普通共済約款車両条

項第̕条（අ用）③またはᶆのن定をద用しません。

ᾈ　この特約においては、当合は、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運స者ຊਓɾۮ

者限定特約のن定をద用しません。

第1�条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ共
済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、
乗者ই害条項または車両条項

　ロードΞγスタンス特約

②　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条（注̎） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項
または乗者ই害条項

ᶇ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　ロードΞγスタンス特約にる
損害

（2�）ϩʔυΞγスλϯスର֎特約

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にロードΞγスタンス特約が付ଳされ、かつ、共済証書にこの特約をద用

するࢫ記載されている場合にద用されます。

第̎条（ϩʔυΞγελϯεಛのෆద用）

　当合は、この特約により、ロードΞγスタンス特約のن定をద用しません。
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ग़しなけれなりません。ただし、લ条のن定をద用する場合を除きます。

第10条（͜のಛのෆద用）

　当合は、他車運స特約、他車運స特約（ೋྠɾݪ付）、臨࣌ସࣗ動車特約、ݪ付バイΫ特約（ਓ

身ই害タイプ）およびݪ付バイΫ特約（ࣗ損ই害タイプ）のద用においては、この特約のن定をద用し

ません。

第11条（ී௨共済͓ΑͼଞのಛのҰ෦ෆద用）

ᾇ　当合は、この特約によりロードΞγスタンスඅ用共済金がࢧΘれる場合は、普通共済約款車両条

項第̕条（අ用）③またはᶆのن定をద用しません。

ᾈ　この特約においては、当合は、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運స者ຊਓɾۮ

者限定特約のن定をద用しません。

第1�条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ共
済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、
乗者ই害条項または車両条項

　ロードΞγスタンス特約

②　普通共済約款基ຊ条
項ʮ用語の定義ʯのʮ被
共済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条（注̎） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項
または乗者ই害条項

ᶇ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　ロードΞγスタンス特約にる
損害

（2�）ϩʔυΞγスλϯスର֎特約

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にロードΞγスタンス特約が付ଳされ、かつ、共済証書にこの特約をద用

するࢫ記載されている場合にద用されます。

第̎条（ϩʔυΞγελϯεಛのෆద用）

　当合は、この特約により、ロードΞγスタンス特約のن定をద用しません。
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（2�）ϩʔυΞγスλϯスաඅ༻特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にロードΞγスタンス特約のద用があり、被共済ࣗ動車の用途車छが次の

①からᶋまでのいずれかに該当し、かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用

されます。

①　ࣗՈ用普通՟物車（࠷大ੵ載ྔ２トン）

②　Ӧۀ用普通՟物車（࠷大ੵ載ྔ２トン以Լ）

③　Ӧۀ用普通՟物車（࠷大ੵ載ྔ２トン）

ᶆ　ࣗՈ用バス

ᶇ　Ӧۀ用バス

ᶈ　খܕμンプカー

ᶉ　普通ܕμンプカー（࠷大ੵ載ྔ２トン以Լ）

ᶊ　普通ܕμンプカー（࠷大ੵ載ྔ２トン）

ᶋ　࠭ར類運送用普通՟物車

ୈ２条（ϩʔυΞγελϯε特約のಡΈସ͑）

　この特約のద用においては、ロードΞγスタンス特約第̒条（ロードΞγスタンスඅ用共済金のࢧ）

ᾇただし書のن定தʮ15ສԁʯとあるのをʮ100ສԁʯとಡみସえるものとします。

（2�）ϩʔυΞγスλϯス॓ധҠಈඅ༻特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にロードΞγスタンス特約のద用があり、かつ、共済証書にこの特約をద

用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、ロードΞγスタンス特約のن定により同特約のロードΞγスタンスඅ用共済金のࢧର

となる場合で、被共済ࣗ動車が走行不能となった地から陸送車等により運ൖされたときは、被共済者が

ᾈおよびᾉにن定する॓ധඅ用、Ҡ動අ用およびҾ取අ用を負担することによって被る損害にରして、
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このಛ約にैい、॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金およびҾऔඅ用共済金を被共済者にࢧいます。

ᾈ　このಛ約において、॓ധඅ用、Ҡ動අ用およびҾऔඅ用とは、それͧれ次の①から③までのඅ用をい

います。

අ用の名শ අ　用　の　内　༰

① 　॓ ധ අ 用
　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされたことにより、被共済者がྟ
時に॓ധͤ͟るをಘない場合に、その行ෆとなった地のもよりのϗ
ςϧ等有償の॓ധࢪઃに॓ധするために要した１ധの٬ࣨྉ

② 　Ҡ 動 අ 用
　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされたことにより、被共済者が被
共済自動車が行ෆとなった地から、出ൃ地、居ॅ地または当໘の
త地合理తなܦ࿏および方法でҠ動するために要したަ通අ

③ 　 Ҿ औ අ 用

　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされ、म理場等にて被共済自動
車のम理がྃしたޙ、合理తなܦ࿏および方法で被共済自動車をҾき
औるために要した往࿏１名のަ通අ。ただし、レϯλΧーをར用する
場合のඅ用をআきます。

ᾉ　ᾈのن定にかかわらず、次の①からᶆまでのいずれかに該当するものは、॓ധඅ用、Ҡ動අ用または

Ҿऔඅ用に含みまͤん。

①　ҿ৯අ用等ᾈの①の॓ധまたはᾈの②のҠ動のత以外のαーϏスྉ金

②　ँྱ金またはँྱのためのଃのߪ入අ用等

③　ᾈの②のҠ動の手ஈとして被共済者がλΫシー、όス等以外の自動車をར用した場合の೩ྉまた

は有ྉಓ࿏ྉ金

ᶆ　この共済契約に付ଳされたଞのಛ約のن定により共済金がࢧわれるඅ用がある場合は、そのඅ用

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　このಛ約における被共済者は、それͧれ次の①から③までにن定するとおりとします。

අ　　　用 被 　 　 共 　 　 済 　 　 者

① 　॓ ധ අ 用

②　 Ҡ 動 අ 用

　被共済自動車のਖ਼نの乗車装置またはその装置のあるࣨ内(注１）に乗
தの者(注２）。ただし、次のΞからまでのいずれかに該当する者は被共
済者に含みまͤん。

Ξɽ被共済自動車の用について、ਖ਼当な権རを有する者のঝをಘ
ないで被共済自動車に乗தの者ʢ注２）

Πɽۃめて異常かつݥةな方法で被共済自動車に乗தの者
ɽۀとして被共済自動車を受ୗしている自動車औѻۀ者

③ 　Ҿ औ අ 用
　次のΞまたはΠのいずれかに該当する者

Ξɽ記名被共済者
Πɽ被共済自動車の所有者

（注１）ִน等により通行できないよ͏に仕られている場所をআきます。

（注２）一時తに被共済自動車かられている者を含みます。

ୈ４条（ݸผద用）

　このಛ約のن定は、それͧれの被共済者͝とにݸ別に適用します。
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このಛ約にैい、॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金およびҾऔඅ用共済金を被共済者にࢧいます。

ᾈ　このಛ約において、॓ധඅ用、Ҡ動අ用およびҾऔඅ用とは、それͧれ次の①から③までのඅ用をい

います。

අ用の名শ අ　用　の　内　༰

① 　॓ ധ අ 用
　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされたことにより、被共済者がྟ
時に॓ധͤ͟るをಘない場合に、その行ෆとなった地のもよりのϗ
ςϧ等有償の॓ധࢪઃに॓ധするために要した１ധの٬ࣨྉ

② 　Ҡ 動 අ 用
　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされたことにより、被共済者が被
共済自動車が行ෆとなった地から、出ൃ地、居ॅ地または当໘の
త地合理తなܦ࿏および方法でҠ動するために要したަ通අ

③ 　 Ҿ औ අ 用

　被共済自動車がૹ車等によりӡൖされ、म理場等にて被共済自動
車のम理がྃしたޙ、合理తなܦ࿏および方法で被共済自動車をҾき
औるために要した往࿏１名のަ通අ。ただし、レϯλΧーをར用する
場合のඅ用をআきます。

ᾉ　ᾈのن定にかかわらず、次の①からᶆまでのいずれかに該当するものは、॓ധඅ用、Ҡ動අ用または

Ҿऔඅ用に含みまͤん。

①　ҿ৯අ用等ᾈの①の॓ധまたはᾈの②のҠ動のత以外のαーϏスྉ金

②　ँྱ金またはँྱのためのଃのߪ入අ用等

③　ᾈの②のҠ動の手ஈとして被共済者がλΫシー、όス等以外の自動車をར用した場合の೩ྉまた

は有ྉಓ࿏ྉ金

ᶆ　この共済契約に付ଳされたଞのಛ約のن定により共済金がࢧわれるඅ用がある場合は、そのඅ用

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　このಛ約における被共済者は、それͧれ次の①から③までにن定するとおりとします。

අ　　　用 被 　 　 共 　 　 済 　 　 者

① 　॓ ധ අ 用

②　 Ҡ 動 අ 用

　被共済自動車のਖ਼نの乗車装置またはその装置のあるࣨ内(注１）に乗
தの者(注２）。ただし、次のΞからまでのいずれかに該当する者は被共
済者に含みまͤん。

Ξɽ被共済自動車の用について、ਖ਼当な権རを有する者のঝをಘ
ないで被共済自動車に乗தの者ʢ注２）

Πɽۃめて異常かつݥةな方法で被共済自動車に乗தの者
ɽۀとして被共済自動車を受ୗしている自動車औѻۀ者

③ 　Ҿ औ අ 用
　次のΞまたはΠのいずれかに該当する者

Ξɽ記名被共済者
Πɽ被共済自動車の所有者

（注１）ִน等により通行できないよ͏に仕られている場所をআきます。

（注２）一時తに被共済自動車かられている者を含みます。

ୈ４条（ݸผద用）

　このಛ約のن定は、それͧれの被共済者͝とにݸ別に適用します。
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ୈ５条（॓ധඅ用共済ۚɺҠಈඅ用共済ۚおよびҾऔඅ用共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、それぞれ次の①から③までにن定する額を॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金またはҾ取අ

用共済金としてࢧいます。

共済金のछ類 共　済　金　の　額

①　 ॓ ധ අ 用 共 済 金
　被共済者が負担した॓ധඅ用の額。ただし、１回のނࣄにつき、被共

済者１名あたり１ສԁを限度とします。

②　 Ҡ 動 අ 用 共 済 金
　被共済者が負担したҠ動අ用の額。ただし、１回のނࣄにつき、被共

済者１名あたり２ສԁを限度とします。

③　 Ҿ 取 අ 用 共 済 金
　被共済者が負担したҾ取අ用の額。ただし、１回のނࣄにつき、15ສ

ԁを限度とします。

ᾈ　ᾇの②のن定にかかΘらず、被共済者がタΫγーまたはレンタカーをར用した場合は、その１にର

し２ສԁを限度とします。

ᾉ　॓ധඅ用、Ҡ動අ用またはҾ取අ用のうͪ、回収金がある場合は、当合は、それぞれのඅ用に۠

して、それぞれ֤別に࣮ࡍにൃੜした॓ധඅ用、Ҡ動අ用またはҾ取අ用の額から該当する回収金の額

をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

ୈ̒条（ଞの共済ܖ約͕͋る߹の共済ۚのࢧֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべき॓ധඅ用共済金、Ҡ動

අ用共済金およびҾ取අ用共済金の額をࢧいます。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は、それぞれのඅ用を

۠して、それぞれ֤別に次のࣜࢉによりࢉग़した額にରしてのみ॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金お

よびҾ取අ用共済金をࢧいます。

॓ധඅ用共済金、Ҡ動

අ用共済金またはҾ取

අ用共済金の額

ʹ

にൃੜした॓ധࡍ࣮

අ用、Ҡ動අ用また

はҾ取අ用の額

－
他の共済ܖ約等の共済金また

は保険金の額の合ܭ額

ୈ̓条（ݱによるࢧ）

　当合は、被共済者の損害のશ部または一部にରして、被共済者の同ҙをಘて、॓ധ施設のఏڙ等、

॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金またはҾ取අ用共済金のࢧと同等のαーϏスのఏڙをもって、共済

金のࢧにえることができます。

ୈ̔条（共済ۚのٻ）

ᾇ　当合にରする॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金またはҾ取අ用共済金のݖٻは、被共済者が॓ധ

අ用、Ҡ動අ用またはҾ取අ用を負担した࣌からൃੜし、これを行使することができるものとします。

ただし、લ条のن定をద用する場合は、次の①または②のいずれかに該当する࣌とします。

①　第̑条（॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金およびҾ取අ用共済金のࢧ）ᾇの①または②の共済金
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の場合は、被共済ࣗ動車が走行不能となった࣌

②　第̑条ᾇの③の共済金の場合は、被共済ࣗ動車のम理がྃした࣌

ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮき॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金またはҾ取අ用共済金のࢧをٻす

る場合は、॓ധ、Ҡ動または被共済ࣗ動車のҾ取りの࣮ࣄ、付およびඅ用を証໌する؍٬的書類を、

普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれ

なりません。ただし、લ条のن定をద用する場合を除きます。

第９条（ී௨共済͓ΑͼଞのಛのҰ෦ෆద用）

ᾇ　当合は、Ҿ取අ用共済金をࢧうべき損害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、

普通共済約款車両条項第̕条（අ用）ᶇのن定をద用しません。

ᾈ　当合は、この特約のద用においては、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運స者ຊਓɾ

ۮ者限定特約のن定をద用しません。

第10条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ共

済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、

乗者ই害条項または車両条項

　ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ

用特約

②　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ被

共済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に

よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条(注２） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま

たは乗者ই害条項

ᶇ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ

用特約にる損害
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の場合は、被共済ࣗ動車が走行不能となった࣌

②　第̑条ᾇの③の共済金の場合は、被共済ࣗ動車のम理がྃした࣌

ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮき॓ധඅ用共済金、Ҡ動අ用共済金またはҾ取අ用共済金のࢧをٻす

る場合は、॓ധ、Ҡ動または被共済ࣗ動車のҾ取りの࣮ࣄ、付およびඅ用を証໌する؍٬的書類を、

普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれ

なりません。ただし、લ条のن定をద用する場合を除きます。

第９条（ී௨共済͓ΑͼଞのಛのҰ෦ෆద用）

ᾇ　当合は、Ҿ取අ用共済金をࢧうべき損害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、

普通共済約款車両条項第̕条（අ用）ᶇのن定をద用しません。

ᾈ　当合は、この特約のద用においては、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運స者ຊਓɾ

ۮ者限定特約のن定をద用しません。

第10条（४用نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ共

済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、

乗者ই害条項または車両条項

　ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ

用特約

②　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ被

共済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に

よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条(注２） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま

たは乗者ই害条項

ᶇ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ

用特約にる損害

－ 134 －

（3�）車අ༻特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）ᾇとࢧのൃੜཁ݅を同じくする
他の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छである場合、かつ、共済証書にこの特約をద用

するࢫ記載されているときにద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵϩʔυΞγελϯεର）

ᾇ　当合は、ロードΞγスタンス特約のن定により同特約のロードΞγスタンスඅ用共済金のࢧର

となる場合で、被共済ࣗ動車が走行不能となった地から陸送車等により運ൖ(注）されたとき、またはम

理場等へೖݿしたときは、被共済者がᾈおよびᾉにن定する車අ用を負担することによって被る損

害にରして、この特約にैい、車අ用共済金を被共済者にࢧいます。

ᾈ　この特約において、車අ用とは、被共済ࣗ動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレン

タカーを車としてआりೖれるためにཁしたඅ用をいいます。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当するඅ用を車අ用とします。ただし、被

共済者がඅ用を負担することについてࣄલに当合に通し、当合がঝ認した場合に限ります。

①　被共済者が正当な理༝によりレンタカー以外のࣗ動車を車としてར用するためにཁしたඅ用のう

ͪ、そのࣗ動車の取ಘ金、検ྉ、උྉ等をצҊした࣮අ相当額として当合が認めたもの。

②　被共済者が正当な理༝によりସの交通खஈとしてタΫγー、バスまたは電車等をར用するために

ཁしたඅ用のうͪ、当合が認めたもの。

（注）ࡂ害ٹॿ法（昭和22年法律第11�号）がద用された地Ҭにおいて、そのࡂ害のӨڹにより被共

済ࣗ動車の陸送車等による運ൖがࠔであると当合が認めた場合は、陸送車等で運ൖされたも

のとみなします。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵϩʔυΞγελϯεର֎）

ᾇ　当合は、次の①または②のいずれかに該当するࣄ༝によって被共済ࣗ動車に損害がੜじた場合は、

被共済者がલ条にن定する車අ用を負担することによって被る損害にରして、この特約にैい、車

අ用共済金を被共済者にࢧいます。ただし、被共済ࣗ動車を使用することができる場合(注）で、被共

済者がその損ইをम理しないときを除きます。

①　被共済ࣗ動車の౪

②　①以外の、িಥ、৮、མ、స෴、物のඈ来、物のམԼ、火ࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、高ைその他

因が໌らかでݪであって、かつ、そのނࣄが֬認できないࡏただし、被共済ࣗ動車の所。ނࣄવなۮ

ないނࣄを除きます。
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ᾈ　લ条ᾇのن定をద用する場合は、ᾇのن定をద用しません。

（注）法令により走行がېじられた場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、લ条のద用においては、次の①からᶋまでのいずれかに該当するࣄ༝によって被共済者が

被る損害にରしては、車අ用共済金をࢧいません。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނҙまたは重大なաࣦ。ただし、Φにن定する者につ

いては、被共済者に共済金を取ಘさせる目的であった場合に限ります。

Ξɽ共済ܖ約者または被共済者(注１）

イɽ被共済ࣗ動車を所༗する者(注２）

ウɽΞおよびイにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびイにن定する者のۀにैࣄதの使用ਓ

ΦɽΞおよびイにن定する者の、ۮ者またはࢠ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注３）もしくは֩燃ྉ物࣭(注３）によってԚછされた物(注４）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶉ　ࠩԡえ、収用、収、ഁյなͲ国またはެ共ஂ体のެྗݖの行使。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲ置として行Θれた場合を除きます。

ᶊ　ٗまたはԣྖ

ᶋ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̑）のために使用すること、または、ٕڝもしくはٕۂを行うこ

とを目的とする場所において使用(注̒）すること。

（注１）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）被共済ࣗ動車を所༗する者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注３）使用済燃ྉを含みます。

（注４）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注５）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注̒）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର外）のద用においては、次の①か

らᶈまでのいずれかに該当する被共済ࣗ動車の損ইによって被共済者が被る損害にରしては、車අ用

共済金をࢧいません。

①　被共済ࣗ動車にଘࡏする欠ؕ、ຎ໓、しΐく、さびその他ࣗવのফ

障ނ障または機ց的ނに起因しない被共済ࣗ動車の電気的ނࣄવな外来のۮ　②



227

ಛ

約



߲

－ 135 －

ᾈ　લ条ᾇのن定をద用する場合は、ᾇのن定をద用しません。

（注）法令により走行がېじられた場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、લ条のద用においては、次の①からᶋまでのいずれかに該当するࣄ༝によって被共済者が

被る損害にରしては、車අ用共済金をࢧいません。

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނҙまたは重大なաࣦ。ただし、Φにن定する者につ

いては、被共済者に共済金を取ಘさせる目的であった場合に限ります。

Ξɽ共済ܖ約者または被共済者(注１）

イɽ被共済ࣗ動車を所༗する者(注２）

ウɽΞおよびイにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびイにن定する者のۀにैࣄதの使用ਓ

ΦɽΞおよびイにن定する者の、ۮ者またはࢠ

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注３）もしくは֩燃ྉ物࣭(注３）によってԚછされた物(注４）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶉ　ࠩԡえ、収用、収、ഁյなͲ国またはެ共ஂ体のެྗݖの行使。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲ置として行Θれた場合を除きます。

ᶊ　ٗまたはԣྖ

ᶋ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注̑）のために使用すること、または、ٕڝもしくはٕۂを行うこ

とを目的とする場所において使用(注̒）すること。

（注１）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）被共済ࣗ動車を所༗する者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注３）使用済燃ྉを含みます。

（注４）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注５）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注̒）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର外）のద用においては、次の①か

らᶈまでのいずれかに該当する被共済ࣗ動車の損ইによって被共済者が被る損害にରしては、車අ用

共済金をࢧいません。

①　被共済ࣗ動車にଘࡏする欠ؕ、ຎ໓、しΐく、さびその他ࣗવのফ

障ނ障または機ց的ނに起因しない被共済ࣗ動車の電気的ނࣄવな外来のۮ　②

－ 136 －

③　被共済ࣗ動車から取りはずされて車上にない部または付ଐにੜじた損ই。ただし、被共済ࣗ

動車から取りはずされて車上にない被共済ࣗ動車のݤの౪(注１）により、被共済ࣗ動車のݤおよびそ

のৣ一ࣜを交する場合を除きます。

ᶆ　付ଐのうͪ被共済ࣗ動車に定ணされていない物にੜじた損ই。ただし、被共済ࣗ動車の他の部

と同࣌に損ইがੜじた場合または火ࡂによって損ইがੜじた場合を除きます。

ᶇ　タイϠ(注２）にੜじた損ই。ただし、被共済ࣗ動車の他の部と同࣌に損ইがੜじた場合または౪

もしくは火ࡂによって損ইがੜじた場合を除きます。

ᶈ　法令等によりࢭېされているվを行った部および付ଐにੜじた損ই

（注１）ฆࣦを除きます。

（注２）νϡーブを含みます。

ୈ̒条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

　当合は、第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର外）のద用においては、第̐条（共

済金をࢧΘない場合－その１）①のΞからΦまでのいずれかに該当する者が次の①から③までのいず

れかの状態で被共済ࣗ動車を運సしている場合にੜじた損害にରしては、車අ用共済金をࢧいませ

ん。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

ୈ̓条（ඃ共済者のൣғ）

 この特約における被共済者は、被共済ࣗ動車の所༗者とします。

ୈ̔条（車අ用共済ۚ）

ᾇ　１回のނࣄにつき、当合のࢧう車අ用共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。

車අ用共済金 ʹ
１あたりの車අ用の額。
ただし、共済証書記載の共済
金額を限度とします。

ʷ
次条にن定するࢧର期間
における車のར用ʢ注）

ᾈ　ᾇの車のར用(注）は、Լ表のを限度とします。

۠　   　　　 限度

①　被共済ࣗ動車がނ障損害により走行不能となった場合 15

②　①以外の場合 15

ᾉ　車අ用のうͪ、回収金がある場合は、当合は、࣮ࡍにൃੜした車අ用の額から回収金の額をࠩ

しҾいて車අ用共済金をࢧいます。

（注）第２条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର）ᾉの②のସの交通खஈのར用

を含みます。
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第９条（ं費用共済金の支払ରؒظ）

ᾇ　લ条ᾇのࢧର期間は、Լ表に定める期間とします。

　　ର　　　　期　　間　　ࢧ

ର期間のॳࢧ ର期間のࢧ

①　第２条（共済金をࢧう場合－ロードΞγ

スタンスର）ᾇのن定により共済金をࢧ

うべき場合は、被共済ࣗ動車が走行不能となっ

た地から陸送車等により運ൖ(注１）されたま

たはम理場等にೖݿした

②　第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγ

スタンスର外）ᾇのن定により共済金をࢧ

うべき場合は、そのނࣄのൃੜの(注２）

　次のΞからウまでのいずれかૣい

Ξɽ車のར用։࢝(注３）からそのを含め

て15後の

イɽ被共済ࣗ動車がम理ྃ後、または౪

(注４）された被共済ࣗ動車がൃ見された後、

共済ܖ約者、被共済者または被共済ࣗ動車

のࣗ動車検査証の使用者ཝに記載された者

のいずれかのखݩにった

ウɽ被共済ࣗ動車のସとして使用するࣗ動

車を৽たに取ಘ(注̑）した

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する期間はࢧର期間には含みません。

。して１年を経աした後の期間ࢉର期間のॳのཌから起ࢧ　①

②　共済ܖ約者、被共済者または被共済ࣗ動車のࣗ動車検査証の使用者ཝに記載された者のいずれかの

にؼすべきࣄ༝によりᾇのࢧର期間のがԆ期された場合は、それによってԆされた期間。

（注̍）ࡂ害ٹॿ法（昭和22年法律第11�号）がద用された地Ҭにおいて、そのࡂ害のӨڹにより被

共済ࣗ動車の陸送車等による運ൖがࠔであると当合が認めた場合は、陸送車等で運ൖされ

たものとみなします。

（注̎）被共済ࣗ動車が౪にあった場合は、共済ܖ約者または被共済者が౪の࣮ࣄをܯにಧ

けग़たとします。

（注̏）被共済者がᾇにن定するࢧର期間のॳ以後に࠷ॳに車をར用したをいいます。

（注̐）被共済ࣗ動車の部または付ଐのみの౪を除きます。

（注̑）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮくߪೖまたは１年以上を期間とするିआܖ約に基ͮくआೖ

れを含みます。

第10条（ଞの共済ܖ͕͋Δ߹の共済金の支払ֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべき車අ用共済金の額を

。いますࢧ

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は次のࣜࢉによりࢉग़

した額にରしてのみ車අ用共済金をࢧいます。

車අ用共済金 ʹ
にൃੜした車ࡍ࣮
අ用の額

－
他の共済ܖ約等の共済金または
保険金の額の合ܭ額
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第９条（ं費用共済金の支払ରؒظ）

ᾇ　લ条ᾇのࢧର期間は、Լ表に定める期間とします。

　　ର　　　　期　　間　　ࢧ

ର期間のॳࢧ ର期間のࢧ

①　第２条（共済金をࢧう場合－ロードΞγ

スタンスର）ᾇのن定により共済金をࢧ

うべき場合は、被共済ࣗ動車が走行不能となっ

た地から陸送車等により運ൖ(注１）されたま

たはम理場等にೖݿした

②　第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγ

スタンスର外）ᾇのن定により共済金をࢧ

うべき場合は、そのނࣄのൃੜの(注２）

　次のΞからウまでのいずれかૣい

Ξɽ車のར用։࢝(注３）からそのを含め

て15後の

イɽ被共済ࣗ動車がम理ྃ後、または౪

(注４）された被共済ࣗ動車がൃ見された後、

共済ܖ約者、被共済者または被共済ࣗ動車

のࣗ動車検査証の使用者ཝに記載された者

のいずれかのखݩにった

ウɽ被共済ࣗ動車のସとして使用するࣗ動

車を৽たに取ಘ(注̑）した

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、次の①または②のいずれかに該当する期間はࢧର期間には含みません。

。して１年を経աした後の期間ࢉର期間のॳのཌから起ࢧ　①

②　共済ܖ約者、被共済者または被共済ࣗ動車のࣗ動車検査証の使用者ཝに記載された者のいずれかの

にؼすべきࣄ༝によりᾇのࢧର期間のがԆ期された場合は、それによってԆされた期間。

（注̍）ࡂ害ٹॿ法（昭和22年法律第11�号）がద用された地Ҭにおいて、そのࡂ害のӨڹにより被

共済ࣗ動車の陸送車等による運ൖがࠔであると当合が認めた場合は、陸送車等で運ൖされ

たものとみなします。

（注̎）被共済ࣗ動車が౪にあった場合は、共済ܖ約者または被共済者が౪の࣮ࣄをܯにಧ

けग़たとします。

（注̏）被共済者がᾇにن定するࢧର期間のॳ以後に࠷ॳに車をར用したをいいます。

（注̐）被共済ࣗ動車の部または付ଐのみの౪を除きます。

（注̑）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約に基ͮくߪೖまたは１年以上を期間とするିआܖ約に基ͮくआೖ

れを含みます。

第10条（ଞの共済ܖ͕͋Δ߹の共済金の支払ֹ）

ᾇ　他の共済ܖ約等がある場合であっても、当合は、この特約によりࢧうべき車අ用共済金の額を

。いますࢧ

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、他の共済ܖ約等により༏ઌして共済金もしくは保険金がࢧΘれる場合また

は既に他の共済ܖ約等の共済金もしくは保険金がࢧΘれている場合は、当合は次のࣜࢉによりࢉग़

した額にରしてのみ車අ用共済金をࢧいます。

車අ用共済金 ʹ
にൃੜした車ࡍ࣮
අ用の額

－
他の共済ܖ約等の共済金または
保険金の額の合ܭ額

－ 13� －

第11条（ݱ物によるࢧ）

　当合は、被共済者の損害のશ部または一部にରして、被共済者の同ҙをಘて、車のି༩等、車

අ用共済金のࢧと同等のαーϏスのఏڙをもって、車අ用共済金のࢧにえることができます。

第1�条（ۚࡁڞの請求）

ᾇ　当合にରする車අ用共済金のݖٻは、被共済者が車අ用を負担した࣌からൃੜし、これを行

使することができるものとします。ただし、લ条のن定をద用する場合は、次の①または②のいずれか

に該当する࣌とします。

①　第２条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର）ᾇのن定により共済金をࢧうべき場合

は、被共済ࣗ動車が走行不能となった࣌

②　第̏条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର外）ᾇのن定により共済金をࢧうべき場

合は、そのނࣄのൃੜの࣌

ᾈ　被共済者がこの特約に基ͮき車අ用共済金のࢧをٻする場合は、車のआೖれまたはସの交

通खஈをར用した࣮ࣄ、およびඅ用を証໌する؍٬的書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共

済金のٻ）ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれなりません。ただし、લ条のن定

をద用する場合を除きます。

第1�条（͜のಛのෆద༻）

　当合は、他車運స特約、臨࣌ସࣗ動車特約、ݪ付バイΫ特約（ਓ身ই害タイプ）およびݪ付バイ

Ϋ特約（ࣗ損ই害タイプ）のద用においては、この特約のن定をద用しません。

第1�条（ଞのಛのෆద༻）

　当合は、この特約のద用において、第２条（共済金をࢧう場合－ロードΞγスタンスର）ᾇの

うべき場合は、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運సࢧ定により車අ用共済金をن

者ຊਓɾۮ者限定特約のن定をద用しません。

第1�条（४༻نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ共

済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、

乗者ই害条項または車両条項

　車අ用特約

②　普通共済約款基ຊ条

項ʮ用語の定義ʯのʮ被

共済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に

よるղ除）ᾊの②

　車両条項
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ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

ᶆ　第13条（注̎） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま

たは乗者ই害条項

ᶇ　第22条（共済金の

ᾈのᶊ（ٻ

　ഛঈ条項におけるର物ނࣄ

のうͪ他ਓのࡒ物の໓ࣦ、ഁ損も

しくはԚ損にる共済金または車

両条項にる

　車අ用特約第̏条（共済金を

う場合－ロードΞγスタンスࢧ

ର外）ᾇのن定による

ᶈ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　車අ用特約にる損害

（�1）ंඅ༻のิঈʹؔ͢Δ特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に車අ用特約のద用があり、かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記

載されている場合にద用されます。

ୈ２条（車අ用特約のಡΈସ͑）

　当合は、この特約により、車අ用特約第̔条（車අ用共済金）ᾈの②および同特約第̕条（

車අ用共済金のࢧର期間）ᾇのΞのن定தʮ15ʯとあるのをʮ30ʯとಡみସえるものとします。
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ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

ᶆ　第13条（注̎） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま

たは乗者ই害条項

ᶇ　第22条（共済金の

ᾈのᶊ（ٻ

　ഛঈ条項におけるର物ނࣄ

のうͪ他ਓのࡒ物の໓ࣦ、ഁ損も

しくはԚ損にる共済金または車

両条項にる

　車අ用特約第̏条（共済金を

う場合－ロードΞγスタンスࢧ

ର外）ᾇのن定による

ᶈ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　車අ用特約にる損害

（�1）ंඅ༻のิঈʹؔ͢Δ特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に車අ用特約のద用があり、かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記

載されている場合にద用されます。

ୈ２条（車අ用特約のಡΈସ͑）

　当合は、この特約により、車අ用特約第̔条（車අ用共済金）ᾈの②および同特約第̕条（

車අ用共済金のࢧର期間）ᾇのΞのن定தʮ15ʯとあるのをʮ30ʯとಡみସえるものとします。

－ 140 －

ᶛ．ͦのଞのิ償などに関わる特約

（3�）ଞ車ӡస特約

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

記 名 被 共 済 者 等

　次の①からᶇまでのいずれかに該当する者をいいます。
①　記名被共済者(注１）

②　記名被共済者(注２）のۮ者
③　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の同ډの
ᶆ　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ。ただし、

ࣗら所༗するࣗ動車(注３）または常࣌使用するࣗ動車を運సத(注４）の
場合を除きます。

ᶇ　記名被共済者のۀ(注̑）にैࣄதの使用ਓ
（注̍）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者を含みます。
（注̎）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者とします。
（注̏）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年

以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。
��（注̐）ற車またはఀ車தを除きます。
��（注̑）Ոࣄを除きます。

他 の ࣗ 動 車

　用途車छがࣗՈ用̔車छであって、かつ、次の①または②のいずれか
に該当する被共済ࣗ動車以外のࣗ動車をいいます。

①　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①からᶆまでのいずれか
に該当する者がࣗら運స者として運సதʢ注１）の次のΞまたはイのい
ずれにも該当しないࣗ動車
Ξɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいずれ

かに該当する者が所༗するࣗ動車(注２）

イɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいずれ
かに該当する者がओとして使用するࣗ動車

②　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等のᶇに該当する者がࣗら
運స者として運సத(注１）の臨࣌ସࣗ動車

（注̍）ற車またはఀ車தを除きます。
（注̎）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以

上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車

　被共済ࣗ動車がඋ、म理、検等のためにඋ場等の理Լに
あって使用できない間に、そのସࣗ動車として記名被共済者が臨࣌に
आ用して使用するࣗ動車をいいます。ただし、次の①から③までのいず
れかに該当する者が所༗するࣗ動車(注）を除きます。

①　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①からᶆまでのいずれか
に該当する者

②　記名被共済者のһ
③　記名被共済者の使用ਓ
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上

を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。
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ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、被共済自動車の用途車種が自家用̔車種であり、かつ、次の①または②のいずれかの条

݅をຬたしている場合に適用されます。

①　記名被共済者がݸਓであること。

②　記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者を指定するࢫの記載があること。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、記名被共済者等が自らӡస者としてӡసத(注１）のଞの自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条݅にैい、普通共済約款ഛ償条項ʢ注２）を適用します。ただし、この場

合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

ᾈ　ᾇただし書のن定にかかわらず、記名被共済者等がແྗ者である場合は、その者の権者、そ

のଞの法定のಜ義者およびಜ義者にわってແྗ者をಜする者(注３）を被共済者に含め

ます。ただし、そのແྗ者に関する事ނに限ります。

ᾉ　当合は、このಛ約により、普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾈ

のن定にかかわらず、ଞの自動車について生じた１ճのରਓ事ނによる同条ᾇの損害にରして、自ഛ

共済等によってࢧわれる金額がある場合は、損害の額が自ഛ共済等によってࢧわれる金額をա

するときに限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ᾊ　ᾇのن定の適用において、当合は、普通共済約款ഛ償条項ୈ̕条（当合によるղܾ－ରਓഛ

償）ᾉの③のن定にかかわらず、同条ᾇのن定を適用します。

（注１）ற車またはఀ車தをআきます。

（注２）普通共済約款ഛ償条項について適用されるଞのಛ約を含みます。

（注３）そのແྗ者のに限ります。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵඃ害者ٹ済අ用）

　　この共済契約に被害者ٹ済අ用ಛ約が適用されている場合は、当合は、記名被共済者等が自らӡస

者としてӡసதʢ注１）のଞの自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条݅にैい、

同ಛ約ʢ注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

（注１）ற車またはఀ車தをআきます。

（注２）被害者ٹ済අ用ಛ約について適用されるଞのಛ約を含みます。

ୈ４条（車両ଛ害に͍ͭͯの特ଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛ償条項ୈ５条（共済金をࢧわない場合－その̏　ର物ഛ償）および

被害者ٹ済අ用ಛ約ୈ５条（共済金をࢧわない場合－その̏　物損事ނ）のن定にかかわらず、次の

①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、ଞの自動車について記名被共済者等が法律上の損

害ഛ償をෛ୲することによって被る損害または記名被共済者等が被害者ٹ済අ用(注１）をෛ୲するこ

とによって被る損害にରして、ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ഛ償）のن定にैい、共済金をࢧ

います。ただし、この場合における損害ഛ償は、ଞの自動車に生じた損害にରする損害ഛ償

に限ります。

①　この共済契約に普通共済約款車྆条項が適用されていること。
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ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、被共済自動車の用途車種が自家用̔車種であり、かつ、次の①または②のいずれかの条

݅をຬたしている場合に適用されます。

①　記名被共済者がݸਓであること。

②　記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者を指定するࢫの記載があること。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、記名被共済者等が自らӡస者としてӡసத(注１）のଞの自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条݅にैい、普通共済約款ഛ償条項ʢ注２）を適用します。ただし、この場

合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

ᾈ　ᾇただし書のن定にかかわらず、記名被共済者等がແྗ者である場合は、その者の権者、そ

のଞの法定のಜ義者およびಜ義者にわってແྗ者をಜする者(注３）を被共済者に含め

ます。ただし、そのແྗ者に関する事ނに限ります。

ᾉ　当合は、このಛ約により、普通共済約款ഛ償条項ୈ１条（共済金をࢧ͏場合－ରਓഛ償）ᾈ

のن定にかかわらず、ଞの自動車について生じた１ճのରਓ事ނによる同条ᾇの損害にରして、自ഛ

共済等によってࢧわれる金額がある場合は、損害の額が自ഛ共済等によってࢧわれる金額をա

するときに限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ᾊ　ᾇのن定の適用において、当合は、普通共済約款ഛ償条項ୈ̕条（当合によるղܾ－ରਓഛ

償）ᾉの③のن定にかかわらず、同条ᾇのن定を適用します。

（注１）ற車またはఀ車தをআきます。

（注２）普通共済約款ഛ償条項について適用されるଞのಛ約を含みます。

（注３）そのແྗ者のに限ります。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵඃ害者ٹ済අ用）

　　この共済契約に被害者ٹ済අ用ಛ約が適用されている場合は、当合は、記名被共済者等が自らӡస

者としてӡసதʢ注１）のଞの自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条݅にैい、

同ಛ約ʢ注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

（注１）ற車またはఀ車தをআきます。

（注２）被害者ٹ済අ用ಛ約について適用されるଞのಛ約を含みます。

ୈ４条（車両ଛ害に͍ͭͯの特ଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛ償条項ୈ５条（共済金をࢧわない場合－その̏　ର物ഛ償）および

被害者ٹ済අ用ಛ約ୈ５条（共済金をࢧわない場合－その̏　物損事ނ）のن定にかかわらず、次の

①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、ଞの自動車について記名被共済者等が法律上の損

害ഛ償をෛ୲することによって被る損害または記名被共済者等が被害者ٹ済අ用(注１）をෛ୲するこ

とによって被る損害にରして、ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ഛ償）のن定にैい、共済金をࢧ

います。ただし、この場合における損害ഛ償は、ଞの自動車に生じた損害にରする損害ഛ償

に限ります。

①　この共済契約に普通共済約款車྆条項が適用されていること。
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②　記名被共済者等がࣗら運స者として運సத(注２）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして普通共済約

款車両条項（注３）および基ຊ条項をద用した場合に、当合が共済金をࢧうべき損害が、その運స

த(注２）の他のࣗ動車にੜじていること。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、当合は、記名被共済者等が次の①から③までのいずれかの状態で他のࣗ動

車を運సしている場合に、その運సத(注２）の他のࣗ動車にੜじた損害にରして記名被共済者等が法律上

の損害ഛঈを負担することによって被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定めるʮ被害者ٹ済අ用ʯをいいます。

（注２）ற車またはఀ車தを除きます。

（注３）普通共済約款車両条項についてద用される他の特約を含みます。

第５条（共済金を支払う場合－心神喪失等による事故の被害者救済費用）

ᾇ　この共済ܖ約に৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約がద用されている場合は、当合は、記

名被共済者等がࣗら運స者として運సத（注１）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして、被共済ࣗ動車

の共済ܖ約の条݅にैい、同特約（注２）をద用します。

ᾈ　当合は、৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏ 

物損ނࣄ）ᾇのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、記名被共

済者等が運సத（注１）の他のࣗ動車にੜじた損害にରして、同特約のن定にैい、共済金をࢧい

ます。

①　この共済ܖ約に普通共済約款車両条項がద用されていること。

②　記名被共済者等がࣗら運స者として運సத（注１）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして普通共済

約款車両条項（注３）および基ຊ条項をద用した場合に、当合が共済金をࢧうべき損害が、その運

సத（注１）の他のࣗ動車にੜじていること。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、当合は、記名被共済者等が次の①から③までのいずれかの状態で他のࣗ動

車を運సしている場合に、その運సத（注１）の他のࣗ動車にੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）ற車またはఀ車தを除きます。
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（注̎）心神喪失等による事故の被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）普通共済約款車両条項について適用される他の特約を含みます。

第̒条（共済金Λ支払͏߹ʵਓই）

　当組合は、記名被共済者等が自ら運転者として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項(注２）を適用します。ただし、この場

合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記

名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）普通共済約款人身傷害条項について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第̓条（共済金Λ支払͏߹ʵແ共済ंই）

　この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）無共済車傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第̔条（共済金Λ支払͏߹ʵࣗଛই）

　この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）自損事故傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第９条（共済金Λ支払͏߹ʵྟ࣌費用）

　この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者とし

て運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同特

約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）臨時費用特約について適用される他の特約を含みます。

第10条（共済金Λ支払Θͳ͍߹）

　当組合は、普通共済約款賠償責任条項、人身傷害条項、基本条項、被害者救済費用特約、心神喪失等
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（注̎）心神喪失等による事故の被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）普通共済約款車両条項について適用される他の特約を含みます。

第̒条（共済金Λ支払͏߹ʵਓই）

　当組合は、記名被共済者等が自ら運転者として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項(注２）を適用します。ただし、この場

合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記

名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）普通共済約款人身傷害条項について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第̓条（共済金Λ支払͏߹ʵແ共済ंই）

　この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）無共済車傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第̔条（共済金Λ支払͏߹ʵࣗଛই）

　この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注４）の記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）自損事故傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注̏）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注̐）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

第９条（共済金Λ支払͏߹ʵྟ࣌費用）

　この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者とし

て運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同特

約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

（注̍）駐車または停車中を除きます。

（注̎）臨時費用特約について適用される他の特約を含みます。

第10条（共済金Λ支払Θͳ͍߹）

　当組合は、普通共済約款賠償責任条項、人身傷害条項、基本条項、被害者救済費用特約、心神喪失等
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によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約、ແ共済車ই害特約およびࣗ損ނࣄই害特約のن定による場合の΄か、

次の①からᶇまでのいずれかに該当する場合にੜじたނࣄにより、被共済者が被った損害またはই害に

ରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者の使用者のۀ(注１）のために、その使用者の所༗するࣗ動車(注２）を運సしている場合

②　被共済者がһとなっている法ਓの所༗するࣗ動車(注２）を運సしている場合

③　ࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてडୗした他のࣗ動車を運సしている場合

ᶆ　被共済者が、他のࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで、他のࣗ動車を

運సしている場合。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝをಘており、かつ、被

共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝がある場合を除きます。

ᶇ　被共済者がٕڝもしくはٕۂ(注３）のために他のࣗ動車を運సしている場合またはٕڝもしくはۂ

ٕ(注３）を行うことを目的とする場所において他のࣗ動車を運సしている(注４）場合

（注̍）Ոࣄを除きます。

（注̎）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上を期間とするିआܖ約によ

りआりೖれたࣗ動車を含みます。

（注̏）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注̐）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために他のࣗ動車を運సしている場合を除きます。

第11条（ඃ共済ࣗಈंのৡ·ͨฦؐの߹）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦ

ؐ）ᾈのن定をద用しません。

第1�条（ଞのಛのෆద用）

ᾇ　当合は、第̒条（共済金をࢧう場合－ਓ身ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害または

ই害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ਓ身ই害車外ނࣄ特約および付ଳされた他

の特約のن定をద用しません。

ᾈ　当合は、第̓条（共済金をࢧう場合－ແ共済車ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害に

ରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ແ共済車ই害特約のن定をద用しません。

第1�条（ॏେࣄ༝ʹΑΔղআのಛଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のن定にかかΘらず、他の

ࣗ動車を所༗する者が同条ᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରする書

໘による通をもって、この共済ܖ約のその他のࣗ動車を所༗する者にる部をղ除することができ

ます。

ᾈ　ᾇのن定によるղ除が第̐条（車両損害についての特ଇ）ᾇおよび第̑条（共済金をࢧう場合－৺

神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用）ᾈのن定に基ͮき共済金をࢧうべき損害のൃੜした後になさ

れた場合であっても、普通共済約款基ຊ条項第 14 条（共済ܖ約ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、ᾇ

のࣄ༝がੜじた࣌からղ除がなされた࣌までにൃੜしたނࣄによるその損害にରしては、当合は、共

済金をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐを

。することができますٻ
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ᾉ　ᾈのن定は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のΞからΦまでのいずれ

にも該当しない被共済者にੜじた損害についてはద用しません。

（33）ଞ車ӡస特約（ೋྠɾݪ）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

記 名 被 共 済 者 等

　次の①からᶇまでのいずれかに該当する者をいいます。
①　記名被共済者(注１）

②　記名被共済者(注２）のۮ者
③　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の同ډの
ᶆ　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ。ただし、

ࣗら所༗するࣗ動車(注３）または常࣌使用するࣗ動車を運సத(注４）の
場合を除きます。

ᶇ　記名被共済者のۀ(注̑）にैࣄதの使用ਓ
（注１）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者を含みます。
（注２）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者とします。
（注３）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１

年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みま
す。

（注４）ற車またはఀ車தを除きます。
（注５）Ոࣄを除きます。

他 の ࣗ 動 車

　用途車छがೋྠࣗ動車またはݪ動機付ࣗస車であって、かつ、次の①

または②のいずれかに該当する被共済ࣗ動車以外のࣗ動車をいいます。

①　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①からᶆまでのいずれか

に該当する者がࣗら運స者として運సத ( 注１）の次のΞまたはイのい

ずれにも該当しないࣗ動車

Ξɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいず

れかに該当する者が所༗するࣗ動車(注２）

イɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいずれ

かに該当する者がओとして使用するࣗ動車

②　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等のᶇに該当する者がࣗら

運స者として運సத(注１）の臨࣌ସࣗ動車

（注１）ற車またはఀ車தを除きます。

（注２）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以

上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。
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ᾉ　ᾈのن定は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のΞからΦまでのいずれ

にも該当しない被共済者にੜじた損害についてはద用しません。

（33）ଞ車ӡస特約（ೋྠɾݪ）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

記 名 被 共 済 者 等

　次の①からᶇまでのいずれかに該当する者をいいます。
①　記名被共済者(注１）

②　記名被共済者(注２）のۮ者
③　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の同ډの
ᶆ　記名被共済者(注２）またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ。ただし、

ࣗら所༗するࣗ動車(注３）または常࣌使用するࣗ動車を運సத(注４）の
場合を除きます。

ᶇ　記名被共済者のۀ(注̑）にैࣄதの使用ਓ
（注１）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者を含みます。
（注２）記名被共済者が法ਓである場合は、共済証書記載のݸਓ被共

済者とします。
（注３）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１

年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みま
す。

（注４）ற車またはఀ車தを除きます。
（注５）Ոࣄを除きます。

他 の ࣗ 動 車

　用途車छがೋྠࣗ動車またはݪ動機付ࣗస車であって、かつ、次の①

または②のいずれかに該当する被共済ࣗ動車以外のࣗ動車をいいます。

①　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①からᶆまでのいずれか

に該当する者がࣗら運స者として運సத ( 注１）の次のΞまたはイのい

ずれにも該当しないࣗ動車

Ξɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいず

れかに該当する者が所༗するࣗ動車(注２）

イɽʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①から③までのいずれ

かに該当する者がओとして使用するࣗ動車

②　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等のᶇに該当する者がࣗら

運స者として運సத(注１）の臨࣌ସࣗ動車

（注１）ற車またはఀ車தを除きます。

（注２）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以

上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車

　被共済ࣗ動車がඋ、म理、検等のためにඋ場等の理Լに

あって使用できない間に、そのସࣗ動車として記名被共済者が臨࣌に

आ用して使用するࣗ動車をいいます。ただし、次の①から③までのいず

れかに該当する者が所༗するࣗ動車(注）を除きます。

①　ʮ用語の定義ʯに定める記名被共済者等の①からᶆまでのいずれか

に該当する者

②　記名被共済者のһ

③　記名被共済者の使用ਓ

（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以

上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छがೋྠࣗ動車またはݪ動機付ࣗస車であり、かつ、次の①また

は②のいずれかの条݅をຬたしている場合にద用されます。

①　記名被共済者がݸਓであること。

②　記名被共済者が法ਓであり、かつ、共済証書にݸਓ被共済者をࢦ定するࢫの記載があること。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、記名被共済者等がࣗら運స者として運సத(注１）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして、

被共済ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通共済約款ഛঈ条項（注２）をద用します。ただし、この場

合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

ᾈ　ᾇただし書のن定にかかΘらず、記名被共済者等がແ能ྗ者である場合は、その者のݖ者、そ

の他の法定のಜ義者およびಜ義者にΘってແ能ྗ者をಜする者（注３）を被共済者に含め

ます。ただし、そのແ能ྗ者にؔするނࣄに限ります。

ᾉ　当合は、この特約により、普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）ᾈ

のن定にかかΘらず、他のࣗ動車についてੜじた１回のରਓނࣄによる同条ᾇの損害にରして、ࣗഛ

共済等によってࢧΘれる金額がある場合は、損害の額がࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額をա

するときに限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ᾊ　ᾇのن定のద用において、当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛ

ঈ）ᾉの③のن定にかかΘらず、同条ᾇのن定をద用します。

（注１）ற車またはఀ車தを除きます。

（注２）普通共済約款ഛঈ条項についてద用される他の特約を含みます。

（注３）そのແ能ྗ者のに限ります。

第３条（共済金を支払う場合－被害者救済費用）

　この共済ܖ約に被害者ٹ済අ用特約がద用されている場合は、当合は、記名被共済者等がࣗら運స

者として運సத（注１）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして、被共済ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、

同特約（注２）をద用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。
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（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

第̐条（共済金を支払う場合－心神喪失等による事故の被害者救済費用）

　この共済契約に心神喪失等による事故の被害者救済費用特約が適用されている場合は、当組合は、記

名被共済者等が自ら運転者として運転中（注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車

の共済契約の条件に従い、同特約（注２）を適用します。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）心神喪失等による事故の被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ人身傷害）

　当組合は、記名被共済者等が自ら運転者として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項（注２）を適用します。ただし、この

場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の

記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）普通共済約款人身傷害条項について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

ୈ̒条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵແ共済車傷害）

　この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約（注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置または

その装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）無共済車傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

ୈ̓条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵࣗଛ傷害）

　この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）自損事故傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
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（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

第̐条（共済金を支払う場合－心神喪失等による事故の被害者救済費用）

　この共済契約に心神喪失等による事故の被害者救済費用特約が適用されている場合は、当組合は、記

名被共済者等が自ら運転者として運転中（注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車

の共済契約の条件に従い、同特約（注２）を適用します。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）心神喪失等による事故の被害者救済費用特約について適用される他の特約を含みます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ人身傷害）

　当組合は、記名被共済者等が自ら運転者として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、

被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項（注２）を適用します。ただし、この

場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の

記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）普通共済約款人身傷害条項について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

ୈ̒条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵແ共済車傷害）

　この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約（注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置または

その装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）無共済車傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。

ୈ̓条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵࣗଛ傷害）

　この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、記名被共済者等が自ら運転者

として運転中(注１）の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、同

特約(注２）を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車の正規の乗車装置またはそ

の装置のある室内(注３）に搭乗中(注̐）の記名被共済者等に限ります。

（注１）駐車または停車中を除きます。

（注２）自損事故傷害特約について適用される他の特約を含みます。

（注３）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。

（注４）極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
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第̔条（共済金Λ支払͏߹ʵྟ࣌費用）

　この共済ܖ約に臨࣌අ用特約がద用されている場合は、当合は、記名被共済者等がࣗら運స者とし

て運సதʢ注１）の他のࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして、被共済ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、同特

約(注２）をద用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者等に限ります。

（注̍）ற車またはఀ車தを除きます。

（注̎）臨࣌අ用特約についてద用される他の特約を含みます。

第９条（共済金Λ支払Θͳ͍߹）

　当合は、普通共済約款ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、基ຊ条項、被害者ٹ済අ用特約、৺神ࣦ等

によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約、ແ共済車ই害特約およびࣗ損ނࣄই害特約のن定による場合の΄か、

次の①からᶇまでのいずれかに該当する場合にੜじたނࣄにより、被共済者が被った損害またはই害に

ରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者の使用者のۀ(注１）のために、その使用者の所༗するࣗ動車(注２）を運సしている場合

②　被共済者がһとなっている法ਓの所༗するࣗ動車(注２）を運సしている場合

③　ࣗ動車取扱ۀ者がۀとしてडୗした他のࣗ動車を運సしている場合

ᶆ　被共済者が、他のࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないで、他のࣗ動車を

運సしている場合。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝをಘており、かつ、被

共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝がある場合を除きます。

ᶇ　被共済者がٕڝもしくはٕۂ(注３）のために他のࣗ動車を運సしている場合またはٕڝもしくはۂ

ٕ(注３）を行うことを目的とする場所において他のࣗ動車を運సしている(注４）場合

（注̍）Ոࣄを除きます。

（注̎）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上を期間とするିआܖ約によ

りआりೖれたࣗ動車を含みます。

（注̏）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注̐）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために他のࣗ動車を運సしている場合を除きます。

第10条（ඃ共済ࣗಈंのৡ·ͨฦؐの߹）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦ

ؐ）ᾈのن定をద用しません。

第11条（ଞのಛのෆద用）

ᾇ　当合は、第̑条（共済金をࢧう場合－ਓ身ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害または

ই害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ਓ身ই害車外ނࣄ特約および付ଳされた他

の特約のن定をద用しません。

ᾈ　当合は、第̒条（共済金をࢧう場合－ແ共済車ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害に

ରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ແ共済車ই害特約のن定をద用しません。
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ସࣗಈ車特約࣌ྟ（�3）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

被  ସ ࣗ 動 車
　被共済ࣗ動車のうͪ、උ、म理、検等のためにඋ場等の理
Լにあって使用できないࣗ動車をいいます。

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車

　被共済ࣗ動車がඋ、म理、検等のためにඋ場等の理Լに
あって使用できない間に、そのସࣗ動車として記名被共済者が臨࣌
にआ用して使用するࣗ動車をいいます。ただし、第２条（共済金をࢧ
う場合－ഛঈ）ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者
が所༗するࣗ動車(注）を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上

を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車
の 所 ༗ 者

　次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　臨࣌ସࣗ動車が所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりചങされてい

る場合は、そのങओ
②　臨࣌ସࣗ動車が１年以上を期間とするିआܖ約によりିआされ

ている場合は、そのआओ
③　①および②以外の場合は、臨࣌ସࣗ動車を所༗する者

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①または②のいずれかに該当する場合にద用されます。

①　記名被共済者がݸਓであり、かつ、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छ、ೋྠࣗ動車またはݪ

動機付ࣗస車以外であること。

②　記名被共済者が法ਓであり、かつ、ݸਓ被共済者が設定されていないこと。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通

共済約款ഛঈ条項(注１）をద用します。ただし、この場合における被共済者は、次の①からᶉまでの

いずれかに該当する者に限ります。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　記名被共済者またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᶇ　記名被共済者のһ

ᶈ　記名被共済者の使用ਓ

ᶉ　①からᶆまでのいずれかに該当する者がແ能ྗ者である場合は、①からᶆまでのいずれにも該

当しないその者のݖ者、その他の法定のಜ義者およびಜ義者にΘってແ能ྗ者を

ಜする者(注２）。ただし、そのແ能ྗ者にؔするނࣄに限ります。
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ସࣗಈ車特約࣌ྟ（�3）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

被  ସ ࣗ 動 車
　被共済ࣗ動車のうͪ、උ、म理、検等のためにඋ場等の理
Լにあって使用できないࣗ動車をいいます。

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車

　被共済ࣗ動車がඋ、म理、検等のためにඋ場等の理Լに
あって使用できない間に、そのସࣗ動車として記名被共済者が臨࣌
にआ用して使用するࣗ動車をいいます。ただし、第２条（共済金をࢧ
う場合－ഛঈ）ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者
が所༗するࣗ動車(注）を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたࣗ動車および１年以上

を期間とするିआܖ約によりआりೖれたࣗ動車を含みます。

臨 ࣌  ସ ࣗ 動 車
の 所 ༗ 者

　次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　臨࣌ସࣗ動車が所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりചങされてい

る場合は、そのങओ
②　臨࣌ସࣗ動車が１年以上を期間とするିआܖ約によりିआされ

ている場合は、そのआओ
③　①および②以外の場合は、臨࣌ସࣗ動車を所༗する者

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①または②のいずれかに該当する場合にద用されます。

①　記名被共済者がݸਓであり、かつ、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छ、ೋྠࣗ動車またはݪ

動機付ࣗస車以外であること。

②　記名被共済者が法ਓであり、かつ、ݸਓ被共済者が設定されていないこと。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通

共済約款ഛঈ条項(注１）をద用します。ただし、この場合における被共済者は、次の①からᶉまでの

いずれかに該当する者に限ります。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

ᶆ　記名被共済者またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᶇ　記名被共済者のһ

ᶈ　記名被共済者の使用ਓ

ᶉ　①からᶆまでのいずれかに該当する者がແ能ྗ者である場合は、①からᶆまでのいずれにも該

当しないその者のݖ者、その他の法定のಜ義者およびಜ義者にΘってແ能ྗ者を

ಜする者(注２）。ただし、そのແ能ྗ者にؔするނࣄに限ります。

－ 150 －

ᾈ　当合は、この特約により、普通共済約款ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）ᾈ

のن定にかかΘらず、臨࣌ସࣗ動車についてੜじた１回のରਓނࣄによる同条ᾇの損害にରして、ࣗ

ഛ共済等によってࢧΘれる金額がある場合は、損害の額がࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額を

աするときに限り、そのա額にରしてのみ共済金をࢧいます。

ᾉ　ᾇのن定のద用において、当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛ

ঈ）ᾉの③のن定にかかΘらず、同条ᾇのن定をద用します。

（注１）普通共済約款ഛঈ条項についてద用される他の特約を含みます。

（注２）そのແ能ྗ者のに限ります。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵඃ害者ٹ済අ用）

　　この共済ܖ約に被害者ٹ済අ用特約がద用されている場合は、当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ

動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、同特約ʢ注１）をద用します。ただし、この場

合における被共済者は、次の①または②のいずれかに該当する者に限ります。

①　લ条ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する臨࣌ସࣗ動車の運స者

②　臨࣌ସࣗ動車の所༗者。ただし、臨࣌ସࣗ動車に運స者がいない状態でਓ身ނࣄʢ注２）または

物損ނࣄʢ注３）がੜじた場合に限ります。

（注１）被害者ٹ済අ用特約についてద用される他の特約を含みます。

（注２）被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定めるਓ身ނࣄをいいます。

（注３）被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定める物損ނࣄをいいます。

ୈ４条（車両ଛ害に͍ͭͯの特ଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款ഛঈ条項第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏　ର物ഛঈ）および

被害者ٹ済අ用特約第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏　物損ނࣄ）のن定にかかΘらず、次の

①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、臨࣌ସࣗ動車について被共済者(注１）が法律上の

損害ഛঈを負担することによって被る損害または被共済者(注１）が被害者ٹ済අ用(注２）を負担するこ

とによって被る損害にରして、第２条（共済金をࢧう場合－ഛঈ）のن定にैい、共済金をࢧ

います。ただし、この場合における損害ഛঈは、その臨࣌ସࣗ動車にੜじた損害にରする損

害ഛঈに限ります。

①　この共済ܖ約に普通共済約款車両条項がద用されていること。

②　被共済者(注１）がࣗら運స者として運సத(注３）の臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして普通共済

約款車両条項ʢ注４）および基ຊ条項をద用した場合に、当合が共済金をࢧうべき損害が、その運

సத(注３）の臨࣌ସࣗ動車にੜじていること。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、当合は、被共済者(注１）が次の①から③までのいずれかの状態で臨࣌ସࣗ

動車を運సしている場合に、その運సத(注３）の臨࣌ସࣗ動車にੜじた損害にରして被共済者(注１）が法

律上の損害ഛঈを負担することによって被る損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態
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③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）第２条ᾇただし書および第̏条（共済金をࢧう場合－被害者ٹ済අ用）にن定する被共済

者をいいます。

（注２）被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定めるʮ被害者ٹ済අ用ʯをいいます。

（注３）ற車またはఀ車தを除きます。

（注４）普通共済約款車両条項についてద用される他の特約を含みます。

第５条（共済金を支払う場合－心神喪失等による事故の被害者救済費用）

ᾇ　この共済ܖ約に৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約がద用されている場合は、当合は、臨

約の条݅にैい、同特約(注１）をద用しܖସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済࣌

ます。

ᾈ　当合は、৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏ 

物損ނࣄ）ᾇのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、第２条（共

済金をࢧう場合）ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が運సத(注２）の臨࣌ସࣗ動車

にੜじた損害にରして、同特約のن定にैい、共済金をࢧいます。

①　この共済ܖ約に普通共済約款車両条項がద用されていること。

②　第２条ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が運సத(注２）の臨࣌ସࣗ動車を被ସ

ࣗ動車とみなして普通共済約款車両条項(注３）および基ຊ条項をద用した場合に、当合が共済金をࢧ

うべき損害が、その臨࣌ସࣗ動車にੜじていること。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、当合は、第２条ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が次の

①から③までのいずれかの状態で臨࣌ସࣗ動車を運సしている場合に、その臨࣌ସࣗ動車にੜ

じた損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約についてద用される他の特約を含みます。

（注２）ற車またはఀ車தを除きます。

（注３）普通共済約款車両条項についてద用される他の特約を含みます。

ୈ̒条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ人身傷害）

　当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通

共済約款ਓ身ই害条項(注）をద用します。

（注）普通共済約款ਓ身ই害条項についてద用される他の特約を含みます。
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③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）第２条ᾇただし書および第̏条（共済金をࢧう場合－被害者ٹ済අ用）にن定する被共済

者をいいます。

（注２）被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定めるʮ被害者ٹ済අ用ʯをいいます。

（注３）ற車またはఀ車தを除きます。

（注４）普通共済約款車両条項についてద用される他の特約を含みます。

第５条（共済金を支払う場合－心神喪失等による事故の被害者救済費用）

ᾇ　この共済ܖ約に৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約がద用されている場合は、当合は、臨

約の条݅にैい、同特約(注１）をద用しܖସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済࣌

ます。

ᾈ　当合は、৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約第̑条（共済金をࢧΘない場合－その̏ 

物損ނࣄ）ᾇのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、第２条（共

済金をࢧう場合）ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が運సத(注２）の臨࣌ସࣗ動車

にੜじた損害にରして、同特約のن定にैい、共済金をࢧいます。

①　この共済ܖ約に普通共済約款車両条項がద用されていること。

②　第２条ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が運సத(注２）の臨࣌ସࣗ動車を被ସ

ࣗ動車とみなして普通共済約款車両条項(注３）および基ຊ条項をద用した場合に、当合が共済金をࢧ

うべき損害が、その臨࣌ସࣗ動車にੜじていること。

ᾉ　ᾈのن定にかかΘらず、当合は、第２条ᾇただし書の①からᶈまでのいずれかに該当する者が次の

①から③までのいずれかの状態で臨࣌ସࣗ動車を運సしている場合に、その臨࣌ସࣗ動車にੜ

じた損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気をଳ

びた状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

（注１）৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約についてద用される他の特約を含みます。

（注２）ற車またはఀ車தを除きます。

（注３）普通共済約款車両条項についてద用される他の特約を含みます。

ୈ̒条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ人身傷害）

　当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通

共済約款ਓ身ই害条項(注）をద用します。

（注）普通共済約款ਓ身ই害条項についてద用される他の特約を含みます。

－ 152 －

第̓条（共済金Λ支払͏߹ʵऀই）

　当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通

共済約款乗者ই害条項(注）をద用します。

（注）普通共済約款乗者ই害条項についてద用される他の特約を含みます。

第̔条（共済金Λ支払͏߹ʵແ共済ंই）

　この共済ܖ約にແ共済車ই害特約がద用されている場合は、当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動

車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、同特約(注）をద用します。

（注）ແ共済車ই害特約についてద用される他の特約を含みます。

第９条（共済金Λ支払͏߹ʵࣗଛই）

　この共済ܖ約にࣗ損ނࣄই害特約がద用されている場合は、当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動

車とみなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、同特約(注）をద用します。

（注）ࣗ損ނࣄই害特約についてద用される他の特約を含みます。

第10条（共済金Λ支払͏߹ʵྟ࣌費用）

　この共済ܖ約に臨࣌අ用特約がద用されている場合は、当合は、臨࣌ସࣗ動車を被ସࣗ動車と

みなして、被ସࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、同特約(注）をద用します。ただし、この場合におけ

る被共済者は、記名被共済者ならびに記名被共済者のһおよび使用ਓに限ります。

（注）臨࣌අ用特約についてద用される他の特約を含みます。

第11条（共済の͓ظ࢝Αͼऴظ）

ᾇ　臨࣌ସࣗ動車にかかΘる当合の共済は、臨࣌ସࣗ動車が記名被共済者のの理Լに

ೖった࣌に࢝まり、その理Լをれた࣌または被ସࣗ動車がඋ場等の理Լをれ、記名被共

済者のの理Լにった࣌のいずれかૣい࣌にऴΘります。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらず、共済期間の࢝期において既に記名被共済者の理Լにೖっている臨࣌ସࣗ

動車については、その࢝期をもって当合の共済は࢝まり、また、記名被共済者が臨࣌ସࣗ動車

を理தであっても、共済期間のऴ期をもって当合の共済はऴΘります。

第1�条（͜のಛΛద用͠ͳ͍߹）

　当合は、શ車両一ׅ特約第̐条（共済ܖ約の締݁࿙れがあった場合）または同特約第̑条（通に

または࿙があった場合）のن定により同特約第２条（த途取ಘࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）のن定

がద用されない場合は、この特約のن定をద用しません。

第1�条（ྟ࣌ସࣗಈंのܾఆํ๏）

　２以上の被ସࣗ動車のସࣗ動車としての臨࣌ସࣗ動車は、次の①および②のॱによって定め

るものとします。ただし、臨࣌ସࣗ動車がリースܖ約に基ͮきି༩されたࣗ動車であり、リースܖ約

書等の؍٬的ࢿྉにより被ସࣗ動車が特定できる場合は、その؍٬的ࢿྉによって定めるものとしま

す。

①　被ସࣗ動車と同一の用途車छ(注）のସࣗ動車

②　被ସࣗ動車がඋ場等の理Լにೖったॱにैって、記名被共済者の理Լにೖったॱ

（注）普通共済約款別表̏に掲げる被ସࣗ動車とೖସができる用途車छを含みます。
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第1�条（ଞのಛのෆద用）

ᾇ　当合は、第̒条（共済金をࢧう場合－ਓ身ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害または

ই害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ਓ身ই害車外ނࣄ特約および付ଳされた他

の特約のن定をద用しません。

ᾈ　当合は、第̔条（共済金をࢧう場合－ແ共済車ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害に

ରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ແ共済車ই害特約のن定をద用しません。

第1�条（ॏେࣄ༝ʹΑΔղআのಛଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のن定にかかΘらず、臨࣌

ସࣗ動車を所༗する者が同条ᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରす

る書໘による通をもって、この共済ܖ約のその臨࣌ସࣗ動車を所༗する者にる部をղ除するこ

とができます。

ᾈ　ᾇのن定によるղ除が第̐条（車両損害についての特ଇ）ᾇおよび第̑条（共済金をࢧう場合－৺

神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用）ᾈのن定に基ͮき共済金をࢧうべき損害のൃੜした後になさ

れた場合であっても、普通共済約款基ຊ条項第14条（共済ܖ約ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、ᾇ

のࣄ༝がੜじた࣌からղ除がなされた࣌までにൃੜしたނࣄによるその損害にରしては、当合は、共

済金をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐを

。することができますٻ

ᾉ　ᾈのن定は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のΞからΦまでのいずれ

にも該当しない被共済者にੜじた損害についてはద用しません。

バΠΫ特約（ਓ傷害λΠϓ）ݪ（��）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

आ 用 ݪ 動 機 付 ࣗ స 車

　第̒条（被共済者のൣғ）にن定する被共済者のいずれかに該当する
者が所༗するݪ動機付ࣗస車(注）以外のものをいいます。ただし、同条に
動機付ࣗసݪ使用する࣌定する被共済者のいずれかに該当する者が常ن
車を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたݪ動機付ࣗస車および

１年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたݪ動機付ࣗస車を
含みます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छであり、記名被共済者がݸਓである場合、かつ、

共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。
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第1�条（ଞのಛのෆద用）

ᾇ　当合は、第̒条（共済金をࢧう場合－ਓ身ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害または

ই害にରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ਓ身ই害車外ނࣄ特約および付ଳされた他

の特約のن定をద用しません。

ᾈ　当合は、第̔条（共済金をࢧう場合－ແ共済車ই害）のن定によって共済金をࢧうべき損害に

ରしては、この特約による共済金を༏ઌしてࢧい、ແ共済車ই害特約のن定をద用しません。

第1�条（ॏେࣄ༝ʹΑΔղআのಛଇ）

ᾇ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のن定にかかΘらず、臨࣌

ସࣗ動車を所༗する者が同条ᾇの③のΞからΦまでのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରす

る書໘による通をもって、この共済ܖ約のその臨࣌ସࣗ動車を所༗する者にる部をղ除するこ

とができます。

ᾈ　ᾇのن定によるղ除が第̐条（車両損害についての特ଇ）ᾇおよび第̑条（共済金をࢧう場合－৺

神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用）ᾈのن定に基ͮき共済金をࢧうべき損害のൃੜした後になさ

れた場合であっても、普通共済約款基ຊ条項第14条（共済ܖ約ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、ᾇ

のࣄ༝がੜじた࣌からղ除がなされた࣌までにൃੜしたނࣄによるその損害にରしては、当合は、共

済金をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、当合は、そのฦؐを

。することができますٻ

ᾉ　ᾈのن定は、普通共済約款基ຊ条項第13条（重大ࣄ༝によるղ除）ᾇの③のΞからΦまでのいずれ

にも該当しない被共済者にੜじた損害についてはద用しません。

バΠΫ特約（ਓ傷害λΠϓ）ݪ（��）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

आ 用 ݪ 動 機 付 ࣗ స 車

　第̒条（被共済者のൣғ）にن定する被共済者のいずれかに該当する
者が所༗するݪ動機付ࣗస車(注）以外のものをいいます。ただし、同条に
動機付ࣗసݪ使用する࣌定する被共済者のいずれかに該当する者が常ن
車を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたݪ動機付ࣗస車および

１年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたݪ動機付ࣗస車を
含みます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छであり、記名被共済者がݸਓである場合、かつ、

共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。

－ 154 －

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、被共済者が所༗、使用または理するݪ動機付ࣗస車を被共済ࣗ動車とみなして、被共済

ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通共済約款ഛঈ条項(注）をద用します。この場合において、ର

物ഛঈ共済ܖ約における共済証書記載の໔金額が̑ສԁをえるときは、その໔金額を̑ສԁとみ

なします。

ᾈ　ᾇのݪ動機付ࣗస車がआ用ݪ動機付ࣗస車である場合は、当合は、この特約により、普通共済約款

ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）ᾈのن定にかかΘらず、आ用ݪ動機付ࣗస車に

ついてੜじた１回のରਓނࣄによる同条ᾇの損害について、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額があ

る場合は、損害の額がࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額をաするときに限り、そのա額にରし

てのみ共済金をࢧいます。

ᾉ　ᾇのݪ動機付ࣗస車がआ用ݪ動機付ࣗస車である場合において、当合は、普通共済約款ഛঈ条

項第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾉの③のن定にかかΘらず、同条ᾇのن定をద用します。

（注）普通共済約款ഛঈ条項についてద用される他の特約を含みます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ人身傷害）

　当合は、被共済者が正نの乗車装置に乗த(注１）のݪ動機付ࣗస車を被共済ࣗ動車とみなして、被

共済ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通共済約款ਓ身ই害条項(注２）基ຊ条項および付ଳされた他の特

約をద用します。

（注１）ۃめて異常かつ危険なํ法で乗している場合を除きます。

（注２）普通共済約款ਓ身ই害条項についてద用される他の特約を含みます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　賠償責任ɾ人身傷害共通）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項、ਓ身ই害条項および基ຊ条項の

ٕڝ動機付ࣗస車に乗தまたはݪ注１）のために)ٕۂもしくはٕڝ定による場合の΄か、被共済者がن

もしくはٕۂ(注１）を行うことを目的とする場所においてݪ動機付ࣗస車に乗த(注２）にੜじた損害また

はই害にରしては、共済金をࢧいません。

（注１）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注２）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิ म、ਗ਼等のためにݪ動機付ࣗస車に乗している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　賠償責任）

　当合は、第２条（共済金をࢧう場合－ഛঈ）のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項

および基ຊ条項のن定による場合の΄か、次の①からᶆまでのいずれかに該当するނࣄによりੜじた損

害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者が所༗、使用または理するݪ動機付ࣗస車を被共済者のۀ(注１）のために、被共済者の

使用ਓが運సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用ਓが次条にن定する被共済者のいずれかに

該当する場合を除きます。

②　被共済者の使用者の所༗するݪ動機付ࣗస車(注２）をその使用者のۀ(注１）のために、被共済者が運

సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用者が次条にن定する被共済者のいずれかに該当する場

合を除きます。

③　次条にن定する被共済者のいずれかに該当する者がݪ動機付ࣗస車のम理、保څ、༉、ચ車、ച
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買、ૹ、貸、ӡస行等ݪ動ػ付自స車をऔりѻ͏ۀのために、所有、用または管理するݪ

動ػ付自స車について生じた事ނ

ᶆ　被共済者が、ݪ動ػ付自స車の用について、ਖ਼当な権རを有する者のঝをಘないでそのݪ動ػ

付自స車をӡసしている間に生じた事ނ。ただし、被共済者がਖ਼当な権རを有する者以外の者のঝ

をಘており、かつ、被共済者がその者をਖ਼当な権རを有する者であると৴じたことに合理తな理༝が

ある場合をআきます。

（注１）家事をআきます。

（注２）所有権留保条項付売買契約によりߪ入したݪ動ػ付自స車および１年以上を期間とする貸借

契約により借り入れたݪ動ػ付自స車を含みます。

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛ約における被共済者は、普通共済約款ഛ償条項ୈ̒条（被共済者のൣғ－ରਓ・ର物ഛ償

共通）およびਓ傷害条項ୈ４条（被共済者のൣғ）のن定にかかわらず、次の①からᶆまでのいずれ

かに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者の配偶者

③　記名被共済者またはその配偶者の同居の

ᶆ　記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のࢠ

ᾈ　ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ഛ償）の適用において、ᾇのいずれかに該当する者がແྗ

者である場合は、ᾇのいずれにも該当しないその者の権者、そのଞの法定のಜ義者およびಜ義

者にわってແྗ者をಜする者(注）を被共済者に含めます。ただし、そのແྗ者に関

する事ނに限ります。

ᾉ　このಛ約において、被害者ٹ済අ用ಛ約を適用する場合は、同ಛ約ୈ̒条（被共済者のൣғ）のن定

にかかわらず、ᾇにن定する者の͏ち、次の①または②のいずれかに該当する者を被共済者とします。

付自స車のӡస者ػ動ݪ　①

が生じた場合に限ނ付自స車にӡస者がいない状態で事ػ動ݪ、付自స車の所有者。ただしػ動ݪ　②

ります。

（注）そのແྗ者のに限ります。

ୈ̓条（ඃ共済ࣗಈ車のৡ·ͨฦؐの߹）

　当合は、このಛ約の適用においては、普通共済約款جຊ条項ୈ̓条（被共済自動車のৡまたはฦ

ؐ）ᾈのن定を適用しまͤん。

ୈ̔条（ଞの特約のෆద用）

　当合は、このಛ約においては、ӡస者年ྸ条݅ಛ約、ӡస者ຊਓ限定ಛ約、ӡస者ຊਓ・配偶者限

定ಛ約およびଞ車ӡసಛ約のن定を適用しまͤん。

ୈ̕条（普通共済約款基本条項のಡΈସ͑）

　このಛ約の適用においては、普通共済約款جຊ条項のن定を下表のとおりಡみସえるものとします。
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買、ૹ、貸、ӡస行等ݪ動ػ付自స車をऔりѻ͏ۀのために、所有、用または管理するݪ

動ػ付自స車について生じた事ނ

ᶆ　被共済者が、ݪ動ػ付自స車の用について、ਖ਼当な権རを有する者のঝをಘないでそのݪ動ػ

付自స車をӡసしている間に生じた事ނ。ただし、被共済者がਖ਼当な権རを有する者以外の者のঝ

をಘており、かつ、被共済者がその者をਖ਼当な権རを有する者であると৴じたことに合理తな理༝が

ある場合をআきます。

（注１）家事をআきます。

（注２）所有権留保条項付売買契約によりߪ入したݪ動ػ付自స車および１年以上を期間とする貸借

契約により借り入れたݪ動ػ付自స車を含みます。

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛ約における被共済者は、普通共済約款ഛ償条項ୈ̒条（被共済者のൣғ－ରਓ・ର物ഛ償

共通）およびਓ傷害条項ୈ４条（被共済者のൣғ）のن定にかかわらず、次の①からᶆまでのいずれ

かに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者の配偶者

③　記名被共済者またはその配偶者の同居の

ᶆ　記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のࢠ

ᾈ　ୈ̎条（共済金をࢧ͏場合－ഛ償）の適用において、ᾇのいずれかに該当する者がແྗ

者である場合は、ᾇのいずれにも該当しないその者の権者、そのଞの法定のಜ義者およびಜ義

者にわってແྗ者をಜする者(注）を被共済者に含めます。ただし、そのແྗ者に関

する事ނに限ります。

ᾉ　このಛ約において、被害者ٹ済අ用ಛ約を適用する場合は、同ಛ約ୈ̒条（被共済者のൣғ）のن定

にかかわらず、ᾇにن定する者の͏ち、次の①または②のいずれかに該当する者を被共済者とします。

付自స車のӡస者ػ動ݪ　①

が生じた場合に限ނ付自స車にӡస者がいない状態で事ػ動ݪ、付自స車の所有者。ただしػ動ݪ　②

ります。

（注）そのແྗ者のに限ります。

ୈ̓条（ඃ共済ࣗಈ車のৡ·ͨฦؐの߹）

　当合は、このಛ約の適用においては、普通共済約款جຊ条項ୈ̓条（被共済自動車のৡまたはฦ

ؐ）ᾈのن定を適用しまͤん。

ୈ̔条（ଞの特約のෆద用）

　当合は、このಛ約においては、ӡస者年ྸ条݅ಛ約、ӡస者ຊਓ限定ಛ約、ӡస者ຊਓ・配偶者限

定ಛ約およびଞ車ӡసಛ約のن定を適用しまͤん。

ୈ̕条（普通共済約款基本条項のಡΈସ͑）

　このಛ約の適用においては、普通共済約款جຊ条項のن定を下表のとおりಡみସえるものとします。

－ 156 －

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝による
ղ除）ʢ注２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

付バイΫ特約（ਓ身ই害タイݪ　
プ）

バΠΫ特約（ࣗଛ傷害λΠϓ）ݪ（��）

■　用語の定義　

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

आ 用 ݪ 動 機 付 ࣗ స 車

　第̒条（被共済者のൣғ）にن定する被共済者のいずれかに該当する
者が所༗するݪ動機付ࣗస車(注）以外のものをいいます。ただし、同条に
動機付ࣗసݪ使用する࣌定する被共済者のいずれかに該当する者が常ن
車を除きます。
（注）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたݪ動機付ࣗస車および

１年以上を期間とするିआܖ約によりआりೖれたݪ動機付ࣗస車を
含みます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車の用途車छがࣗՈ用̔車छであり、記名被共済者がݸਓである場合、かつ、

共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵ賠償責任）

ᾇ　当合は、被共済者が所༗、使用または理するݪ動機付ࣗస車を被共済ࣗ動車とみなして、被共済

ࣗ動車の共済ܖ約の条݅にैい、普通共済約款ഛঈ条項(注）をద用します。この場合において、ର

物ഛঈ共済ܖ約における共済証書記載の໔金額が̑ສԁをえるときは、その໔金額を̑ສԁとみ

なします。

ᾈ　ᾇのݪ動機付ࣗస車がआ用ݪ動機付ࣗస車である場合は、当合は、この特約により、普通共済約款

ഛঈ条項第１条（共済金をࢧう場合－ରਓഛঈ）ᾈのن定にかかΘらず、आ用ݪ動機付ࣗస車に

ついてੜじた１回のରਓނࣄによる同条ᾇの損害にରして、ࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額があ

る場合は、損害の額がࣗഛ共済等によってࢧΘれる金額をաするときに限り、そのա額にରし

てのみ共済金をࢧいます。

ᾉ　ᾇのݪ動機付ࣗస車がआ用ݪ動機付ࣗస車である場合において、当合は、普通共済約款ഛঈ条

項第̕条（当合によるղܾ－ରਓഛঈ）ᾉの③のن定にかかΘらず、同条ᾇのن定をద用します。

（注）普通共済約款ഛঈ条項についてద用される他の特約を含みます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧ͏߹ʵࣗଛ傷害）

　当合は、被共済者が正نの乗車装置に乗த(注１）のݪ動機付ࣗస車を被共済ࣗ動車とみなして、ࣗ

損ނࣄই害特約第１条（この特約のద用条݅）のن定にかかΘらず、同特約(注２）をద用します。
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（注１）ۃめて異常かつ危険なํ法で乗している場合を除きます。

（注２）ࣗ損ނࣄই害特約についてద用される他の特約を含みます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　賠償責任ɾࣗଛ傷害共通）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項および基ຊ条項ならびにࣗ損ނࣄ

ই害特約のن定による場合の΄か、被共済者がٕڝもしくはٕۂ(注１）のためにݪ動機付ࣗస車に乗த

またはٕڝもしくはٕۂ(注１）を行うことを目的とする場所においてݪ動機付ࣗస車に乗தʢ注２）にੜ

じた損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

（注１）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注２）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิ म、ਗ਼等のためにݪ動機付ࣗస車に乗している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　賠償責任）

　当合は、第２条（共済金をࢧう場合－ഛঈ）のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項

および基ຊ条項のن定による場合の΄か、次の①からᶆまでのいずれかに該当するނࣄによりੜじた損

害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者が所༗、使用または理するݪ動機付ࣗస車を被共済者のۀ(注１）のために、被共済者の

使用ਓが運సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用ਓが次条にن定する被共済者のいずれかに

該当する場合を除きます。

②　被共済者の使用者の所༗するݪ動機付ࣗస車(注２）をその使用者のۀ(注１）のために、被共済者が運

సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用者が次条にن定する被共済者のいずれかに該当する場

合を除きます。

③　次条にن定する被共済者のいずれかに該当する者がݪ動機付ࣗస車のम理、保څ、༉、ચ車、ച

ങ、陸送、ି、運స行等ݪ動機付ࣗస車を取り扱うۀのために、所༗、使用または理するݪ

動機付ࣗస車についてੜじたނࣄ

ᶆ　被共済者が、ݪ動機付ࣗస車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでそのݪ動機

付ࣗస車を運సしている間にੜじたނࣄ。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝ

をಘており、かつ、被共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝が

ある場合を除きます。

（注１）Ոࣄを除きます。

（注２）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたݪ動機付ࣗస車および１年以上を期間とするିआ

。動機付ࣗస車を含みますݪ約によりआりೖれたܖ

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この特約における被共済者は、普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ

共通）およびࣗ損ނࣄই害特約第̑条（被共済者のൣғ）のن定にかかΘらず、次の①からᶆまでのい

ずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの
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（注１）ۃめて異常かつ危険なํ法で乗している場合を除きます。

（注２）ࣗ損ނࣄই害特約についてద用される他の特約を含みます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１　賠償責任ɾࣗଛ傷害共通）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項および基ຊ条項ならびにࣗ損ނࣄ

ই害特約のن定による場合の΄か、被共済者がٕڝもしくはٕۂ(注１）のためにݪ動機付ࣗస車に乗த

またはٕڝもしくはٕۂ(注１）を行うことを目的とする場所においてݪ動機付ࣗస車に乗தʢ注２）にੜ

じた損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

（注１）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注２）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิ म、ਗ਼等のためにݪ動機付ࣗస車に乗している場合を除きます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２　賠償責任）

　当合は、第２条（共済金をࢧう場合－ഛঈ）のద用においては、普通共済約款ഛঈ条項

および基ຊ条項のن定による場合の΄か、次の①からᶆまでのいずれかに該当するނࣄによりੜじた損

害にରしては、共済金をࢧいません。

①　被共済者が所༗、使用または理するݪ動機付ࣗస車を被共済者のۀ(注１）のために、被共済者の

使用ਓが運సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用ਓが次条にن定する被共済者のいずれかに

該当する場合を除きます。

②　被共済者の使用者の所༗するݪ動機付ࣗస車(注２）をその使用者のۀ(注１）のために、被共済者が運

సしている間にੜじたނࣄ。ただし、その使用者が次条にن定する被共済者のいずれかに該当する場

合を除きます。

③　次条にن定する被共済者のいずれかに該当する者がݪ動機付ࣗస車のम理、保څ、༉、ચ車、ച

ങ、陸送、ି、運స行等ݪ動機付ࣗస車を取り扱うۀのために、所༗、使用または理するݪ

動機付ࣗస車についてੜじたނࣄ

ᶆ　被共済者が、ݪ動機付ࣗస車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでそのݪ動機

付ࣗస車を運సしている間にੜじたނࣄ。ただし、被共済者が正当なݖརを༗する者以外の者のঝ

をಘており、かつ、被共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴じたことに合理的な理༝が

ある場合を除きます。

（注１）Ոࣄを除きます。

（注２）所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりߪೖしたݪ動機付ࣗస車および１年以上を期間とするିआ

。動機付ࣗస車を含みますݪ約によりआりೖれたܖ

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　この特約における被共済者は、普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ

共通）およびࣗ損ނࣄই害特約第̑条（被共済者のൣғ）のن定にかかΘらず、次の①からᶆまでのい

ずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者のۮ者

③　記名被共済者またはそのۮ者の同ډの

－ 15� －

ᶆ　記名被共済者またはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

ᾈ　第２条（共済金をࢧう場合－ഛঈ）のద用において、ᾇのいずれかに該当する者がແ能ྗ

者である場合は、ᾇのいずれにも該当しないその者のݖ者、その他の法定のಜ義者およびಜ義

者にΘってແ能ྗ者をಜする者（注）を被共済者に含めます。ただし、そのແ能ྗ者にؔ

するނࣄに限ります。

ᾉ　この特約において、被害者ٹ済අ用特約をద用する場合は、同特約第̒条（被共済者のൣғ）のن定

にかかΘらず、ᾇにن定する者のうͪ、次の①または②のいずれかに該当する者を被共済者とします。

動機付ࣗస車の運స者ݪ　①

がੜじた場合に限ނࣄ動機付ࣗస車に運స者がいない状態でݪ、動機付ࣗస車の所༗者。ただしݪ　②

ります。

（注）そのແ能ྗ者のに限ります。

ୈ̓条（ඃ共済ࣗಈ車のৡ·ͨฦؐの߹）

　当合は、この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦ

ؐ）ᾈのن定をద用しません。

ୈ̔条（ଞの特約のෆద用）

　当合は、この特約においては、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約、運స者ຊਓɾۮ者限

定特約および他車運స特約のن定をద用しません。

ୈ̕条（普通共済約款基本条項のಡΈସ͑）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝による
ղ除）（注̎）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

付バイΫ特約（ࣗ損ই害タイݪ　
プ）

（3�）車྆ੵࡌಈ࢈特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 Ձ 額
　損害がੜじた地および࣌における損害をੜじた車両ੵ載動࢈のՁ額を
いいます。

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ߤ ۭ 機
　ඈ行機、ϔリコプター、άライμー、ඈ行ધ、ܰྔ動ྗ機、ジϟイ
ロプレーンをいいます。

ࠎ と う
ඒज़その他これらに類ݹ、道具ݹগՁまたはඒज़的Ձのあるر　
するものをいいます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

車 ࣨ 外 ੵ 載 装 置
　被共済ࣗ動車のࠜ、トランΫ上等の車ࣨ外に設置された、ՙ物をݻ
定または収ೲするための装置をいいます。

証 書
　ެ正証書、身証໌書等の一定の࣮ࣄまたはݖར義ؔを証໌する
จ書をいいます。なお、ཱྀ݊および運స໔ڐ証を含みます。

શ 損
　損害額または第̕条（म理අ）のम理අが、損害をੜじた車両ੵ載動
。の共済Ձ額以上となる場合をいいます࢈

装 උ
　උとしてඋえつけられている状態または法令にैいࣗ動車にඋえつ
けられている状態をいいます。

損 害 額 　当合が共済金をࢧうべき損害の額をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

 ܰ ྔ 動 ྗ 機
　モーターϋンάάライμー、ϚイΫロライト機、ウルトラライト機等
をいい、ύラプレーン等のύラγϡートܕܰྔ動ྗ機を除きます。

定 ண
　Ϙルト、φット、Ͷじ等でݻ定されており、具等を使用しなけれ
༰қに取りはずせない状態をいいます。

付 ଐ 機 ց 装 置
　医療Ӹ車、検査ଌ定車、電ݯ車、์送தܧ車等ࣗ動車検査証記載の
用途が特छ用途であるࣗ動車に定ண、ݻ定または装උされているਫ਼ີ機
ց装置をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、次の①または②のいずれかに該当するࣄ༝によって被共済ࣗ動車に損害がੜじた場合は、

そのࣄ༝のの݁果として車両ੵ載動࢈にੜじた損害にରして、この特約にैい、被共済者に共済金

をࢧいます。ただし、車両ੵ載動࢈が౪されたことによる損害については、①のࣄ༝のの݁果

としてੜじた損害である場合に限ります。

①　被共済ࣗ動車の౪(注）

②　①以外の、িಥ、৮、མ、స෴、物のඈ来、物のམԼ、火ࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、高ைその他

因が໌らかでݪであって、かつ、そのނࣄが֬認できないࡏただし、被共済ࣗ動車の所。ނࣄવなۮ

ないނࣄを除きます。

ᾈ　当合は、ᾇの΄か、火ࡂまたはരൃによって車両ੵ載動࢈にੜじた損害にରして、この特約にैい、

被共済者に共済金をࢧいます。

（注）被共済ࣗ動車の部または付ଐのみの౪を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶎまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

車 ࣨ 外 ੵ 載 装 置
　被共済ࣗ動車のࠜ、トランΫ上等の車ࣨ外に設置された、ՙ物をݻ
定または収ೲするための装置をいいます。

証 書
　ެ正証書、身証໌書等の一定の࣮ࣄまたはݖར義ؔを証໌する
จ書をいいます。なお、ཱྀ݊および運స໔ڐ証を含みます。

શ 損
　損害額または第̕条（म理අ）のम理අが、損害をੜじた車両ੵ載動
。の共済Ձ額以上となる場合をいいます࢈

装 උ
　උとしてඋえつけられている状態または法令にैいࣗ動車にඋえつ
けられている状態をいいます。

損 害 額 　当合が共済金をࢧうべき損害の額をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
　第２条（共済金をࢧう場合）とࢧのൃੜཁ݅を同じくする他
の共済ܖ約または保険ܖ約をいいます。

 ܰ ྔ 動 ྗ 機
　モーターϋンάάライμー、ϚイΫロライト機、ウルトラライト機等
をいい、ύラプレーン等のύラγϡートܕܰྔ動ྗ機を除きます。

定 ண
　Ϙルト、φット、Ͷじ等でݻ定されており、具等を使用しなけれ
༰қに取りはずせない状態をいいます。

付 ଐ 機 ց 装 置
　医療Ӹ車、検査ଌ定車、電ݯ車、์送தܧ車等ࣗ動車検査証記載の
用途が特छ用途であるࣗ動車に定ண、ݻ定または装උされているਫ਼ີ機
ց装置をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、次の①または②のいずれかに該当するࣄ༝によって被共済ࣗ動車に損害がੜじた場合は、

そのࣄ༝のの݁果として車両ੵ載動࢈にੜじた損害にରして、この特約にैい、被共済者に共済金

をࢧいます。ただし、車両ੵ載動࢈が౪されたことによる損害については、①のࣄ༝のの݁果

としてੜじた損害である場合に限ります。

①　被共済ࣗ動車の౪(注）

②　①以外の、িಥ、৮、མ、స෴、物のඈ来、物のམԼ、火ࡂ、രൃ、෩、ߑਫ、高ைその他

因が໌らかでݪであって、かつ、そのނࣄが֬認できないࡏただし、被共済ࣗ動車の所。ނࣄવなۮ

ないނࣄを除きます。

ᾈ　当合は、ᾇの΄か、火ࡂまたはരൃによって車両ੵ載動࢈にੜじた損害にରして、この特約にैい、

被共済者に共済金をࢧいます。

（注）被共済ࣗ動車の部または付ଐのみの౪を除きます。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶎまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

－ 160 －

①　次のΞからΦまでのいずれかに該当する者のނҙまたは重大なաࣦ

Ξɽ共済ܖ約者、被共済者または共済金をडけ取るべき者(注１）

イɽ被共済ࣗ動車の所༗者(注１）

ウɽΞおよびイにن定する者の法定理ਓ

ΤɽΞおよびイにن定する者のۀにैࣄதの使用ਓ

ΦɽΞおよびイにن定する者の、ۮ者またはࢠ。ただし、被共済者または共済金をडけ取るべ

き者に共済金を取ಘさせる目的であった場合に限ります。

②　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

③　地もしくは火またはこれらによる

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注２）もしくは֩燃ྉ物࣭(注２）によってԚછされた物(注３）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　②からᶇまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ

ᶉ　ࠩԡえ、収用、収、ഁյなͲ国またはެ共ஂ体のެྗݖの行使。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲ置として行Θれた場合を除きます。

ᶊ　ฆࣦ

ᶋ　ٗまたはԣྖ

ᶌ　法令で定めるੵ載物の重ྔ、大きさまたはੵ載ํ法にؔする੍限のҧ

ᶍ　車両ੵ載動࢈のੵ載ํ法が車両ੵ載動࢈を安શにੵ載するのにదしていなかったこと。ただし、共

済ܖ約者、被共済者(注１）またはこれらの者の法定理ਓもしくはۀにैࣄதの使用ਓのいずれかの

者がその࣮ࣄをっていた場合、または、重大なաࣦによってその࣮ࣄをらなかった場合に限りま

す。

ᶎ　被共済ࣗ動車をٕڝもしくはٕۂ(注４）のために使用すること、または被共済ࣗ動車をٕڝもしくは

。を行うことを目的とする場所において使用(注̑）することٕۂ

ᾈ　当合は、この特約による共済金のࢧは、共済期間において１回を限度とし、２回目以߱について

は、共済金をࢧいません。

（注１）これらの者が法ਓである場合は、そのһを含みます。

（注２）使用済燃ྉを含みます。

（注３）֩ࢠݪ྾ੜ成物を含みます。

（注４）ٕڝまたはٕۂのための࿅शを含みます。

（注５）ٸٹ、ফ、ނࣄॲ理、ิम、ਗ਼等のために使用している場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶇまでのいずれかに該当する損害にରしては、共済金をࢧいません。

①　車両ੵ載動࢈のࣗવのফ、ྼԽまたはੑ࣭によるม৭、ม࣭、さび、かび、ഊ、৯、ਁ৯、

ͻびׂれ、ണがれ、ഽམͪ、ൃ߬もしくはࣗવൃ、ࣗવൃ火、ࣗવരൃその他これらに類ࣅのࣄ༝



252

ಛ

約



߲

－ 1�1 －

またはͶͣみ৯い、৯い等による損害

の故障損害࢈動ࡌੵ྆ं　②

に支障をきたさないすり傷、ૡػの࢈動ࡌੵ྆ं　③
ㆉきき㆚

傷、མॻ、ృྉのはがれ等の外؍上の損傷また

はԚ損

のԻ৭またはԻ࣭のมԽثָ　④

⑤　෩、Ӎ、ઇ、ᯔ
ㆲょう

、みぞれ、あられ、༥ઇਫ、࠭ਖその他これらにྨするもののਧきࠐみ、ਁみࠐみ

または࿙ೖによりੜじた損害

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

　当合は、第３条（共済金を支払Θない場合－その１）①のΞからΦまでのいͣれかに該当する者が

次の①から③までのいͣれかの状ଶでඃ共済ࣗ動ंを運సしている場合に、そのຊਓのॴ༗するं྆ੵ

。についてੜじた損害に対しては、共済金を支払いまͤΜ࢈動ࡌ

①　๏ྩに定められた運స֨ࢿを࣋たない状ଶ

②　ಓ࿏ަ௨๏（ত35๏第1�5߸）第�5条（ञؾଳͼ運స等のࢭې）第１項に定めるञؾをଳ

ͼた状ଶまたはこれに相当する状ଶ

③　ຑༀ、大ຑ、あΜ、֮ͤいࡎ、γϯφー、ʮҩༀ、ҩྍثػ等の࣭、༗ޮੑٴͼ҆全ੑの֬

อ等に関する๏ʯ（ত35๏第145߸）第２条（定ٛ）第15項に定める指定ༀ等のӨڹによ

り正ৗな運సができないおそれがある状ଶ

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るඃ共済者は、ं྆ੵࡌ動࢈をॴ༗する者とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらͣ、次の①または②のいͣれかに該当する者はඃ共済者にؚみまͤΜ。

①　ඃ共済ࣗ動ंの用について正当なݖརを༗する者のঝをಘないでඃ共済ࣗ動ंに搭乗中の

者(注）

者ۀとしてඃ共済ࣗ動ंをडୗしているࣗ動ंऔѻۀ　②

（注）一࣌తにඃ共済ࣗ動ंから離れている者をؚみます。

ୈ̓条（車両ੵࡌಈ࢈のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るं྆ੵࡌ動࢈は、ඃ共済ࣗ動ंのंࣨ、̔ ࣨ、̔ もしくはトϥϯΫにऩ༰、

またはंࣨ外ੵࡌஔにݻ定もしくはऩೲされた動࢈(注１）とします。

ᾈ　ᾇのं྆ੵࡌ動࢈には次の①からᶏまでのいͣれかに該当するをؚみまͤΜ。

①　ࣗ動ं(注２）およͼࣗ動ंに定ண、ݻ定またはඋされているであって、௨ৗ、ࣗ動ंのଐと

みなされる

②　ଐػցஔ

③　ඃ共済ࣗ動ंのݪ動ػ用೩ྉλϯΫの೩ྉ

④　ધഫ(注３）、ػۭߤ、ઇ上ΦートόΠ、ΰーΧートおよͼこれらのଐ(注４）

⑤　動、২等のੜ

ຊ、ઃ計ॻ、図Ҋ、ূॻ、ாその他これらにྨするߘ　⑥



253

ಛ

約



߲

－ 1�1 －

またはͶͣみ৯い、৯い等による損害

の故障損害࢈動ࡌੵ྆ं　②

に支障をきたさないすり傷、ૡػの࢈動ࡌੵ྆ं　③
ㆉきき㆚

傷、མॻ、ృྉのはがれ等の外؍上の損傷また

はԚ損

のԻ৭またはԻ࣭のมԽثָ　④

⑤　෩、Ӎ、ઇ、ᯔ
ㆲょう

、みぞれ、あられ、༥ઇਫ、࠭ਖその他これらにྨするもののਧきࠐみ、ਁみࠐみ

または࿙ೖによりੜじた損害

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

　当合は、第３条（共済金を支払Θない場合－その１）①のΞからΦまでのいͣれかに該当する者が

次の①から③までのいͣれかの状ଶでඃ共済ࣗ動ंを運సしている場合に、そのຊਓのॴ༗するं྆ੵ

。についてੜじた損害に対しては、共済金を支払いまͤΜ࢈動ࡌ

①　๏ྩに定められた運స֨ࢿを࣋たない状ଶ

②　ಓ࿏ަ௨๏（ত35๏第1�5߸）第�5条（ञؾଳͼ運స等のࢭې）第１項に定めるञؾをଳ

ͼた状ଶまたはこれに相当する状ଶ

③　ຑༀ、大ຑ、あΜ、֮ͤいࡎ、γϯφー、ʮҩༀ、ҩྍثػ等の࣭、༗ޮੑٴͼ҆全ੑの֬

อ等に関する๏ʯ（ত35๏第145߸）第２条（定ٛ）第15項に定める指定ༀ等のӨڹによ

り正ৗな運సができないおそれがある状ଶ

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るඃ共済者は、ं྆ੵࡌ動࢈をॴ༗する者とします。

ᾈ　ᾇのن定にかかΘらͣ、次の①または②のいͣれかに該当する者はඃ共済者にؚみまͤΜ。

①　ඃ共済ࣗ動ंの用について正当なݖརを༗する者のঝをಘないでඃ共済ࣗ動ंに搭乗中の

者(注）

者ۀとしてඃ共済ࣗ動ंをडୗしているࣗ動ंऔѻۀ　②

（注）一࣌తにඃ共済ࣗ動ंから離れている者をؚみます。

ୈ̓条（車両ੵࡌಈ࢈のൣғ）

ᾇ　このಛにお͚るं྆ੵࡌ動࢈は、ඃ共済ࣗ動ंのंࣨ、̔ ࣨ、̔ もしくはトϥϯΫにऩ༰、

またはंࣨ外ੵࡌஔにݻ定もしくはऩೲされた動࢈(注１）とします。

ᾈ　ᾇのं྆ੵࡌ動࢈には次の①からᶏまでのいͣれかに該当するをؚみまͤΜ。

①　ࣗ動ं(注２）およͼࣗ動ंに定ண、ݻ定またはඋされているであって、௨ৗ、ࣗ動ंのଐと

みなされる

②　ଐػցஔ

③　ඃ共済ࣗ動ंのݪ動ػ用೩ྉλϯΫの೩ྉ

④　ધഫ(注３）、ػۭߤ、ઇ上ΦートόΠ、ΰーΧートおよͼこれらのଐ(注４）

⑤　動、২等のੜ

ຊ、ઃ計ॻ、図Ҋ、ূॻ、ாその他これらにྨするߘ　⑥

－ 1�� －

ᶉ　௨՟、খ手、ҹࢴ、手、݊、༬ஷ金ূॻ(注̑）、手ܗその他の有Ձূ݊その他これらにྨす

る物

ᶊ　ΫϨδοτΧʔυ、ϩʔϯΧʔυ、ϓϦϖΠυΧʔυその他これらにྨする物

ᶋ　و金ଐ、ๅੴ、ॻը、ࠎとう、ூࠁ、ඒज़その他これらにྨする物

ᶌ　σʔλ、ιϑτΣΞまたはϓϩάϥϜのແ体物

ᶍ　ίϯςφʔ自体

ᶎ　法ྩの規定、ެংྑଏにҧする動࢈

ᶏ　その他Լཝ記ࡌの物

ΞɽҠ動ిのܞଳࣜ௨৴ثػ、ϊʔτܕύιίϯ、λϒϨοτのܞଳࣜి子事ثػ

およびこれらのଐ

Πɽٛࢶٛ、ࣃ、ίϯλΫτϨϯζ、ڸ؟、ิௌثその他これらにྨする物およびαϯάϥε

ɽυϩʔϯその他のແ人ػۭߤおよびػۭߤܕならびにこれらのଐ

Τɽړ具

（注１）ී௨共済約車྆条߲のଐに該当しない車ࣨ֎ੵࡌஔ自体をؚみます。

（注２）被けんҾ自動車をؚみます。

（注３）Ϥοτ、ϞʔλʔϘʔτ、ਫ上όΠΫ、ϘʔτおよびΧψʔをؚみます。

（注４）࣮ࡍに定ணまたはඋされているか൱かをわず、定ணまたはඋすることをલఏにઃ計、

されたものをؚみます。

（注５）௨ாおよびΩϟογϡΧʔυをؚみます。

ୈ̔条（ଛ害ֹのܾ定）

⑴　損害額は、次の①から③までのとおりとします。

①　車྆ੵࡌ動࢈の損傷をम理することができない場合は、共済Ձ額

②　①Ҏ֎の場合は、次の算ࣜにより算出した額

損害額 ʹ
次条に規
定するम
理අ

ʴ
第10条（අ
用）に規定
するඅ用

－

म理にࡍし෦をަしたた
めに損害を生͡た車྆ੵࡌ動࢈
શ体としてのՁ額の増Ճを生͡
た場合は、その増Ճ額

－
म理にって生͡
た存物がある場
合は、そのՁ額

③　第10条に規定するඅ用のみを共済ܖ約者または被共済者がෛ୲した場合は、そのඅ用

⑵　損害を生͡た車྆ੵࡌ動࢈がҰ組またはҰ対のものからなる場合において、そのҰ෦に損害が生͡た

ときは、その損害が損害を生͡た車྆ੵࡌ動࢈શ体のՁにٴ΅すӨڹをྀߟして損害額を決定します。

ᾉ　⑴および⑵の規定によって計算された損害額が、その損害が生͡た車྆ੵࡌ動࢈の共済Ձ額を͑る

場合は、その共済Ձ額をもって損害額とします。

ୈ̕条（मཧඅ）

　この特約におけるम理අとは、損害が生͡たおよび࣌において、損害を生͡た車྆ੵࡌ動࢈を事故

発生લのঢ়ଶに෮چするためにඞཁなम理අをいいます。この場合、損害を生͡た車྆ੵࡌ動࢈の෮
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によるम理අがิमによして、当合が、部のิमが可能であり、かつ、その部の交ࡍにچ

るम理අをえると認めたときは、その部のम理අはิमによるम理අとします。

第10条（අ༻）

　第̔条（損害額のܾ定）のඅ用とは、共済ܖ約者または被共済者がࢧग़した次のඅ用（注）をいいます。

අ用の名শ අ　用　の　　༰

①　損 害  ࢭ අ 用
　普通共済約款基ຊ条項第20条（ൃނࣄੜ࣌の義および義ҧの場
合の取扱い）ᾇの①にن定する損害のൃੜまたは֦大のࢭのためにඞ
ཁまたは༗ӹであったඅ用

ར保શ行使අ用ݖ　②
　普通共済約款基ຊ条項第20条ᾇのᶈにن定するݖརの保શまたは行使
にඞཁなखଓきをするためにཁしたඅ用

③　౪  Ҿ 取 අ 用 　౪にあった車両ੵ載動࢈をҾき取るためにඞཁであったඅ用

ᶆ　共同ւ損担අ用
　ધഫによって輸送されている間にੜじた共同ւ損にରする車両ੵ載動
の担額࢈

（注）収ೖのࣦを含みません。

第11条（ࢧۚࡁڞのࢉܭ）

ᾇ　１回のނࣄにつき当合のࢧう共済金の額は、第̔条（損害額のܾ定）の損害額とします。ただし、

共済金額を限度とします。

ᾈ　第̔条（損害額のܾ定）の損害額およびલ条のඅ用のうͪ、回収金がある場合は、当合は次のࣜࢉ

によりࢉग़した額を共済金としてࢧいます。ただし、ᾇの共済金の額を限度とします。

共済金 ʹ
第̔条の損害額およびલ条のඅ用のうͪ
額ܭにൃੜした額の合ࡍ࣮

－ 回収金の額

ᾉ　被共済者が２名以上いる場合の被共済者別の共済金の額は、次のࣜࢉによりࢉग़した額とします。

被共済者別
の共済金

ʹ ᾇの共済金 ʷ
֤被共済者別の損害額(注）

֤被共済者別の損害額(注）の合ܭ額

（注）回収金をࠩしҾいた残額とします。

第1�条（ݱ物によるࢧ）

　当合は、車両ੵ載動࢈の損害のશ部または一部にରして、म理またはの交付をもって共済金の

。にえることができますࢧ

第1�条（ඃ害物に͍ͭͯの当組合の権ར）

ᾇ　当合が損害をੜじた車両ੵ載動࢈にରしてશ損として共済金をࢧった場合は、損害をੜじた車両

ੵ載動࢈について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖを取ಘします。ただし、ࢧった共済金の額(注）

が共済Ձ額に達しない場合は、当合は、ࢧった共済金の額(注）の共済Ձ額にରするׂ合によってそ

のݖརを取ಘします。

ᾈ　ᾇの場合において、当合がそのݖརを取ಘしないࢫのҙࢥを表示して共済金をࢧったときは、損

害をੜじた車両ੵ載動࢈について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは当合にҠసしません。
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֤被共済者別の損害額(注）の合ܭ額

（注）回収金をࠩしҾいた残額とします。

第1�条（ݱ物によるࢧ）

　当合は、車両ੵ載動࢈の損害のશ部または一部にରして、म理またはの交付をもって共済金の

。にえることができますࢧ

第1�条（ඃ害物に͍ͭͯの当組合の権ར）

ᾇ　当合が損害をੜじた車両ੵ載動࢈にରしてશ損として共済金をࢧった場合は、損害をੜじた車両
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が共済Ձ額に達しない場合は、当合は、ࢧった共済金の額(注）の共済Ձ額にରするׂ合によってそ
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ᾈ　ᾇの場合において、当合がそのݖརを取ಘしないࢫのҙࢥを表示して共済金をࢧったときは、損

害をੜじた車両ੵ載動࢈について被共済者が༗する所༗ݖその他の物ݖは当合にҠసしません。

－ 1�� －

（注）第10条（අ用）のඅ用をআいた共済金の額とします。

第1�条（ଞのܖࡁڞ͕͋る合のۚࡁڞのࢧֹ）

⑴　他の共済ܖ約がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき共済金の額を支払います。

⑵　⑴の規定にかかわらず、他の共済ܖ約により༏ઌして共済金もしくはอݥ金が支払われる場合また

は既に他の共済ܖ約の共済金もしくはอݥ金が支払われている場合は、当組合は次の算ࣜにより算出

した額に対してのみ共済金を支払います。

共済金 ʹ 損害額(注） － 他の共済ܖ約の共済金またはอݥ金の額の合計額

（注）それぞれの共済ܖ約またはอܖݥ約において損害額がҟなる場合は、そのうͪ࠷もߴい額とし

ます。

第1��条（౪ं྆ੵࡌಈ࢈のฦؐ）

　当組合が車྆ੵࡌ動࢈の౪によって生͡た損害に対して共済金を支払ったのཌからى算して

�0Ҏ内に車྆ੵࡌ動࢈が発ݟされた場合は、被共済者は、既にडけऔった共済金を当組合に払い

して、そのฦؐをडけることができます。この場合、発ݟされるまでの間に車྆ੵࡌ動࢈に生͡た損害

に対して共済金を請求することができます。

第1�条（౪のࡍのௐࠪ）

⑴　車྆ੵࡌ動࢈にͭいて౪が発生した場合は、当組合は、౪にؔする事࣮およびঢ়گを調ࠪし、か

ͭ、共済ܖ約者、被共済者、そのՈ、使用人またはक人に対しඞཁなઆ໌またはূ໌を求めること

ができます。

⑵　共済ܖ約者または被共済者は、当組合が⑴の調ࠪをし、またはઆ໌もしくはূ໌を求めた場合はこれ

に協ྗしなけれなりません。

ᾉ　共済ܖ約者または被共済者が⑴のઆ໌もしくはূ໌に不ਖ਼のදࣔをした場合もしくはっている事࣮

を͛ࠂない場合またはਖ਼当な理༝がなく⑵の協ྗをڋんだ場合は、当組合は、それによって当組合が被っ

た損害の額をࠩしҾいて共済金を支払います。

第1�条（౪ं྆ੵࡌಈޙݟൃ࢈の௨ٛ）

　共済ܖ約者または被共済者は、౪にあった車྆ੵࡌ動࢈を発ݟした場合またはճऩした場合は、

ͪにそのࢫを当組合に௨しなけれなりません。

第1�条（ࢧۚࡁڞલに౪ं྆ੵࡌಈ͕࢈ճऩ͞Εͨ合のાஔ）

　౪にあった車྆ੵࡌ動࢈にͭいて、当組合が損害に対して共済金を支払うલにその車྆ੵࡌ動࢈が

ճऩされた場合は、そのճऩ物にͭいて౪の損害は生͡なかったものとみなします。ただし、その車

。に損傷または汚損がある場合は、損害が生͡たものとみなします࢈動ࡌੵ྆

第1�条（͜のಛのෆద༻）

　当組合は、他車運転特約、他車運転特約（ೋྠɾݪ）、ྟ࣌ସ自動車特約、ݪόΠΫ特約（人

身傷害λΠϓ）およびݪόΠΫ特約（自損傷害λΠϓ）の適用においては、この特約の規定を適用し

ません。
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第�0条（ແաࣦނࣄにؔ͢るಛଇのෆద༻）

　当合は、この特約のن定をద用する場合は、普通共済約款基ຊ条項第23条（ແաࣦނࣄにؔする

特ଇ）ᾇの①のن定をద用しません。ただし、被共済者がこの特約のن定をద用しないࢫ当合にਃし

ग़た場合を除きます。

第�1条（४༻نఆ）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　普通共済約款基ຊ条項

ʮ用語の定義ʯのʮ共済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、

乗者ই害条項または車両条項

　車両ੵ載動࢈特約

②　普通共済約款基ຊ条項

ʮ用語の定義ʯのʮ被共

済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に

よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条(注２） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項

または乗者ই害条項

ᶇ　第20条（ൃނࣄੜ࣌

の義および義ҧの

場合の取扱い）ᾇのᶆ

　被共済ࣗ動車または被共済ࣗ

動車のݤ

　車両ੵ載動࢈

ᶈ　第20条ᾇのᶇ 　被共済ࣗ動車

ᶉ　第22条（共済金の

ᾇのᶆおよびᾈのᶊ（ٻ

　車両条項 　車両ੵ載動࢈特約

ᶊ　第24条（共済金のࢧ

࣌期）（２）

　車両条項

ᶋ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　車両ੵ載動࢈の損害

ᶌ　第29条ᾊの① 　車両条項のʮ用語の定義ʯに

定める共済Ձ額または同条項の

ʮ用語の定義ʯおよび同条項第12

条（ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額を

ஶしくえる場合）に定めるڠ

定共済Ձ額のいずれか高い額

　車両ੵ載動࢈特約のʮ用語の

定義ʯに定める共済Ձ額
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　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定を

Լ表のとおりಡみସえるものとします。
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①　普通共済約款基ຊ条項

ʮ用語の定義ʯのʮ共済金ʯ

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項、

乗者ই害条項または車両条項

　車両ੵ載動࢈特約

②　普通共済約款基ຊ条項

ʮ用語の定義ʯのʮ被共

済者ʯ

③　第13条（重大ࣄ༝に

よるղ除）ᾊの②

　車両条項

ᶆ　第13条(注２） 　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項

または乗者ই害条項

ᶇ　第20条（ൃނࣄੜ࣌

の義および義ҧの

場合の取扱い）ᾇのᶆ

　被共済ࣗ動車または被共済ࣗ

動車のݤ

　車両ੵ載動࢈

ᶈ　第20条ᾇのᶇ 　被共済ࣗ動車

ᶉ　第22条（共済金の

ᾇのᶆおよびᾈのᶊ（ٻ

　車両条項 　車両ੵ載動࢈特約

ᶊ　第24条（共済金のࢧ

࣌期）（２）

　車両条項

ᶋ　第29条（Ґ）ᾊ 　車両損害 　車両ੵ載動࢈の損害

ᶌ　第29条ᾊの① 　車両条項のʮ用語の定義ʯに

定める共済Ձ額または同条項の

ʮ用語の定義ʯおよび同条項第12

条（ڠ定共済Ձ額が共済Ձ額を

ஶしくえる場合）に定めるڠ

定共済Ձ額のいずれか高い額

　車両ੵ載動࢈特約のʮ用語の

定義ʯに定める共済Ձ額

－ ��� －

（3�）ห࢜ޢඅ༻特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金  ٻ 権 者
　被害を被った被共済者をいいます。ただし、被共済者がࢮした場合

は、その法定相続ਓとします。

ੵ 載

　車ࣨ内、ՙࣨ内、ՙもしくはトϥϯΫ内にऩ༰、または車ࣨ外ੵ載

装置(注）に固定もしくはऩೲすることをいいます。

（注）自動車のࠜ、トϥϯΫ上等の車ࣨ外にઃ置された、ՙ物を固定

またはऩೲするための装置をいいます。

ഛ 償 義  者
　共済金ٻ権者にରし、被害事ނに関する法律上の損害ഛ償ٻをෛ

୲する者をいいます。

被 害 事 ނ

　日ຊ国内において共済期間தにൃ生した偶વな事ނにより、次の①か

ら③までのいずれかに該当する被害が生じたことをいいます。

①　ഛ償義者が自動車を所有、用または管理することにىҼする

事ނにより、次のΞまたはΠのいずれかに該当すること。

Ξɽ被共済者の生໋またはମが害されること(注１）。

Πɽ被共済者が所有、用または管理するࡒ物が໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損

または౪औʢ注２）されること。ただし、記名被共済者が法ਓの場合は、

そのࡒ物が被共済自動車にੵ載தのࡒ物である場合に限ります。

②　①の΄か、被共済者が自動車に乗தに、次のΞまたはΠのいず

れかに該当すること。

Ξɽ被共済者の生໋またはମが害されること(注１）。

Πɽ被共済者が所有、用または管理するࡒ物が໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損

または౪औ(注２）されること。ただし、そのࡒ物が被共済者が乗

தの自動車にੵ載தのࡒ物である場合に限ります。

③　①および②の΄か、次のΞまたはΠのいずれかに該当する自動車

が໓ࣦ、ഁ損、Ԛ損または౪औ(注２）されること。

Ξɽ被共済自動車

Πɽ被共済自動車以外の被共済者が所有する自動車(注３）。ただし、

記名被共済者がݸਓの場合に限ります。

（注１）傷害または࣬病をいい、これらにىҼするޙҨো害およびࢮ

を含みます。

（注２）औ、׃ڪまたはこれらにྨࣅの事༝を含み、ܯの届出を

行ったものに限ります。なお、この場合における事ނのൃ生の日

は、౪औのݪҼとなるࡒ物の有Ҡసがあった日とします。

（注３）所有権留保条項付売買契約によりߪ入した自動車、および１年

以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

被害ނࣄห࢜ޢඅ用等

　損害ഛঈにؔする૪ুについて、当合の同ҙをಘてࢧग़した次の①
からᶆまでのඅ用をいいます。ただし、被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ
用を除きます。

①　ห࢜ޢ等への報ु
ग़した訴ুඅ用ࢧ所にରしてࡋ　②
③　あっせんまたはࡋを行う機ؔ(注）にରしてࢧग़したࡋ、和ղま

たはௐఀにཁしたඅ用
ᶆ　その他ݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓきをするためにཁした

අ用
（注）ਃཱਓのਃཱに基ͮき和ղのためのあっせんまたはࡋを行うこ

とを目的としてห࢜ޢձ等が運Ӧする機ؔをいいます。

被 害 ࣄ ނ 法 律 相 ஊɾ
書 類 ࡞ 成 අ 用

　当合の同ҙをಘてࢧग़した法律上の損害ഛঈٻにؔする次の①か
ら③までの行ҝのରՁとしてੜじたඅ用をいいます。

①　ห࢜ޢが行う、ห࢜ޢ法（昭和24年法律第205号）第̏条（หޢ
ʯに基ͮく法律相ஊࣄの৬）のʮその他一ൠの法律࢜

が行う次のΞおよびイの行ҝ࢜法書࢘　②
Ξɽ࢘法書࢜法（昭和25年法律第197号）第̏条（ۀ）第１項第

̑号および同項第̓号に定める相ஊ
イɽ࢘法書࢜法第̏条第１項第２号および同項第̐号に定める書類

の࡞成
　③　行書࢜が行う次のΞおよびイの行ҝ

Ξɽ行書࢜法（昭和26年法律第̐号）第１条の̏第̐号に定める
相ஊ

イɽ行書࢜法第１条の２（ۀ）および第１条の̏第̏号に定め
る書類の࡞成

ห ޢ ࢜ 等
　ห࢜ޢまたは࢘法書࢜法（昭和25年法律第197号）第̏条（ۀ）第
２項第１号から第̏号までに定める条݅をいずれもຬたす࢘法書࢜をい
います。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、共済金ݖٻ者がഛঈ義者にରし被害ނࣄにかかΘる法律上の損害ഛঈٻを行う場合

に、共済金ݖٻ者が被害ނࣄห࢜ޢඅ用等を負担することによって被る損害にରして、この特約にै

い、共済金ݖٻ者に被害ނࣄห࢜ޢඅ用共済金をࢧいます。

ᾈ　当合は、共済金ݖٻ者が被害ނࣄにかかΘる被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用を負担することに

よって被る損害にରして、この特約にैい、共済金ݖٻ者に被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用共済金

をࢧいます。

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定するඅ用のうͪ普通共済約款ഛঈ条項においてࢧΘれるものがあ

る場合は、そのඅ用にରしては共済金をࢧいません。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

被害ނࣄห࢜ޢඅ用等
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ग़した訴ুඅ用ࢧ所にରしてࡋ　②
③　あっせんまたはࡋを行う機ؔ(注）にରしてࢧग़したࡋ、和ղま

たはௐఀにཁしたඅ用
ᶆ　その他ݖརの保શまたは行使にඞཁなखଓきをするためにཁした

අ用
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被 害 ࣄ ނ 法 律 相 ஊɾ
書 類 ࡞ 成 අ 用

　当合の同ҙをಘてࢧग़した法律上の損害ഛঈٻにؔする次の①か
ら③までの行ҝのରՁとしてੜじたඅ用をいいます。

①　ห࢜ޢが行う、ห࢜ޢ法（昭和24年法律第205号）第̏条（หޢ
ʯに基ͮく法律相ஊࣄの৬）のʮその他一ൠの法律࢜

が行う次のΞおよびイの行ҝ࢜法書࢘　②
Ξɽ࢘法書࢜法（昭和25年法律第197号）第̏条（ۀ）第１項第

̑号および同項第̓号に定める相ஊ
イɽ࢘法書࢜法第̏条第１項第２号および同項第̐号に定める書類

の࡞成
　③　行書࢜が行う次のΞおよびイの行ҝ

Ξɽ行書࢜法（昭和26年法律第̐号）第１条の̏第̐号に定める
相ஊ

イɽ行書࢜法第１条の２（ۀ）および第１条の̏第̏号に定め
る書類の࡞成

ห ޢ ࢜ 等
　ห࢜ޢまたは࢘法書࢜法（昭和25年法律第197号）第̏条（ۀ）第
２項第１号から第̏号までに定める条݅をいずれもຬたす࢘法書࢜をい
います。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

ᾇ　当合は、共済金ݖٻ者がഛঈ義者にରし被害ނࣄにかかΘる法律上の損害ഛঈٻを行う場合

に、共済金ݖٻ者が被害ނࣄห࢜ޢඅ用等を負担することによって被る損害にରして、この特約にै

い、共済金ݖٻ者に被害ނࣄห࢜ޢඅ用共済金をࢧいます。

ᾈ　当合は、共済金ݖٻ者が被害ނࣄにかかΘる被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用を負担することに

よって被る損害にରして、この特約にैい、共済金ݖٻ者に被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用共済金

をࢧいます。

ᾉ　当合は、ᾇおよびᾈにن定するඅ用のうͪ普通共済約款ഛঈ条項においてࢧΘれるものがあ

る場合は、そのඅ用にରしては共済金をࢧいません。

－ 16� －

ᾊ　当合は、同一のݪ因からੜじた一࿈の被害は、一つの被害とみなし、࠷ॳの被害がൃੜした࣌にす

べての被害がൃੜしたものとみなします。

ୈ３条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの１）

　当合は、次の①からᶉまでのいずれかに該当する被害ނࣄによってੜじた損害にରしては、共済金

をࢧいません。

①　被共済者のނҙまたは重大なաࣦによってൃੜした被害ނࣄ

②　被共済者が次のΞからウまでのいずれかの状態でࣗ動車を運సしている場合にൃੜした被害ނࣄ

Ξɽ法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

イɽ道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定めるञ気を

ଳびた状態またはこれに相当する状態

ウɽຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの

֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹ

により正常な運సができないおそれがある状態

③　被共済者が、ࣗ動車の使用について、正当なݖརを༗する者のঝをಘないでࣗ動車に乗தにൃ

ੜした被害ނࣄ。ただし、そのࣗ動車が被共済ࣗ動車以外のࣗ動車であって、被共済者が正当なݖར

を༗する者以外の者のঝをಘており、かつ、被共済者がその者を正当なݖརを༗する者であると৴

じたことに合理的な理༝がある場合を除きます。

ᶆ　被共済者のಆ૪行ҝ、ࣗࡴ行ҝまたは൜ࡑ行ҝによってൃੜした被害ނࣄ

ᶇ　被共済者がࣗ動車取扱ۀ者である場合に、被共済者がۀとしてडୗしたࣗ動車に乗தにൃੜし

た被害ނࣄ

ᶈ　第̒条（被共済者のൣғ）ᾇのᶇにن定する者が所༗、使用または理するࡒ物のうͪ、被共済ࣗ

動車にੵ載されていないࡒ物についてੜじた被害ނࣄ

ᶉ　被共済者もしくは被共済者の使用者がӦΉۀࣄに使用されるࡒ物、またはそのۀࣄにؔ࿈して༬ୗ

をडけているࡒ物についてੜじた被害ނࣄ。ただし、そのࡒ物がࣗ動車またはࣗ動車にੵ載தのࡒ物

である場合を除きます。

ୈ４条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの２）

　当合は、次の①からᶌまでのいずれかに該当するࣄ༝によってੜじた損害にରしては、共済金をࢧ

いません。

①　ઓ૪、外国のྗ行使、ֵ໋、ୣݖ取、ཚ、装ཚその他これらに類ࣅのࣄมまたは動

②　地もしくは火またはこれらによる

③　෩、ߑਫまたは高ை

ᶆ　֩燃ྉ物࣭(注１）もしくは֩燃ྉ物࣭(注１）によってԚછされた物(注２）の์ࣹੑ、രൃੑその他༗害な

特ੑの࡞用またはこれらの特ੑに起因するނࣄ

ᶇ　ᶆにن定した以外の์ࣹઢরࣹまたは์ࣹ能Ԛછ

ᶈ　①からᶇまでのいずれかのࣄ༝にਵ伴してੜじたނࣄまたはこれらに伴うடংのࠞཚに基ͮいてੜ

じたނࣄ
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ᶉ　被共済自動車もしくは被共済者が乗中の被共済自動車Ҏ֎の自動車をٕڝもしくはٕۂ(注３）のた

めに使用すること、または、ٕڝもしくはٕۂを行うことをతとする場所において使用(注４）するこ

と。

ᶊ　被共済者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、自然の消耗、ྼԽまたはੑ࣭によるม

৭、ม࣭、さび、かび、腐ഊ、腐食、ਁ食、ͻびׂれ、ണがれ、ഽམͪ、発߬もしくは自然発、自

然発Ր、自然ര発その他これらにྨࣅの事༝またはͶずみ食い、食い

ᶋ　被共済者が所有、使用または管理する財物の故障損害

ᶌ　࠴理および金મ消අିआܖ約にͮجく行ҝ。ただし、औによる被害事故が生͡た場合をআき

ます。

（注１）使用済೩ྉをؚみます。

（注２）ݪ子֩྾生成物をؚみます。

（注３）ٕڝまたはٕۂのための࿅शをؚみます。

（注４）ٸٹ、消、事故ॲ理、ิम、ਗ਼のために使用している場合をআきます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

⑴　当組合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する者が賠償ٛ者である場合は、共済金を支払いま

せん。

①　次条⑴の①からᶆまでおよびᶈに規定する被共済者

②　被共済者の父母、配偶者または子

③　被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者のۀ(注）にै事している場合に限ります。

ᶆ　被共済者の使用者のۀ(注）に自動車を使用している他の使用人。ただし、被共済者がその使用者

のۀ(注）にै事している場合に限ります。

⑵　当組合は、共済金請求権者がࣾձ௨೦上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法相ஊを行う場

合は、それにより生͡たඅ用に対しては共済金を支払いません。

（注）Ո事をআきます。

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

⑴　この特約における被共済者は、次の①からᶈまでのいずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者の配偶者

③　記名被共済者またはその配偶者の同居の

ᶆ　記名被共済者またはその配偶者の別居のະࠗの子

ᶇ　①からᶆまでҎ֎の者で、被共済自動車のਖ਼規の乗車ஔまたはそのஔのあるࣨ内(注）に乗中

の者

ᶈ　①からᶇまでҎ֎の者で、被共済自動車の所有者。ただし、被共済自動車の被害事故にؔする損害

賠償請求または法相ஊを行う場合に限ります。

⑵　⑴の規定にかかわらず、ۃめてҟৗかͭݥةなํ法で自動車に乗中の者は被共済者にؚみません。

（注）ִนにより௨行できないようにられている場所をআきます。
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（注４）ٸٹ、消、事故ॲ理、ิम、ਗ਼のために使用している場合をআきます。

ୈ５条（共済ۚΛࢧΘͳ͍߹ʵͦの３）

⑴　当組合は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する者が賠償ٛ者である場合は、共済金を支払いま

せん。

①　次条⑴の①からᶆまでおよびᶈに規定する被共済者

②　被共済者の父母、配偶者または子

③　被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者のۀ(注）にै事している場合に限ります。

ᶆ　被共済者の使用者のۀ(注）に自動車を使用している他の使用人。ただし、被共済者がその使用者

のۀ(注）にै事している場合に限ります。

⑵　当組合は、共済金請求権者がࣾձ௨೦上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法相ஊを行う場

合は、それにより生͡たඅ用に対しては共済金を支払いません。

（注）Ո事をআきます。

ୈ̒条（ඃ共済者のൣғ）

⑴　この特約における被共済者は、次の①からᶈまでのいずれかに該当する者とします。

①　記名被共済者

②　記名被共済者の配偶者

③　記名被共済者またはその配偶者の同居の

ᶆ　記名被共済者またはその配偶者の別居のະࠗの子

ᶇ　①からᶆまでҎ֎の者で、被共済自動車のਖ਼規の乗車ஔまたはそのஔのあるࣨ内(注）に乗中

の者

ᶈ　①からᶇまでҎ֎の者で、被共済自動車の所有者。ただし、被共済自動車の被害事故にؔする損害

賠償請求または法相ஊを行う場合に限ります。

⑵　⑴の規定にかかわらず、ۃめてҟৗかͭݥةなํ法で自動車に乗中の者は被共済者にؚみません。

（注）ִนにより௨行できないようにられている場所をআきます。

－ 170 －

第̓条（ݸผద用）

　この特約のن定は、それぞれの被共済者͝とにݸ別にద用します。

第̔条（支払共済金の計算）

ᾇ　１回の被害ނࣄにつき当合のࢧうべき被害ނࣄห࢜ޢඅ用共済金の額は、別表に定める金額にফ

අ੫をՃえた額のൣғでࢧうものとし、被共済者１名につき300ສԁを限度とします。

ᾈ　１回の被害ނࣄにつき当合のࢧうべき被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用共済金の額は、被共済者

１名につき10ສԁを限度とします。

第９条（ൃނࣄੜ࣌のٛ）

ᾇ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者は、共済金ݖٻ者が被害ނࣄにより損害ഛঈにؔする૪ুを行う

場合は、そのห࢜ޢ等へのҕについて、ҕܖ約の༰が記載された書໘を当合にఏग़し、あらか

じめ当合のঝ認をಘなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者は、共済金ݖٻ者が被害ނࣄにより被害ނࣄห࢜ޢඅ用等または

被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用をࢧग़しようとする場合は、あらかじめ当合に次の①および②のࣄ

項について書໘等で通しなけれなりません。

①　ഛঈ義者のࢯ名およびその者にؔして༗する情報

②　その他当合がඞཁと認めるࣄ項

ᾉ　次の①または②のいずれかに該当する場合は、当合は、それによって当合が被った損害の額をࠩ

しҾいて共済金をࢧいます。

①　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者が、正当な理༝がなくᾇまたはᾈのن定にҧした場合

②　共済ܖ約者または共済金ݖٻ者が、正当な理༝がなくᾇまたはᾈの書類に࣮ࣄと異なる記載をし

た場合

第10条（共済金ऀݖٻのྗڠ）

ᾇ　共済金ݖٻ者は、当合のٻめに応じ、訴ু、ࡋ、和ղまたはௐఀのਐ状گにؔするඞཁな情

報を当合にఏڙしなけれなりません。

ᾈ　共済金ݖٻ者が、正当な理༝がなくᾇのن定にҧした場合は、当合は、それによって当合が

被った損害の額をࠩしҾいて共済金をࢧいます。

第11条（共済金のٻ）

ᾇ　当合にରする被害ނࣄห࢜ޢඅ用共済金または被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用共済金のݖٻは、

共済金ݖٻ者が被害ނࣄห࢜ޢඅ用等または被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用をࢧग़した࣌からൃੜ

し、これを行使することができるものとします。

ᾈ　共済金ݖٻ者が被害ނࣄห࢜ޢඅ用共済金または被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用共済金のࢧを

ٻする場合は、共済金ݖٻ者が被害ނࣄห࢜ޢඅ用等または被害ނࣄ法律相ஊɾ書類࡞成අ用をࢧ

ग़した࣮ࣄ、付およびその額を証໌する؍٬的書類を、普通共済約款基ຊ条項第22条（共済金のٻ）

ᾈのᶌの書類または証ڌとして当合にఏग़しなけれなりません

第1�条（支払共済金のฦؐ）

　当合は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済金ݖٻ者にࢧった被害ނࣄห࢜ޢ
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費用共済金について、それͧれԼ表に定める額のฦؐを請求することができます。

۠　　　　 当組合がฦؐを請求することができる額

①　ห࢜ޢ等の委任取ফ等により共済金請求
権者が支払ったண手金のฦؐを受けた場合

　ฦؐされたண手金の金額に相当する金額。た
だし、ୈ̎条ʢ共済金を支払う場合ʣの規定に
より支払われた共済金のうͪ、ண手金に相当す
る金額を限とします。

ᶄ　被害事故に関して共済金請求権者が提ىし
たૌুの判決にͮجき、共済金請求権者がഛ
ঈ義者からそのૌুに関するห࢜ޢ費用等
の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額
を超過するとき。
ア．共済金請求権者がそのૌুについてหޢ

等に支払った費用の全額࢜
イ．判決で確定されたห࢜ޢ費用等の額と当

組合がୈ̎条の規定により既に支払った共
済金の合ܭ額

記アの額を差し引いた超過ࠨ記イの額からࠨ　
額に相当する金額。ただし、ୈ̎条の規定によ
り支払われた共済金の額を限とします。

第1�条（ଞのಛのෆద༻）

　当組合は、この特約においては、ӡస者ྸ条件特約、ӡస者ຊ人限定特約およびӡస者ຊ人ɾ配偶

者限定特約の規定を適用しません。

第1�条（४༻نఆ）

　この特約に規定しない事項については、この特約のझࢫに反しない限り、この共済契約の普通共済約

款およびଳされた他の特約の規定を४用します。この場合において、普通共済約款جຊ条項の規定を

Լ表のとおりಡみସ͑るものとします。

ಡみସ͑る規定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 ޙ

①　普通共済約款جຊ条
項「用語の定義」の「共
済金」

　ഛঈ責任条項、人身傷害条項、
者傷害条項または車両条項

　ห࢜ޢ費用特約

ᶄ　普通共済約款جຊ条
項「用語の定義」の「被
共済者」

③　ୈ̎条ʢ共済ֻ金の
払ํࠐ法ʣ⑵

　共済金 　ห࢜ޢ費用特約の共済金

ᶆ　ୈ��条ʢॏେ事由に
よる解আʣᾊのᶄ

　車両条項 　ห࢜ޢ費用特約

　被共済者 　被共済者または共済金請求権者

ᶇ　ୈ��条ʢ̎ʣ ഛঈ責任条項Ŋ人身傷害条項または
者傷害条項における被共済者

ห࢜ޢ費用特約における被共済者
または共済金請求権者

ᶈ　ୈ2�条ʢ他の共済契
約等がある場合の共済
金の支払額ʣ⑵

　ഛঈ責任条項 　ห࢜ޢ費用特約

ᶉ　ୈ2�条ʢ代Ґʣ⑵ 　被共済者等࠴権 　ห࢜ޢ費用特約ୈ̎条ʢ共済金
を支払う場合ʣ⑴に定める費用の
請求権
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費用共済金について、それͧれԼ表に定める額のฦؐを請求することができます。

۠　　　　 当組合がฦؐを請求することができる額

①　ห࢜ޢ等の委任取ফ等により共済金請求
権者が支払ったண手金のฦؐを受けた場合

　ฦؐされたண手金の金額に相当する金額。た
だし、ୈ̎条ʢ共済金を支払う場合ʣの規定に
より支払われた共済金のうͪ、ண手金に相当す
る金額を限とします。

ᶄ　被害事故に関して共済金請求権者が提ىし
たૌুの判決にͮجき、共済金請求権者がഛ
ঈ義者からそのૌুに関するห࢜ޢ費用等
の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額
を超過するとき。
ア．共済金請求権者がそのૌুについてหޢ

等に支払った費用の全額࢜
イ．判決で確定されたห࢜ޢ費用等の額と当

組合がୈ̎条の規定により既に支払った共
済金の合ܭ額

記アの額を差し引いた超過ࠨ記イの額からࠨ　
額に相当する金額。ただし、ୈ̎条の規定によ
り支払われた共済金の額を限とします。

第1�条（ଞのಛのෆద༻）

　当組合は、この特約においては、ӡస者ྸ条件特約、ӡస者ຊ人限定特約およびӡస者ຊ人ɾ配偶

者限定特約の規定を適用しません。

第1�条（४༻نఆ）

　この特約に規定しない事項については、この特約のझࢫに反しない限り、この共済契約の普通共済約

款およびଳされた他の特約の規定を४用します。この場合において、普通共済約款جຊ条項の規定を

Լ表のとおりಡみସ͑るものとします。

ಡみସ͑る規定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 ޙ

①　普通共済約款جຊ条
項「用語の定義」の「共
済金」

　ഛঈ責任条項、人身傷害条項、
者傷害条項または車両条項

　ห࢜ޢ費用特約

ᶄ　普通共済約款جຊ条
項「用語の定義」の「被
共済者」

③　ୈ̎条ʢ共済ֻ金の
払ํࠐ法ʣ⑵

　共済金 　ห࢜ޢ費用特約の共済金

ᶆ　ୈ��条ʢॏେ事由に
よる解আʣᾊのᶄ

　車両条項 　ห࢜ޢ費用特約

　被共済者 　被共済者または共済金請求権者

ᶇ　ୈ��条ʢ̎ʣ ഛঈ責任条項Ŋ人身傷害条項または
者傷害条項における被共済者

ห࢜ޢ費用特約における被共済者
または共済金請求権者

ᶈ　ୈ2�条ʢ他の共済契
約等がある場合の共済
金の支払額ʣ⑵

　ഛঈ責任条項 　ห࢜ޢ費用特約

ᶉ　ୈ2�条ʢ代Ґʣ⑵ 　被共済者等࠴権 　ห࢜ޢ費用特約ୈ̎条ʢ共済金
を支払う場合ʣ⑴に定める費用の
請求権

－ 1�2 －

ʻผදʼ�　　　　　　
ඃނࣄห࢜ޢඅ༻ࢉۚࡁڞఆج४

　当合が支払͏被害事故弁護士費用共済金は、それͧれ次の１かΒ̒までのن定に従い算出します。た

だし、共済金ݖٻ者が、日本弁護士࿈合ձの「弁護士保険制度」を利用した場合は別に定めるとこΖに

よります。

１ɽணखۚ

ᾇ　弁護士等にҕした被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきについて、対象の経済的利ӹの額(注１）に

Ԡじて、Լ表に͛ܝる金額をݶ度とします。

　　ただし、経済的利ӹの額(注１）の算定が困難な場合は、աڈのྫ等に基づき合理的にਪ定される金額

の͏ͪ࠷も少ない金額を経済的利ӹの額(注１）としてԾに定めて、その額を基準として計算されたண手金

を当ॳのண手金とし、̎ にن定する報酬金を支払͏ஈ֊でෆ額をௐすることができるものとします。

経済的利ӹの額(注１） （度　　額(注２　　ݶ

①　125ສ円ҎԼの場合 10ສ円

②　125ສ円をえ300ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×̔ˋ

③　300ສ円をえ3,000ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×̑ˋʴ̕ສ円

④　3,000ສ円をえ３ԯ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×３ˋʴ69ສ円

ᶇ　３ԯ円をえる場合 経済的利ӹの額(注１）×̎ˋʴ369ສ円

⑵　ᾇの経済的利ӹの額(注１）には次の①かΒ③までのいずれかに֘当する金額を含みません。

①　自ഛ共済等または自ಈं損害ഛঈ保ো法（昭和30年法律第9�号）に基づく自ಈं損害ഛঈ保ো

事業によって支払が༧定される金額またはطに支払Θれた金額

②　ഛঈٛ務者が損害ഛঈをෛ୲することによって被る損害に対して、共済者、保険者かΒの事前

ఏࣔに基づき支払が༧定される共済金もしくは保険金の額またはطに支払Θれた共済金もしくは保険

金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈٛ務者かΒطにऔ得した損害ഛঈ金の額

⑶　同一の被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきにؔし、次の①かΒ④までのいずれかに֘当する場合

で当合が妥当と認めたときは、ᾇの額の25ˋに૬当する額をݶ度に૿額することができます。

①　弁護士等が、ࣔஊ交বかΒ引きଓき、ௐఀもしくはࡋηϯター等の申ཱてまたはૌুをडす

る場合

②　弁護士等が、ௐఀまたはࡋηϯター等の申ཱてかΒ引きଓき、ૌুをडする場合

③　弁護士が、第１৹かΒ引きଓいて߇ૌ৹をडする場合

④　弁護士が、߇ૌ৹かΒ引きଓいて上告৹をडする場合
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ᾊ　同一の被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきにؔし、弁護士等がその૪ুのղ決までに、⑶のෳ数

の手ଓきをडする場合は、すべての手ଓきを௨じてのண手金の合計額を、ᾇの額の50ˋに૬当する

額をݶ度に૿額することができます。ただし、௨ৗ定される範囲をえる事案のෳࡶさおよび事務ॲ

理に要する手数のࡶさ等の事により、当合が妥当と認めた場合は50ˋをえる額とすることが

できます。

ᾋ　同一の被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきにؔし、弁護士等がௐࠪかΒ引きଓき、ࣔஊ交ব、ௐ

ఀ、ࡋηϯター等の申ཱてまたはૌুのఏىをґཔされた場合は、ᾇのண手金の額かΒ、طにड͚

औっていたௐࠪ手数料の額を差し引くものとします。

（注１）被害事故の内༰および被共済者が被害事故によって被った損害について、弁護士等のґཔ

。の額をいいますٻの資料かΒ計算されるべき損害ഛঈ࣌

（注２）被害事故の内༰および共済金ݖٻ者が͏ߦ損害ഛঈٻの内༰かΒ、ݶ度額にن定する額

を上ճることが妥当と当合が認めた場合は、30ˋの範囲内で૿額することができます。

２ɽใुۚ

ᾇ　弁護士等のҕによってऔ得した経済的利ӹの額(注１）にԠじて、Լ表に͛ܝる金額をݶ度とします。

経済的利ӹの額(注１） （度　　額(注２　　ݶ

①　300ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×16ˋʢ注３）

②　300ສ円をえ3,000ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×10ˋʴ1�ສ円

③　3,000ສ円をえ３ԯ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×̒ˋʴ13�ສ円

④　３ԯ円をえる場合 経済的利ӹの額(注１）×̐ˋʴ�3�ສ円

⑵　ᾇの経済的利ӹの額(注１）には次の①かΒ③までのいずれかに֘当する金額を含みません。

①　自ഛ共済等または自ಈं損害ഛঈ保ো法（昭和30年法律第9�号）に基づく自ಈं損害ഛঈ保ো

事業によって支払が༧定される金額またはطに支払Θれた金額

②　ഛঈٛ務者が損害ഛঈをෛ୲することによって被る損害に対して、共済者、保険者かΒの事前

ఏࣔに基づき支払が༧定される共済金もしくは保険金の額またはطに支払Θれた共済金もしくは保険

金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈٛ務者かΒطにऔ得した損害ഛঈ金の額

⑶　同一の弁護士が引きଓき上ૌ৹をडした場合は、࠷ऴ৹の報酬金のみを支払います。

（注１）共済金ݖٻ者がഛঈٛ務者かΒऔ得した損害ഛঈ金の͏ͪ、弁護士等がߦった損害ഛঈ

。手ଓきによりऔ得することができた額をいいますٻ

（注２）被害事故の内༰および共済金ݖٻ者が͏ߦ損害ഛঈٻの内༰かΒ、ݶ度額にن定する額

を上ճることが妥当と当合が認めた場合は、30ˋの範囲内で૿額することができます。

（注３）経済的利ӹの額(注１）が125ສ円ҎԼの場合は、事案の難қ度等にԠじて20ສ円Ҏ内とするこ

とができます。
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ᾊ　同一の被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきにؔし、弁護士等がその૪ুのղ決までに、⑶のෳ数

の手ଓきをडする場合は、すべての手ଓきを௨じてのண手金の合計額を、ᾇの額の50ˋに૬当する

額をݶ度に૿額することができます。ただし、௨ৗ定される範囲をえる事案のෳࡶさおよび事務ॲ

理に要する手数のࡶさ等の事により、当合が妥当と認めた場合は50ˋをえる額とすることが

できます。

ᾋ　同一の被害事故にかかΘる損害ഛঈٻ手ଓきにؔし、弁護士等がௐࠪかΒ引きଓき、ࣔஊ交ব、ௐ

ఀ、ࡋηϯター等の申ཱてまたはૌুのఏىをґཔされた場合は、ᾇのண手金の額かΒ、طにड͚

औっていたௐࠪ手数料の額を差し引くものとします。

（注１）被害事故の内༰および被共済者が被害事故によって被った損害について、弁護士等のґཔ

。の額をいいますٻの資料かΒ計算されるべき損害ഛঈ࣌

（注２）被害事故の内༰および共済金ݖٻ者が͏ߦ損害ഛঈٻの内༰かΒ、ݶ度額にن定する額

を上ճることが妥当と当合が認めた場合は、30ˋの範囲内で૿額することができます。

２ɽใुۚ

ᾇ　弁護士等のҕによってऔ得した経済的利ӹの額(注１）にԠじて、Լ表に͛ܝる金額をݶ度とします。

経済的利ӹの額(注１） （度　　額(注２　　ݶ

①　300ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×16ˋʢ注３）

②　300ສ円をえ3,000ສ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×10ˋʴ1�ສ円

③　3,000ສ円をえ３ԯ円ҎԼの場合 経済的利ӹの額(注１）×̒ˋʴ13�ສ円

④　３ԯ円をえる場合 経済的利ӹの額(注１）×̐ˋʴ�3�ສ円

⑵　ᾇの経済的利ӹの額(注１）には次の①かΒ③までのいずれかに֘当する金額を含みません。

①　自ഛ共済等または自ಈं損害ഛঈ保ো法（昭和30年法律第9�号）に基づく自ಈं損害ഛঈ保ো

事業によって支払が༧定される金額またはطに支払Θれた金額

②　ഛঈٛ務者が損害ഛঈをෛ୲することによって被る損害に対して、共済者、保険者かΒの事前

ఏࣔに基づき支払が༧定される共済金もしくは保険金の額またはطに支払Θれた共済金もしくは保険

金の額

③　共済金ݖٻ者がഛঈٛ務者かΒطにऔ得した損害ഛঈ金の額

⑶　同一の弁護士が引きଓき上ૌ৹をडした場合は、࠷ऴ৹の報酬金のみを支払います。

（注１）共済金ݖٻ者がഛঈٛ務者かΒऔ得した損害ഛঈ金の͏ͪ、弁護士等がߦった損害ഛঈ

。手ଓきによりऔ得することができた額をいいますٻ

（注２）被害事故の内༰および共済金ݖٻ者が͏ߦ損害ഛঈٻの内༰かΒ、ݶ度額にن定する額

を上ճることが妥当と当合が認めた場合は、30ˋの範囲内で૿額することができます。

（注３）経済的利ӹの額(注１）が125ສ円ҎԼの場合は、事案の難қ度等にԠじて20ສ円Ҏ内とするこ

とができます。

－ 174 －

３ɽ੍ؒ࣌ใु

ᾇ　ห࢜ޢ等にҕした被害ނࣄにかかΘる損害ഛঈٻखଓきのࣄॲ理に࣮ࡍにཁした࣌間(注１）１࣌

間あたり２ສԁを限度額とし、１回の被害ނࣄにつき、30࣌間を上限とします。ただし、被害ނࣄ

の༰および共済金ݖٻ者が行う損害ഛঈٻの༰から、当合がଥ当と認めた場合は、30࣌間

をえる࣌間とすることができます。

ᾈ　同一の被害ނࣄについてணख金、報ु金、ࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法

律第97号）に基ͮくࣗ動車損害ഛঈ保障ۀࣄのٻにおけるखྉおよび当と࣌間੍報ुを同࣌に

ٻすることはできません。

ᾉ　ࣄॲ理の༰およびそれにཁした࣌間は、ห࢜ޢ等が法律ࣄをॲ理するためにࣾձ通೦上ඞཁか

つଥ当と当合が認めた࣌間に限るものとし、ห࢜ޢ等からఏग़されたࣥ༰報告書(注２）により֬認

するものとします。

（注１）書໘࡞成、ࡋ所へのग़಄、共済金ݖٻ者とのଧ合せ、ഛঈ義者との交ব、法律ɾ࣮ࣄ

間とし、書໘のコϐー、༣ศ࣌をॲ理するためにཁするࣄ等が法律࢜ޢのௐ査等の、หؔ

物のവ等の、法律ࣄのॲ理以外のࣄॲ理にཁした࣌間、ࣥ༰報告書の࡞成にཁした

間等は含みま࣌等のաࣦにより書໘等のగ正がඞཁとなった場合のగ正にかかる࢜ޢ間、ห࣌

せん。

（注２）ࣥ༰のৄ細およびࣥ࣌間が１୯Ґで記載されたものに限ります。なお、ݪଇとして

ຖ݄１回ఏग़するものとします。

̐ɽखྉ

ᾇ　ห࢜ޢ等が࣮施するࣗഛ共済等またはࣗ動車損害ഛঈ保障法（昭和30年法律第97号）に基ͮくࣗ

動車損害ഛঈ保障ۀࣄのٻにおけるखྉは、Լ表に掲げる金額を限度とします。

Θれるべき金額ࢧ 限　　　度　　　額

①　150ສԁ以Լの場合 ̏ສԁ

②　150ສԁをえる場合 ˋΘれるべき金額ʷ２ࢧ

ᾈ　ᾇ以外のखྉについては、ࣾձ通೦上ඞཁかつଥ当な金額とします。

̑ɽ

　ห࢜ޢ等がࣄॲ理にあたりԕํにҠ動するඞཁがある場合ʢ注）の当は、１につきԼ表に掲げる

金額を限度とします。

目的地までの所ཁ࣌間 限　　　度　　　額

ԟ復２࣌間をえて̐࣌間以の場合 ̏ສԁ

ԟ復̐࣌間をえて̓࣌間以の場合 ̑ສԁ

ԟ復̓࣌間をえる場合 10ສԁ

（注）ࣄॲ理のためにඞཁもしくは༗ӹなࣄॲ理に伴うҠ動であると当合が認めた場合または

。地ௐ査をした場合をいいますݱ所もしくはެ的ฆ૪機ؔの期へのग़席もしくはࡋ
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̒ɽͦのଞのඅ用

　１から̑まで以外のඅ用については、ࣾձ通೦上ඞཁかつଥ当な࣮අ等(注）とします。

（注）収ೖҹࢴ、༣ศख、౽ࣸྉ、交通අ、通৴අ、॓ധඅ、保証金、ڙୗ金およびこれらに

準ずるもので、ҕࣄॲ理を行う上でࢧのඞཁがੜじた額をいいます。

අ༻特約࣌ྟ（�3）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ର ਓ ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、他ਓのੜ໋または
身体を害することをいいます。ただし、被害者ٹ済අ用特約のద用にお
いては、同特約のʮ用語の定義ʯに定めるਓ身ނࣄをいいます。

被 害 者 　ରਓނࣄによりੜ໋または身体を害された者をいいます。

被 害 者 ٹ 済 අ 用
　被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定める被害者ٹ済අ用をいい
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、ରਓނࣄにより被共済者が法律上の損害ഛঈまたは被害者ٹ済අ用を負担する場合に、

被共済者が見等にཁしたඅ用(注）にରして、この特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）収ೖのࣦを含みません。

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する被共済者をい

います。ただし、被害者ٹ済අ用特約のద用においては、同特約第̒条（被共済者のൣғ）にن定する

被共済者とします。

ୈ４条（共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被害者１名につき、次の①から③までにن定する金額を被共済者が見等にཁしたඅ用と

みなし、その額を共済金として被共済者にࢧいます。

۠　　　　 共　済　金　の　額

①　ᾈの①または②の場合に該当するとき 15ສԁ

②　ᾈの③（Φを除く。）の場合に該当するとき ̏ສԁ

③　ᾈの③のΦの場合に該当するとき １ສԁ
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̒ɽͦのଞのඅ用

　１から̑まで以外のඅ用については、ࣾձ通೦上ඞཁかつଥ当な࣮අ等(注）とします。

（注）収ೖҹࢴ、༣ศख、౽ࣸྉ、交通අ、通৴අ、॓ധඅ、保証金、ڙୗ金およびこれらに

準ずるもので、ҕࣄॲ理を行う上でࢧのඞཁがੜじた額をいいます。

අ༻特約࣌ྟ（�3）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 金 額 　共済証書記載の共済金額をいいます。

ର ਓ ࣄ ނ
　被共済ࣗ動車の所༗、使用または理に起因して、他ਓのੜ໋または
身体を害することをいいます。ただし、被害者ٹ済අ用特約のద用にお
いては、同特約のʮ用語の定義ʯに定めるਓ身ނࣄをいいます。

被 害 者 　ରਓނࣄによりੜ໋または身体を害された者をいいます。

被 害 者 ٹ 済 අ 用
　被害者ٹ済අ用特約のʮ用語の定義ʯに定める被害者ٹ済අ用をいい
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ۚΛࢧ͏߹）

　当合は、ରਓނࣄにより被共済者が法律上の損害ഛঈまたは被害者ٹ済අ用を負担する場合に、

被共済者が見等にཁしたඅ用(注）にରして、この特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）収ೖのࣦを含みません。

ୈ３条（ඃ共済者のൣғ）

　普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）にن定する被共済者をい

います。ただし、被害者ٹ済අ用特約のద用においては、同特約第̒条（被共済者のൣғ）にن定する

被共済者とします。

ୈ４条（共済ۚのࢧ）

ᾇ　当合は、被害者１名につき、次の①から③までにن定する金額を被共済者が見等にཁしたඅ用と

みなし、その額を共済金として被共済者にࢧいます。

۠　　　　 共　済　金　の　額

①　ᾈの①または②の場合に該当するとき 15ສԁ

②　ᾈの③（Φを除く。）の場合に該当するとき ̏ສԁ

③　ᾈの③のΦの場合に該当するとき １ສԁ

－ 176 －

ᾈ　当合は、ᾇの共済金の΄か、被共済者が࣮ࡍに負担したඅ用にରし、そのඅ用相当額を共済金とし

て被共済者にࢧいます。ただし、ᾇおよびᾈによってࢧう共済金の合ܭ額は、被害者１名につき次

の①から③までにن定する金額を限度とします。

①　被害者がରਓނࣄのの݁果としてࢮした場合は、共済金額

②　被害者がରਓނࣄのの݁果として普通共済約款別表１の表１の第１ڃおよび第２ڃまたは表２

の第１ڃから第̏ڃに掲げるいずれかの後遺障害をੜじた場合は、共済金額

③　被害者がରਓނࣄのの݁果として̏をえる治療をཁした場合は、治療に応じ、共済金

額に次のׂ合を乗じた額

Ξɽ治療が1�0をえたときは、100の60

イɽ治療が90をえたときは、100の40

ウɽ治療が30をえたときは、100の20

Τɽ治療が14をえたときは、100の10

Φɽ治療が̏をえたときは、100の２

ᾉ　１回のରਓނࣄにつき、当合のࢧう共済金の額は、被害者１名につき、共済金額を限度とします。

ୈ５条（共済ۚのٻ）

ᾇ　当合にରする共済金ݖٻは、ରਓނࣄにより被共済者が法律上の損害ഛঈまたは被害者ٹ済

අ用を負担することが໌らかになった࣌からൃੜし、これを行使することができるものとします。

ᾈ　共済金のٻは、記名被共済者を経༝して行うものとします。

ୈ̒条（ଞの特約のෆద用）

　当合は、この特約においては、運స者年ྸ条݅特約、運స者ຊਓ限定特約および運స者ຊਓɾۮ

者限定特約のن定をద用しません。

ୈ̓条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた特約のن定を準用します。この場合において、普通共済約款基ຊ条項のن定をԼ表

のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

①　第２条（共済ֻ金の
ํࠐ法）ᾈ

　共済金 　臨࣌අ用特約の共済金

②　第13条（重大ࣄ༝に
よるղ除）ᾊの②

　車両条項 　臨࣌අ用特約

③　第21条（他の共済ܖ
約等がある場合の共済
金のࢧ額）ᾈ

　ഛঈ条項 　臨࣌අ用特約

ᶆ　第22条（共済金の
ᾈ（ٻ

　共済金 　臨࣌අ用特約の共済金

ᶇ　第27条（࣌効） 　第22条（共済金のٻ）ᾇ 　臨࣌අ用特約第̑条（共済金の
ٻ）ᾇ
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（��）ແաࣦނࣄʹؔ͢Δ特ଇのର֎特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款基ຊ条項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のద用があり、

かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇのෆద用）

　当合は、この特約により、普通共済約款基ຊ条項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のن定をద

用しません。

（�1）ཧෛࣗՈ༻ࣗಈं共済特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 理 Լ に ೖ っ た ࣌ 　த途理ࣗ動車が共済ܖ約者のの理Լにೖった࣌をいいます。

共 済 ܖ 約 の 締 ݁ ࿙ れ
　この共済ܖ約締݁の࣌に、共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮきࣗら理し
ていたࣗ動車で共済証書記載の条݅に該当するものをこの共済ܖ約に
よって共済ܖ約を締݁していなかったことをいいます。

ސ ٬
　記名被共済者と被共済ࣗ動車について負ܖ約を締݁しているจ者
をいいます。

ਫ਼ ࢉ  　共済証書記載のਫ਼ࢉをいいます。

 負 ܖ 約 ࣗՈ用ࣗ動車の運行および理にؔする負ܖ約をいいます。

த 途  理 ࣗ 動 車
　共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮき、共済証書記載の条݅に該当するࣗ動
車について共済期間のத途でࣗら理を࢝めた場合における、そのࣗ動
車をいいます。

通   　共済証書記載の通をいいます。

通  ࿙ れ の
த 途  理 ࣗ 動 車

　第̐条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合における、
または࿙のあったத途理ࣗ動車をいいます。

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ 　損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいいます。

ະ ਫ਼ ࢉ 等 の
த 途  理 ࣗ 動 車

　Ճ共済ֻ金のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合における、
そのਫ਼ࢉにର応する共済証書記載の通締の１か݄લの応当の
ཌ以後に理を࢝めたத途理ࣗ動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約締݁の࣌において、共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮきࣗら理していたࣗ動

車で共済証書記載の条݅に該当するもののすべてをこの共済ܖ約によって一ׅして共済に付し、かつ、
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（��）ແաࣦނࣄʹؔ͢Δ特ଇのର֎特約

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に普通共済約款基ຊ条項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のద用があり、

かつ、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇのෆద用）

　当合は、この特約により、普通共済約款基ຊ条項第23条（ແաࣦނࣄにؔする特ଇ）のن定をద

用しません。

（�1）ཧෛࣗՈ༻ࣗಈं共済特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 理 Լ に ೖ っ た ࣌ 　த途理ࣗ動車が共済ܖ約者のの理Լにೖった࣌をいいます。

共 済 ܖ 約 の 締 ݁ ࿙ れ
　この共済ܖ約締݁の࣌に、共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮきࣗら理し
ていたࣗ動車で共済証書記載の条݅に該当するものをこの共済ܖ約に
よって共済ܖ約を締݁していなかったことをいいます。

ސ ٬
　記名被共済者と被共済ࣗ動車について負ܖ約を締݁しているจ者
をいいます。

ਫ਼ ࢉ  　共済証書記載のਫ਼ࢉをいいます。

 負 ܖ 約 ࣗՈ用ࣗ動車の運行および理にؔする負ܖ約をいいます。

த 途  理 ࣗ 動 車
　共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮき、共済証書記載の条݅に該当するࣗ動
車について共済期間のத途でࣗら理を࢝めた場合における、そのࣗ動
車をいいます。

通   　共済証書記載の通をいいます。

通  ࿙ れ の
த 途  理 ࣗ 動 車

　第̐条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合における、
または࿙のあったத途理ࣗ動車をいいます。

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ 　損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいいます。

ະ ਫ਼ ࢉ 等 の
த 途  理 ࣗ 動 車

　Ճ共済ֻ金のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合における、
そのਫ਼ࢉにର応する共済証書記載の通締の１か݄લの応当の
ཌ以後に理を࢝めたத途理ࣗ動車をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約締݁の࣌において、共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮきࣗら理していたࣗ動

車で共済証書記載の条݅に該当するもののすべてをこの共済ܖ約によって一ׅして共済に付し、かつ、

－ 17� －

共済期間のத途で共済ܖ約者が負ܖ約に基ͮきࣗら理を࢝めたࣗ動車で、共済証書記載の条݅に該

当するもののすべてをこの共済ܖ約によって࿙れなく共済に付すこととする場合であって、共済証書に

この特約をద用するࢫ記載されているときにద用されます。

ୈ２条（ඃ共済者のൣғ）

ᾇ　当合は、被共済ࣗ動車について普通共済約款ഛঈ条項のద用がある場合は、この特約により、

普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）のن定にかかΘらず、次の

①からᶆまでのいずれかに該当する者を被共済者とします。

①　記名被共済者またはその使用ਓ

②　被共済ࣗ動車を使用または理தの次のΞからΤまでのいずれかに該当する者

Ξɽ٬ސおよびその使用ਓ

イɽ٬ސがݸਓである場合は、そのۮ者

ウɽ٬ސがݸਓである場合は、٬ސまたはそのۮ者の同ډの

Τɽ٬ސがݸਓである場合は、٬ސまたはそのۮ者の別ډのະࠗのࢠ

③　記名被共済者または٬ސのঝをಘて被共済ࣗ動車を使用または理தの者。ただし、ࣗ動車取扱

。としてडୗした被共済ࣗ動車を使用または理している間を除きますۀ者がۀ

ᶆ　記名被共済者または٬ސの使用者(注）。ただし、記名被共済者または٬ސが被共済ࣗ動車をその使

用者（注）のۀに使用している場合に限ります。

ᾈ　この特約において、被害者ٹ済අ用特約をద用する場合は、同特約第̒条（被共済者のൣғ）のن定

にかかΘらず、ᾇにن定する者のうͪ、次の①または②のいずれかに該当する者を被共済者とします。

①　被共済ࣗ動車の運స者

②　被共済ࣗ動車の所༗者。ただし、被共済ࣗ動車に運స者がいない状態でނࣄがੜじた場合に限りま

す。

ᾉ　当合は、この特約により、ᾇの被共済者については、次の①からᶇまでのن定をద用しません。

①　普通共済約款ਓ身ই害条項第̐条（被共済者のൣғ）ᾉの②

②　普通共済約款乗者ই害条項第̐条（被共済者のൣғ）ᾈの②

③　ਓ身ই害車外ނࣄ特約第̐条（被共済者のൣғ）ᾈの②

ᶆ　ແ共済車ই害特約第̒条（被共済者のൣғ）ᾉの②

ᶇ　ࣗ損ނࣄই害特約第̑条（被共済者のൣғ）ᾈの②

（注）負ܖ約、ҕܖ約またはこれらに類ࣅのܖ約に基ͮき使用者に準ずる地Ґにある者を含み

ます。

ୈ３条（த్ཧࣗಈ車にରするࣗಈิ償）

ᾇ　த途理ࣗ動車にରして、ࣗ動的にこの共済ܖ約をద用します。

ᾈ　த途理ࣗ動車にかかΘる当合の共済は、理Լにೖった࣌に࢝まり、共済期間ののޕ後

。にऴΘります࣌̐

ୈ４条（通）

ᾇ　共済ܖ約者は、ຖ݄、共済証書記載の通締以લ１か݄のத途理ࣗ動車を通までに、当
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合所定の書໘により当合に通しなけれなりません。

ᾈ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車またはத途理ࣗ動車について、負ܖ約のऴྃまた

はղ除により、共済ܖ約の理がऴྃした場合も、ᾇと同༷とします。

ୈ５条（共済ܖ約のక݁࿙Ε͕͋ͬͨ߹）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に、共済ܖ約の締݁࿙れが໌した場合は、当合は、第̏条（த途理ࣗ動

車にରするࣗ動ิঈ）のن定をద用しません。ただし、その共済ܖ約の締݁࿙れの࣮ࣄを当合がっ

た࣌までにલ条ᾇの通をडྖしているத途理ࣗ動車を除きます。

ᾈ　共済ܖ約の締݁࿙れが共済ܖ約者のނҙおよび重大なաࣦによらなかったことを共済ܖ約者が証໌し

た場合で、当合が共済ܖ約の締݁࿙れの࣮ࣄをった࣌以後の࠷もૣい通までに共済ܖ約者がそ

の共済ܖ約の締݁࿙れࣗ動車について書໘によってగ正をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときは、

ᾇのن定をద用しません。

ୈ̒条（通に·ͨ࿙͕͋ͬͨ߹）

　第̐条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合は、通࿙れのத途理ࣗ動車および当合

がそのまたは࿙の࣮ࣄをった࣌以後、同条ᾇのن定により通されるすべてのத途理ࣗ動車

にରして、当合は、第̏条（த途理ࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）のن定をద用しません。ただし、そ

のまたは࿙が共済ܖ約者のނҙおよび重大なաࣦによらなかったことを共済ܖ約者が証໌した場

合で、当合がそのまたは࿙の࣮ࣄをった࣌以後の࠷もૣい通までに共済ܖ約者がその通

࿙れのத途理ࣗ動車について書໘によってగ正をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときを除きま

す。

ୈ̓条（共済ֻۚのਫ਼ࢉ）

ᾇ　当合は、第̐条（通）ᾇの通をडྖした場合は、ׂによってࢉܭしたՃ共済ֻ金をٻし

ます。

ᾈ　当合は、第̐条（通）ᾈの通をडྖした場合は、ׂによってࢉܭした共済ֻ金をฦؐします。

ᾉ　ᾇおよびᾈの共済ֻ金は、ຖ݄、ਫ਼ࢉまでにਫ਼ࢉするものとします。

ᾊ　当合は、Ճ共済ֻ金(注１）のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合は、ະਫ਼ࢉ等のத途理

ࣗ動車(注２）についてੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。この場合に

おいて、既に共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることができます。

ᾋ　ະਫ਼ࢉ等のத途理ࣗ動車(注２）のうͪ既にਫ਼ࢉの౸来しているものにつきᾇのՃ共済ֻ金(注１）の

શ額がいࠐまれた場合は、そのࠐみの࣌以後にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、ᾊの

。定をద用しませんن

（注１）ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

（注２）Ճ共済ֻ金のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合に、そのਫ਼ࢉにର応する共済

証書記載の通締の１か݄લの応当のཌ以後に理を࢝めたத途理ࣗ動車をいいま

す。

ୈ̔条（ܖ約条݅のมߋ）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車または第̐条（通）ᾇの通を当合が既にडྖし
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合所定の書໘により当合に通しなけれなりません。

ᾈ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車またはத途理ࣗ動車について、負ܖ約のऴྃまた

はղ除により、共済ܖ約の理がऴྃした場合も、ᾇと同༷とします。

ୈ５条（共済ܖ約のక݁࿙Ε͕͋ͬͨ߹）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に、共済ܖ約の締݁࿙れが໌した場合は、当合は、第̏条（த途理ࣗ動

車にରするࣗ動ิঈ）のن定をద用しません。ただし、その共済ܖ約の締݁࿙れの࣮ࣄを当合がっ

た࣌までにલ条ᾇの通をडྖしているத途理ࣗ動車を除きます。

ᾈ　共済ܖ約の締݁࿙れが共済ܖ約者のނҙおよび重大なաࣦによらなかったことを共済ܖ約者が証໌し

た場合で、当合が共済ܖ約の締݁࿙れの࣮ࣄをった࣌以後の࠷もૣい通までに共済ܖ約者がそ

の共済ܖ約の締݁࿙れࣗ動車について書໘によってగ正をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときは、

ᾇのن定をద用しません。

ୈ̒条（通に·ͨ࿙͕͋ͬͨ߹）

　第̐条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合は、通࿙れのத途理ࣗ動車および当合

がそのまたは࿙の࣮ࣄをった࣌以後、同条ᾇのن定により通されるすべてのத途理ࣗ動車

にରして、当合は、第̏条（த途理ࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）のن定をద用しません。ただし、そ

のまたは࿙が共済ܖ約者のނҙおよび重大なաࣦによらなかったことを共済ܖ約者が証໌した場

合で、当合がそのまたは࿙の࣮ࣄをった࣌以後の࠷もૣい通までに共済ܖ約者がその通

࿙れのத途理ࣗ動車について書໘によってగ正をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときを除きま

す。

ୈ̓条（共済ֻۚのਫ਼ࢉ）

ᾇ　当合は、第̐条（通）ᾇの通をडྖした場合は、ׂによってࢉܭしたՃ共済ֻ金をٻし

ます。

ᾈ　当合は、第̐条（通）ᾈの通をडྖした場合は、ׂによってࢉܭした共済ֻ金をฦؐします。

ᾉ　ᾇおよびᾈの共済ֻ金は、ຖ݄、ਫ਼ࢉまでにਫ਼ࢉするものとします。

ᾊ　当合は、Ճ共済ֻ金(注１）のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合は、ະਫ਼ࢉ等のத途理

ࣗ動車(注２）についてੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。この場合に

おいて、既に共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることができます。

ᾋ　ະਫ਼ࢉ等のத途理ࣗ動車(注２）のうͪ既にਫ਼ࢉの౸来しているものにつきᾇのՃ共済ֻ金(注１）の

શ額がいࠐまれた場合は、そのࠐみの࣌以後にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、ᾊの

。定をద用しませんن

（注１）ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

（注２）Ճ共済ֻ金のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合に、そのਫ਼ࢉにର応する共済

証書記載の通締の１か݄લの応当のཌ以後に理を࢝めたத途理ࣗ動車をいいま

す。

ୈ̔条（ܖ約条݅のมߋ）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車または第̐条（通）ᾇの通を当合が既にडྖし

－ 1�0 －

ているத途理ࣗ動車について、共済期間のத途で共済ܖ約の条݅をมߋする場合は、共済ܖ約者は、

ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、ঝ認のٻを行Θなけれなりま

せん。

ᾈ　第̐条（通）ᾇの通を当合がडྖしていないத途理ࣗ動車(注）について、その理Լにೖっ

た࣌から共済証書記載の条݅と異なる条݅で共済に付す場合または共済期間のத途で共済ܖ約の条݅を

มߋする場合は、共済ܖ約者は、ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、

ঝ認のٻを行Θなけれなりません。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合において、当合がその定めるとこΖにैいՃ共済ֻ金をٻしたときは、共済

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌約者は、そのશ額を一ܖ

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵった場合は、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）通࿙れのத途理ࣗ動車を除きます。

第９条（ಛのղআ）

ᾇ　当合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもっ

て、この特約をղ除することができます。

①　第̑条（共済ܖ約の締݁࿙れがあった場合）ᾇに該当する場合。ただし、同条ᾈのن定によりగ正

がなされた場合を除きます。

②　第̒条（通にまたは࿙があった場合）に該当する場合。ただし、同条ただし書のن定によ

りగ正がなされた場合を除きます。

③　第̓条 	共済ֻ金のਫ਼ࢉ
 ᾇのՃ共済ֻ金(注）のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合。た

だし、同条ᾋに該当する場合を除きます。

ᾈ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約を普通共済約款基ຊ条項第12条（共済ܖ約のղ除）ᾉのن定によりղ

除する場合を除き、この特約をղ除することができません。

（注）第̓条ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

第10条（ं྆共済のಛଇ）

ᾇ　当合は、この特約により、共済金のࢧは、共済ܖ約者を経༝して行うものとします。

ᾈ　当合は、被共済者から共済金ࢧのٻをडけたときは、なくそのࢫを共済ܖ約者に通

するものとします。

ᾉ　当合は、被共済ࣗ動車に他の車両共済ܖ約等(注）が締݁されている場合は、他の車両共済ܖ約等(注）

に༏ઌして共済金をࢧうものとします。

（注）この車両共済ܖ約のશ部または一部にରしてࢧを同じくする他の車両共済ܖ約または車

両保険ܖ約をいいます。

第11条（Ґ）

　当合は、この特約により、普通共済約款基ຊ条項第29条（Ґ）ᾊの②のただし書のن定にかか

Θらず、被共済者または共済金をडけ取るべき者が取ಘした被共済者等ݖ࠴が車両損害にؔするもので
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ある場合は、被共済ࣗ動車を正当なݖརによって使用または理していた第２条（被共済者のൣғ－ର

ਓɾର物ഛঈ共通）ᾇの被共済者にରしては、その被共済者等ݖ࠴を行使しません。ただし、損害が記

名被共済者もしくはその使用ਓのނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合または記名被共済者もしく

はその使用ਓが次の①から③までのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしているときにੜじた場合を

除きます。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳび

た状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

第1�条（ී௨共済جຊ条߲のಡΈସ͑）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝による
ղ除）（２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

　理負ࣗՈ用ࣗ動車共済特約

（�2）ཧෛࣗՈ༻ࣗಈंʹؔ͢Δඃ共済者Ճ特約

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 Ճ 被 共 済 者

　記名被共済者のঝをಘて被共済ࣗ動車を使用または理தの次の①
または②のいずれかに該当する者をいいます。

①　第１条（この特約が付ଳされる条݅）のܖ約に基ͮいて被共済ࣗ
動車の運行または理を行う者

②　①にن定する者の使用ਓ

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ 損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいいます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車が、共済ܖ約者(注）が締݁しているࣗՈ用ࣗ動車の運行および理にؔす

る負ܖ約に基ͮいて運行または理されているࣗ動車であり、かつ、共済証書にこの特約をద用する

。記載されている場合にద用されますࢫ

（注）被共済ࣗ動車がିआܖ約によりିआされている場合は、記名被共済者とします。

第̎条（ඃ共済ऀのൣғ）

ᾇ　当合は、被共済ࣗ動車について普通共済約款ഛঈ条項のద用がある場合は、この特約により、
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ある場合は、被共済ࣗ動車を正当なݖརによって使用または理していた第２条（被共済者のൣғ－ର

ਓɾର物ഛঈ共通）ᾇの被共済者にରしては、その被共済者等ݖ࠴を行使しません。ただし、損害が記

名被共済者もしくはその使用ਓのނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合または記名被共済者もしく

はその使用ਓが次の①から③までのいずれかの状態で被共済ࣗ動車を運సしているときにੜじた場合を

除きます。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳび

た状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

第1�条（ී௨共済جຊ条߲のಡΈସ͑）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝による
ղ除）（２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

　理負ࣗՈ用ࣗ動車共済特約

（�2）ཧෛࣗՈ༻ࣗಈंʹؔ͢Δඃ共済者Ճ特約

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 Ճ 被 共 済 者

　記名被共済者のঝをಘて被共済ࣗ動車を使用または理தの次の①
または②のいずれかに該当する者をいいます。

①　第１条（この特約が付ଳされる条݅）のܖ約に基ͮいて被共済ࣗ
動車の運行または理を行う者

②　①にن定する者の使用ਓ

被 共 済 者 等 ࠴ ݖ 損害ഛঈݖٻその他のݖ࠴をいいます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、被共済ࣗ動車が、共済ܖ約者(注）が締݁しているࣗՈ用ࣗ動車の運行および理にؔす

る負ܖ約に基ͮいて運行または理されているࣗ動車であり、かつ、共済証書にこの特約をద用する

。記載されている場合にద用されますࢫ

（注）被共済ࣗ動車がିआܖ約によりିआされている場合は、記名被共済者とします。

第̎条（ඃ共済ऀのൣғ）

ᾇ　当合は、被共済ࣗ動車について普通共済約款ഛঈ条項のద用がある場合は、この特約により、

－ 1�2 －

普通共済約款ഛঈ条項第̒条（被共済者のൣғ－ରਓɾର物ഛঈ共通）の③ただし書または被害者

定にかかΘらず、普通共済約款ഛঈن済අ用特約第̒条（被共済者のൣғ）①のΦのただし書のٹ

条項第̒条または被害者ٹ済අ用特約第̒条にن定する被共済者にՃえて、Ճ被共済者を被共済者と

します。

ᾈ　当合は、この特約により、Ճ被共済者については、次の①からᶇまでのن定をద用しません。

①　普通共済約款ਓ身ই害条項第̐条（被共済者のൣғ）ᾉの②

②　普通共済約款乗者ই害条項第̐条（被共済者のൣғ）ᾈの②

③　ਓ身ই害車外ނࣄ特約第̐条（被共済者のൣғ）ᾈの②

ᶆ　ແ共済車ই害特約第̒条（被共済者のൣғ）ᾉの②

ᶇ　ࣗ損ނࣄই害特約第̑条（被共済者のൣғ）ᾈの②

ୈ３条（Ґ）

　当合は、この特約により、普通共済約款基ຊ条項第29条（Ґ）ᾊの②のただし書のن定にかか

Θらず、被共済者または共済金をडけ取るべき者が取ಘした被共済者等ݖ࠴が車両損害にؔするもので

ある場合は、Ճ被共済者にରしては、その被共済者等ݖ࠴を行使しません。ただし、損害がՃ被共

済者のނҙまたは重大なաࣦによってੜじた場合またはՃ被共済者が次の①から③までのいずれかの

状態で被共済ࣗ動車を運సしているときにੜじた場合を除きます。

①　法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運సのࢭې）第１項に定めるञ気をଳび

た状態またはこれに相当する状態

③　ຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及び安શੑの֬

保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物等のӨڹによ

り正常な運సができないおそれがある状態

ୈ４条（普通共済約款基本条項のಡΈସ͑）

　この特約のద用においては、普通共済約款基ຊ条項のن定をԼ表のとおりಡみସえるものとします。

ಡみସえるن定 ಡ 　 ସ 　 લ ಡ 　 ସ 　 後

第13条（重大ࣄ༝による
ղ除）(注２）

　ഛঈ条項、ਓ身ই害条項ま
たは乗者ই害条項

　理負ࣗՈ用ࣗ動車にؔする
被共済者Ճ特約



274

ಛ

約



߲

－ 1�3 －

ᶜ．ֻۚࡁڞのࠐΈに関わる特約

（��）Ճ共済ֻ金の払ࠐʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 ࠐ 期  共済ܖ約条݅のมߋのཌ݄応当をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済ܖ約者または被共済者が普通共済約款基ຊ条項第̐条（告義）ᾉの③もしくは

普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定するగ正のਃग़または第̑条（通義）ᾇ、第̓条（被共

済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇ、第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇ、第15条（共済ֻ金のฦؐまたは

ٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌもしくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定する通を

当合に行った場合で、共済ܖ約者がこの特約のద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときに

ద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　લ条にن定するగ正のਃग़または通に基ͮき、当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約

者は、次の①または②にن定するまでに、当合のٻしたՃ共済ֻ金をいࠐまなけれなりま

せん。

①　Ճ共済ֻ金にؔする共済ֻ金ׂ特約がద用される場合は、同特約第２条（Ճ共済ֻ金の

期ࠐまたはࠐ定するن法）ᾈにํࠐ

②　①以外の場合は、共済ܖ約条݅のมߋ(注）のଐする݄のཌ݄応当

ᾈ　共済ܖ約者は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾌにن定する通については、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合

が認める場合を除いてこれをఫ回することはできません。

（注）લ条のగ正のਃग़または通を行った以後の共済ܖ約者がࢦ定するで、共済ܖ約条݅をม

。すべき期間のॳをいいますߋ

ୈ３条（Ճ共済ֻۚෆの߹の໔責）

ᾇ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場

合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたՃ共済ֻ金がࠐ期までにいࠐまれなかった場合は、

Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません（注）。ただし、

次の①から③までのいずれかに該当する損害またはই害にରしては、このن定をద用しません。

①　被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）ᾇのن定によりೖସࣗ動

車を被共済ࣗ動車とみなして普通共済約款および付ଳされた他の特約をద用する場合は、同条にن定

する取ಘのཌから起ࢉして30以にੜじたނࣄによる損害またはই害
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ᶜ．ֻۚࡁڞのࠐΈに関わる特約

（��）Ճ共済ֻ金の払ࠐʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

 ࠐ 期  共済ܖ約条݅のมߋのཌ݄応当をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済ܖ約者または被共済者が普通共済約款基ຊ条項第̐条（告義）ᾉの③もしくは

普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定するగ正のਃग़または第̑条（通義）ᾇ、第̓条（被共

済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇ、第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇ、第15条（共済ֻ金のฦؐまたは

ٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌもしくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定する通を

当合に行った場合で、共済ܖ約者がこの特約のద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認したときに

ద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　લ条にن定するగ正のਃग़または通に基ͮき、当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約

者は、次の①または②にن定するまでに、当合のٻしたՃ共済ֻ金をいࠐまなけれなりま

せん。

①　Ճ共済ֻ金にؔする共済ֻ金ׂ特約がద用される場合は、同特約第２条（Ճ共済ֻ金の

期ࠐまたはࠐ定するن法）ᾈにํࠐ

②　①以外の場合は、共済ܖ約条݅のมߋ(注）のଐする݄のཌ݄応当

ᾈ　共済ܖ約者は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾌにن定する通については、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合

が認める場合を除いてこれをఫ回することはできません。

（注）લ条のగ正のਃग़または通を行った以後の共済ܖ約者がࢦ定するで、共済ܖ約条݅をม

。すべき期間のॳをいいますߋ

ୈ３条（Ճ共済ֻۚෆの߹の໔責）

ᾇ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場

合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたՃ共済ֻ金がࠐ期までにいࠐまれなかった場合は、

Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません（注）。ただし、

次の①から③までのいずれかに該当する損害またはই害にରしては、このن定をద用しません。

①　被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）ᾇのن定によりೖସࣗ動

車を被共済ࣗ動車とみなして普通共済約款および付ଳされた他の特約をద用する場合は、同条にن定

する取ಘのཌから起ࢉして30以にੜじたނࣄによる損害またはই害

－ 1�4 －

②　被共済ࣗ動車のೖସࣗ動ิঈ特約第２条ᾈのن定によりೖସࣗ動車を被共済ࣗ動車とみなして普通

共済約款ഛঈ条項および付ଳされた他の特約をద用する場合は、同条にن定する取ಘのཌか

ら起ࢉして31目の以後、ຬ期までの間にੜじたނࣄによる損害またはই害

③　危険૿Ճがੜじた場合における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害または

ই害

ᾈ　当合は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）

ᾌのن定によりٻしたՃ共済ֻ金がࠐ期までにいࠐまれなかった場合は、Ճ共済ֻ金ྖ収

લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済ܖ約条݅のมߋおよび共済金額のมߋのঝ認の

ٻがなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

ᾉ　被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者が、ࠐ期までにੜじたނࣄによる損害または

ই害にରして共済金または損害ഛঈ額のࢧをडける場合は、そのࢧをडけるલに、共済ܖ約者は

Ճ共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ４条（ղআʵՃ共済ֻۚෆの߹）

　当合は、ࠐ期までにՃ共済ֻ金がいࠐまれなかった場合は、共済ܖ約者にରする書໘によ

る通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。この場合のղ除は、将来にかってのみそ

の効ྗをੜじます。

ୈ５条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

（��）Ճ共済ֻ金の࠲ޱৼସʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 ܖ 約 条 ݅ の ม ߋ
　共済証書または共済ܖ約ਃࠐ書の記載ࣄ項のมߋをいい、共済ܖ約者
による共済ܖ約条݅のมߋを含みます。

ܖ 約  ༰ ม ߋ ґ པ 書 　この共済ܖ約にるܖ約༰มߋґཔ書をいいます。

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者のࢦ定するޱ座をいいます。

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

ॳ 回  Ճ 共 済 ֻ 金

　第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾉの①のن定によりՃ共済ֻ金を
一ׅしていࠐΉ場合は、当合がٻしたՃ共済ֻ金の૯額をい
い、同条ᾉの②のن定によりՃ共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、
第１回目にいࠐΉべきׂՃ共済ֻ金をいいます。
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ॳ 回  Ճ 共 済
ֻ 金  ࠐ 期 

。期をいいますࠐґཔ書記載のॳ回Ճ共済ֻ金ߋ約༰มܖ　

 Ճ 共 済 ֻ 金 　第２条にن定するՃ共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  。定金༥機ؔ͝とに当合の定める期をいいますࢦ　

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約、大ޱ共済ֻ金ׂ特約、ॳ回共済ֻ金のޱ座ৼ

ସにؔする特約またはॳ回共済ֻ金のޱ座ৼସཌ݄特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約

のద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。ただし、共済ֻ金ׂ特約および

大ޱ共済ֻ金ׂ特約については、共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସである場合に限ります。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約条݅のมߋがੜじた場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、そのՃ共済ֻ

金のࠐみは、ࠐ期にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえることによって行うものとし

ます。

①　この共済ܖ約にશ車両一ׅ特約がద用されており、当合がޱ座ৼସのํ法により、同特約第̒条

（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇにن定するՃ共済ֻ金(注）をٻしたとき。

②　共済ܖ約者または被共済者が書໘により当合に共済ܖ約条݅のมߋを通し、当合がޱ座ৼସ

のํ法により、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾇ、ᾈ、ᾊもしくはᾌまたは普通共済約款に付ଳされた他の特約に定めるՃ共済ֻ金を

。したときٻ

ᾈ　ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるՃ共済ֻ金のࠐみが

そのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐみがあったものとみなします。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金のࠐみは、次の①または②のいずれかのํ法によるものとします。

①　ࠐ期にՃ共済ֻ金のશ額を一࣌にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法

②　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂし、ຖ݄のࠐ期に、ࢦ定ޱ座

から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法。ただし、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大

。共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合に限りますޱ

ᾊ　この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大ޱ共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合は、共済ֻ

金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）または大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金の

ࠐみ）のن定をద用しません。

ᾋ　共済ܖ約者は、ࠐ期のલまでにՃ共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておかなけれなり

ません。

ᾌ　共済ܖ約者は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾌにن定する通については、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ॳ 回  Ճ 共 済
ֻ 金  ࠐ 期 

。期をいいますࠐґཔ書記載のॳ回Ճ共済ֻ金ߋ約༰มܖ　

 Ճ 共 済 ֻ 金 　第２条にن定するՃ共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  。定金༥機ؔ͝とに当合の定める期をいいますࢦ　

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約、大ޱ共済ֻ金ׂ特約、ॳ回共済ֻ金のޱ座ৼ

ସにؔする特約またはॳ回共済ֻ金のޱ座ৼସཌ݄特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約

のద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。ただし、共済ֻ金ׂ特約および

大ޱ共済ֻ金ׂ特約については、共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସである場合に限ります。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約条݅のมߋがੜじた場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、そのՃ共済ֻ

金のࠐみは、ࠐ期にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえることによって行うものとし

ます。

①　この共済ܖ約にશ車両一ׅ特約がద用されており、当合がޱ座ৼସのํ法により、同特約第̒条

（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇにن定するՃ共済ֻ金(注）をٻしたとき。

②　共済ܖ約者または被共済者が書໘により当合に共済ܖ約条݅のมߋを通し、当合がޱ座ৼସ

のํ法により、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾇ、ᾈ、ᾊもしくはᾌまたは普通共済約款に付ଳされた他の特約に定めるՃ共済ֻ金を

。したときٻ

ᾈ　ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるՃ共済ֻ金のࠐみが

そのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐみがあったものとみなします。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金のࠐみは、次の①または②のいずれかのํ法によるものとします。

①　ࠐ期にՃ共済ֻ金のશ額を一࣌にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法

②　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂし、ຖ݄のࠐ期に、ࢦ定ޱ座

から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法。ただし、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大

。共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合に限りますޱ

ᾊ　この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大ޱ共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合は、共済ֻ

金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）または大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金の

ࠐみ）のن定をద用しません。

ᾋ　共済ܖ約者は、ࠐ期のલまでにՃ共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておかなけれなり

ません。

ᾌ　共済ܖ約者は、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等

の場合）ᾌにن定する通については、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合

－ ��� －

が認める場合をআいてこれをఫճすることはできません。

（注）全車両Ұׅ特約ୈ̒条ʢ共済ֻ金のਫ਼ࢉʣ⑵の共済ֻ金がある場合は、相ࡴしたޙの共済ֻ金

とします。

ୈ３条（ॳճՃ共済ֻۚෆの߹）

⑴　લ条⑴の規定により、当組合が請求したॳճ追Ճ共済ֻ金について、ॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐにॳ

ճ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみがない場合は、共済契約者は、ॳճ追Ճ共済ֻ金をॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐ

のଐする݄のཌ݄までに当組合に払いࠐまなければなりません。

⑵　当組合は、共済契約者がॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐのଐする݄のཌ݄までॳճ追Ճ共済ֻ金の払

。みをଵった場合は、次の①およびᶄのとおりとしますࠐ

①　払ࠐみをଵったॳճ追Ճ共済ֻ金がલ条⑴の①の追Ճ共済ֻ金である場合は、全車両Ұׅ特約ୈ̒

条ʢ共済ֻ金のਫ਼ࢉʣᾊおよび⑸の規定を適用します。この場合において、これらの規定中「追Ճ共

済ֻ金」とあるのは「ॳճ追Ճ共済ֻ金」とಡみସ͑るものとします。

ᶄ　①Ҏ֎の場合は、次のアまたはイのとおりとします。

ア．払ࠐみをଵったॳճ追Ճ共済ֻ金が普通共済約款جຊ条項ୈ��条ʢ共済ֻ金のฦؐまたは請求

義ɾ通義等の場合ʣ⑴、⑵またはᾊの規定により請求したものである場合は、ॳճࠂ－

追Ճ共済ֻ金領収લに生͡た事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。た

だし、次の(ｱ)から(ř)までのいずれかに該当する損害または傷害に対しては、この規定を適用しま

せん。

(ｱ)　被共済自動車のೖସ自動ิঈ特約ୈ̎条ʢೖସ自動車に対する自動ิঈʣ⑴の規定によりೖ

ସ自動車を被共済自動車とみなして、普通共済約款およびଳされた他の特約を適用する場合

は、ಉ条に規定する取ಘのཌからࢉىして��Ҏに生͡た事故による損害または傷害

(ｲ)　被共済自動車のೖସ自動ิঈ特約ୈ̎条⑵の規定によりೖସ自動車を被共済自動車とみなし

て普通共済約款ഛঈ責任条項およびଳされた他の特約を適用する場合は、ಉ条に規定する取

ಘのཌからࢉىして��のҎޙ、満ظまでのؒに生͡た事故による損害または傷害

(ř)　૿ݥةՃが生͡た場合における、その૿ݥةՃが生͡た時よりલに発生した事故による損害

または傷害

イ．払ࠐみをଵったॳճ追Ճ共済ֻ金が普通共済約款جຊ条項ୈ��条⑹の規定により請求したもの

である場合は、ॳճ追Ճ共済ֻ金領収લに生͡た事故による損害または傷害に対しては、共済契

約条件の変ߋのঝ認の請求がなかったものとして、普通共済約款およびଳされた他の特約に従

い、共済金を支払います。

⑶　共済契約者がॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐのଐする݄のཌ݄までॳճ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみをଵっ

たことについて、故ҙおよびॏେな過失がなかったと当組合が認めた場合は、当組合は、「ॳճ追Ճ共

済ֻ金払ظࠐのଐする݄のཌ݄」を「ॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐのଐする݄のཌʑ݄の2�」

にಡみସ͑てこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して、当組

合がผに定める額をあわせて請求できるものとします。

ᾊ　被共済者、共済金請求権者または損害ഛঈ請求権者が、ॳճ追Ճ共済ֻ金払ࠐみલに生͡た事故によ
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る損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のࢧをडける場合は、そのࢧをडけるલに、共

済ܖ約者はॳ回Ճ共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ᾋ　当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれな

かった場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

この場合のղ除は、共済ܖ約条݅のมߋ(注）から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾌ　ᾋのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から、既経ա期間

にରしׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

ᾍ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

、が行Θれなかったことによる場合においてはٻ座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐ

ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄の応当をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期とみなしてᾇからᾌ

までのن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ

༝による場合を除きます。

（注）共済ܖ約条݅をมߋすべき期間のॳをいいます。

ୈ４条（ॳճՃ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害ま

たはই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回Ճ共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵ

り、かつ、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、

共済ܖ約者にରしてԼ表に定める共済金の額のฦؐをٻすることができます。

Ճ共済ֻ金のछ類 ฦؐをٻできる共済金の額

①　Ճ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第
15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義
ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن
定によりٻしたものである場合

ࢧによる損害またはই害にରして既にނࣄ　
った共済金のશ額

②　Ճ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第
15条ᾌのن定によりٻしたものである場
合

　次のࣜࢉによりࢉग़した額

による損害またނࣄ
は ই 害 に ର し て ࢧ
った共済金の額

－
第̏条（ॳ回Ճ共済
ֻ金不の場合）ᾈの
②のイの共済金の額

ୈ５条（ୈ２ճҎޙのׂՃ共済ֻۚෆの߹）

　共済ܖ約者が第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾉの②のن定によりՃ共済ֻ金をׂしていࠐΉ

場合は、次の①からᶆまでのとおりとします。

①　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をい
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る損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のࢧをडける場合は、そのࢧをडけるલに、共

済ܖ約者はॳ回Ճ共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ᾋ　当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれな

かった場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

この場合のղ除は、共済ܖ約条݅のมߋ(注）から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾌ　ᾋのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から、既経ա期間

にରしׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

ᾍ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

、が行Θれなかったことによる場合においてはٻ座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐ

ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄の応当をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期とみなしてᾇからᾌ

までのن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ

༝による場合を除きます。

（注）共済ܖ約条݅をมߋすべき期間のॳをいいます。

ୈ４条（ॳճՃ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害ま

たはই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回Ճ共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵ

り、かつ、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、

共済ܖ約者にରしてԼ表に定める共済金の額のฦؐをٻすることができます。

Ճ共済ֻ金のछ類 ฦؐをٻできる共済金の額

①　Ճ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第
15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義
ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن
定によりٻしたものである場合

ࢧによる損害またはই害にରして既にނࣄ　
った共済金のશ額

②　Ճ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第
15条ᾌのن定によりٻしたものである場
合

　次のࣜࢉによりࢉग़した額

による損害またނࣄ
は ই 害 に ର し て ࢧ
った共済金の額

－
第̏条（ॳ回Ճ共済
ֻ金不の場合）ᾈの
②のイの共済金の額

ୈ５条（ୈ２ճҎޙのׂՃ共済ֻۚෆの߹）

　共済ܖ約者が第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾉの②のن定によりՃ共済ֻ金をׂしていࠐΉ

場合は、次の①からᶆまでのとおりとします。

①　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をい

－ ��� －

にޙのཌҎظࠐみをଵった場合は、その払ࠐのଐする݄のཌ݄までその払ظࠐΉべき払ࠐ

生͡た事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済

金を支払っていたときは、そのฦؐを請求することができます。

ᶄ　共済契約者が①のୈ̎ճҎޙのׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみをଵったことについて、故ҙおよびॏ

େな過失がなかったと当組合が認めたときは、当組合は、「ׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐΉべき払ظࠐ

のଐする݄のཌ݄」を「ׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐΉべき払ظࠐのଐする݄のཌʑ݄の2�」

にಡみସ͑てこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して、当

組合がผに定める額をあわせて請求できるものとします。

③　当組合は、次のアに該当する場合は、共済契約者に対する書໘による通をもって、この共済契約

を解আすることができます。この場合の解আは、次のイに規定する時からকདྷに向かってのみそのޮ

力を生͡ます。

ア．当組合が共済契約を解

আできる場合

(ｱ)　払ظࠐのଐする݄のཌ݄までにその払ظࠐに払いࠐ

まれるべきׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみがない場合

(ｲ)　払ظࠐまでにその払ظࠐに払いࠐまれるべきׂ追Ճ共

済ֻ金の払ࠐみがなく、かつ、次ճ払ظࠐまでにその次ճ

払ظࠐに払いࠐまれるべきׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみがな

い場合

イ．解আのޮ力が生͡る時

(ｱ)　アの(ｱ)による解আの場合は、そのׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐ

Ήべき払ظࠐ

(ｲ)　アの(ｲ)による解আの場合は、次ճ払ظࠐ

ᶆ　③の規定により当組合が共済契約を解আした場合は、既に領収した共済ֻ金の૯額から既経過ؒظ

に対しֻׂ݄ظ金によってࢉܭした共済ֻ金を差し引いて、その額をฦؐします。

ୈ̒条（ൃނࣄੜ࣌の義）

⑴　共済契約者または被共済者は、事故が発生した場合で、ୈ̎条ʢ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみʣの共済契

約条件の変ߋの通時および事故発生の時の確認に関して、当組合が特に必要とする書類または

証拠となるものを求めた場合は、なくこれを提出し、または当組合が行う調査に協力しなければ

なりません。

⑵　当組合は、共済契約者または被共済者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、それによっ

て当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

ୈ̓条（४用ن定）

　この特約に規定しない事項については、この特約のझࢫに反しない限り、この共済契約の普通共済約

款およびଳされた他の特約の規定を४用します。
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（��）共済ֻׂۚ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  　共済証書記載のࠐ期をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしたものをいい
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ֻۚのׂ）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（ׂ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約の締݁と同࣌に第１回ׂ共済ֻ金をࠐみ、第２回目以後のׂ共済

ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合は、ࠐ期は、ࢦ定金༥機ؔ͝とに当合の定める期と

します。ただし、ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、共済ܖ約者のࢦ定するޱ座からのޱ座ৼ

ସによるׂ共済ֻ金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐ

みがあったものとみなします。

ᾉ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସで、かつ、第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期が共済期間のॳのଐする݄

のཌ݄である場合で、共済ܖ約者が第２回ׂ共済ֻ金をいࠐΉべきࠐ期までそのࠐみをଵり、

かつ、ࠐみをଵった理༝がࢦ定金༥機ؔにରしてޱ座ৼସٻが行Θれなかったことによるときは、

第̏回ׂ共済ֻ金のࠐ期(注）をその第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期とみなしてこの特約のن定を

ద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ༝による場合

を除きます。

（注）ׂ回が２回の場合は、第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期のཌ݄の応当とします。

ୈ４条（ׂ共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条の第１回ׂ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる

損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者は、そのશ額を一࣌に当
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（��）共済ֻׂۚ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  　共済証書記載のࠐ期をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしたものをいい
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。

ୈ２条（共済ֻۚのׂ）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（ׂ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約の締݁と同࣌に第１回ׂ共済ֻ金をࠐみ、第２回目以後のׂ共済

ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合は、ࠐ期は、ࢦ定金༥機ؔ͝とに当合の定める期と

します。ただし、ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、共済ܖ約者のࢦ定するޱ座からのޱ座ৼ

ସによるׂ共済ֻ金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐ

みがあったものとみなします。

ᾉ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସで、かつ、第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期が共済期間のॳのଐする݄

のཌ݄である場合で、共済ܖ約者が第２回ׂ共済ֻ金をいࠐΉべきࠐ期までそのࠐみをଵり、

かつ、ࠐみをଵった理༝がࢦ定金༥機ؔにରしてޱ座ৼସٻが行Θれなかったことによるときは、

第̏回ׂ共済ֻ金のࠐ期(注）をその第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期とみなしてこの特約のن定を

ద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ༝による場合

を除きます。

（注）ׂ回が２回の場合は、第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期のཌ݄の応当とします。

ୈ４条（ׂ共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条の第１回ׂ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる

損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者は、そのશ額を一࣌に当
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合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者は、そのશ額を一࣌に当合にいࠐま

なけれなりません。

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（ׂ共済ֻۚෆの߹の໔責）

ᾇ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂ共済ֻ金について、そのׂ共済ֻ金をいࠐΉべき

ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、そのࠐ期のཌ以後にੜじたࣄ

。いませんࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ᾈ　共済ܖ約者がᾇの第２回目以後のׂ共済ֻ金のࠐみをଵったことについてނҙおよび重大なա

ࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮࠐ期のଐする݄のཌ݄ʯをʮࠐ期

のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特約のن定をద用します。この場合において、当

合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘせてٻできるものとします。

ୈ̓条（ղআʵׂ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、次の①に該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約を

ղ除することができます。この場合のղ除は、次の②にن定する࣌から将来にかってのみその効ྗを

ੜじます。

①　当合が共済ܖ約をղ
除できる場合

Ξɽࠐ期のଐする݄のཌ݄までにそのࠐ期にいࠐま
れるべきׂ共済ֻ金のࠐみがない場合

イɽࠐ期までにそのࠐ期にいࠐまれるべきׂ共済ֻ金
のࠐみがなく、かつ、次回ࠐ期までに次回ࠐ期にい
みがない場合ࠐまれるべきׂ共済ֻ金のࠐ

②　ղ除の効ྗがੜじる࣌
Ξɽ①のΞによるղ除の場合は、そのׂ共済ֻ金をいࠐΉべき

ࠐ期
イɽ①のイによるղ除の場合は、次回ࠐ期

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରしׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。
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（��）共済ֻ金ׂ払のՃ共済ֻ金ʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܖ 約  ༰ ม ߋ ґ པ 書 　この共済ܖ約にるܖ約༰มߋґཔ書をいいます。

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

 ٻ  　当合がՃ共済ֻ金をٻしたをいいます。

 Ճ 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇまたはᾉの
Ճ共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  。期をいいますࠐґཔ書記載のߋ約༰มܖ　

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約のద用

をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　当合は、この特約により、Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ᾈ　共済ܖ約者は、第１回ׂՃ共済ֻ金をٻにいࠐみ、第２回目以後のׂՃ共済ֻ金につ

いては、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾉ　共済ܖ約者が第１回ׂՃ共済ֻ金について、ᾈにن定するٻにそのࠐみをଵった場合は、

次の①または②のとおりとします。

①　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告

義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたものである場合は、第１回ׂՃ

共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません(注１）。ただし、

危険૿Ճがੜじた場合における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই

害にରしては、このن定をద用しません。

②　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条ᾌのن定によりٻしたものである

場合は、第１回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済ܖ約条

݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済

金をࢧいます。

ᾊ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐ

Ήべきࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、そのࠐ期のཌ以後にੜじ

たނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません(注１）。
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（��）共済ֻ金ׂ払のՃ共済ֻ金ʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܖ 約  ༰ ม ߋ ґ པ 書 　この共済ܖ約にるܖ約༰มߋґཔ書をいいます。

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

 ٻ  　当合がՃ共済ֻ金をٻしたをいいます。

 Ճ 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇまたはᾉの
Ճ共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  。期をいいますࠐґཔ書記載のߋ約༰มܖ　

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約のద用

をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　当合は、この特約により、Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ᾈ　共済ܖ約者は、第１回ׂՃ共済ֻ金をٻにいࠐみ、第２回目以後のׂՃ共済ֻ金につ

いては、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾉ　共済ܖ約者が第１回ׂՃ共済ֻ金について、ᾈにن定するٻにそのࠐみをଵった場合は、

次の①または②のとおりとします。

①　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告

義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたものである場合は、第１回ׂՃ

共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません(注１）。ただし、

危険૿Ճがੜじた場合における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই

害にରしては、このن定をద用しません。

②　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条ᾌのن定によりٻしたものである

場合は、第１回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済ܖ約条

݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済

金をࢧいます。

ᾊ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐ

Ήべきࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、そのࠐ期のཌ以後にੜじ

たނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません(注１）。

－ 192 －

ᾋ　共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସによる場合は、当合は、共済ܖ約者が第２回ׂՃ共済ֻ金をい

座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐみをଵり、かつ、ࠐ期までそのࠐΉべきࠐ

ٻが行Θれなかったことによる場合においては、第̏回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期(注２）をその第２

回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期とみなしてこの特約のن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θ

れなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ༝による場合を除きます。

（注１）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

（注２）ׂ回が２回の場合は、第２回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期のཌ݄の応当をいいます。

ୈ３条（ղআʵׂՃ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、次の①に該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約を

ղ除することができます。この場合のղ除は、次の②にن定する࣌から将来にかってのみその効ྗを

ੜじます。

①　当合が共済ܖ約をղ
除できる場合

Ξɽࠐ期のଐする݄のཌ݄までにそのࠐ期にいࠐま

れるべきׂՃ共済ֻ金のࠐみがない場合

イɽࠐ期までにそのࠐ期にいࠐまれるべきׂՃ共済

ֻ金のࠐみがなく、かつ、次回ࠐ期までにその次回ࠐ期

にいࠐまれるべきׂՃ共済ֻ金のࠐみがない場合

②　ղ除の効ྗがੜじる࣌

Ξɽ①のΞによるղ除の場合は、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐΉ

べきࠐ期

イɽ①のイによるղ除の場合は、次回ࠐ期

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から、既経ա期間

にରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）େޱ共済ֻׂۚ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた共済ֻ金の૯額をいいます。

 ࠐ 期  　共済証書記載のࠐ期をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしたものをいい
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済証書にこの特約をద用するࢫ記載されている場合にద用されます。
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ୈ２条（共済ֻۚのׂ）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（ׂ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約の締݁と同࣌に第１回ׂ共済ֻ金をࠐみ、第２回目以後のׂ共済

ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合は、ࠐ期は、ࢦ定金༥機ؔ͝とに当合の定める期と

します。ただし、ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、共済ܖ約者のࢦ定するޱ座からのޱ座ৼ

ସによるׂ共済ֻ金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐ

みがあったものとみなします。

ᾉ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合で、共済ܖ約者が第２回ׂ共済ֻ金をいࠐΉべきࠐ期

までそのࠐみをଵり、かつ、ࠐみをଵった理༝がࢦ定金༥機ؔにରしてޱ座ৼସٻが行Θれな

かったことによるときは、第̏回ׂ共済ֻ金のࠐ期(注）をその第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期と

みなしてこの特約のن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者の

にؼすべきࣄ༝による場合を除きます。

（注）ׂ回が２回の場合は、第２回共済ֻ金のࠐ期のཌ݄の応当とします。

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条の第１回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、

ᾈまたはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者は、そのશ額を一࣌に

当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじた

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合ࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނࣄ

における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن

定をద用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌの

に当合にい࣌約者は、そのશ額を一ܖした場合は、共済ٻ定により当合がՃ共済ֻ金をن

。まなけれなりませんࠐ

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじた

がなかったものとして、普ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނࣄ

通共済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（ׂ共済ֻۚෆの߹の໔責）

ᾇ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂ共済ֻ金について、そのׂ共済ֻ金をいࠐΉべき
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ୈ２条（共済ֻۚのׂ）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂして

いࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（ׂ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約の締݁と同࣌に第１回ׂ共済ֻ金をࠐみ、第２回目以後のׂ共済

ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合は、ࠐ期は、ࢦ定金༥機ؔ͝とに当合の定める期と

します。ただし、ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、共済ܖ約者のࢦ定するޱ座からのޱ座ৼ

ସによるׂ共済ֻ金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐ

みがあったものとみなします。

ᾉ　共済ֻ金ํࠐ法がޱ座ৼସによる場合で、共済ܖ約者が第２回ׂ共済ֻ金をいࠐΉべきࠐ期

までそのࠐみをଵり、かつ、ࠐみをଵった理༝がࢦ定金༥機ؔにରしてޱ座ৼସٻが行Θれな

かったことによるときは、第̏回ׂ共済ֻ金のࠐ期(注）をその第２回ׂ共済ֻ金のࠐ期と

みなしてこの特約のن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者の

にؼすべきࣄ༝による場合を除きます。

（注）ׂ回が２回の場合は、第２回共済ֻ金のࠐ期のཌ݄の応当とします。

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条の第１回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、

ᾈまたはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者は、そのશ額を一࣌に

当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじた

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合ࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނࣄ

における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن

定をద用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌの

に当合にい࣌約者は、そのશ額を一ܖした場合は、共済ٻ定により当合がՃ共済ֻ金をن

。まなけれなりませんࠐ

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじた

がなかったものとして、普ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނࣄ

通共済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（ׂ共済ֻۚෆの߹の໔責）

ᾇ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂ共済ֻ金について、そのׂ共済ֻ金をいࠐΉべき
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にނࣄ期のཌ以後にੜじたࠐみをଵった場合は、そのࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐ

よる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇの第２回目以後のׂ共済ֻ金のࠐみをଵったことについて、ނҙおよび重大なա

ࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮࠐ期のଐする݄のཌ݄ʯをʮࠐ期の

ଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特約のن定をద用します。この場合において、当合は

共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘせてٻできるものとします。

ୈ̓条（ղআʵׂ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、次の①に該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約を

ղ除することができます。この場合のղ除は、次の②にن定する࣌から将来にかってのみその効ྗを

ੜじます。

①　当合が共済ܖ約をղ
除できる場合

Ξɽࠐ期のଐする݄のཌ݄までにそのࠐ期にいࠐま
れるべきׂ共済ֻ金のࠐみがない場合

イɽࠐ期までにそのࠐ期にいࠐまれるべきׂ共済ֻ金
のࠐみがなく、かつ、次回ࠐ期までにその次回ࠐ期に
いࠐまれるべきׂ共済ֻ金のࠐみがない場合

②　ղ除の効ྗがੜじる࣌
Ξɽ①のΞによるղ除の場合は、そのׂ共済ֻ金をいࠐΉべき

ࠐ期
イɽ①のイによるղ除の場合は、次回ࠐ期

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରしׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）Ճ共済ֻ金ʹؔ͢Δ共済ֻ金ׂ払特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܖ 約  ༰ ม ߋ ґ པ 書 　この共済ܖ約にるܖ約༰มߋґཔ書をいいます。

次 回  ࠐ 期  　ࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

 ࠐ 期  。期をいいますࠐґཔ書記載のߋ約༰มܖ　

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に大ޱ共済ֻ金ׂ特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約の

ద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。



286

ಛ

約



߲

－ 195 －

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　当合は、この特約により、大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇまたはᾉに

かかΘらず、Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書に記載の回および金額にׂしていࠐΉことをঝ

認します。

ᾈ　共済ܖ約者は、第１回ׂՃ共済ֻ金を次の①および②にن定するࠐまでにいࠐみ、第２回

目以後のׂՃ共済ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

①　この共済ܖ約にશ車両一ׅ特約がద用されており、同特約第̒条（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇにن定する

Ճ共済ֻ金を当合がٻした場合は、同特約のʮ用語の定義ʯに定めるਫ਼ࢉ

②　①以外のՃ共済ֻ金を当合がٻした場合は、当合がՃ共済ֻ金をٻした

ᾉ　共済ܖ約者が第１回ׂՃ共済ֻ金について、ᾈにن定するࠐにそのࠐみをଵった場合は、

次の①または②のとおりとします。

①　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金がᾈの①のՃ共済ֻ金である場合は、શ車両一ׅ特約第̒条（共済

ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾊおよびᾋのن定をద用します。この場合において、これらのʮՃ共済ֻ金ʯとある

のはʮ第１回ׂՃ共済ֻ金ʯとಡみସえるものとします。

②　①以外の場合は、次のΞまたはイのとおりとします。

ΞɽࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－

告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたものである場合は、第１

回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいませ

ん(注１）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄ

による損害またはই害にରしては、このن定をద用しません。

イɽࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条ᾌのن定によりٻしたものであ

る場合は、第１回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

がなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にٻのঝ認のߋ約条݅のมܖ

ैい、共済金をࢧいます。

ᾊ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐ

Ήべきࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、次の①および②のن定をద用し

ます。

①　大ޱ共済ֻ金ׂ特約によっていࠐまれるべき共済ֻ金のࠐみがྃしている場合は、この

Ճ共済ֻ金がੜじたࣗ動車について、そのࠐ期のཌ以後にੜじたނࣄによる損害またはই害

にରしては、共済金をࢧいません。

②　①以外の場合は、そのࠐ期のཌ以後にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。

ᾋ　共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସによる場合は、当合は、共済ܖ約者が第２回ׂՃ共済ֻ金をい

座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐみをଵり、かつ、ࠐ期までそのࠐΉべきࠐ

ٻが行Θれなかったことによる場合においては、第̏回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期(注２）をその第２
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ୈ２条（Ճ共済ֻۚのํࠐ๏）

ᾇ　当合は、この特約により、大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇまたはᾉに

かかΘらず、Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書に記載の回および金額にׂしていࠐΉことをঝ

認します。

ᾈ　共済ܖ約者は、第１回ׂՃ共済ֻ金を次の①および②にن定するࠐまでにいࠐみ、第２回

目以後のׂՃ共済ֻ金については、ࠐ期までにいࠐまなけれなりません。

①　この共済ܖ約にશ車両一ׅ特約がద用されており、同特約第̒条（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇにن定する

Ճ共済ֻ金を当合がٻした場合は、同特約のʮ用語の定義ʯに定めるਫ਼ࢉ

②　①以外のՃ共済ֻ金を当合がٻした場合は、当合がՃ共済ֻ金をٻした

ᾉ　共済ܖ約者が第１回ׂՃ共済ֻ金について、ᾈにن定するࠐにそのࠐみをଵった場合は、

次の①または②のとおりとします。

①　ࠐみをଵったՃ共済ֻ金がᾈの①のՃ共済ֻ金である場合は、શ車両一ׅ特約第̒条（共済

ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾊおよびᾋのن定をద用します。この場合において、これらのʮՃ共済ֻ金ʯとある

のはʮ第１回ׂՃ共済ֻ金ʯとಡみସえるものとします。

②　①以外の場合は、次のΞまたはイのとおりとします。

ΞɽࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－

告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈまたはᾊのن定によりٻしたものである場合は、第１

回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金をࢧいませ

ん(注１）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合における、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄ

による損害またはই害にରしては、このن定をద用しません。

イɽࠐみをଵったՃ共済ֻ金が普通共済約款基ຊ条項第15条ᾌのن定によりٻしたものであ

る場合は、第１回ׂՃ共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

がなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にٻのঝ認のߋ約条݅のมܖ

ैい、共済金をࢧいます。

ᾊ　当合は、共済ܖ約者が第２回目以後のׂՃ共済ֻ金について、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐ

Ήべきࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、次の①および②のن定をద用し

ます。

①　大ޱ共済ֻ金ׂ特約によっていࠐまれるべき共済ֻ金のࠐみがྃしている場合は、この

Ճ共済ֻ金がੜじたࣗ動車について、そのࠐ期のཌ以後にੜじたނࣄによる損害またはই害

にରしては、共済金をࢧいません。

②　①以外の場合は、そのࠐ期のཌ以後にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。

ᾋ　共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସによる場合は、当合は、共済ܖ約者が第２回ׂՃ共済ֻ金をい

座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐみをଵり、かつ、ࠐ期までそのࠐΉべきࠐ

ٻが行Θれなかったことによる場合においては、第̏回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期(注２）をその第２
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回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期とみなしてこの特約のن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θ

れなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ༝による場合を除きます。

（注１）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

（注２）ׂ回が２回の場合は、第２回ׂՃ共済ֻ金のࠐ期のཌ݄応当をいいます。

ୈ３条（ղআʵׂՃ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、大ޱ共済ֻ金ׂ特約によっていࠐまれるべきׂՃ共済ֻ金のࠐみがྃして

いない場合において、次の①に該当するときは、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共

済ܖ約をղ除することができます。この場合のղ除は、次の②にن定する࣌から将来にかってのみそ

の効ྗをੜじます。

①　当合が共済ܖ約をղ

除できる場合

Ξɽࠐ期のଐする݄のཌ݄までにそのࠐ期にいࠐま

れるべきׂՃ共済ֻ金のࠐみがない場合

イɽࠐ期までにそのࠐ期にいࠐまれるべきׂՃ共済

ֻ金のࠐみがなく、かつ、次回ࠐ期までにその次回ࠐ期

にいࠐまれるべきׂՃ共済ֻ金のࠐみがない場合

②　ղ除の効ྗがੜじる࣌

Ξɽ①のΞによるղ除の場合は、そのׂՃ共済ֻ金をいࠐΉ

べきࠐ期

イɽ①のイによるղ除の場合は、次回ࠐ期

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରしׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）ॳճ共済ֻ金の࠲ޱৼସʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者がࢦ定するޱ座をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金を一ׅしていࠐΉ場合は、この共済ܖ約に定められた共済
ֻ金の૯額をいい、共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目に
いࠐΉべきׂ共済ֻ金をいいます。

ॳ回共済ֻ金ࠐ期 。定金༥機ؔ͝とに当合の定める期をいいますࢦ　

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済ܖ約締݁のࡍに、当合と共済ܖ約者との間に、あらかじめॳ回共済ֻ金をޱ座ৼ

ସのํ法によりいࠐΉことについての合ҙがあり、かつ、次の①および②にن定する条݅をいずれも

ຬたしている場合にద用されます。
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①　共済ܖ約締݁の࣌にࢦ定ޱ座がࢦ定金༥機ؔに設定されていること

②　この共済ܖ約の締݁および共済ܖ約者から当合への当合所定の共済ֻ金ޱ座ৼସґཔ書のఏग़

が共済期間のॳのଐする݄のલ݄までになされていること

ୈ２条（ॳճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金のࠐみは、ॳ回共済ֻ金ࠐ期に、ࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえ

ることによって行うものとします。

ᾈ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるॳ回共済ֻ

金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期にࠐみがあっ

たものとみなします。

ᾉ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のલまでにॳ回共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておか

なけれなりません。

ୈ３条（ॳճ共済ֻۚྖऩલにੜͨ͡ނࣄ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期にॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金をॳ回共

済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までに当合のࢦ定した場所にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金をいࠐん

だ場合は、ॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、普通共済約款基ຊ条項

第２条（共済ֻ金のํࠐ法）ᾈのن定および普通共済約款に付ଳされた他の特約に定める共済ֻ金ྖ

収લにੜじたނࣄの取扱いにؔするن定をద用しません。

ᾉ　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵったことに

ついてނҙおよび重大なաࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回共済ֻ金ࠐ期

のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特

約のن定をద用します。この場合において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘ

せてٻできるものとします。

ᾊ　ᾈのن定により被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者がॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

をडけるલࢧをडける場合は、そのࢧによる損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のނ

に、共済ܖ約者はॳ回共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ॳճ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害または

ই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金をॳ回共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、共済ܖ約者に
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①　共済ܖ約締݁の࣌にࢦ定ޱ座がࢦ定金༥機ؔに設定されていること

②　この共済ܖ約の締݁および共済ܖ約者から当合への当合所定の共済ֻ金ޱ座ৼସґཔ書のఏग़

が共済期間のॳのଐする݄のલ݄までになされていること

ୈ２条（ॳճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金のࠐみは、ॳ回共済ֻ金ࠐ期に、ࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえ

ることによって行うものとします。

ᾈ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるॳ回共済ֻ

金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期にࠐみがあっ

たものとみなします。

ᾉ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のલまでにॳ回共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておか

なけれなりません。

ୈ３条（ॳճ共済ֻۚྖऩલにੜͨ͡ނࣄ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期にॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金をॳ回共

済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までに当合のࢦ定した場所にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金をいࠐん

だ場合は、ॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、普通共済約款基ຊ条項

第２条（共済ֻ金のํࠐ法）ᾈのن定および普通共済約款に付ଳされた他の特約に定める共済ֻ金ྖ

収લにੜじたނࣄの取扱いにؔするن定をద用しません。

ᾉ　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵったことに

ついてނҙおよび重大なաࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回共済ֻ金ࠐ期

のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特

約のن定をద用します。この場合において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘ

せてٻできるものとします。

ᾊ　ᾈのن定により被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者がॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

をडけるલࢧをडける場合は、そのࢧによる損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のނ

に、共済ܖ約者はॳ回共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ॳճ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害または

ই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金をॳ回共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、共済ܖ約者に

－ 19� －

ରして既にࢧった共済金のશ額のฦؐをٻすることができます。

ୈ５条（ղআʵॳճ共済ֻۚෆの߹）

　当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、

共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。この場合のղ

除は、共済期間のॳから将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

（��）ॳճ共済ֻ金の࠲ޱৼସཌ݄払特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者がࢦ定するޱ座をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金

　共済ֻ金を一ׅしていࠐΉ場合は、この共済ܖ約に定められた共済

ֻ金の૯額をいい、共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目に

いࠐΉべきׂ共済ֻ金をいいます。

ॳ回共済ֻ金ࠐ期 。定金༥機ؔ͝とに当合の定める期をいいますࢦ　

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済ܖ約締݁のࡍに、当合と共済ܖ約者との間に、あらかじめॳ回共済ֻ金をޱ座ৼ

ସのํ法によりいࠐΉことについての合ҙがあり、かつ、次の①および②にن定する条݅をいずれも

ຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約締݁の࣌にࢦ定ޱ座がࢦ定金༥機ؔに設定されていること

②　この共済ܖ約の締݁および共済ܖ約者から当合への当合所定の共済ֻ金ޱ座ৼସґཔ書のఏग़

が共済期間のॳまでになされていること

ୈ２条（ॳճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金のࠐみは、ॳ回共済ֻ金ࠐ期に、ࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえ

ることによって行うものとします。

ᾈ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるॳ回共済ֻ

金のࠐみがそのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期にࠐみがあっ

たものとみなします。

ᾉ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のલまでにॳ回共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておか
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なけれなりません。

ୈ３条（ॳճ共済ֻۚྖऩલにੜͨ͡ނࣄ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期にॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金をॳ回共

済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までに当合のࢦ定した場所にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金をいࠐん

だ場合は、ॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、普通共済約款基ຊ条項

第２条（共済ֻ金のํࠐ法）ᾈのن定および普通共済約款に付ଳされた他の特約に定める共済ֻ金ྖ

収લにੜじたނࣄの取扱いにؔするن定をద用しません。

ᾉ　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵったことに

ついてނҙおよび重大なաࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回共済ֻ金ࠐ期

のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特

約のن定をద用します。この場合において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘ

せてٻできるものとします。

ᾊ　ᾈのن定により被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者がॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

をडけるલࢧをडける場合は、そのࢧによる損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のނ

に、共済ܖ約者はॳ回共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ॳճ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害または

ই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金をॳ回共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、共済ܖ約者に

ରして既にࢧった共済金のશ額のฦؐをٻすることができます。

ୈ５条（ղআʵॳճ共済ֻۚෆの߹）

　当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、

共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。この場合のղ

除は、共済期間のॳから将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。
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なけれなりません。

ୈ３条（ॳճ共済ֻۚྖऩલにੜͨ͡ނࣄ）

ᾇ　ॳ回共済ֻ金ࠐ期にॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金をॳ回共

済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までに当合のࢦ定した場所にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　当合は、共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金をいࠐん

だ場合は、ॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、普通共済約款基ຊ条項

第２条（共済ֻ金のํࠐ法）ᾈのن定および普通共済約款に付ଳされた他の特約に定める共済ֻ金ྖ

収લにੜじたނࣄの取扱いにؔするن定をద用しません。

ᾉ　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵったことに

ついてނҙおよび重大なաࣦがなかったと当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回共済ֻ金ࠐ期

のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特

約のن定をద用します。この場合において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘ

せてٻできるものとします。

ᾊ　ᾈのن定により被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者がॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

をडけるલࢧをडける場合は、そのࢧによる損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のނ

に、共済ܖ約者はॳ回共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ॳճ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

ᾇ　લ条ᾊのن定にかかΘらず、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合で、かつ、当合

がঝ認したときは、当合は、ॳ回共済ֻ金がいࠐまれたものとみなしてそのނࣄによる損害または

ই害にରして共済金をࢧいます。

。期以લであることࠐのൃੜのがॳ回共済ֻ金ނࣄ　①

②　共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金をॳ回共済ֻ金ࠐ期までにいࠐΉࢫの֬約を行うこと。

ᾈ　ᾇの②の֬約にして共済ܖ約者がॳ回共済ֻ金ࠐ期までॳ回共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までそのࠐみをଵった場合は、当合は、共済ܖ約者に

ରして既にࢧった共済金のશ額のฦؐをٻすることができます。

ୈ５条（ղআʵॳճ共済ֻۚෆの߹）

　当合は、ॳ回共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回共済ֻ金のࠐみがない場合は、

共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。この場合のղ

除は、共済期間のॳから将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約にن定しないࣄ項については、この特約のझࢫにしない限り、この共済ܖ約の普通共済約

款および付ଳされた他の特約のن定を準用します。

－ 200 －

（�1）గਖ਼共済ֻ金の࠲ޱৼସʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܖ 約  ༰ ม ߋ ґ པ 書 　この共済ܖ約にるܖ約༰มߋґཔ書をいいます。

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者のࢦ定するޱ座をいいます。

次 回  ࠐ 期  　Ճ共済ֻ金のࠐ期のཌ݄のࠐ期をいいます。

ॳ 回  Ճ 共 済 ֻ 金

　第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾉの①のن定によりՃ共済ֻ金を
一ׅしていࠐΉ場合は、当合がٻしたՃ共済ֻ金の૯額をい
い、同条ᾉの②のن定によりՃ共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、
第１回目にいࠐΉべきׂՃ共済ֻ金をいいます。

ॳ 回  Ճ 共 済
ֻ 金  ࠐ 期 

。期をいいますࠐґཔ書記載のॳ回Ճ共済ֻ金ߋ約༰มܖ　

 Ճ 共 済 ֻ 金
　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義
ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ、ᾊもしくはᾌまたは普通共済約款に付
ଳされた他の特約に定めるՃ共済ֻ金をいいます。

 ࠐ 期  　当合の定めるࠐ期をいいます。

 ׂ  Ճ 共 済 ֻ 金
　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回にׂした金額であっ
て、ܖ約༰มߋґཔ書に記載された金額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約、大ޱ共済ֻ金ׂ特約、ॳ回共済ֻ金のޱ座ৼ

ସにؔする特約またはॳ回共済ֻ金のޱ座ৼସཌ݄特約のద用があり、かつ、共済ܖ約者がこの特約

のద用をਃしग़て、当合がこれをঝ認した場合にద用されます。ただし、共済ֻ金ׂ特約および

大ޱ共済ֻ金ׂ特約については、共済ֻ金ࣜํࠐがޱ座ৼସである場合に限ります。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済証書または共済ܖ約ਃࠐ書の記載ࣄ項のมߋが共済期間が࢝まる࣌までにੜじた場合で、共済ܖ

約者または被共済者が書໘により次の①からᶆまでのਃग़または通を行い、当合がޱ座ৼସのํ法

によりՃ共済ֻ金をٻしたときは、そのՃ共済ֻ金のࠐみは、ࢦ定金༥機ؔ͝とにࠐ期に

。座にৼりସえることによって行うものとしますޱ定するࢦ座から当合のޱ定ࢦ

①　普通共済約款基ຊ条項第̐条（告義）ᾉの③および普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定

するగ正のਃग़

②　普通共済約款基ຊ条項第̑条（通義）ᾇおよび普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定する

通

③　普通共済約款基ຊ条項第̔条（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇの通

ᶆ　①から③までのいずれかに伴う共済ܖ約の条݅のมߋの通

ᾈ　ࠐ期がࢦ定金༥機ؔのۀٳに該当し、ࢦ定ޱ座からのޱ座ৼସによるՃ共済ֻ金のࠐみが



292

ಛ

約



߲

－ 201 －

そのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐみがあったものとみなします。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金のࠐみは、次の①または②のいずれかのํ法によるものとします。

①　ࠐ期にՃ共済ֻ金のશ額を一࣌にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法

②　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂし、ຖ݄のࠐ期に、ࢦ定ޱ座

から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法。ただし、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大

。共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合に限りますޱ

ᾊ　この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大ޱ共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合は、共済ֻ

金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）または大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金の

ࠐみ）のن定をద用しません。

ᾋ　共済ܖ約者は、ࠐ期のલまでにՃ共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておかなけれなり

ません。

ᾌ　共済ܖ約者は、ᾇのᶆの通を行った場合は、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、

当合が認める場合を除いてこれをఫ回することはできません。

ୈ３条（ॳճՃ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　લ条ᾇのن定により当合がٻしたॳ回Ճ共済ֻ金について、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期にॳ回

Ճ共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回Ճ共済ֻ金をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期の

ଐする݄のཌ݄までに当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵったことについて、ނҙおよび重大なաࣦがなかったと

当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回Ճ

共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特約のن定をద用します。この場合

において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘせてٻできるものとします。

ᾉ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回Ճ共済ֻ金の

による損害またはই害にରしては共済金をނࣄみをଵった場合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

。いませんࢧ

ᾊ　被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者が、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐみલにੜじたނࣄによ

る損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のࢧをडける場合は、そのࢧをडけるલに、共

済ܖ約者はॳ回Ճ共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ᾋ　当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれな

かった場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

この場合のղ除は、共済期間のॳから将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾌ　ᾋのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金のશ額をฦؐします。

ᾍ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

、が行Θれなかったことによる場合においてはٻ座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐ

ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄の応当をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期とみなしてᾇからᾌ

までのن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ

༝による場合を除きます。



293

ಛ

約



߲

－ 201 －

そのۀٳのཌӦۀに行Θれた場合は、当合は、ࠐ期にࠐみがあったものとみなします。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金のࠐみは、次の①または②のいずれかのํ法によるものとします。

①　ࠐ期にՃ共済ֻ金のશ額を一࣌にࢦ定ޱ座から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法

②　Ճ共済ֻ金をܖ約༰มߋґཔ書記載の回および金額にׂし、ຖ݄のࠐ期に、ࢦ定ޱ座

から当合のࢦ定するޱ座にৼりସえるํ法。ただし、この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大

。共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合に限りますޱ

ᾊ　この共済ܖ約に共済ֻ金ׂ特約または大ޱ共済ֻ金ׂ特約がద用されている場合は、共済ֻ

金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）または大ޱ共済ֻ金ׂ特約第̑条（Ճ共済ֻ金の

ࠐみ）のن定をద用しません。

ᾋ　共済ܖ約者は、ࠐ期のલまでにՃ共済ֻ金相当額をࢦ定ޱ座に༬けೖれておかなけれなり

ません。

ᾌ　共済ܖ約者は、ᾇのᶆの通を行った場合は、共済ܖ約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、

当合が認める場合を除いてこれをఫ回することはできません。

ୈ３条（ॳճՃ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　લ条ᾇのن定により当合がٻしたॳ回Ճ共済ֻ金について、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期にॳ回

Ճ共済ֻ金のࠐみがない場合は、共済ܖ約者は、ॳ回Ճ共済ֻ金をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期の

ଐする݄のཌ݄までに当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵったことについて、ނҙおよび重大なաࣦがなかったと

当合が認めた場合は、当合は、ʮॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄ʯをʮॳ回Ճ

共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌʑ݄の20ʯにಡみସえてこの特約のن定をద用します。この場合

において、当合は共済ܖ約者にରして当合が別に定める額をあΘせてٻできるものとします。

ᾉ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までॳ回Ճ共済ֻ金の

による損害またはই害にରしては共済金をނࣄみをଵった場合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

。いませんࢧ

ᾊ　被共済者、共済金ݖٻ者または損害ഛঈݖٻ者が、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐみલにੜじたނࣄによ

る損害またはই害にରして共済金または損害ഛঈ額のࢧをडける場合は、そのࢧをडけるલに、共

済ܖ約者はॳ回Ճ共済ֻ金を当合にいࠐまなけれなりません。

ᾋ　当合は、ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄までにॳ回Ճ共済ֻ金がいࠐまれな

かった場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除することができます。

この場合のղ除は、共済期間のॳから将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾌ　ᾋのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金のશ額をฦؐします。

ᾍ　当合は、共済ܖ約者がॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期までॳ回Ճ共済ֻ金のࠐみをଵり、かつ、

、が行Θれなかったことによる場合においてはٻ座ৼସޱ定金༥機ؔにରしてࢦみをଵった理༝がࠐ

ॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期のଐする݄のཌ݄の応当をॳ回Ճ共済ֻ金ࠐ期とみなしてᾇからᾌ

までのن定をద用します。ただし、ޱ座ৼସٻが行Θれなかった理༝が共済ܖ約者のにؼすべきࣄ

༝による場合を除きます。

－ 2�2 －

ୈ４条（ॳճՃ共済ֻۚྖऩલの共済ۚࢧ）

⑴　લ条ᾊの規定にかかわらず、次の①およびᶄに規定する条件をいずれも満たす場合で、かつ、当組合

がঝ認したときは、当組合は、ॳճ追Ճ共済ֻ金が払いࠐまれたものとみなしてその事故による損害ま

たは傷害に対して共済金を支払います。

①　事故の発生のがॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐҎલであること。

ᶄ　共済契約者がॳճ追Ճ共済ֻ金をॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐまでに払いࠐΉࢫの確約を行うこと。

⑵　⑴のᶄの確約に反して共済契約者がॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐまでॳճ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみをଵ

り、かつ、ॳճ追Ճ共済ֻ金払ظࠐのଐする݄のཌ݄までその払ࠐみをଵった場合は、当組合は、

共済契約者に対して既に支払った共済金の全額のฦؐを請求することができます。

ୈ５条（ୈ２ճҎޙのׂՃ共済ֻۚෆの߹）

　共済契約者がୈ̎条ʢ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみʣ⑶のᶄの規定により追Ճ共済ֻ金をׂして払いࠐΉ

場合は、次の①からᶆまでのとおりとします。

①　当組合は、共済契約者がୈ̎ճҎޙのׂ追Ճ共済ֻ金について、そのׂ追Ճ共済ֻ金を払い

にޙのཌҎظࠐみをଵった場合は、その払ࠐのଐする݄のཌ݄までその払ظࠐΉべき払ࠐ

生͡た事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。この場合において、既に共済

金を支払っていたときは、そのฦؐを請求することができます。

ᶄ　共済契約者が①のୈ̎ճҎޙのׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみをଵったことについて、故ҙおよびॏ

େな過失がなかったと当組合が認めたときは、当組合は、「ׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐΉべき払ظࠐ

のଐする݄のཌ݄」を「ׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐΉべき払ظࠐのଐする݄のཌʑ݄の2�」

にಡみସ͑てこの特約の規定を適用します。この場合において、当組合は、共済契約者に対して当組

合がผに定める額をあわせて請求できるものとします。

③　当組合は、次のアに該当する場合は、共済契約者に対する書໘による通をもって、この共済契約

を解আすることができます。この場合の解আは、次のイに規定する時からকདྷに向かってのみそのޮ

力を生͡ます。

ア．当組合が共済契約を解
আできる場合

(ｱ)　払ظࠐのଐする݄のཌ݄までにその払ظࠐに払いࠐま
れるべきׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみがない場合

(ｲ)　払ظࠐまでにその払ظࠐに払いࠐまれるべきׂ追Ճ共済
ֻ金の払ࠐみがなく、かつ、次ճ払ظࠐまでにその次ճ払ظࠐ
に払いࠐまれるべきׂ追Ճ共済ֻ金の払ࠐみがない場合

イ．解আのޮ力が生͡る時
(ｱ)　アの(ｱ)による解আの場合は、そのׂ追Ճ共済ֻ金を払いࠐΉ

べき払ظࠐ
(ｲ)　アの(ｲ)による解আの場合は、次ճ払ظࠐ

ᶆ　③の規定により当組合が共済契約を解আした場合は、既に領収した共済ֻ金の૯額から既経過ؒظ

に対しֻׂ݄ظ金によってࢉܭした共済ֻ金を差し引いて、その額をฦؐします。

ୈ̒条（४用ن定）

　この特約に規定しない事項については、この特約のझࢫに反しない限り、この共済契約の普通共済約

款およびଳされた他の特約の規定を४用します。
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ᶝ．ஂମѻɾूஂѻに関わる特約

（52）団体扱特約（一般Ａ）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ا ۀ 体 　ެࣾ、ެஂ、ձࣾ等のۀا体をいい、法ਓɾݸਓの別をいません。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－１）ʯまたはʮ共済ֻ金ू金

にؔするܖ約書（一ൠ̖－２）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約をいいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

৬ Ҭ ࿑ ಇ  合 等
　ஂ体にۈする者によってߏ成されている࿑ಇ合または共済৫を
いいます。

ஂ 体 　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているۀا体をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がۀا体にۈし、ຖ݄そのۀا体からڅ༩のࢧをडけていること。

②　次のΞまたはイのいずれかのܖ約が締݁されていること。

Ξɽஂ体と当合との間のʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－１）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約。

ただし、ஂ体が࿑ಇ基準法（昭和22年法律第49号）第24条（金のࢧ）に定める金の一部߇

除にؔする書໘によるڠ定またはその他の法令に基ͮき、共済ܖ約者のडけ取るべきڅ༩から共

済ֻ金の߇除を行うことができる場合に限ります。

イɽ৬Ҭ࿑ಇ合等と当合との間のʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－２）ʯによる共済ֻ

金ू金ܖ約。ただし、৬Ҭ࿑ಇ合等が上記Ξのただし書にن定するஂ体によって߇除された共

済ֻ金をडྖすることができる場合に限ります。

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽू金者がஂ体である場合は、共済ܖ約者のडけ取るべきڅ༩から共済ֻ金を߇除して、これを当
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ᶝ．ஂମѻɾूஂѻに関わる特約

（52）団体扱特約（一般Ａ）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ا ۀ 体 　ެࣾ、ެஂ、ձࣾ等のۀا体をいい、法ਓɾݸਓの別をいません。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－１）ʯまたはʮ共済ֻ金ू金

にؔするܖ約書（一ൠ̖－２）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約をいいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

৬ Ҭ ࿑ ಇ  合 等
　ஂ体にۈする者によってߏ成されている࿑ಇ合または共済৫を
いいます。

ஂ 体 　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているۀا体をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がۀا体にۈし、ຖ݄そのۀا体からڅ༩のࢧをडけていること。

②　次のΞまたはイのいずれかのܖ約が締݁されていること。

Ξɽஂ体と当合との間のʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－１）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約。

ただし、ஂ体が࿑ಇ基準法（昭和22年法律第49号）第24条（金のࢧ）に定める金の一部߇

除にؔする書໘によるڠ定またはその他の法令に基ͮき、共済ܖ約者のडけ取るべきڅ༩から共

済ֻ金の߇除を行うことができる場合に限ります。

イɽ৬Ҭ࿑ಇ合等と当合との間のʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̖－２）ʯによる共済ֻ

金ू金ܖ約。ただし、৬Ҭ࿑ಇ合等が上記Ξのただし書にن定するஂ体によって߇除された共

済ֻ金をडྖすることができる場合に限ります。

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽू金者がஂ体である場合は、共済ܖ約者のडけ取るべきڅ༩から共済ֻ金を߇除して、これを当
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合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

イɽू金者が৬Ҭ࿑ಇ合等である場合は、ஂ体によって߇除された共済ֻ金をஂ体からडྖして、

これを当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定め

るとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経てい

。まなけれなりませんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、

そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（共済ֻۚྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

ୈ̓条（特約のࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者

による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのڅ༩ࢧ（以Լʮू金不能ʯといいます。）から将来



296

ಛ

約



߲

－ 205 －

にかってのみその効ྗをࣦいます。

①　ू金ܖ約がղ除された場合

②　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなった場合

③　共済ܖ約者がそのडけ取るべきڅ༩から共済ֻ金を߇除することをڋんだ場合

ᶆ　①から③までの場合の΄か、この共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮくू金者による共済ֻ金のू金

が行Θれなくなった場合

ᾈ　ᾇの①の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫを通し

ます。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能から１か݄以に、ະࠐ

共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（5�）団体扱特約（一般̗）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ا ۀ 体 　ެࣾ、ެஂ、ձࣾ等のۀا体をいい、法ਓɾݸਓの別をいません。

ࣄ ۀ 所 　共済ܖ約者がこの共済ܖ約締݁の࣌にۈしているۀࣄ所をいいます。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̗）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約を

いいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。　

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ
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にかってのみその効ྗをࣦいます。

①　ू金ܖ約がղ除された場合

②　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなった場合

③　共済ܖ約者がそのडけ取るべきڅ༩から共済ֻ金を߇除することをڋんだ場合

ᶆ　①から③までの場合の΄か、この共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮくू金者による共済ֻ金のू金

が行Θれなくなった場合

ᾈ　ᾇの①の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫを通し

ます。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能から１か݄以に、ະࠐ

共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（5�）団体扱特約（一般̗）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ا ۀ 体 　ެࣾ、ެஂ、ձࣾ等のۀا体をいい、法ਓɾݸਓの別をいません。

ࣄ ۀ 所 　共済ܖ約者がこの共済ܖ約締݁の࣌にۈしているۀࣄ所をいいます。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̗）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約を

いいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。　

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ
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用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

৬ Ҭ ࿑ ಇ  合 等
　ஂ体にۈする者によってߏ成されている࿑ಇ合または共済৫を
いいます。

ஂ 体 　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているۀا体をいいます。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がۀا体にۈし、ຖ݄そのۀا体からڅ༩のࢧをडけていること。

②　次のΞまたはイのいずれかの者と当合との間にू金ܖ約が締݁されていること。

Ξɽஂ体

イɽ৬Ҭ࿑ಇ合等

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽそのۀࣄ所において、څ༩ࢧに共済ܖ約者またはその理ਓから共済ֻ金をू金するこ

と。

イɽΞによりू金した共済ֻ金を当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定め

るとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経てい

。まなけれなりませんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、
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そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません（注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（共済ֻۚྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

ୈ̓条（特約のࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者

による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのڅ༩ࢧ（以Լʮू金不能ʯといいます。）から将来

にかってのみその効ྗをࣦいます。

①　ू金ܖ約がղ除された場合

②　共済ܖ約者がそのۀࣄ所において、ஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなった場合

③　共済ܖ約者またはその理ਓが共済ֻ金をそのۀࣄ所において、څ༩ࢧにू金者にいࠐ

まなかった場合

ᶆ　①から③までの場合の΄か、この共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮくू金者による共済ֻ金のू金

が行Θれなかった場合

ᾈ　ᾇの①の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫを通し

ます。

ୈ̔条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能から１か݄以に、ະࠐ

共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ̕条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。
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そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません（注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（共済ֻۚྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

ୈ̓条（特約のࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者

による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのڅ༩ࢧ（以Լʮू金不能ʯといいます。）から将来

にかってのみその効ྗをࣦいます。

①　ू金ܖ約がղ除された場合

②　共済ܖ約者がそのۀࣄ所において、ஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなった場合

③　共済ܖ約者またはその理ਓが共済ֻ金をそのۀࣄ所において、څ༩ࢧにू金者にいࠐ

まなかった場合

ᶆ　①から③までの場合の΄か、この共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮくू金者による共済ֻ金のू金

が行Θれなかった場合

ᾈ　ᾇの①の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫを通し

ます。

ୈ̔条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能から１か݄以に、ະࠐ

共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ̕条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。

－ 20� －

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（5�）団体扱特約（一般̘）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ا ۀ 体 　ެࣾ、ެஂ、ձࣾ等のۀا体をいい、法ਓɾݸਓの別をいません。

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者がࢦ定する༬金ޱ座をいいます。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（一ൠ̘）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約を

いいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ू 金  　ू金ܖ約に定めるू金者のࢦ定する所定の期をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

৬ Ҭ ࿑ ಇ  合 等
　ஂ体にۈする者によってߏ成されている࿑ಇ合または共済৫を
いいます。

ୀ ৬ 者 。体をୀ৬した者をいいますۀا　

ஂ 体
　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているۀا体をいい、共済ܖ約者がୀ
৬者である場合は、ୀ৬લにڅ༩のࢧをडけていたۀا体とします。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。
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①　共済ܖ約者がۀا体にۈし、ຖ݄そのۀا体からڅ༩のࢧをडけている者であること、または

ୀ৬者であること。

②　次のΞまたはイのいずれかの者と当合との間にू金ܖ約が締݁されていること。

Ξɽஂ体

イɽ৬Ҭ࿑ಇ合等

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽࢦ定ޱ座から、༬金ޱ座ৼସにより、共済ֻ金をू金にू金すること。

イɽΞによりू金した共済ֻ金を当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定

めるとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経て

いࠐまなけれなりません。

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、

そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。
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①　共済ܖ約者がۀا体にۈし、ຖ݄そのۀا体からڅ༩のࢧをडけている者であること、または

ୀ৬者であること。

②　次のΞまたはイのいずれかの者と当合との間にू金ܖ約が締݁されていること。

Ξɽஂ体

イɽ৬Ҭ࿑ಇ合等

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽࢦ定ޱ座から、༬金ޱ座ৼସにより、共済ֻ金をू金にू金すること。

イɽΞによりू金した共済ֻ金を当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定

めるとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経て

いࠐまなけれなりません。

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、

そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。
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第̒条（共済ֻ金ྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

第̓条（ಛのࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する࣮ࣄ(注１）がൃੜした場合において、①の࣮ࣄの

ときは、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのू金、ま

たは②、③もしくはᶆの࣮ࣄのときは、その࣮ࣄがൃੜした（以Լʮू金不能等ʯといいます。）

から将来にかってのみその効ྗをࣦいます。ただし、②については、ू金者が共済ܖ約者にΘって

共済ֻ金をू金ܖ約に定めるࠐ期までに当合にいࠐんだ場合を除きます。

①　ू金ܖ約がղ除されたこと。

②　共済ܖ約者またはू金者のにؼすべきࣄ༝により、共済ֻ金がू金のཌから起ࢉして１か݄

以にࢦ定ޱ座からৼりସえられなかったこと。

③　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなったこと。(注２）

ᶆ　当合がू金者からこの共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮく共済ֻ金のू金を行Θなくなったࢫの

通をडけたこと。

ᾈ　ᾇの①またはᶆの࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫ

を通します。

（注̍）ୀ৬者が共済ܖ約者である場合は、①、②またはᶆのいずれかに該当する࣮ࣄとします。

（注̎）ୀ৬後もҾଓきຊ特約にैいׂ共済ֻ金をいࠐΉ場合を除きます。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能等から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一ࠐ

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

等からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

金をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能等から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。
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（��）ஂɹମɹѻɹ特ɹ約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

集 金 契 約
「共済掛金集金に関する契約書（集金方式）」による共済掛金集金契約

をいいます。

初 ճ 共 済 掛 金
　共済掛金または共済掛金を割していࠐΉ場合は、ୈ１ճにい
。Ήき割共済掛金をいいますࠐ

団 ମ
　共済契約者が給༩のࢧを受けているެॺ、ձࣾなͲの団ମをいい
ます。

年 額 共 済 掛 金 　この共済契約に定められた૯共済掛金をいいます。

 割 共 済 掛 金
　年額共済掛金を共済証書記載のճ数および金額に割したޙの１ճ
の共済掛金をいいます。

 割 
　年額共済掛金を共済証書記載のճ数および金額に割していࠐΉこ
とをいいます。

未  ࠐ 共 済 掛 金
　割の場合は、共済掛金૯額からطにいࠐまれた割共済掛金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたしている場合に適用されます。

①　団ମと当合との間に集金契約がక݁されていること。

②　共済契約者が、その受けऔるき給༩から共済掛金をࠩしҾいて、これを当合の指定する場所に

いࠐΉことを団ମにҕୗし、団ମがそれをঝしていること。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、このಛ約により、共済契約者が共済掛金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載のճ

数および金額に割していࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済契約者は、初ճ共済掛金を共済契約క݁のとき当合にいࠐΉか、または集金契約に定

めるとこΖにより、団ମをܦていࠐまなければなりまͤん。

ᾈ　割の場合は、ୈ̎ճ以ޙの割共済掛金は、集金契約に定めるとこΖにより、団ମをܦてい

。まなければなりまͤんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まったޙであっても、当合は、લ条ᾇの初ճ共済掛金ྖऩલに生じた事ނによる損害

または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、初ճ共済掛金が集金契約に定めるとこΖによ

り、団ମをܦていࠐまれる場合は、このن定を適用しまͤん。
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（��）ஂɹମɹѻɹ特ɹ約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

集 金 契 約
「共済掛金集金に関する契約書（集金方式）」による共済掛金集金契約

をいいます。

初 ճ 共 済 掛 金
　共済掛金または共済掛金を割していࠐΉ場合は、ୈ１ճにい
。Ήき割共済掛金をいいますࠐ

団 ମ
　共済契約者が給༩のࢧを受けているެॺ、ձࣾなͲの団ମをいい
ます。

年 額 共 済 掛 金 　この共済契約に定められた૯共済掛金をいいます。

 割 共 済 掛 金
　年額共済掛金を共済証書記載のճ数および金額に割したޙの１ճ
の共済掛金をいいます。

 割 
　年額共済掛金を共済証書記載のճ数および金額に割していࠐΉこ
とをいいます。

未  ࠐ 共 済 掛 金
　割の場合は、共済掛金૯額からطにいࠐまれた割共済掛金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたしている場合に適用されます。

①　団ମと当合との間に集金契約がక݁されていること。

②　共済契約者が、その受けऔるき給༩から共済掛金をࠩしҾいて、これを当合の指定する場所に

いࠐΉことを団ମにҕୗし、団ମがそれをঝしていること。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、このಛ約により、共済契約者が共済掛金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載のճ

数および金額に割していࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済契約者は、初ճ共済掛金を共済契約క݁のとき当合にいࠐΉか、または集金契約に定

めるとこΖにより、団ମをܦていࠐまなければなりまͤん。

ᾈ　割の場合は、ୈ̎ճ以ޙの割共済掛金は、集金契約に定めるとこΖにより、団ମをܦてい

。まなければなりまͤんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まったޙであっても、当合は、લ条ᾇの初ճ共済掛金ྖऩલに生じた事ނによる損害

または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。ただし、初ճ共済掛金が集金契約に定めるとこΖによ

り、団ମをܦていࠐまれる場合は、このن定を適用しまͤん。
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ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はஂ体を経ることなく、そ

のશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はஂ体を経ることなく、そのશ額を一࣌

に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（共済ֻۚྖऩূのൃߦ）

　当合は、ஂ体を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済ֻ

金ྖ収証をஂ体にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

ୈ̓条（特約のࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりஂ体に

よる共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのڅ༩ࢧ（以Լʮू金不能ʯといいます。）から将来に

。かってのみその効ྗをࣦいます

①　ू金ܖ約がղ除された場合

②　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなった場合またはその他この共済ܖ約についてஂ

体による共済ֻ金のू金が行Θれなくなった場合

③　共済ܖ約者が共済ֻ金をڅ༩からࠩしҾくことをڋんだ場合

ᾈ　ᾇの①の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫを通し

ます。

ୈ̔条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合には、共済ܖ約者はू金不能から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をஂ体を経ることなく、一ࠐ

ୈ̕条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金
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をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）ஂମѻ特約（࠲ޱৼସํࣜ）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者がࢦ定する༬金ޱ座をいいます。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（ޱ座ৼସํࣜ）ʯによる共済ֻ金ू金

。約をいいますܖ

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ू 金  　ू金ܖ約に定めるू金者のࢦ定する所定の期をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

ୀ ৬ 者 。ॺをୀ৬した者をいいますެ　

ஂ 体
　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているެॺをいい、共済ܖ約者がୀ
৬者である場合は、ୀ৬લにڅ༩のࢧをडけていたެॺとします。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がެॺにۈし、ຖ݄そのެॺからڅ༩のࢧをडけている者であること、または

ୀ৬者であること。
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をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）ஂମѻ特約（࠲ޱৼସํࣜ）

˙　用ޠのఆٛ

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ࢦ 定 ޱ 座 　共済ܖ約者がࢦ定する༬金ޱ座をいいます。

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（ޱ座ৼସํࣜ）ʯによる共済ֻ金ू金

。約をいいますܖ

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ू 金  　ू金ܖ約に定めるू金者のࢦ定する所定の期をいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

ୀ ৬ 者 。ॺをୀ৬した者をいいますެ　

ஂ 体
　共済ܖ約者がڅ༩のࢧをडけているެॺをいい、共済ܖ約者がୀ
৬者である場合は、ୀ৬લにڅ༩のࢧをडけていたެॺとします。

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　ׂの場合は、共済ֻ金૯額から既にいࠐまれたׂ共済ֻ金の
૯額をࠩしҾいた額をいいます。

第̍条（͜のಛのద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がެॺにۈし、ຖ݄そのެॺからڅ༩のࢧをडけている者であること、または

ୀ৬者であること。
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②　ஂ体にۈしている者またはஂ体をୀ৬した者のੜ׆の安定ࢱの上等を目的として設ཱされ

た৫と当合との間にू金ܖ約が締݁されていること。

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽࢦ定ޱ座から、༬金ޱ座ৼସにより、共済ֻ金をू金にू金すること。

イɽΞによりू金した共済ֻ金を当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定め

るとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経てい

。まなけれなりませんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、

そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。

ୈ̒条（共済ֻۚྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。
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第̓条（ಛのࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する࣮ࣄ(注１）がൃੜした場合において、①の࣮ࣄの

ときは、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのू金、ま

たは②、③もしくはᶆの࣮ࣄのときは、その࣮ࣄがൃੜした（以Լʮू金不能等ʯといいます。）

から将来にかってのみその効ྗをࣦいます。ただし、②についてはू金者が共済ܖ約者にΘって共

済ֻ金をू金ܖ約に定めるࠐ期までに当合にࢧった場合を除きます。

①　ू金ܖ約がղ除されたこと。

②　共済ܖ約者またはू金者のにؼすべきࣄ༝により、共済ֻ金がू金のཌから起ࢉして１か݄

以にࢦ定ޱ座からৼりସえられなかったこと。

③　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなったこと。(注２）

ᶆ　当合がू金者からこの共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮく共済ֻ金のू金を行Θなくなったࢫの

通をडけたこと。

ᾈ　ᾇの①またはᶆの࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫ

を通します。

（注̍）ୀ৬者が共済ܖ約者である場合は、①、②またはᶆのいずれかに該当する࣮ࣄとします。

（注̎）ୀ৬後もҾଓきຊ特約にैいׂ共済ֻ金をいࠐΉ場合を除きます。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能等から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一ࠐ

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

等からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

金をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能等から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。
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第̓条（ಛのࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する࣮ࣄ(注１）がൃੜした場合において、①の࣮ࣄの

ときは、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのू金、ま

たは②、③もしくはᶆの࣮ࣄのときは、その࣮ࣄがൃੜした（以Լʮू金不能等ʯといいます。）

から将来にかってのみその効ྗをࣦいます。ただし、②についてはू金者が共済ܖ約者にΘって共

済ֻ金をू金ܖ約に定めるࠐ期までに当合にࢧった場合を除きます。

①　ू金ܖ約がղ除されたこと。

②　共済ܖ約者またはू金者のにؼすべきࣄ༝により、共済ֻ金がू金のཌから起ࢉして１か݄

以にࢦ定ޱ座からৼりସえられなかったこと。

③　共済ܖ約者がஂ体からຖ݄څ༩のࢧをडけなくなったこと。(注２）

ᶆ　当合がू金者からこの共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮく共済ֻ金のू金を行Θなくなったࢫの

通をडけたこと。

ᾈ　ᾇの①またはᶆの࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫ

を通します。

（注̍）ୀ৬者が共済ܖ約者である場合は、①、②またはᶆのいずれかに該当する࣮ࣄとします。

（注̎）ୀ৬後もҾଓきຊ特約にैいׂ共済ֻ金をいࠐΉ場合を除きます。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能等から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一ࠐ

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

等からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

金をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能等から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

－ 216 －

（��）ஂମѻのՃ共済ֻ金ʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

覚 書 　ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書にΘる覚書（ஂ体扱）ʯをいいます。

ू 金 ܖ 約
　ஂ体扱特約第１条（この特約のద用条݅）にن定するू金ܖ約をいい
ます。

ू 金 者 　ू金ܖ約を当合との間に締݁した者をいいます。

ू 金 不 能 
　ஂ体による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのڅ༩ࢧをいいま
す。なお、ஂ体扱特約（一ൠ̘）またはஂ体扱特約（ޱ座ৼସํࣜ）が
ద用されている場合は、同特約にن定するू金不能等をいいます。

ஂ 体 扱 特 約
　この共済ܖ約にద用されるஂ体扱特約（一ൠ̖）、ஂ 体扱特約（一ൠ̗）、
ஂ体扱特約（一ൠ̘）、ஂ体扱特約またはஂ体扱特約（ޱ座ৼସํࣜ）の
いずれかをいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみおよび当合への通ํ法の特ଇ）の
Ճ共済ֻ金の૯額および共済ֻ金૯額から既にいࠐまれた共済ֻ金
の૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にஂ体扱特約のద用があり、かつ、ू金者と当合との間に覚書が締݁さ

れている場合にద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈおよび߹の通ํ๏の特ଇ）

ᾇ　ஂ体扱特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇおよびᾉのن定にかかΘらず、共済ܖ約者は、当合

のঝ認をಘて、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の

場合）ᾇ、ᾈ、ᾊもしくはᾌまたは普通共済約款に付ଳされた他の特約のن定にैい、当合がٻし

たՃ共済ֻ金をू金ܖ約および覚書に定めるとこΖにより、ू金者を経ていࠐΉことができます。

ᾈ　ᾇのن定によりू金者を経てՃ共済ֻ金をいࠐもうとする場合は、共済ܖ約者または被共済者

は、普通共済約款基ຊ条項第̐条（告義）ᾉの③もしくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن

定するగ正のਃग़または第̑条（通義）ᾇ、第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇ、第̔条

（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇ、第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌも

しくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定する通を書໘またはフΝΫγϛリ等の通৴खஈによ

り、当合所定の࿈བྷઌに行うものとします。なお、共済ܖ約者は、これらの通については、共済ܖ

約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合が認める場合を除いてこれをఫ回することはで

きません。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金は、そのશ額を一࣌にいࠐΉか、または当合の定めるとこΖにैい、ׂして

いࠐΉものとします。
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ୈ３条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　ஂ体扱特約第̓条（特約のࣦ効）のن定により同特約が効ྗをࣦった場合は、この特約も効ྗをࣦい

ます。この場合において、共済ܖ約者は、ू金不能から１か݄以に、ະࠐ共済ֻ金のશ額をू金

者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることがで

きます。

ୈ５条（ղআʵ特約ࣦޮによるະࠐ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、第̏条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金の

શ額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除す

ることができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間

にରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）ूɹஂɹѻɹ特ɹ約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（ूஂ扱）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約を

いいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ू 金  　ू金ܖ約に定めるू金者のࢦ定する所定の期をいいます。

ू ஂ 　共済証書記載のूஂをいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。
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ୈ３条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　ஂ体扱特約第̓条（特約のࣦ効）のن定により同特約が効ྗをࣦった場合は、この特約も効ྗをࣦい

ます。この場合において、共済ܖ約者は、ू金不能から１か݄以に、ະࠐ共済ֻ金のશ額をू金

者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済金

をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることがで

きます。

ୈ５条（ղআʵ特約ࣦޮによるະࠐ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、第̏条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金の

શ額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除す

ることができます。この場合のղ除は、ू金不能から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間

にରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

（��）ूɹஂɹѻɹ特ɹ約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ू 金 ܖ 約
ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書（ूஂ扱）ʯによる共済ֻ金ू金ܖ約を

いいます。

ू 金 者 　当合との間にू金ܖ約を締݁した者をいいます。

ू 金  　ू金ܖ約に定めるू金者のࢦ定する所定の期をいいます。

ू ஂ 　共済証書記載のूஂをいいます。

ॳ 回 共 済 ֻ 金
　共済ֻ金または共済ֻ金をׂしていࠐΉ場合は、第１回目にい
。Ήべきׂ共済ֻ金をいいますࠐ

年 額 共 済 ֻ 金 　この共済ܖ約に定められた૯共済ֻ金をいいます。

 ׂ 共 済 ֻ 金
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂした後の１回
の共済ֻ金をいいます。

 ׂ 
　年額共済ֻ金を共済証書記載の回および金額にׂしていࠐΉこ
とをいいます。

－ 21� －

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたしている場合にద用されます。

①　共済ܖ約者がूஂ、そのһ、ैۀһもしくはߏ成һ(注）であること、またはߏ成һ（注）のһもし

くはैۀһであること。

②　ूஂまたはूஂからҕୗをडけた者と当合との間にू金ܖ約が締݁されていること。

③　共済ܖ約者がू金者に次のΞおよびイのことをҕୗし、ू金者がそれをঝしていること。

Ξɽ共済ֻ金をू金にू金すること。

イɽΞによりू金した共済ֻ金を当合のࢦ定する場所にいࠐΉこと。

（注）法ਓ、ݸਓの別をΘず、そのूஂをߏ成するूஂのߏ成һを含みます。

ୈ２条（共済ֻۚのํࠐ๏）

　当合は、この特約により、共済ܖ約者が共済ֻ金を一ׅしていࠐΉか、または共済証書記載の回

および金額にׂしていࠐΉことをঝ認します。

ୈ３条（共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　共済ܖ約者は、ॳ回共済ֻ金を共済ܖ約締݁のとき当合にいࠐΉか、またはू金ܖ約に定め

るとこΖにより、ू金者を経ていࠐまなけれなりません。

ᾈ　ׂの場合は、第２回以後のׂ共済ֻ金は、ू金ܖ約に定めるとこΖにより、ू金者を経てい

。まなけれなりませんࠐ

ୈ４条（共済ֻۚྖऩલのނࣄ）

　共済期間が࢝まった後であっても、当合は、લ条ᾇのॳ回共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄによる損害

またはই害にରしては、共済金をࢧいません。ただし、ॳ回共済ֻ金がू金ܖ約に定めるとこΖによ

り、ू金者を経ていࠐまれる場合は、このن定をద用しません。

ୈ５条（Ճ共済ֻۚのࠐΈ）

ᾇ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾇ、ᾈ

またはᾊのن定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、

そのશ額を一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ᾈ　共済ܖ約者がᾇのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

いません(注）。ただし、危険૿Ճがੜじた場合におࢧによる損害またはই害にରしては、共済金をނ

ける、その危険૿Ճがੜじた࣌よりલにൃੜしたނࣄによる損害またはই害にରしては、このن定をద

用しません。

ᾉ　普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌのن

定により当合がՃ共済ֻ金をٻした場合は、共済ܖ約者はू金者を経ることなく、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ 共済ܖ約者がᾉのՃ共済ֻ金のࠐみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࣄ

がなかったものとして、普通共ٻのঝ認のߋ約条݅のมܖによる損害またはই害にରしては、共済ނ

済約款および付ଳされた他の特約にैい、共済金をࢧいます。

（注）既に共済金をࢧっていた場合は、そのฦؐをٻすることができます。
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第̒条（共済ֻ金ྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

第̓条（ಛのࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する࣮ࣄがൃੜした場合において、①の࣮ࣄのとき

は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのू金、または

②もしくは③の࣮ࣄのときは、その࣮ࣄがൃੜした（以Լʮू金不能等ʯといいます。）から将来

にかってのみその効ྗをࣦいます。ただし、②についてはू金者が共済ܖ約者にΘって共済ֻ金を

ू金ܖ約に定めるࠐ期までに当合にいࠐんだ場合を除きます。

①　ू金ܖ約がղ除されたこと。

②　共済ܖ約者またはू金者のにؼすべきࣄ༝により、共済ֻ金がू金のཌから起ࢉして１か݄

以にू金されなかったこと。

③　当合がू金者からこの共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮく共済ֻ金のू金を行Θなくなったࢫの

通をडけたこと。

ᾈ　ᾇの①または③の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫ

を通します。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能等から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一ࠐ

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

等からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

金をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能等から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。
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第̒条（共済ֻ金ྖऩূのൃߦ）

　当合は、ू金者を経ていࠐまれた共済ֻ金については、ྖ収した共済ֻ金の合ܭ額にରする共済

ֻ金ྖ収証をू金者にରしてൃ行し、共済ܖ約者にରしては共済ֻ金ྖ収証をൃ行しません。

第̓条（ಛのࣦޮ）

ᾇ　この特約は、次の①から③までのいずれかに該当する࣮ࣄがൃੜした場合において、①の࣮ࣄのとき

は、その࣮ࣄがൃੜしたことによりू金者による共済ֻ金のू金が不能となった࠷ॳのू金、または

②もしくは③の࣮ࣄのときは、その࣮ࣄがൃੜした（以Լʮू金不能等ʯといいます。）から将来

にかってのみその効ྗをࣦいます。ただし、②についてはू金者が共済ܖ約者にΘって共済ֻ金を

ू金ܖ約に定めるࠐ期までに当合にいࠐんだ場合を除きます。

①　ू金ܖ約がղ除されたこと。

②　共済ܖ約者またはू金者のにؼすべきࣄ༝により、共済ֻ金がू金のཌから起ࢉして１か݄

以にू金されなかったこと。

③　当合がू金者からこの共済ܖ約についてू金ܖ約に基ͮく共済ֻ金のू金を行Θなくなったࢫの

通をडけたこと。

ᾈ　ᾇの①または③の࣮ࣄがൃੜした場合は、当合はなく、共済ܖ約者にରして書໘によりそのࢫ

を通します。

第̔条（ಛࣦޮޙのະ払ࠐ共済ֻ金の払ࠐΈ）

　લ条ᾇのن定により特約が効ྗをࣦった場合は、共済ܖ約者はू金不能等から１か݄以に、ະ

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌共済ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一ࠐ

第９条（ະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹の໔）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能

等からະࠐ共済ֻ金のશ額をྖ収するまでの間にੜじたނࣄによる損害またはই害にରしては、共済

金をࢧいません。

第10条（ղআʵಛࣦޮʹΑΔະ払ࠐ共済ֻ金ෆ払の߹）

ᾇ　当合は、第̔条（特約ࣦ効後のະࠐ共済ֻ金のࠐみ）にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ

額がいࠐまれない場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約をղ除するこ

とができます。この場合のղ除は、ू金不能等から将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済ܖ約をղ除した場合は、既にྖ収した共済ֻ金の૯額から既経ա期間に

ରし、ׂ݄期ֻ金によってࢉܭした共済ֻ金をࠩしҾいて、その残額をฦؐします。

－ 220 －

（��）ूஂѻのՃ共済ֻ金ʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

覚 書 　ʮ共済ֻ金ू金にؔするܖ約書にΘる覚書（ूஂ扱）ʯをいいます。

ू 金 ܖ 約
　ूஂ扱特約第１条（この特約のద用条݅）にن定するू金ܖ約をいい
ます。

ू 金 者 　ू金ܖ約を当合との間に締݁した者をいいます。

ະ  ࠐ 共 済 ֻ 金
　第２条（Ճ共済ֻ金のࠐみおよび当合への通ํ法の特ଇ）の
Ճ共済ֻ金の૯額および共済ֻ金૯額から既にいࠐまれた共済ֻ金
の૯額をࠩしҾいた額をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、この共済ܖ約にूஂ扱特約のద用があり、かつ、ू金者と当合との間に覚書が締݁さ

れている場合にద用されます。

ୈ２条（Ճ共済ֻۚのࠐΈおよび߹の通ํ๏の特ଇ）

ᾇ　ूஂ扱特約第̑条（Ճ共済ֻ金のࠐみ）ᾇおよびᾉのن定にかかΘらず、共済ܖ約者は、当合

のঝ認をಘて、普通共済約款基ຊ条項第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の

場合）ᾇ、ᾈ、ᾊもしくはᾌまたは普通共済約款に付ଳされた他の特約のن定にैい、当合がٻし

たՃ共済ֻ金をू金ܖ約および覚書に定めるとこΖにより、ू金者を経ていࠐΉことができます。

ᾈ　ᾇのن定によりू金者を経てՃ共済ֻ金をいࠐもうとする場合は、共済ܖ約者または被共済者

は、普通共済約款基ຊ条項第̐条（告義）ᾉの③もしくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن

定するగ正のਃग़または第̑条（通義）ᾇ、第̓条（被共済ࣗ動車のৡまたはฦؐ）ᾇ、第̔条

（被共済ࣗ動車のೖସ）ᾇ、第15条（共済ֻ金のฦؐまたはٻ－告義ɾ通義等の場合）ᾌも

しくは普通共済約款に付ଳされた他の特約にن定する通を書໘またはフΝΫγϛリ等の通৴खஈによ

り、当合所定の࿈བྷઌに行うものとします。なお、共済ܖ約者は、これらの通については、共済ܖ

約者または被共済者に正当な理༝があり、かつ、当合が認める場合を除いてこれをఫ回することはで

きません。

ᾉ　ᾇのՃ共済ֻ金は、そのશ額を一࣌にいࠐΉか、または当合の定めるとこΖにैい、ׂして

いࠐΉものとします。

ୈ３条（特約ࣦޮޙのະࠐ共済ֻۚのࠐΈ）

　ूஂ扱特約第̓条（特約のࣦ効）のن定により同特約が効ྗをࣦった場合は、この特約も効ྗをࣦい

ます。この場合において、共済ܖ約者は、同条にن定するू金不能等から１か݄以に、ະࠐ共済

ֻ金のશ額をू金者を経ることなく、一࣌に当合にいࠐまなけれなりません。

ୈ４条（ະࠐ共済ֻۚෆの߹の໔責）

　当合は、લ条にن定する期間にະࠐ共済ֻ金のશ額がいࠐまれなかった場合は、ू金不能
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等から未ࠐ共済掛金の全額をྖऩするまでの間に生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済

金をࢧいまͤん。この場合において、طに共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることが

できます。

ୈ５条（ղআʵ特約ࣦޮによるະࠐ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、ୈ̏条（ಛ約ࣦޮޙの未ࠐ共済掛金のࠐみ）に定める期間内に未ࠐ共済掛金の全額

がいࠐまれない場合は、共済契約者にରする書໘による通をもって、この共済契約をղআすること

ができます。この場合のղআは、集金ෆ日等から将来にかってのみそのޮྗを生じます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済契約をղআした場合は、طにྖऩした共済掛金の૯額からܦطա期間に

ରし、月割短期掛金率によってࢉܭした共済掛金をࠩしҾいて、その額をฦؐします。
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等から未ࠐ共済掛金の全額をྖऩするまでの間に生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済

金をࢧいまͤん。この場合において、طに共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることが

できます。

ୈ５条（ղআʵ特約ࣦޮによるະࠐ共済ֻۚෆの߹）

ᾇ　当合は、ୈ̏条（ಛ約ࣦޮޙの未ࠐ共済掛金のࠐみ）に定める期間内に未ࠐ共済掛金の全額

がいࠐまれない場合は、共済契約者にରする書໘による通をもって、この共済契約をղআすること

ができます。この場合のղআは、集金ෆ日等から将来にかってのみそのޮྗを生じます。

ᾈ　ᾇのن定により当合が共済契約をղআした場合は、طにྖऩした共済掛金の૯額からܦطա期間に

ରし、月割短期掛金率によってࢉܭした共済掛金をࠩしҾいて、その額をฦؐします。

－ ��� －

ᶞ．͓手ଓ͖に関わる特約

（��）ඃ共済ࣗಈंのೖସࣗಈิঈ特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

入 ସ 自 動 車

　普通共済約款جຊ条項ୈ̔条（被共済自動車の入ସ）ᾇにن定する৽

その、ޙऔಘ自動車の͏ち被共済自動車をഇ車、ৡまたはฦؐしたن

ସとして同条ᾇの①に該当する者が৽たにऔಘ(注）し、または１年以上

を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。

（注）所有権留保条項付売買契約にͮجくߪ入を含みます。

自 動 車 の ৽ ن औ ಘ
　普通共済約款جຊ条項ୈ̔条（被共済自動車の入ସ）ᾇの①にن定す

る自動車の৽نऔಘをいいます。

औ ಘ 日

　実ࡍに入ସ自動車をऔಘした日であって、共済契約者または入ସ自動

車の所有者(注）が、当合にରして売買契約書等の؍٬తなࢿྉをఏ出

し、ଥ当なऔಘ日であることが証໌された場合のそのऔಘ日とします。

ただし、؍٬తなࢿྉでそのऔಘ日が֬認できない場合は、入ସ自動車

の自動車検査証に普通共済約款جຊ条項ୈ̔条ᾇの①のいずれかに該当

する者のࢯ名が記載された日とします。

（注）入ସ自動車の所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当す

る者をいいます。

①　入ସ自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合

は、その買主

②　入ସ自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている

場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、入ସ自動車を所有する者

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、被共済自動車および入ସ自動車の用途車種が同一である場合(注）に適用されます。ただ

し、共済証書に全車྆一ׅಛ約を適用するࢫ記載されている場合をআきます。

（注）普通共済約款別表̏に掲げる用途車種である場合を含みます。

ୈ２条（ೖସࣗಈ車にରするࣗಈิ償）

ᾇ　当合は、次の①から③までにن定する条݅をいずれもຬたす場合は、このಛ約により、普通共済約

款جຊ条項ୈ̔条（被共済自動車の入ସ）ᾉのن定にかかわらず、औಘ日以ޙ、当合が③のٻをঝ

認するまでの間は、入ସ自動車を被共済自動車とみなして普通共済約款および付ଳされたଞのಛ約を適

用します。ただし、自動車の৽نऔಘにおいて、ഇ車、ৡまたはฦؐされた被共済自動車について生

じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。

①　自動車の৽نऔಘにおいて、被共済自動車がഇ車、ৡまたはฦؐされたこと。
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②　ೖସࣗ動車の取ಘが共済ܖ約締݁以後であること。

③　ೖସࣗ動車の取ಘのཌから起ࢉして30以に、共済ܖ約者が書໘により被共済ࣗ動車のೖ

ସのঝ認のٻを行い、当合がこれをडྖしたこと。

ᾈ　当合は、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、ೖସࣗ動車の取ಘのཌから

起ࢉして31目の以後、ຬ期のཌから起ࢉして30目のまでの間に、共済ܖ約者が書໘によ

り被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻを行い、当合がこれをडྖしたときにもᾇのن定をద用します。

この場合において、当合がࢧう共済金は、普通共済約款ഛঈ条項、ର物աम理අ用特約、被

害者ٹ済අ用特約および৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約の共済金に限ります。

①　ೖସࣗ動車を被共済ࣗ動車とする他の共済ܖ約等がないこと。

②　被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻをଵったことについて、共済ܖ約者にނҙまたは重大なաࣦがな

かったこと。

ୈ３条（車両共済の特ଇ）

　被共済ࣗ動車について普通共済約款車両条項のద用がある場合は、取ಘから当合がલ条の被共済

ࣗ動車のೖସのঝ認のٻをडけた࣌(注１）までの期間の普通共済約款車両条項のద用については、લ条

のن定にかかΘらず、次の①および②にن定するとこΖによります。

①　普通共済約款基ຊ条項第̕条（ڠ定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）のن定はద用しま

せん。

②　ೖସࣗ動車については、ೖସࣗ動車取ಘの࣌におけるೖସࣗ動車のՁ額(注２）を普通共済約款車両条

項のڠ定共済Ձ額および共済金額として定めるものとします。

（注１）当合が第̑条（共済ֻ金のฦؐまたはՃ共済ֻ金のٻ）ᾇのن定によりՃ共済ֻ金

をٻする場合は、そのՃ共済ֻ金を当合がྖ収した࣌または取ಘのཌから起ࢉして

30を経աした࣌のいずれかૣい࣌とします。

（注２）ସࣗ動車と同一の用途車छ、同年ࣜで同じ損度のࣗ動車のࢢ場ൢചՁ֨相当額とします。

ୈ４条（共済ܖ約のղআ）

ᾇ　当合は、第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）の被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻがあった場合

において、これをঝ認しなかったときは、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約

をղ除することができます。この場合のղ除は、将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇに基ͮく当合のղ除ݖは、そのঝ認のٻをडྖしたからそのを含めて30以に行使し

なけれফ໓します。

ୈ５条（共済ֻۚのฦؐ·ͨՃ共済ֻۚのٻ）

ᾇ　当合は、第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）の場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがある

ときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରす

る共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾈ　ᾇのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、注）による損害またはই害にରしては)ނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済金をࢧいません。

（注）取ಘのཌから起ࢉして30以にੜじたނࣄを除きます。
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②　ೖସࣗ動車の取ಘが共済ܖ約締݁以後であること。

③　ೖସࣗ動車の取ಘのཌから起ࢉして30以に、共済ܖ約者が書໘により被共済ࣗ動車のೖ

ସのঝ認のٻを行い、当合がこれをडྖしたこと。

ᾈ　当合は、次の①および②にن定する条݅をいずれもຬたす場合は、ೖସࣗ動車の取ಘのཌから

起ࢉして31目の以後、ຬ期のཌから起ࢉして30目のまでの間に、共済ܖ約者が書໘によ

り被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻを行い、当合がこれをडྖしたときにもᾇのن定をద用します。

この場合において、当合がࢧう共済金は、普通共済約款ഛঈ条項、ର物աम理අ用特約、被

害者ٹ済අ用特約および৺神ࣦ等によるނࣄの被害者ٹ済අ用特約の共済金に限ります。

①　ೖସࣗ動車を被共済ࣗ動車とする他の共済ܖ約等がないこと。

②　被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻをଵったことについて、共済ܖ約者にނҙまたは重大なաࣦがな

かったこと。

ୈ３条（車両共済の特ଇ）

　被共済ࣗ動車について普通共済約款車両条項のద用がある場合は、取ಘから当合がલ条の被共済

ࣗ動車のೖସのঝ認のٻをडけた࣌(注１）までの期間の普通共済約款車両条項のద用については、લ条

のن定にかかΘらず、次の①および②にن定するとこΖによります。

①　普通共済約款基ຊ条項第̕条（ڠ定共済Ձ額および共済金額のมߋまたはௐ）のن定はద用しま

せん。

②　ೖସࣗ動車については、ೖସࣗ動車取ಘの࣌におけるೖସࣗ動車のՁ額(注２）を普通共済約款車両条

項のڠ定共済Ձ額および共済金額として定めるものとします。

（注１）当合が第̑条（共済ֻ金のฦؐまたはՃ共済ֻ金のٻ）ᾇのن定によりՃ共済ֻ金

をٻする場合は、そのՃ共済ֻ金を当合がྖ収した࣌または取ಘのཌから起ࢉして

30を経աした࣌のいずれかૣい࣌とします。

（注２）ସࣗ動車と同一の用途車छ、同年ࣜで同じ損度のࣗ動車のࢢ場ൢചՁ֨相当額とします。

ୈ４条（共済ܖ約のղআ）

ᾇ　当合は、第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）の被共済ࣗ動車のೖସのঝ認のٻがあった場合

において、これをঝ認しなかったときは、共済ܖ約者にରする書໘による通をもって、この共済ܖ約

をղ除することができます。この場合のղ除は、将来にかってのみその効ྗをੜじます。

ᾈ　ᾇに基ͮく当合のղ除ݖは、そのঝ認のٻをडྖしたからそのを含めて30以に行使し

なけれফ໓します。

ୈ５条（共済ֻۚのฦؐ·ͨՃ共済ֻۚのٻ）

ᾇ　当合は、第２条（ೖସࣗ動車にରするࣗ動ิঈ）の場合において、共済ֻ金をมߋするඞཁがある

ときは、当合は、มߋલの共済ֻ金とมߋ後の共済ֻ金とのࠩに基ͮきࢉܭした、ະ経ա期間にରす

る共済ֻ金をฦؐまたはٻします。

ᾈ　ᾇのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、注）による損害またはই害にରしては)ނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金ྖ収લにੜじたࠐ

共済金をࢧいません。

（注）取ಘのཌから起ࢉして30以にੜじたނࣄを除きます。

－ 224 －

約のऔѻ͍ʹؔ͢Δ特約ܖଓܧ（�1）

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܧ ଓ 共 済 ֻ 金 。約の共済ֻ金をいいますܖଓܧ　

ܧ ଓ ܖ 約
　この共済ܖ約と共済ܖ約者、共済証書記載の被共済者および被共済ࣗ
動車を同一として当合と締݁するܖ約で、この共済ܖ約の共済期間の
を共済期間のॳとする共済ܖ約をいいます。

他 の 共 済 ܖ 約 等
約をいいܖ約または保険ܖのൃੜཁ݅を同じくする他の共済ࢧ　
ます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済期間のにおいて、ܧଓܖ約が締݁されていない場合であって、次の①からᶊま

でにن定する条݅をいずれもຬたしているときにద用されます。ただし、共済証書にフリートܖ約であ

るࢫ記載されている場合を除きます。

①　この共済ܖ約の共済期間が１年であること。ただし、この共済ܖ約が当合が別に定めるとこΖに

より、ܧଓલܖ約(注１）の共済期間のॳからまたはղ除までの期間と合ࢉして１年となる期間

を共済期間と定めて締݁されたܖ約である場合を除きます。

②　この共済ܖ約の共済期間において、共済ނࣄ(注２）がൃੜしていないこと。

③　この共済ܖ約が、この特約をద用して締݁されたものではないこと。

ᶆ　被共済ࣗ動車と被共済ࣗ動車を同一とする他の共済ܖ約等がないこと。

ᶇ　電、໘ஊ等により、当合が共済ܖ約者にରしてܧଓのҙࢥ表示を行ったにもかかΘらず、

共済ܖ約者ଆのࣄ情により、ܧଓのखଓき࿙れとなったものでないこと。

ᶈ　この共済ܖ約の共済期間において、共済ܖ約者または当合からܧଓܖ約を締݁しないࢫのҙࢥ表

示がなかったこと。

ᶉ　共済ܖ約者が、この共済ܖ約の共済期間ののཌから起ࢉして30以に書໘によりܧଓܖ

約のਃࠐみを行うこと。

ᶊ　当合が別に定める特約のن定による場合を除き、共済ܖ約者がᶉのਃࠐみと同࣌にܧଓ共済ֻ金

を当合にいࠐΉこと。

（注１）この共済ܖ約が締݁される以લに締݁された共済ܖ約であって、この共済ܖ約と共済ܖ約者

を同一とするものをいいます。

（注２）この共済ܖ約の普通共済約款および付ଳされた特約にैい共済金をࢧうނࣄをいいます。

ୈ２条（ܧଓܖ約のऔѻ͍）

ᾇ　当合は、この特約により、この共済ܖ約の共済期間のを共済期間のॳとしたܧଓܖ約が締݁

されたものとみなします。
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ᾈ　ᾇの場合は、当合は、継続共済掛金ྖऩલに生じた事ނによる損害または傷害にରしては、普通共

済約款جຊ条項ୈ̎条（共済掛金のࠐ方法）ᾈおよび普通共済約款に付ଳされたଞのಛ約に定める共

済掛金ྖऩલに生じた事ނのऔѻいに関するن定を適用しまͤん。

ᾉ　ᾇの継続契約の内༰は、次条およびୈ４条（継続契約に適用されるಛ約）にن定する場合をআき、こ

の共済契約の共済期間の日における内༰と同一とします。

ୈ３条（ܧଓܖ約の車両共済ֹۚ）

　この共済契約に普通共済約款車྆条項が適用される場合は、継続契約の同条項の共済金額は、被共済

自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自

動車の市場販売価格相当額(注）をج準としてࢉ定した継続契約の共済期間の初日時における被共済自

動車の価額ੵݟ額とします。

（注）当合が別に定める「自動車共済車྆ඪ準価格表」に記載された価格をいいます。

ୈ４条（ܧଓܖ約にద用͞Εる特約）

　ୈ̎条（継続契約のऔѻい）のن定によりこの共済契約の共済期間の日を共済期間の初日とした継

続契約がక݁されたとみなされる場合は、継続契約にはこの共済契約に付ଳされたಛ約が適用されるも

のとします。ただし、継続契約の共済期間の初日において、ಛ約が適用される条݅をຬたしていない場

合をআきます。

ୈ５条（ܧଓܖ約にద用͞Εる੍·ֻͨۚ）

　当合が੍度または掛金率等(注１）をվ定した場合(注２）において、੍度または掛金率等(注１）がվ定され

た日以ޙにୈ̎条（継続契約のऔѻい）ᾇのن定により継続契約がక݁されたとみなされるときは、

継続契約にରしては、継続契約の共済期間の初日における੍度または掛金率等が適用されるものとしま

す。

（注１）普通共済約款、ಛ約、共済契約Ҿ受に関する੍度または共済掛金率等をいいます。

（注２）この共済契約における事݅ނ数等にԠじてௐする場合を含みます。

ୈ̒条（४用ن定）

　このಛ約にن定しない事項については、このಛ約のझࢫにしない限り、この共済契約の普通共済約

款および付ଳされたଞのಛ約のن定を準用します。
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ᾈ　ᾇの場合は、当合は、継続共済掛金ྖऩલに生じた事ނによる損害または傷害にରしては、普通共

済約款جຊ条項ୈ̎条（共済掛金のࠐ方法）ᾈおよび普通共済約款に付ଳされたଞのಛ約に定める共

済掛金ྖऩલに生じた事ނのऔѻいに関するن定を適用しまͤん。

ᾉ　ᾇの継続契約の内༰は、次条およびୈ４条（継続契約に適用されるಛ約）にن定する場合をআき、こ

の共済契約の共済期間の日における内༰と同一とします。

ୈ３条（ܧଓܖ約の車両共済ֹۚ）

　この共済契約に普通共済約款車྆条項が適用される場合は、継続契約の同条項の共済金額は、被共済

自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自

動車の市場販売価格相当額(注）をج準としてࢉ定した継続契約の共済期間の初日時における被共済自

動車の価額ੵݟ額とします。

（注）当合が別に定める「自動車共済車྆ඪ準価格表」に記載された価格をいいます。

ୈ４条（ܧଓܖ約にద用͞Εる特約）

　ୈ̎条（継続契約のऔѻい）のن定によりこの共済契約の共済期間の日を共済期間の初日とした継

続契約がక݁されたとみなされる場合は、継続契約にはこの共済契約に付ଳされたಛ約が適用されるも

のとします。ただし、継続契約の共済期間の初日において、ಛ約が適用される条݅をຬたしていない場

合をআきます。

ୈ５条（ܧଓܖ約にద用͞Εる੍·ֻͨۚ）

　当合が੍度または掛金率等(注１）をվ定した場合(注２）において、੍度または掛金率等(注１）がվ定され

た日以ޙにୈ̎条（継続契約のऔѻい）ᾇのن定により継続契約がక݁されたとみなされるときは、

継続契約にରしては、継続契約の共済期間の初日における੍度または掛金率等が適用されるものとしま

す。

（注１）普通共済約款、ಛ約、共済契約Ҿ受に関する੍度または共済掛金率等をいいます。

（注２）この共済契約における事݅ނ数等にԠじてௐする場合を含みます。

ୈ̒条（४用ن定）

　このಛ約にن定しない事項については、このಛ約のझࢫにしない限り、この共済契約の普通共済約

款および付ଳされたଞのಛ約のن定を準用します。

－ 226 －

（�2）ϦʔスΧʔʹؔ͢Δ特約

■　用語の定義

　この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

ܖ 約 書
　共済ܖ約者がリースܖ約に基ͮきିするࣗ動車(注）を被共済ࣗ動車と
して当合が共済ܖ約をҾきडけることを約定するܖ約書をいいます。
（注）あらかじめ別ஈの約定を行ったࣗ動車を除きます。

リ ー ス ܖ 約
　あらかじめआओを定めて༗ঈでࣗ動車をିしすることをۀとしてい
る者と、そのआओとのିआܖ約をいいます。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　この特約は、共済ܖ約者と当合との間にܖ約書が締݁されており、かつ、被共済ࣗ動車がܖ約書に

定めるࣗ動車に該当する場合にద用されます。

ୈ２条（共済責任のظ࢝）

　当合は、この特約により、普通共済約款基ຊ条項第２条（共済ֻ金のํࠐ法）ᾈのن定をద用し

ません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する場合は、それぞれԼ表に定めるނࣄによる損害

またはই害にରしては、当合は、共済金をࢧいません。この場合において、既に共済金をࢧって

いたときは、当合は、そのฦؐをٻすることができます。

۠　　　　 共 済 金 を ࢧ  Θ な い ࣄ ނ

①　共済ܖ約者がܖ約書に定められた共済ֻ金
のࠐ期までに共済ֻ金のࠐみを行Θな
かった場合

　共済ֻ金ྖ収લにੜじたނࣄ

②　共済ܖ約者がܖ約書に定められた共済ܖ約
のਃࠐ期までに共済ܖ約のਃࠐみを行Θな
かった場合で、その࣮ࣄについて共済ܖ約者
がࣗݾのނҙおよび重大なաࣦによらなかっ
たことをཱ証できなかったとき。

　共済ܖ約者がܖ約書に定められたగ正のखଓき
を行うまでの間にੜじたނࣄ

ୈ３条（Ϧʔεܖ約のऴྃ·ͨղআの߹）

　当合は、この特約により、被共済ࣗ動車についてのリースܖ約のऴྃまたはղ除により共済ܖ約者

がआਓから被共済ࣗ動車のฦؐをडけた場合は、そのൃ࣮ࣄੜの࣌以後にੜじたނࣄによる損害また

はই害にରしては、共済金をࢧいません。

ୈ４条（共済ܖ約のղআ）

　共済ܖ約者がલ条のൃ࣮ࣄੜに基ͮき、ܖ約書に定められた期までに当合所定の書໘によって当

合にରしてこの共済ܖ約をղ除するࢫを通した場合は、そのղ除は、普通共済約款基ຊ条項第14

条（共済ܖ約ղ除の効ྗ）のن定にかかΘらず、લ条のൃ࣮ࣄੜの࣌から将来にかってのみその効ྗ

をੜじます。



318

ಛ

約



߲

－ ��� －

（�3）શ車྆Ұׅ特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 契 約 の క ݁ ࿙ れ
　共済証書記載の条݅に該当する自動車をこの共済契約によって契約を
క݁していなかったことをいいます。

ਫ਼ ࢉ 日 　共済証書記載のਫ਼ࢉ日をいいます。

த 途 औ ಘ 自 動 車
　共済期間のத途で৽たに共済証書記載の条݅に該当することとなった
自動車をいいます。

通  日 　共済証書記載の通日をいいます。

通  ࿙ れ の
த 途 औ ಘ 自 動 車

　ୈ̏条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合のそのま
たは࿙のあったத途औಘ自動車をいいます。

未 ਫ਼ ࢉ 等 の
த 途 औ ಘ 自 動 車

　ୈ̒条（共済掛金のਫ਼ࢉ）ᾇのՃ共済掛金(注）の全額がਫ਼ࢉ日までに
いࠐまれなかった場合のそのਫ਼ࢉ日にରԠする共済証書記載の通క
日の１か月લのԠ当日のཌ日以ޙにऔಘしたத途औಘ自動車をいいま
す。
（注）ୈ̒条ᾈの共済掛金がある場合は、相ࡴしたޙの共済掛金としま

す。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約క݁の時において、共済証書記載の条݅に該当する自動車のすてをこの

共済契約によって一ׅして共済に付し、かつ、共済期間のத途で৽たに共済証書記載の条݅に該当する

こととなった自動車のすてをこの共済契約によって࿙れなく共済に付すこととする場合であって、共

済証書にこのಛ約を適用するࢫ記載されているときに適用されます。

ୈ２条（த్औಘࣗಈ車にରするࣗಈิ償）

ᾇ　当合は、このಛ約により、த途औಘ自動車にରして、自動తにこの共済契約を適用します。

ᾈ　த途औಘ自動車にかかわる当合の共済は、த途औಘ自動車が、その所有者または記名被共済者

のの管理下に入った時（以下「औಘ時」といいます。）に࢝まり、共済期間の日の４ޙޕ時にऴ

わります。

ᾉ　ᾈの所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。

①　த途औಘ自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主

②　த途औಘ自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、த途औಘ自動車を所有する者

ᾊ　共済契約者は、ୈ１ճの共済証書記載の通క日の̎か月લのԠ当日のཌ日から共済期間の࢝期

までに、共済証書記載の条݅に該当することとなった自動車を共済期間の࢝期におけるத途औಘ自動車

に含めることができます。

ᾋ　ᾊにن定する自動車にかかわる当合の共済は、ᾈのن定にかかわらず、共済期間の࢝期に࢝ま
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（�3）શ車྆Ұׅ特約

■　用語の定義

　このಛ約において用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定 　 　 　 　 　 　 　 義

共 済 契 約 の క ݁ ࿙ れ
　共済証書記載の条݅に該当する自動車をこの共済契約によって契約を
క݁していなかったことをいいます。

ਫ਼ ࢉ 日 　共済証書記載のਫ਼ࢉ日をいいます。

த 途 औ ಘ 自 動 車
　共済期間のத途で৽たに共済証書記載の条݅に該当することとなった
自動車をいいます。

通  日 　共済証書記載の通日をいいます。

通  ࿙ れ の
த 途 औ ಘ 自 動 車

　ୈ̏条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合のそのま
たは࿙のあったத途औಘ自動車をいいます。

未 ਫ਼ ࢉ 等 の
த 途 औ ಘ 自 動 車

　ୈ̒条（共済掛金のਫ਼ࢉ）ᾇのՃ共済掛金(注）の全額がਫ਼ࢉ日までに
いࠐまれなかった場合のそのਫ਼ࢉ日にରԠする共済証書記載の通క
日の１か月લのԠ当日のཌ日以ޙにऔಘしたத途औಘ自動車をいいま
す。
（注）ୈ̒条ᾈの共済掛金がある場合は、相ࡴしたޙの共済掛金としま

す。

ୈ１条（͜の特約のద用条݅）

　このಛ約は、この共済契約క݁の時において、共済証書記載の条݅に該当する自動車のすてをこの

共済契約によって一ׅして共済に付し、かつ、共済期間のத途で৽たに共済証書記載の条݅に該当する

こととなった自動車のすてをこの共済契約によって࿙れなく共済に付すこととする場合であって、共

済証書にこのಛ約を適用するࢫ記載されているときに適用されます。

ୈ２条（த్औಘࣗಈ車にରするࣗಈิ償）

ᾇ　当合は、このಛ約により、த途औಘ自動車にରして、自動తにこの共済契約を適用します。

ᾈ　த途औಘ自動車にかかわる当合の共済は、த途औಘ自動車が、その所有者または記名被共済者

のの管理下に入った時（以下「औಘ時」といいます。）に࢝まり、共済期間の日の４ޙޕ時にऴ

わります。

ᾉ　ᾈの所有者とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。

①　த途औಘ自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主

②　த途औಘ自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主

③　①および②以外の場合は、த途औಘ自動車を所有する者

ᾊ　共済契約者は、ୈ１ճの共済証書記載の通క日の̎か月લのԠ当日のཌ日から共済期間の࢝期

までに、共済証書記載の条݅に該当することとなった自動車を共済期間の࢝期におけるத途औಘ自動車

に含めることができます。

ᾋ　ᾊにن定する自動車にかかわる当合の共済は、ᾈのن定にかかわらず、共済期間の࢝期に࢝ま

－ ��� －

り、共済期間の日の４ޙޕ時にऴわります。

ᾌ　ᾊにن定する自動車は、ୈ４条（共済契約のక݁࿙れがあった場合）に定める共済契約のక݁࿙れ自

動車には含みまͤん。この場合は、ୈ̔条（ಛ約のղআ）ᾇの①のن定を適用しまͤん。

ୈ３条（通　）

ᾇ　共済契約者は、ຖ月、共済証書記載の通క日以લ１か月のத途औಘ自動車を通日までに、当

合所定の書໘により当合に通しなければなりまͤん。

ᾈ　この共済契約క݁の時に共済に付された自動車またはத途औಘ自動車を所有者または記名被共済者が

ഇ車、ৡまたはฦؐした場合も、ᾇと同様とします。

ୈ４条（共済ܖ約のక݁࿙Ε͕͋ͬͨ߹）

ᾇ　この共済契約క݁の時に共済契約のక݁࿙れが໌した場合は、当合は、ୈ̎条（த途औಘ自動車

にରする自動補償）のن定を適用しまͤん。ただし、その共済契約のక݁࿙れの事実を当合がった

時までにલ条ᾇの通を受ྖしているத途औಘ自動車をআきます。

ᾈ　共済契約のక݁࿙れが共済契約者または記名被共済者のނ意および重大なաࣦによらなかったことを

共済契約者または記名被共済者が証໌した場合で、当合が共済契約のక݁࿙れの事実をった時以ޙ

の࠷もૣい通日までに共済契約者がその共済契約のక݁࿙れ自動車について書໘によってగਖ਼をਃし

出て、当合がこれをঝ認したときは、ᾇのن定を適用しまͤん。

ୈ５条（通に·ͨ࿙͕͋ͬͨ߹）

　ୈ̏条（通）ᾇの通にまたは࿙があった場合は、通࿙れのத途औಘ自動車および当合

がそのまたは࿙の事実をった時以ޙ、同条ᾇのن定により通されるすてのத途औಘ自動車

にରして、当合はୈ̎条（த途औಘ自動車にରする自動補償）のن定を適用しまͤん。ただし、その

または࿙が共済契約者または記名被共済者のނ意および重大なաࣦによらなかったことを共済契

約者または記名被共済者が証໌した場合で、当合がそのまたは࿙の事実をった時以ޙの࠷も

ૣい通日までに共済契約者がその通࿙れのத途औಘ自動車について書໘によってగਖ਼をਃし出て、

当合がこれをঝ認したときをআきます。

ୈ̒条（共済ֻۚのਫ਼ࢉ）

ᾇ　当合は、ୈ̏条（通）ᾇの通を受ྖした場合は、未ܦա期間にରして日割をもってࢉܭした

Ճ共済掛金をٻします。

ᾈ　当合は、ୈ̏条（通）ᾈの通を受ྖした場合は、未ܦա期間にରして日割をもってࢉܭした共

済掛金をฦؐします。

ᾉ　ᾇおよびᾈの共済掛金は、ຖ月、ਫ਼ࢉ日までにਫ਼ࢉするものとします。

ᾊ　ᾇのՃ共済掛金(注）の全額がਫ਼ࢉ日までにいࠐまれなかった場合は、当合は、未ਫ਼ࢉ等のத途

औಘ自動車について生じた事ނによる損害または傷害にରしては、共済金をࢧいまͤん。この場合に

おいて、طに共済金をࢧっていたときは、そのฦؐをٻすることができます。

ᾋ　未ਫ਼ࢉ等のத途औಘ自動車の͏ちطにਫ਼ࢉ日の౸来しているものにつき、ᾇのՃ共済掛金(注）の全

額がいࠐまれた場合は、そのࠐみの時以ޙに生じた事ނによる損害または傷害にରしては、ᾊのن
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定をద用しません。

（注）ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

ୈ̓条（共済ܖ約条݅のมߋ）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車または第̏条（通）ᾇの通を当合が既にडྖし

ているத途取ಘࣗ動車について、共済期間のத途で共済ܖ約の条݅をมߋする場合は、共済ܖ約者は、

ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、ঝ認のٻを行Θなけれなりま

せん。

ᾈ　第̏条（通）ᾇの通を当合がडྖしていないத途取ಘࣗ動車(注）について、その取ಘ࣌から共

済証書記載の条݅と異なる条݅で共済に付す場合または共済期間のத途で共済ܖ約の条݅をมߋする場

合は、共済ܖ約者は、ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、ঝ認のٻ

を行Θなけれなりません。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合において、当合がՃ共済ֻ金をٻしたときは、共済ܖ約者は、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　ᾉのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金डྖલにੜじたࠐ

共済ܖ約条݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にै

い、共済金をࢧいます。

（注）通࿙れのத途取ಘࣗ動車を除きます。

ୈ̔条（特約のղআ）

ᾇ　当合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもっ

て、この特約をղ除することができます。

①　第̐条（共済ܖ約の締݁࿙れがあった場合）ᾇに該当する場合。ただし、同条ᾈのن定によりగ正

がなされた場合を除きます。

②　第̑条（通にまたは࿙があった場合）に該当する場合。ただし、同条ただし書のن定によ

りగ正がなされた場合を除きます。

③　第̒条（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇのՃ共済ֻ金(注）のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合。

ただし、同条ᾋに該当する場合を除きます。

ᾈ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約を普通共済約款基ຊ条項第12条（共済ܖ約のղ除）ᾉのن定によりղ

除する場合を除き、この特約をղ除することができません。

（注）第̒条ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。



321－ 229 －

定をద用しません。

（注）ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

ୈ̓条（共済ܖ約条݅のมߋ）

ᾇ　この共済ܖ約締݁の࣌に共済に付されたࣗ動車または第̏条（通）ᾇの通を当合が既にडྖし

ているத途取ಘࣗ動車について、共済期間のத途で共済ܖ約の条݅をมߋする場合は、共済ܖ約者は、

ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、ঝ認のٻを行Θなけれなりま

せん。

ᾈ　第̏条（通）ᾇの通を当合がडྖしていないத途取ಘࣗ動車(注）について、その取ಘ࣌から共

済証書記載の条݅と異なる条݅で共済に付す場合または共済期間のத途で共済ܖ約の条݅をมߋする場

合は、共済ܖ約者は、ࣗ動車１͝とに、その度書໘をもってそのࢫを当合に通し、ঝ認のٻ

を行Θなけれなりません。

ᾉ　ᾇおよびᾈの場合において、当合がՃ共済ֻ金をٻしたときは、共済ܖ約者は、そのશ額を一

。まなけれなりませんࠐに当合にい࣌

ᾊ　ᾉのن定によりՃ共済ֻ金をٻする場合において、当合のٻにରして、共済ܖ約者がその

、による損害またはই害にରしてはނࣄみをଵったときは、当合は、Ճ共済ֻ金डྖલにੜじたࠐ

共済ܖ約条݅のมߋのঝ認のٻがなかったものとして、普通共済約款および付ଳされた他の特約にै

い、共済金をࢧいます。

（注）通࿙れのத途取ಘࣗ動車を除きます。

ୈ̔条（特約のղআ）

ᾇ　当合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、共済ܖ約者にରする書໘による通をもっ

て、この特約をղ除することができます。

①　第̐条（共済ܖ約の締݁࿙れがあった場合）ᾇに該当する場合。ただし、同条ᾈのن定によりగ正

がなされた場合を除きます。

②　第̑条（通にまたは࿙があった場合）に該当する場合。ただし、同条ただし書のن定によ

りగ正がなされた場合を除きます。

③　第̒条（共済ֻ金のਫ਼ࢉ）ᾇのՃ共済ֻ金(注）のશ額がਫ਼ࢉまでにいࠐまれなかった場合。

ただし、同条ᾋに該当する場合を除きます。

ᾈ　共済ܖ約者は、この共済ܖ約を普通共済約款基ຊ条項第12条（共済ܖ約のղ除）ᾉのن定によりղ

除する場合を除き、この特約をղ除することができません。

（注）第̒条ᾈの共済ֻ金がある場合は、相ࡴした後の共済ֻ金とします。

－ 230 －

自動車共済ロードサービス
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ロードアシスタンス利用規定

˙ɹ༻ޠͷఆٛ

　　このロードΞγスタンスར用ن定において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　義　　　

共 済 期 間 　共済証書記載の共済期間をいいます。

サ ー ビ ス 実 施 者 　ロードアシスタンス運営者からの取次ぎまたは手配により、実際に
ロードアシスタンスを実施する者をいいます。

自 宅
　共済証書記載の記名被共済者の住所、または被共済自動車の主たる
保管場所をいいます。法人契約の場合は主として被共済自動車を使用
する店舗・営業所等の所在地をいいます。

Ｊ Ａ Ｆ 　一般社団法人日本自動車連盟をいいます。

所有権留保条項付売買契約

　自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自
動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売され
た自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ
自動車の売買契約をいいます。

専 用 デ ス ク 　ロードアシスタンスの利用申込みを受け付ける連絡先をいいます。

走 行 不 能

　自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態を
いいます。ただし、被共済自動車について直接生じた偶然な事由（事故、
故障またはトラブル）に起因する場合に限ります。（ぬかるみや積雪
等により、スリップするなどして単に動けない状態はこれに含まれま
せん。）

被 共 済 自 動 車 　共済証書記載の自動車をいいます。

被共済自動車の所有者

次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　被共済ࣗ動車が所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりചങされてい

る場合は、そのങओ
②　被共済ࣗ動車が１年以上を期間とするିआܖ約によりିआされ

ている場合は、そのआओ
③　①および②以外の場合は、被共済ࣗ動車を所༗する者

ロ ー ド ア シ ス タ ン ス

　第̑条（ロードΞγスタンスఏڙ条݅と༰）に定める次の①から
ᶇまでのものをいいます。

①　レッカーけんҾ
②　応ٸॲ置
③　॓ധҠ動αϙート(注）

ᶆ　燃ྉれ࣌のڅ༉αーϏス
ᶇ　スタッΫ等Ҿきग़しαーϏス
（注）ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ用特約が付ଳされたܖ約に限り

ます。
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ロードアシスタンス利用規定

˙ɹ༻ޠͷఆٛ

　　このロードΞγスタンスར用ن定において使用される用語の定義は、次のとおりとします。

用　　　　語 定　　　　　　　　　義　　　

共 済 期 間 　共済証書記載の共済期間をいいます。

サ ー ビ ス 実 施 者 　ロードアシスタンス運営者からの取次ぎまたは手配により、実際に
ロードアシスタンスを実施する者をいいます。

自 宅
　共済証書記載の記名被共済者の住所、または被共済自動車の主たる
保管場所をいいます。法人契約の場合は主として被共済自動車を使用
する店舗・営業所等の所在地をいいます。

Ｊ Ａ Ｆ 　一般社団法人日本自動車連盟をいいます。

所有権留保条項付売買契約

　自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自
動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売され
た自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ
自動車の売買契約をいいます。

専 用 デ ス ク 　ロードアシスタンスの利用申込みを受け付ける連絡先をいいます。

走 行 不 能

　自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態を
いいます。ただし、被共済自動車について直接生じた偶然な事由（事故、
故障またはトラブル）に起因する場合に限ります。（ぬかるみや積雪
等により、スリップするなどして単に動けない状態はこれに含まれま
せん。）

被 共 済 自 動 車 　共済証書記載の自動車をいいます。

被共済自動車の所有者

次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
①　被共済ࣗ動車が所༗ཹݖ保条項付ചങܖ約によりചങされてい

る場合は、そのങओ
②　被共済ࣗ動車が１年以上を期間とするିआܖ約によりିआされ

ている場合は、そのआओ
③　①および②以外の場合は、被共済ࣗ動車を所༗する者

ロ ー ド ア シ ス タ ン ス

　第̑条（ロードΞγスタンスఏڙ条݅と༰）に定める次の①から
ᶇまでのものをいいます。

①　レッカーけんҾ
②　応ٸॲ置
③　॓ധҠ動αϙート(注）

ᶆ　燃ྉれ࣌のڅ༉αーϏス
ᶇ　スタッΫ等Ҿきग़しαーϏス
（注）ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ用特約が付ଳされたܖ約に限り

ます。

－ �3� －

用　　　　語 定　　　　　　　　　義　　　

ロードアシスタンス運営者 　合がロードアシスタンス業の運営をҕୗしているࣜגձ社プ
ラΠϜアシスタンスをいいます。

 社 ձ త  力
　暴ྗ団、暴ྗ団һ(注）、暴ྗ団準ߏһ、暴ྗ団関係ۀاそのଞの
ࣾձతྗをいいます。
（注）暴ྗ団һでなくなった日から５年をܦաしない者を含みます。

ୈ１条（ن定のత）

ᾇ　このن定は、当合の自動車共済契約にରしてఏڙするϩーυΞシスλϯスの事項を定めたものです。

ᾈ　次条に定めるར用ର者は、このن定をঝ認の͏え、ຊϩーυΞシスλϯスのఏڙを受けることがで

きます。

（注）ϩーυΞシスλϯスの内༰は、༧ࠂなくதࢭ、มߋとなる場合があります。

ୈ２条（ར用ର者の定義）

ᾇ　このن定において、ར用ର者とは、次のとおりとします。

۠　　　 利 　 用 　 ର 　  　 者

①　ୈ５条（ϩーυΞシスλ
ϯスఏڙ条݅と内༰）①、②、
ᶆおよびᶇ

①　記名被共済者
②　被共済自動車の所有者
③　被共済自動車のਖ਼نの乗車装置またはその装置のあるࣨ内(注１）

に乗தの者(注２）

ᶄ　ಉ　条ᶅ
　被共済自動車のਖ਼نの車ஔまたはͦのஔの͋るࣨ内(注１）

にதの者(注２）

ᾈ　ᾇのن定にかかわらず、ར用ର者が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、ར用ର者に

含みまͤん。

①　被共済自動車の用についてਖ਼当な権རを有する者のঝをಘないで被共済自動車に乗தの

者(注２）

な方法で被共済自動車に乗தの者ݥةめて異常かつۃ　②

者ۀとして被共済自動車を受ୗしている自動車औѻۀ　③

ᾉ　ᾇのن定にかかわらず、ར用ର者が次の①からᶇまでのいずれかに該当する場合は、ར用ର者に

含みまͤん。

①　ࣾձతྗに該当すると認められること。

②　ࣾձతྗにରしてࢿ金等をఏڙし、またはศٓをڙ༩する等の関༩をしていると認められるこ

と。

③　ࣾձతྗをෆ当にར用していると認められること。

ᶆ　法ਓである場合において、ࣾձతྗがその法ਓのܦ営をࢧ配し、またはその法ਓのܦ営に実質

తに関༩していると認められること。

ᶇ　そのଞࣾձతྗとࣾձతにඇ難されるき関係を有していると認められること。

ᾊ　ϩーυΞシスλϯスఏޙڙ、ར用者がϩーυΞシスλϯスのར用ର者ではないことが໌した場合
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は、ロードΞγスタンスఏڙにཁしたඅ用は、すべてར用者の負担とします。

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）一࣌的に被共済ࣗ動車かられている者を含みます。

ୈ３条（ϩʔυΞγελϯεのఏڙରܖ約）

　ロードΞγスタンスのఏڙରとなるܖ約は、ʮロードΞγスタンス特約ʯをద用するܖ約とします。

ୈ４条（ϩʔυΞγελϯεのఏڙཁ݅）

　ར用ର者が第̓条（ར用ର者の義）①のن定にैい、ఏڙରとなるロードΞγスタンスのར

用ਃࠐみを行った場合であって、次条のロードΞγスタンスఏڙ条݅に該当するときは、ロードΞγス

タンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者により、このロードΞγスタンスをఏڙするものとします。なお、

ロードΞγスタンスをఏڙした場合であっても、それだけではノンフリート等ڃ別ֻ金੍度における

。しませんڹ共済ֻ金にはӨڃ約のノンフリート等ܖଓ後ܧ、の݅には含まないためނࣄ

ୈ５条（ϩʔυΞγελϯεఏڙ条݅ͱ༰）

　このن定によりఏڙするロードΞγスタンスのఏڙ条݅、༰およびར用ର者の負担となるඅ用は、

次の①からᶇまでのとおりです。なお、ロードΞγスタンスաඅ用特約が付ଳされている場合は、Լ

表においてʮ15ສԁʯとあるのをʮ100ສԁʯとಡみସえるものとします。

　①　レッカーけんҾ

˙　ఏ ڙ 条 ݅ 　被共済自動車が走行不能となること。

˙ 　　 　　 ༰

　走行不能となった地からར用ର者のࢦ定するम理場等までレッカー
けんҾを行います。ただし、レッカーけんҾのରとなるඅ用は、②の応
。で15ສԁを限度としますܭॲ置にかかるඅ用と合ٸ
（注１）被共済ࣗ動車が電気ࣗ動車である場合の電れ、および燃ྉ電

ࣗ動車、圧ॖఱવガスࣗ動車、ӷԽੴ༉ガスࣗ動車等の所定の場
所以外でのิڅがࠔな燃ྉのみにより走行するࣗ動車における燃
ྉれの場合は、ॆ電または燃ྉิڅが可能な場所までレッカーけ
んҾを行います。なお、ガιリン（レΪϡラー、ϋイΦΫに限ります。）
またはܰ༉の燃ྉれはレッカーけんҾのର外となります。

（注２）レッカーけんҾには、ੵ載車（ΩϟリΞカー）によるൖ送、けん
Ҿ専用ロープでのけんҾ等を含みます。

（注３）ੵ 載車によるൖ送にあたっては、༗ྉ道路以外の道路をར用します。
ただし、ロードΞγスタンス運Ӧ者において༗ྉ道路をར用するこ
とがඞཁかつ合理的と認めた場合は、この限りではありません。

（注４）当合がඞཁと認めた場合は、運ൖա程で被共済ࣗ動車を一࣌的
に保するためにཁしたඅ用を含みます。

（注５）レッカーけんҾを行うためにඞཁなΫレーンۀ࡞、म理場等へ
のレッカーけんҾにඞཁなԾम理を࣮施したඅ用等を含みます。

（注̒）ར用ର者が̛̟̖ձһである場合は、ݪଇとして̛̟̖に取次
͗を行います。

（注̓）ロードΞγスタンス特約（ロードΞγスタンスաඅ用特約を含
みます。以Լ同༷とします。）でのิঈରとなるレッカーけんҾの
අ用については、ロードΞγスタンス特約の運ൖඅ用としてࢧい
ます。
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は、ロードΞγスタンスఏڙにཁしたඅ用は、すべてར用者の負担とします。

（注１）ִน等により通行できないようにられている場所を除きます。

（注２）一࣌的に被共済ࣗ動車かられている者を含みます。

ୈ３条（ϩʔυΞγελϯεのఏڙରܖ約）

　ロードΞγスタンスのఏڙରとなるܖ約は、ʮロードΞγスタンス特約ʯをద用するܖ約とします。

ୈ４条（ϩʔυΞγελϯεのఏڙཁ݅）

　ར用ର者が第̓条（ར用ର者の義）①のن定にैい、ఏڙରとなるロードΞγスタンスのར

用ਃࠐみを行った場合であって、次条のロードΞγスタンスఏڙ条݅に該当するときは、ロードΞγス

タンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者により、このロードΞγスタンスをఏڙするものとします。なお、

ロードΞγスタンスをఏڙした場合であっても、それだけではノンフリート等ڃ別ֻ金੍度における

。しませんڹ共済ֻ金にはӨڃ約のノンフリート等ܖଓ後ܧ、の݅には含まないためނࣄ

ୈ５条（ϩʔυΞγελϯεఏڙ条݅ͱ༰）

　このن定によりఏڙするロードΞγスタンスのఏڙ条݅、༰およびར用ର者の負担となるඅ用は、

次の①からᶇまでのとおりです。なお、ロードΞγスタンスաඅ用特約が付ଳされている場合は、Լ

表においてʮ15ສԁʯとあるのをʮ100ສԁʯとಡみସえるものとします。

　①　レッカーけんҾ

˙　ఏ ڙ 条 ݅ 　被共済自動車が走行不能となること。

˙ 　　 　　 ༰

　走行不能となった地からར用ର者のࢦ定するम理場等までレッカー
けんҾを行います。ただし、レッカーけんҾのରとなるඅ用は、②の応
。で15ສԁを限度としますܭॲ置にかかるඅ用と合ٸ
（注１）被共済ࣗ動車が電気ࣗ動車である場合の電れ、および燃ྉ電

ࣗ動車、圧ॖఱવガスࣗ動車、ӷԽੴ༉ガスࣗ動車等の所定の場
所以外でのิڅがࠔな燃ྉのみにより走行するࣗ動車における燃
ྉれの場合は、ॆ電または燃ྉิڅが可能な場所までレッカーけ
んҾを行います。なお、ガιリン（レΪϡラー、ϋイΦΫに限ります。）
またはܰ༉の燃ྉれはレッカーけんҾのର外となります。

（注２）レッカーけんҾには、ੵ載車（ΩϟリΞカー）によるൖ送、けん
Ҿ専用ロープでのけんҾ等を含みます。

（注３）ੵ 載車によるൖ送にあたっては、༗ྉ道路以外の道路をར用します。
ただし、ロードΞγスタンス運Ӧ者において༗ྉ道路をར用するこ
とがඞཁかつ合理的と認めた場合は、この限りではありません。

（注４）当合がඞཁと認めた場合は、運ൖա程で被共済ࣗ動車を一࣌的
に保するためにཁしたඅ用を含みます。

（注５）レッカーけんҾを行うためにඞཁなΫレーンۀ࡞、म理場等へ
のレッカーけんҾにඞཁなԾम理を࣮施したඅ用等を含みます。

（注̒）ར用ର者が̛̟̖ձһである場合は、ݪଇとして̛̟̖に取次
͗を行います。

（注̓）ロードΞγスタンス特約（ロードΞγスタンスաඅ用特約を含
みます。以Լ同༷とします。）でのิঈରとなるレッカーけんҾの
අ用については、ロードΞγスタンス特約の運ൖඅ用としてࢧい
ます。
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˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・利用対象者都合により車両保管費用が発生した場合の費用
・利用対象者都合により有料道路を利用して積載車による搬送を行った場
合における有料道路料金

・「応急処置」の費用と合計で15万円を超えた距離分に相当するレッカーけ
ん引費用

・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
・ＪＡＦ入会金、年会費
・充電認証カード発行費用

②　応急処置

˙　 ఏ ڙ 条 ݅ 　被共済自動車が走行不能となること。

˙ 　　 　　 ༰

　走行不能となった地で、30分程度で対応可能な応急の処置を行います。

〈主な応急処置〉
　バッテリーの点検／バッテリーのジャンピング（バッテリー上がり
の際にケーブルをつないでエンジンをスタートさせること）／鍵開け
（国産・外車一般シリンダーインロック開錠）／脱輪時の路面への引
上げ／パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検（チェーン脱着
を除きます。）／冷却水補充／ボルトの締付け／バルブ・ヒューズ取
替え　等

（注１）ରとなるඅ用は 15 ສԁ限度です。
（注２）30 程度でର応可能な応ٸॲ置に該当するか൱かのஅは、当合、

ロードΞγスタンス運Ӧ者または̛̟̖のいずれかのஅによるもの
とします。

（注３）バッテリーのジϟンϐンάは、共済期間த̏回までのར用に限りま
す。なお、バッテリーのジϟンϐンάを࣮施したࡍに、当合、ロー
ドΞγスタンス運Ӧ者、αーϏス࣮施者または̛̟̖からバッテリー
の検ɾඋまたは交がඞཁであるࢫを͝ҊしたにもかかΘらず、
バッテリーの検ɾඋまたは交を行Θずに࠶度同一の被共済ࣗ動
車にバッテリー上がりがੜじた場合等、໌らかなඋ不ྑと認められ
るときは、ロードΞγスタンスのର外となる場合があります。

（注̐）ηΩϡリティ装置付車両のݤ։けについてはର応できない場合があ
ります。この場合は、レッカーけんҾ等にてର応します。

（注̑）ύンΫ࣌にスϖΞタイϠを保࣋していない場合は、被共済ࣗ動車に
ੵ載しているお٬さま所༗の؆қम理Ωットでの応ٸॲ置等を行いま
す。

（注̒）次のۀ࡞はର外です。
①　バッテリーのॆ電
②　ύンΫのम理
③　νェーンண
ᶆ　ར用ର者合によるقઅ用タイϠとの交
（注̓）ར用ର者が̛̟̖ձһである場合は、ݪଇとして̛̟̖に取次͗

を行います。
（注̔）ロードΞγスタンス特約でのิঈରとなる応ٸॲ置のඅ用につい

ては、ロードΞγスタンス特約の応ٸॲ置අ用としてࢧいます。
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˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・鍵の作成費用
・部品代、消耗品（オイル・冷却水等）代等
・30分程度で対応できない場合の超過作業費用
・15万円を超えた作業分に相当する作業費用
・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
・ＪＡＦ入会金、年会費
・事故、故障またはトラブル以外での点検費用
（注）ＪＡＦ会員の場合は、第 10条（利用対象者がＪＡＦ会員である場合
の特則）に定める優遇措置があります。

③　॓ധҠ動αϙート（ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ用特約が付ଳされているܖ約に限ります。）

˙　ఏ ڙ 条 ݅

　①のレッカーけんҾのରとなり、レッカーけんҾが行Θれた場合であっ
て、次のΞまたはイのいずれかに該当すること。

Ξɽग़ൃ地、ࣗまたは当໘の目的地へのҠ動がࠔとなること。
イɽ地理的、物理的な条݅により、走行不能となった地のد࠷りのϗテル等、

༗ঈの॓ധ施設に॓ധをせ͟るをಘないこと。

˙  　　　 ༰

　ར用ର者が負担した次の①および②のඅ用を、後所定の額を限度にࢧ
います。なお、ロードΞγスタンス運Ӧ者は、ར用ର者からのਃしग़に
より、ସ交通機ؔおよび॓ധ施設のհखを行います。
　①　॓ധඅ用
　　　ར用ର者１名につき１ສԁ限度（１ധに限ります。）
　②　Ҡ動අ用

　ར用ର者１名につき２ສԁ限度（合理的な経路およびํ法によるも
のに限ります。）

（注１）ସ交通機ؔおよび॓ധ施設のհखは、走行不能となった地、
。できない場合がありますڙ間ଳ等によってはఏ࣌

（注２）ସ交通機ؔとは、タΫγー、バス、レンタカー、電車、ඈ行機、
ધഫ等をいいます。

（注３）タΫγー、レンタカーඅ用については、１につき２ສԁを限度と
します。

（注̐）॓ധඅ用、Ҡ動අ用については、ʮロードΞγスタンス॓ധҠ動අ
用特約ʯの॓ധඅ用、Ҡ動අ用としてࢧいます。

（注̑）この共済ܖ約に車අ用特約が付ଳされており、車අ用特約によ
り共済金がࢧΘれる車අ用がある場合は、その車අ用について
はࢧର外となります。

˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・１万円を超える宿泊費用および２万円を超える移動費用に相当する費用（ロ
ードアシスタンス運営者が紹介・手配を行った場合を含みます。）
・飲食費用等、宿泊または移動以外の目的でのサービス料金
・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
・移動の手段として利用対象者がタクシー、バス等以外の自動車（家族、友人
等の自動車、レンタカー等）を利用した場合の燃料代または有料道路料金
・事故、故障またはトラブルの発生前に利用・宿泊を予定していた宿泊施設
等を利用する場合にかかる宿泊費等
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˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・鍵の作成費用
・部品代、消耗品（オイル・冷却水等）代等
・30分程度で対応できない場合の超過作業費用
・15万円を超えた作業分に相当する作業費用
・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
・ＪＡＦ入会金、年会費
・事故、故障またはトラブル以外での点検費用
（注）ＪＡＦ会員の場合は、第 10条（利用対象者がＪＡＦ会員である場合
の特則）に定める優遇措置があります。

③　॓ധҠ動αϙート（ロードΞγスタンス॓ധҠ動අ用特約が付ଳされているܖ約に限ります。）

˙　ఏ ڙ 条 ݅

　①のレッカーけんҾのରとなり、レッカーけんҾが行Θれた場合であっ
て、次のΞまたはイのいずれかに該当すること。

Ξɽग़ൃ地、ࣗまたは当໘の目的地へのҠ動がࠔとなること。
イɽ地理的、物理的な条݅により、走行不能となった地のد࠷りのϗテル等、

༗ঈの॓ധ施設に॓ധをせ͟るをಘないこと。

˙  　　　 ༰

　ར用ର者が負担した次の①および②のඅ用を、後所定の額を限度にࢧ
います。なお、ロードΞγスタンス運Ӧ者は、ར用ର者からのਃしग़に
より、ସ交通機ؔおよび॓ധ施設のհखを行います。
　①　॓ധඅ用
　　　ར用ର者１名につき１ສԁ限度（１ധに限ります。）
　②　Ҡ動අ用

　ར用ର者１名につき２ສԁ限度（合理的な経路およびํ法によるも
のに限ります。）

（注１）ସ交通機ؔおよび॓ധ施設のհखは、走行不能となった地、
。できない場合がありますڙ間ଳ等によってはఏ࣌

（注２）ସ交通機ؔとは、タΫγー、バス、レンタカー、電車、ඈ行機、
ધഫ等をいいます。

（注３）タΫγー、レンタカーඅ用については、１につき２ສԁを限度と
します。

（注̐）॓ധඅ用、Ҡ動අ用については、ʮロードΞγスタンス॓ധҠ動අ
用特約ʯの॓ധඅ用、Ҡ動අ用としてࢧいます。

（注̑）この共済ܖ約に車අ用特約が付ଳされており、車අ用特約によ
り共済金がࢧΘれる車අ用がある場合は、その車අ用について
はࢧର外となります。

˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・１万円を超える宿泊費用および２万円を超える移動費用に相当する費用（ロ
ードアシスタンス運営者が紹介・手配を行った場合を含みます。）
・飲食費用等、宿泊または移動以外の目的でのサービス料金
・謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
・移動の手段として利用対象者がタクシー、バス等以外の自動車（家族、友人
等の自動車、レンタカー等）を利用した場合の燃料代または有料道路料金
・事故、故障またはトラブルの発生前に利用・宿泊を予定していた宿泊施設
等を利用する場合にかかる宿泊費等

－ 236 －

ᶆ　燃ྉれ࣌のڅ༉αーϏス

˙　ఏ ڙ 条 ݅
　被共済ࣗ動車が、燃ྉれ˞によりࣗྗで走行できない状態となること。

˞　ガιリン（レΪϡラー、ϋイΦΫに限ります。）またはܰ༉の燃ྉれ
に限ります。

˙  　 ༰

　共済期間த１回に限り、ガιリン（レΪϡラー、ϋイΦΫに限ります。）
またはܰ༉を࠷大10リットル˞までແྉでఏڙします。
（注１）高道路のαーϏスΤリΞ等、ར用者ࣗ身でௐ達可能な場合はαー

Ϗスのର外となります。
（注２）αーϏス࣮施者によっては運ൖ༰ث等の合上、10 リットル˞まで

ఏڙできない場合があります。
（注３）ࣗでの燃ྉれはର外となります。
（注４）専用σスΫへࣄલに࿈བྷがなく、ར用者ࣗ身でௐ達した場合のඅ用

については、ࢧର外となります。
（注５）ར用ର者が̛̟̖ձһである場合は、ݪଇとして̛̟̖に取次͗

を行います。
˞　ロードΞγスタンスաඅ用特約が付ଳされたܖ約の場合は、࠷大 20

リットルとします。

˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・ＪＡＦ入会金、年会費

ᶇ　スタッΫ等Ҿきग़しαーϏス

　̇ ఏ ڙ 条 ݅

　積雪のある路面または凍結した路面において被共済自動車を使用すること
により、タイヤのスリップまたは走行が困難となる状態（以下「スタック等」
とします。）が生じ、脱出作業を要する状態となること。ただし、被共済自動
車が雪道用スタッドレスタイヤまたは雪道用タイヤチェーンを装着している
場合に限ります。

˙　 　　　 　 ༰

　スタッΫ等からのग़ۀ࡞（Ҿきग़し）を行います。
（注１）専用σスΫへࣄલに࿈བྷがなく、ར用者ࣗ身でۀ࡞をखした場合

のඅ用については、ࢧର外となります。
（注２）ར用ର者が̛̟̖ձһである場合は、ݪଇとして̛̟̖に取次͗

を行います。

˙　ར用ର者の負
担となるඅ用

・被共済自動車が雪道用スタッドレスタイヤ、雪道用タイヤチェーンを装着
していない場合の「スタック等引き出しサービス」にかかる費用（サービ
スカーの出動料、現場での作業料等、本サービスの実施に伴い発生する費
用の全額が利用対象者の負担となります。）
・ＪＡＦ入会金、年会費

ୈ̒条（ϩʔυΞγελϯεのఏڙΛߦΘͳ͍߹）

ᾇ　ロードΞγスタンス運Ӧ者は、次の①からᶆまでのいずれかに該当する場合は、ロードΞγスタンス

のఏڙを行いません。

①　ロードΞγスタンスのఏڙをرするର車両が被共済ࣗ動車でない場合

②　被共済ࣗ動車がຊ国外にある場合
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ᶅɹඃࣗࡁڞಈंのࣗಈंূࠪݕに͞ࡌهΕた༗ޮ期間がຬྃしている場合

ᶆɹഇंを的ͱしたं྆ൖૹ等、ނ、ނࣄোまたはトϥブϧにىҼしないं྆ൖૹの場合

ᾈɹローυΞシスλンスӡӦऀは、࣍のᶃ͔らᶑまでのいͣΕ͔に֘するࣄ༝によͬてੜ͡たඃࣗࡁڞ

ಈंのނ、ނࣄোまたはトϥブϧにରしては、ローυΞシスλンスのఏڙをߦいまͤΜ。

ᶃɹར༻ରऀのނҙまたはॏ大なաࣦ

ᶄɹඃࣗࡁڞಈंにϝーΧーの示す༷ͱҟなるվ、උをՃ͑ていた場合（ҧ๏なΤンδンのվ、

ҧ๏なローμンं、ҧ๏なΤΞロύーπ装着ं等をؚΈます。）

ᶅɹϝーΧーがൃߦするϚχϡΞϧおよびं྆షのҙɾࠂܯϥベϧ等に示すऔѻいͱҟなる༻ま

たは༷の限を͑て༻͞Εた場合

ᶆɹઓ૪、外ࠃのྗߦ、ֵ໋、ୣݖऔ、ཚ、装ཚͦのଞ͜Εらにྨࣅのࣄมまたはಈ

ᶇɹもしくはՐまたは͜Εらによる

ᶈɹ֩೩ྉ࣭もしくは͜ΕによͬてԚછ͞Εたの์ࣹੑ、രൃੑͦのଞ༗なಛੑの࡞༻または͜

Εらのಛੑ

ᶉɹᶈにن定したҎ外の์ࣹ線রࣹまたは์ࣹԚછ

ᶊɹᶆ͔らᶉまでのいͣΕ͔のࣄ༝にਵしてੜ͡たނࣄまたは͜Εらに͏டংのࠞཚにͮجいてੜ

͡たނࣄ

ᶋɹࠩԡ͑、ऩ༻、ऩ、ഁյ等、ࠃまたはެஂڞ体のެྗݖのߦ。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲஔͱしてߦΘΕた場合をআ͖ます。

ᶌɹٗまたはԣྖ

ᶍɹඃࣗࡁڞಈंをٕڝもしくはٕۂのたΊに༻する͜ͱ、または、ٕڝもしくはٕۂを͜͏ߦͱを

的ͱする場ॴにおいて༻する͜ͱ。

ᶎɹඃࣗࡁڞಈंを࣍のΞ͔らΤまでのいͣΕ͔に֘する࿏໘等において༻する͜ͱ。ただし、ඃ

。がੜ͡ていない場合に限りますҼͱなる͖ଛݪෆの接のߦಈंにࣗࡁڞ

Ξ．ੵઇの͋る࿏໘またはౚ݁した࿏໘。ただし、ඃࣗࡁڞಈंにઇಓ༻スλουレスλΠϠまたは

ઇಓ༻λΠϠνΣーンが装着͞Εている場合をআ͖ます。

Π．߱Ӎ、߱ઇ、༥ઇ等による一࣌的なਫたまり、͵͔るΈ

．బ
わだㆡ

Τ．࠭、࣪、পͦのଞ͜Εらにྨするೈऑな൫

ᶏɹඃࣗࡁڞಈंの౪。ただし、ඃࣗࡁڞಈंの部分またはଐのΈの౪をআ͖ます。

ᶐɹඃࣗࡁڞಈंがࣗに͋る場合にお͚るඃࣗࡁڞಈंのݤのฆࣦ

ᶑɹඃࣗࡁڞಈंの೩ྉΕ。ただし、࣍のΞまたはΠの場合をআ͖ます。

Ξ．ඃࣗࡁڞಈंがిࣗؾಈंで͋る場合のిΕおよび͜Εにྨする೩ྉΕ(注）の場合

Π．ʮ೩ྉΕ࣌のڅ༉αーϏスʯのରͱなる場合

（注）೩ྉిࣗಈं、ѹॖఱવΨスࣗಈं、ӷԽੴ༉Ψスࣗಈं等の、ॴ定の場ॴҎ外でのิڅが

。するࣗಈंにお͚る೩ྉΕをいいますߦな೩ྉのΈによりࠔ

ᾉɹローυΞシスλンスӡӦऀは、࣍のᶃ͔らᶅまでのいͣΕ͔のঢ়ଶでඃࣗࡁڞಈंをӡసしている場



ࣗ
ಈ
ं
ڞ
ࡁ

ϩ
ồ
υ
α
ồ
Ϗ
ε

329－ ��� －

ᶅɹඃࣗࡁڞಈंのࣗಈंূࠪݕに͞ࡌهΕた༗ޮ期間がຬྃしている場合

ᶆɹഇंを的ͱしたं྆ൖૹ等、ނ、ނࣄোまたはトϥブϧにىҼしないं྆ൖૹの場合

ᾈɹローυΞシスλンスӡӦऀは、࣍のᶃ͔らᶑまでのいͣΕ͔に֘するࣄ༝によͬてੜ͡たඃࣗࡁڞ

ಈंのނ、ނࣄোまたはトϥブϧにରしては、ローυΞシスλンスのఏڙをߦいまͤΜ。

ᶃɹར༻ରऀのނҙまたはॏ大なաࣦ

ᶄɹඃࣗࡁڞಈंにϝーΧーの示す༷ͱҟなるվ、උをՃ͑ていた場合（ҧ๏なΤンδンのվ、

ҧ๏なローμンं、ҧ๏なΤΞロύーπ装着ं等をؚΈます。）

ᶅɹϝーΧーがൃߦするϚχϡΞϧおよびं྆షのҙɾࠂܯϥベϧ等に示すऔѻいͱҟなる༻ま

たは༷の限を͑て༻͞Εた場合

ᶆɹઓ૪、外ࠃのྗߦ、ֵ໋、ୣݖऔ、ཚ、装ཚͦのଞ͜Εらにྨࣅのࣄมまたはಈ

ᶇɹもしくはՐまたは͜Εらによる

ᶈɹ֩೩ྉ࣭もしくは͜ΕによͬてԚછ͞Εたの์ࣹੑ、രൃੑͦのଞ༗なಛੑの࡞༻または͜

Εらのಛੑ

ᶉɹᶈにن定したҎ外の์ࣹ線রࣹまたは์ࣹԚછ

ᶊɹᶆ͔らᶉまでのいͣΕ͔のࣄ༝にਵしてੜ͡たނࣄまたは͜Εらに͏டংのࠞཚにͮجいてੜ

͡たނࣄ

ᶋɹࠩԡ͑、ऩ༻、ऩ、ഁյ等、ࠃまたはެஂڞ体のެྗݖのߦ。ただし、ফまたはආにඞཁ

なॲஔͱしてߦΘΕた場合をআ͖ます。

ᶌɹٗまたはԣྖ

ᶍɹඃࣗࡁڞಈंをٕڝもしくはٕۂのたΊに༻する͜ͱ、または、ٕڝもしくはٕۂを͜͏ߦͱを

的ͱする場ॴにおいて༻する͜ͱ。

ᶎɹඃࣗࡁڞಈंを࣍のΞ͔らΤまでのいͣΕ͔に֘する࿏໘等において༻する͜ͱ。ただし、ඃ

。がੜ͡ていない場合に限りますҼͱなる͖ଛݪෆの接のߦಈंにࣗࡁڞ

Ξ．ੵઇの͋る࿏໘またはౚ݁した࿏໘。ただし、ඃࣗࡁڞಈंにઇಓ༻スλουレスλΠϠまたは

ઇಓ༻λΠϠνΣーンが装着͞Εている場合をআ͖ます。

Π．߱Ӎ、߱ઇ、༥ઇ等による一࣌的なਫたまり、͵͔るΈ

．బ
わだㆡ

Τ．࠭、࣪、পͦのଞ͜Εらにྨするೈऑな൫

ᶏɹඃࣗࡁڞಈंの౪。ただし、ඃࣗࡁڞಈंの部分またはଐのΈの౪をআ͖ます。

ᶐɹඃࣗࡁڞಈंがࣗに͋る場合にお͚るඃࣗࡁڞಈंのݤのฆࣦ

ᶑɹඃࣗࡁڞಈंの೩ྉΕ。ただし、࣍のΞまたはΠの場合をআ͖ます。

Ξ．ඃࣗࡁڞಈंがిࣗؾಈंで͋る場合のిΕおよび͜Εにྨする೩ྉΕ(注）の場合

Π．ʮ೩ྉΕ࣌のڅ༉αーϏスʯのରͱなる場合

（注）೩ྉిࣗಈं、ѹॖఱવΨスࣗಈं、ӷԽੴ༉Ψスࣗಈं等の、ॴ定の場ॴҎ外でのิڅが

。するࣗಈंにお͚る೩ྉΕをいいますߦな೩ྉのΈによりࠔ

ᾉɹローυΞシスλンスӡӦऀは、࣍のᶃ͔らᶅまでのいͣΕ͔のঢ়ଶでඃࣗࡁڞಈंをӡసしている場
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合にੜじた被共済ࣗ動車のނ、ނࣄ障またはトラブルにରしては、ロードΞγスタンスのఏڙを行いま

せん。

①　ར用ର者が法令に定められた運స֨ࢿを࣋たない状態

②　ར用ର者が道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（ञ気ଳび運స等のࢭې）第１項に定

めるञ気をଳびた状態またはこれに相当する状態

③　ར用ର者がຑ薬、大ຑ、あへん、覚せいࡎ、γンφー、ʮ医薬、医療機ث等の࣭、༗効ੑ及

び安શੑの֬保等にؔする法律ʯ（昭和35年法律第145号）第２条（定義）第15項に定めるࢦ定薬物

等のӨڹにより正常な運సができないおそれがある状態

ᾊ　ロードΞγスタンス運Ӧ者は、次の①からᶉまでのいずれかに該当する場合は、ロードΞγスタンス

のఏڙを行いません。ただし、ར用ର者がલ条のඅ用をࣗら負担した場合は、第11条（特約による

共済金のࢧい）にैい取り扱います。

①　ར用ର者が専用σスΫへࣄલの࿈བྷなしに、レッカーۀ者、म理ۀ者等の֤छۀ者をखした場

合。ただし、Ήをಘないࣄ情により、ར用ର者が専用σスΫへࣄલの࿈བྷができなかったものと

当合が認めた場合を除きます。

②　ར用ର者が、正当な理༝がなく、次条にҧした場合

③　一部のౡ、地Ҭ等、αーϏス࣮施者がग़動できない場所または成地、ࢲ༗地、レースձ場等で

αーϏス࣮施者がཱͪೖることができない場所である場合

ᶆ　ロードΞγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者が、次のΞからウまでのいずれかに該当すると

அした場合

Ξɽ地Ҭ、ق࣌、気、道路状گ(注）等により、ロードΞγスタンスのఏڙɾ࣮施がࠔであること。

イɽ一ൠ的なレッカー車、けんҾ車においてٕज़的にロードΞγスタンスの࣮施がࠔであること。

ウɽロードΞγスタンスの༰、झࢫ等にରし、ロードΞγスタンスのఏڙが不దであること。

ᶇ　ۭߤ機、ધഫによる輸送期間தの場合

ᶈ　ロードΞγスタンスఏ࣌ڙに第三者の所༗物に損害を༩えることが定される場合で、その第三者

のঝがಘられないとき

ᶉ　ロードΞγスタンスのఏڙをرするର車両の状گにより、࣌ۀ࡞およびレッカーけんҾ࣌に、

車体へ損ইを༩えるおそれがある場合において、ۀ࡞にؔする同ҙをར用ର者からಘることができ

ない場合

（注）ౚ݁道路、ະ除ઇ道路、ະ地地Ҭ、ւ、Տෑ等、ࣗ動車の運行がۃめてࠔな状گを

いいます。

ୈ̓条（ར用ର者の義）

　ར用ର者は、ロードΞγスタンスをར用する場合は、次の①からᶈまでの義を負うものとします。

。みの࿈བྷを行うことࠐલに専用σスΫにར用ਃࣄ　①

②　ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者のࢦ示にैい、ඞཁなྗڠを行うこと。

③　道路交通法その他の法令、交通نଇをकり、他ਓにを及΅すような行ҝを行Θないこと。

ᶆ　ਓ身ނࣄ等、ܯにಧけग़がඞཁなނࣄにؔしては、ܯへಧけग़を行い、ロードΞγスタンスの
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࣮施についてܯのڐ可をಘること。

ᶇ　ロードΞγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者のஅにより、共済証書、運స໔ڐ証、ࣗ動車検

査証、その他ຊਓ֬認ࢿྉ等のఏ示をٻめられたときは、それらをఏ示すること。

ᶈ　ロードΞγスタンスఏ࣌ڙにおいて被共済ࣗ動車に高Ձな物、ସ不可能な物または危険物等

がੵ載されている場合は、そのࢫをࣄલにαーϏス࣮施者に通すること。なお、そのࣄલ通を行

Θなかった場合で、ロードΞγスタンスఏڙ後にそのੵ載物に損害がੜじた場合、またはそのੵ載物

に起因するނࣄがੜじた場合であっても、当合、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者

は、一そのめを負Θないものとします。

ୈ̔条（ར用ର者のඅ用ཱସɾඅ用ෛ୲）

ᾇ　॓ധҠ動αϙートをར用する場合は、ར用ର者はそのロードΞγスタンスにかかるඅ用をݱ場でཱ

ସえ、後当合にରして、අ用のཱସえの࣮ࣄをཱ証できるもののఏ示をもって、අ用ਫ਼ࢉのٻを

行うものとします。

ᾈ　第̑条（ロードΞγスタンスఏڙ条݅と༰）のʮ˙　ར用ର者の負担となるඅ用ʯに定めるඅ用

は、ར用ର者がࣗら負担するものとします。

ᾉ　ར用ର者合により次の①または②のඅ用がൃੜした場合は、そのඅ用はར用ର者がࣗら負担す

るものとします。

①　αーϏス࣮施者がݱ場で待機した場合のݱ場待機අ用

②　ロードΞγスタンスのར用をΩϟンηルする場合のΩϟンηルඅ用

ᾊ　ᾈおよびᾉのඅ用をロードΞγスタンス運Ӧ者がཱସえている場合は、ར用ର者がそのඅ用をロー

ドΞγスタンス運Ӧ者にࢧうものとします。

ୈ̕条（ϩʔυΞγελϯεఏ࣌ڙの責任）

ᾇ　ロードΞγスタンスは、αーϏス࣮施者のにおいて行Θれるものとし、ఏڙしたロードΞγスタ

ンスに起因する車両損ই、ਓ身ނࣄ、その他損害等については、当合およびロードΞγスタンス運Ӧ

者は一そのめを負Θないものとします。

ᾈ　ロードΞγスタンスఏڙ後の被共済ࣗ動車のम理、උおよび保等については、ར用ର者とडೖ

れ場等との間のܖ約であり、そのܖ約に起因する車両損ই、ਓ身ނࣄ、その他損害等については、当

合、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者は一そのめを負Θないものとします。

ᾉ　ロードΞγスタンスఏ࣌ڙにおいて、被共済ࣗ動車に高Ձな物、ସ不可能な物または危険物等

がੵ載されている場合は、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者は、そのஅによりロード

Ξγスタンスのఏڙを行Θないことができるものとします。また、これをݪ因として、当合、ロード

Ξγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者に損害がੜじた場合は、ར用ର者はこれをഛঈするものと

します。

ᾊ　ロードΞγスタンスのఏڙを行Θない場合、またはロードΞγスタンスのఏڙがԆした場合であっ

ても、当合、ロードΞγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者は、これを金મ的ิঈでସすること

は行いません。ただし、第11条（特約による共済金のࢧい）のن定による場合を除きます。
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࣮施についてܯのڐ可をಘること。

ᶇ　ロードΞγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者のஅにより、共済証書、運స໔ڐ証、ࣗ動車検

査証、その他ຊਓ֬認ࢿྉ等のఏ示をٻめられたときは、それらをఏ示すること。

ᶈ　ロードΞγスタンスఏ࣌ڙにおいて被共済ࣗ動車に高Ձな物、ସ不可能な物または危険物等

がੵ載されている場合は、そのࢫをࣄલにαーϏス࣮施者に通すること。なお、そのࣄલ通を行

Θなかった場合で、ロードΞγスタンスఏڙ後にそのੵ載物に損害がੜじた場合、またはそのੵ載物

に起因するނࣄがੜじた場合であっても、当合、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者

は、一そのめを負Θないものとします。

ୈ̔条（ར用ର者のඅ用ཱସɾඅ用ෛ୲）

ᾇ　॓ധҠ動αϙートをར用する場合は、ར用ର者はそのロードΞγスタンスにかかるඅ用をݱ場でཱ

ସえ、後当合にରして、අ用のཱସえの࣮ࣄをཱ証できるもののఏ示をもって、අ用ਫ਼ࢉのٻを

行うものとします。

ᾈ　第̑条（ロードΞγスタンスఏڙ条݅と༰）のʮ˙　ར用ର者の負担となるඅ用ʯに定めるඅ用

は、ར用ର者がࣗら負担するものとします。

ᾉ　ར用ର者合により次の①または②のඅ用がൃੜした場合は、そのඅ用はར用ର者がࣗら負担す

るものとします。

①　αーϏス࣮施者がݱ場で待機した場合のݱ場待機අ用

②　ロードΞγスタンスのར用をΩϟンηルする場合のΩϟンηルඅ用

ᾊ　ᾈおよびᾉのඅ用をロードΞγスタンス運Ӧ者がཱସえている場合は、ར用ର者がそのඅ用をロー

ドΞγスタンス運Ӧ者にࢧうものとします。

ୈ̕条（ϩʔυΞγελϯεఏ࣌ڙの責任）

ᾇ　ロードΞγスタンスは、αーϏス࣮施者のにおいて行Θれるものとし、ఏڙしたロードΞγスタ

ンスに起因する車両損ই、ਓ身ނࣄ、その他損害等については、当合およびロードΞγスタンス運Ӧ

者は一そのめを負Θないものとします。

ᾈ　ロードΞγスタンスఏڙ後の被共済ࣗ動車のम理、උおよび保等については、ར用ର者とडೖ

れ場等との間のܖ約であり、そのܖ約に起因する車両損ই、ਓ身ނࣄ、その他損害等については、当

合、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者は一そのめを負Θないものとします。

ᾉ　ロードΞγスタンスఏ࣌ڙにおいて、被共済ࣗ動車に高Ձな物、ସ不可能な物または危険物等

がੵ載されている場合は、ロードΞγスタンス運Ӧ者およびαーϏス࣮施者は、そのஅによりロード

Ξγスタンスのఏڙを行Θないことができるものとします。また、これをݪ因として、当合、ロード

Ξγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者に損害がੜじた場合は、ར用ର者はこれをഛঈするものと

します。

ᾊ　ロードΞγスタンスのఏڙを行Θない場合、またはロードΞγスタンスのఏڙがԆした場合であっ

ても、当合、ロードΞγスタンス運Ӧ者またはαーϏス࣮施者は、これを金મ的ิঈでସすること

は行いません。ただし、第11条（特約による共済金のࢧい）のن定による場合を除きます。
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第1�条（ར༻対者̛͕̟̖ձһͰ͋Δ߹のಛଇ）

ᾇ　利用対象者が̛̟̖ձ員である場合は、次のとおりऔりѻいます。

①　利用対象者が「ϨοΧー͚ん引」、「Ԡٸॲஔ」、「೩料れ࣌の給༉αーϏス」または「スタοΫ等

引き出しαーϏス」のఏڙをड͚る場合は、ローυアγスタϯスӡ営者は原則として̛̟̖にऔ次͗

をߦいます。

②　利用対象者が「Ԡٸॲஔ」のఏڙをड͚る場合において、म理・࡞業をड͚るときにফ部

代にかかった費用については、共済期間த１ճにݶり、�,000円をݶ度に当合がその費用ෛ୲をߦ

います。

③　「೩料れ࣌の給༉αーϏス」のఏڙは、共済期間த̎ճをݶ度とします。

⑵　ᾇの②および③のن定は、利用対象者が̛̟̖を手した場合は適用しません。ただし、̛̟̖

によるローυアγスタϯスの࡞業開始前に利用対象者がઐ用σスΫにローυアγスタϯスの利用申ࠐみ

の࿈བྷをߦい、当合またはローυアγスタϯスӡ営者の利用ঝ認をड͚た場合は、ᾇの②および③の

。定を適用しますن

第11条（ಛʹΑΔۚࡁڞのࢧ͍）

　当合は、ローυアγスタϯスがఏڙ対象外となる場合であっても、「ローυアγスタϯス特」ま

たは「ローυアγスタϯス॓ധҠಈ費用特」のิঈ対象となるときにݶり、特の共済金を支払います。

第12条（ϩʔυΞγελϯεのఏؒظڙɺதࢭ·ͨมߋ）

ᾇ　ローυアγスタϯスは、共済期間内に第̑（ローυアγスタϯスఏڙ݅と内༰）①かΒᶇまでに

定める「ఏڙ݅」に֘当する事象がൃ生した場合にఏڙします。

⑵　共済期間のத్で共済ܖがࣦޮもしくはղ除となった場合またはิঈ内༰のมߋをߦったことによ

りローυアγスタϯスの対象外となった場合で、その日Ҏ߱に第̑①かΒᶇまでに定める「ఏڙ݅」

に֘当する事象がൃ生したときは、ローυアγスタϯスの対象となりません。この場合において、ロー

υアγスタϯスӡ営者またはαーϏス実ࢪ者がطにローυアγスタϯスを手またはఏڙしていたとき

は、その費用を利用者にٻすることができます。

⑶　共済期間のத్でิঈ内༰のมߋをߦったことによりローυアγスタϯスの対象となった場合は、そ

のมߋ日よりローυアγスタϯスの対象となります。

第1�条（ݸਓใのऔѻ͍）

ᾇ　利用対象者は、共済証書のࡌه事߲およびローυアγスタϯスのఏڙに必要とされる報が、ローυ

アγスタϯスӡ営者にొされることに同ҙするものとします。

⑵　ローυアγスタϯスӡ営者がऔ得したݸ人報は、当合の業務ߦ上必要な範囲内で利用すること

があります。

⑶　ローυアγスタϯスӡ営者は、共済証書のࡌه事߲およびローυアγスタϯスに必要とされる報を、

αーϏス実ࢪ者との間で共同利用できるものとします。

第1�条（ɹҐ）

ᾇ　当合は、ローυアγスタϯスの費用を第ࡾ者に損害ഛঈٻとしてٻすることができる場合は、

ఏڙしたローυアγスタϯスに対する費用を上ݶとし、かつ、利用対象者のݖ利を害さない範囲内で、
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ར用対者が有する権རをऔಘします。

⑵　当組合は、被共済自動車の故障によりϩʔυΞγελϯεをఏڙした場合であって、そのݪҼが自動

車ϝʔΧʔのແ償म理の対であったときは、ϩʔυΞγελϯεఏڙにかかったඅ用を自動車ϝʔ

Χʔに請求する場合があります。

第1�条（ૌুのఏ͓ىよͼ४ڌ๏）

⑴　この規定にؔしてฆ議が生͡た場合は、౦ژํ裁判所を第Ұ৹のઐଐత合ҙ管裁判所とするもの

とします。

⑵　この規定に定めのない事߲にͭいては、ຊࠃの法ྩによります。

自動車共済ロードアシスタンス＜専用デスク＞

0120-80-6324　　　　　　携帯・PHS OK
　　　　　　　　24時間365日受付　全国どこからでもご利用いただけます。

※自動車共済ロードアシスタンスは、当組合提携会社「株式会社プライムアシスタンス」により提供しています。
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ར用対者が有する権རをऔಘします。

⑵　当組合は、被共済自動車の故障によりϩʔυΞγελϯεをఏڙした場合であって、そのݪҼが自動

車ϝʔΧʔのແ償म理の対であったときは、ϩʔυΞγελϯεఏڙにかかったඅ用を自動車ϝʔ

Χʔに請求する場合があります。

第1�条（ૌুのఏ͓ىよͼ४ڌ๏）

⑴　この規定にؔしてฆ議が生͡た場合は、౦ژํ裁判所を第Ұ৹のઐଐత合ҙ管裁判所とするもの

とします。

⑵　この規定に定めのない事߲にͭいては、ຊࠃの法ྩによります。

自動車共済ロードアシスタンス＜専用デスク＞

0120-80-6324　　　　　　携帯・PHS OK
　　　　　　　　24時間365日受付　全国どこからでもご利用いただけます。

※自動車共済ロードアシスタンスは、当組合提携会社「株式会社プライムアシスタンス」により提供しています。

東北自動車共済協同組合 事務所一覧

１　本　　部　 〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目9番15号
TEL 022-264-1188  FAX 022-264-1166
https://www.tohokujikyo.jp/

２　支　　部
（令和７年１月１日現在）

事業所名 住　　　　所 電話番号 ファックス番号

青森県支部 青森市大字浜田字豊田139-21 017-739-1881 017-739-1990

岩手県支部 紫波郡矢巾町流通センター南2-8-3 019-637-2040 019-638-0577

宮城県支部 仙台市宮城野区扇町3-3-10 022-232-5677 022-232-5661

秋田県支部 秋田市八橋大畑2-12-55 018-863-6117 018-824-1787

山形県支部 山形市大字漆山字行段1422 023-686-3951 023-686-3952

福島県支部 福島市吉倉字吉田40 024-546-8181 024-546-7572

３　サービスセンター
（令和７年１月１日現在）

事業所名 住　　　　所 電話番号 ファックス番号

青　　　森 青森市大字浜田字豊田139-21 017-739-0588 017-739-0589

八　　　戸 八戸市沼館3-1-39 0178-71-3381 0178-24-4192

岩　　　手 紫波郡矢巾町流通センター南2-8-3 019-637-5716 019-637-5987

宮　　　城 仙台市青葉区上杉1-9-15 022-217-1511 022-217-1512

秋　　　田 秋田市御所野元町3-2-4-302 018-892-7745 018-892-7746

山　　　形 山形市大字漆山字行段1422 023-685-6166 023-685-6168

福　　　島 郡山市西ノ内一丁目21-4 白龍ビル3-A 024-927-1217 024-932-1252

い　わ　き いわき市平字尼子町1-21 0246-35-6430 0246-35-6440

二次元コード




